
JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

(57)【要約】
【課題】遊技領域における遊技球の分散を好適に行うこ
とが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】遊技盤２３３の前方には窓パネルが配置さ
れており、遊技盤２３３と窓パネルとに挟まれて遊技領
域ＰＡが規定されている。遊技盤２３３は遊技球の衝突
後の進路を遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の衝突位置
に応じて変更する第１左右振分釘２１３及び第２左右振
分釘２１４を備えている。第１左右振分釘２１３は、遊
技領域ＰＡの奥側に、衝突する遊技球を右方向に跳ね返
す第１左右振分面を備えているとともに、遊技領域ＰＡ
の手前側に、衝突する遊技球を左方向に跳ね返す第２左
右振分面を備えている。また、第２左右振分釘２１４は
、遊技領域ＰＡの奥側に、衝突する遊技球を左方向に跳
ね返す第１左右振分面を備えているとともに、遊技領域
ＰＡの手前側に、衝突する遊技球を右方向に跳ね返す第
２左右振分面を備えている。
【選択図】　　　図５０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の手前側に透明板が配置されており、遊技球が前記遊技盤と前記透明板との間の
遊技領域を上流から下流に向けて流下する遊技機において、
　前記遊技盤は、接触する遊技球の前記遊技領域における奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の移動態様を異なるものとする所定変更手段を備えていることを特徴と
する遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機としてパチンコ遊技機やスロットマシンなどが知られている。例えば、パチンコ
遊技機は、遊技球が流下する遊技領域を規定する遊技盤を備えており、当該遊技盤には遊
技領域を流下する遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために釘及び風車などの各種
部材が配設されている。また、遊技盤には、一般入賞口、特電入賞装置、及び作動口のよ
うに遊技球の払出し対象の開口部が設けられている。遊技球発射装置から発射された遊技
球は、釘などと衝突しながら遊技領域を流下し、遊技球が一般入賞口、特電入賞装置、及
び作動口などに入球した場合には、所定数の遊技球が遊技者に払い出される（例えば特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１４６３１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、遊技領域における遊技球の分散が好適
に行われる必要があり、この点について未だ改良の余地がある。
【０００５】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技領域における遊技球
の分散を好適に行うことが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべく、請求項１記載の発明は、遊技盤の手前側に透明板が配置されて
おり、遊技球が前記遊技盤と前記透明板との間の遊技領域を上流から下流に向けて流下す
る遊技機において、
　前記遊技盤は、接触する遊技球の前記遊技領域における奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の移動態様を異なるものとする所定変更手段を備えていることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技領域における遊技球の分散を好適に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態におけるパチンコ機を示す斜視図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を分解して示す斜視図である。
【図３】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図４】遊技領域を流下した遊技球の排出に関する構成を説明するための説明図である。
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【図５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】当否抽選などに用いられる各種カウンタの内容を説明するための説明図である。
【図７】主側ＣＰＵにて実行されるメイン処理を示すフローチャートである。
【図８】主側ＣＰＵにて実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図９】主側ＣＰＵに入球検知センサの検知結果が入力されるようにする構成を説明する
ための説明図である。
【図１０】主側ＣＰＵにて実行される入球検知処理を示すフローチャートである。
【図１１】払出制御装置及び当該払出制御装置との間で通信を行う各種装置の電気的構成
を説明するためのブロック図である。
【図１２】払出側ＣＰＵにて実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図１３】管理用ＩＣの電気的構成を説明するためのブロック図である。
【図１４】管理側Ｉ／Ｆの入力ポートの構成を説明するための説明図である。
【図１５】対応関係用メモリの構成を説明するための説明図である。
【図１６】履歴用メモリの構成を説明するための説明図である。
【図１７】主側ＣＰＵにて実行される認識用処理を示すフローチャートである。
【図１８】管理側ＣＰＵにて実行される管理処理を示すフローチャートである。
【図１９】（ａ）～（ｄ）第１～第１５バッファと信号の種類との対応関係の情報が対応
関係用メモリに格納される様子を示すタイムチャートである。
【図２０】主側ＣＰＵにて実行される管理用出力処理を示すフローチャートである。
【図２１】管理側ＣＰＵにて実行される履歴設定処理を示すフローチャートである。
【図２２】（ａ）～（ｅ）履歴用メモリに履歴情報が格納されていく様子を示すタイムチ
ャートである。
【図２３】主側ＣＰＵにて実行されるデータ出力用処理を示すフローチャートである。
【図２４】管理側ＣＰＵにて実行される外部出力用処理を示すフローチャートである。
【図２５】第２の実施形態における管理側Ｉ／Ｆの入力ポートの構成を説明するための説
明図である。
【図２６】主側ＣＰＵにて実行される認識用処理を示すフローチャートである。
【図２７】管理側ＣＰＵにて実行される管理処理を示すフローチャートである。
【図２８】（ａ）～（ｈ）第１～第１２バッファと信号の種類との対応関係の情報が対応
関係用メモリに格納される様子を示すタイムチャートである。
【図２９】第３の実施形態における管理用ＩＣの電気的構成を説明するためのブロック図
である。
【図３０】管理側Ｉ／Ｆの入力ポートの構成を説明するための説明図である。
【図３１】主側ＣＰＵにて実行される停電情報記憶処理を示すフローチャートである。
【図３２】管理側ＣＰＵにて実行される停電対応処理を示すフローチャートである。
【図３３】管理側ＣＰＵにて実行される外部出力用処理を示すフローチャートである。
【図３４】第４の実施形態における管理側ＣＰＵにて実行される停電対応処理を示すフロ
ーチャートである。
【図３５】（ａ）第５の実施形態における主側ＣＰＵにて実行される契機特定処理を示す
フローチャートであり、（ｂ）管理側ＣＰＵにて実行される演算処理を示すフローチャー
トである。
【図３６】第６の実施形態における主側ＣＰＵにて実行される契機特定処理を示すフロー
チャートである。
【図３７】第７の実施形態における管理側ＣＰＵにて実行される演算処理を示すフローチ
ャートである。
【図３８】第８の実施形態における管理側ＣＰＵにて実行される履歴設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【図３９】第９の実施形態における履歴用メモリの構成を説明するための説明図である。
【図４０】管理側ＣＰＵにて実行される履歴設定処理を示すフローチャートである。
【図４１】第１０の実施形態における主制御装置のＭＰＵの電気的構成を説明するための
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ブロック図である。
【図４２】主側ＣＰＵにて実行される入球検知処理を示すフローチャートである。
【図４３】第１１の実施形態における主制御装置の電気的構成を説明するためのブロック
図である。
【図４４】管理側Ｉ／Ｆの入力ポートの構成を説明するための説明図である。
【図４５】履歴用メモリの構成を説明するための説明図である。
【図４６】管理側ＣＰＵにて実行される履歴設定処理を示すフローチャートである。
【図４７】管理側ＣＰＵにて実行される外部出力用処理を示すフローチャートである。
【図４８】主側ＣＰＵにて実行されるパラメータ管理処理を示すフローチャートである。
【図４９】第１２の実施形態における各入球検知センサの検知結果を主側ＣＰＵ及び管理
用ＩＣに送信する信号経路の構成を説明するためのブロック図である。
【図５０】第１３の実施形態における遊技盤の正面図である。
【図５１】（ａ）第１左右振分釘の斜視図であり、（ｂ）第１左右振分部材の平面図であ
り、（ｃ）第１左右振分部材の背面図である。
【図５２】（ａ）固定用部材の斜視図であり、（ｂ）遊技盤の表面に垂直な平面で切断し
た場合の第１左右振分釘の切断面の端面図である。
【図５３】（ａ）第１振分面に衝突する遊技球を示す第１左右振分釘の縦断面の端面図で
あり、（ｂ）上方から落下して第１振分面に衝突する遊技球の進路を説明するための説明
図であり、（ｃ）左側上方から流下して第１振分面に衝突する遊技球の進路を説明するた
めの説明図である。
【図５４】（ａ）第２振分面に衝突する遊技球を示す第１左右振分釘の縦断面の端面図で
あり、（ｂ）上方から落下して第２振分面に衝突する遊技球の進路を説明するための説明
図であり、（ｃ）左側上方から流下して第２振分面に衝突する遊技球の進路を説明するた
めの説明図である。
【図５５】（ａ）第２左右振分釘の斜視図であり、（ｂ）第２左右振分部材の平面図であ
り、（ｃ）第２左右振分部材の背面図である。
【図５６】（ａ）第１左右振分釘に衝突する遊技球が受ける抗力の向きを示すテーブルで
あり、（ｂ）第２左右振分釘に衝突する遊技球が受ける抗力の向きを示すテーブルであり
、（ｃ）障害釘に衝突する遊技球が受ける抗力の向きを示すテーブルである。
【図５７】（ａ）奥側に位置する遊技球が左側誘導釘群に案内される様子を説明するため
の説明図であり、（ｂ）手前側に位置する遊技球が左側誘導釘群に案内される様子を説明
するための説明図である。
【図５８】（ａ）奥側に位置する遊技球が右側誘導釘群に案内される様子を説明するため
の説明図であり、（ｂ）手前側に位置する遊技球が右側誘導釘群に案内される様子を説明
するための説明図である。
【図５９】第１３の実施形態の別形態における左側誘導部材の周辺を拡大して示す遊技盤
の正面図である。
【図６０】作動口の上流近傍に第１左右振分釘及び第２左右振分釘が設けられている遊技
盤の正面図と、作動口付近の拡大図である。
【図６１】（ａ）第１左右振分釘の斜視図であり、（ｂ）遊技盤の表面に垂直な平面で切
断した場合の第１左右振分釘の切断面の端面図である。
【図６２】（ａ）反転釘の斜視図であり、（ｂ）遊技盤の表面に垂直な平面で反転釘を切
断した場合の切断面の端面図であり、（ｃ）第１反転面と衝突する遊技球の進路を説明す
るための説明図であり、（ｄ）第２反転面と衝突する遊技球の進路を説明するための説明
図である。
【図６３】第１４の実施形態における遊技盤の正面図、及び左側誘導釘群の上流部周辺の
拡大図である。
【図６４】（ａ）前後振分釘の斜視図であり、（ｂ）前後振分部材の平面図であり、（ｃ
），（ｄ）遊技盤の表面に垂直な平面で切断した場合の前後振分釘の切断面の端面図であ
る。
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【図６５】（ａ）後方釘の斜視図であり、（ｂ），（ｃ）遊技盤の表面に垂直な平面で切
断した場合の後方釘の切断面の端面図である。
【図６６】（ａ）遊技領域の奥側に位置する遊技球の左側誘導釘群における進路を説明す
るための説明図であり、（ｂ）遊技領域の手前側に位置する遊技球の左側誘導釘群におけ
る進路を説明するための説明図である。
【図６７】（ａ）第１４の実施形態の別形態における前方優先部材の平面図であり、（ｂ
）前方優先部材を含む左側誘導釘群における遊技球の進路を説明するための説明図である
。
【図６８】第１５の実施形態における遊技盤の正面図、及び反発釘周辺の拡大図である。
【図６９】（ａ）反発釘の分解斜視図であり、（ｂ）反発釘の縦断面図である。
【図７０】（ａ）遊技盤の平面に垂直な平面で反発釘を切断した場合の切断面の端面図で
あり、（ｂ）高反発部と衝突する遊技球の進路を説明するための説明図であり、（ｃ）遊
技盤の平面に垂直な平面で反発釘を切断した場合の切断面の端面図であり、（ｄ）低反発
部材と衝突する遊技球の進路を説明するための説明図である。
【図７１】（ａ）反発釘の高反発部と衝突する遊技球の進路を説明するための説明図であ
り、（ｂ）反発釘の低反発部材と衝突した場合における衝突後の遊技球の進路を説明する
ための説明図である。
【図７２】第１６の実施形態における遊技盤の正面図である。
【図７３】（ａ）前後振分台の斜視図であり、（ｂ）前後振分台の平面図であり、（ｃ）
，（ｄ）遊技盤の表面に垂直な平面で前後振分台を切断した場合の切断面の端面図である
。
【図７４】左側中央部を拡大して示す遊技盤の正面図である。
【図７５】第１６の実施形態の別形態における遊技盤の正面図である。
【図７６】（ａ），（ｂ）前後振分台及び左側誘導釘群周辺を拡大して示す遊技盤の正面
図である。
【図７７】（ａ）奥側の遊技球を最も奥側に誘導する溝、及び手前側の遊技球を最も手前
側に誘導する溝を備えている前後振分台の斜視図であり、（ｂ）奥側の遊技球を最も手前
側に誘導する溝、及び手前側の遊技球を最も奥側に誘導する溝を備えている前後振分台の
斜視図である。
【図７８】第１７の実施形態における遊技盤の正面図、及び位置変更通路周辺の拡大図で
ある。
【図７９】（ａ）通路形成部材の斜視図であり、（ｂ）通路形成部材の正面図であり、（
ｃ），（ｄ）遊技盤の表面に垂直な平面で通路形成部材を切断した場合の切断面の端面図
である。
【図８０】（ａ），（ｂ）位置変更通路の下流周辺を拡大して示す遊技盤の正面図である
。
【図８１】（ａ），（ｂ）遊技盤の表面に垂直な平面で交換用通路形成部材を切断した場
合の切断面の端面図である。
【図８２】第１８の実施形態における遊技盤の正面図である。
【図８３】（ａ）案内部材の分解斜視図であり、（ｂ）案内部材の左側面図である。
【図８４】遊技盤の表面に垂直な平面で案内部材を切断した場合における切断面の端面図
である。
【図８５】（ａ），（ｂ）案内通路の下流周辺を拡大して示す遊技盤の正面図である。
【図８６】遊技盤の表面に垂直な平面で交換用案内部材を切断した場合における切断面の
端面図である。
【図８７】（ａ）第１８の実施形態の別形態における遊技盤の表面に垂直な平面で案内部
材を切断した場合における切断面の端面図であり、（ｂ）遊技盤の表面に垂直な平面で交
換用案内部材を切断した場合における切断面の端面図である。
【図８８】（ａ）第１９の実施形態における主制御基板の一部を拡大して示す主制御基板
の表面図であり、（ｂ）１列コネクタの周辺を拡大して示す主制御基板の表面図である。
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【図８９】（ａ）１列コネクタの斜視図であり、（ｂ）２極コネクタの斜視図であり、（
ｃ）２列コネクタの斜視図である。
【図９０】（ａ）プリント配線板の裏面の一部を拡大して示す斜視図であり、（ｂ）表面
に垂直な平面で切断したプリント配線板のビアホール周りを拡大して示す縦断面図である
。
【図９１】表面に垂直な平面で切断したプリント配線板のピン周りを拡大して示す縦断面
図である。
【図９２】（ａ）主制御基板の一部を拡大して示す裏面図であり、（ｂ）１列コネクタが
装着される前の１列用裏面領域を拡大して示すプリント配線板の裏面図である。
【図９３】（ａ）溶融半田の噴流を説明するための説明図であり、（ｂ）プリント配線板
の裏面に噴流が当たっている様子を説明するための説明図である。
【図９４】（ａ）１列コネクタの第２ピン、第３ピン、及び第４ピンが噴流と接触してい
る状態を説明するために示す比較用プリント配線板の縦断面図であり、（ｂ）１列コネク
タの第２ピンが噴流との接触状態から抜け出す様子を説明するために示す比較用プリント
配線板の縦断面図であり、（ｃ）１列コネクタの第３ピンが噴流との接触状態から抜け出
す様子を説明するために示す比較用プリント配線板の縦断面図である。
【図９５】（ａ）１列コネクタの第３ピンが噴流との接触状態から抜け出した状態を説明
するために示す比較用プリント配線板の縦断面図であり、（ｂ）１列コネクタの第４ピン
が噴流との接触状態から抜け出した状態を説明するために示す比較用プリント配線板の縦
断面図であり、（ｃ）１列コネクタの第３ピンと第４ピンとの間に半田ブリッジが形成さ
れている状態を示す比較用プリント配線板の縦断面図である。
【図９６】１列コネクタの第４ピンの周りに形成されている半田フィレットを説明するた
めに示すプリント配線板の縦断面図である。
【図９７】（ａ）２極コネクタが装着される前の２極用裏面領域を拡大して示すプリント
配線板の裏面図であり、（ｂ）２列コネクタが装着される前の２列用裏面領域を拡大して
示すプリント配線板の裏面図である。
【図９８】（ａ）第１９の実施形態の別形態における傾斜短絡防止穴を備えている１列用
裏面領域を拡大して示すプリント配線板の裏面図であり、（ｂ）１列用裏面領域を拡大し
て示すプリント配線板の裏面図であり、（ｃ）プリント配線板における１列用裏面領域を
拡大して示すプリント配線板の裏面図である。
【図９９】（ａ）第２０の実施形態における１列用裏面領域を拡大して示すプリント配線
板の裏面図であり、（ｂ）１列コネクタのピンの周辺を拡大して示すプリント配線板の縦
断面図である。
【図１００】（ａ）第２０の実施形態の別形態における６つの分離型短絡防止穴が形成さ
れている１列用裏面領域を拡大して示すプリント配線板の裏面図であり、（ｂ）２つの３
方向分離型短絡防止穴が形成されている１列用裏面領域を拡大して示すプリント配線板の
裏面図である。
【図１０１】第２１の実施形態における半田ブリッジの発生を抑制するための短絡防止穴
群が形成されている１列用裏面領域を拡大して示すプリント配線板の裏面図である。
【図１０２】第２２の実施形態における遊技盤の正面図である。
【図１０３】（ａ）第１作動口検知センサ及び第２作動口検知センサと主制御基板との接
続態様を説明するための説明図であり、（ｂ）第１作動口用領域及び第２作動口用領域を
拡大して示すプリント配線板の裏面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　＜第１の実施形態＞
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の斜視図、図２はパチ
ンコ機１０の主要な構成を分解して示す斜視図である。なお、図２では便宜上パチンコ機
１０の遊技領域ＰＡ内の構成を省略している。
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【００１０】
　パチンコ機１０は、図１に示すように、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機本体１２と、を有する
。外枠１１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。
パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置
される。なお、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成ではなく、遊技ホールの島
設備に外枠１１が備え付けられた構成としてもよい。
【００１１】
　遊技機本体１２は図２に示すように、内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前
扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５と、を備えている。遊技
機本体１２のうち内枠１３が外枠１１に回動可能に支持されている。詳細には、正面視で
左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠１３が前方へ回動可能とされている。
【００１２】
　内枠１３には、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側と
し右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠１３には、裏パック
ユニット１５が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先
端側として後方へ回動可能とされている。
【００１３】
　なお、遊技機本体１２には、その回動先端部に施錠装置が設けられており、遊技機本体
１２を外枠１１に対して開放不能に施錠状態とする機能を有しているとともに、前扉枠１
４を内枠１３に対して開放不能に施錠状態とする機能を有している。これらの各施錠状態
は、パチンコ機１０前面にて露出させて設けられたシリンダ錠１７に解錠キーを用いて解
錠操作を行うことにより、それぞれ解除される。
【００１４】
　次に、遊技機本体１２の前面側の構成について説明する。
【００１５】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２１を主体に構成されて
いる。樹脂ベース２１の中央部には略楕円形状の窓孔２３が形成されている。樹脂ベース
２１には遊技盤２４が着脱可能に取り付けられている。遊技盤２４は合板よりなり、遊技
盤２４の前面に形成された遊技領域ＰＡが樹脂ベース２１の窓孔２３を通じて内枠１３の
前面側に露出した状態となっている。
【００１６】
　ここで、遊技盤２４の構成を図３に基づいて説明する。図３は遊技盤２４の正面図であ
る。
【００１７】
　遊技盤２４には、遊技領域ＰＡの外縁の一部を区画するようにして内レール部２５と外
レール部２６とが取り付けられており、これら内レール部２５と外レール部２６とにより
誘導手段としての誘導レールが構成されている。樹脂ベース２１において窓孔２３の下方
に取り付けられた遊技球発射機構２７（図２参照）から発射された遊技球は誘導レールに
より遊技領域ＰＡの上部に案内されるようになっている。
【００１８】
　ちなみに、遊技球発射機構２７は、誘導レールに向けて延びる発射レール２７ａと、後
述する上皿５５ａに貯留されている遊技球を発射レール２７ａ上に供給する球送り装置２
７ｂと、発射レール２７ａ上に供給された遊技球を誘導レールに向けて発射させる電動ア
クチュエータであるソレノイド２７ｃと、を備えている。前扉枠１４に設けられた発射操
作装置（又は操作ハンドル）２８が回動操作されることによりソレノイド２７ｃが駆動制
御され、遊技球が発射される。
【００１９】
　遊技盤２４には、前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部に
は一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４、スルーゲート
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３５、可変表示ユニット３６、特図ユニット３７及び普図ユニット３８等がそれぞれ設け
られている。一般入賞口３１は合計で４個設けられており、それ以外はそれぞれ１個ずつ
設けられている。
【００２０】
　スルーゲート３５への入球が発生したとしても遊技球の払い出しは実行されない。一方
、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への入球が発
生すると、所定数の遊技球の払い出しが実行される。当該賞球個数について具体的には、
第１作動口３３への１個の遊技球の入球が発生した場合又は第２作動口３４への１個の遊
技球の入球が発生した場合には、１個の賞球の払い出しが実行され、一般入賞口３１への
１個の遊技球の入球が発生した場合には、１０個の賞球の払い出しが実行され、特電入賞
装置３２への１個の遊技球の入球が発生した場合には、１５個の賞球の払い出しが実行さ
れる。
【００２１】
　なお、上記賞球個数は任意であり、例えば、第２作動口３４の方が第１作動口３３より
も賞球個数が少ない構成としてもよく、第２作動口３４の方が第１作動口３３よりも賞球
個数が多い構成としてもよい。
【００２２】
　その他に、遊技盤２４の最下部にはアウト口２４ａが設けられており、各種入賞口等に
入らなかった遊技球はアウト口２４ａを通って遊技領域ＰＡから排出される。また、遊技
盤２４には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘２４ｂが植設され
ているとともに、風車等の各種部材が配設されている。
【００２３】
　ここで、入球とは所定の開口部を遊技球が通過することを意味し、開口部を通過した後
に遊技領域ＰＡから排出される態様だけでなく、開口部を通過した後に遊技領域ＰＡから
排出されることなく遊技領域ＰＡの流下を継続する態様も含まれる。但し、以下の説明で
は、アウト口２４ａへの遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口３１、特電入
賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及びスルーゲート３５への遊技球の入球を
、入賞とも表現する。
【００２４】
　第１作動口３３及び第２作動口３４は、作動口装置としてユニット化されて遊技盤２４
に設置されている。第１作動口３３及び第２作動口３４は共に上向きに開放されている。
また、第１作動口３３が上方となるようにして両作動口３３，３４は鉛直方向に並んでい
る。第２作動口３４には、左右一対の可動片よりなるガイド片としての普電役物３４ａが
設けられている。普電役物３４ａの閉鎖状態では遊技球が第２作動口３４に入賞できず、
普電役物３４ａが開放状態となることで第２作動口３４への入賞が可能となる。
【００２５】
　第２作動口３４よりも遊技球の流下方向の上流側に、スルーゲート３５が設けられてい
る。スルーゲート３５は縦方向に貫通した図示しない貫通孔を有しており、スルーゲート
３５に入賞した遊技球は入賞後に遊技領域ＰＡを流下する。これにより、スルーゲート３
５に入賞した遊技球が第２作動口３４へ入賞することが可能となっている。
【００２６】
　スルーゲート３５への入賞に基づき第２作動口３４の普電役物３４ａが閉鎖状態から開
放状態に切り換えられる。具体的には、スルーゲート３５への入賞をトリガとして内部抽
選が行われるとともに、遊技領域ＰＡにおいて遊技球が通過しない領域である右下の隅部
に設けられた普図ユニット３８の普図表示部３８ａにて絵柄の変動表示が行われる。そし
て、内部抽選の結果が電役開放当選であり当該結果に対応した停止結果が表示されて普図
表示部３８ａの変動表示が終了された場合に普電開放状態へ移行する。普電開放状態では
、普電役物３４ａが所定の態様で開放状態となる。
【００２７】
　なお、普図表示部３８ａは、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されてなるセ
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グメント表示器により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置、
有機ＥＬ表示装置、ＣＲＴ又はドットマトリックス表示器等その他のタイプの表示装置に
よって構成されていてもよい。また、普図表示部３８ａにて変動表示される絵柄としては
、複数種の文字が変動表示される構成、複数種の記号が変動表示される構成、複数種のキ
ャラクタが変動表示される構成又は複数種の色が切り換え表示される構成などが考えられ
る。
【００２８】
　普図ユニット３８において、普図表示部３８ａに隣接した位置には、普図保留表示部３
８ｂが設けられている。遊技球がスルーゲート３５に入賞した個数は最大４個まで保留さ
れ、普図保留表示部３８ｂの点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【００２９】
　第１作動口３３又は第２作動口３４への入賞をトリガとして当たり抽選が行われる。そ
して、当該抽選結果は特図ユニット３７及び可変表示ユニット３６の図柄表示装置４１に
おける表示演出を通じて明示される。
【００３０】
　特図ユニット３７について詳細には、特図ユニット３７には特図表示部３７ａが設けら
れている。特図表示部３７ａの表示領域は図柄表示装置４１の表示面４１ａよりも狭い。
特図表示部３７ａでは、第１作動口３３への入賞又は第２作動口３４への入賞をトリガと
して当たり抽選が行われることで絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる。そして、抽
選結果に対応した結果が表示される。なお、特図表示部３７ａは、複数のセグメント発光
部が所定の態様で配列されてなるセグメント表示器により構成されているが、これに限定
されることはなく、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、ＣＲＴ又はドットマトリックス表
示器等その他のタイプの表示装置によって構成されていてもよい。また、特図表示部３７
ａにて表示される絵柄としては、複数種の文字が表示される構成、複数種の記号が表示さ
れる構成、複数種のキャラクタが表示される構成又は複数種の色が表示される構成などが
考えられる。
【００３１】
　特図ユニット３７において、特図表示部３７ａに隣接した位置には、特図保留表示部３
７ｂが設けられている。遊技球が第１作動口３３又は第２作動口３４に入賞した個数は最
大４個まで保留され、特図保留表示部３７ｂの点灯によってその保留個数が表示されるよ
うになっている。
【００３２】
　図柄表示装置４１について詳細には、図柄表示装置４１は、液晶ディスプレイを備えた
液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される
。なお、図柄表示装置４１は、液晶表示装置に限定されることはなく、プラズマディスプ
レイ装置、有機ＥＬ表示装置又はＣＲＴといった表示画面を有する他の表示装置であって
もよく、ドットマトリクス表示器であってもよい。
【００３３】
　図柄表示装置４１では、第１作動口３３への入賞又は第２作動口３４への入賞に基づき
特図表示部３７ａにて絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる場合にそれに合わせて図
柄の変動表示又は所定の表示が行われる。例えば、図柄表示装置４１の表示面４１ａには
、複数の表示領域として上段・中段・下段の３つの図柄列が設定され、各図柄列において
「１」～「９」の数字が付された主図柄が昇順又は降順で配列された状態でスクロール表
示される。このスクロール表示においては、最初に全図柄列におけるスクロール表示が開
始され、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順にスクロール表示から待機表示に切り換えら
れ、最終的に各図柄列にて所定の図柄を静止表示した状態で終了される。そして、例えば
、遊技結果が大当たり結果となる遊技回では、図柄表示装置４１の表示面４１ａにおいて
予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示される。
【００３４】
　なお、図柄表示装置４１では、第１作動口３３又は第２作動口３４への入賞をトリガと
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した表示演出だけでなく、当たり当選となった後に移行する開閉実行モード中の表示演出
などが行われる。また、いずれかの作動口３３，３４への入賞に基づいて、特図表示部３
７ａ及び図柄表示装置４１にて表示が開始され、所定の結果を表示して終了されるまでが
遊技回の１回に相当する。また、図柄表示装置４１における図柄の変動表示の態様は上記
のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示
の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。また、図柄表示装置４１にて変動
表示される絵柄は上記のような図柄に限定されることはなく、例えば絵柄として数字のみ
が変動表示される構成としてもよい。
【００３５】
　第１作動口３３への入賞又は第２作動口３４への入賞に基づく当たり抽選にて大当たり
当選となった場合には、特電入賞装置３２への入賞が可能となる開閉実行モードへ移行す
る。特電入賞装置３２は、遊技盤２４の背面側へと通じる図示しない大入賞口を備えてい
るとともに、当該大入賞口を開閉する開閉扉３２ａを備えている。開閉扉３２ａは、閉鎖
状態及び開放状態のいずれかに配置される。具体的には、開閉扉３２ａは、通常は遊技球
が入賞できない閉鎖状態になっており、内部抽選において開閉実行モードへの移行に当選
した場合に遊技球が入賞可能な開放状態に切り換えられるようになっている。ちなみに、
開閉実行モードとは、当たり結果となった場合に移行することとなるモードである。なお
、閉鎖状態では入賞が不可ではないが開放状態よりも入賞が発生しづらい状態となる構成
としてもよい。
【００３６】
　図４は、遊技領域ＰＡを流下した遊技球の排出に関する構成を説明するための説明図で
ある。
【００３７】
　既に説明したとおり、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動
口３４及びアウト口２４ａのいずれかに入球した遊技球は遊技領域ＰＡから排出される。
換言すれば、遊技球発射機構２７から発射されて遊技領域ＰＡに流入した遊技球は一般入
賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及びアウト口２４ａのい
ずれかに入球することにより遊技領域ＰＡから排出されることとなる。一般入賞口３１、
特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及びアウト口２４ａのいずれかに入
球した遊技球は遊技盤２４の背面側に導かれる。
【００３８】
　遊技盤２４の背面には、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作
動口３４及びアウト口２４ａのそれぞれに対応させて排出通路部４２～４８が形成されて
いる。排出通路部４２～４８に流入した遊技球はその流入した排出通路部４２～４８を流
下することにより、遊技盤２４の背面側において遊技盤２４の下端部に導かれ図示しない
排出球回収部にて回収される。そして、排出球回収部にて回収された遊技球は、遊技ホー
ルにおいてパチンコ機１０が設置された島設備の球循環装置に排出される。
【００３９】
　各排出通路部４２～４８には遊技球を検知するための各種検知センサ４２ａ～４８ａが
設けられている。これら排出通路部４２～４８及び検知センサ４２ａ～４８ａについて以
下に説明する。一般入賞口３１は既に説明したとおり４個設けられているため、それら４
個のそれぞれに対応させて排出通路部４２～４４が存在している。この場合、最も左の一
般入賞口３１に対応する第１排出通路部４２及びその右隣りの一般入賞口３１に対応する
第２排出通路部４３のそれぞれに対しては１個ずつ検知センサ４２ａ，４３ａが設けられ
ている。具体的には、第１排出通路部４２の途中位置に検知範囲が存在するようにして第
１入賞口検知センサ４２ａが設けられているとともに、第２排出通路部４３の途中位置に
検知範囲が存在するように第２入賞口検知センサ４３ａが設けられている。最も左の一般
入賞口３１に入球した遊技球は第１排出通路部４２を通過する途中で第１入賞口検知セン
サ４２ａにて検知され、その右隣りの一般入賞口３１に入球した遊技球は第２排出通路部
４３を通過する途中で第２入賞口検知センサ４３ａにて検知される。また、右側２個の一
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般入賞口３１に対しては途中位置で合流するように形成された第３排出通路部４４が設け
られている。当該第３排出通路部４４は、２個の一般入賞口３１のそれぞれに対応する入
口側領域を有しているとともに、それら入口側領域が途中で合流することで１個の出口側
領域を有している。第３排出通路部４４における出口側領域の途中位置に検知範囲が存在
するように第３入賞口検知センサ４４ａが設けられている。右側２個のいずれかの一般入
賞口３１に入球した遊技球は第３排出通路部４４を通過する途中で第３入賞口検知センサ
４４ａにて検知される。
【００４０】
　特電入賞装置３２に対応させて第４排出通路部４５が存在している。第４排出通路部４
５の途中位置に検知範囲が存在するようにして特電検知センサ４５ａが設けられており、
特電入賞装置３２に入球した遊技球は第４排出通路部４５を通過する途中で特電検知セン
サ４５ａにて検知される。第１作動口３３に対応させて第５排出通路部４６が存在してい
る。第５排出通路部４６の途中位置に検知範囲が存在するようにして第１作動口検知セン
サ４６ａが設けられており、第１作動口３３に入球した遊技球は第５排出通路部４６を通
過する途中で第１作動口検知センサ４６ａにて検知される。第２作動口３４に対応させて
第６排出通路部４７が存在している。第６排出通路部４７の途中位置に検知範囲が存在す
るようにして第２作動口検知センサ４７ａが設けられており、第２作動口３４に入球した
遊技球は第６排出通路部４７を通過する途中で第２作動口検知センサ４７ａにて検知され
る。アウト口２４ａに対応させて第７排出通路部４８が存在している。第７排出通路部４
８の途中位置に検知範囲が存在するようにしてアウト口検知センサ４８ａが設けられてお
り、アウト口２４ａに入球した遊技球は第７排出通路部４８を通過する途中でアウト口検
知センサ４８ａにて検知される。
【００４１】
　なお、各種検知センサ４２ａ～４８ａのうちいずれか１個の検知センサ４２ａ～４８ａ
にて検知対象となった遊技球は他の検知センサ４２ａ～４８ａの検知対象となることはな
い。また、スルーゲート３５に対してもゲート検知センサ４９ａが設けられており、遊技
領域ＰＡを流下する途中でスルーゲート３５を通過する遊技球はゲート検知センサ４９ａ
にて検知される。
【００４２】
　各種検知センサ４２ａ～４９ａとしては、いずれも電磁誘導型の近接センサが用いられ
ているが、遊技球を個別に検知できるのであれば使用するセンサは任意である。また、各
種検知センサ４２ａ～４９ａは後述する主制御装置６０と電気的に接続されており、各種
検知センサ４２ａ～４９ａの検知結果は主制御装置６０に出力される。具体的には、各種
検知センサ４２ａ～４９ａは、遊技球を検知していない状況ではＬＯＷレベル信号を出力
し、遊技球を検知している状況ではＨＩレベル信号を出力する。なお、これに限定される
ことはなくＨＩ及びＬＯＷの関係が逆であってもよい。
【００４３】
　図２に示すように、上記構成の遊技盤２４が樹脂ベース２１に取り付けられてなる内枠
１３の前面側全体を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前扉枠１４には、図１
に示すように、遊技領域ＰＡのほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部
５１が形成されている。窓部５１は、略楕円形状をなし、窓パネル５２が嵌め込まれてい
る。窓パネル５２は、ガラスによって無色透明に形成されているが、これに限定されるこ
とはなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよく、パチンコ機１０前方から窓
パネル５２を通じて遊技領域ＰＡを視認可能であれば有色透明に形成されていてもよい。
【００４４】
　窓部５１の上方には表示発光部５３が設けられている。また、遊技状態に応じた効果音
などが出力される左右一対のスピーカ部５４が設けられている。また、窓部５１の下方に
は、手前側へ膨出した上側膨出部５５と下側膨出部５６とが上下に並設されている。上側
膨出部５５内側には上方に開口した上皿５５ａが設けられており、下側膨出部５６内側に
は同じく上方に開口した下皿５６ａが設けられている。上皿５５ａは、後述する払出装置
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より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射機構２７側へ導
くための機能を有する。また、下皿５６ａは、上皿５５ａ内にて余剰となった遊技球を貯
留する機能を有する。
【００４５】
　次に、遊技機本体１２の背面側の構成について説明する。
【００４６】
　図２に示すように、内枠１３（具体的には、遊技盤２４）の背面には、遊技の主たる制
御を司る主制御装置６０が搭載されている。主制御装置６０は主制御基板６１が基板ボッ
クス６０ａに収容されてなる。なお、基板ボックス６０ａに、その開放の痕跡を残すため
の痕跡手段を付与する又はその開放の痕跡を残すための痕跡構造を設けてもよい。当該痕
跡手段としては、基板ボックス６０ａを構成する複数のケース体を分離不能に結合すると
ともにその分離に際して所定部位の破壊を要する結合部の構成や、引き剥がしに際して粘
着層が接着対象に残ることで剥がされたことの痕跡を残す封印シールを複数のケース体間
の境界を跨ぐようにして貼り付ける構成が考えられる。また、痕跡構造としては、基板ボ
ックス６０ａを構成する複数のケース体間の境界に対して接着剤を塗布する構成が考えら
れる。
【００４７】
　主制御装置６０を含めて内枠１３の背面側を覆うようにして裏パックユニット１５が設
置されている。裏パックユニット１５は、透明性を有する合成樹脂により形成された裏パ
ック７２を備えており、当該裏パック７２に払出機構部７３及び制御装置集合ユニット７
４が取り付けられている。
【００４８】
　払出機構部７３は、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク
７５と、当該タンク７５に貯留された遊技球を払い出すための払出装置７６と、を備えて
いる。払出装置７６より払い出された遊技球は、当該払出装置７６の下流側に設けられた
払出通路を通じて、上皿５５ａ又は下皿５６ａに排出される。なお、払出機構部７３には
、例えば交流２４ボルトの主電源が供給されるとともに、電源のＯＮ操作及びＯＦＦ操作
を行うための電源スイッチを有する裏パック基板が搭載されている。
【００４９】
　制御装置集合ユニット７４は、払出装置７６を制御する機能を有する払出制御装置７７
と、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力されるとともに遊技者による発
射操作装置２８の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる電源・発射制御装置７８
と、を備えている。これら払出制御装置７７と電源・発射制御装置７８とは、払出制御装
置７７がパチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【００５０】
　＜パチンコ機１０の電気的構成＞
　図５は、パチンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００５１】
　主制御装置６０は、遊技の主たる制御を司る主制御基板６１と、電源を監視する停電監
視基板６７と、を具備している。主制御基板６１には、ＭＰＵ６２が搭載されている。Ｍ
ＰＵ６２には、制御部及び演算部を含む演算処理装置である主側ＣＰＵ６３の他に、主側
ＲＯＭ６４、主側ＲＡＭ６５及び管理用ＩＣ６６が内蔵されている。なお、ＭＰＵ６２に
は、上記素子以外に、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各
種カウンタ回路などが内蔵されている。
【００５２】
　主側ＲＯＭ６４は、ＮＯＲ型フラッシュメモリ及びＮＡＮＤ型フラッシュメモリなどの
記憶保持に外部からの電力供給が不要なメモリ（すなわち、不揮発性記憶手段）であり、
読み出し専用として利用される。主側ＲＯＭ６４は、主側ＣＰＵ６３により実行される各
種の制御プログラムや固定値データを記憶している。
【００５３】
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　主側ＲＡＭ６５は、ＳＲＡＭ及びＤＲＡＭなどの記憶保持に外部からの電力供給が必要
なメモリ（すなわち、揮発性記憶手段）であり、読み書き両用として利用される。主側Ｒ
ＡＭ６５は、ランダムアクセスが可能であるとともに、同一のデータ容量で比較した場合
に主側ＲＯＭ６４よりも読み出しに要する時間が早いものとなっている。主側ＲＡＭ６５
は、主側ＲＯＭ６４内に記憶されている制御プログラムの実行に対して各種のデータなど
を一時的に記憶する。
【００５４】
　管理用ＩＣ６６は、主側ＣＰＵ６３から供給された情報に基づいて遊技領域ＰＡにおけ
る遊技球の入球態様を管理する管理装置である。詳細は後述するが、管理用ＩＣ６６にて
一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及びアウト口２４
ａへの遊技球の入球履歴が把握されるとともに、その把握された入球履歴に応じて一般入
賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への入球頻度が把握さ
れる。
【００５５】
　ＭＰＵ６２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ６２の
入力側には主制御装置６０に設けられた停電監視基板６７及び払出制御装置７７が接続さ
れている。停電監視基板６７には動作電力を供給する機能を有する電源・発射制御装置７
８が接続されており、ＭＰＵ６２には停電監視基板６７を介して動作電力が供給される。
【００５６】
　ＭＰＵ６２の入力側には、各種入球検知センサ４２ａ～４９ａといった各種センサが接
続されている。各種入球検知センサ４２ａ～４９ａは、既に説明したとおり、第１入賞口
検知センサ４２ａ、第２入賞口検知センサ４３ａ、第３入賞口検知センサ４４ａ、特電検
知センサ４５ａ、第１作動口検知センサ４６ａ、第２作動口検知センサ４７ａ、アウト口
検知センサ４８ａ及びゲート検知センサ４９ａである。これら入球検知センサ４２ａ～４
９ａの検知結果に基づいて、主側ＣＰＵ６３にて各入球部への入球判定が行われる。また
、主側ＣＰＵ６３では第１作動口３３への入賞に基づいて各種抽選が実行されるとともに
第２作動口３４への入賞に基づいて各種抽選が実行される。
【００５７】
　ＭＰＵ６２の出力側には、停電監視基板６７、払出制御装置７７及び音声発光制御装置
８１が接続されている。払出制御装置７７には、例えば、上記入球部のうち入球の発生が
遊技球の払い出しに対応する賞球対応入球部に遊技球が入球したことに基づいて賞球コマ
ンドが出力される。音声発光制御装置８１には、変動用コマンド、種別コマンド及びオー
プニングコマンドなどの各種コマンドが出力される。
【００５８】
　ＭＰＵ６２の出力側には、特電入賞装置３２の開閉扉３２ａを開閉動作させる特電用の
駆動部３２ｂ、第２作動口３４の普電役物３４ａを開閉動作させる普電用の駆動部３４ｂ
、特図ユニット３７及び普図ユニット３８が接続されている。ちなみに、特図ユニット３
７には、特図表示部３７ａ及び特図保留表示部３７ｂが設けられているが、これらの全て
がＭＰＵ６２の出力側に接続されている。同様に、普図ユニット３８には、普図表示部３
８ａ及び普図保留表示部３８ｂが設けられているが、これらの全てがＭＰＵ６２の出力側
に接続されている。主制御基板６１には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライ
バ回路を通じてＭＰＵ６２は各種駆動部及び各種表示部の駆動制御を実行する。
【００５９】
　つまり、開閉実行モードにおいては特電入賞装置３２が開閉されるように、主側ＣＰＵ
６３において特電用の駆動部３２ｂの駆動制御が実行される。また、普電役物３４ａの開
放状態当選となった場合には、普電役物３４ａが開閉されるように、主側ＣＰＵ６３にお
いて普電用の駆動部３４ｂの駆動制御が実行される。また、各遊技回に際しては、主側Ｃ
ＰＵ６３において特図表示部３７ａの表示制御が実行される。また、普電役物３４ａを開
放状態とするか否かの抽選結果を明示する場合に、主側ＣＰＵ６３において普図表示部３
８ａの表示制御が実行される。また、第１作動口３３若しくは第２作動口３４への入賞が



(14) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

発生した場合、又は特図表示部３７ａにおいて変動表示が開始される場合に、主側ＣＰＵ
６３において特図保留表示部３７ｂの表示制御が実行され、スルーゲート３５への入賞が
発生した場合、又は普図表示部３８ａにおいて変動表示が開始される場合に、主側ＣＰＵ
６３において普図保留表示部３８ｂの表示制御が実行される。
【００６０】
　停電監視基板６７は、主制御基板６１と電源・発射制御装置７８とを中継し、電源・発
射制御装置７８から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監視する。払
出制御装置７７は、主制御装置６０から受信した賞球コマンドに基づいて、払出装置７６
により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。
【００６１】
　電源・発射制御装置７８は、例えば、遊技ホール等における商用電源（外部電源）に接
続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板６１
や払出制御装置７７等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した
動作電力を供給する。ちなみに、電源・発射制御装置７８にはバックアップ用コンデンサ
などの電断時用電源部が設けられており、パチンコ機１０の電源がＯＦＦ状態の場合であ
っても当該電断時用電源部から主制御装置６０の主側ＲＡＭ６５及び払出制御装置７７に
記憶保持用の電力が供給される。また、電源・発射制御装置７８は遊技球発射機構２７の
発射制御を担うものであり、遊技球発射機構２７は所定の発射条件が整っている場合に駆
動される。
【００６２】
　音声発光制御装置８１は、主制御装置６０から受信した各種コマンドに基づいて、前扉
枠１４に設けられた表示発光部５３及びスピーカ部５４を駆動制御するとともに、表示制
御装置８２を制御するものである。表示制御装置８２は、音声発光制御装置８１から受信
したコマンドに基づいて、図柄表示装置４１の表示制御を実行する。
【００６３】
　＜主側ＣＰＵ６３にて各種抽選を行うための電気的構成＞
　次に、主側ＣＰＵ６３にて各種抽選を行うための電気的な構成について図６を用いて説
明する。
【００６４】
　主側ＣＰＵ６３は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選、特図表示
部３７ａの表示の設定、図柄表示装置４１の図柄表示の設定、普図表示部３８ａの表示の
設定などを行うこととしており、具体的には、図６に示すように、当たり発生の抽選に使
用する当たり乱数カウンタＣ１と、大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別カ
ウンタＣ２と、図柄表示装置４１が外れ変動する際のリーチ発生抽選に使用するリーチ乱
数カウンタＣ３と、当たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ
ＣＩＮＩと、特図表示部３７ａ及び図柄表示装置４１における表示継続時間を決定する変
動種別カウンタＣＳと、を用いることとしている。さらに、第２作動口３４の普電役物３
４ａを普電開放状態とするか否かの抽選に使用する普電役物開放カウンタＣ４を用いるこ
ととしている。なお、上記各カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、主側ＲＡＭ
６５の各種カウンタエリア６５ｂに設けられている。
【００６５】
　各カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、その更新の都度前回値に１が加算さ
れ、最大値に達した後に「０」に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間
間隔で更新される。当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数
カウンタＣ３に対応した情報は、第１作動口３３又は第２作動口３４への入賞が発生した
場合に、主側ＲＡＭ６５に取得情報記憶手段として設けられた保留格納エリア６５ａに格
納される。
【００６６】
　保留格納エリア６５ａは、保留用エリアＲＥと、実行エリアＡＥとを備えている。保留
用エリアＲＥは、第１保留エリアＲＥ１、第２保留エリアＲＥ２、第３保留エリアＲＥ３
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及び第４保留エリアＲＥ４を備えており、第１作動口３３又は第２作動口３４への入賞履
歴に合わせて、当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウ
ンタＣ３の各数値情報の組合せが保留情報として、いずれかの保留エリアＲＥ１～ＲＥ４
に格納される。
【００６７】
　この場合、第１保留エリアＲＥ１～第４保留エリアＲＥ４には、第１作動口３３又は第
２作動口３４への入賞が複数回連続して発生した場合に、第１保留エリアＲＥ１→第２保
留エリアＲＥ２→第３保留エリアＲＥ３→第４保留エリアＲＥ４の順に各数値情報が時系
列的に格納されていく。このように４つの保留エリアＲＥ１～ＲＥ４が設けられているこ
とにより、第１作動口３３又は第２作動口３４への遊技球の入賞履歴が最大４個まで保留
記憶されるようになっている。
【００６８】
　なお、保留記憶可能な数は、４個に限定されることはなく任意であり、２個、３個又は
５個以上といったように他の複数であってもよく、単数であってもよい。
【００６９】
　実行エリアＡＥは、特図表示部３７ａの変動表示を開始する際に、保留用エリアＲＥの
第１保留エリアＲＥ１に格納された各数値情報を移動させるためのエリアであり、１遊技
回の開始に際しては実行エリアＡＥに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定
などが行われる。
【００７０】
　上記各カウンタについて詳細に説明する。
【００７１】
　まず、普電役物開放カウンタＣ４について説明する。普電役物開放カウンタＣ４は、例
えば、０～２５０の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後に「０」に戻る構成
となっている。普電役物開放カウンタＣ４は定期的に更新され、スルーゲート３５に遊技
球が入賞したタイミングで主側ＲＡＭ６５の普電保留エリア６５ｃに格納される。そして
、所定のタイミングにおいて、その格納された普電役物開放カウンタＣ４の値によって普
電役物３４ａを開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。
【００７２】
　本パチンコ機１０では、普電役物３４ａによるサポートの態様が相互に異なるように複
数種類のサポートモードが設定されている。詳細には、サポートモードには、遊技領域Ｐ
Ａに同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、第２作動口３４
の普電役物３４ａが単位時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、
高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとが設定されている。
【００７３】
　高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとでは、普電役物開放カウンタＣ４を用
いた普電開放抽選における普電開放状態当選となる確率は同一（例えば、共に４／５）と
なっているが、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、普電開放状態当
選となった際に普電役物３４ａが開放状態となる回数が多く設定されており、さらに１回
の開放時間が長く設定されている。この場合、高頻度サポートモードにおいて普電開放状
態当選となり普電役物３４ａの開放状態が複数回発生する場合において、１回の開放状態
が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、１回の開放時間よりも短く
設定されている。さらにまた、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、
１回の普電開放抽選が行われてから次の普電開放抽選が行われる上で最低限確保される確
保時間（すなわち、普図表示部３８ａにおける１回の表示継続時間）が短く設定されてい
る。
【００７４】
　上記のとおり、高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも第２作動口３
４への入賞が発生する確率が高くなる。換言すれば、低頻度サポートモードでは、第２作
動口３４よりも第１作動口３３への入賞が発生する確率が高くなるが、高頻度サポートモ
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ードでは、第１作動口３３よりも第２作動口３４への入賞が発生する確率が高くなる。そ
して、第２作動口３４への入賞が発生した場合には、所定個数の遊技球の払出が実行され
るため、高頻度サポートモードでは、遊技者は持ち球をあまり減らさないようにしながら
遊技を行うことができる。
【００７５】
　なお、高頻度サポートモードを低頻度サポートモードよりも単位時間当たりに普電開放
状態となる頻度を高くする上での構成は、上記のものに限定されることはなく、例えば普
電開放抽選における普電開放状態当選となる確率を高くする構成としてもよい。また、１
回の普電開放抽選が行われてから次の普電開放抽選が行われる上で確保される確保時間（
例えば、スルーゲート３５への入賞に基づき普図表示部３８ａにて実行される変動表示の
時間）が複数種類用意されている構成においては、高頻度サポートモードでは低頻度サポ
ートモードよりも、短い確保時間が選択され易い又は平均の確保時間が短くなるように設
定されていてもよい。さらには、開放回数を多くする、開放時間を長くする、１回の普電
開放抽選が行われてから次の普電開放抽選が行われる上で確保される確保時間を短くする
、係る確保時間の平均時間を短くする及び当選確率を高くするのうち、いずれか１条件又
は任意の組合せの条件を適用することで、低頻度サポートモードに対する高頻度サポート
モードの有利性を高めてもよい。
【００７６】
　次に、当たり乱数カウンタＣ１について説明する。当たり乱数カウンタＣ１は、例えば
０～５９９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後に「０」に戻る構成となっ
ている。特に当たり乱数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初期値カウンタＣ
ＩＮＩの値が当該当たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期
値カウンタＣＩＮＩは、当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタである（値＝０
～５９９）。当たり乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球が第１作動口３３又は
第２作動口３４に入賞したタイミングで主側ＲＡＭ６５の保留格納エリア６５ａに格納さ
れる。
【００７７】
　大当たり当選となる乱数の値は、主側ＲＯＭ６４に当否テーブルとして記憶されている
。当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブルと、高確率モード用の当否テー
ブルとが設定されている。つまり、本パチンコ機１０は、当否抽選手段における抽選モー
ドとして、低確率モードと高確率モードとが設定されている。
【００７８】
　上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下で
は、大当たり当選となる乱数の数は２個である。一方、上記抽選に際して高確率モード用
の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、大当たり当選となる乱数の数は
２０個である。なお、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであ
れば、上記当選となる乱数の数は任意である。
【００７９】
　大当たり種別カウンタＣ２は、０～２９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達し
た後に「０」に戻る構成となっている。大当たり種別カウンタＣ２は定期的に更新され、
遊技球が第１作動口３３又は第２作動口３４に入賞したタイミングで保留格納エリア６５
ａに格納される。
【００８０】
　本パチンコ機１０では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当たり
結果は、（１）開閉実行モードにおける特電入賞装置３２の開閉制御の態様、（２）開閉
実行モード終了後の当否抽選手段における抽選モード、（３）開閉実行モード終了後の第
２作動口３４の普電役物３４ａにおけるサポートモード、という３つの条件に差異を設け
ることにより、複数の大当たり結果が設定されている。
【００８１】
　開閉実行モードにおける特電入賞装置３２の開閉制御の態様としては、開閉実行モード



(17) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

が開始されてから終了するまでの間における特電入賞装置３２への入賞の発生頻度が相対
的に高低となるように高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとが設定されている。具体的
には、高頻度入賞モード及び低頻度入賞モードのいずれであっても、予め定められた回数
のラウンド遊技を上限として実行される。
【００８２】
　ここで、ラウンド遊技とは、予め定められた上限継続時間が経過すること、及び予め定
められた上限個数の遊技球が特電入賞装置３２に入賞することのいずれか一方の条件が満
たされるまで継続する遊技のことである。また、大当たり結果が契機となった開閉実行モ
ードにおけるラウンド遊技の回数は、その移行の契機となった大当たり結果の種類がいず
れであっても固定ラウンド回数で同一となっている。具体的には、いずれの大当たり結果
となった場合であっても、ラウンド遊技の上限回数は１５ラウンドに設定されている。
【００８３】
　また、本パチンコ機１０では、特電入賞装置３２の１回の開放態様が、特電入賞装置３
２が開放されてから閉鎖されるまでの開放継続時間を相違させて、複数種類設定されてい
る。詳細には、開放継続時間が長時間である２９ｓｅｃに設定された長時間態様と、開放
継続時間が上記長時間よりも短い短時間である０．０６ｓｅｃに設定された短時間態様と
、が設定されている。
【００８４】
　本パチンコ機１０では、発射操作装置２８が遊技者により操作されている状況では、０
．６ｓｅｃに１個の遊技球が遊技領域ＰＡに向けて発射されるように遊技球発射機構２７
が駆動制御される。また、ラウンド遊技は終了条件の上限個数が９個に設定されている。
そうすると、上記開放態様のうち長時間態様では、遊技球の発射周期と１回のラウンド遊
技との積よりも長い時間の開放継続時間が設定されていることとなる。一方、短時間態様
では、遊技球の発射周期と１回のラウンド遊技との積よりも短い時間、より詳細には、遊
技球の発射周期よりも短い時間の開放継続時間が設定されている。したがって、長時間態
様で１回の開放が行われた場合には、特電入賞装置３２に対して、１回のラウンド遊技に
おける上限個数分の入賞が発生することが期待され、短時間態様で１回の開放が行われた
場合には、特電入賞装置３２への入賞が発生しないこと又は入賞が発生するとしても１個
程度となることが期待される。
【００８５】
　高頻度入賞モードでは、各ラウンド遊技において長時間態様による特電入賞装置３２の
開放が１回行われる。一方、低頻度入賞モードでは、各ラウンド遊技において短時間態様
による特電入賞装置３２の開放が１回行われる。
【００８６】
　なお、高頻度入賞モード及び低頻度入賞モードにおける特電入賞装置３２の開閉回数、
ラウンド遊技の回数、１回の開放に対する開放継続時間及び１回のラウンド遊技における
上限個数は、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも、開閉実行モードが開始さ
れてから終了するまでの間における特電入賞装置３２への入賞の発生頻度が高くなるので
あれば、上記の値に限定されることはなく任意である。
【００８７】
　大当たり種別カウンタＣ２に対する遊技結果の振分先は、主側ＲＯＭ６４に振分テーブ
ルとして記憶されている。そして、かかる振分先として、低確大当たり結果と、低入賞高
確大当たり結果と、最有利大当たり結果とが設定されている。
【００８８】
　低確大当たり結果は、開閉実行モードが高頻度入賞モードとなり、さらに開閉実行モー
ドの終了後には、当否抽選モードが低確率モードとなるとともに、サポートモードが高頻
度サポートモードとなる大当たり結果である。但し、この高頻度サポートモードは、移行
後において遊技回数が終了基準回数（具体的には、１００回）に達した場合に低頻度サポ
ートモードに移行する。
【００８９】
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　低入賞高確大当たり結果は、開閉実行モードが低頻度入賞モードとなり、さらに開閉実
行モードの終了後には、当否抽選モードが高確率モードとなるとともに、サポートモード
が高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。これら高確率モード及び高頻度サポ
ートモードは、当否抽選における抽選結果が大当たり状態当選となり、それによる大当た
り状態に移行するまで継続する。
【００９０】
　最有利大当たり結果は、開閉実行モードが高頻度入賞モードとなり、さらに開閉実行モ
ードの終了後には、当否抽選モードが高確率モードとなるとともに、サポートモードが高
頻度サポートモードとなる大当たり結果である。これら高確率モード及び高頻度サポート
モードは、当否抽選における抽選結果が大当たり状態当選となり、それによる大当たり状
態に移行するまで継続する。
【００９１】
　なお、上記各遊技状態との関係で通常遊技状態とは、開閉実行モードではなく、さらに
当否抽選モードが低確率モードであり、サポートモードが低頻度サポートモードである状
態をいう。また、遊技結果として、低入賞高確大当たり結果が設定されていない構成とし
てもよい。また、低入賞高確大当たり結果における開閉実行モードでは、ラウンド遊技の
回数が低確大当たり結果及び最有利大当たり結果の場合よりも少ない回数である構成とし
てもよい。
【００９２】
　振分テーブルでは、「０～２９」の大当たり種別カウンタＣ２の値のうち、「０～９」
が低確大当たり結果に対応しており、「１０～１４」が低入賞高確大当たり結果に対応し
ており、「１５～２９」が最有利大当たり結果に対応している。
【００９３】
　次に、リーチ乱数カウンタＣ３について説明する。リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば
０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後に「０」に戻る構成となっ
ている。ここで、本パチンコ機１０には、図柄表示装置４１における表示演出の一種とし
て期待演出が設定されている。期待演出とは、図柄の変動表示を行うことが可能な図柄表
示装置４１を備え、所定の大当たり結果となる遊技回では最終的な停止結果が付与対応結
果となる遊技機において、図柄表示装置４１における図柄の変動表示が開始されてから停
止結果が導出表示される前段階で、前記付与対応結果となり易い変動表示状態であると遊
技者に思わせるための表示状態をいう。なお、付与対応結果について具体的には、いずれ
かの有効ライン上に同一の数字が付された図柄の組合せが停止表示される。
【００９４】
　期待演出には、リーチ表示と、リーチ表示が発生する前段階などにおいてリーチ表示の
発生や付与対応結果の発生を期待させるための予告表示との２種類が設定されている。
【００９５】
　リーチ表示には、図柄表示装置４１の表示面４１ａに表示される複数の図柄列のうち一
部の図柄列について図柄を停止表示させることで、リーチ図柄の組合せを表示し、その状
態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態が含まれる。また、上記のよう
にリーチ図柄の組合せを表示した状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うと
ともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリ
ーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組合せを縮小表示させる又は非表示とした上で、表
示面４１ａの略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリー
チ演出を行うものが含まれる。
【００９６】
　予告表示には、図柄表示装置４１の表示面４１ａにおいて図柄の変動表示が開始されて
から、全ての図柄列にて図柄が変動表示されている状況において、又は一部の図柄列であ
って複数の図柄列にて図柄が変動表示されている状況において、図柄列上の図柄とは別に
キャラクタを表示させる態様が含まれる。また、背景画面をそれまでの態様とは異なる所
定の態様とするものや、図柄列上の図柄をそれまでの態様とは異なる所定の態様とするも
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のも含まれる。かかる予告表示は、リーチ表示が行われる場合及びリーチ表示が行われな
い場合のいずれの遊技回においても発生し得るが、リーチ表示が行われる場合の方がリー
チ表示が行われない場合よりも高確率で発生するように設定されている。
【００９７】
　リーチ表示は、最終的に同一の図柄の組合せが停止表示される遊技回では、リーチ乱数
カウンタＣ３の値に関係なく実行される。また、同一の図柄の組合せが停止表示されない
大当たり結果に対応した遊技回では、リーチ乱数カウンタＣ３の値に関係なく実行されな
い。また、外れ結果に対応した遊技回では、主側ＲＯＭ６４に記憶されたリーチ用テーブ
ルを参照して所定のタイミングで取得したリーチ乱数カウンタＣ３がリーチ表示の発生に
対応している場合に実行される。
【００９８】
　一方、予告表示を行うか否かの決定は、主制御装置６０において行うのではなく、音声
発光制御装置８１において行われる。この場合、音声発光制御装置８１は、いずれかの大
当たり結果に対応した遊技回の方が、外れ結果に対応した遊技回に比べ、予告表示が発生
し易いこと、及び出現率の低い予告表示が発生し易いことの少なくとも一方の条件を満た
すように、予告表示用の抽選処理を実行する。ちなみに、この抽選結果は、図柄表示装置
４１にて遊技回用の演出が実行される場合に反映される。
【００９９】
　次に、変動種別カウンタＣＳについて説明する。変動種別カウンタＣＳは、例えば０～
１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後に「０」に戻る構成となってい
る。変動種別カウンタＣＳは、特図表示部３７ａにおける表示継続時間と、図柄表示装置
４１における図柄の表示継続時間とを主側ＣＰＵ６３において決定する上で用いられる。
変動種別カウンタＣＳは、後述する通常処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通
常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、特図表示部３７ａにおける変動
表示の開始時及び図柄表示装置４１による図柄の変動開始時における変動パターン決定に
際して変動種別カウンタＣＳのバッファ値が取得される。
【０１００】
　＜主側ＣＰＵ６３の処理構成について＞
　次に、主側ＣＰＵ６３にて遊技を進行させるために実行される各処理を説明する。かか
る主側ＣＰＵ６３の処理としては大別して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定
期的に（本実施の形態では４ｍｓｅｃ周期で）起動されるタイマ割込み処理とがある。
【０１０１】
　＜メイン処理＞
　まず、図７のフローチャートを参照しながらメイン処理を説明する。
【０１０２】
　まず電源投入ウェイト処理を実行する（ステップＳ１０１）。当該電源投入ウェイト処
理では、例えばメイン処理が起動されてからウェイト用の所定時間（具体的には１ｓｅｃ
）が経過するまで次の処理に進行することなく待機する。かかる電源投入ウェイト処理の
実行期間において図柄表示装置４１の動作開始及び初期設定が完了することとなる。その
後、主側ＲＡＭ６５のアクセスを許可するとともに（ステップＳ１０２）、主側ＣＰＵ６
３の内部機能レジスタの設定を行う（ステップＳ１０３）。
【０１０３】
　その後、電源・発射制御装置７８に設けられたＲＡＭ消去スイッチが手動操作されてい
るか否かを判定し（ステップＳ１０４）、さらに主側ＲＡＭ６５の停電フラグに「１」が
セットされているか否かを判定する（ステップＳ１０５）。また、チェックサムを算出す
るチェックサム算出処理を実行し（ステップＳ１０６）、そのチェックサムが電源遮断時
に保存したチェックサムと一致するか否か、すなわち記憶保持されたデータの有効性を判
定する（ステップＳ１０７）。
【０１０４】
　本パチンコ機１０では、例えば遊技ホールの営業開始時など、電源投入時にＲＡＭデー
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タを初期化する場合にはＲＡＭ消去スイッチを押しながら電源が投入される。したがって
、ＲＡＭ消去スイッチが押されていれば、ステップＳ１０８の処理に移行する。また、電
源遮断の発生情報が設定されていない場合や、チェックサムにより記憶保持されたデータ
の異常が確認された場合も同様にステップＳ１０８の処理に移行する。ステップＳ１０８
では、主側ＲＡＭ６５をクリアする。その後、ステップＳ１０９に進む。
【０１０５】
　一方、ＲＡＭ消去スイッチが押されていない場合には、停電フラグに「１」がセットさ
れていること、及びチェックサムが正常であることを条件に、ステップＳ１０８の処理を
実行することなくステップＳ１０９に進む。ステップＳ１０９では、電源投入設定処理を
実行する。電源投入設定処理では、停電フラグの初期化といった主側ＲＡＭ６５の所定の
エリアを初期値に設定するとともに、現状の遊技状態に対応したコマンドを音声発光制御
装置８１に送信する。また、ステップＳ１０９の処理を実行した後は、管理用ＩＣ６６に
各種情報を認識させるための認識用処理（ステップＳ１１０）、及びＭＰＵ６２に接続さ
れた読み取り装置に各種データを出力するためのデータ出力用処理を実行する（ステップ
Ｓ１１１）。これら認識用処理及びデータ出力用処理の詳細については後に説明する。
【０１０６】
　なお、主側ＣＰＵ６３はタイマ割込み処理を定期的に実行する構成であるが、メイン処
理が開始された段階においてはタイマ割込み処理の発生が禁止されている。このタイマ割
込み処理の発生が禁止された状態はステップＳ１１１の処理が完了してステップＳ１１２
の処理が実行される前のタイミングで解除され、タイマ割込み処理の実行が許可される。
これにより、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が開始された場合にはステップＳ１１１
のデータ出力用処理が終了して、ステップＳ１１２の処理が開始される前の段階までタイ
マ割込み処理は実行されない。よって、当該状況となるまでは主側ＣＰＵ６３にて遊技を
進行させるための処理が開始されないこととなる。
【０１０７】
　その後、ステップＳ１１２～ステップＳ１１５の残余処理に進む。つまり、主側ＣＰＵ
６３はタイマ割込み処理を定期的に実行する構成であるが、１のタイマ割込み処理と次の
タイマ割込み処理との間に残余時間が生じることとなる。この残余時間は各タイマ割込み
処理の処理完了時間に応じて変動することとなるが、かかる不規則な時間を利用してステ
ップＳ１１２～ステップＳ１１５の残余処理を繰り返し実行する。この点、当該ステップ
Ｓ１１２～ステップＳ１１５の残余処理は非定期的に実行される非定期処理であると言え
る。
【０１０８】
　残余処理では、まずステップＳ１１２にて、タイマ割込み処理の発生を禁止するために
割込み禁止の設定を行う。続くステップＳ１１３では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更
新を行う乱数初期値更新処理を実行するとともに、ステップＳ１１４にて変動種別カウン
タＣＳの更新を行う変動用カウンタ更新処理を実行する。これらの更新処理では、主側Ｒ
ＡＭ６５の対応するカウンタから現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報を
１加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに上書きする処理を実行する。こ
の場合、カウンタ値が最大値に達した際それぞれ「０」にクリアする。その後、ステップ
Ｓ１１５にて、タイマ割込み処理の発生を禁止している状態から許可する状態へ切り換え
る割込み許可の設定を行う。ステップＳ１１５の処理を実行したら、ステップＳ１１２に
戻り、ステップＳ１１２～ステップＳ１１５の処理を繰り返す。
【０１０９】
　＜タイマ割込み処理＞
　次に、図８のフローチャートを参照しながらタイマ割込み処理を説明する。タイマ割込
み処理は定期的（例えば４ｍｓｅｃ周期）に実行される。
【０１１０】
　まず停電情報記憶処理を実行する（ステップＳ２０１）。停電情報記憶処理では、停電
監視基板６７から電源遮断の発生に対応した停電信号を受信しているか否かを監視し、停
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電の発生を特定した場合には停電時処理を実行した後に無限ループとなる。停電時処理で
は、主側ＲＡＭ６５の停電フラグに「１」をセットするとともに、チェックサムを算出し
その算出したチェックサムを保存する。
【０１１１】
　その後、抽選用乱数更新処理を実行する（ステップＳ２０２）。抽選用乱数更新処理で
は、当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、リーチ乱数カウンタＣ３及び
普電役物開放カウンタＣ４の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタＣ１、大
当たり種別カウンタＣ２、リーチ乱数カウンタＣ３及び普電役物開放カウンタＣ４から現
状の数値情報を順次読み出し、それら読み出した数値情報をそれぞれ１加算する処理を実
行した後に、読み出し元のカウンタに上書きする処理を実行する。この場合、カウンタ値
が最大値に達した際それぞれ「０」にクリアする。その後、ステップＳ２０３ではステッ
プＳ１１３と同様に乱数初期値更新処理を実行するとともに、ステップＳ２０４にてステ
ップＳ１１４と同様に変動用カウンタ更新処理を実行する。
【０１１２】
　その後、不正用の監視対象として設定されている所定の事象が発生しているか否かを監
視する不正検知処理を実行する（ステップＳ２０５）。当該不正検知処理では、複数種類
の事象の発生を監視し、所定の事象が発生していることを確認することで、主側ＲＡＭ６
５に設けられた遊技停止用フラグに「１」をセットする。続くステップＳ２０６では、上
記遊技停止用フラグに「１」がセットされているか否かを判定することで、遊技の進行を
停止している状態であるか否かを判定する。ステップＳ２０６にて否定判定をした場合に
、ステップＳ２０７以降の処理を実行する。
【０１１３】
　ステップＳ２０７では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイ
マ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出
力を各種駆動部３２ｂ，３４ｂに行うための処理を実行する。例えば、特電入賞装置３２
を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には特電用の駆動部３２ｂへの駆
動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該
駆動信号の出力を停止させる。また、第２作動口３４の普電役物３４ａを開放状態に切り
換えるべき情報が設定されている場合には普電用の駆動部３４ｂへの駆動信号の出力を開
始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を
停止させる。
【０１１４】
　その後、読み込み処理を実行する（ステップＳ２０８）。読み込み処理では、停電信号
及び入賞信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用
するために記憶する。
【０１１５】
　その後、入球検知処理を実行する（ステップＳ２０９）。当該入球検知処理では、各入
球検知センサ４２ａ～４９ａから受信している信号を読み込み、その読み込み結果に基づ
いて、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動
口３４及びスルーゲート３５への入球の有無を特定する。なお、入球検知処理の詳細につ
いては後に説明する。
【０１１６】
　その後、主側ＲＡＭ６５に設けられている複数種類のタイマカウンタの数値情報をまと
めて更新するためのタイマ更新処理を実行する（ステップＳ２１０）。この場合、記憶さ
れている数値情報が減算されて更新されるタイマカウンタを集約して扱う構成であるが、
減算式のタイマカウンタの更新及び加算式のタイマカウンタの更新の両方を集約して行う
構成としてもよい。
【０１１７】
　その後、遊技球の発射制御を行うための発射制御処理を実行する（ステップＳ２１１）
。発射操作装置２８への発射操作が継続されている状況では、所定の発射周期である０．
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６ｓｅｃに１個の遊技球が発射される。続くステップＳ２１２では、入力状態監視処理と
して、ステップＳ２０８の読み込み処理にて読み込んだ情報に基づいて、各入球検知セン
サ４２ａ～４９ａの断線確認や、遊技機本体１２や前扉枠１４の開放確認を行う。
【０１１８】
　その後、遊技回の実行制御及び開閉実行モードの実行制御を行うための特図特電制御処
理を実行する（ステップＳ２１３）。当該特図特電制御処理では、保留格納エリア６５ａ
に記憶されている保留情報の数が上限数未満である状況で第１作動口３３又は第２作動口
３４への入賞が発生した場合に、その時点における当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種
別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各数値情報を保留情報として、保留格納エ
リア６５ａに時系列的に格納していく処理を実行する。また、特図特電制御処理では、遊
技回中及び開閉実行モード中ではなく且つ保留情報が記憶されていることを条件に、その
保留情報が大当たり当選に対応しているか否かを判定する当否判定処理、及び大当たり当
選に対応している場合にはその保留情報がいずれの大当たり結果に対応しているのかを判
定する振分判定処理を実行する。また、特図特電制御処理では、当否判定処理及び振分判
定処理だけでなく、その保留情報が大当たり当選に対応していない場合には、その保留情
報がリーチ発生に対応しているか否かを判定するリーチ判定処理を実行するとともに、そ
の時点における変動種別カウンタＣＳの数値情報を利用して遊技回の継続時間を選択する
処理を実行する。そして、それら各処理の結果に応じた継続時間の情報を含む変動用コマ
ンドと、遊技結果の情報を含む種別コマンドとを、音声発光制御装置８１に送信するとと
もに、特図表示部３７ａにおける絵柄の変動表示を開始させる。音声発光制御装置８１は
変動用コマンド及び種別コマンドを受信することによりこれらコマンドの内容に対応する
遊技回用の演出を表示発光部５３及びスピーカ部５４にて開始させる。また、音声発光制
御装置８１は変動用コマンド及び種別コマンドの内容に対応する変動パターンコマンドを
表示制御装置８２に送信する。表示制御装置８２は変動パターンコマンドを受信すること
により、変動パターンコマンドの内容に対応する図柄の変動表示を図柄表示装置４１にて
開始させる。これにより、１遊技回が開始された状態となる。
【０１１９】
　特図特電制御処理では、１遊技回の実行中には遊技回の開始時に決定した遊技回の継続
期間が経過したか否かを判定することで、その遊技回の終了タイミングであるか否かを判
定する。終了タイミングである場合には遊技結果に対応した表示を行った状態で、その遊
技回を終了させる処理を実行する。この場合、今回の遊技回がいずれかの大当たり結果の
発生に対応している場合には、その大当たり結果の種類に対応する絵柄が特図表示部３７
ａにて停止表示されるようにし、今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、外れ
結果に対応する絵柄が特図表示部３７ａにて停止表示されるようにする。また、遊技回を
終了させるべきことを示す最終停止コマンドを音声発光制御装置８１に送信する。音声発
光制御装置８１は最終停止コマンドを受信することにより表示発光部５３及びスピーカ部
５４における今回の遊技回用の演出を終了させる。また、音声発光制御装置８１は最終停
止コマンドを表示制御装置８２に送信する。表示制御装置８２は最終停止コマンドを受信
することにより、図柄表示装置４１における今回の遊技回用の演出を終了させる。
【０１２０】
　特図特電制御処理では、遊技回の結果が開閉実行モードへの移行に対応した結果である
場合には、当該開閉実行モードを開始させるための処理を実行する。この開始に際しては
、開閉実行モードが開始されることを示すオープニングコマンドを音声発光制御装置８１
に送信する。また、特図特電制御処理では、各ラウンド遊技を開始させるための処理及び
各ラウンド遊技を終了させるための処理を実行する。ラウンド遊技が開始される場合には
特電入賞装置３２が開放状態となり、ラウンド遊技が終了する場合には特電入賞装置３２
が閉鎖状態となる。これら各処理に際して、ラウンド遊技が開始されることを示す開放コ
マンドを音声発光制御装置８１に送信するとともに、ラウンド遊技が終了されることを示
す閉鎖コマンドを音声発光制御装置８１に送信する。また、特図特電制御処理では、開閉
実行モードを終了させる場合にそのことを示すエンディングコマンドを音声発光制御装置
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８１に送信する。音声発光制御装置８１は開閉実行モード中に受信する各種コマンドに対
応する態様で表示発光部５３及びスピーカ部５４にて開閉実行モード用の演出を実行させ
る。また、音声発光制御装置８１は開閉実行モード中に受信したコマンドに対応するコマ
ンドを表示制御装置８２に送信する。表示制御装置８２は開閉実行モード中に受信する各
種コマンドに対応する態様で図柄表示装置４１にて開閉実行モード用の演出を実行させる
。また、特図特電制御処理では、開閉実行モードを終了させる場合、当該開閉実行モード
の終了後における当否抽選モード及びサポートモードが、当該開閉実行モードの実行契機
となった大当たり結果の種類に対応するモードとなるようにための処理を実行する。
【０１２１】
　タイマ割込み処理においてステップＳ２１３の特図特電制御処理を実行した後は、普図
普電制御処理を実行する（ステップＳ２１４）。普図普電制御処理では、スルーゲート３
５への入賞が発生している場合に普図側の保留情報を取得するための処理を実行するとと
もに、普図側の保留情報が記憶されている場合にその保留情報について開放判定を行い、
さらにその開放判定を契機として普図用の演出を行うための処理を実行する。また、開放
判定の結果に基づいて、第２作動口３４の普電役物３４ａを開閉させる処理を実行する。
この場合、サポートモードが低頻度サポートモードであればそれに対応する処理が実行さ
れ、サポートモードが高頻度サポートモードであればそれに対応する処理が実行される。
また、開閉実行モードである場合にはその直前のサポートモードが高頻度サポートモード
であったとしても低頻度サポートモードとなる。
【０１２２】
　続くステップＳ２１５では、直前のステップＳ２１３及びステップＳ２１４の処理結果
に基づいて、特図表示部３７ａに係る保留情報の増減個数を特図保留表示部３７ｂに反映
させるための出力情報の設定を行うとともに、普図表示部３８ａに係る保留情報の増減個
数を普図保留表示部３８ｂに反映させるための出力情報の設定を行う。また、ステップＳ
２１５では、直前のステップＳ２１３及びステップＳ２１４の処理結果に基づいて、特図
表示部３７ａの表示内容を更新させるための出力情報の設定を行うとともに、普図表示部
３８ａの表示内容を更新させるための出力情報の設定を行う。
【０１２３】
　その後、払出制御装置７７から受信したコマンド及び信号の内容を確認し、その確認結
果に対応した処理を行うための払出状態受信処理を実行する（ステップＳ２１６）。また
、賞球コマンドを出力対象として設定するための払出出力処理を実行する（ステップＳ２
１７）。また、今回のタイマ割込み処理にて実行された各種処理の処理結果に応じた外部
信号の出力の開始及び終了を制御するための外部情報設定処理を実行する（ステップＳ２
１８）。その後、遊技領域ＰＡにおける遊技球の入球結果に対応する情報を管理用ＩＣ６
６に出力するための管理用出力処理を実行する（ステップＳ２１９）。管理用出力処理の
詳細については後に説明する。
【０１２４】
　次に、主側ＣＰＵ６３にて、各入球検知センサ４２ａ～４９ａの検知結果に基づき、ア
ウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及
びスルーゲート３５への遊技球の入球の有無を特定するための構成について説明する。図
９は主側ＣＰＵ６３に入球検知センサ４２ａ～４９ａの検知結果が入力されるようにする
構成を説明するための説明図である。
【０１２５】
　主側ＣＰＵ６３には入力ポート６３ａが設けられている。入力ポート６３ａは、８種類
の信号を同時に扱うことができるように８ビットのパラレルインターフェースとして構成
されている。そして、各信号の電圧に応じて「０」又は「１」の情報が格納されるエリア
が、各端子に１対１で対応させて設けられている。つまり、当該エリアとして、第０ビッ
トＤ０～第７ビットＤ７を備えている。また、入力ポート６３ａには８種類を超える信号
が入力されることとなるが、同時に入力される対象を８種類に制限するために、入力ポー
ト６３ａへの入力対象となる信号群はドライバＩＣによる切換制御を通じて切り換えられ
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る。
【０１２６】
　タイマ割込み処理（図８）の入球検知処理（ステップＳ２０９）では、入力ポート６３
ａへの入力対象となる信号群が各入球検知センサ４２ａ～４９ａからの信号群に設定され
る。かかる設定がなされた状況では、第０ビットＤ０は第１入賞口検知センサ４２ａから
の検知信号に対応した情報が格納され、第１ビットＤ１は第２入賞口検知センサ４３ａか
らの検知信号に対応した情報が格納され、第２ビットＤ２は第３入賞口検知センサ４４ａ
からの検知信号に対応した情報が格納され、第３ビットＤ３は特電検知センサ４５ａから
の検知信号に対応した情報が格納され、第４ビットＤ４は第１作動口検知センサ４６ａか
らの検知信号に対応した情報が格納され、第５ビットＤ５は第２作動口検知センサ４７ａ
からの検知信号に対応した情報が格納され、第６ビットＤ６はアウト口検知センサ４８ａ
からの検知信号に対応した情報が格納され、第７ビットＤ７はゲート検知センサ４９ａか
らの検知信号に対応した情報が格納される。
【０１２７】
　上記各入球検知センサ４２ａ～４９ａは、遊技球の通過を検知していない場合には検知
信号として非検知中であることを示すＬＯＷレベル信号を出力し、遊技球の通過を検知し
ている場合には検知信号として検知中であることを示すＨＩレベル信号を出力する。そし
て、入力ポート６３ａではＬＯＷレベル信号を受信している場合に該当するビットに対し
て「０」の情報を格納し、ＨＩレベル信号を受信している場合に該当するビットに対して
「１」の情報を格納する。つまり、入球検知センサ４２ａ～４９ａにおいて遊技球の通過
が検知されていない状況では該当するビットに対して非検知中を示す情報に対応した「０
」の情報が格納され、遊技球の通過が検知されている状況では該当するビットに対して検
知中を示す情報に対応した「１」の情報が格納される。
【０１２８】
　図１０はタイマ割込み処理（図８）のステップＳ２０９にて実行される入球検知処理を
示すフローチャートである。
【０１２９】
　第０ビットＤ０に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、第１入賞口検知センサ４２ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に
設けられた第１出力フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３０２）、主側Ｒ
ＡＭ６５に設けられた１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３０３）。第
１出力フラグは、第１入賞口検知センサ４２ａにて１個の遊技球が検知されたことを示す
情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６３にて特定するための
フラグである。１０個賞球用カウンタは、１０個の遊技球の払い出しを実行すべき回数を
主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタである。１０個賞球用カウンタの値が１以上
である場合、タイマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１７の払出出力処理にて１
０個賞球コマンドを払出制御装置７７に出力するとともに、１０個賞球コマンドを１回出
力した場合には１０個賞球用カウンタの値を１減算する。払出制御装置７７は１０個賞球
コマンドを受信した場合、１０個の遊技球が払い出されるように払出装置７６を駆動制御
する。
【０１３０】
　第１ビットＤ１に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、第２入賞口検知センサ４３ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３０４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に
設けられた第２出力フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３０５）、主側Ｒ
ＡＭ６５に設けられた１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３０６）。第
２出力フラグは、第２入賞口検知センサ４３ａにて１個の遊技球が検知されたことを示す
情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６３にて特定するための
フラグである。
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【０１３１】
　第２ビットＤ２に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、第３入賞口検知センサ４４ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３０７：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に
設けられた第３出力フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３０８）、主側Ｒ
ＡＭ６５に設けられた１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３０９）。第
３出力フラグは、第３入賞口検知センサ４４ａにて１個の遊技球が検知されたことを示す
情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６３にて特定するための
フラグである。
【０１３２】
　第３ビットＤ３に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、特電検知センサ４５ａにて１個の遊技球が検
知されたと判定する（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に設けら
れた特電入賞フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３１１）、主側ＲＡＭ６
５に設けられた第４出力フラグに「１」をセットし（ステップＳ３１２）、さらに主側Ｒ
ＡＭ６５に設けられた１５個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３１３）。特
電入賞フラグは開閉実行モードのラウンド遊技において特電入賞装置３２に１個の遊技球
が入球したことを主側ＣＰＵ６３にて特定するためのフラグである。タイマ割込み処理（
図８）の特図特電制御処理（ステップＳ２１３）では特電入賞フラグに「１」がセットさ
れていることを確認することで、特電入賞装置３２への１個の遊技球の入球が発生したこ
とを特定し、ラウンド遊技における特電入賞装置３２への残りの入球可能個数を１減算す
る。かかる入球可能個数を１減算する処理を実行した場合に特電入賞フラグを「０」クリ
アする。第４出力フラグは、特電検知センサ４５ａにて１個の遊技球が検知されたことを
示す情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６３にて特定するた
めのフラグである。１５個賞球用カウンタは、１５個の遊技球の払い出しを実行すべき回
数を主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタである。１５個賞球用カウンタの値が１
以上である場合、タイマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１７の払出出力処理に
て１５個賞球コマンドを払出制御装置７７に出力するとともに、１５個賞球コマンドを１
回出力した場合には１５個賞球用カウンタの値を１減算する。払出制御装置７７は１５個
賞球コマンドを受信した場合、１５個の遊技球が払い出されるように払出装置７６を駆動
制御する。
【０１３３】
　第４ビットＤ４に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、第１作動口検知センサ４６ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３１４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に
設けられた第１作動入賞フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３１５）、主
側ＲＡＭ６５に設けられた第５出力フラグに「１」をセットし（ステップＳ３１６）、さ
らに主側ＲＡＭ６５に設けられた１個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３１
７）。第１作動入賞フラグは第１作動口３３に１個の遊技球が入球したことを主側ＣＰＵ
６３にて特定するためのフラグである。タイマ割込み処理（図８）の特図特電制御処理（
ステップＳ２１３）では第１作動入賞フラグに「１」がセットされていることを確認する
ことで、保留格納エリア６５ａの保留用エリアＲＥに格納されている保留情報の個数が上
限個数である４個未満であることを条件として、保留情報を新たに格納する処理を実行す
る。特電特電制御処理（ステップＳ２１３）にて第１作動入賞フラグに「１」がセットさ
れていることを確認し、その確認に対応する処理を実行した場合に第１作動入賞フラグを
「０」クリアする。第５出力フラグは、第１作動口検知センサ４６ａにて１個の遊技球が
検知されたことを示す情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６
３にて特定するためのフラグである。１個賞球用カウンタは、１個の遊技球の払い出しを
実行すべき回数を主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタである。１個賞球用カウン
タの値が１以上である場合、タイマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１７の払出
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出力処理にて１個賞球コマンドを払出制御装置７７に出力するとともに、１個賞球コマン
ドを１回出力した場合には１個賞球用カウンタの値を１減算する。払出制御装置７７は１
個賞球コマンドを受信した場合、１個の遊技球が払い出されるように払出装置７６を駆動
制御する。
【０１３４】
　第５ビットＤ５に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、第２作動口検知センサ４７ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３１８：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に
設けられた第２作動入賞フラグに「１」をセットするとともに（ステップＳ３１９）、主
側ＲＡＭ６５に設けられた第６出力フラグに「１」をセットし（ステップＳ３２０）、さ
らに主側ＲＡＭ６５に設けられた１個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ３２
１）。第２作動入賞フラグは第２作動口３４に１個の遊技球が入球したことを主側ＣＰＵ
６３にて特定するためのフラグである。タイマ割込み処理（図８）の特図特電制御処理（
ステップＳ２１３）では第２作動入賞フラグに「１」がセットされていることを確認する
ことで、保留格納エリア６５ａの保留用エリアＲＥに格納されている保留情報の個数が上
限個数である４個未満であることを条件として、保留情報を新たに格納する処理を実行す
る。特電特電制御処理（ステップＳ２１３）にて第２作動入賞フラグに「１」がセットさ
れていることを確認し、その確認に対応する処理を実行した場合に第２作動入賞フラグを
「０」クリアする。第６出力フラグは、第２作動口検知センサ４７ａにて１個の遊技球が
検知されたことを示す情報出力を管理用ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６
３にて特定するためのフラグである。
【０１３５】
　第６ビットＤ６に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、アウト口検知センサ４８ａにて１個の遊技球
が検知されたと判定する（ステップＳ３２２：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に設
けられた第７出力フラグに「１」をセットする（ステップＳ３２３）。第７出力フラグは
、アウト口検知センサ４８ａにて１個の遊技球が検知されたことを示す情報出力を管理用
ＩＣ６６に対して実行すべきことを主側ＣＰＵ６３にて特定するためのフラグである。
【０１３６】
　第７ビットＤ７に「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納されてい
る状況に切り換わったことを確認した場合、ゲート検知センサ４９ａにて１個の遊技球が
検知されたと判定する（ステップＳ３２４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５に設け
られたゲート入賞フラグに「１」をセットする（ステップＳ３２５）。ゲート入賞フラグ
はスルーゲート３５に１個の遊技球が入球したことを主側ＣＰＵ６３にて特定するための
フラグである。タイマ割込み処理（図８）の普図普電制御処理（ステップＳ２１４）では
ゲート入賞フラグに「１」がセットされていることを確認することで、普電保留エリア６
５ｃに格納されている普図側の保留情報の個数が上限個数である４個未満であることを条
件として、現状の普電役物開放カウンタＣ４の数値情報を普図側の保留情報として普電保
留エリア６５ｃに格納する処理を実行する。普図普電制御処理（ステップＳ２１４）にて
ゲート入賞フラグに「１」がセットされていることを確認し、その確認に対応する処理を
実行した場合にゲート入賞フラグを「０」クリアする。
【０１３７】
　なお、タイマ割込み処理（図８）は既に説明したとおり４ｍｓｅｃ周期で起動されるた
め、１個の入球検知センサ４２ａ～４９ａにて１個の遊技球の検知が開始された場合、当
該入球検知センサ４２ａ～４９ａにてその１個の遊技球の検知を継続している状況におい
て当該入球検知センサ４２ａ～４９ａにて１個の遊技球が検知されたことの特定が主側Ｃ
ＰＵ６３にて行われる。したがって、第１～第７出力フラグはそれぞれ１個ずつ設けられ
ていれば十分である。
【０１３８】
　次に、払出制御装置７７にて実行される処理内容について説明する。まず払出制御装置
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７７及び当該払出制御装置７７との間で通信を行う各種装置の電気的構成について、図１
１のブロック図を参照しながら説明する。
【０１３９】
　払出制御装置７７はＭＰＵ９１を備えている。ＭＰＵ９１には、制御部及び演算部を含
む演算処理装置である払出側ＣＰＵ９２の他に、払出側ＲＯＭ９３、払出側ＲＡＭ９４、
割込回路、タイマ回路、データ入出力回路などが内蔵されている。
【０１４０】
　払出側ＲＯＭ９３は、ＮＯＲ型フラッシュメモリ及びＮＡＮＤ型フラッシュメモリなど
の記憶保持に外部からの電力供給が不要なメモリ（すなわち、不揮発性記憶手段）であり
、読み出し専用として利用される。払出側ＲＯＭ９３は、払出側ＣＰＵ９２により実行さ
れる各種の制御プログラムや固定値データを記憶している。
【０１４１】
　払出側ＲＡＭ９４は、ＳＲＡＭ及びＤＲＡＭなどの記憶保持に外部からの電力供給が必
要なメモリ（すなわち、揮発性記憶手段）であり、読み書き両用として利用される。払出
側ＲＡＭ９４は、ランダムアクセスが可能であるとともに、同一のデータ容量で比較した
場合に払出側ＲＯＭ９３よりも読み出しに要する時間が早いものとなっている。払出側Ｒ
ＡＭ９４は、払出側ＲＯＭ９３内に記憶されている制御プログラムの実行に対して各種の
データなどを一時的に記憶する。
【０１４２】
　払出側ＣＰＵ９２は、主側ＣＰＵ６３と双方向通信を行うことが可能となっている。払
出側ＣＰＵ９２は主側ＣＰＵ６３から賞球コマンドを受信することにより、その賞球コマ
ンドに対応する個数の遊技球が払い出されるように払出装置７６を駆動制御する。また、
払出側ＣＰＵ９２は、遊技球の払い出しを正常に行うことが可能な状態であるか否かを監
視し、正常に行うことが可能ではない状態であると特定した場合には払出側ＲＡＭ９４に
未払出の賞球個数情報が記憶されている状況であっても払出装置７６を停止させる。また
、払出側ＣＰＵ９２は、このように正常に払い出しを行うことが可能ではない状態である
ことを示す払出制限コマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。主側ＣＰＵ６３は当該払出制
限コマンドを受信した場合、遊技球の払い出しを正常に行うことが可能ではない状態であ
ることを示す報知が図柄表示装置４１、表示発光部５３及びスピーカ部５４にて実行され
るように音声発光制御装置８１に報知用コマンドを送信する。遊技球の払い出しを正常に
行うことが可能ではない状態として、下皿５６ａが遊技球で満タンとなる満タン状態と、
タンク７５に遊技球が補充されていない球無状態と、払出装置７６が正常に動作しない払
出異常状態と、遊技機本体１２が外枠１１から開放された本体開放状態と、前扉枠１４が
内枠１３から開放された前扉開放状態と、が存在している。
【０１４３】
　払出装置７６から下皿５６ａへと通じる遊技球通路の途中位置には図示しない満タン検
知センサが設けられており、当該満タン検知センサの検知結果は払出側ＣＰＵ９２に入力
される。払出側ＣＰＵ９２は、満タン検知センサにおいて遊技球が継続して検知された場
合に満タン状態であると特定し、満タン検知センサにて遊技球が継続して検知される状態
が解除された場合に満タン状態が解除されたと特定する。
【０１４４】
　タンク７５から払出装置７６へと通じる遊技球通路の途中位置に図示しない球無検知セ
ンサが設けられており、当該球無検知センサの検知結果は払出側ＣＰＵ９２に入力される
。払出側ＣＰＵ９２は、球無検知センサにおいて遊技球が継続して検知されない場合に球
無状態であると特定し、球無検知センサにて遊技球が継続して検知されない状態が解除さ
れた場合に球無状態が解除されたと特定する。
【０１４５】
　払出装置７６には当該払出装置７６から払い出される遊技球を検知するための図示しな
い払出検知センサが設けられており、当該払出検知センサの検知結果は払出側ＣＰＵ９２
に入力される。払出側ＣＰＵ９２は、払出検知センサにて遊技球が検知された場合に払出
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装置７６から１個の遊技球が払い出されたと特定する。また、払出側ＣＰＵ９２は、遊技
球が払い出されるように払出装置７６を駆動制御しているにも関わらず払出検知センサに
て遊技球が継続して検知されない場合に払出異常状態であると特定し、払出検知センサに
て遊技球が継続して検知されない状態が解除された場合に払出異常状態が解除されたと特
定する。
【０１４６】
　内枠１３の前面部には前扉開放センサ９５が設けられており（図２参照）、当該前扉開
放センサ９５の検知結果は払出側ＣＰＵ９２に入力される。この場合、内枠１３に対して
前扉枠１４が閉鎖状態である場合に前扉開放センサ９５は閉鎖検知信号を払出側ＣＰＵ９
２に送信し、内枠１３に対して前扉枠１４が開放状態である場合に前扉開放センサ９５は
開放検知信号を払出側ＣＰＵ９２に送信する。払出側ＣＰＵ９２は、前扉開放センサ９５
から閉鎖検知信号を受信している場合に前扉枠１４が閉鎖状態であると特定し、前扉開放
センサ９５から開放検知信号を受信している場合に前扉枠１４が開放状態であると特定す
る。また、払出側ＣＰＵ９２は、前扉枠１４が閉鎖状態から開放状態となったと特定した
タイミングで主側ＣＰＵ６３に前扉開放コマンドを送信し、前扉枠１４が開放状態から閉
鎖状態となったと特定したタイミングで主側ＣＰＵ６３に前扉閉鎖コマンドを送信する。
主側ＣＰＵ６３は、前扉開放コマンドを受信した場合に前扉枠１４が開放状態となったと
特定し、前扉閉鎖コマンドを受信した場合に前扉枠１４が閉鎖状態となったと特定する。
【０１４７】
　裏パックユニット１５の前面部には本体開放センサ９６が設けられており（図２参照）
、当該本体開放センサ９６の検知結果は払出側ＣＰＵ９２に入力される。この場合、外枠
１１に対して遊技機本体１２が閉鎖状態である場合に本体開放センサ９６は閉鎖検知信号
を払出側ＣＰＵ９２に送信し、外枠１１に対して遊技機本体１２が開放状態である場合に
本体開放センサ９６は開放検知信号を払出側ＣＰＵ９２に送信する。払出側ＣＰＵ９２は
、本体開放センサ９６から閉鎖検知信号を受信している場合に遊技機本体１２が閉鎖状態
であると特定し、本体開放センサ９６から開放検知信号を受信している場合に遊技機本体
１２が開放状態であると特定する。また、払出側ＣＰＵ９２は、遊技機本体１２が閉鎖状
態から開放状態となったと特定したタイミングで主側ＣＰＵ６３に本体開放コマンドを送
信し、遊技機本体１２が開放状態から閉鎖状態となったと特定したタイミングで主側ＣＰ
Ｕ６３に本体閉鎖コマンドを送信する。主側ＣＰＵ６３は、本体開放コマンドを受信した
場合に遊技機本体１２が開放状態となったと特定し、本体閉鎖コマンドを受信した場合に
遊技機本体１２が閉鎖状態となったと特定する。
【０１４８】
　図１２のタイムチャートを参照しながら、払出側ＣＰＵ９２にて実行されるタイマ割込
み処理について説明する。タイマ割込み処理は、予め定められた周期（例えば２ｍｓｅｃ
）で繰り返し起動されるものである。
【０１４９】
　まず満タン用処理を実行する（ステップＳ４０１）。満タン用処理では、既に説明した
とおり満タン検知センサの検知結果に基づいて満タン状態であるか否かを特定し、満タン
状態である場合には遊技球の払い出しを停止させるための処理を実行するとともに、満タ
ン状態であることを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。また、満タン状態が解除
された場合には遊技球の払い出しを可能とさせるための処理を実行するとともに、満タン
状態が解除されたことを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。
【０１５０】
　その後、球無用処理を実行する（ステップＳ４０２）。球無用処理では、既に説明した
とおり球無検知センサの検知結果に基づいて球無状態であるか否かを特定し、球無状態で
ある場合には遊技球の払い出しを停止させるための処理を実行するとともに、球無状態で
あることを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。また、球無状態が解除された場合
には遊技球の払い出しを可能とさせるための処理を実行するとともに、球無状態が解除さ
れたことを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。
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【０１５１】
　その後、払出異常監視処理を実行する（ステップＳ４０３）。払出異常監視処理では、
既に説明したとおり払出検知センサの検知結果に基づいて払出異常状態であるか否かを特
定し、払出異常状態である場合には遊技球の払い出しを停止させる処理を実行するととも
に、払出異常状態であることを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。また、払出異
常状態が解除された場合には遊技球の払い出しを可能とさせる処理を実行するとともに、
払出異常状態が解除されたことを示すコマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。
【０１５２】
　その後、前扉開放監視処理を実行する（ステップＳ４０４）。前扉開放監視処理では、
既に説明したとおり前扉開放センサ９５の検知結果に基づいて前扉枠１４が開放状態であ
るか否かを特定し、前扉枠１４が開放状態である場合には遊技球の払い出しを停止させる
処理を実行するとともに、前扉開放コマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。また、前扉枠
１４が閉鎖された場合には遊技球の払い出しを可能とさせる処理を実行するとともに、前
扉閉鎖コマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。
【０１５３】
　その後、本体開放監視処理を実行する（ステップＳ４０５）。本体開放監視処理では、
既に説明したとおり本体開放センサ９６の検知結果に基づいて遊技機本体１２が開放状態
であるか否かを特定し、遊技機本体１２が開放状態である場合には遊技球の払い出しを停
止させる処理を実行するとともに、本体開放コマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。また
、遊技機本体１２が閉鎖された場合には遊技球の払い出しを可能とさせる処理を実行する
とともに、本体閉鎖コマンドを主側ＣＰＵ６３に送信する。
【０１５４】
　その後、コマンド読込処理を実行する（ステップＳ４０６）。当該コマンド読込処理で
は、主側ＣＰＵ６３が送信した賞球コマンドを読み込む処理を実行する。そして、その賞
球コマンドを、払出側ＲＡＭ９４に格納する。そして、その受信した賞球コマンドに対応
する個数を払出側ＲＡＭ９４における未払出の賞球個数情報に加算するための賞球設定処
理を実行した後に（ステップＳ４０７）、払出装置７６による遊技球の払い出しの実行制
御を行うための払出制御処理を実行する（ステップＳ４０８）。払出制御処理では、払出
側ＲＡＭ９４に記憶されている未払出の賞球個数情報が１以上の値である場合に払出装置
７６の駆動制御を行い、払出検知センサにて１個の遊技球を検知した場合に賞球個数情報
の値を１減算する。そして、賞球個数情報の値が「０」となった場合には払出装置７６の
駆動制御を停止する。その後、今回のタイマ割込み処理にて実行された各種処理の処理結
果に応じた外部信号の出力の開始及び終了を制御するための外部情報設定処理を実行する
（ステップＳ４０９）。
【０１５５】
　次に、遊技ホールに設けられたホールコンピュータＨＣにパチンコ機１０から情報を外
部出力するための構成について説明する。
【０１５６】
　図２に示すように、裏パックユニット１５には外部端子板９７が設けられている。外部
端子板９７には多数の外部端子が設けられており、一部の外部端子であって複数の外部端
子が主側ＣＰＵ６３と電気的に接続されているとともに、一部の外部端子であって複数の
外部端子が払出側ＣＰＵ９２と電気的に接続されている。このように主側ＣＰＵ６３及び
払出側ＣＰＵ９２のそれぞれが外部端子板９７と電気的に接続されていることにより、図
１１に示すように、主側ＣＰＵ６３及び払出側ＣＰＵ９２はホールコンピュータＨＣに情
報を外部出力することが可能である。
【０１５７】
　外部端子板９７の１個の外部端子は前扉開放センサ９５と電気的に接続されているとと
もに、外部端子板９７の１個の外部端子は本体開放センサ９６と電気的に接続されている
。この電気的な接続の構成について詳細には、前扉開放センサ９５から払出側ＣＰＵ９２
に向けた信号経路の途中位置には信号中継基板９８が設けられている。当該信号中継基板



(30) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

９８には、前扉開放センサ９５から払出側ＣＰＵ９２に向けた信号経路ＳＬ１から分岐さ
せて分岐経路ＳＬ２が設けられている。そして、当該分岐経路ＳＬ２は外部端子板９７に
おける前扉開放用の外部端子に接続されている。したがって、前扉開放センサ９５におけ
る検知結果に対応した電気信号は、払出側ＣＰＵ９２に入力されるだけでなく、外部端子
板９７における前扉開放用の外部端子にも入力される。これにより、払出側ＣＰＵ９２に
よる制御を介することなく、前扉枠１４が開放状態であるか否かを示す信号をホールコン
ピュータＨＣに外部出力することが可能となる。
【０１５８】
　本体開放センサ９６について詳細には、信号中継基板９８には、本体開放センサ９６か
ら払出側ＣＰＵ９２に向けた信号経路ＳＬ３から分岐させて分岐経路ＳＬ４が設けられて
いる。そして、当該分岐経路ＳＬ４は外部端子板９７における本体開放用の外部端子に接
続されている。したがって、本体開放センサ９６における検知結果に対応した電気信号は
、払出側ＣＰＵ９２に入力されるだけでなく、外部端子板９７における本体開放用の外部
端子にも入力される。これにより、払出側ＣＰＵ９２による制御を介することなく、遊技
機本体１２が開放状態であるか否かを示す信号をホールコンピュータＨＣに外部出力する
ことが可能となる。
【０１５９】
　次に、主側ＣＰＵ６３及び払出側ＣＰＵ９２からホールコンピュータＨＣに外部出力さ
れる情報の内容について説明する。まず主側ＣＰＵ６３からホールコンピュータＨＣに外
部出力される情報の内容について説明する。
【０１６０】
　主側ＣＰＵ６３はタイマ割込み処理（図８）における外部情報設定処理（ステップＳ２
１８）にて、外部端子板９７において主側ＣＰＵ６３に割り当てられている各外部端子へ
の情報の出力設定を行う。主側ＣＰＵ６３から外部端子板９７に出力される情報として、
開閉実行モード中であることを示す情報と、サポートモードが高頻度サポートモード中で
あることを示す情報と、一の遊技回が終了したことを示す情報と、所定個数（例えば１０
０個）の遊技球がアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３
及び第２作動口３４のいずれかを通じて遊技領域ＰＡから排出されたことを示す情報と、
第１作動口３３に遊技球が入球したことを示す情報と、第２作動口３４に遊技球が入球し
たことを示す情報と、が含まれている。
【０１６１】
　払出側ＣＰＵ９２はタイマ割込み処理（図１２）における外部情報設定処理（ステップ
Ｓ４０９）にて、外部端子板９７において払出側ＣＰＵ９２に割り当てられている各外部
端子への情報の出力設定を行う。払出側ＣＰＵ９２から外部端子板９７に出力される情報
として、１０個の遊技球の払い出しが行われたことを示す情報が含まれている。
【０１６２】
　ホールコンピュータＨＣでは外部端子板９７を通じてパチンコ機１０から受信する各種
情報に応じて、当該パチンコ機１０における遊技球の払い出しの実行態様などを把握する
ことが可能である。例えば、
・パチンコ機１０の遊技領域ＰＡから１００個の遊技球が排出されるまでに発生した遊技
球の払出個数の割合である出玉率
・開閉実行モード及び高頻度サポートモードではない通常遊技状態における出玉率（以下
、この出玉率を「Ｂ」とする）
・開閉実行モードにおける出玉率
・高頻度サポートモードにおける出玉率
・パチンコ機１０の遊技領域ＰＡから１００個の遊技球が排出されるまでに実行された遊
技回の回数（以下、この割合を「Ｓ」とする）
・Ｂ－Ｓ×「第１作動口３３及び第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」
・パチンコ機１０の遊技領域ＰＡから１００個の遊技球が排出されるまでに発生した第１
作動口３３への遊技球の入球個数（以下、この割合を「Ｓ１」とする）
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・パチンコ機１０の遊技領域ＰＡから１００個の遊技球が排出されるまでに発生した第２
作動口３４への遊技球の入球個数（以下、この割合を「Ｓ２」とする）
・Ｂ－（Ｓ１×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｓ２×「第２作動口３４
への入賞に対する賞球個数」）
などが算出される。これにより、ホールコンピュータＨＣにおいてパチンコ機１０の遊技
領域ＰＡにおける遊技球の入球態様を管理することが可能となる。なお、賞球個数とは対
応する入球部に１個の遊技球が入球した場合に払い出される遊技球の個数のことである。
【０１６３】
　＜遊技球の入賞態様を管理するための構成＞
　次に、管理用ＩＣ６６を利用して遊技球の入賞態様を管理するための構成について説明
する。まず図１３のブロック図を参照しながら、管理用ＩＣ６６の電気的構成について説
明する。
【０１６４】
　既に説明したとおり主制御装置６０のＭＰＵ６２は、主側ＣＰＵ６３、主側ＲＯＭ６４
、主側ＲＡＭ６５及び管理用ＩＣ６６を備えている。また、ＭＰＵ６２は、これら以外に
もＩ／Ｆ１０１及び読み取り用端子１０２を備えている。
【０１６５】
　Ｉ／Ｆ１０１は、ＭＰＵ６２の外部の機器との間で信号を送受信するためのインターフ
ェースである。Ｉ／Ｆ１０１は、内部バス１０３を介して主側ＣＰＵ６３と電気的に接続
されている。Ｉ／Ｆ１０１の入力ポートを通じて各入球検知センサ４２ａ～４９ａなどの
センサからの検知結果、及び払出側ＣＰＵ９２からのコマンドなどがＭＰＵ６２に入力さ
れ、その入力された検知結果及びコマンドの内容に基づいて既に説明したとおり主側ＣＰ
Ｕ６３にて各種処理が実行される。また、主側ＣＰＵ６３にて各種処理が実行された結果
、特電用の駆動部３２ｂなどの機器へ信号出力が行われる場合には当該信号出力はＩ／Ｆ
１０１の出力ポートを通じて行われるとともに、主側ＣＰＵ６３にて各種処理が実行され
た結果、払出側ＣＰＵ９２及び音声発光制御装置８１へコマンド出力が行われる場合には
当該コマンド出力はＩ／Ｆ１０１の出力ポートを通じて行われる。
【０１６６】
　読み取り用端子１０２は、ＭＰＵ６２にパチンコ機１０の外部の装置である読み取り装
置を電気的に接続するための端子であり、ＭＰＵ６２の表面において接続用の端子部分が
露出するようにして設けられている。但し、既に説明したとおりＭＰＵ６２が搭載された
主制御基板６１は基板ボックス６０ａに収容されており、読み取り用端子１０２は主制御
装置６０の外部に露出しないように基板ボックス６０ａの壁部と対向している。したがっ
て、読み取り用端子１０２に読み取り装置を電気的に接続するためには基板ボックス６０
ａを開放させてＭＰＵ６２を露出させる必要が生じる。これにより、読み取り用端子１０
２への読み取り装置の電気的な接続が不正に行われてしまうことを阻止することが可能と
なる。なお、これに限定されることはなく、基板ボックス６０ａに読み取り用端子１０２
を主制御装置６０の外部に露出させるための開口部が形成されており、基板ボックス６０
ａの破壊を要することなく読み取り用端子１０２への読み取り装置の電気的な接続を行う
ことが可能な構成としてもよい。
【０１６７】
　管理用ＩＣ６６は、管理側Ｉ／Ｆ１１１と、管理側ＣＰＵ１１２と、管理側ＲＯＭ１１
３と、管理側ＲＡＭ１１４と、ＲＴＣ１１５と、対応関係用メモリ１１６と、履歴用メモ
リ１１７と、を備えている。これら各装置は管理用ＩＣ６６に設けられた内部バス６６ａ
を通じて双方向通信可能に接続されている。
【０１６８】
　管理側Ｉ／Ｆ１１１は、ＭＰＵ６２に内蔵された単方向通信用の信号経路群１１８を介
して主側ＣＰＵ６３から各種信号を受信するとともに、ＭＰＵ６２に内蔵された単方向通
信用の信号経路群１１９を介して読み取り用端子１０２に各種信号を送信するためのイン
ターフェースである。主側ＣＰＵ６３からの各種信号は管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート
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に入力され、読み取り用端子１０２への各種信号は管理側Ｉ／Ｆ１１１の出力ポートから
出力される。なお、主側ＣＰＵ６３はＭＰＵ６２に内蔵された双方向通信用の信号経路群
１２０を介して読み取り用端子１０２と電気的に接続されている。
【０１６９】
　管理側ＣＰＵ１１２は、制御部及び演算部を含む演算処理装置である。管理側ＲＯＭ１
１３は、ＮＯＲ型フラッシュメモリ及びＮＡＮＤ型フラッシュメモリなどの記憶保持に外
部からの電力供給が不要なメモリ（すなわち、不揮発性記憶手段）であり、読み出し専用
として利用される。管理側ＲＯＭ１１３は、管理側ＣＰＵ１１２により実行される各種の
制御プログラムや固定値データを記憶している。管理側ＲＡＭ１１４は、ＳＲＡＭ及びＤ
ＲＡＭなどの記憶保持に外部からの電力供給が必要なメモリ（すなわち、揮発性記憶手段
）であり、読み書き両用として利用される。管理側ＲＡＭ１１４は、ランダムアクセスが
可能であるとともに、同一のデータ容量で比較した場合に管理側ＲＯＭ１１３よりも読み
出しに要する時間が早いものとなっている。管理側ＲＡＭ１１４は管理側ＲＯＭ１１３内
に記憶されている制御プログラムの実行に対して各種のデータなどを一時的に記憶する。
【０１７０】
　ＲＴＣ１１５はリアルタイムクロックであり、年月日情報及び時刻情報を常時計測し、
管理側ＣＰＵ１１２からの指示に従い、その計測している年月日情報及び時刻情報を出力
することが可能な構成である。なお、ＲＴＣ１１５にはバックアップ電源が設けられてお
り、パチンコ機１０の電源遮断中においても年月日情報及び時刻情報を計測することが可
能となっている。
【０１７１】
　対応関係用メモリ１１６は、ＳＲＡＭ及びＤＲＡＭなどの記憶保持に外部からの電力供
給が必要なメモリ（すなわち、揮発性記憶手段）であり、読み書き両用として利用される
。対応関係用メモリ１１６は、管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１に設けられた各バ
ッファ１２２ａ～１２２ｐとそれらバッファ１２２ａ～１２２ｐに入力される信号の種類
との対応関係の情報を記憶しておくために利用される。対応関係用メモリ１１６の内容の
詳細については後に説明する。
【０１７２】
　履歴用メモリ１１７は、ＮＯＲ型フラッシュメモリ及びＮＡＮＤ型フラッシュメモリな
どの記憶保持に外部からの電力供給が不要なメモリ（すなわち、不揮発性記憶手段）であ
り、読み書き両用として利用される。履歴用メモリ１１７は、管理側Ｉ／Ｆ１１１を通じ
て主側ＣＰＵ６３から受信した遊技球の入球に関する情報を記憶しておくために利用され
る。履歴用メモリ１１７の内容の詳細については後に説明する。
【０１７３】
　次に、管理側Ｉ／Ｆ１１１に設けられた入力ポート１２１の構成について説明する。図
１４は管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１の構成を説明するための説明図である。
【０１７４】
　入力ポート１２１には複数のバッファ１２２ａ～１２２ｐが設けられている。具体的に
は第１～第１６バッファ１２２ａ～１２２ｐが設けられている。第１～第１６バッファ１
２２ａ～１２２ｐのそれぞれには信号経路１１８ａ～１１８ｐを通じて１種類の信号を入
力可能となっており、第１～第１６バッファ１２２ａ～１２２ｐのそれぞれは入力対象と
なっている信号がＬＯＷレベルである場合に第１データとして「０」の情報が格納され、
入力対象となっている信号がＨＩレベルである場合に第２データとして「１」の情報が格
納される。なお、これらＬＯＷ及びＨＩと第１データ及び第２データとの関係が逆であっ
てもよい。
【０１７５】
　第１バッファ１２２ａには第１入賞口検知センサ４２ａの検知結果に対応する第１信号
が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は第１入賞口検知センサ４２ａにて新たな遊技
球が検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第１信号を出力し、第１入賞口検知センサ
４２ａにて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第１信号を出
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力する。この特定期間は、第１バッファ１２２ａにＨＩレベルの第１信号が入力されてい
ることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１７６】
　第２バッファ１２２ｂには第２入賞口検知センサ４３ａの検知結果に対応する第２信号
が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は第２入賞口検知センサ４３ａにて新たな遊技
球が検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第２信号を出力し、第２入賞口検知センサ
４３ａにて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第２信号を出
力する。この特定期間は、第２バッファ１２２ｂにＨＩレベルの第２信号が入力されてい
ることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１７７】
　第３バッファ１２２ｃには第３入賞口検知センサ４４ａの検知結果に対応する第３信号
が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は第３入賞口検知センサ４４ａにて新たな遊技
球が検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第３信号を出力し、第３入賞口検知センサ
４４ａにて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第３信号を出
力する。この特定期間は、第３バッファ１２２ｃにＨＩレベルの第３信号が入力されてい
ることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１７８】
　第４バッファ１２２ｄには特電検知センサ４５ａの検知結果に対応する第４信号が入力
される。この場合、主側ＣＰＵ６３は特電検知センサ４５ａにて新たな遊技球が検知され
ていない状況ではＬＯＷレベルの第４信号を出力し、特電検知センサ４５ａにて１個の遊
技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第４信号を出力する。この特定期
間は、第４バッファ１２２ｄにＨＩレベルの第４信号が入力されていることを管理側ＣＰ
Ｕ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１７９】
　第５バッファ１２２ｅには第１作動口検知センサ４６ａの検知結果に対応する第５信号
が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は第１作動口検知センサ４６ａにて新たな遊技
球が検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第５信号を出力し、第１作動口検知センサ
４６ａにて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第５信号を出
力する。この特定期間は、第５バッファ１２２ｅにＨＩレベルの第５信号が入力されてい
ることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１８０】
　第６バッファ１２２ｆには第２作動口検知センサ４７ａの検知結果に対応する第６信号
が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は第２作動口検知センサ４７ａにて新たな遊技
球が検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第６信号を出力し、第２作動口検知センサ
４７ａにて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第６信号を出
力する。この特定期間は、第６バッファ１２２ｆにＨＩレベルの第６信号が入力されてい
ることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１８１】
　第７バッファ１２２ｇにはアウト口検知センサ４８ａの検知結果に対応する第７信号が
入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３はアウト口検知センサ４８ａにて新たな遊技球が
検知されていない状況ではＬＯＷレベルの第７信号を出力し、アウト口検知センサ４８ａ
にて１個の遊技球が検知された場合に特定期間に亘ってＨＩレベルの第７信号を出力する
。この特定期間は、第７バッファ１２２ｇにＨＩレベルの第７信号が入力されていること
を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。
【０１８２】
　第８バッファ１２２ｈには開閉実行モードの期間中であるか否かに対応する第８信号が
入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は開閉実行モードではない状況ではＬＯＷレベル
の第８信号を継続して出力し、開閉実行モードである状況ではＨＩレベルの第８信号を継
続して出力する。
【０１８３】
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　第９バッファ１２２ｉには高頻度サポートモードの期間中であるか否かに対応する第９
信号が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は高頻度サポートモードではない状況では
ＬＯＷレベルの第９信号を継続して出力し、高頻度サポートモードである状況ではＨＩレ
ベルの第９信号を継続して出力する。
【０１８４】
　第１０バッファ１２２ｊには前扉枠１４が開放されている期間中であるか否かに対応す
る第１０信号が入力される。この場合、主側ＣＰＵ６３は前扉枠１４が閉鎖状態である状
況ではＬＯＷレベルの第１０信号を継続して出力し、前扉枠１４が開放状態である状況で
はＨＩレベルの第１０信号を継続して出力する。
【０１８５】
　第１６バッファ１２２ｐには履歴用メモリ１１７に格納された履歴情報を読み取り用端
子１０２に出力する契機を管理側ＣＰＵ１１２に認識させるための出力指示信号が入力さ
れる。この場合、主側ＣＰＵ６３は履歴情報を出力する必要がない状況ではＬＯＷレベル
の出力指示信号を出力し、履歴情報を出力する必要がある場合に特定期間に亘ってＨＩレ
ベルの出力指示信号を出力する。この特定期間は、第１６バッファ１２２ｐにＨＩレベル
の出力指示信号が入力されていることを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間
となっている。
【０１８６】
　第１１バッファ１２２ｋ、第１２バッファ１２２ｌ、第１３バッファ１２２ｍ、第１４
バッファ１２２ｎ及び第１５バッファ１２２ｏは、主側ＣＰＵ６３からの信号を入力可能
ではあるものの、本パチンコ機１０では通常の信号が入力されないブランクとなっている
。このように管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１として本パチンコ機１０において主
側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に出力される信号の種類よりも多くの数のバッファ１２
２ａ～１２２ｐが設けられていることにより、管理用ＩＣ６６を本パチンコ機１０とは異
なる機種にも流用することが可能となる。これにより、管理用ＩＣ６６の汎用性を高める
ことが可能となる。ちなみに、主側ＣＰＵ６３と第１～第１６バッファ１２２ａ～１２２
ｐのそれぞれとの間には第１～第１６バッファ１２２ａ～１２２ｐに１対１で対応するよ
うに信号経路１１８ａ～１１８ｐが形成されているが、これに限定されることはなく、ブ
ランク対象となるバッファ１２２ｋ～１２２ｏとの間には信号経路１１８ｋ～１１８ｏが
形成されていない構成としてもよい。
【０１８７】
　管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１における第１６バッファ１２２ｐに出力指示信
号が入力されることは管理用ＩＣ６６の設計段階において決定されており、主側ＣＰＵ６
３からの指示を受けることなく、管理側ＣＰＵ１１２は第１６バッファ１２２ｐに出力指
示信号が入力されることを特定可能となっている。一方、第１～第１５バッファ１２２ａ
～１２２ｏにどのような種類の信号が入力されるのかは管理用ＩＣ６６の設計段階におい
て決定されておらず、これら信号の種類は主側ＣＰＵ６３からの指示を受けることで管理
側ＣＰＵ１１２にて特定される。管理側ＣＰＵ１１２におけるこれら信号の種類の特定は
、詳細は後述するが、ＭＰＵ６２への動作電力の供給に伴い主側ＣＰＵ６３及び管理側Ｃ
ＰＵ１１２において制御が開始された場合に主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２に種
類識別コマンドが送信されることにより行われる。この場合、種類識別コマンドにより提
供された各種信号の種類の情報は対応関係用メモリ１１６に記憶され、動作電力が供給さ
れている状況において各種信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定する場合には対応関
係用メモリ１１６に記憶された情報が参照される。
【０１８８】
　図１５は対応関係用メモリ１１６の構成を説明するための説明図である。対応関係用メ
モリ１１６には、管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１に設けられた第１～第１５バッ
ファ１２２ａ～１２２ｏに１対１で対応させて第１～第１５対応関係エリア１２３ａ～１
２３ｏが設けられている。
【０１８９】
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　第１対応関係エリア１２３ａには第１バッファ１２２ａに入力される信号の種類を管理
側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、一般入賞口３１であることを示す情報が
格納される。また、第１対応関係エリア１２３ａには一般入賞口３１であることを示す情
報とともに一般入賞口３１に１個の遊技球が入球した場合に払い出される遊技球の個数の
情報（１０個）も格納される。第２対応関係エリア１２３ｂには第２バッファ１２２ｂに
入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、一般入賞口
３１であることを示す情報が格納される。また、第２対応関係エリア１２３ｂには一般入
賞口３１であることを示す情報とともに一般入賞口３１に１個の遊技球が入球した場合に
払い出される遊技球の個数の情報（１０個）も格納される。第３対応関係エリア１２３ｃ
には第３バッファ１２２ｃに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するた
めの情報として、一般入賞口３１であることを示す情報が格納される。また、第３対応関
係エリア１２３ｃには一般入賞口３１であることを示す情報とともに一般入賞口３１に１
個の遊技球が入球した場合に払い出される遊技球の個数の情報（１０個）も格納される。
【０１９０】
　第４対応関係エリア１２３ｄには第４バッファ１２２ｄに入力される信号の種類を管理
側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、特電入賞装置３２であることを示す情報
が格納される。また、第４対応関係エリア１２３ｄには特電入賞装置３２であることを示
す情報とともに特電入賞装置３２に１個の遊技球が入球した場合に払い出される遊技球の
個数の情報（１５個）も格納される。第５対応関係エリア１２３ｅには第５バッファ１２
２ｅに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、第１
作動口３３であることを示す情報が格納される。また、第５対応関係エリア１２３ｅには
第１作動口３３であることを示す情報とともに第１作動口３３に１個の遊技球が入球した
場合に払い出される遊技球の個数の情報（１個）も格納される。第６対応関係エリア１２
３ｆには第６バッファ１２２ｆに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定す
るための情報として、第２作動口３４であることを示す情報が格納される。また、第６対
応関係エリア１２３ｆには第２作動口３４であることを示す情報とともに第２作動口３４
に１個の遊技球が入球した場合に払い出される遊技球の個数の情報（１個）も格納される
。第７対応関係エリア１２３ｇには第７バッファ１２２ｇに入力される信号の種類を管理
側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、アウト口２４ａであることを示す情報が
格納される。
【０１９１】
　第８対応関係エリア１２３ｈには第８バッファ１２２ｈに入力される信号の種類を管理
側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、開閉実行モードであることを示す情報が
格納される。第９対応関係エリア１２３ｉには第９バッファ１２２ｉに入力される信号の
種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、高頻度サポートモードである
ことを示す情報が格納される。第１０対応関係エリア１２３ｊには第１０バッファ１２２
ｊに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、前扉枠
１４であることを示す情報が格納される。
【０１９２】
　第１１対応関係エリア１２３ｋには第１１バッファ１２２ｋに入力される信号の種類を
管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、いずれにも対応しないブランクであ
ることを示す情報が格納される。第１２対応関係エリア１２３ｌには第１２バッファ１２
２ｌに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、いず
れにも対応しないブランクであることを示す情報が格納される。第１３対応関係エリア１
２３ｍには第１３バッファ１２２ｍに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特
定するための情報として、いずれにも対応しないブランクであることを示す情報が格納さ
れる。第１４対応関係エリア１２３ｎには第１４バッファ１２２ｎに入力される信号の種
類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、いずれにも対応しないブランク
であることを示す情報が格納される。第１５対応関係エリア１２３ｏには第１５バッファ
１２２ｏに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報として、
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いずれにも対応しないブランクであることを示す情報が格納される。
【０１９３】
　上記のように第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏにどのような種類の信号が入力
されるのかが、主側ＣＰＵ６３からの指示を受けることで管理側ＣＰＵ１１２にて特定さ
れる構成とすることで、管理用ＩＣ６６を本パチンコ機１０とは異なる機種にも流用する
ことが可能となる。これにより、管理用ＩＣ６６の汎用性を高めることが可能となる。
【０１９４】
　また、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏに履歴情報の記憶に対応する信号出力
を行う度にその信号の種類を認識させるための情報を出力するのではなく、事前に信号の
種類を認識させるための情報を出力するとともにその出力された情報に基づき第１～第１
５バッファ１２２ａ～１２２ｏに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定す
るための情報が対応関係用メモリ１１６に格納される構成である。これにより、第１～第
１５バッファ１２２ａ～１２２ｏに履歴情報の記憶に対応する信号出力を行う度にその信
号の種類を認識させるための情報が出力される構成に比べ、都度の信号出力に際して主側
ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２に出力される情報量を抑えることが可能となる。
【０１９５】
　また、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏに入力される信号の種類を管理側ＣＰ
Ｕ１１２にて特定するための情報の出力は、動作電力の供給開始時に行われる。これによ
り、本パチンコ機１０にて遊技が開始される状況においては、第１～第１５バッファ１２
２ａ～１２２ｏに入力される信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定することが可能と
なる。
【０１９６】
　また、第１６バッファ１２２ｐに出力指示信号が入力されることの情報設定が管理用Ｉ
Ｃ６６の設計段階において行われている。これにより、本パチンコ機１０に限らず管理用
ＩＣ６６を利用する他の機種のパチンコ機であっても確実に使用する出力指示信号につい
ては、第１６バッファ１２２ｐに入力される信号の種類を特定するための処理を省略する
ことが可能となる。よって、かかる信号の種類を特定するための処理の処理負荷を抑える
ことが可能となる。
【０１９７】
　次に、管理用ＩＣ６６の履歴用メモリ１１７について説明する。図１６は履歴用メモリ
１１７の構成を説明するための説明図である。
【０１９８】
　履歴用メモリ１１７には、履歴情報を順次記憶するための履歴用エリア１２４が設けら
れている。履歴用エリア１２４には、複数のポインタ情報が連番で設定されているととも
に、各ポインタ情報に１対１で対応させて履歴情報格納エリア１２５が設定されている。
履歴情報格納エリア１２５には、ＲＴＣ情報と対応関係情報との組合せを格納可能となっ
ている。この場合、各履歴情報格納エリア１２５は２バイトのデータ容量となっており、
ＲＴＣ情報を格納するためのエリアとして１バイトのデータ容量が割り当てられており、
対応関係情報を格納するためのエリアとして１バイトのデータ容量が割り当てられている
。第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏ（本パチンコ機１０の実際には第１～第１０
バッファ１２２ａ～１２２ｊ）に入力されている信号に応じて対応関係情報を格納する必
要が生じた場合には、まず現状の書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴
情報格納エリア１２５のＲＴＣ情報を格納するためのエリアに、現状のＲＴＣ１１５にお
いて計測されている年月日情報及び時刻情報を格納する。その後、今回の情報格納契機と
なったバッファ１２２ａ～１２２ｏに対応する対応関係情報を対応関係用メモリ１１６に
おける当該バッファ１２２ａ～１２２ｏに対応する対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏか
ら読み出し、その読み出した対応関係情報を現状の書き込み対象となっているポインタ情
報に対応する履歴情報格納エリア１２５の対応関係情報を格納するためのエリアに格納す
る。
【０１９９】
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　履歴情報格納エリア１２５に格納される対応関係情報について具体的には、第１～第７
バッファ１２２ａ～１２２ｇは既に説明したとおり入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知
結果に対応する信号が入力されるため、対応関係用メモリ１１６における第１～第７対応
関係エリア１２３ａ～１２３ｇには入球検知センサ４２ａ～４８ａの種類に対応する情報
が格納されている。より詳細には、入球検知センサ４２ａ～４８ａのそれぞれに対応する
入球部の種類に対応する情報が、第１～第７対応関係エリア１２３ａ～１２３ｇに格納さ
れている。本パチンコ機１０では既に説明したとおり第１～第３入賞口検知センサ４２ａ
～４４ａはいずれも一般入賞口３１に入球した遊技球を検知するものであるため、これら
第１～第３入賞口検知センサ４２ａ～４４ａに対応する第１～第３対応関係エリア１２３
ａ～１２３ｃにはいずれも一般入賞口３１であることを示す情報が格納されている。また
、第４対応関係エリア１２３ｄには特電入賞装置３２であることを示す情報が格納されて
おり、第５対応関係エリア１２３ｅには第１作動口３３であることを示す情報が格納され
ており、第６対応関係エリア１２３ｆには第２作動口３４であることを示す情報が格納さ
れており、第７対応関係エリア１２３ｇにはアウト口２４ａであることを示す情報が格納
されている。今回の情報格納契機となったバッファ１２２ａ～１２２ｏが第１～第７バッ
ファ１２２ａ～１２２ｇのいずれかである場合には、そのバッファ１２２ａ～１２２ｇに
対応する入球部の種類の情報が第１～第７対応関係エリア１２３ａ～１２３ｇのいずれか
から読み出され、その読み出された入球部の種類の情報が履歴情報格納エリア１２５の対
応関係情報を格納するためのエリアにそのまま格納される。
【０２００】
　一方、第８バッファ１２２ｈは開閉実行モード中であるか否かを示す信号が入力され、
第９バッファ１２２ｉは高頻度サポートモード中であるか否かを示す信号が入力され、第
１０バッファ１２２ｊは前扉枠１４が開放中であるか否かを示す信号が入力される。した
がって、第８対応関係エリア１２３ｈには開閉実行モードであることを示す情報が格納さ
れ、第９対応関係エリア１２３ｉには高頻度サポートモードであることを示す情報が格納
され、第１０対応関係エリア１２３ｊには前扉枠１４であることを示す情報が格納されて
いる。
【０２０１】
　主側ＣＰＵ６３は既に説明したとおり開閉実行モードではない状況ではＬＯＷレベルの
第８信号を継続して出力し、開閉実行モードである状況ではＨＩレベルの第８信号を継続
して出力するため、管理側ＣＰＵ１１２は第８信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化
した場合に開閉実行モードが開始されたと特定し、第８信号がＨＩレベルからＬＯＷレベ
ルに変化した場合に開閉実行モードが終了したと特定することが可能となる。そして、第
８信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化した場合、及びＨＩレベルからＬＯＷレベル
に変化した場合のいずれにおいても、管理側ＣＰＵ１１２は履歴情報格納エリア１２５へ
の対応関係情報の格納契機が発生したと特定する。つまり、第８信号がＬＯＷレベルから
ＨＩレベルに変化した場合には、第８対応関係エリア１２３ｈから読み出した開閉実行モ
ードであることを示す情報だけではなく開始情報も一緒に、履歴情報格納エリア１２５の
対応関係情報を格納するためのエリアに格納する。また、第８信号がＨＩレベルからＬＯ
Ｗレベルに変化した場合には、第８対応関係エリア１２３ｈから読み出した開閉実行モー
ドであることを示す情報だけではなく終了情報も一緒に、履歴情報格納エリア１２５の対
応関係情報を格納するためのエリアに格納する。
【０２０２】
　主側ＣＰＵ６３は既に説明したとおり高頻度サポートモードではない状況ではＬＯＷレ
ベルの第９信号を継続して出力し、高頻度サポートモードである状況ではＨＩレベルの第
９信号を継続して出力するため、管理側ＣＰＵ１１２は第９信号がＬＯＷレベルからＨＩ
レベルに変化した場合に高頻度サポートモードが開始されたと特定し、第９信号がＨＩレ
ベルからＬＯＷレベルに変化した場合に高頻度サポートモードが終了したと特定すること
が可能となる。そして、第９信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化した場合、及びＨ
ＩレベルからＬＯＷレベルに変化した場合のいずれにおいても、管理側ＣＰＵ１１２は履
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歴情報格納エリア１２５への対応関係情報の格納契機が発生したと特定する。つまり、第
９信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化した場合には、第９対応関係エリア１２３ｉ
から読み出した高頻度サポートモードであることを示す情報だけではなく開始情報も一緒
に、履歴情報格納エリア１２５の対応関係情報を格納するためのエリアに格納する。また
、第９信号がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変化した場合には、第９対応関係エリア１２
３ｉから読み出した高頻度サポートモードであることを示す情報だけではなく終了情報も
一緒に、履歴情報格納エリア１２５の対応関係情報を格納するためのエリアに格納する。
【０２０３】
　主側ＣＰＵ６３は既に説明したとおり前扉枠１４が閉鎖状態である状況ではＬＯＷレベ
ルの第１０信号を継続して出力し、前扉枠１４が開放状態である状況ではＨＩレベルの第
１０信号を継続して出力するため、管理側ＣＰＵ１１２は第１０信号がＬＯＷレベルから
ＨＩレベルに変化した場合に前扉枠１４が開放されたと特定し、第１０信号がＨＩレベル
からＬＯＷレベルに変化した場合にが前扉枠１４が閉鎖されたと特定することが可能とな
る。そして、第１０信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化した場合、及びＨＩレベル
からＬＯＷレベルに変化した場合のいずれにおいても、管理側ＣＰＵ１１２は履歴情報格
納エリア１２５への対応関係情報の格納契機が発生したと特定する。つまり、第１０信号
がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変化した場合には、第１０対応関係エリア１２３ｊから
読み出した前扉枠１４であることを示す情報だけではなく開放開始情報も一緒に、履歴情
報格納エリア１２５の対応関係情報を格納するためのエリアに格納する。また、第１０信
号がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変化した場合には、第１０対応関係エリア１２３ｊか
ら読み出した前扉枠１４であることを示す情報だけではなく開放終了情報も一緒に、履歴
情報格納エリア１２５の対応関係情報を格納するためのエリアに格納する。
【０２０４】
　履歴情報格納エリア１２５は、仮に開店から閉店まで本パチンコ機１０における遊技球
の発射が継続される営業日が１０日間連続したとしてもその間に発生した各履歴情報を全
て記憶しておくことを可能とする数分設けられている。例えば１日に履歴情報が６０００
０回発生するとした場合、６０００００個以上の履歴情報格納エリア１２５が設けられて
いる。これにより、少なくとも１０日間は全ての履歴情報を履歴用メモリ１１７において
記憶保持することが可能である。
【０２０５】
　履歴用メモリ１１７には履歴用エリア１２４とは別にポインタ用エリア１２６が設けら
れている。ポインタ用エリア１２６には、履歴用メモリ１１７において現状の書き込み対
象となっているポインタ情報を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するための情報が格納されて
いる。具体的には、パチンコ機１０の出荷段階ではポインタ用エリア１２６には「０」の
ポインタ情報を書き込み対象に指定する情報が設定されている。そして、１個の履歴情報
が履歴情報格納エリア１２５に新たに格納される度に、書き込み対象となるポインタ情報
の値が１加算されるようにポインタ用エリア１２６の情報が更新される。最後の順番のポ
インタ情報が書き込み対象となり当該最後の順番のポインタ情報に対応する履歴情報格納
エリア１２５に履歴情報が格納された場合には、「０」のポインタ情報が書き込み対象と
なるようにポインタ用エリア１２６の情報が更新される。これにより、格納可能な履歴情
報の個数を超えて履歴情報の格納契機が発生した場合には、古い履歴情報が格納されてい
る履歴情報格納エリア１２５から順に新しい履歴情報に上書きされていくこととなる。
【０２０６】
　また、読み取り装置による履歴用メモリ１１７からの履歴情報の読み取りが発生した場
合には、履歴情報格納エリア１２５が全て「０」クリアされるとともに、「０」のポイン
タ情報が書き込み対象となるようにポインタ用エリア１２６の情報が更新される。これに
より、一旦読み取り対象となった履歴情報が再度読み取り対象となってしまうことを阻止
することが可能となる。
【０２０７】
　次に、管理用ＩＣ６６を利用して遊技球の入賞態様を管理するための具体的な処理構成
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について説明する。まず管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１に設けられた第１～第１
５バッファ１２２ａ～１２２ｏと信号の種類との対応関係の情報を対応関係用メモリ１１
６に格納するための処理構成について説明する。図１７は主側ＣＰＵ６３にて実行される
認識用処理を示すフローチャートである。なお、認識用処理はメイン処理（図７）におけ
るステップＳ１１０にて実行される。
【０２０８】
　まず主側ＲＡＭ６５に設けられた認識用出力カウンタに「１５」をセットする（ステッ
プＳ５０１）。認識用出力カウンタは、管理側Ｉ／Ｆ１１１における入力ポート１２１の
各バッファ１２２ａ～１２２ｐがいずれの種類の信号に対応しているのかを管理側ＣＰＵ
１１２に認識させるための情報出力の残りの必要回数を主側ＣＰＵ６３にて特定するため
のカウンタである。既に説明したとおり第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏの１５
個が信号の種類の認識対象となるため、認識用出力カウンタには「１５」をセットする。
【０２０９】
　その後、識別開始コマンドの出力処理を実行する（ステップＳ５０２）。主側ＣＰＵ６
３は、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏがいずれの種類の信号に対応しているの
かを管理側ＣＰＵ１１２に認識させるために当該管理側ＣＰＵ１１２に各種コマンドを出
力する。このコマンド出力に際しては第１～第８バッファ１２２ａ～１２２ｈに入力され
る第１～第８信号が利用される。つまり、履歴情報の格納契機を管理側ＣＰＵ１１２に指
示するために利用される第１～第８信号（すなわち第１～第８信号経路１１８ａ～１１８
ｈ）を利用して、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏがいずれの種類の信号に対応
しているのかを管理側ＣＰＵ１１２に認識させるためのコマンド出力が行われる。これに
より、当該コマンド出力を行うための信号経路を、第１～第１６バッファ１２２ａ～１２
２ｐに信号出力するための信号経路１１８ａ～１１８ｐとは別に設ける構成に比べて、信
号経路の数を減らすことが可能となり構成を簡素化させることが可能となる。識別開始コ
マンドは８ビットのデータ容量となっており各ビットのデータがそれぞれ第１～第８信号
として第１～第８バッファ１２２ａ～１２２ｈに入力される。また、識別開始コマンドの
出力処理では、新たなコマンドを送信したことを管理側ＣＰＵ１１２に認識させるために
、識別開始コマンドの出力を開始するタイミングで第９信号の出力状態をＨＩレベルに切
り換える。また、識別開始コマンドの出力期間及び第９信号の出力状態をＨＩレベルに維
持する期間は、これら識別開始コマンド及び第９信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２に
て認識するのに十分な期間に設定されている。識別開始コマンドを受信することにより、
管理側ＣＰＵ１１２は第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏと信号の種類との対応関
係の情報を対応関係用メモリ１１６に格納するための処理を開始すべきことを特定する。
【０２１０】
　その後、主側ＲＡＭ６５の認識用出力カウンタの現状の値に対応する種類識別コマンド
を主側ＲＯＭ６４から読み出す（ステップＳ５０３）。この場合、第１バッファ１２２ａ
が最初に信号種類の設定対象となり、その後は第ｎバッファの次に第ｎ＋１バッファが信
号種類の設定対象となるように、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏに対応する信
号種類の認識設定が行われる。したがって、認識用出力カウンタが「１５」～「１３」で
あれば一般入賞口３１であること及びその賞球個数を示す種類識別コマンドを読み出し、
認識用出力カウンタが「１２」であれば特電入賞装置３２であること及びその賞球個数を
示す種類識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタが「１１」であれば第１作動口３
３であること及びその賞球個数を示す種類識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタ
が「１０」であれば第２作動口３４であること及びその賞球個数を示す種類識別コマンド
を読み出し、認識用出力カウンタが「９」であればアウト口２４ａであることを示す種類
識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタが「８」であれば開閉実行モードであるこ
とを示す種類識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタが「７」であれば高頻度サポ
ートモードであることを示す種類識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタが「６」
であれば前扉枠１４であることを示す種類識別コマンドを読み出し、認識用出力カウンタ
が「５」～「１」であればブランクであることを示す種類識別コマンドを読み出す。
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【０２１１】
　その後、読み出した種類識別コマンドの出力処理を実行する（ステップＳ５０４）。種
類識別コマンドは、識別開始コマンドと同様に８ビットのデータ容量となっており、各ビ
ットのデータがそれぞれ第１～第８信号として第１～第８バッファ１２２ａ～１２２ｈに
入力される。また、識別種類コマンドの出力処理では、新たなコマンドを送信したことを
管理側ＣＰＵ１１２に認識させるために、識別種類コマンドの出力を開始するタイミング
で第９信号の出力状態をＨＩレベルに切り換える。また、識別種類コマンドの出力期間及
び第９信号の出力状態をＨＩレベルに維持する期間は、これら識別種類コマンド及び第９
信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて認識するのに十分な期間に設定されている。識
別種類コマンドを受信することにより、管理側ＣＰＵ１１２は第１～第１５バッファ１２
２ａ～１２２ｏのうち今回の設定対象となっているバッファに対応する対応関係エリア１
２３ａ～１２３ｏに、その識別種類コマンドに対応する情報を格納する。
【０２１２】
　その後、主側ＲＡＭ６５の認識用出力カウンタの値を１減算し（ステップＳ５０５）、
その１減算後における認識用出力カウンタの値が「０」であるか否かを判定する（ステッ
プＳ５０６）。認識用出力カウンタの値が１以上である場合には（ステップＳ５０６：Ｎ
Ｏ）、１減算後における認識用出力カウンタの値に対応する種類識別コマンドを出力する
ための処理を実行する（ステップＳ５０３及びステップＳ５０４）。
【０２１３】
　一方、認識用出力カウンタの値が「０」である場合には（ステップＳ５０６：ＹＥＳ）
、識別終了コマンドの出力処理を実行する（ステップＳ５０７）。識別終了コマンドは８
ビットのデータ容量となっており、各ビットのデータがそれぞれ第１～第８信号として第
１～第８バッファ１２２ａ～１２２ｈに入力される。また、識別終了コマンドの出力処理
では、新たなコマンドを送信したことを管理側ＣＰＵ１１２に認識させるために、識別終
了コマンドの出力を開始するタイミングで第９信号の出力状態をＨＩレベルに切り換える
。また、識別終了コマンドの出力期間及び第９信号の出力状態をＨＩレベルに維持する期
間は、これら識別終了コマンド及び第９信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて認識す
るのに十分な期間に設定されている。識別終了コマンドを受信することにより、管理側Ｃ
ＰＵ１１２は第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏと信号の種類との対応関係の情報
を対応関係用メモリ１１６に格納するための処理が完了したことを特定する。
【０２１４】
　次に、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される管理処理について、図１８のフローチャート
を参照しながら説明する。管理処理は、管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供給が開始さ
れた場合に開始される。なお、管理側ＣＰＵ１１２の処理速度は主側ＣＰＵ６３の処理速
度よりも速い構成であり、主側ＣＰＵ６３において１回のタイマ割込み処理（図８）が開
始されてから次回のタイマ割込み処理（図８）が開始されるまでに、管理処理におけるス
テップＳ６０６以降の処理の組合せが１６回以上実行される。
【０２１５】
　主側ＣＰＵ６３から識別開始コマンドを受信した場合（ステップＳ６０１：ＹＥＳ）、
管理側ＲＡＭ１１４に設けられた設定対象カウンタの値を「０」クリアする（ステップＳ
６０２）。設定対象カウンタは、信号の種類の設定対象となっているバッファ１２２ａ～
１２２ｏの種類を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するためのカウンタである。第１バッファ
１２２ａが最初に信号種類の設定対象となり、その後は第ｎバッファの次に第ｎ＋１バッ
ファが信号種類の設定対象となる。
【０２１６】
　その後、主側ＣＰＵ６３から種類識別コマンドを受信していることを条件として（ステ
ップＳ６０３：ＹＥＳ）、対応関係設定処理を実行する（ステップＳ６０４）。対応関係
設定処理では、対応関係用メモリ１１６の第１～第１５対応関係エリア１２３ａ～１２３
ｏのうち、管理側ＲＡＭ１１４の設定対象カウンタにおける現状の値に対応する対応関係
エリアに、今回受信した種類識別コマンドに設定されている信号種類の情報を格納する。
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その後、管理側ＲＡＭ１１４の設定対象カウンタの値を１加算する（ステップＳ６０５）
。
【０２１７】
　ステップＳ６０３にて否定判定をした場合、又はステップＳ６０５の処理を実行した場
合、主側ＣＰＵ６３から識別終了コマンドを受信したか否かを判定する（ステップＳ６０
６）。識別終了コマンドを受信していない場合（ステップＳ６０６：ＮＯ）、ステップＳ
６０３に戻り、主側ＣＰＵ６３から種類識別コマンドを新たに受信することを条件として
（ステップＳ６０３：ＹＥＳ）、ステップＳ６０４及びステップＳ６０５の処理を再度実
行する。
【０２１８】
　主側ＣＰＵ６３から識別終了コマンドを受信している場合（ステップＳ６０６：ＹＥＳ
）、ステップＳ６０７及びステップＳ６０８の処理を繰り返し実行する。ステップＳ６０
７では詳細は後述するが、主側ＣＰＵ６３から受信した信号の種類に対応する履歴情報を
履歴用メモリ１１７に格納するための履歴設定処理を実行する。ステップＳ６０８では、
詳細は後述するが、履歴用メモリ１１７に格納された履歴情報を読み取り用端子１０２に
出力するための外部出力用処理を実行する。
【０２１９】
　図１９は第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏとこれらバッファ１２２ａ～１２２
ｏに入力される信号の種類との対応関係の情報が対応関係用メモリ１１６に格納される様
子を示すタイムチャートである。図１９（ａ）は第１～第８信号（すなわち第１～第８信
号経路１１８ａ～１１８ｈ）を利用して主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２にコマン
ドが出力されている期間を示し、図１９（ｂ）は第９信号の出力状態がＨＩレベルとなっ
ている期間を示し、図１９（ｃ）は第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏとこれらバ
ッファ１２２ａ～１２２ｏに入力される信号の種類との対応関係を識別するための処理が
実行される識別状態の実行期間を示し、図１９（ｄ）は管理側ＣＰＵ１１２にて対応関係
設定処理（ステップＳ６０４）が実行されるタイミングを示す。
【０２２０】
　主側ＣＰＵ６３及び管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供給が開始されることで、ｔ１
のタイミングで図１９（ａ）に示すように第１～第８信号を利用した識別開始コマンドの
出力が開始される。また、当該ｔ１のタイミングで図１９（ｂ）に示すように第９信号の
出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更される。その後、識別開始コマンドの出力
が継続されている状況であるｔ２のタイミングで、図１９（ｂ）に示すように第９信号の
出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更される。管理側ＣＰＵ１１２は第９信号の
出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更されたことを確認することで主側ＣＰＵ６
３からコマンドが送信されていることを特定し、第１～第８バッファ１２２ａ～１２２ｈ
の情報を確認することで主側ＣＰＵ６３から受信しているコマンドの内容を把握する。こ
の場合、識別開始コマンドを受信しているため、管理側ＣＰＵ１１２は管理処理（図１８
）のステップＳ６０１にて肯定判定をすることで識別状態となる。その後、ｔ３のタイミ
ングで図１９（ａ）に示すように識別開始コマンドの出力が停止される。
【０２２１】
　その後、ｔ４のタイミングで図１９（ａ）に示すように第１～第８信号を利用した１個
目の種類識別コマンドの出力が開始される。また、当該ｔ４のタイミングで図１９（ｂ）
に示すように第９信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更される。その後、
種類識別コマンドの出力が継続されている状況であるｔ５のタイミングで、図１９（ｂ）
に示すように第９信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更される。管理側Ｃ
ＰＵ１１２は第９信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更されたことを確認
することで主側ＣＰＵ６３からコマンドが送信されたことを特定し、第１～第８バッファ
１２２ａ～１２２ｈの情報を確認することで主側ＣＰＵ６３から受信しているコマンドの
内容を把握する。この場合、１個目の種類識別コマンドを受信しているため、管理側ＣＰ
Ｕ１１２はｔ５のタイミングで図１９（ｄ）に示すように対応関係設定処理を実行する。
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当該対応関係設定処理では、対応関係用メモリ１１６の第１対応関係エリア１２３ａに一
般入賞口３１であることを示す情報及びその賞球個数の情報を格納する。その後、ｔ６の
タイミングで図１９（ａ）に示すように種類識別コマンドの出力が停止される。
【０２２２】
　その後、ｔ７のタイミング～ｔ９のタイミング、ｔ１０のタイミング～ｔ１２のタイミ
ング、ｔ１３のタイミング～ｔ１５のタイミング、及びｔ１６のタイミング～ｔ１８のタ
イミングのそれぞれにおいて、ｔ４のタイミング～ｔ６のタイミングと同様に、主側ＣＰ
Ｕ６３から出力された種類識別コマンドに対応する対応関係設定処理が管理側ＣＰＵ１１
２にて実行される。この場合、ｔ１６のタイミング～ｔ１８のタイミングにおいて１５個
目の種類識別コマンドに対応する対応関係設定処理が完了する。
【０２２３】
　その後、ｔ１９のタイミングで図１９（ａ）に示すように第１～第８信号を利用した識
別終了コマンドの出力が開始される。また、当該ｔ１９のタイミングで図１９（ｂ）に示
すように第９信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更される。その後、識別
終了コマンドの出力が継続されている状況であるｔ２０のタイミングで、図１９（ｂ）に
示すように第９信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更される。管理側ＣＰ
Ｕ１１２は第９信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに変更されたことを確認す
ることで主側ＣＰＵ６３からコマンドが送信されたことを特定し、第１～第８バッファ１
２２ａ～１２２ｈの情報を確認することで主側ＣＰＵ６３から受信しているコマンドの内
容を把握する。この場合、識別終了コマンドを受信しているため、ｔ２０のタイミングで
図１９（ｃ）に示すように管理側ＣＰＵ１１２の識別状態が終了する。その後、ｔ２１の
タイミングで図１９（ａ）に示すように識別終了コマンドの出力が停止される。
【０２２４】
　上記のように第９信号を利用してコマンドが出力されている状況であるか否かを管理側
ＣＰＵ１１２に認識させる構成であることにより、履歴情報の格納契機を管理側ＣＰＵ１
１２に指示するために利用される第１～第８信号（すなわち第１～第８信号経路）を利用
してコマンド出力が行われる構成であってもコマンドが出力されている状況であることを
管理側ＣＰＵ１１２に明確に認識させることが可能となる。
【０２２５】
　次に、履歴情報を履歴用メモリ１１７に格納させるための処理構成について説明する。
図２０は主側ＣＰＵ６３にて実行される管理用出力処理を示すフローチャートである。な
お、管理用出力処理はタイマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１９にて実行され
る。
【０２２６】
　まず主側ＲＡＭ６５に設けられた管理対象カウンタに「１０」をセットする（ステップ
Ｓ７０１）。管理対象カウンタは、今回の管理用出力処理において管理側ＣＰＵ１１２へ
の信号出力状態を変更すべきか否かの特定対象となっていない管理対象が存在しているか
否かを主側ＣＰＵ６３にて特定するとともに、いずれの管理対象について管理側ＣＰＵ１
１２への信号出力状態を変更すべきか否かを主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタ
である。１回の管理用出力処理にて、管理側ＣＰＵ１１２への信号出力状態を変更すべき
か否かを主側ＣＰＵ６３にて特定する対象となる管理対象は、７個の入球検知センサ４２
ａ～４８ａ、開閉実行モードの実行の有無、高頻度サポートモードの実行の有無、及び前
扉枠１４の開閉の有無の合計１０個である。したがって、最初に管理対象カウンタに「１
０」をセットする。
【０２２７】
　その後、現状の管理対象カウンタの値に対応する管理対象についての管理側ＣＰＵ１１
２への信号の出力状態がＨＩレベルであるか否かを判定する（ステップＳ７０２）。ＨＩ
レベルではない場合（ステップＳ７０２：ＮＯ）、管理対象カウンタの値が４以上である
か否かを判定することで、管理対象カウンタの値に対応する管理対象が７個の入球検知セ
ンサ４２ａ～４８ａのいずれかであるかを特定する（ステップＳ７０３）。
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【０２２８】
　ステップＳ７０３にて肯定判定をした場合、管理対象カウンタの値に対応する主側ＲＡ
Ｍ６５の出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定する（ステップＳ７０４）
。具体的には、管理対象カウンタの値が「１０」であり第１入賞口検知センサ４２ａに対
応している場合には第１出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定し、管理対
象カウンタの値が「９」であり第２入賞口検知センサ４３ａに対応している場合には第２
出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「８」
であり第３入賞口検知センサ４４ａに対応している場合には第３出力フラグに「１」がセ
ットされているか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「７」であり特電検知センサ４
５ａに対応している場合には第４出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定し
、管理対象カウンタの値が「６」であり第１作動口検知センサ４６ａに対応している場合
には第５出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定し、管理対象カウンタの値
が「５」であり第２作動口検知センサ４７ａに対応している場合には第６出力フラグに「
１」がセットされているか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「４」でありアウト口
２４ａに対応している場合には第７出力フラグに「１」がセットされているか否かを判定
する。なお、これら第１～第７出力フラグには既に説明したとおり、入球検知処理（図１
０）にて「１」がセットされる。
【０２２９】
　管理対象カウンタの値に対応する出力フラグに「１」がセットされている場合（ステッ
プＳ７０４：ＹＥＳ）、第１～第７信号のうち管理対象カウンタの値に対応する信号の出
力状態をＨＩレベルに設定する（ステップＳ７０５）。その後、管理対象カウンタの値に
対応する出力フラグを「０」クリアする（ステップＳ７０６）。
【０２３０】
　ステップＳ７０３にて否定判定をした場合、管理対象カウンタの値に対応する信号の出
力状態をＨＩレベルに切り換える契機が発生したか否かを判定する（ステップＳ７０７）
。具体的には、管理対象カウンタの値が「３」である場合には開閉実行モードへの移行が
発生したか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「２」である場合には高頻度サポート
モードへの移行が発生したか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「１」である場合に
は前扉枠１４が開放状態となったか否かを判定する。ステップＳ７０７にて肯定判定をし
た場合には、管理対象カウンタの値に対応する信号の出力状態をＨＩレベルに設定する（
ステップＳ７０８）。
【０２３１】
　ステップＳ７０２にて肯定判定をした場合、管理対象カウンタの値に対応する信号の出
力状態をＬＯＷレベルに切り換える契機が発生したか否かを判定する（ステップＳ７０９
）。具体的には、管理対象カウンタの値が４以上であり現状の管理対象がいずれかの入球
検知センサ４２ａ～４８ａである場合には、第１～第７信号のうち管理対象カウンタの値
に対応する信号の出力状態をＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換えてからＨＩ出力継続
期間（具体的には１０ｍｓｅｃ）が経過したか否かを判定する。このＨＩ出力継続期間は
管理側ＣＰＵ１１２において管理処理（図１８）の履歴設定処理（ステップＳ６０７）の
最長処理間隔よりも長い期間に設定されており、ＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換わ
った信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて確実に特定することが可能な期間となって
いる。また、管理対象カウンタの値が「３」であり現状の管理対象が開閉実行モードであ
る場合には開閉実行モードが終了したか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「２」で
あり現状の管理対象が高頻度サポートモードである場合には高頻度サポートモードが終了
したか否かを判定し、管理対象カウンタの値が「１」であり現状の管理対象が前扉枠１４
である場合には前扉枠１４が閉鎖状態であるか否かを判定する。管理対象カウンタの値に
対応する信号の出力状態をＬＯＷレベルに切り換える契機が発生している場合（ステップ
Ｓ７０９：ＹＥＳ）、管理対象カウンタの値に対応する信号の出力状態をＬＯＷレベルに
設定する（ステップＳ７１０）。
【０２３２】
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　ステップＳ７０４にて否定判定をした場合、ステップＳ７０６の処理を実行した場合、
ステップＳ７０７にて否定判定をした場合、ステップＳ７０８の処理を実行した場合、ス
テップＳ７０９にて否定判定をした場合、又はステップＳ７１０の処理を実行した場合、
主側ＲＡＭ６５の管理対象カウンタの値を１減算する（ステップＳ７１１）。そして、そ
の１減算後における管理対象カウンタの値が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ
７１２）。管理対象カウンタの値が１以上である場合には（ステップＳ７１２：ＮＯ）、
新たな管理対象カウンタの値に対応する管理対象について、ステップＳ７０２以降の処理
を実行する。
【０２３３】
　次に、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される履歴設定処理について図２１のフローチャー
トを参照しながら説明する。履歴設定処理は、管理処理（図１８）のステップＳ６０７に
て実行される。
【０２３４】
　まず管理側ＲＡＭ１１４に設けられた確認対象カウンタに、第１～第１５バッファ１２
２ａ～１２２ｏのうち管理側ＣＰＵ１１２において確認対象となるバッファの数をセット
する（ステップＳ８０１）。具体的には、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５
対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏのうちブランクであることを示す情報以外の情報が格
納されている対応関係エリアの数を特定し、その特定した数の情報を確認対象カウンタに
セットする。本パチンコ機１０では既に説明したとおり第１～第１０対応関係エリア１２
３ａ～１２３ｊにブランクであることを示す情報以外の情報が格納されているため、ステ
ップＳ８０１では確認対象カウンタに「１０」をセットする。
【０２３５】
　その後、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏのうち現状の確認対象カウンタの値
に対応するバッファに格納されている数値情報が、「０」から「１」に変更されたか否か
を確認することで、当該バッファへの主側ＣＰＵ６３からの入力信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに切り換えられたか否かを判定する（ステップＳ８０２）。なお、
確認対象カウンタの値が「ｎ」である場合には第ｎバッファ１２２ａ～１２２ｏが数値情
報の確認対象となる。例えば、確認対象カウンタの値が「１０」であれば第１０バッファ
１２２ｊが数値情報の確認対象となり、確認対象カウンタの値が「５」であれば第５バッ
ファ１２２ｅが数値情報の確認対象となる。
【０２３６】
　ステップＳ８０２にて肯定判定をした場合には、ＲＴＣ１１５から年月日情報及び時刻
情報であるＲＴＣ情報を読み出す（ステップＳ８０３）。そして、履歴用メモリ１１７へ
の書き込み処理を実行する（ステップＳ８０４）。当該書き込み処理では、履歴用メモリ
１１７のポインタ用エリア１２６を参照することで現状の書き込み対象となっている履歴
用エリア１２４のポインタ情報を特定し、その書き込み対象となっているポインタ情報に
対応する履歴用エリア１２４の履歴情報格納エリア１２５に、ステップＳ８０３にて読み
出したＲＴＣ情報を書き込む。また、現状の確認対象カウンタの値に対応する対応関係エ
リア１２３ａ～１２３ｏから対応関係情報を読み出し、その対応関係情報を上記書き込み
対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５に書き込む。また、
対応関係情報が、開閉実行モードであることを示す情報、高頻度サポートモードであるこ
とを示す情報、及び前扉枠１４であることを示す情報のうちいずれかである場合には、上
記書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５に対応関
係情報だけではなく開始情報を書き込む。なお、確認対象カウンタの値が「ｎ」である場
合には第ｎ対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏが対応関係情報の読み出し対象となる。例
えば、確認対象カウンタの値が「１０」であれば第１０対応関係エリア１２３ｊが対応関
係情報の読み出し対象となり、確認対象カウンタの値が「５」であれば第５対応関係エリ
ア１２３ｅが対応関係情報の読み出し対象となる。
【０２３７】
　上記のように書き込み処理が実行されることにより、確認対象カウンタの値がアウト口
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２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいず
れかである場合には、書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エ
リア１２５に、ＲＴＣ情報と、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第
１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかであることを示す対応関係情報と、の組合せ
が履歴情報として記憶された状態となる。また、確認対象カウンタの値が開閉実行モード
、高頻度サポートモード及び前扉枠１４のいずれかである場合には、書き込み対象となっ
ているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５に、ＲＴＣ情報と、開閉実行モ
ード、高頻度サポートモード及び前扉枠１４のうちいずれかであることを示す対応関係情
報と、開始情報と、の組合せが履歴情報として記憶された状態となる。
【０２３８】
　その後、対象ポインタの更新処理を実行する（ステップＳ８０５）。当該更新処理では
、履歴用メモリ１１７のポインタ用エリア１２６に格納されている数値情報を読み出し１
加算する。その１加算後におけるポインタ情報が履歴用エリア１２４におけるポインタ情
報の最大値を超えたか否かを判定する。最大値を超えていない場合には１加算後における
ポインタ情報を新たな書き込み対象のポインタ情報としてポインタ用エリア１２６に上書
きする。最大値を超えている場合には書き込み対象のポインタ情報が最初のポインタ情報
となるようにポインタ用エリア１２６を「０」クリアする。
【０２３９】
　ステップＳ８０２にて否定判定をした場合、又はステップＳ８０５の処理を実行した場
合、現状の確認対象カウンタの値に対応する対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏに、信号
出力がＬＯＷレベルに切り換えられたか否かを確認すべき対象となる対応関係情報が格納
されているか否かを判定する（ステップＳ８０６）。具体的には、現状の確認対象カウン
タの値が「８」～「１０」である場合には対応する対応関係エリア１２３ｈ～１２３ｊに
、開閉実行モードであることを示す情報、高頻度サポートモードであることを示す情報、
及び前扉枠１４であることを示す情報のいずれかが格納されているため、ステップＳ８０
６にて肯定判定をする。
【０２４０】
　ステップＳ８０６にて肯定判定をした場合、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏ
のうち現状の確認対象カウンタの値に対応するバッファに格納されている数値情報が「１
」から「０」に変更されたか否かを確認することで、当該バッファへの主側ＣＰＵ６３か
らの入力信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに切り換えられたか否かを判定す
る（ステップＳ８０７）。ステップＳ８０７にて肯定判定をした場合には、ステップＳ８
０３と同様にＲＴＣ情報を読み出し（ステップＳ８０８）、さらに履歴用メモリ１１７へ
の書き込み処理を実行する（ステップＳ８０９）。当該書き込み処理では、書き込み対象
となっているポインタ情報に対応する履歴用エリア１２４の履歴情報格納エリア１２５に
、ステップＳ８０８にて読み出したＲＴＣ情報を書き込む。また、現状の確認対象カウン
タの値に対応する対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏから対応関係情報を読み出し、その
対応関係情報を上記書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリ
ア１２５に書き込む。また、上記書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴
情報格納エリア１２５に対応関係情報だけではなく終了情報を書き込む。このように書き
込み処理が実行されることにより、確認対象カウンタの値が開閉実行モード、高頻度サポ
ートモード及び前扉枠１４のいずれかである場合には、書き込み対象となっているポイン
タ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５に、ＲＴＣ情報と、開閉実行モード、高頻度
サポートモード及び前扉枠１４のうちいずれかであることを示す対応関係情報と、終了情
報と、の組合せが履歴情報として記憶された状態となる。その後、ステップＳ８０５と同
様に対象ポインタの更新処理を実行する（ステップＳ８１０）。
【０２４１】
　ステップＳ８０６にて否定判定をした場合、ステップＳ８０７にて否定判定をした場合
、又はステップＳ８１０の処理を実行した場合、管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタ
の値を１減算する（ステップＳ８１１）。そして、その１減算後における確認対象カウン
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タの値が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ８１２）。確認対象カウンタの値が
１以上である場合には（ステップＳ８１２：ＮＯ）、新たな確認対象カウンタの値に対応
する確認対象について、ステップＳ８０２以降の処理を実行する。
【０２４２】
　次に、履歴用メモリ１１７に履歴情報が格納されていく様子について、図２２のタイム
チャートを参照しながら説明する。図２２（ａ）は第１～第７バッファ１２２ａ～１２２
ｇのいずれかにＨＩレベルの信号が入力されている期間を示し、図２２（ｂ）は第８バッ
ファ１２２ｈにＨＩレベルの信号が入力されている期間を示し、図２２（ｃ）は第９バッ
ファ１２２ｉにＨＩレベルの信号が入力されている期間を示し、図２２（ｄ）は第１０バ
ッファ１２２ｊにＨＩレベルの信号が入力されている期間を示し、図２２（ｅ）は履歴用
メモリ１１７への履歴情報の書き込みタイミングを示す。
【０２４３】
　ｔ１のタイミングで、図２２（ａ）に示すように第１～第７バッファ１２２ａ～１２２
ｇのいずれかに入力されている信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換え
られる。したがって、当該ｔ１のタイミングで図２２（ｅ）に示すように履歴用メモリ１
１７に履歴情報が書き込まれる。その後、ｔ２のタイミングで、図２２（ａ）に示すよう
にｔ１のタイミングでＨＩレベルに切り換えられた信号がＬＯＷレベルに切り換えられる
。しかしながら、当該信号は第１～第７バッファ１２２ａ～１２２ｇのいずれかに入力さ
れている信号であり、ＬＯＷレベルの切り換えが履歴情報の格納対象となっていないため
、当該ｔ２のタイミングでは図２２（ｅ）に示すように履歴情報の書き込みは実行されな
い。
【０２４４】
　その後、ｔ３のタイミング、ｔ５のタイミング、ｔ６のタイミング、ｔ９のタイミング
、ｔ１０のタイミング、ｔ１３のタイミング及びｔ１４のタイミングのそれぞれにおいて
、図２２（ａ）に示すように、第１～第７バッファ１２２ａ～１２２ｇのいずれかに入力
されている信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換えられる。したがって
、これら各タイミングにおいて図２２（ｅ）に示すように履歴情報が書き込まれる。
【０２４５】
　図２２（ｂ）に示すようにｔ４のタイミング～ｔ７のタイミングに亘って、第８バッフ
ァ１２２ｈに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルとなる。この第８バッファ１２
２ｈは開閉実行モードの発生の有無に対応している。したがって、図２２（ｅ）に示すよ
うに第８バッファ１２２ｈに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルに切り換わるタ
イミングであるｔ４のタイミング、及び当該信号の出力状態がＬＯＷレベルに切り換わる
タイミングであるｔ７のタイミングのそれぞれにおいて、履歴情報が書き込まれる。この
場合、ｔ４のタイミングで書き込まれる履歴情報には開始情報が含まれ、ｔ７のタイミン
グで書き込まれる履歴情報には終了情報が含まれる。これにより、履歴用メモリ１１７の
履歴情報を確認することで開閉実行モードの実行期間を把握することが可能となる。
【０２４６】
　また、履歴用メモリ１１７には履歴情報が時間の経過の順に従って書き込まれる。した
がって、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２
作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを示す履歴情報が開閉実行モード中のもの
か否かを区別することが可能となる。また、履歴情報にはＲＴＣ情報が含まれるため、当
該ＲＴＣ情報を対比することによっても、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装
置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを示す履
歴情報が開閉実行モード中のものか否かを区別することが可能となる。
【０２４７】
　図２２（ｃ）に示すようにｔ８のタイミング～ｔ１１のタイミングに亘って、第９バッ
ファ１２２ｉに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルとなる。この第９バッファ１
２２ｉは高頻度サポートモードの発生の有無に対応している。したがって、図２２（ｅ）
に示すように第９バッファ１２２ｉに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルに切り
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換わるタイミングであるｔ８のタイミング、及び当該信号の出力状態がＬＯＷレベルに切
り換わるタイミングであるｔ１１のタイミングのそれぞれにおいて、履歴情報が書き込ま
れる。この場合、ｔ８のタイミングで書き込まれる履歴情報には開始情報が含まれ、ｔ１
１のタイミングで書き込まれる履歴情報には終了情報が含まれる。これにより、履歴用メ
モリ１１７の履歴情報を確認することで高頻度サポートモードの実行期間を把握すること
が可能となる。
【０２４８】
　また、履歴用メモリ１１７には履歴情報が時間の経過の順に従って書き込まれる。した
がって、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２
作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを示す履歴情報が高頻度サポートモード中
のものか否かを区別することが可能となる。また、履歴情報にはＲＴＣ情報が含まれるた
め、当該ＲＴＣ情報を対比することによっても、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電
入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを
示す履歴情報が高頻度サポートモード中のものか否かを区別することが可能となる。
【０２４９】
　図２２（ｄ）に示すようにｔ１２のタイミング～ｔ１５のタイミングに亘って、第１０
バッファ１２２ｊに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルとなる。この第１０バッ
ファ１２２ｊは前扉枠１４の開放の有無に対応している。したがって、図２２（ｅ）に示
すように第１０バッファ１２２ｊに入力されている信号の出力状態がＨＩレベルに切り換
わるタイミングであるｔ１２のタイミング、及び当該信号の出力状態がＬＯＷレベルに切
り換わるタイミングであるｔ１５のタイミングのそれぞれにおいて、履歴情報が書き込ま
れる。この場合、ｔ１２のタイミングで書き込まれる履歴情報には開始情報が含まれ、ｔ
１５のタイミングで書き込まれる履歴情報には終了情報が含まれる。これにより、履歴用
メモリ１１７の履歴情報を確認することで前扉枠１４が開放状態となっている期間を把握
することが可能となる。
【０２５０】
　また、履歴用メモリ１１７には履歴情報が時間の経過の順に従って書き込まれる。した
がって、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２
作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを示す履歴情報が前扉枠１４の開放中のも
のか否かを区別することが可能となる。また、履歴情報にはＲＴＣ情報が含まれるため、
当該ＲＴＣ情報を対比することによっても、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞
装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入球が発生したことを示す
履歴情報が前扉枠１４の開放中のものか否かを区別することが可能となる。
【０２５１】
　次に、ＭＰＵ６２の読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置に、履歴
用メモリ１１７に記憶された履歴情報を出力するための処理構成について説明する。図２
３は主側ＣＰＵ６３にて実行されるデータ出力用処理を示すフローチャートである。なお
、データ出力用処理はメイン処理（図７）におけるステップＳ１１１にて実行される。
【０２５２】
　データ出力用処理では、まず読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続され
ていることを示す接続信号を、読み取り用端子１０２から受信しているか否かを判定する
（ステップＳ９０１）。読み取り装置は、読み取り用端子１０２と電気的に接続されてい
る場合に接続信号を出力する構成となっており、読み取り用端子１０２を通じて当該接続
信号を受信している場合にステップＳ９０１にて肯定判定をする。
【０２５３】
　ステップＳ９０１にて否定判定をした場合にはそのまま本データ出力用処理を終了する
。この場合、データ出力用処理が実行されるようにするためにはＭＰＵ６２への動作電力
の供給が再度開始されるようにする必要がある。これにより、履歴情報の外部出力が行わ
れるようにするためには、読み取り用端子１０２に読み取り装置を電気的に接続した状態
でＭＰＵ６２への動作電力の供給が開始されるようにする必要がある。ＭＰＵ６２への動
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作電力の供給の停止操作及び開始操作を行うための電源操作部は裏パックユニット１５の
背面に設けられているため、これら停止操作及び開始操作を行うためには外枠１１に対し
て遊技機本体１２を開放させて裏パックユニット１５の背面を露出させる必要がある。こ
のような事情において、履歴情報の外部出力が行われるようにするためには読み取り用端
子１０２に読み取り装置を電気的に接続した状態でＭＰＵ６２への動作電力の供給が開始
されるようにする必要がある構成とすることで、履歴情報を読み取る操作を遊技ホールの
管理者以外が行おうとしても、それを行いづらくさせることが可能となる。
【０２５４】
　ステップＳ９０１にて肯定判定をした場合、読み取り用端子１０２から制御情報確認用
の信号を受信しているか否かを判定することで、読み取り用端子１０２への読み取り装置
の今回の接続が主側ＲＯＭ６４の制御情報（プログラム及びデータ）の確認に対応してい
るか否かを判定する（ステップＳ９０２）。読み取り装置は制御情報の確認及び履歴情報
の確認の両方を行うことが可能な構成であり、読み取り装置に対する手動操作により制御
情報の確認が選択されている場合には読み取り装置から制御情報確認用の信号が送信され
、読み取り装置に対する手動操作により履歴情報の確認が選択されている場合には読み取
り装置から履歴確認用の信号が送信される。なお、これに限定されることはなく、制御情
報確認用の読み取り装置と履歴確認用の読み取り装置とが別である構成としてもよい。こ
の場合、読み取り用端子１０２に制御情報確認用の読み取り装置が電気的に接続されてい
る場合には当該読み取り装置から制御情報確認用の信号が送信され、読み取り用端子１０
２に履歴確認用の読み取り装置が電気的に接続されている場合には当該読み取り装置から
履歴確認用の信号が送信される。
【０２５５】
　ステップＳ９０２にて肯定判定をした場合には、制御情報確認用の出力処理を実行する
（ステップＳ９０３）。当該出力処理では、主側ＲＯＭ６４から制御情報としてプログラ
ム及びデータを読み出し、その読み出した制御情報を読み取り用端子１０２に出力する。
これにより、当該読み取り用端子１０２に電気的に接続されている読み取り装置において
制御情報を読み取ることが可能となり、制御情報が正規のものであるか否か又は正常なも
のであるか否かの確認を行うことが可能となる。
【０２５６】
　ステップＳ９０２にて否定判定をした場合には、管理側ＣＰＵ１１２に出力指示信号を
送信する（ステップＳ９０４）。具体的には、出力指示信号の出力状態をＬＯＷレベルか
らＨＩレベルに切り換える。このＨＩレベルの出力状態は特定期間に亘って継続される。
この特定期間は、第１６バッファ１２２ｐにＨＩレベルの出力指示信号が入力されている
ことを管理側ＣＰＵ１１２にて特定するのに十分な期間となっている。出力指示信号の出
力状態がＨＩレベルに切り換えられることにより、管理側ＣＰＵ１１２において履歴情報
を出力するための処理が実行される。当該処理については後に詳細に説明する。
【０２５７】
　ステップＳ９０３の処理を実行した場合、又はステップＳ９０４の処理を実行した場合
、読み取り用端子１０２への読み取り装置の電気的な接続が継続されているか否かを判定
する（ステップＳ９０５）。継続されている場合には（ステップＳ９０５：ＹＥＳ）、そ
のままステップＳ９０５にて待機する。これにより、読み取り用端子１０２に対する読み
取り装置の電気的な接続が解除されるまでは、データ出力用処理よりも後の実行順序に設
定されている処理が実行されないようにすることが可能となる。読み取り用端子１０２へ
の読み取り装置の電気的な接続が解除された場合（ステップＳ９０５：ＮＯ）、本データ
出力用処理を終了する。
【０２５８】
　次に、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される外部出力用処理について図２４のフローチャ
ートを参照しながら説明する。なお、外部出力用処理は、管理処理（図１８）のステップ
Ｓ６０８にて実行される。
【０２５９】
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　主側ＣＰＵ６３から受信している出力指示信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベ
ルに切り換えられた場合（ステップＳ１００１：ＹＥＳ）、ステップＳ１００２以降の履
歴情報を出力するための処理を実行する。具体的には、まず履歴用メモリ１１７の履歴用
エリア１２４においてアウト口２４ａであることを示す対応関係情報が格納されている履
歴情報格納エリア１２５の数をカウントすることで、アウト口２４ａへの入球個数を演算
する（ステップＳ１００２）。また、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において
一般入賞口３１であることを示す対応関係情報が格納されている履歴情報格納エリア１２
５の数をカウントすることで、一般入賞口３１への入球個数を演算する（ステップＳ１０
０３）。また、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において特電入賞装置３２であ
ることを示す対応関係情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５の数をカウントす
ることで、特電入賞装置３２への入球個数を演算する（ステップＳ１００４）。また、履
歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において第１作動口３３であることを示す対応関
係情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５の数をカウントすることで、第１作動
口３３への入球個数を演算する（ステップＳ１００５）。また、履歴用メモリ１１７の履
歴用エリア１２４において第２作動口３４であることを示す対応関係情報が格納されてい
る履歴情報格納エリア１２５の数をカウントすることで、第２作動口３４への入球個数を
演算する（ステップＳ１００６）。
【０２６０】
　その後、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において前扉枠１４であることを示
す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、前扉枠１４
であることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５
との間の期間に存在している履歴情報格納エリア１２５を参照することで、前扉枠１４が
開放状態である状況で発生したアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第
１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれへの入球個数を演算する（ステップＳ１００
７）。履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において前扉枠１４であることを示す対
応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、前扉枠１４であ
ることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５との
間の期間は、これら履歴情報格納エリア１２５に格納されているＲＴＣ情報から算出され
る。また、連番となるポインタ情報の全体において、前扉枠１４であることを示す対応関
係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、前扉枠１４であるこ
とを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５との区間
が複数存在している場合にはその区間の合計分の各入球個数を演算する。また、前扉枠１
４であることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２
５が存在しているものの、当該履歴情報格納エリア１２５よりも後の時間に対応するＲＴ
Ｃ情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５に前扉枠１４であることを示す対応関
係情報及び開始情報が格納されていない場合、前扉枠１４であることを示す対応関係情報
及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５よりも後の時間に対応するＲＴ
Ｃ情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５の履歴情報はいずれも前扉枠１４が開
放状態におけるものとして扱う。
【０２６１】
　その後、ステップＳ１００２～ステップＳ１００７の演算結果を利用して各種パラメー
タを演算する（ステップＳ１００８）。具体的には、まずステップＳ１００２～ステップ
Ｓ１００６のそれぞれで算出した入球個数から、ステップＳ１００７にて算出した前扉枠
１４が開放中に発生した各入球個数を減算する。そして、その減算後における各入球個数
を利用して以下のパラメータを演算する。なお、ステップＳ１００２にて算出した入球個
数に対するステップＳ１００７にて算出したアウト口２４ａの入球個数の差を入球個数Ｋ
１とし、ステップＳ１００３にて算出した入球個数に対するステップＳ１００７にて算出
した一般入賞口３１の入球個数の差を入球個数Ｋ２とし、ステップＳ１００４にて算出し
た入球個数に対するステップＳ１００７にて算出した特電入賞装置３２の入球個数の差を
入球個数Ｋ３とし、ステップＳ１００５にて算出した入球個数に対するステップＳ１００
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７にて算出した第１作動口３３の入球個数の差を入球個数Ｋ４とし、ステップＳ１００６
にて算出した入球個数に対するステップＳ１００７にて算出した第２作動口３４の入球個
数の差を入球個数Ｋ５とする。
・第１パラメータ：遊遊技球の合計払出個数（Ｋ２×「一般入賞口３１への入賞に対する
賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ４×「第１作動
口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数
」）／遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）
の割合（以下、この割合を「Ｄ１」とする）
・第２パラメータ：一般入賞口３１への遊技球の合計入球個数Ｋ２／遊技領域ＰＡから排
出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）の割合
・第３パラメータ：特電入賞装置３２への遊技球の合計入球個数Ｋ３／遊技領域ＰＡから
排出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）の割合
・第４パラメータ：第１作動口３３への遊技球の合計入球個数Ｋ４／遊技領域ＰＡから排
出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）の割合（以下、この割合を
「Ｄ２」とする）
・第５パラメータ：第２作動口３４への遊技球の合計入球個数Ｋ５／遊技領域ＰＡから排
出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）の割合（以下、この割合を
「Ｄ３」とする）
・第６パラメータ：Ｄ１－（Ｄ２×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｄ３
×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）
・第７パラメータ：（Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「
第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）／遊技球の合計払出個数（Ｋ２×「一般入
賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球
個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「第２作動口３４
への入賞に対する賞球個数」）の割合
・第８パラメータ：Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」／遊技球の合
計払出個数（Ｋ２×「一般入賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装
置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数
」＋Ｋ５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）の割合
　その後、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において最も古いＲＴＣ情報と最も
新しいＲＴＣ情報とを利用して、今回演算の対象となった履歴情報が全て抽出されるまで
に要した合計時間を演算する（ステップＳ１００９）。そして、第１出力処理を実行する
（ステップＳ１０１０）。第１出力処理では、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４
に格納されている全ての履歴情報を順次、読み取り用端子１０２に出力する。また、ステ
ップＳ１００８にて演算した各種パラメータを順次、読み取り用端子１０２に出力すると
ともに、ステップＳ１００９にて演算した合計時間を読み取り用端子１０２に出力する。
これにより、読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置において、第１出
力処理にて出力対象となった各情報が読み取られる。
【０２６２】
　その後、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において開閉実行モードであること
を示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、開閉実
行モードであることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリ
ア１２５との間の期間に存在している履歴情報格納エリア１２５を参照することで、開閉
実行モードである状況で発生したアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、
第１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれへの入球個数を演算する（ステップＳ１０
１１）。履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において開閉実行モードであることを
示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、開閉実行
モードであることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリア
１２５との間の期間は、これら履歴情報格納エリア１２５に格納されているＲＴＣ情報か
ら算出される。また、連番となるポインタ情報の全体において、開閉実行モードであるこ
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とを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、開閉
実行モードであることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴情報格納エ
リア１２５との区間が複数存在している場合にはその区間の合計分の各入球個数を演算す
る。また、開閉実行モードであることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている
履歴情報格納エリア１２５が存在しているものの、当該履歴情報格納エリア１２５よりも
後の時間に対応するＲＴＣ情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５に開閉実行モ
ードであることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されていない場合、開閉実行モー
ドであることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２
５よりも後の時間に対応するＲＴＣ情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５の履
歴情報はいずれも開閉実行モードにおけるものとして扱う。
【０２６３】
　その後、ステップＳ１０１１にて特定した開閉実行モードである期間のうち、前扉枠１
４が開放状態である状況で発生したアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２
、第１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれへの入球個数を演算する（ステップＳ１
０１２）。これら入球個数の演算の方法は、ステップＳ１０１１にて特定した開閉実行モ
ードである期間を前提とする点を除き、ステップＳ１００７の場合と同様である。
【０２６４】
　その後、ステップＳ１０１１及びステップＳ１０１２の演算結果を利用して各種パラメ
ータを演算する（ステップＳ１０１３）。具体的には、まずステップＳ１０１１にて算出
した各入球個数から、ステップＳ１０１２にて算出した前扉枠１４が開放中に発生した各
入球個数を減算する。そして、その減算後における各入球個数を利用して以下のパラメー
タを演算する。なお、ステップＳ１０１１にて算出したアウト口２４ａの入球個数に対す
るステップＳ１０１２にて算出したアウト口２４ａの入球個数の差を入球個数Ｋ１１とし
、ステップＳ１０１１にて算出した一般入賞口３１の入球個数に対するステップＳ１０１
２にて算出した一般入賞口３１の入球個数の差を入球個数Ｋ１２とし、ステップＳ１０１
１にて算出した特電入賞装置３２の入球個数に対するステップＳ１０１２にて算出した特
電入賞装置３２の入球個数の差を入球個数Ｋ１３とし、ステップＳ１０１１にて算出した
第１作動口３３の入球個数に対するステップＳ１０１２にて算出した第１作動口３３の入
球個数の差を入球個数Ｋ１４とし、ステップＳ１０１１にて算出した第２作動口３４の入
球個数に対するステップＳ１０１２にて算出した第２作動口３４の入球個数の差を入球個
数Ｋ１５とする。
・第１１パラメータ：遊技球の合計払出個数（Ｋ１２×「一般入賞口３１への入賞に対す
る賞球個数」＋Ｋ１３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１４×「第
１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１５×「第２作動口３４への入賞に対する
賞球個数」）／遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数（Ｋ１１＋Ｋ１２＋Ｋ１３
＋Ｋ１４＋Ｋ１５）の割合（以下、この割合を「Ｄ１１」とする）
・第１２パラメータ：一般入賞口３１への遊技球の合計入球個数Ｋ１２／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ１１＋Ｋ１２＋Ｋ１３＋Ｋ１４＋Ｋ１５）の割合
・第１３パラメータ：特電入賞装置３２への遊技球の合計入球個数Ｋ１３／遊技領域ＰＡ
から排出された遊技球の合計個数（Ｋ１１＋Ｋ１２＋Ｋ１３＋Ｋ１４＋Ｋ１５）の割合
・第１４パラメータ：第１作動口３３への遊技球の合計入球個数Ｋ１４／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ１１＋Ｋ１２＋Ｋ１３＋Ｋ１４＋Ｋ１５）の割合（以
下、この割合を「Ｄ１２」とする）
・第１５パラメータ：第２作動口３４への遊技球の合計入球個数Ｋ１５／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ１１＋Ｋ１２＋Ｋ１３＋Ｋ１４＋Ｋ１５）の割合（以
下、この割合を「Ｄ１３」とする）
・第１６パラメータ：Ｄ１１－（Ｄ１２×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」
＋Ｄ１３×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）
・第１７パラメータ：（Ｋ１３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１
５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）／遊技球の合計払出個数（Ｋ１２×
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「一般入賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１３×「特電入賞装置３２への入賞に
対する賞球個数」＋Ｋ１４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１５×「
第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）の割合
・第１８パラメータ：Ｋ１３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」／遊技球
の合計払出個数（Ｋ１２×「一般入賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１３×「特
電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ１４×「第１作動口３３への入賞に対す
る賞球個数」＋Ｋ１５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）の割合
　その後、第２出力処理を実行する（ステップＳ１０１４）。第２出力処理では、ステッ
プＳ１０１３にて演算した各種パラメータを順次、読み取り用端子１０２に出力する。こ
れにより、読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置において、第２出力
処理にて出力対象となった各情報が読み取られる。
【０２６５】
　その後、履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において高頻度サポートモードであ
ることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５と、
高頻度サポートモードであることを示す対応関係情報及び終了情報が格納されている履歴
情報格納エリア１２５との間の期間に存在している履歴情報格納エリア１２５を参照する
ことで、高頻度サポートモードである状況で発生したアウト口２４ａ、一般入賞口３１、
特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれへの入球個数を演算す
る（ステップＳ１０１５）。履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４において高頻度サ
ポートモードであることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納
エリア１２５と、高頻度サポートモードであることを示す対応関係情報及び終了情報が格
納されている履歴情報格納エリア１２５との間の期間は、これら履歴情報格納エリア１２
５に格納されているＲＴＣ情報から算出される。また、連番となるポインタ情報の全体に
おいて、高頻度サポートモードであることを示す対応関係情報及び開始情報が格納されて
いる履歴情報格納エリア１２５と、高頻度サポートモードであることを示す対応関係情報
及び終了情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５との区間が複数存在している場
合にはその区間の合計分の各入球個数を演算する。また、高頻度サポートモードであるこ
とを示す対応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５が存在し
ているものの、当該履歴情報格納エリア１２５よりも後の時間に対応するＲＴＣ情報が格
納されている履歴情報格納エリア１２５に高頻度サポートモードであることを示す対応関
係情報及び開始情報が格納されていない場合、高頻度サポートモードであることを示す対
応関係情報及び開始情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５よりも後の時間に対
応するＲＴＣ情報が格納されている履歴情報格納エリア１２５の履歴情報はいずれも高頻
度サポートモードにおけるものとして扱う。
【０２６６】
　その後、ステップＳ１０１５にて特定した高頻度サポートモードである期間のうち、前
扉枠１４が開放状態である状況で発生したアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装
置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれへの入球個数を演算する（ステッ
プＳ１０１６）。これら入球個数の演算の方法は、ステップＳ１０１５にて特定した高頻
度サポートモードである期間を前提とする点を除き、ステップＳ１００７の場合と同様で
ある。
【０２６７】
　その後、ステップＳ１０１５及びステップＳ１０１６の演算結果を利用して各種パラメ
ータを演算する（ステップＳ１０１７）。具体的には、まずステップＳ１０１５にて算出
した各入球個数から、ステップＳ１０１６にて算出した前扉枠１４が開放中に発生した各
入球個数を減算する。そして、その減算後における各入球個数を利用して以下のパラメー
タを演算する。なお、ステップＳ１０１５にて算出したアウト口２４ａの入球個数に対す
るステップＳ１０１６にて算出したアウト口２４ａの入球個数の差を入球個数Ｋ２１とし
、ステップＳ１０１５にて算出した一般入賞口３１の入球個数に対するステップＳ１０１
６にて算出した一般入賞口３１の入球個数の差を入球個数Ｋ２２とし、ステップＳ１０１
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５にて算出した特電入賞装置３２の入球個数に対するステップＳ１０１６にて算出した特
電入賞装置３２の入球個数の差を入球個数Ｋ２３とし、ステップＳ１０１５にて算出した
第１作動口３３の入球個数に対するステップＳ１０１６にて算出した第１作動口３３の入
球個数の差を入球個数Ｋ２４とし、ステップＳ１０１５にて算出した第２作動口３４の入
球個数に対するステップＳ１０１６にて算出した第２作動口３４の入球個数の差を入球個
数Ｋ２５とする。
・第２１パラメータ：遊技球の合計払出個数（Ｋ２２×「一般入賞口３１への入賞に対す
る賞球個数」＋Ｋ２３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ２４×「第
１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ２５×「第２作動口３４への入賞に対する
賞球個数」）／遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数（Ｋ２１＋Ｋ２２＋Ｋ２３
＋Ｋ２４＋Ｋ２５）の割合（以下、この割合を「Ｄ１１」とする）
・第２２パラメータ：一般入賞口３１への遊技球の合計入球個数Ｋ２２／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ２１＋Ｋ２２＋Ｋ２３＋Ｋ２４＋Ｋ２５）の割合
・第２３パラメータ：特電入賞装置３２への遊技球の合計入球個数Ｋ２３／遊技領域ＰＡ
から排出された遊技球の合計個数（Ｋ２１＋Ｋ２２＋Ｋ２３＋Ｋ２４＋Ｋ２５）の割合
・第２４パラメータ：第１作動口３３への遊技球の合計入球個数Ｋ２４／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ２１＋Ｋ２２＋Ｋ２３＋Ｋ２４＋Ｋ２５）の割合（以
下、この割合を「Ｄ２２」とする）
・第２５パラメータ：第２作動口３４への遊技球の合計入球個数Ｋ２５／遊技領域ＰＡか
ら排出された遊技球の合計個数（Ｋ２１＋Ｋ２２＋Ｋ２３＋Ｋ２４＋Ｋ２５）の割合（以
下、この割合を「Ｄ２３」とする）
・第２６パラメータ：Ｄ２１－（Ｄ２２×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」
＋Ｄ２３×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）
　その後、第３出力処理を実行する（ステップＳ１０１８）。第３出力処理では、ステッ
プＳ１０１７にて演算した各種パラメータを順次、読み取り用端子１０２に出力する。こ
れにより、読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置において、第３出力
処理にて出力対象となった各情報が読み取られる。その後、クリア処理を実行する（ステ
ップＳ１０１９）。クリア処理では、履歴用メモリ１１７の履歴情報格納エリア１２５を
全て「０」クリアするとともに、ポインタ用エリア１２６を「０」クリアする。これによ
り、履歴用エリア１２４が初期化された状態となる。
【０２６８】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２６９】
　一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかに
遊技球が入球した場合に遊技球が払い出されるため、遊技者はこれら入球部のいずれかに
遊技球が入球することを期待しながら遊技を行うこととなる。当該構成において、アウト
口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４（以
下、履歴対象入球部ともいう）のいずれかへの遊技球の入球が発生した場合にはそれに対
応する履歴情報が管理用ＩＣ６６の履歴用メモリ１１７にて記憶されることとなる。これ
により、各履歴対象入球部への遊技球の入球個数又は入球頻度を管理するための情報をパ
チンコ機１０にて記憶保持することが可能となり、この管理されている情報を利用するこ
とで各履歴対象入球部への遊技球の入球態様の管理を適切に行うことが可能となる。また
、履歴情報がパチンコ機１０自身にて記憶保持されることにより、履歴情報への不正なア
クセスや不正な改変を阻止することが可能となる。
【０２７０】
　遊技領域ＰＡから遊技球を排出させる全ての入球部が、履歴情報の記憶処理の実行対象
となるとともに履歴情報を利用した管理の対象となる。これにより、任意の履歴対象入球
部についての入球頻度を、履歴情報を利用して管理することが可能となる。また、遊技領
域ＰＡから排出される遊技球の個数に対する各履歴対象入球部への遊技球の入球個数の割
合を、履歴情報を利用して管理することが可能となる。
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【０２７１】
　履歴情報には当該履歴情報を記憶させる契機となった履歴対象入球部に遊技球が入球し
たタイミングに対応する情報であるＲＴＣ情報が含まれている。これにより、履歴情報を
利用することで、履歴対象入球部への遊技球の入球履歴を詳細に把握することが可能とな
る。
【０２７２】
　履歴用メモリ１１７には、履歴対象入球部に遊技球が入球したことに対応する履歴情報
だけではなく、開閉実行モード中であるか否かを示す履歴情報、高頻度サポートモード中
であるか否かを示す履歴情報、及び前扉枠１４が開放中であるか否かを示す履歴情報が記
憶される。これにより、これら各状況であるか否かを区別して、履歴対象入球部への遊技
球の入球態様を管理することが可能となる。
【０２７３】
　履歴用メモリ１１７に格納された履歴情報を、パチンコ機１０外部の装置である読み取
り装置に出力することが可能である。これにより、読み取り装置にて履歴情報を読み取り
、その読み取った履歴情報を利用して履歴対象入球部への遊技球の入球態様を分析するこ
とが可能となる。
【０２７４】
　ＭＰＵ６２には読み取り用端子１０２が設けられており、当該読み取り用端子１０２に
電気的に接続された読み取り装置により主側ＲＯＭ６４からプログラムを読み出すことが
可能である。これにより、プログラムが正常なものであるか否かを確認することが可能と
なる。当該構成において、プログラムを外部出力するための読み取り用端子１０２を利用
して、履歴用メモリ１１７に記憶された履歴情報が外部出力される。これにより、構成が
複雑化してしまうことを阻止しながら、履歴情報を外部出力することが可能となる。
【０２７５】
　読み取り用端子１０２から出力すべき情報がプログラム及び履歴情報のうちいずれであ
るかを特定し、その特定結果に対応する側の情報が読み取り用端子１０２を通じて外部出
力される。これにより、プログラムを外部出力するための読み取り用端子１０２を利用し
て履歴情報が外部出力される構成において、外部出力の対象となる情報がプログラム及び
履歴情報のうちいずれであるのかがパチンコ機１０側にて特定され、その特定された情報
が外部出力される。よって、読み取り用端子１０２が兼用される構成であっても必要な情
報のみを読み出すことが可能となる。
【０２７６】
　読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置から受信する情報に基づき、
当該読み取り用端子１０２から出力すべき情報がプログラム及び履歴情報のうちいずれの
情報であるのかが特定される。これにより、外部出力の対象となる情報の選択に関する構
成が複雑化してしまわないようにすることが可能となる。
【０２７７】
　プログラムを予め記憶する主側ＲＯＭ６４を有するＭＰＵ６２が、管理用ＩＣ６６及び
読み取り用端子１０２を有する。これにより、読み取り用端子１０２に対する信号経路を
ＭＰＵ６２内に集約することが可能となる。よって、読み取り用端子１０２への信号経路
に対する不正なアクセスを行いづらくさせながら、既に説明したような優れた効果を奏す
ることが可能となる。
【０２７８】
　一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへ
の遊技球の入球に基づき遊技球が払い出されるようにするための処理を実行する主側ＣＰ
Ｕ６３とは別に管理側ＣＰＵ１１２が設けられており、当該管理側ＣＰＵ１１２にて履歴
用メモリ１１７に履歴情報が記憶されるようにするための処理が実行される。これにより
、主側ＣＰＵ６３の処理負荷が極端に増加してしまわないようにしながら、各履歴対象入
球部への遊技球の入球態様を管理することが可能となる。
【０２７９】
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　主側ＣＰＵ６３と管理側ＣＰＵ１１２とがＭＰＵ６２として同一のチップに設けられて
いる。これにより、これら主側ＣＰＵ６３と管理側ＣＰＵ１１２との間の通信経路への不
正なアクセスを阻止することが可能となる。
【０２８０】
　主側ＣＰＵ６３は各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果に対応する情報を、入球
検知センサ４２ａ～４８ａのそれぞれに対応する信号経路を利用して、管理用ＩＣ６６の
入力ポート１２１の各バッファ１２２ａ～１２２ｇに送信する。これにより、主側ＣＰＵ
６３から送信される情報の種類と各バッファ１２２ａ～１２２ｇ（すなわち各信号経路）
とが対応することとなり、管理側ＣＰＵ１１２にて各情報の種類を区別するための構成を
簡素化することが可能となる。
【０２８１】
　主側ＣＰＵ６３は開閉実行モード中であるか否かに対応する情報、高頻度サポートモー
ド中であるか否かに対応する情報、及び前扉枠１４が開放中であるか否かに対応する情報
を、これら各状況のそれぞれに対応する信号経路を利用して、管理用ＩＣ６６の入力ポー
ト１２１の各バッファ１２２ｈ～１２２ｊに送信する。これにより、これら各状況に対応
する情報の種類と各バッファ１２２ｈ～１２２ｊ（すなわち各信号経路）とが対応するこ
ととなり、管理側ＣＰＵ１１２にて各情報の種類を区別するための構成を簡素化すること
が可能となる。
【０２８２】
　主側ＣＰＵ６３は、各バッファ１２２ａ～１２２ｊ（すなわち各信号経路１１８ａ～１
１８ｊ）がいずれの種類の情報に対応しているのかを示す対応関係情報を管理側ＣＰＵ１
１２に送信する。これにより、当該対応関係情報を管理用ＩＣ６６において予め記憶して
おく必要が生じない。よって、管理用ＩＣ６６の汎用性を高めることが可能となる。
【０２８３】
　主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が開始された場合に当該主側ＣＰＵ６３から管理用
ＩＣ６６に対応関係情報が送信される。これにより、履歴対象入球部への遊技球の入球が
発生し得る状況においては、主側ＣＰＵ６３から送信される情報と履歴対象入球部との対
応関係を管理用ＩＣ６６にて特定可能となるようにすることが可能となる。
【０２８４】
　履歴対象入球部への遊技球の入球の有無を示す情報を送信するための信号経路１１８ａ
～１１８ｇを利用して、対応関係情報が主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信される
。これにより、対応関係情報を送信するための専用の信号経路を設ける構成に比べて通信
に関する構成を簡素化することが可能となる。
【０２８５】
　管理用ＩＣ６６には対応関係用メモリ１１６が設けられており、主側ＣＰＵ６３から管
理用ＩＣ６６に送信された対応関係情報は対応関係用メモリ１１６にて記憶される。これ
により、送信対象の情報に対応する履歴対象入球部を管理用ＩＣ６６にて特定可能とする
情報を、主側ＣＰＵ６３から各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果の情報を送信す
る度に提供する必要がなくなる。よって、主側ＣＰＵ６３から送信される各入球検知セン
サ４２ａ～４８ａの検知結果の情報の情報量を抑えることが可能となる。
【０２８６】
　主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に出力されている出力指示信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに切り換わることにより、管理用ＩＣ６６から読み取り用端子１０
２への情報出力が行われる。この場合に、第１６バッファ１２２ｐに対応する信号経路が
出力指示信号に対応していることは、主側ＣＰＵ６３からの対応関係情報を受信しなくて
も管理側ＣＰＵ１１２にて特定可能となっている。これにより、対応関係情報の送信に関
する構成が極端に複雑化してしまわないようにすることが可能となる。
【０２８７】
　管理用ＩＣ６６には、主側ＣＰＵ６３からの情報を受信することが可能なバッファ１２
２ａ～１２２ｐとして、主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信する必要がある情報の
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種類数よりも多い数のバッファが設けられている。これにより、パチンコ機１０の機種に
応じて当該情報の種類数が増減する場合であってもバッファ１２２ａ～１２２ｐに関する
構成を変更することなく対応することが可能となる。よって、管理用ＩＣ６６の汎用性を
高めることが可能となる。
【０２８８】
　管理用ＩＣ６６から履歴情報が読み取り用端子１０２に送信される場合、当該履歴情報
に対応する履歴対象入球部の種類を示す対応関係情報が各履歴情報に含まれている。これ
により、読み取った履歴情報を利用して、各履歴対象入球部への遊技球の入球態様を特定
することが可能となる。
【０２８９】
　管理用ＩＣ６６において、履歴用メモリ１１７に記憶された履歴情報を利用することに
より、所定の期間における遊技領域ＰＡの遊技球の入球態様に対応する各種パラメータ（
第１～８，１１～１８，２１～２６パラメータ）が演算される。これにより、履歴情報を
利用して演算した結果である各種パラメータを外部出力することが可能となる。
【０２９０】
　前扉枠１４が開放中である状況に対応する履歴情報を除外した状態で各種パラメータが
演算される。これにより、前扉枠１４が閉鎖状態である正常な状況における各種パラメー
タを導き出すことが可能となる。また、開閉実行モードである状況及び高頻度サポートモ
ードである状況のそれぞれに対応した各種パラメータが演算される。これにより、各状況
に応じた遊技球の入球態様を遊技ホールの管理者などが把握することが可能となる。
【０２９１】
　各種パラメータが演算された場合、履歴用メモリ１１７のクリア処理が実行されること
により当該履歴用メモリ１１７が初期化される。これにより、履歴用メモリ１１７の記憶
容量を超えてしまうほどの履歴情報が履歴用メモリ１１７への記憶対象となってしまい、
本来なら記憶保持されるべき履歴情報が上書きによって消去されてしまうという事象を発
生しづらくさせることが可能となる。
【０２９２】
　各種パラメータを読み取り用端子１０２に出力する場合、履歴用メモリ１１７に記憶さ
れている履歴情報も読み取り用端子１０２に出力される。これにより、各種パラメータを
読み出して遊技領域ＰＡにおける遊技球の入球態様を分析する場合に、各種パラメータだ
けではなく、各種パラメータの演算の根拠となった履歴情報を参照することが可能となる
。
【０２９３】
　管理側ＣＰＵ１１２は読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続されている
場合に各種パラメータを演算する。これにより、各種パラメータを演算する頻度を少なく
することが可能となる。
【０２９４】
　読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続されていることが主側ＣＰＵ６３
にて特定され、当該主側ＣＰＵ６３から出力指示の情報が送信された場合に管理用ＩＣ６
６にて各種パラメータが演算され、その演算結果の各種パラメータなどが読み取り用端子
１０２に出力される。これにより、主側ＣＰＵ６３からの指示に基づき、各種パラメータ
がパチンコ機１０外部の読み取り装置に出力されるようにすることが可能となる。
【０２９５】
　主側ＣＰＵ６３にて実行される動作電力の供給開始時の処理にて読み取り用端子１０２
に読み取り装置が電気的に接続されているか否かが特定され、読み取り装置が電気的に接
続されていることが特定された場合に主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に出力指示の情
報が送信される。これにより、主側ＣＰＵ６３などにて動作電力の供給開始時の処理が実
行されている状況において、すなわち主側ＣＰＵ６３にて遊技を進行させるための通常の
処理が開始される前の状況において、各種パラメータの演算及びその演算結果の各種パラ
メータの外部出力が完了することとなる。よって、履歴対象入球部への遊技球の入球が発



(57) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

生し得る状況において各種パラメータの演算及びその演算結果の外部出力が行われないよ
うにすることが可能となり、管理用ＩＣ６６の処理負荷を軽減することが可能となる。
【０２９６】
　第１作動口３３や第２作動口３４への遊技球の入球が発生した場合にそれに対応する外
部出力が外部端子板９７を通じて行われる構成において、履歴情報が履歴用メモリ１１７
に記憶される。これにより、外部端子板９７を通じて外部出力される情報を利用すること
で第１作動口３３や第２作動口３４への遊技球の入球個数及び入球頻度を簡易的に把握し
ながら、履歴用メモリ１１７に記憶された履歴情報を利用することで履歴対象入球部への
遊技球の入球個数及び入球頻度を正確に把握することが可能となる。
【０２９７】
　＜第２の実施形態＞
　本実施形態では、管理側Ｉ／Ｆ１１１における入力ポート１２１の第１～第１６バッフ
ァ１２２ａ～１２２ｐのうち、入力される信号の種類が管理用ＩＣ６６の設計段階におい
て決定されているバッファの種類が上記第１の実施形態と相違している。また、入力され
る信号の種類を管理側ＣＰＵ１１２に特定させるために主側ＣＰＵ６３にて実行される処
理構成が上記第１の実施形態と相違している。以下、上記第１の実施形態と相違している
構成について説明する。なお、上記第１の実施形態と同一の構成については基本的にその
説明を省略する。
【０２９８】
　図２５は本実施形態における管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１の構成を説明する
ための説明図である。
【０２９９】
　第１～第７バッファ１２２ａ～１２２ｇ及び第１６バッファ１２２ｐには、上記第１の
実施形態と同一の種類の信号が入力される。詳細には、第１バッファ１２２ａには第１入
賞口検知センサ４２ａの検知結果に対応する第１信号が入力され、第２バッファ１２２ｂ
には第２入賞口検知センサ４３ａの検知結果に対応する第２信号が入力され、第３バッフ
ァ１２２ｃには第３入賞口検知センサ４４ａの検知結果に対応する第３信号が入力され、
第４バッファ１２２ｄには特電検知センサ４５ａの検知結果に対応する第４信号が入力さ
れ、第５バッファ１２２ｅには第１作動口検知センサ４６ａの検知結果に対応する第５信
号が入力され、第６バッファ１２２ｆには第２作動口検知センサ４７ａの検知結果に対応
する第６信号が入力され、第７バッファ１２２ｇにはアウト口検知センサ４８ａの検知結
果に対応する第７信号が入力され、第１６バッファ１２２ｐには出力指示信号が入力され
る。
【０３００】
　一方、上記第１の実施形態では開閉実行モードに対応する信号が第８信号として第８バ
ッファ１２２ｈに入力され、高頻度サポートモードに対応する信号が第９信号として第９
バッファ１２２ｉに入力され、前扉枠１４に対応する信号が第１０信号として第１０バッ
ファ１２２ｊに入力される構成としたが、本実施形態ではこれら信号の入力対象となるバ
ッファが異なっている。具体的には、開閉実行モードに対応する信号は開閉実行モード中
信号として第１３バッファ１２２ｍに入力され、高頻度サポートモードに対応する信号は
高頻度サポートモード中信号として第１４バッファ１２２ｎに入力され、前扉枠１４に対
応する信号は扉開放中信号として第１５バッファ１２２ｏに入力される。
【０３０１】
　第１３バッファ１２２ｍに開閉実行モード中信号が入力されること、第１４バッファ１
２２ｎに高頻度サポートモード中信号が入力されること、第１５バッファ１２２ｏに扉開
放中信号が入力されること、及び第１６バッファ１２２ｐに出力指示信号が入力されるこ
とは管理用ＩＣ６６の設計段階において決定されており、主側ＣＰＵ６３からの指示を受
けることなく、管理側ＣＰＵ１１２はこれら第１３～第１６バッファ１２２ｍ～１２２ｐ
にそれぞれに対応する上記各信号が入力されることを特定可能となっている。一方、第１
～第１２バッファ１２２ａ～１２２ｌにどのような種類の信号が入力されるのかは管理用
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ＩＣ６６の設計段階において決定されておらず、これら信号の種類は主側ＣＰＵ６３から
の指示を受けることで管理側ＣＰＵ１１２にて特定される。この信号の種類を特定するた
めの処理は、上記第１の実施形態と同様に、主側ＣＰＵ６３及び管理側ＣＰＵ１１２に動
作電力の供給が開始された場合に実行される。
【０３０２】
　図２６は主側ＣＰＵ６３にて実行される本実施形態の認識用処理を示すフローチャート
である。なお、認識用処理は上記第１の実施形態と同様にメイン処理（図７）におけるス
テップＳ１１０にて実行される。
【０３０３】
　まず主側ＲＡＭ６５の認識用出力カウンタに、信号の種類の認識対象となる第１～第１
２バッファ１２２ａ～１２２ｌの数である「１２」をセットする（ステップＳ１１０１）
。その後、識別開始信号の出力処理を実行する（ステップＳ１１０２）。当該出力処理で
は、第１バッファ１２２ａに入力される第１信号、第１３バッファ１２２ｍに入力される
開閉実行モード中信号、第１４バッファ１２２ｎに入力される高頻度サポートモード中信
号のそれぞれの出力状態をＨＩレベルに設定することで、識別開始信号の出力を開始する
。これら信号をＨＩレベルに維持する期間は、これら信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１
２にて認識するのに十分な期間に設定されている。
【０３０４】
　その後、主側ＲＡＭ６５の認識用出力カウンタの現状の値に対応する出力回数の情報を
主側ＲＯＭ６４から読み出し、その読み出した出力回数の情報を主側ＲＡＭ６５に設けら
れた出力回数カウンタにセットする（ステップＳ１１０３）。出力回数カウンタは、種類
識別用信号の出力回数を主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタである。
【０３０５】
　本実施形態では、第１バッファ１２２ａ～第１２バッファ１２２ｌに入力される信号の
種類を管理側ＣＰＵ１１２に認識させる場合、その信号の種類に対応する入球部に対して
設定されている賞球個数と同一回数、種類識別用信号を出力する。管理側ＣＰＵ１１２は
第１バッファ１２２ａ～第１２バッファ１２２ｌのそれぞれについて種類識別用信号を受
信した回数に対応する情報を、対応関係用メモリ１１６の第１～第１２対応関係エリア１
２３ａ～１２３ｌに格納する。つまり、第１バッファ１２２ａ～第１２バッファ１２２ｌ
に入力される信号の種類が、その信号の種類に対応する入球部に対して設定されている賞
球個数として把握される。
【０３０６】
　ステップＳ１１０３では、認識用出力カウンタの値が「１２」、「１１」及び「１０」
のいずれかである場合、一般入賞口３１の賞球個数に対応する「１０」を出力回数カウン
タにセットする。また、認識用出力カウンタの値が「９」である場合、特電入賞装置３２
の賞球個数に対応する「１５」を出力回数カウンタにセットする。また、認識用出力カウ
ンタの値が「８」である場合、第１作動口３３の賞球個数に対応する「１」を出力回数カ
ウンタにセットする。また、認識用出力カウンタの値が「７」である場合、第２作動口３
４の賞球個数に対応する「１」を出力回数カウンタにセットする。また、認識用出力カウ
ンタの値が「６」である場合、アウト口２４ａに対応しているものの当該アウト口２４ａ
に遊技球が入球したとしても遊技球の払い出しは実行されないため、出力回数カウンタに
「０」をセットする。また、認識用出力カウンタの値が「５」～「１」のいずれかである
場合、対応する入球部が存在しておらずブランクであるため、出力回数カウンタに「０」
をセットする。
【０３０７】
　その後、開始契機信号の出力処理を実行する（ステップＳ１１０４）。当該出力処理で
は、第１バッファ１２２ａに入力される第１信号の出力状態をＨＩレベルに設定すること
で、開始契機信号の出力を開始する。第１信号をＨＩレベルに維持する期間は、第１信号
の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて認識するのに十分な期間に設定されている。
【０３０８】
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　その後、主側ＲＡＭ６５の出力回数カウンタの値が「０」ではないことを条件として（
ステップＳ１１０５：ＹＥＳ）、すなわちステップＳ１１０３にて１以上の値が出力回数
カウンタにセットされたことを条件として、ステップＳ１１０６に進む。ステップＳ１１
０６では、種類識別用信号の出力処理を実行する。当該出力処理では、第２バッファ１２
２ｂに入力される第２信号の出力状態をＨＩレベルに設定することで、種類識別信号の出
力を開始する。第２信号をＨＩレベルに維持する期間は、第２信号の出力状態を管理側Ｃ
ＰＵ１１２にて認識するのに十分な期間に設定されている。
【０３０９】
　その後、主側ＲＡＭ６５の出力回数カウンタの値を１減算し（ステップＳ１１０７）、
その１減算後における出力回数カウンタの値が「０」であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１１０８）。出力回数カウンタの値が１以上である場合には（ステップＳ１１０８：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ１１０６に戻る。
【０３１０】
　ステップＳ１１０５にて肯定判定をした場合、又はステップＳ１１０８にて肯定判定を
した場合、終了契機信号の出力処理を実行する（ステップＳ１１０９）。当該出力処理で
は、第３バッファ１２２ｃに入力される第３信号の出力状態をＨＩレベルに設定すること
で、終了契機信号の出力を開始する。第３信号をＨＩレベルに維持する期間は、第３信号
の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて認識するのに十分な期間に設定されている。
【０３１１】
　その後、主側ＲＡＭ６５の認識用出力カウンタの値を１減算し（ステップＳ１１１０）
、その１減算後における認識用出力カウンタの値が「０」であるか否かを判定する（ステ
ップＳ１１１１）。認識用出力カウンタの値が１以上である場合には（ステップＳ１１１
１：ＮＯ）、ステップＳ１１０３に戻り、１減算後における認識用出力カウンタの値に対
応する信号の種類を認識させるための処理を実行する。
【０３１２】
　一方、認識用出力カウンタの値が「０」である場合には（ステップＳ１１１１：ＹＥＳ
）、識別終了信号の出力処理を実行する（ステップＳ１１１２）。当該出力処理では、第
３バッファ１２２ｃに入力される第３信号、第１３バッファ１２２ｍに入力される開閉実
行モード中信号、第１４バッファ１２２ｎに入力される高頻度サポートモード中信号のそ
れぞれの出力状態をＨＩレベルに設定することで、識別終了信号の出力を開始する。これ
ら信号をＨＩレベルに維持する期間は、これら信号の出力状態を管理側ＣＰＵ１１２にて
認識するのに十分な期間に設定されている。
【０３１３】
　次に、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される本実施形態における管理処理について、図２
７のフローチャートを参照しながら説明する。管理処理は、上記第１の実施形態と同様に
管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供給が開始された場合に開始される。
【０３１４】
　主側ＣＰＵ６３からの識別開始信号の受信が終了した場合（ステップＳ１２０１：ＹＥ
Ｓ）、管理側ＲＡＭ１１４の設定対象カウンタの値を「０」クリアする（ステップＳ１２
０２）。その後、主側ＣＰＵ６３から開始契機信号を受信していることを条件として（ス
テップＳ１２０３：ＹＥＳ）、ステップＳ１２０４に進む。ステップＳ１２０４では、主
側ＣＰＵ６３から種類識別用信号を受信しているか否かを判定する。種類識別用信号を受
信している場合（ステップＳ１２０４：ＹＥＳ）、管理側ＲＡＭ１１４に設けられた受信
回数カウンタの値を１加算する（ステップＳ１２０５）。受信回数カウンタは、主側ＣＰ
Ｕ６３から種類識別用信号を受信した回数を管理側ＣＰＵ１１２にて特定するためのカウ
ンタである。なお、受信回数カウンタの値はステップＳ１２０３にて肯定判定をした場合
に「０」クリアされる。
【０３１５】
　ステップＳ１２０４にて否定判定をした場合、又はステップＳ１２０５の処理を実行し
た場合、主側ＣＰＵ６３から終了契機信号を受信しているか否かを判定する（ステップＳ
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１２０６）。終了契機信号を受信していない場合（ステップＳ１２０６：ＮＯ）、ステッ
プＳ１２０４に戻り、終了契機信号を受信している場合（ステップＳ１２０６：ＹＥＳ）
、対応関係設定処理を実行する（ステップＳ１２０７）。対応関係設定処理では、対応関
係用メモリ１１６の第１～第１２対応関係エリア１２３ａ～１２３ｌのうち、管理側ＲＡ
Ｍ１１４の設定対象カウンタにおける現状の値に対応する対応関係エリアに、受信回数カ
ウンタにセットされている値を格納する。この場合、第１対応関係エリア１２３ａ、第２
対応関係エリア１２３ｂ及び第３対応関係エリア１２３ｃには一般入賞口３１の賞球個数
に対応する「１０」がセットされ、第４対応関係エリア１２３ｄには特電入賞装置３２の
賞球個数に対応する「１５」がセットされ、第５対応関係エリア１２３ｅには第１作動口
３３の賞球個数に対応する「１」がセットされ、第６対応関係エリア１２３ｆには第２作
動口３４の賞球個数に対応する「１」がセットされる。また、第７～第１２対応関係エリ
ア１２３ｇ～１２３ｌには「０」がセットされる。その後、管理側ＲＡＭ１１４の設定対
象カウンタの値を１加算する（ステップＳ１２０８）。
【０３１６】
　ステップＳ１２０３にて否定判定をした場合、又はステップＳ１２０８の処理を実行し
た場合、主側ＣＰＵ６３からの識別終了信号の受信が終了したか否かを判定する（ステッ
プＳ１２０９）。識別終了信号の受信が終了していない場合（ステップＳ１２０９：ＮＯ
）、ステップＳ１２０３に戻り、主側ＣＰＵ６３から開始契機信号を受信することを条件
として（ステップＳ１２０３：ＹＥＳ）、ステップＳ１２０４以降の処理を実行する。主
側ＣＰＵ６３からの識別終了信号の受信が終了している場合（ステップＳ１２０９：ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１２１０の履歴設定処理及びステップＳ１２１１の外部出力用処理を繰
り返し実行する。
【０３１７】
　図２８は第１～第１２バッファ１２２ａ～１２２ｌとこれらバッファ１２２ａ～１２２
ｌに入力される信号の種類との対応関係の情報が対応関係用メモリ１１６に格納される様
子を示すタイムチャートである。図２８（ａ）は第１信号の出力状態がＨＩレベルとなっ
ている期間を示し、図２８（ｂ）は第２信号の出力状態がＨＩレベルとなっている期間を
示し、図２８（ｃ）は第３信号の出力状態がＨＩレベルとなっている期間を示し、図２８
（ｄ）は開閉実行モード中信号の出力状態がＨＩレベルとなっている期間を示し、図２８
（ｅ）は高頻度サポートモード中信号の出力状態がＨＩレベルとなっている期間を示し、
図２８（ｆ）は第１～第１２バッファ１２２ａ～１２２ｌとこれらバッファ１２２ａ～１
２２ｌに入力される信号の種類との対応関係を識別するための処理が実行される識別状態
の実行期間を示し、図２８（ｇ）は管理側ＲＡＭ１１４の受信回数カウンタの値が１加算
されるタイミングを示し、図２８（ｈ）は管理側ＣＰＵ１１２にて対応関係設定処理（ス
テップＳ１２０７）が実行されるタイミングを示す。
【０３１８】
　主側ＣＰＵ６３及び管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供給が開始されることで、ｔ１
のタイミングで、図２８（ａ）、図２８（ｄ）及び図２８（ｅ）に示すように、第１信号
、開閉実行モード中信号及び高頻度サポートモード中信号の出力状態がＬＯＷレベルから
ＨＩレベルに変更される。これにより、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２への識別
開始信号の出力が開始される。その後、ｔ２のタイミングで、第１信号、開閉実行モード
中信号及び高頻度サポートモード中信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷベルに変更さ
れる。これにより、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２への識別開始信号の出力が停
止される。当該ｔ２のタイミングで、管理側ＣＰＵ１１２は管理処理（図２７）のステッ
プＳ１２０１にて肯定判定をすることで、図２８（ｆ）に示すように識別状態となる。
【０３１９】
　その後、ｔ３のタイミング～ｔ４のタイミングに亘って図２８（ａ）に示すように第１
信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管理側ＣＰＵ１１２に開始契機
信号が出力された状態となる。そして、ｔ５のタイミング～ｔ７のタイミングに亘って図
２８（ｂ）に示すように第２信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管
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理側ＣＰＵ１１２に種類識別用信号が１回出力された状態となる。この場合、ｔ６のタイ
ミングで、図２８（ｇ）に示すように管理側ＲＡＭ１１４の受信回数カウンタの値が１加
算される。
【０３２０】
　その後、ｔ８のタイミング～ｔ１０のタイミングに亘って図２８（ｃ）に示すように第
３信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管理側ＣＰＵ１１２に終了契
機信号が出力された状態となる。この場合、ｔ９のタイミングで、図２８（ｈ）に示すよ
うに管理側ＣＰＵ１１２にて対応関係設定処理が実行される。当該対応関係設定処理が実
行されるタイミングでは受信回数カウンタの値が「１」となっているため、対応関係用メ
モリ１１６における今回の設定対象の対応関係エリア１２３ａ～１２３ｌに対応関係情報
として「１」の情報を格納する。
【０３２１】
　その後、ｔ１１のタイミング～ｔ１２のタイミングに亘って図２８（ａ）に示すように
第１信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管理側ＣＰＵ１１２に開始
契機信号が出力された状態となる。そして、ｔ１３のタイミング～ｔ１５のタイミング、
ｔ１６のタイミング～ｔ１８のタイミング、ｔ１９のタイミング～ｔ２１のタイミング、
及びｔ２２のタイミング～ｔ２４のタイミングのそれぞれに亘って図２８（ｂ）に示すよ
うに第２信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管理側ＣＰＵ１１２に
種類識別用信号がそれぞれ１回出力された状態となる。この場合、ｔ１４のタイミング、
ｔ１７のタイミング、ｔ２０のタイミング、ｔ２３のタイミングのそれぞれで、図２８（
ｇ）に示すように管理側ＲＡＭ１１４の受信回数カウンタの値が１加算される。
【０３２２】
　その後、ｔ２５のタイミング～ｔ２７のタイミングに亘って図２８（ｃ）に示すように
第３信号の出力状態がＨＩレベルに維持される。これにより、管理側ＣＰＵ１１２に終了
契機信号が出力された状態となる。この場合、ｔ２６のタイミングで、図２８（ｈ）に示
すように管理側ＣＰＵ１１２にて対応関係設定処理が実行される。当該対応関係設定処理
が実行されるタイミングでは受信回数カウンタの値が「１０」となっているため、対応関
係用メモリ１１６における今回の設定対象の対応関係エリア１２３ａ～１２３ｌに対応関
係情報として「１０」の情報を格納する。
【０３２３】
　その後、ｔ２８のタイミングで、図２８（ｃ）、図２８（ｄ）及び図２８（ｅ）に示す
ように、第３信号、開閉実行モード中信号及び高頻度サポートモード中信号の出力状態が
ＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更される。これにより、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰ
Ｕ１１２への識別終了信号の出力が開始される。その後、ｔ２９のタイミングで、第３信
号、開閉実行モード中信号及び高頻度サポートモード中信号の出力状態がＨＩレベルから
ＬＯＷベルに変更される。これにより、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２への識別
終了信号の出力が停止される。当該ｔ２９のタイミングで、管理側ＣＰＵ１１２は管理処
理（図２７）のステップＳ１２０９にて肯定判定をすることで、図２８（ｆ）に示すよう
に識別状態が解除される。
【０３２４】
　なお、本実施形態では対応関係情報として賞球個数の情報が格納されるため、履歴用メ
モリ１１７に格納される履歴情報にはその履歴情報の格納契機となった入球部に対応する
賞球個数の情報が対応関係情報として含まれる。当該構成においては、賞球個数が同一で
ある入球部が複数種類存在している場合、履歴情報においてそれら入球部を区別すること
ができない。具体的には、第１作動口３３と第２作動口３４とは賞球個数がいずれも１個
であるため、履歴情報において第１作動口３３と第２作動口３４とを区別することができ
ない。このような事情において第１作動口３３と第２作動口３４との賞球個数を異ならせ
てもよい。これにより、本第２の実施形態のような履歴情報が格納される構成であっても
、履歴情報において第１作動口３３と第２作動口３４とを区別することが可能となる。
【０３２５】
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　また、本実施形態では履歴設定処理のステップＳ８０１において管理側ＲＡＭ１１４の
確認対象カウンタに「１５」をセットする。これにより、第１～第１５バッファ１２２ａ
～１２２ｏの全てが確認対象となる。
【０３２６】
　以上詳述した本実施形態によれば、出力指示信号だけではなく、開閉実行モード中であ
るか否かに対応する情報、高頻度サポートモード中であるか否かに対応する情報、及び前
扉枠１４が開放中であるか否かに対応する情報についても、これら情報に対応する信号経
路であることを主側ＣＰＵ６３からの対応関係情報を受信しなくても管理側ＣＰＵ１１２
にて特定可能となっている。この場合、各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果に対
応する情報のみが、各情報と各信号経路１１８ａ～１１８ｇとの対応関係を主側ＣＰＵ６
３から管理側ＣＰＵ１１２に認識させる必要がある情報となる。そして、対応関係情報を
管理側ＣＰＵ１１２に認識させる場合、各入球検知センサ４２ａ～４８ａに対応する賞球
個数と同一の数のパルス信号が第２信号を利用して主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１
２に出力される。これにより、対応関係情報の送信に関する構成を簡素化することが可能
となる。
【０３２７】
　＜第３の実施形態＞
　本実施形態では履歴情報を利用した各種パラメータの演算が実行される契機が上記第１
の実施形態と相違している。以下、上記第１の実施形態と相違している構成について説明
する。なお、上記第１の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０３２８】
　図２９は本実施形態における管理用ＩＣ６６の電気的構成を説明するためのブロック図
である。管理用ＩＣ６６には上記第１の実施形態と同様に管理側Ｉ／Ｆ１１１、管理側Ｃ
ＰＵ１１２、管理側ＲＯＭ１１３、管理側ＲＡＭ１１４、ＲＴＣ１１５、対応関係用メモ
リ１１６及び履歴用メモリ１１７が設けられている。これらの機能は上記第１の実施形態
と同様である。
【０３２９】
　管理用ＩＣ６６には上記以外にも演算結果用メモリ１３１が設けられている。本実施形
態では詳細は後述するように演算契機が発生した場合に、その時点で履歴用メモリ１１７
に格納されている履歴情報を利用して管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータが演算され
る。そして、その演算された各種パラメータは演算結果用メモリ１３１に順次記憶される
。演算結果用メモリ１３１に記憶された各種パラメータは、読み取り用端子１０２に電気
的に接続された読み取り装置に出力される。
【０３３０】
　各種パラメータの演算契機は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続さ
れるタイミングよりも前に発生する。これにより、各種パラメータを演算する時期と、読
み取り装置に外部出力する時期とを異ならせることが可能となり、処理負荷を分散させる
ことが可能となる。
【０３３１】
　また、各種パラメータの演算結果を格納するための演算結果用メモリ１３１が設けられ
ていることにより、１回の演算契機分の各種パラメータだけではなく、複数回の演算契機
分の各種パラメータをまとめて記憶しておくことが可能となる。これにより、各回の演算
契機において各種パラメータを算出するまでに要する時間の短縮化を図ることが可能とな
る。
【０３３２】
　図３０は本実施形態における管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１の構成を説明する
ための説明図である。
【０３３３】
　第１～第１０バッファ１２２ａ～１２２ｊ及び第１６バッファ１２２ｐには上記第１の
実施形態と同一の種類の信号が入力される。詳細には、第１バッファ１２２ａには第１入
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賞口検知センサ４２ａの検知結果に対応する第１信号が入力され、第２バッファ１２２ｂ
には第２入賞口検知センサ４３ａの検知結果に対応する第２信号が入力され、第３バッフ
ァ１２２ｃには第３入賞口検知センサ４４ａの検知結果に対応する第３信号が入力され、
第４バッファ１２２ｄには特電検知センサ４５ａの検知結果に対応する第４信号が入力さ
れ、第５バッファ１２２ｅには第１作動口検知センサ４６ａの検知結果に対応する第５信
号が入力され、第６バッファ１２２ｆには第２作動口検知センサ４７ａの検知結果に対応
する第６信号が入力され、第７バッファ１２２ｇにはアウト口検知センサ４８ａの検知結
果に対応する第７信号が入力され、第８バッファ１２２ｈには開閉実行モードに対応する
信号が入力され、第９バッファ１２２ｉには高頻度サポートモードに対応する信号が入力
され、第１０バッファ１２２ｊには前扉枠１４に対応する信号が入力され、第１６バッフ
ァ１２２ｐには出力指示信号が入力される。
【０３３４】
　本実施形態では、上記各種信号以外にも、第１５バッファ１２２ｏに演算指示信号が入
力される。演算指示信号は、各種パラメータの演算契機を管理側ＣＰＵ１１２に提供する
ために主側ＣＰＵ６３から出力される信号である。第１５バッファ１２２ｏに演算指示信
号が入力されることは、第１６バッファ１２２ｐに出力指示信号が入力されることと同様
に、管理用ＩＣ６６の設計段階において決定されており、主側ＣＰＵ６３からの指示を受
けることなく、管理側ＣＰＵ１１２はこれら第１５～第１６バッファ１２２ｏ～１２２ｐ
にそれぞれに対応する上記各信号が入力されることを特定可能となっている。一方、第１
～第１４バッファ１２２ａ～１２２ｎにどのような種類の信号が入力されるのかは管理用
ＩＣ６６の設計段階において決定されておらず、これら信号の種類は主側ＣＰＵ６３から
の指示を受けることで管理側ＣＰＵ１１２にて特定される。この信号の種類を特定するた
めの処理は、上記第１の実施形態と同様に、主側ＣＰＵ６３及び管理側ＣＰＵ１１２に動
作電力の供給が開始された場合に実行される。
【０３３５】
　次に、演算契機の発生に対して管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータの演算が実行さ
れるようにするための処理構成について説明する。図３１は主側ＣＰＵ６３にて実行され
る停電情報記憶処理を示すフローチャートである。なお、停電情報記憶処理はタイマ割込
み処理（図８）におけるステップＳ２０１にて実行される。
【０３３６】
　停電情報記憶処理では、停電監視基板６７から電源遮断の発生に対応した停電信号を受
信している場合（ステップＳ１３０１：ＹＥＳ）、演算指示信号の出力処理を実行する（
ステップＳ１３０２）。当該出力処理では、管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１にお
ける第１５バッファ１２２ｏに入力される演算指示信号の出力状態が特定期間に亘ってＨ
Ｉレベルに維持されるようにする。この特定期間は演算指示信号の出力状態がＨＩレベル
となっていることを管理側ＣＰＵ１１２にて認識するために十分な期間となっている。そ
の後、ステップＳ１３０３にて停電時処理を実行した後に、無限ループとなり、主側ＣＰ
Ｕ６３への動作電力の供給が完全に停止されるまで待機する。停電時処理では、主側ＲＡ
Ｍ６５の停電フラグに「１」をセットするとともに、チェックサムを算出しその算出した
チェックサムを保存する。
【０３３７】
　図３２は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される停電対応処理を示すフローチャートである
。なお、停電対応処理は管理処理（図１８）における外部出力用処理の後に実行される構
成であり、管理処理では主側ＣＰＵ６３から識別終了コマンドを受信した後は（ステップ
Ｓ６０６：ＹＥＳ）、ステップＳ６０７の履歴設定処理、ステップＳ６０８の外部出力用
処理、及び停電対応処理をこの順序で繰り返し実行する。
【０３３８】
　停電対応処理では、主側ＣＰＵ６３から受信している演算指示信号の出力状態がＨＩレ
ベルとなった場合（ステップＳ１４０１：ＹＥＳ）、ステップＳ１４０２～ステップＳ１
４０６にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）のステップＳ１００
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２～ステップＳ１００６と同様に、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２
、第１作動口３３及び第２作動口３４のそれぞれに対する入球個数を演算する。また、ス
テップＳ１４０７にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）のステッ
プＳ１００７と同様に、前扉枠１４が開放中の状況における各種入球個数を演算する。ま
た、ステップＳ１４０８にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）の
ステップＳ１００８と同様に、各種パラメータを演算し、ステップＳ１４０９にて、上記
第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）のステップＳ１００９と同様に、合計
時間を演算する。そして、ステップＳ１４０８の演算結果の情報及びステップＳ１４０９
の演算結果の情報を演算結果用メモリ１３１に書き込む（ステップＳ１４１０）。この場
合、演算結果用メモリ１３１に既に他の演算結果の情報が記憶されている場合には、その
既に記憶されている演算結果の情報を上書きしてしまわないように演算結果の情報の書き
込みを行う。また、ＲＴＣ１１５から現状の年月日情報及び時刻情報を読み出し、その読
み出した年月日情報と時刻情報とを今回書き込みを行った演算結果の情報に付随させる。
これにより、今回書き込みを行った演算結果の情報が、いつのタイミングに対応したもの
であるかを特定することが可能となる。
【０３３９】
　その後、ステップＳ１４１１にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２
４）のステップＳ１０１１と同様に、開閉実行モード中の各種入球個数を演算し、ステッ
プＳ１４１２にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）のステップＳ
１０１２と同様に、開閉実行モード中であって前扉枠１４が開放中の状況における各種入
球個数を演算する。また、ステップＳ１４１３にて、上記第１の実施形態における外部出
力用処理（図２４）のステップＳ１０１３と同様に、各種パラメータを演算する。そして
、ステップＳ１４１４の演算結果の情報を演算結果用メモリ１３１に書き込む（ステップ
Ｓ１４１４）。この場合、演算結果用メモリ１３１に既に記憶されている他の演算結果の
情報を上書きしてしまわないように演算結果の情報の書き込みを行う。また、ＲＴＣ１１
５から現状の年月日情報及び時刻情報を読み出し、その読み出した年月日情報と時刻情報
とを今回書き込みを行った演算結果の情報に付随させる。これにより、今回書き込みを行
った演算結果の情報が、いつのタイミングに対応したものであるかを特定することが可能
となる。
【０３４０】
　その後、ステップＳ１４１５にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２
４）のステップＳ１０１５と同様に、高頻度サポートモード中の各種入球個数を演算し、
ステップＳ１４１６にて、上記第１の実施形態における外部出力用処理（図２４）のステ
ップＳ１０１６と同様に、高頻度サポートモード中であって前扉枠１４が開放中の状況に
おける各種入球個数を演算する。また、ステップＳ１４１７にて、上記第１の実施形態に
おける外部出力用処理（図２４）のステップＳ１０１７と同様に、各種パラメータを演算
する。そして、ステップＳ１４１７の演算結果の情報を演算結果用メモリ１３１に書き込
む（ステップＳ１４１８）。この場合、演算結果用メモリ１３１に既に記憶されている他
の演算結果の情報を上書きしてしまわないように演算結果の情報の書き込みを行う。また
、ＲＴＣ１１５から現状の年月日情報及び時刻情報を読み出し、その読み出した年月日情
報と時刻情報とを今回書き込みを行った演算結果の情報に付随させる。これにより、今回
書き込みを行った演算結果の情報が、いつのタイミングに対応したものであるかを特定す
ることが可能となる。その後、無限ループとなり、管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供
給が完全に停止されるまで待機する。
【０３４１】
　図３３は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される外部出力用処理を示すフローチャートであ
る。なお、外部出力用処理は管理処理（図１８）のステップＳ６０８にて実行される。
【０３４２】
　主側ＣＰＵ６３から出力指示信号の出力状態がＨＩレベルとなった場合（ステップＳ１
５０１：ＹＥＳ）、演算結果の出力処理を実行する（ステップＳ１５０２）。当該出力処
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理では、演算結果用メモリ１３１に記憶されている各種演算結果を読み取り用端子１０２
に出力する。これにより、読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置にお
いて、演算結果用メモリ１３１に記憶されている各種演算結果が読み取られる。この場合
、演算結果用メモリ１３１に１回の演算契機の発生に対応する各種演算結果のみが記憶さ
れている場合にはその１回の演算契機の発生に対応する各種演算結果のみが読み取り装置
において読み取られ、演算結果用メモリ１３１に複数回の演算契機の発生に対応する各種
演算結果が記憶されている場合にはそれら複数回の演算契機の発生に対応する各種演算結
果が読み取り装置において読み取られる。
【０３４３】
　その後、履歴情報の出力処理を実行する（ステップＳ１５０３）。当該出力処理では、
履歴用メモリ１１７の履歴用エリア１２４に格納されている全ての履歴情報を順次、読み
取り用端子１０２に出力する。これにより、読み取り用端子１０２に電気的に接続された
読み取り装置において、履歴用エリア１２４に格納されている各種履歴情報が読み取られ
る。このように各種演算結果だけではなく履歴情報も出力することで、各種演算結果に対
する詳細な分析を読み取り装置を利用した作業者において行うことが可能となる。
【０３４４】
　その後、クリア処理を実行する（ステップＳ１５０４）。クリア処理では、履歴用メモ
リ１１７の履歴情報格納エリア１２５を全て「０」クリアするとともに、ポインタ用エリ
ア１２６を「０」クリアする。これにより、履歴用エリア１２４が初期化された状態とな
る。また、クリア処理では、演算結果用メモリ１３１の各エリアを全て「０」クリアする
。これにより、演算結果用メモリ１３１が初期化された状態となる。
【０３４５】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３４６】
　主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止される場合に管理側ＣＰＵ１１２にて各種パ
ラメータが演算される。これにより、各営業日単位で各種パラメータを管理することが可
能となる。
【０３４７】
　主側ＣＰＵ６３において動作電力の供給が停止されることが特定された場合に演算指示
信号の出力状態がＨＩレベルに変更されることにより、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラ
メータが演算される。これにより、主側ＣＰＵ６３からの指示に基づき管理側ＣＰＵ１１
２にて各種パラメータが演算されるようにすることが可能となる。
【０３４８】
　管理側ＣＰＵ１１２にて演算された各種パラメータは演算結果用メモリ１３１に順次書
き込まれていく。これにより、各種パラメータを管理用ＩＣ６６にて蓄積していくことが
可能となり、読み取り装置により各種パラメータを読み取る場合には、複数の営業日の各
種パラメータをまとめて読み出すことが可能となる。
【０３４９】
　演算結果用メモリ１３１に各種パラメータが書き込まれる場合、その各種パラメータが
演算された時期を特定可能とする情報が当該各種パラメータに付随させて演算結果用メモ
リ１３１に書き込まれる。これにより、各種パラメータが演算された時期を把握しながら
、各種パラメータ情報を分析することが可能となる。
【０３５０】
　なお、演算契機が発生してそれに対する各種パラメータの演算結果が演算結果用メモリ
１３１に書き込まれた場合には履歴用メモリ１１７を「０」クリアする構成としてもよい
。これにより、記憶可能な上限数の履歴情報が既に履歴用メモリ１１７に記憶されている
状況において新たな履歴情報が履歴用メモリ１１７への書き込み対象となってしまう事象
が発生しづらくなる。
【０３５１】
　また、読み取り装置に外部出力される対象の情報が演算結果用メモリ１３１に記憶され
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ている各種パラメータの情報だけであり、履歴用メモリ１１７に記憶されている履歴情報
は外部出力されない構成としてもよい。これにより、外部出力される情報量を抑えること
が可能となる。
【０３５２】
　＜第４の実施形態＞
　本実施形態では、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される停電対応処理の処理構成が上記第
３の実施形態と相違している。以下、上記第３の実施形態と相違している構成について説
明する。なお、上記第３の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する
。
【０３５３】
　図３４は本実施形態において管理側ＣＰＵ１１２にて実行される停電対応処理を示すフ
ローチャートである。
【０３５４】
　主側ＣＰＵ６３から受信している演算指示信号の出力状態がＨＩレベルとなった場合（
ステップＳ１６０１：ＹＥＳ）、各種演算処理を実行する（ステップＳ１６０２）。各種
演算処理では、上記第３の実施形態における停電対応処理（図３２）のステップＳ１４０
２～ステップＳ１４０９、ステップＳ１４１１～ステップＳ１４１３、及びステップＳ１
４１５～ステップＳ１４１７の各処理を実行する。
【０３５５】
　その後、ステップＳ１６０２にて演算した各種パラメータのうち所定のパラメータが基
準範囲であるか否かを判定する（ステップＳ１６０３）。具体的には、
・第７パラメータ：（Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「
第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）／遊技球の合計払出個数（Ｋ２×「一般入
賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球
個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「第２作動口３４
への入賞に対する賞球個数」）の割合
・第８パラメータ：Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」／遊技球の合
計払出個数（Ｋ２×「一般入賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装
置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数
」＋Ｋ５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）の割合
の２つのパラメータが基準範囲であるか否かの判定対象のパラメータとして設定されてい
る。そして、第７パラメータの値が０．７以下であって、第８パラメータの値が０．６以
下である場合、所定のパラメータが基準範囲であるとしてステップＳ１６０３にて肯定判
定をする。
【０３５６】
　なお、所定のパラメータは第７パラメータ及び第８パラメータに限定されることはなく
、これらに代えて又は加えて、他のパラメータが所定のパラメータとして設定されている
構成としてもよい。例えば、
・第２パラメータ：一般入賞口３１への遊技球の合計入球個数Ｋ２／遊技領域ＰＡから排
出された遊技球の合計個数（Ｋ１＋Ｋ２＋Ｋ３＋Ｋ４＋Ｋ５）の割合
が所定のパラメータとして設定されている構成としてもよい。この場合、例えば第２パラ
メータの値が０．１以上であって０．２以下である場合に、所定のパラメータが基準範囲
であると判定される構成としてもよい。また、ステップＳ１６０３にて判定対象となる所
定のパラメータのみがステップＳ１６０２の各種演算処理にて演算される構成としてもよ
い。
【０３５７】
　所定のパラメータが基準範囲ではない場合（ステップＳ１６０３：ＮＯ）、ステップＳ
１６０２にて演算した各種パラメータを演算結果用メモリ１３１に書き込む（ステップＳ
１６０４）。この場合、演算結果用メモリ１３１に既に他の演算結果の情報が記憶されて
いる場合には、その既に記憶されている演算結果の情報を上書きしてしまわないように演
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算結果の情報の書き込みを行う。また、ＲＴＣ１１５から現状の年月日情報及び時刻情報
を読み出し、その読み出した年月日情報と時刻情報とを今回書き込みを行った演算結果の
情報に付随させる。これにより、今回書き込みを行った演算結果の情報が、いつのタイミ
ングに対応したものであるかを特定することが可能となる。
【０３５８】
　一方、所定のパラメータが基準範囲である場合（ステップＳ１６０３：ＹＥＳ）、ステ
ップＳ１６０４の処理を実行しない。これにより、所定のパラメータが基準範囲ではない
場合における各種パラメータのみが演算結果用メモリ１３１に書き込まれることとなる。
よって、異常な状況が発生した場合にはその履歴を演算結果用メモリ１３１に残すように
しながら、演算結果用メモリ１３１として必要な記憶容量を抑えることが可能となる。
【０３５９】
　ステップＳ１６０３にて肯定判定をした場合、又はステップＳ１６０４の処理を実行し
た場合、履歴用メモリ１１７のクリア処理を実行する（ステップＳ１６０５）。当該クリ
ア処理では、履歴用メモリ１１７の履歴情報格納エリア１２５を全て「０」クリアすると
ともに、ポインタ用エリア１２６を「０」クリアする。これにより、履歴用エリア１２４
が初期化された状態となる。ステップＳ１６０５の処理を実行した後、無限ループとなり
、管理側ＣＰＵ１１２への動作電力の供給が完全に停止されるまで待機する。
【０３６０】
　以上詳述した本実施形態によれば、演算された各種パラメータの内容が基準範囲に含ま
れるか否かが判定され、基準範囲に含まれると判定された各種パラメータのみが演算結果
用メモリ１３１に書き込まれる。これにより、演算結果用メモリ１３１への記憶対象とな
る各種パラメータの量を抑えることが可能となり、演算結果用メモリ１３１において必要
な記憶容量を抑えることが可能となる。
【０３６１】
　＜第５の実施形態＞
　本実施形態では、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータの演算を実行させる演算契機
の内容が上記第３の実施形態と相違している。以下、上記第３の実施形態と相違している
構成について説明する。なお、上記第３の実施形態と同一の構成については基本的にその
説明を省略する。
【０３６２】
　図３５（ａ）は主側ＣＰＵ６３にて実行される契機特定処理を示すフローチャートであ
る。なお、契機特定処理は管理用出力処理（図２０）においてステップＳ７１２にて肯定
判定をした場合の処理として実行される。
【０３６３】
　アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口
３４のいずれかへの遊技球の入球が発生したか否かを判定する（ステップＳ１７０１）。
ステップＳ１７０１にて肯定判定をした場合、主側ＲＡＭ６５に設けられた入球カウンタ
の加算処理を実行する（ステップＳ１７０２）。当該加算処理では、アウト口２４ａ、一
般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入
球が発生した遊技球の個数を、今回の処理回の管理用出力処理（図２０）においてステッ
プＳ７０５が実行された回数に基づき特定する。そして、その特定した遊技球の個数を、
入球カウンタに加算する。
【０３６４】
　その後、入球カウンタの値が契機基準個数である「５００」以上となっているか否かを
判定する（ステップＳ１７０３）。「５００」以上である場合（ステップＳ１７０３：Ｙ
ＥＳ）、主側ＲＡＭ６５の入球カウンタの減算処理を実行する（ステップＳ１７０４）。
当該減算処理では、入球カウンタの値を「５００」減算する。その後、演算指示信号の出
力処理を実行する（ステップＳ１７０５）。当該出力処理では、管理側Ｉ／Ｆ１１１の入
力ポート１２１における第１５バッファ１２２ｏに入力される演算指示信号の出力状態が
特定期間に亘ってＨＩレベルに維持されるようにする。この特定期間は演算指示信号の出
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力状態がＨＩレベルとなっていることを管理側ＣＰＵ１１２にて認識するために十分な期
間となっている。
【０３６５】
　図３５（ｂ）は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される演算処理を示すフローチャートであ
る。なお、演算処理は上記第３の実施形態における停電対応処理の代わりに実行される処
理である。したがって、演算処理は管理処理（図１８）における外部出力用処理の後に実
行される構成であり、管理処理では主側ＣＰＵ６３から識別終了コマンドを受信した後は
（ステップＳ６０６：ＹＥＳ）、ステップＳ６０７の履歴設定処理、ステップＳ６０８の
外部出力用処理、及び演算処理をこの順序で繰り返し実行する。
【０３６６】
　主側ＣＰＵ６３から受信している演算指示信号の出力状態がＨＩレベルとなった場合（
ステップＳ１８０１：ＹＥＳ）、各種演算処理を実行する（ステップＳ１８０２）。各種
演算処理では、上記第３の実施形態における停電対応処理（図３２）のステップＳ１４０
２～ステップＳ１４１８と同一の処理を実行する。
【０３６７】
　以上詳述した本実施形態によれば、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数が契
機基準個数以上となる度に、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータが演算される。この
場合、主側ＣＰＵ６３に動作電力が供給されている状況において繰り返し発生する演算契
機が発生する度に各種パラメータが演算されるため、一営業日の範囲内において遊技領域
ＰＡにおける遊技球の入球態様を細かく管理することが可能となる。
【０３６８】
　また、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数が契機基準個数以上となったか否
かに基づいて各種パラメータが演算される構成であるため、遊技が実行されていることを
条件に各種パラメータが演算される。これにより、遊技が継続して実行されていない状況
において無意味に各種パラメータの演算が行われてしまわないようにすることが可能とな
る。
【０３６９】
　＜第６の実施形態＞
　本実施形態では、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータの演算を実行させる演算契機
の内容が上記第５の実施形態と相違している。以下、上記第５の実施形態と相違している
構成について説明する。なお、上記第５の実施形態と同一の構成については基本的にその
説明を省略する。
【０３７０】
　図３６は主側ＣＰＵ６３にて実行される契機特定処理を示すフローチャートである。な
お、契機特定処理は管理用出力処理（図２０）においてステップＳ７１２にて肯定判定を
した場合の処理として実行される。
【０３７１】
　アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口
３４のいずれかへの遊技球の入球が発生したか否かを判定する（ステップＳ１９０１）。
ステップＳ１９０１にて否定判定をした場合、主側ＲＡＭ６５に設けられた継続カウンタ
の値を１加算する（ステップＳ１９０２）。継続カウンタは、アウト口２４ａ、一般入賞
口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれにも遊技球が入
球しない状態が継続している期間を主側ＣＰＵ６３にて特定するためのカウンタである。
【０３７２】
　１加算後の継続カウンタの値が停止基準値以上である場合（ステップＳ１９０３：ＹＥ
Ｓ）、主側ＲＡＭ６５に設けられた時間計測フラグを「０」クリアする（ステップＳ１９
０４）。アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２
作動口３４のいずれにも遊技球が入球しない状態が５秒継続した場合にステップＳ１９０
３にて肯定判定をするように停止基準値が設定されている。また、時間計測フラグは、演
算指示信号の出力状態をＨＩレベルに切り換えるタイミングを特定するための時間の計測
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を行うべきか否かを主側ＣＰＵ６３にて特定するためのフラグであり、時間計測フラグの
値が「０」である場合には当該時間の計測を行わず、時間計測フラグの値が「１」である
場合に当該時間の計測を行う。ステップＳ１９０１にて肯定判定をした場合には、時間計
測フラグに「１」をセットする（ステップＳ１９０５）。
【０３７３】
　ステップＳ１９０３にて否定判定をした場合、ステップＳ１９０４の処理を実行した場
合、又はステップＳ１９０５の処理を実行した場合、主側ＲＡＭ６５の時間計測フラグに
「１」がセットされていることを条件として（ステップＳ１９０６：ＹＥＳ）、主側ＲＡ
Ｍ６５に設けられた計測カウンタの値を１加算する（ステップＳ１９０７）。計測カウン
タは、演算指示信号の出力状態をＨＩレベルに切り換えるタイミングを特定するための時
間を計測するために利用されるカウンタである。
【０３７４】
　１加算後の計測カウンタの値が指示基準値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１
９０８）。計測カウンタにおいて計測された時間が１０時間となった場合にステップＳ１
９０８にて肯定判定をするように指示基準値が設定されている。ステップＳ１９０８にて
肯定判定をした場合、当該計測カウンタの値を「０」クリアするとともに（ステップＳ１
９０９）、演算指示信号の出力処理を実行する（ステップＳ１９１０）。当該出力処理で
は、管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１における第１５バッファ１２２ｏに入力され
る演算指示信号の出力状態が特定期間に亘ってＨＩレベルに維持されるようにする。この
特定期間は演算指示信号の出力状態がＨＩレベルとなっていることを管理側ＣＰＵ１１２
にて認識するために十分な期間となっている。
【０３７５】
　以上詳述した本実施形態によれば、所定期間が経過する度に各種パラメータが演算され
る構成であるため、所定期間を調整するだけで各種パラメータの演算頻度を簡単に調整す
ることが可能となる。この場合に、遊技が実行されていない状況においては所定期間の計
測が停止され、遊技回が開始された場合に所定期間の計測が停止前の状態から再開される
。これにより、遊技が実行されていない状況を各種パラメータの演算対象から除外するこ
とが可能となり、遊技が実行されている状況における各種パラメータを適切に導き出すこ
とが可能となる。
【０３７６】
　なお、所定期間が経過したか否かが計測カウンタを利用して計測される構成に代えて、
ＲＴＣ１１５を利用して計測される構成としてもよい。
【０３７７】
　＜第７の実施形態＞
　本実施形態では、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータの演算を実行させる演算契機
の内容が上記第１の実施形態と相違しているとともに、演算契機の発生の有無が主側ＣＰ
Ｕ６３にて特定されるのではなく管理側ＣＰＵ１１２にて独自に行われる。以下、上記第
１の実施形態と相違している構成について説明する。なお、上記第１の実施形態と同一の
構成については基本的にその説明を省略する。
【０３７８】
　図３７は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される演算処理を示すフローチャートである。な
お、演算処理は履歴設定処理（図２１）においてステップＳ８１２にて肯定判定をした場
合に実行される。
【０３７９】
　今回の処理回の履歴設定処理においてアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置
３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの遊技球の入球が発生したことに
対応する履歴情報を履歴用メモリ１１７に格納したか否かを判定する（ステップＳ２００
１）。ステップＳ２００１にて肯定判定をした場合、管理側ＲＡＭ１１４に設けられた入
球カウンタの加算処理を実行する（ステップＳ２００２）。当該加算処理では、アウト口
２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいず
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れかへの入球が発生した遊技球の個数を、今回の処理回の履歴設定処理において遊技球の
入球の発生に対応する履歴情報を格納した回数に基づき特定する。そして、その特定した
遊技球の個数を入球カウンタに加算する。
【０３８０】
　その後、入球カウンタの値が契機基準個数である「５００」以上となっているか否かを
判定する（ステップＳ２００３）。「５００」以上である場合（ステップＳ２００３：Ｙ
ＥＳ）、主側ＲＡＭ６５の入球カウンタの減算処理を実行する（ステップＳ２００４）。
当該減算処理では、入球カウンタの値を「５００」減算する。その後、各種演算処理を実
行する（ステップＳ２００５）。各種演算処理では、上記第３の実施形態における停電対
応処理（図３２）のステップＳ１４０２～ステップＳ１４１８と同一の処理を実行する。
【０３８１】
　以上詳述した本実施形態によれば、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数が契
機基準個数以上となる度に、管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメータが演算される。この
場合、主側ＣＰＵ６３に動作電力が供給されている状況において繰り返し発生する演算契
機が発生する度に各種パラメータが演算されるため、一営業日の範囲内において遊技領域
ＰＡにおける遊技球の入球態様を細かく管理することが可能となる。
【０３８２】
　また、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数が契機基準個数以上となったか否
かに基づいて各種パラメータが演算される構成であるため、遊技が実行されていることを
条件に各種パラメータが演算される。これにより、遊技が継続して実行されていない状況
において無意味に各種パラメータの演算が行われてしまわないようにすることが可能とな
る。
【０３８３】
　また、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数が管理側ＣＰＵ１１２にて計測さ
れ、当該合計個数が契機基準個数以上となったか否かの判定が管理側ＣＰＵ１１２にて行
われる。つまり、各種パラメータの演算契機が管理側ＣＰＵ１１２にて独自に判断される
。これにより、各種パラメータの演算契機を判断するための処理を主側ＣＰＵ６３にて実
行する必要がないため、主側ＣＰＵ６３の処理負荷を軽減することが可能となる。
【０３８４】
　＜第８の実施形態＞
　本実施形態では、管理側ＣＰＵ１１２にて実行される履歴設定処理の処理構成が上記第
１の実施形態と相違している。以下、上記第１の実施形態と相違している構成について説
明する。なお、上記第１の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する
。
【０３８５】
　本実施形態では上記第３の実施形態と同様に管理用ＩＣ６６に演算結果用メモリ１３１
が設けられている（図２９参照）。管理側ＣＰＵ１１２は演算契機が発生した場合、履歴
用メモリ１１７に格納されている履歴情報を利用して各種パラメータを演算し、その演算
結果の各種パラメータを演算結果用メモリ１３１に書き込む。また、本実施形態では開閉
実行モードが開始されたことを示す信号と、開閉実行モードが終了したことを示す信号と
、高頻度サポートモードが開始されたことを示す信号と、高頻度サポートモードが終了し
たことを示す信号と、前扉枠１４の開放が開始されたことを示す信号と、前扉枠１４の開
放が終了したことを示す信号と、がそれぞれ個別に主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に
送信される。
【０３８６】
　図３８は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される本実施形態における履歴設定処理を示すフ
ローチャートである。
【０３８７】
　まず管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタに、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２
２ｏのうち管理側ＣＰＵ１１２において確認対象となるバッファの数をセットする（ステ
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ップＳ２１０１）。具体的には、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５対応関係
エリア１２３ａ～１２３ｏのうちブランクであることを示す情報以外の情報が格納されて
いる対応関係エリアの数を特定し、その特定した数の情報を確認対象カウンタにセットす
る。本実施形態では第１～第７対応関係エリア１２３ａ～１２３ｇにいずれかの入球部に
対応していることを示す情報が格納されており、第８対応関係エリア１２３ｈに開閉実行
モードの開始に対応する情報が格納されており、第９対応関係エリア１２３ｉに開閉実行
モードの終了に対応する情報が格納されており、第１０対応関係エリア１２３ｊに高頻度
サポートモードの開始に対応する情報が格納されており、第１１対応関係エリア１２３ｋ
に高頻度サポートモードの終了に対応する情報が格納されており、第１２対応関係エリア
１２３ｌに前扉枠１４の開放開始に対応する情報が格納されており、第１３対応関係エリ
ア１２３ｍに前扉枠１４の開放終了に対応する情報が格納されている。したがって、ステ
ップＳ２１０１では確認対象カウンタに「１３」をセットする。
【０３８８】
　その後、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏのうち現状の確認対象カウンタの値
に対応するバッファに格納されている数値情報が、「０」から「１」に変更されたか否か
を確認することで、当該バッファへの主側ＣＰＵ６３からの入力信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに切り換えられたか否かを判定する（ステップＳ２１０２）。なお
、確認対象カウンタの値が「ｎ」である場合には第ｎバッファ１２２ａ～１２２ｏが数値
情報の確認対象となる。例えば、確認対象カウンタの値が「１０」であれば第１０バッフ
ァ１２２ｊが数値情報の確認対象となり、確認対象カウンタの値が「５」であれば第５バ
ッファ１２２ｅが数値情報の確認対象となる。
【０３８９】
　ステップＳ２１０２にて肯定判定をした場合には、ＲＴＣ１１５から年月日情報及び時
刻情報であるＲＴＣ情報を読み出す（ステップＳ２１０３）。そして、履歴用メモリ１１
７への書き込み処理を実行する（ステップＳ２１０４）。当該書き込み処理では、履歴用
メモリ１１７のポインタ用エリア１２６を参照することで現状の書き込み対象となってい
る履歴用エリア１２４のポインタ情報を特定し、その書き込み対象となっているポインタ
情報に対応する履歴用エリア１２４の履歴情報格納エリア１２５に、ステップＳ２１０３
にて読み出したＲＴＣ情報を書き込む。また、現状の確認対象カウンタの値に対応する対
応関係エリア１２３ａ～１２３ｏから対応関係情報を読み出し、その対応関係情報を上記
書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５に書き込む
。なお、確認対象カウンタの値が「ｎ」である場合には第ｎ対応関係エリア１２３ａ～１
２３ｏが対応関係情報の読み出し対象となる。例えば、確認対象カウンタの値が「１０」
であれば第１０対応関係エリア１２３ｊが対応関係情報の読み出し対象となり、確認対象
カウンタの値が「５」であれば第５対応関係エリア１２３ｅが対応関係情報の読み出し対
象となる。
【０３９０】
　その後、対象ポインタの値を１加算する（ステップＳ２１０５）。具体的には、履歴用
メモリ１１７のポインタ用エリア１２６に格納されている数値情報を読み出し、その数値
情報を１加算する。そして、その１加算後におけるポインタ情報が、履歴用エリア１２４
におけるポインタ情報の最大値を超えたか否かを判定する（ステップＳ２１０６）。
【０３９１】
　最大値を超えている場合（ステップＳ２１０６：ＹＥＳ）、各種演算処理を実行する（
ステップＳ２１０７）。各種演算処理では、上記第１の実施形態における外部出力用処理
（図２４）のステップＳ１００２～ステップＳ１００９、ステップＳ１０１１～ステップ
Ｓ１０１３及びステップＳ１０１５～ステップＳ１０１７と同一の処理を実行する。そし
て、その演算結果の各種パラメータ及び合計時間の情報を演算結果用メモリ１３１に書き
込む（ステップＳ２１０８）。この場合、演算結果用メモリ１３１に既に他の演算結果の
情報が記憶されている場合には、その既に記憶されている演算結果の情報を上書きしてし
まわないように演算結果の情報の書き込みを行う。また、ＲＴＣ１１５から現状の年月日
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情報及び時刻情報を読み出し、その読み出した年月日情報と時刻情報とを今回書き込みを
行った演算結果の情報に付随させる。これにより、今回書き込みを行った演算結果の情報
が、いつのタイミングに対応したものであるかを特定することが可能となる。
【０３９２】
　その後、状態情報の引き継ぎ処理を実行する（ステップＳ２１０９）。当該引き継ぎ処
理では、履歴用メモリ１１７に格納されている履歴情報に基づき、現状が開閉実行モード
中であるか否か、高頻度サポートモード中であるか否か、及び前扉枠１４が開放中である
か否かを判定する。そして、それらの状態情報を管理側ＲＡＭ１１４に書き込む。
【０３９３】
　その後、履歴用メモリ１１７のクリア処理を実行する（ステップＳ２１１０）。当該ク
リア処理では、履歴用メモリ１１７の履歴情報格納エリア１２５を全て「０」クリアする
とともに、ポインタ用エリア１２６を「０」クリアする。これにより、履歴用エリア１２
４が初期化された状態となる。また、当該クリア処理を実行した後に、ステップＳ２１０
９にて管理側ＲＡＭ１１４に書き込んだ状態情報を読み出す。そして、開閉実行モード中
であることを示す状態情報が記憶されている場合には開閉実行モード中であることを示す
履歴情報を書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情報格納エリア１２５
に書き込むとともに、書き込み対象となるポインタ情報を１加算する。また、高頻度サポ
ートモード中であることを示す状態情報が記憶されている場合には高頻度サポートモード
中であることを示す履歴情報を書き込み対象となっているポインタ情報に対応する履歴情
報格納エリア１２５に書き込むとともに、書き込み対象となるポインタ情報を１加算する
。また、前扉枠１４が開放中であることを示す状態情報が格納されている場合には前扉枠
１４が開放中であることを示す履歴情報を書き込み対象となっているポインタ情報に対応
する履歴情報格納エリア１２５に書き込むとともに、書き込み対象となるポインタ情報を
１加算する。
【０３９４】
　ステップＳ２１０２にて否定判定をした場合、ステップＳ２１０６にて否定判定をした
場合、又はステップＳ２１１０の処理を実行した場合、管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カ
ウンタの値を１減算する（ステップＳ２１１１）。そして、その１減算後における確認対
象カウンタの値が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２１１２）。確認対象カウ
ンタの値が１以上である場合には（ステップＳ２１１２：ＮＯ）、新たな確認対象カウン
タの値に対応する確認対象について、ステップＳ２１０２以降の処理を実行する。
【０３９５】
　以上詳述した本実施形態によれば、履歴用メモリ１１７に記憶されている履歴情報が当
該履歴用メモリ１１７に記憶可能な上限数を超える場合に各種パラメータが演算される。
これにより、履歴用メモリ１１７に記憶可能な上限数を超えて履歴情報が記憶対象となっ
てしまい各種パラメータの演算を正確に行えなくなってしまうという事態の発生を阻止す
ることが可能となる。
【０３９６】
　また、各種パラメータが演算された場合に履歴用メモリ１１７が初期化されて履歴情報
が全て消去される。これにより、既に各種パラメータの演算対象となった履歴情報が、再
度、各種パラメータの演算対象となってしまわないようにすることが可能となる。
【０３９７】
　また、履歴用メモリ１１７が初期化された場合であっても状態情報の引き継ぎ処理が実
行される。これにより、状態情報の管理を適切に行うことが可能となる。
【０３９８】
　＜第９の実施形態＞
　本実施形態では、履歴用メモリ１１７の構成及び管理側ＣＰＵ１１２にて実行される履
歴設定処理の処理構成が上記第１の実施形態と相違している。以下、上記第１の実施形態
と相違している構成について説明する。なお、上記第１の実施形態と同一の構成について
は基本的にその説明を省略する。
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【０３９９】
　図３９は本実施形態における履歴用メモリ１１７の構成を説明するための説明図である
。履歴用メモリ１１７には、合計用エリア１４１と、第１状態用エリア１４２と、第２状
態用エリア１４３と、第３状態用エリア１４４と、が設けられている。これら各エリア１
４１～１４４のそれぞれには、第１～第１５カウンタ１４１ａ～１４１ｏ，１４２ａ～１
４２ｏ，１４３ａ～１４３ｏ，１４４ａ～１４４ｏが設けられている。各エリア１４１～
１４４の第１カウンタ１４１ａ～１４４ａには第１バッファ１２２ａに入力される第１信
号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エ
リア１４１～１４４の第２カウンタ１４１ｂ～１４４ｂには第２バッファ１２２ｂに入力
される第２信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶
される。各エリア１４１～１４４の第３カウンタ１４１ｃ～１４４ｃには第３バッファ１
２２ｃに入力される第３信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数
の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第４カウンタ１４１ｄ～１４４ｄには第
４バッファ１２２ｄに入力される第４信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変
更された回数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第５カウンタ１４１ｅ～１
４４ｅには第５バッファ１２２ｅに入力される第５信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨ
Ｉレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第６カウンタ
１４１ｆ～１４４ｆには第６バッファ１２２ｆに入力される第６信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の
第７カウンタ１４１ｇ～１４４ｇには第７バッファ１２２ｇに入力される第７信号の出力
状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エリア１４
１～１４４の第８カウンタ１４１ｈ～１４４ｈには第８バッファ１２２ｈに入力される第
８信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。
各エリア１４１～１４４の第９カウンタ１４１ｉ～１４４ｉには第９バッファ１２２ｉに
入力される第９信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が
記憶される。各エリア１４１～１４４の第１０カウンタ１４１ｊ～１４４ｊには第１０バ
ッファ１２２ｊに入力される第１０信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更
された回数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第１１カウンタ１４１ｋ～１
４４ｋには第１１バッファ１２２ｋに入力される第１１信号の出力状態がＬＯＷレベルか
らＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第１２カ
ウンタ１４１ｌ～１４４ｌには第１２バッファ１２２ｌに入力される第１２信号の出力状
態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。各エリア１４１
～１４４の第１３カウンタ１４１ｍ～１４４ｍには第１３バッファ１２２ｍに入力される
第１３信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶され
る。各エリア１４１～１４４の第１４カウンタ１４１ｎ～１４４ｎには第１４バッファ１
２２ｎに入力される第１４信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回
数の情報が記憶される。各エリア１４１～１４４の第１５カウンタ１４１ｏ～１４４ｏに
は第１５バッファ１２２ｏに入力される第１５信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレ
ベルに変更された回数の情報が記憶される。
【０４００】
　但し、第１～第１５カウンタ１４１ａ～１４１ｏ，１４２ａ～１４２ｏ，１４３ａ～１
４３ｏ，１４４ａ～１４４ｏを用いた計測対象となるのは、アウト口２４ａ、一般入賞口
３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入球結果に
対応する信号が入力される第１～第７バッファ１２２ａ～１２２ｇである。したがって、
開閉実行モード中であるか否か、高頻度サポートモード中であるか否か、前扉枠１４が開
放中であるか否かといった状態情報に対応する信号が入力される第８～第１０バッファ１
２２ｈ～１２２ｊは、上記計測対象からは除外される。これら計測対象であるか否かの区
別は対応関係用メモリ１１６の対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏに記憶された対応関係
情報に基づいて行われる。
【０４０１】
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　図４０は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される本実施形態における履歴設定処理を示すフ
ローチャートである。
【０４０２】
　まず管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタに、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２
２ｏのうち管理側ＣＰＵ１１２において確認対象となるバッファの数をセットする（ステ
ップＳ２２０１）。具体的には、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５対応関係
エリア１２３ａ～１２３ｏのうちブランクであることを示す情報以外の情報が格納されて
いる対応関係エリアの数を特定し、その特定した数の情報を確認対象カウンタにセットす
る。本パチンコ機１０では既に説明したとおり第１～第１０対応関係エリア１２３ａ～１
２３ｊにブランクであることを示す情報以外の情報が格納されているため、ステップＳ２
２０１では確認対象カウンタに「１０」をセットする。
【０４０３】
　その後、現状の確認対象カウンタに対応するバッファ１２２ａ～１２２ｏが状態情報の
信号が入力されるバッファであるか否かを判定する（ステップＳ２２０２）。具体的には
、現状の確認対象カウンタの値に対応する対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏに、対応関
係情報として、開閉実行モードであることを示す情報、高頻度サポートモードであること
を示す情報、及び前扉枠１４であることを示す情報のいずれかが格納されているか否かを
判定する。
【０４０４】
　ステップＳ２２０２にて肯定判定をした場合、状態情報の設定処理を実行する（ステッ
プＳ２２０３）。当該設定処理では、開閉実行モード中か否かを示す第８信号の出力状態
がＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換わった場合には開閉実行モード中であることを示
す第１状態の情報を管理側ＲＡＭ１１４に記憶し、当該第８信号の出力状態がＨＩレベル
からＬＯＷレベルに切り換わった場合には第１状態の情報を管理側ＲＡＭ１１４から消去
する。また、高頻度サポートモード中か否かを示す第９信号の出力状態がＬＯＷレベルか
らＨＩレベルに切り換わった場合には高頻度サポートモード中であることを示す第２状態
の情報を管理側ＲＡＭ１１４に記憶し、当該第９信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷ
レベルに切り換わった場合には第２状態の情報を管理側ＲＡＭ１１４から消去する。また
、前扉枠１４が開放中か否かを示す第１０信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベル
に切り換わった場合には前扉枠１４が開放中であることを示す第３状態の情報を管理側Ｒ
ＡＭ１１４に記憶し、当該第１０信号の出力状態がＨＩレベルからＬＯＷレベルに切り換
わった場合には第３状態の情報を管理側ＲＡＭ１１４から消去する。
【０４０５】
　ステップＳ２２０２にて否定判定をした場合、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２
ｏのうち現状の確認対象カウンタの値に対応するバッファであって状態情報とは異なる情
報の信号が入力されるバッファに格納されている数値情報が、「０」から「１」に変更さ
れたか否かを確認することで、当該バッファへの主側ＣＰＵ６３からの入力信号の出力状
態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り換えられたか否かを判定する（ステップＳ２２０
４）。ステップＳ２２０４にて肯定判定をした場合、対応する合計用のカウンタの加算処
理を実行する（ステップＳ２２０５）。当該加算処理では、履歴用メモリ１１７の合計用
エリア１４１における合計用の第１～第１５カウンタ１４１ａ～１４１ｏのうち現状の確
認対象カウンタの値に対応するカウンタの値を１加算する。例えば、確認対象カウンタの
値が「５」であれば合計用の第５カウンタ１４１ｅが加算対象となり、確認対象カウンタ
の値が「１」であれば合計用の第１カウンタ１４１ａが加算対象となる。
【０４０６】
　その後、管理側ＲＡＭ１１４の状態情報を参照することで第１状態であるか否か、すな
わち開閉実行モード中であるか否かを判定する（ステップＳ２２０６）。第１状態である
場合には（ステップＳ２２０６：ＹＥＳ）、対応する第１状態用のカウンタの加算処理を
実行する（ステップＳ２２０７）。当該加算処理では、履歴用メモリ１１７の第１状態用
エリア１４２における第１状態用の第１～第１５カウンタ１４２ａ～１４２ｏのうち現状
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の確認対象カウンタの値に対応するカウンタの値を１加算する。例えば、確認対象カウン
タの値が「５」であれば第１状態用の第５カウンタ１４２ｅが加算対象となり、確認対象
カウンタの値が「１」であれば第１状態用の第１カウンタ１４２ａが加算対象となる。
【０４０７】
　その後、管理側ＲＡＭ１１４の状態情報を参照することで第２状態であるか否か、すな
わち高頻度サポートモード中であるか否かを判定する（ステップＳ２２０８）。第２状態
である場合には（ステップＳ２２０８：ＹＥＳ）、対応する第２状態用のカウンタの加算
処理を実行する（ステップＳ２２０９）。当該加算処理では、履歴用メモリ１１７の第２
状態用エリア１４３における第２状態用の第１～第１５カウンタ１４３ａ～１４３ｏのう
ち現状の確認対象カウンタの値に対応するカウンタの値を１加算する。例えば、確認対象
カウンタの値が「５」であれば第２状態用の第５カウンタ１４３ｅが加算対象となり、確
認対象カウンタの値が「１」であれば第２状態用の第１カウンタ１４３ａが加算対象とな
る。
【０４０８】
　その後、管理側ＲＡＭ１１４の状態情報を参照することで第３状態であるか否か、すな
わち前扉枠１４が開放中であるか否かを判定する（ステップＳ２２１０）。第３状態であ
る場合には（ステップＳ２２１０：ＹＥＳ）、対応する第３状態用のカウンタの加算処理
を実行する（ステップＳ２２１１）。当該加算処理では、履歴用メモリ１１７の第３状態
用エリア１４４における第３状態用の第１～第１５カウンタ１４４ａ～１４４ｏのうち現
状の確認対象カウンタの値に対応するカウンタの値を１加算する。例えば、確認対象カウ
ンタの値が「５」であれば第３状態用の第５カウンタ１４４ｅが加算対象となり、確認対
象カウンタの値が「１」であれば第３状態用の第１カウンタ１４４ａが加算対象となる。
【０４０９】
　ステップＳ２２０３の処理を実行した場合、ステップＳ２２０４にて否定判定をした場
合、ステップＳ２２１０にて否定判定をした場合、又はステップＳ２２１１の処理を実行
した場合、管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタの値を１減算する（ステップＳ２２１
２）。そして、その１減算後における確認対象カウンタの値が「０」であるか否かを判定
する（ステップＳ２２１３）。確認対象カウンタの値が１以上である場合には（ステップ
Ｓ２２１３：ＮＯ）、新たな確認対象カウンタの値に対応する確認対象について、ステッ
プＳ２２０２以降の処理を実行する。
【０４１０】
　上記のように履歴設定処理が実行されることにより、アウト口２４ａ、一般入賞口３１
、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への遊技球の入球履歴が、上記
第１の実施形態のような履歴情報として記憶されるのではなく、各入球検知センサ４２ａ
～４８ａにて遊技球が検知された回数情報として記憶される。これにより、各履歴情報を
個別に記憶していく構成に比べて、履歴用メモリ１１７において必要な記憶容量を抑える
ことが可能となる。
【０４１１】
　このように各入球検知センサ４２ａ～４８ａにて遊技球が検知された回数情報として記
憶される構成であることにより、本実施形態における外部出力用処理（図２４）ではステ
ップＳ１００２といったアウト口２４ａへの遊技球の入球個数を演算する処理、ステップ
Ｓ１００４といった特電入賞装置３２への遊技球の入球個数を演算する処理、ステップＳ
１００５といった第１作動口３３への遊技球の入球個数を演算する処理、及びステップＳ
１００６といった第２作動口３４への遊技球の入球個数を演算する処理が不要となる。こ
れにより、各種パラメータを演算するための処理負荷を軽減することが可能となる。
【０４１２】
　なお、ステップＳ１００３といった一般入賞口３１への遊技球の入球個数を演算する処
理では、第１～第３カウンタ１４１ａ～１４１ｃ，１４２ａ～１４２ｃ，１４３ａ～１４
３ｃ，１４４ａ～１４４ｃがいずれも一般入賞口３１に対応しているため、第１～第３カ
ウンタ１４１ａ～１４１ｃ，１４２ａ～１４２ｃ，１４３ａ～１４３ｃ，１４４ａ～１４
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４ｃの値を合計する処理を実行する必要がある。また、開閉実行モード中であって前扉枠
１４が開放中である状況において発生した入球個数を他の状況において発生した入球個数
と区別することができない。したがって、本実施形態における外部出力用処理（図２４）
ではステップＳ１０１２の処理は実行されない。同様に、高頻度サポートモード中であっ
て前扉枠１４が開放中である状況において発生した入球個数を他の状況において発生した
入球個数と区別することができない。したがって、本実施形態における外部出力用処理（
図２４）ではステップＳ１０１６の処理は実行されない。
【０４１３】
　＜第１０の実施形態＞
　本実施形態では、履歴情報が格納される記憶手段が上記第１の実施形態と相違している
。以下、上記第１の実施形態と相違している構成について説明する。なお、上記第１の実
施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０４１４】
　図４１は本実施形態におけるＭＰＵ６２の電気的構成を説明するためのブロック図であ
る。ＭＰＵ６２には上記第１の実施形態と同様に主側ＣＰＵ６３、主側ＲＯＭ６４、主側
ＲＡＭ６５、管理用ＩＣ６６、Ｉ／Ｆ１０１及び読み取り用端子１０２が設けられている
。また、管理用ＩＣ６６には上記第１の実施形態と同様に管理側Ｉ／Ｆ１１１、管理側Ｃ
ＰＵ１１２、管理側ＲＯＭ１１３及び管理側ＲＡＭ１１４が設けられている。
【０４１５】
　一方、本実施形態では管理用ＩＣ６６には上記第１の実施形態と異なり、ＲＴＣ１１５
、対応関係用メモリ１１６及び履歴用メモリ１１７が設けられていない。その代わりに、
管理用ＩＣ６６には上記第３の実施形態と同様に演算結果用メモリ１３１が設けられてい
る。管理用ＩＣ６６にＲＴＣ１１５、対応関係用メモリ１１６及び履歴用メモリ１１７が
設けられていないため、本実施形態では履歴情報が管理用ＩＣ６６にて記憶されない。本
実施形態ではアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び
第２作動口３４への入球履歴は主側ＲＡＭ６５にて記憶される。つまり、主側ＣＰＵ６３
においてプログラムを実行する場合に必要な情報が一時的に記憶されることとなる主側Ｒ
ＡＭ６５が、入球履歴を記憶するためのメモリとして兼用される。そして、管理用ＩＣ６
６は管理側Ｉ／Ｆ１１１を通じて主側ＲＡＭ６５にアクセス可能となっており、各種パラ
メータの演算契機が発生した場合には主側ＲＡＭ６５にアクセスして入球履歴を読み出し
、その読み出した入球履歴を利用して各種パラメータを演算する。その演算された各種パ
ラメータは演算結果用メモリ１３１に格納される。読み取り用端子１０２に読み取り装置
が電気的に接続された場合、演算結果用メモリ１３１から各種パラメータが読み取り装置
に提供される一方、主側ＲＡＭ６５に記憶されている入球履歴は読み取り装置に提供され
ない。
【０４１６】
　図４２は主側ＣＰＵ６３にて実行される本実施形態における入球検知処理を示すフロー
チャートである。なお、入球検知処理はタイマ割込み処理（図８）のステップＳ２０９に
て実行される。
【０４１７】
　第０ビットＤ０に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、第１入賞口検知センサ４２ａにて１個
の遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３０１：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡ
Ｍ６５に設けられた一般入賞カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０２）。一般入
賞カウンタは、一般入賞口３１への入球個数を入球履歴として記憶するためのカウンタで
ある。一般入賞カウンタの値は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続さ
れ、当該読み取り装置にて演算結果用メモリ１３１からの各種パラメータの読み取りが行
われた場合に「０」クリアされる。ちなみに、主側ＲＡＭ６５にはＭＰＵ６２への動作電
力の供給が停止されている状況であってもバックアップ電力が供給されるため、パチンコ
機１０が電源遮断状態となったとしても一般入賞カウンタの値は記憶保持される。その後
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、主側ＲＡＭ６５の１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０３）。
【０４１８】
　第１ビットＤ１に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、第２入賞口検知センサ４３ａにて１個
の遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３０４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡ
Ｍ６５の一般入賞カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０５）。その後、主側ＲＡ
Ｍ６５の１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０６）。
【０４１９】
　第２ビットＤ２に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、第３入賞口検知センサ４４ａにて１個
の遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３０７：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡ
Ｍ６５の一般入賞カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０８）。その後、主側ＲＡ
Ｍ６５の１０個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３０９）。
【０４２０】
　第３ビットＤ３に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、特電検知センサ４５ａにて１個の遊技
球が検知されたと判定する（ステップＳ３２１０：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６５
の特電入賞フラグに「１」をセットする（ステップＳ２３１１）。また、主側ＲＡＭ６５
に設けられた特電入賞カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３１２）。特電入賞カウ
ンタは、特電入賞装置３２への入球個数を入球履歴として記憶するためのカウンタである
。特電入賞カウンタの値は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続され、
当該読み取り装置にて演算結果用メモリ１３１からの各種パラメータの読み取りが行われ
た場合に「０」クリアされる。ちなみに、主側ＲＡＭ６５にはＭＰＵ６２への動作電力の
供給が停止されている状況であってもバックアップ電力が供給されるため、パチンコ機１
０が電源遮断状態となったとしても特電入賞カウンタの値は記憶保持される。その後、主
側ＲＡＭ６５の１５個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３１３）。
【０４２１】
　第４ビットＤ４に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、第１作動口検知センサ４６ａにて１個
の遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３１４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡ
Ｍ６５の第１作動入賞フラグに「１」をセットする（ステップＳ２３１５）。また、主側
ＲＡＭ６５に設けられた第１作動カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３１６）。第
１作動カウンタは、第１作動口３３への入球個数を入球履歴として記憶するためのカウン
タである。第１作動カウンタの値は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接
続され、当該読み取り装置にて演算結果用メモリ１３１からの各種パラメータの読み取り
が行われた場合に「０」クリアされる。ちなみに、主側ＲＡＭ６５にはＭＰＵ６２への動
作電力の供給が停止されている状況であってもバックアップ電力が供給されるため、パチ
ンコ機１０が電源遮断状態となったとしても第１作動カウンタの値は記憶保持される。そ
の後、主側ＲＡＭ６５の１個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３１７）。
【０４２２】
　第５ビットＤ５に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、第２作動口検知センサ４７ａにて１個
の遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３１８：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡ
Ｍ６５の第２作動入賞フラグに「１」をセットする（ステップＳ２３１９）。また、主側
ＲＡＭ６５に設けられた第２作動カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３２０）。第
２作動カウンタは、第２作動口３４への入球個数を入球履歴として記憶するためのカウン
タである。第２作動カウンタの値は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接
続され、当該読み取り装置にて演算結果用メモリ１３１からの各種パラメータの読み取り
が行われた場合に「０」クリアされる。ちなみに、主側ＲＡＭ６５にはＭＰＵ６２への動
作電力の供給が停止されている状況であってもバックアップ電力が供給されるため、パチ
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ンコ機１０が電源遮断状態となったとしても第２作動カウンタの値は記憶保持される。そ
の後、主側ＲＡＭ６５の１個賞球用カウンタの値を１加算する（ステップＳ２３２１）。
【０４２３】
　第６ビットＤ６に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、アウト口検知センサ４８ａにて１個の
遊技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３２２：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ
６５に設けられたアウトカウンタの値を１加算する（ステップＳ２３２３）。アウトカウ
ンタは、アウト口２４ａへの入球個数を入球履歴として記憶するためのカウンタである。
アウトカウンタの値は、読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続され、当該
読み取り装置にて演算結果用メモリ１３１からの各種パラメータの読み取りが行われた場
合に「０」クリアされる。ちなみに、主側ＲＡＭ６５にはＭＰＵ６２への動作電力の供給
が停止されている状況であってもバックアップ電力が供給されるため、パチンコ機１０が
電源遮断状態となったとしてもアウトカウンタの値は記憶保持される。
【０４２４】
　第７ビットＤ７に対して「０」の情報が格納されている状況から「１」の情報が格納さ
れている状況に切り換わったことを確認した場合、ゲート検知センサ４９ａにて１個の遊
技球が検知されたと判定する（ステップＳ２３２４：ＹＥＳ）。この場合、主側ＲＡＭ６
５のゲート入賞フラグに「１」をセットする（ステップＳ２３２５）。
【０４２５】
　上記のように入球検知処理が実行されることにより、アウト口２４ａ、一般入賞口３１
、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への入球履歴は各入球部への入
球個数として主側ＲＡＭ６５に記憶される。これにより、アウト口２４ａ、一般入賞口３
１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のいずれかへの入球が発生す
る度に、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２に信号出力を行う必要がない。よって、
主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２に信号を出力するための構成を簡素化させること
が可能となる。
【０４２６】
　本実施形態では演算契機が発生した場合、管理側ＣＰＵ１１２は、主側ＲＡＭ６５の一
般入賞カウンタから一般入賞口３１への入球個数を読み出し、主側ＲＡＭ６５の特電入賞
カウンタから特電入賞装置３２への入球個数を読み出し、主側ＲＡＭ６５の第１作動カウ
ンタから第１作動口３３への入球個数を読み出し、主側ＲＡＭ６５の第２作動カウンタか
ら第２作動口３４への入球個数を読み出し、主側ＲＡＭ６５のアウトカウンタからアウト
口２４ａへの入球個数を読み出す。そして、それら読み出した各入球個数を利用して上記
第１の実施形態にて説明した第１パラメータ～第８パラメータを演算する。但し、前扉枠
１４が開放中である場合における各入球個数と前扉枠１４が閉鎖状態である場合における
各入球個数とを区別した状態での各入球個数の計測は行われないため、前扉枠１４が開放
中である場合に発生した入球個数も含んだ状態で第１パラメータ～第８パラメータを演算
する。また、開閉実行モード中における各入球個数及び高頻度サポートモード中における
各入球個数も個別に計測されないため、上記第１の実施形態にて説明した第１パラメータ
～第１８パラメータ及び第２１パラメータ～第２６パラメータは演算されない。演算され
た第１パラメータ～第８パラメータは演算結果用メモリ１３１に書き込まれる。そして、
読み取り用端子１０２に読み取り装置が電気的に接続された場合に演算結果用メモリ１３
１にその時点で書き込まれている全てのパラメータが読み取り装置に提供される。この際
に演算結果用メモリ１３１は「０」クリアされる。
【０４２７】
　なお、管理用ＩＣ６６が主側ＲＡＭ６５に独自にアクセスするのではなく、主側ＲＡＭ
６５に入球履歴として記憶されている各入球個数の情報が主側ＣＰＵ６３による転送制御
により管理用ＩＣ６６に送信される構成としてもよい。この場合、主側ＲＡＭ６５に主側
ＣＰＵ６３と管理側ＣＰＵ１１２とが同時にアクセスする事象を確実に阻止することが可
能となる。
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【０４２８】
　＜第１１の実施形態＞
　本実施形態では主制御基板６１の構成、主側ＣＰＵ６３から管理側ＣＰＵ１１２に出力
される信号の種類、及び各入球部への入球履歴の記憶の仕方が上記第１の実施形態と相違
している。以下、上記第１の実施形態と相違している構成について説明する。なお、上記
第１の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０４２９】
　図４３は本実施形態における主制御基板６１の電気的構成を説明するためのブロック図
である。主制御基板６１には上記第１の実施形態と同様にＭＰＵ６２が搭載されている。
ＭＰＵ６２には上記第１の実施形態と同様に主側ＣＰＵ６３、主側ＲＯＭ６４、主側ＲＡ
Ｍ６５、管理用ＩＣ６６、Ｉ／Ｆ１０１及び読み取り用端子１０２が設けられている。ま
た、管理用ＩＣ６６には上記第１の実施形態と同様に管理側Ｉ／Ｆ１１１、管理側ＣＰＵ
１１２、管理側ＲＯＭ１１３、管理側ＲＡＭ１１４、対応関係用メモリ１１６及び履歴用
メモリ１１７が設けられている。
【０４３０】
　一方、本実施形態では管理用ＩＣ６６には上記第１の実施形態と異なり、ＲＴＣ１１５
が設けられていない。また。主制御基板６１にはＭＰＵ６２以外にも報知用発光部１５１
が設けられている。報知用発光部１５１は主側ＣＰＵ６３により直接的に発光制御される
。主側ＣＰＵ６３は管理用ＩＣ６６の履歴用メモリ１１７にアクセス可能となっており、
履歴用メモリ１１７から読み出した各入球部への入球履歴の情報を利用して各種パラメー
タを演算する。そして、その演算した各種パラメータの内容に応じて報知用発光部１５１
の発光状態を制御する。報知用発光部１５１は主制御装置６０の基板ボックス６０ａの収
容空間に収容されているが、基板ボックス６０ａが透明に形成されているとともに、報知
用発光部１５１の発光状態を基板ボックス６０ａの外部から目視確認をすることが可能と
なるように報知用発光部１５１が設けられている。これにより、遊技機本体１２を外枠１
１に対して開放させて主制御装置６０を目視確認することが可能な状態とすることで、基
板ボックス６０ａの開放作業を要することなく報知用発光部１５１の発光状態を目視確認
することが可能となる。
【０４３１】
　図４４は本実施形態における管理側Ｉ／Ｆ１１１の入力ポート１２１の構成を説明する
ための説明図である。
【０４３２】
　第１～第７バッファ１２２ａ～１２２ｇ及び第１６バッファ１２２ｐには上記第１の実
施形態と同一の種類の信号が入力される。詳細には第１バッファ１２２ａには第１入賞口
検知センサ４２ａの検知結果に対応する第１信号が入力され、第２バッファ１２２ｂには
第２入賞口検知センサ４３ａの検知結果に対応する第２信号が入力され、第３バッファ１
２２ｃには第３入賞口検知センサ４４ａの検知結果に対応する第３信号が入力され、第４
バッファ１２２ｄには特電検知センサ４５ａの検知結果に対応する第４信号が入力され、
第５バッファ１２２ｅには第１作動口検知センサ４６ａの検知結果に対応する第５信号が
入力され、第６バッファ１２２ｆには第２作動口検知センサ４７ａの検知結果に対応する
第６信号が入力され、第７バッファ１２２ｇにはアウト口検知センサ４８ａの検知結果に
対応する第７信号が入力され、第１６バッファ１２２ｐには出力指示信号が入力される。
【０４３３】
　一方、上記第１の実施形態では開閉実行モードに対応する信号が第８信号として第８バ
ッファ１２２ｈに入力され、高頻度サポートモードに対応する信号が第９信号として第９
バッファ１２２ｉに入力され、前扉枠１４に対応する信号が第１０信号として第１０バッ
ファ１２２ｊに入力される構成としたが、本実施形態ではこれら開閉実行モードに対応す
る信号、高頻度サポートモードに対応する信号、及び前扉枠１４に対応する信号は入力ポ
ート１２１に入力されない。つまり、第８～第１５バッファ１２２ｈ～１２２ｏには入球
履歴に関する信号は入力されない。
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【０４３４】
　第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏにどのような種類の信号が入力されるのかは
管理用ＩＣ６６の設計段階において決定されておらず、これら信号の種類は主側ＣＰＵ６
３からの指示を受けることで管理側ＣＰＵ１１２にて特定される。この信号の種類を特定
するための処理は、上記第１の実施形態と同様に、主側ＣＰＵ６３及び管理側ＣＰＵ１１
２に動作電力の供給が開始された場合に実行される。一方、第１６バッファ１２２ｐに出
力指示信号が入力されることは管理用ＩＣ６６の設計段階において決定されており、主側
ＣＰＵ６３からの指示を受けることなく、管理側ＣＰＵ１１２は当該第１６バッファ１２
２ｐに出力指示信号が入力されることを特定可能となっている。
【０４３５】
　図４５は本実施形態における履歴用メモリ１１７の構成を説明するための説明図である
。履歴用メモリ１１７には、第１～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏが設け
られている。第１バッファ用カウンタ１５２ａには第１バッファ１２２ａに入力される第
１信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。
第２バッファ用カウンタ１５２ｂには第２バッファ１２２ｂに入力される第２信号の出力
状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第３バッファ
用カウンタ１５２ｃには第３バッファ１２２ｃに入力される第３信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第４バッファ用カウンタ１
５２ｄには第４バッファ１２２ｄに入力される第４信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨ
Ｉレベルに変更された回数の情報が記憶される。第５バッファ用カウンタ１５２ｅには第
５バッファ１２２ｅに入力される第５信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変
更された回数の情報が記憶される。第６バッファ用カウンタ１５２ｆには第６バッファ１
２２ｆに入力される第６信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数
の情報が記憶される。第７バッファ用カウンタ１５２ｇには第７バッファ１２２ｇに入力
される第７信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶
される。第８バッファ用カウンタ１５２ｈには第８バッファ１２２ｈに入力される第８信
号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第９
バッファ用カウンタ１５２ｉには第９バッファ１２２ｉに入力される第９信号の出力状態
がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第１０バッファ用
カウンタ１５２ｊには第１０バッファ１２２ｊに入力される第１０信号の出力状態がＬＯ
ＷレベルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第１１バッファ用カウン
タ１５２ｋには第１１バッファ１２２ｋに入力される第１１信号の出力状態がＬＯＷレベ
ルからＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第１２バッファ用カウンタ１５
２ｌには第１２バッファ１２２ｌに入力される第１２信号の出力状態がＬＯＷレベルから
ＨＩレベルに変更された回数の情報が記憶される。第１３バッファ用カウンタ１５２ｍに
は第１３バッファ１２２ｍに入力される第１３信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレ
ベルに変更された回数の情報が記憶される。第１４バッファ用カウンタ１５２ｎには第１
４バッファ１２２ｎに入力される第１４信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに
変更された回数の情報が記憶される。第１５バッファ用カウンタ１５２ｏには第１５バッ
ファ１２２ｏに入力される第１５信号の出力状態がＬＯＷレベルからＨＩレベルに変更さ
れた回数の情報が記憶される。
【０４３６】
　但し、第１～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏを用いた計測対象となるの
は、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動
口３４のいずれかへの入球結果に対応する信号が入力される第１～第７バッファ１２２ａ
～１２２ｇである。したがって、第８～第１５バッファ１２２ｈ～１２２ｏは、上記計測
対象からは除外される。これら計測対象であるか否かの区別は対応関係用メモリ１１６の
対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏに記憶された対応関係情報に基づいて行われる。
【０４３７】
　図４６は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される履歴設定処理を示すフローチャートである
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。なお、履歴設定処理は、管理処理（図１８）のステップＳ６０７にて実行される。
【０４３８】
　まず管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタに、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２
２ｏのうち管理側ＣＰＵ１１２において確認対象となるバッファの数をセットする（ステ
ップＳ２４０１）。具体的には、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５対応関係
エリア１２３ａ～１２３ｏのうちブランクであることを示す情報以外の情報が格納されて
いる対応関係エリアの数を特定し、その特定した数の情報を確認対象カウンタにセットす
る。本パチンコ機１０では既に説明したとおり第１～第７応関係エリア１２３ａ～１２３
ｊにブランクであることを示す情報以外の情報が格納されているため、ステップＳ２４０
１では確認対象カウンタに「７」をセットする。
【０４３９】
　その後、第１～第１５バッファ１２２ａ～１２２ｏのうち現状の確認対象カウンタの値
に対応するバッファに格納されている数値情報が、「０」から「１」に変更されたか否か
を確認することで、当該バッファへの主側ＣＰＵ６３からの入力信号の出力状態がＬＯＷ
レベルからＨＩレベルに切り換えられたか否かを判定する（ステップＳ２４０２）。なお
、確認対象カウンタの値が「ｎ」である場合には第ｎバッファ１２２ａ～１２２ｏが数値
情報の確認対象となる。例えば、確認対象カウンタの値が「５」であれば第５バッファ１
２２ｅが数値情報の確認対象となり、確認対象カウンタの値が「１」であれば第１バッフ
ァ１２２ａが数値情報の確認対象となる。
【０４４０】
　ステップＳ２４０２にて肯定判定をした場合、対応するバッファ用カウンタ１５２ａ～
１５２ｏの加算処理を実行する（ステップＳ２４０３）。当該加算処理では、履歴用メモ
リ１１７の第１～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏのカウンタのうち現状の
確認対象カウンタの値に対応するカウンタの値を１加算する。例えば、確認対象カウンタ
の値が「５」であれば第５バッファ用カウンタ１５２ｅが加算対象となり、確認対象カウ
ンタの値が「１」であれば第１バッファ用カウンタ１５２ａが加算対象となる。
【０４４１】
　ステップＳ２４０２にて否定判定をした場合、又はステップＳ２４０３の処理を実行し
た場合、管理側ＲＡＭ１１４の確認対象カウンタの値を１減算する（ステップＳ２４０４
）。そして、その１減算後における確認対象カウンタの値が「０」であるか否かを判定す
る（ステップＳ２４０５）。確認対象カウンタの値が１以上である場合には（ステップＳ
２４０５：ＮＯ）、新たな確認対象カウンタの値に対応する確認対象について、ステップ
Ｓ２４０２以降の処理を実行する。
【０４４２】
　上記のように履歴設定処理が実行されることにより、アウト口２４ａ、一般入賞口３１
、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への遊技球の入球履歴が、上記
第１の実施形態のような履歴情報として記憶されるのではなく、各入球検知センサ４２ａ
～４８ａにて遊技球が検知された回数情報として記憶される。これにより、各履歴情報を
個別に記憶していく構成に比べて、履歴用メモリ１１７において必要な記憶容量を抑える
ことが可能となる。
【０４４３】
　図４７は管理側ＣＰＵ１１２にて実行される本実施形態における外部出力用処理を示す
フローチャートである。なお、外部出力用処理は、管理処理（図１８）のステップＳ６０
８にて実行される。
【０４４４】
　主側ＣＰＵ６３から受信している出力指示信号の出力状態がＨＩレベルとなった場合（
ステップＳ２５０１：ＹＥＳ）、管理側ＲＡＭ１１４に設けられた出力対象カウンタに、
第１～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏのうち管理側ＣＰＵ１１２において
回数情報の出力対象となるカウンタの数をセットする（ステップＳ２５０２）。具体的に
は、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏの
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うちブランクであることを示す情報以外の情報が格納されている対応関係エリアの数を特
定し、その特定した数の情報を確認対象カウンタにセットする。本実施形態では既に説明
したとおり第１～第７対応関係エリア１２３ａ～１２３ｇにブランクであることを示す情
報以外の情報が格納されているため、ステップＳ２５０２では出力対象カウンタに「７」
をセットする。
【０４４５】
　その後、対応関係用メモリ１１６における第１～第１５対応関係エリア１２３ａ～１２
３ｏのうち現状の出力対象カウンタの値に対応するエリアに格納されている対応関係情報
を読み出すとともに（ステップＳ２５０３）、履歴用メモリ１１７における第１～第１５
バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏのうち現状の出力対象カウンタの値に対応するカ
ウンタに格納されている回数情報を読み出す（ステップＳ２５０４）。この場合、出力対
象カウンタの値が「ｎ」である場合には、第ｎ対応関係エリア１２３ａ～１２３ｏが対応
関係情報の読み出し対象となるとともに、第ｎバッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏが
回数情報の読み出し対象となる。例えば、出力対象カウンタの値が「５」であれば第５対
応関係エリア１２３ｅが対応関係情報の読み出し対象となるとともに第５バッファ用カウ
ンタ１５２ｅが回数情報の読み出し対象となり、出力対象カウンタの値が「１」であれば
第１対応関係エリア１２３ａが対応関係情報の読み出し対象となるとともに第１バッファ
用カウンタ１５２ａが回数情報の読み出し対象となる。
【０４４６】
　その後、情報出力処理を実行する（ステップＳ２５０５）。情報出力処理では、ステッ
プＳ２５０３にて読み出した対応関係情報とステップＳ２５０４にて読み出した回数情報
との組合せを読み取り用端子１０２に出力する。これにより、読み取り用端子１０２に電
気的に接続された読み取り装置において、今回の出力対象となっている対応関係情報につ
いての回数情報が読み取られる。
【０４４７】
　その後、管理側ＲＡＭ１１４の出力対象カウンタの値を１減算する（ステップＳ２５０
６）。そして、その１減算後における出力対象カウンタの値が「０」であるか否かを判定
する（ステップＳ２５０７）。出力対象カウンタの値が１以上である場合には（ステップ
Ｓ２５０７：ＮＯ）、新たな出力対象カウンタの値に対応する出力対象について、ステッ
プＳ２５０３以降の処理を実行する。なお、ステップＳ２５０７にて肯定判定をした場合
に第１～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏの値が「０」クリアされる。
【０４４８】
　図４８は主側ＣＰＵ６３にて実行されるパラメータ管理処理を示すフローチャートであ
る。なお、パラメータ管理処理はタイマ割込み処理（図８）においてステップＳ２１９の
管理用出力処理が実行された後に実行される。
【０４４９】
　まず各種パラメータの演算契機が発生しているか否かを判定する（ステップＳ２６０１
）。当該演算契機は、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が開始されてから最初にパラメ
ータ管理処理が実行される場合、及び第５の実施形態と同様にアウト口２４ａ、一般入賞
口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への遊技球の合計入球個
数が契機基準個数である５００個以上となる度に発生する。動作電力の供給が開始されて
から最初にパラメータ管理処理が実行された場合が演算契機として設定されていることに
より、パチンコ機１０の電源を一旦ＯＦＦした後に再度ＯＮすることで、各種パラメータ
の演算契機を簡単に発生させることが可能となる。そして、ステップＳ２６０１にて肯定
判定をした場合には後述するように各種パラメータの演算結果に対応した報知が実行され
るため、上記電源のＯＦＦ・ＯＮ操作を行うだけでそれまでの遊技領域ＰＡにおける遊技
球の入球態様を把握することが可能となる。また、遊技球の合計入球個数が契機基準個数
である５００個以上となる度に演算契機が発生する構成とすることで、遊技領域ＰＡにお
ける遊技球の入球態様を細かく管理することが可能となる。
【０４５０】
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　演算契機が発生した場合（ステップＳ２６０１：ＹＥＳ）、履歴用メモリ１１７の第１
～第１５バッファ用カウンタ１５２ａ～１５２ｏのうち入球履歴の格納対象となっている
カウンタから入球履歴を読み出す。具体的には、第１～第７バッファ用カウンタ１５２ａ
～１５２ｇの数値情報を読み出す。この場合、主側ＣＰＵ６３は主側ＲＯＭ６４に記憶さ
れているプログラム及びデータにより入球履歴の読み出し対象となるバッファ用カウンタ
１５２ａ～１５２ｏを認識可能となっている。
【０４５１】
　その後、各種演算処理を実行する（ステップＳ２６０３）。当該各種演算処理では、ス
テップＳ２６０２にて読み出した入球履歴、及びそれら入球履歴に対応する賞球個数の情
報を利用して各種パラメータを演算する。主側ＣＰＵ６３は、主側ＲＯＭ６４に記憶され
ているプログラム及びデータにより、ステップＳ２６０２にて読み出した各入球履歴がア
ウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４
のうちいずれに対応するしているのかを特定することが可能であるとともに、ステップＳ
２６０２にて読み出した各入球履歴に対応する賞球個数の情報を特定することが可能であ
る。
【０４５２】
　ステップＳ２６０３にて演算される各種パラメータについて具体的には、
・第７パラメータ：（Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「
第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）／遊技球の合計払出個数（Ｋ２×「一般入
賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球
個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ５×「第２作動口３４
への入賞に対する賞球個数」）の割合
・第８パラメータ：Ｋ３×「特電入賞装置３２への入賞に対する賞球個数」／遊技球の合
計払出個数（Ｋ２×「一般入賞口３１への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ３×「特電入賞装
置３２への入賞に対する賞球個数」＋Ｋ４×「第１作動口３３への入賞に対する賞球個数
」＋Ｋ５×「第２作動口３４への入賞に対する賞球個数」）の割合
が演算される。
【０４５３】
　その後、演算した各種パラメータが第１範囲であるか否かを判定する（ステップＳ２６
０４）。第７パラメータの値が０．７以下であって、第８パラメータの値が０．６以下で
ある場合、演算した各種パラメータが第１範囲であるとしてステップＳ２６０４にて肯定
判定をする。ステップＳ２６０４にて肯定判定をした場合、第１報知状態の設定処理を実
行する（ステップＳ２６０５）。当該設定処理では、第１報知状態となるように報知用発
光部１５１を発光制御する。この場合、報知用発光部１５１は青色の発光状態となる。
【０４５４】
　ステップＳ２６０４にて否定判定をした場合、演算した各種パラメータが第２範囲であ
るか否かを判定する（ステップＳ２６０６）。第７パラメータの値が０．７を超えている
こと、及び第８パラメータの値が０．６を超えていることのいずれか一方のみの条件が成
立している場合、演算した各種パラメータが第２範囲であるとしてステップＳ２６０６に
て肯定判定をする。ステップＳ２６０６にて肯定判定をした場合、第２報知状態の設定処
理を実行する（ステップＳ２６０７）。当該設定処理では、第２報知状態となるように報
知用発光部１５１を発光制御する。この場合、報知用発光部１５１は黄色の発光状態とな
る。
【０４５５】
　ステップＳ２６０６にて否定判定をした場合、第７パラメータの値が０．７を超えてい
るとともに第８パラメータの値が０．６を超えていることを意味する。この場合、第３報
知状態の設定処理を実行する（ステップＳ２６０８）。当該設定処理では、第３報知状態
となるように報知用発光部１５１を発光制御する。この場合、報知用発光部１５１は赤色
の発光状態となる。
【０４５６】
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　ステップＳ２６０５、ステップＳ２６０７又はステップＳ２６０８にて設定された発光
状態は、報知用発光部１５１に対する新たな報知状態の設定が行われるまで、又は報知用
発光部１５１への動作電力の供給が停止されるまで継続する。また、報知用発光部１５１
の報知状態は主側ＲＡＭ６５に記憶保持されるとともに主側ＲＡＭ６５にはバックアップ
電力が供給されるため、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止されて報知用発光部１
５１が一旦消灯状態となったとしても、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が再開された
場合には主側ＲＡＭ６５に記憶されている報知状態の情報の種類に対応する発光状態とな
るように報知用発光部１５１の発光制御が実行される。
【０４５７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０４５８】
　アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口
３４への遊技球の入球履歴が、上記第１の実施形態のような履歴情報として記憶されるの
ではなく、各入球検知センサ４２ａ～４８ａにて遊技球が検知された回数情報として記憶
される。これにより、各履歴情報を個別に記憶していく構成に比べて、履歴用メモリ１１
７において必要な記憶容量を抑えることが可能となる。
【０４５９】
　管理側ＣＰＵ１１２にて演算された各種パラメータに対応する内容を報知するための報
知用発光部１５１が設けられている。これにより、各種パラメータに対応する内容がパチ
ンコ機１０自身にて報知されるため、遊技ホールの管理者などは履歴用メモリ１１７に格
納された情報を読み出さなくても、遊技領域ＰＡにおける遊技球の入球態様を把握するこ
とが可能となる。
【０４６０】
　基板ボックス６０ａに収容された主制御基板６１に、ＭＰＵ６２とともに報知用発光部
１５１が設けられている。これにより、ＭＰＵ６２と報知用発光部１５１との間の通信経
路に対する不正なアクセスを行いづらくさせることが可能となる。
【０４６１】
　各種パラメータの演算及び報知用発光部１５１の発光制御は管理側ＣＰＵ１１２ではな
く主側ＣＰＵ６３にて実行される。これにより、報知用発光部１５１における報知内容の
信頼性を高めることが可能となる。
【０４６２】
　各種パラメータの演算結果が第１範囲に対応している場合に第１報知状態となり、各種
パラメータの演算結果が第２範囲に対応している場合に第２報知状態となり、各種パラメ
ータの演算結果が第１範囲及び第２範囲のいずれにも対応していない場合に第３報知状態
となる。つまり、各種パラメータがそのまま報知されるのではなく、各種パラメータが含
まれる範囲に対応する内容が報知される。これにより、報知用発光部１５１における報知
パターンが多くなり過ぎないようにすることが可能となり、報知用発光部１５１を制御す
るための負荷を軽減することが可能となる。
【０４６３】
　なお、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止されている場合であっても報知用発光
部１５１への電力供給が継続されることで主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止され
る直前における発光状態が維持される構成としてもよい。この場合、主側ＣＰＵ６３への
動作電力の供給が停止された場合であっても報知用発光部１５１を確認することで、遊技
領域ＰＡにおける遊技球の入球態様を把握することが可能となる。
【０４６４】
　また、当該構成に代えて、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止された場合には報
知用発光部１５１が消灯状態となるが主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が開始された場
合には、動作電力の供給が停止される前に演算された各種パラメータの結果に対応する発
光状態となるように報知用発光部１５１が発光制御される構成としてもよい。この場合、
例えば遊技ホールにおいて営業開始前に報知用発光部１５１を確認することで、直前の営
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業日における遊技球の入球態様を把握することが可能となる。
【０４６５】
　各種パラメータの演算結果を報知するための報知手段が報知用発光部１５１である構成
に限定されることはなく、図柄表示装置４１などといった表示面を有する表示装置であっ
てもよく、スピーカ部５４であってもよい。また、各種パラメータの演算結果に対応する
信号が外部端子板９７を通じて遊技ホールのホールコンピュータＨＣに外部出力される構
成としてもよい。
【０４６６】
　特図ユニット３７の特図表示部３７ａ又は普図ユニット３８の普図表示部３８ａが報知
用発光部１５１としての機能を兼用する構成としてもよい。例えば、ＭＰＵ６２への動作
電力の供給が開始された場合に各種パラメータが演算され、その演算結果が上記実施形態
のような第１範囲、第２範囲及びそれら以外のいずれに含まれるのかに応じて、動作電力
の供給開始の直後において特図表示部３７ａ又は普図表示部３８ａにて演算結果に対応す
る報知が実行される構成としてもよい。この場合、当該報知は、特図表示部３７ａにおけ
る絵柄の変動表示の開始条件、又は普図表示部３８ａにおける絵柄の変動表示の開始条件
が成立した場合に終了する構成としてもよく、これら絵柄の変動表示の開始条件が成立し
た場合に一旦中断され、絵柄の変動表示が終了した場合には再開される構成としてもよい
。本構成によれば、遊技領域ＰＡの遊技球の入球態様を報知するための報知手段として特
図表示部３７ａ又は普図表示部３８ａを兼用することが可能となる。
【０４６７】
　報知用発光部１５１が遊技機本体１２及び前扉枠１４を閉鎖した状態においてパチンコ
機１０前方から視認可能となる位置に設けられている構成としてもよい。例えば、窓パネ
ル５２よりもパチンコ機１０後方であって窓パネル５２を通じてパチンコ機１０前方から
視認可能となる位置に報知用発光部１５１が設けられている構成としてもよい。この場合
、遊技機本体１２や前扉枠１４の開放操作を要することなく、各種パラメータの演算結果
に対応する報知内容を確認することが可能となる。
【０４６８】
　＜第１２の実施形態＞
　本実施形態では、各入球結果の情報を管理用ＩＣ６６に提供するための構成が上記第１
の実施形態と相違している。以下、上記第１の実施形態と相違している構成について説明
する。なお、上記第１の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０４６９】
　図４９は各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果が主側ＣＰＵ６３及び管理用ＩＣ
６６に入力されるようにするための信号経路の構成を説明するための説明図である。
【０４７０】
　第１入賞口検知センサ４２ａの検知結果は第１信号経路ＳＬ１１を通じて主側ＣＰＵ６
３に入力される。また、第２入賞口検知センサ４３ａの検知結果は第２信号経路ＳＬ１２
を通じて主側ＣＰＵ６３に入力される。また、第３入賞口検知センサ４４ａの検知結果は
第３信号経路ＳＬ１３を通じて主側ＣＰＵ６３に入力される。また、特電検知センサ４５
ａの検知結果は第４信号経路ＳＬ１４を通じて主側ＣＰＵ６３に入力される。また、第１
作動口検知センサ４６ａの検知結果は第５信号経路ＳＬ１５を通じて主側ＣＰＵ６３に入
力される。また、第２作動口検知センサ４７ａの検知結果は第６信号経路ＳＬ１６を通じ
て主側ＣＰＵ６３に入力される。また、アウト口検知センサ４８ａの検知結果は第７信号
経路ＳＬ１７を通じて主側ＣＰＵ６３に入力される。
【０４７１】
　第１信号経路ＳＬ１１の途中位置から分岐させるようにして第１分岐経路ＳＬ２１が形
成されており、当該第１分岐経路ＳＬ２１は管理用ＩＣ６６と電気的に接続されている。
また、第２信号経路ＳＬ１２の途中位置から分岐させるようにして第２分岐経路ＳＬ２２
が形成されており、当該第２分岐経路ＳＬ２２は管理用ＩＣ６６と電気的に接続されてい
る。また、第３信号経路ＳＬ１３の途中位置から分岐させるようにして第３分岐経路ＳＬ
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２３が形成されており、当該第３分岐経路ＳＬ２３は管理用ＩＣ６６と電気的に接続され
ている。また、第４信号経路ＳＬ１４の途中位置から分岐させるようにして第４分岐経路
ＳＬ２４が形成されており、当該第４分岐経路ＳＬ２４は管理用ＩＣ６６と電気的に接続
されている。また、第５信号経路ＳＬ１５の途中位置から分岐させるようにして第５分岐
経路ＳＬ２５が形成されており、当該第５分岐経路ＳＬ２５は管理用ＩＣ６６と電気的に
接続されている。また、第６信号経路ＳＬ１６の途中位置から分岐させるようにして第６
分岐経路ＳＬ２６が形成されており、当該第６分岐経路ＳＬ２６は管理用ＩＣ６６と電気
的に接続されている。また、第７信号経路ＳＬ１７の途中位置から分岐させるようにして
第７分岐経路ＳＬ２７が形成されており、当該第７分岐経路ＳＬ２７は管理用ＩＣ６６と
電気的に接続されている。
【０４７２】
　上記構成であることにより、各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果は主側ＣＰＵ
６３による処理を介在させることなく管理用ＩＣ６６に入力される。これにより、アウト
口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４の各
入球結果を管理側ＣＰＵ１１２に認識させるための処理を主側ＣＰＵ６３にて実行する必
要がなくなるため、主側ＣＰＵ６３の処理負荷の軽減を図ることが可能となる。
【０４７３】
　また、各信号経路ＳＬ１１～ＳＬ１７からの各分岐経路ＳＬ２１～ＳＬ２７の分岐箇所
はＭＰＵ６２内に存在している。これにより、当該分岐箇所及び各分岐経路ＳＬ２１～Ｓ
Ｌ２７に対する外部からのアクセスを行いづらくさせることが可能となり、管理用ＩＣ６
６にのみ異常な入球結果を入力させる不正行為を阻止することが可能となる。
【０４７４】
　＜第１３の実施形態＞
　本実施形態では、遊技盤２３３（図５０）に遊技球Ｂ１（図５３（ａ））の奥行き方向
の位置に応じて当該遊技球Ｂ１の下流における進路を左右に振り分ける左右振分釘２１３
，２１４（図５０）が設けられている点で上記第１の実施形態と相違している。以下、上
記第１の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０４７５】
　本実施形態における遊技盤２３３の構成を図５０に基づいて説明する。図５０は遊技盤
２３３の正面図である。本実施形態における遊技盤２３３は、その表面の左側だけでなく
右側にも遊技領域ＰＡが形成されている点で上記第１の実施形態における遊技盤２４とは
異なる。図５０に示すように、遊技盤２３３には、前後方向に貫通する大小複数の開口部
が形成されている。各開口部には、一般入賞口２４１、特電入賞装置３２、第１作動口３
３、第２作動口３４、スルーゲート３５、可変表示ユニット３６、特図表示部２２５及び
普図表示部２２６等が設けられている。なお、一般入賞口２４１は遊技盤２３３の左右に
合計３個設けられているとともに、スルーゲート３５は左右に１ずつ設けられている。そ
して、それ以外の開口はそれぞれ１個ずつ設けられている。
【０４７６】
　各一般入賞口２４１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４及び各スル
ーゲート３５には１対１で対応させて検知センサが設けられている。これら検知センサは
いずれも遊技盤２３３の背面側に設けられており、検知結果は主制御装置６０（図５）に
出力される。なお、検知センサとしては、磁界の変化を検知する電磁誘導型の近接センサ
が用いられているが、遊技球Ｂ１（図５３（ａ））の入賞を個別に検知できるのであれば
使用するセンサは任意であり、例えば光学式センサを用いてもよい。ここで、遊技球Ｂ１
は直径１１ｍｍである鋼製の球体である。
【０４７７】
　一般入賞口２４１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４への入球の
発生が検知されると、所定数の遊技球Ｂ１が賞球として遊技者に付与される。当該賞球個
数について具体的には、第１作動口３３への入球が発生した場合及び第２作動口３４への
入球が発生した場合には３個の賞球が発生する。また、本実施形態における一般入賞口２
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４１は、上記第１の実施形態における一般入賞口３１と同じ役割を果たすものであり、一
般入賞口２４１への入球が発生した場合には１０個の賞球が発生する。また、特電入賞装
置３２への入球が発生した場合には１５個の賞球が発生する。但し、これら賞球数は任意
であり、例えば第１作動口３３の賞球数よりも第２作動口３４の賞球数が多いといったよ
うに、作動口３３，３４の賞球数が相違していてもよい。また、特電入賞装置３２の賞球
数が他の賞球数に比べて多い構成に限定されることはなく、例えば一般入賞口２４１の賞
球数よりも少ない構成としてもよい。
【０４７８】
　その他に、遊技盤２３３の最下部にはアウト口２４ａが設けられており、各種入賞口等
に入らなかった遊技球Ｂ１はアウト口２４ａを通って遊技領域ＰＡから排出される。また
、遊技盤２３３には、遊技球Ｂ１の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘２２
８，２１３，２１４が設けられている。
【０４７９】
　特図表示部２２５及び普図表示部２２６は、表示ユニットとして所定の範囲に集約させ
て設けられている。当該表示ユニットが設置された領域は、内レール部２５を利用して区
画された遊技領域ＰＡの内側の領域であって、表示ユニットの前面よりも前方を遊技球Ｂ
１が流下しないように遊技球Ｂ１の流入規制がされた領域である。そして、表示ユニット
の前面に対して、特図表示部２２５及び普図表示部２２６が設けられている。これにより
、各種表示部２２５，２２６は遊技領域ＰＡに設けられているものの、その前方を遊技球
Ｂ１が流下しないようにされており、パチンコ機１０前方からの視認性が確保されている
。
【０４８０】
　遊技盤２３３では、内レール部２５と外レール部２６とにより誘導レールが構成されて
いる。遊技盤２３３の下方には遊技球発射機構２７（図２）が設けられており、当該遊技
球発射機構２７のソレノイド２７ｃ（図２）から力を加えられて発射された遊技球Ｂ１は
上記誘導レールにより遊技領域ＰＡの上部に案内されるようになっている。遊技球発射機
構２７は、前方に突出させて設けられた操作基部と、当該操作基部に回動可能に支持させ
て設けられた操作ハンドルとを備えており、操作ハンドルが回動操作されることにより遊
技球発射機構２７からの遊技球Ｂ１の発射強度が調整される。
【０４８１】
　上記第１の実施形態において既に説明したように、遊技盤２３３が内枠１３（図２）の
前面側全体を覆うようにして前扉枠１４（図２）が設けられている。前扉枠１４には、遊
技領域ＰＡのほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部５１（図１）が形
成されている。窓部５１は、略楕円形状をなし、窓パネル５２（図１）が嵌め込まれてい
る。窓パネル５２は、ガラスによって無色透明に形成されているが、これに限定されるこ
とはなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよく、パチンコ機１０前方から窓
パネル５２を通じて遊技領域ＰＡを視認可能であれば有色透明に形成されていてもよい。
【０４８２】
　遊技盤２３３には、図柄表示装置４１（図３）の表示面４１ａをパチンコ機１０前方か
ら視認可能とする開口部２３３ａを規定するようにしてセンターフレーム２５２が配設さ
れている。センターフレーム２５２は、開口部２３３ａの上縁及び左右の側縁を規定する
ように設けられた屋根ユニット２５３を備えている。
【０４８３】
　次に、遊技盤２３３に設けられている釘２２８，２１３，２１４の配置を図５０に基づ
いて説明する。図５０に示すように、遊技盤２３３には、多数の釘２２８，２１３，２１
４が設けられている。ここで、本実施形態の遊技盤２３３に設けられている釘は、従来の
パチンコ機に使用されている丸釘である金属製の障害釘２２８と、樹脂製の第１左右振分
部材２１５を有する第１左右振分釘２１３と、樹脂製の第２左右振分部材２３１を有する
第２左右振分釘２１４と、の３種類である。左右振分釘２１３，２１４の詳細は後述する
。
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【０４８４】
　金属製の障害釘２２８は、円柱形の胴軸部と、当該胴軸部の基端側に設けられた頭部と
、胴軸部の先端側に形成された円錐形の尖頭部と、から成る。障害釘２２８は、尖頭部が
遊技盤２３３の表面よりも奥側に埋没し、遊技盤２３３の表面から胴軸部の一部と頭部と
が突出している状態となる態様で遊技盤２３３に設けられている。遊技盤２３３の表面か
ら障害釘２２８の自由端（尖頭部の手前側の端）までの長さは１７ｍｍである。ここで、
手前側とは遊技者に近い窓パネル５２側であるとともに、奥側とは遊技者から遠い遊技盤
２３３側である。
【０４８５】
　遊技盤２３３の手前側表面から窓パネル５２の背面までの距離は１８ｍｍである。また
、上記のように遊技球Ｂ１の直径は１１ｍｍである。このため、遊技領域ＰＡには遊技球
Ｂ１が奥行き方向に移動可能な余裕が７ｍｍ存在する。遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１
の奥行き方向の位置は、遊技球発射機構２７（図２）のソレノイド２７ｃ（図２）が遊技
球Ｂ１に力を加えて発射する際にソレノイド２７ｃが接触する位置に応じて変化するとと
もに、遊技領域ＰＡを流下する過程で遊技球Ｂ１が遊技盤２３３上の屋根ユニット２５３
や装飾部材などと衝突することにより変化する。
【０４８６】
　遊技球Ｂ１の中心が位置し得る範囲は、遊技盤２３３の表面から窓パネル５２側に５．
５ｍｍ進んだ場所から１２．５ｍｍ進んだ場所までの範囲である。以下では、遊技球Ｂ１
が遊技盤２３３上の釘２２８，２１３，２１４と接触し得る当該範囲を遊技球Ｂ１の接触
可能範囲とする。遊技領域ＰＡを流下する遊技球Ｂ１は、遊技盤２３３側に位置している
場合及び窓パネル５２側に位置している場合のいずれにおいても、流下過程において障害
釘２２８と衝突し得る。遊技球Ｂ１の衝突後の進路は障害釘２２８によって変えられる。
【０４８７】
　上記のように遊技盤２３３には、当該遊技盤２３３の左側だけでなく右側にも遊技領域
ＰＡが形成されているため、図５０に示すように、障害釘２２８は遊技盤２３３の全面に
設けられている。一方、樹脂製の左右振分釘２１３，２１４は、遊技盤２３３において遊
技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するための誘導釘群２１１，２１２を構成する釘とし
て配設されている。ここで、誘導釘群２１１，２１２は、遊技盤２３３の左側下部におい
て、等間隔で１列に並んでいる７本の第１左右振分釘２１３からなる左側誘導釘群２１１
と、遊技盤２３３の右側下部において、１列に等間隔で並んでいる７本の第２左右振分釘
２１４からなる右側誘導釘群２１２との総称である。
【０４８８】
　左側誘導釘群２１１は、右側に位置する第１左右振分釘２１３が左側に隣接する第１左
右振分釘２１３よりも下方に設けられている釘列である。当該釘列は、右方に向けて下方
に傾斜している方向に延びている列であり、左側誘導釘群２１１の列方向と水平方向とが
なす角は３０°である。当該角度は、遊技球Ｂ１の高さを徐々に下げながら、遊技球Ｂ１
を作動口３３，３４に導くことが可能な角度である。左側誘導釘群２１１の列方向の延長
線上には作動口３３，３４が存在する。左側誘導釘群２１１の上方の空間は遊技球Ｂ１が
通過可能な態様で遊技球Ｂ１の直径よりも広く空いている。また、左側誘導釘群２１１を
構成する第１左右振分釘２１３は、遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り広い間隔で並んでい
るため、遊技球Ｂ１は第１左右振分釘２１３間の隙間から下方に落下し得る。第１左右振
分釘２１３上で遊技球Ｂ１が左右方向の速度を失った場合には、第１左右振分釘２１３間
の隙間から下方に落下するため、遊技球Ｂ１が第１左右振分釘２１３上に停留することは
ない。
【０４８９】
　右側誘導釘群２１２は、左側に位置する第２左右振分釘２１４が右側に隣接する第２左
右振分釘２１４よりも下方に設けられている釘列である。当該釘列は、左方に向けて下方
に傾斜している方向に延びている列であり、右側誘導釘群２１２の列方向と水平方向とが
なす角は３０°である。当該角度は、遊技球Ｂ１の高さを徐々に下げながら、遊技球Ｂ１
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を作動口３３，３４に導くことが可能な角度である。右側誘導釘群２１２の列方向の延長
線上には作動口３３，３４が存在する。右側誘導釘群２１２の上方の空間は遊技球Ｂ１が
通過可能な態様で遊技球Ｂ１の直径よりも広く空いている。また、右側誘導釘群２１２を
構成する第２左右振分釘２１４は、遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り広い間隔で並んでい
るため、遊技球Ｂ１は第２左右振分釘２１４間の隙間から下方に落下し得る。第２左右振
分釘２１４上で遊技球Ｂ１が左右方向の速度を失った場合には、第２左右振分釘２１４間
の隙間から下方に落下するため、遊技球Ｂ１が第２左右振分釘２１４上に停留することは
ない。
【０４９０】
　次に、第１左右振分釘２１３の構造について、図５１（ａ）～（ｃ）に基づいて説明す
る。図５１（ａ）は第１左右振分釘２１３の斜視図である。図５１（ａ）に示すように、
第１左右振分釘２１３は軸線２１３ｃ方向に延在させて形成されている細長形状の釘であ
る。第１左右振分釘２１３は、上から落下して衝突する遊技球Ｂ１を左右方向に振り分け
る第１左右振分部材２１５と、当該第１左右振分部材２１５を遊技盤２３３の表面に固定
するための固定用部材２１６と、から構成されている。第１左右振分部材２１５は、軸線
２１３ｃ方向に延在させて形成されている略四角柱形状の樹脂製部材であり、上から落下
する遊技球Ｂ１と衝突し得る面として、傾斜の異なる２つの振分面２１７ａ，２１８ａを
備えている。
【０４９１】
　図５０に示すように、第１左右振分釘２１３は、軸線２１３ｃが遊技盤２３３の表面に
対して略垂直となるとともに第１左右振分部材２１５が遊技盤２３３の表面から突出する
態様で遊技盤２３３に固定されている。第１左右振分部材２１５の軸線２１３ｃ方向の長
さ寸法は１７ｍｍであり、遊技盤２３３に固定されている第１左右振分釘２１３において
第１左右振分部材２１５は遊技領域ＰＡに１７ｍｍ突出している。第１左右振分釘２１３
は遊技球Ｂ１の接触可能範囲を網羅している。このため、第１左右振分釘２１３には、遊
技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝突し得るとともに手前側に位置する遊技球Ｂ
１も衝突し得る。以下の説明では、遊技盤２３３に固定されている第１左右振分釘２１３
及び第２左右振分釘２１４において、遊技盤２３３に固定されている端を固定端と記載す
るとともに、遊技領域ＰＡに突出している端を自由端と記載する。
【０４９２】
　図５１（ａ）に示すように、第１左右振分部材２１５は、軸線２１３ｃ方向に延在させ
て形成されている第１振分部２１７と、当該第１振分部２１７の自由端側の側面に連続す
る態様で軸線２１３ｃ方向に延在させて形成されている第２振分部２１８と、から構成さ
れている。第１左右振分釘２１３が遊技盤２３３に固定されている状態において、第１振
分部２１７と第２振分部２１８との境界面は遊技盤２３３の表面に平行である。
【０４９３】
　第１振分部２１７の軸線２１３ｃ方向の長さ寸法は９ｍｍであるため、第１左右振分釘
２１３が遊技盤２３３に固定されている状態において、当該第１振分部２１７は遊技領域
ＰＡの奥側半分に突出している。また、第１振分部２１７の左端から右端までの長さ寸法
は遊技球Ｂ１の半径より長いとともに直径よりも短い７ｍｍである。第１振分部２１７は
、その上面として、第１振分部２１７の左端から右端に亘る態様で形成されている第１振
分面２１７ａを備えている。当該第１振分面２１７ａは右方に向けて下方に傾斜しており
、上方から落下して衝突する遊技球Ｂ１を右側上方に跳ね返す。
【０４９４】
　また、第２振分部２１８の軸線２１３ｃ方向の長さ寸法は８ｍｍであるため、第１左右
振分釘２１３が遊技盤２３３に固定されている状態において、当該第２振分部２１８は遊
技領域ＰＡの手前側半分の大部分に突出している。また、第２振分部２１８の左端から右
端までの長さ寸法は遊技球Ｂ１の半径より長いとともに直径よりも短い７ｍｍである。第
２振分部２１８は、その上面として、第２振分部２１８の左端から右端に亘る態様で形成
されている第２振分面２１８ａを備えている。当該第２振分面２１８ａは左方に向けて下
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方に傾斜しており、上方から落下して衝突する遊技球Ｂ１を左側上方に跳ね返す。
【０４９５】
　ここで、金属製の障害釘２２８（図５０）の胴軸部の胴径は２ｍｍである。上記のよう
に第１左右振分部材２１５は樹脂製であるが、軸線２１３ｃ周りのサイズを障害釘２２８
の胴軸部よりも大きくすることにより、遊技球Ｂ１の衝突が繰り返されても折れたりしな
い強度を有している。
【０４９６】
　第１左右振分部材２１５は、固定端と自由端とのそれぞれに鉛直面である側面を有して
いる。このうち、固定端側の側面である固定端面２１５ｂには、固定用部材２１６を挿入
して固定するための第１固定用穴２１５ａが形成されている。当該第１固定用穴２１５ａ
の形状について、図５１（ｂ），（ｃ）を参照しながら以下に説明する。図５１（ｂ）は
第１左右振分部材２１５の平面図であり、図５１（ｃ）は第１左右振分部材２１５の背面
図である。
【０４９７】
　図５１（ｂ）に示すように、第１固定用穴２１５ａは、第１左右振分部材２１５の固定
端面２１５ｂに開口を有する態様で、第１左右振分部材２１５の固定端から自由端付近に
亘る態様で形成されている円柱形状の穴であり、当該第１固定用穴２１５ａの深さは１５
ｍｍである。図５１（ｃ）に示すように、当該第１固定用穴２１５ａは、第１左右振分部
材２１５の半分以上の体積を占める態様で大きく形成されている。なお、第１固定用穴２
１５ａは、第１左右振分部材２１５の上下左右の側面から当該第１左右振分部材２１５の
強度を保つために十分な距離をおいて形成されている。
【０４９８】
　次に、第１左右振分釘２１３が遊技盤２３３に固定されている状態について、図５２（
ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図５２（ａ）は第１左右振分部材２１５を遊技盤２３
３に固定するための固定用部材２１６の斜視図であり、図５２（ｂ）は遊技盤２３３の表
面に垂直な平面で切断した場合の第１左右振分釘２１３の縦断面図である。
【０４９９】
　図５２（ａ）に示すように、固定用部材２１６は、軸線２１３ｃ方向の長さ寸法が３０
ｍｍである円柱形の固定用胴軸部２１６ａと、軸線２１３ｃ方向の長さ寸法が５ｍｍであ
る円錐形の固定用尖頭部２１６ｂと、から構成されており、遊技盤２３３の表面から突出
する第１左右振分部材２１５を安定的に支えることが可能な長さ寸法を有している。固定
用部材２１６の胴径は第１固定用穴２１５ａの内径と同じであり、当該固定用部材２１６
は、表面が第１固定用穴２１５ａの内面に密着する態様で嵌め込むことができる。
【０５００】
　第１左右振分釘２１３を構成する第１左右振分部材２１５と固定用部材２１６とは分離
可能である。自由端にハンマーなどで衝撃を加えられることにより、固定用部材２１６は
遊技盤２３３に単独で固定される。そして、第１固定用穴２１５ａに固定用部材２１６の
突出部を嵌め込むことで第１左右振分部材２１５が固定用部材２１６に固定される。これ
により、第１左右振分釘２１３が遊技盤２３３に固定された状態となる。
【０５０１】
　図５２（ｂ）に示すように、固定用部材２１６は、固定用尖頭部２１６ｂの全部と、固
定用胴軸部２１６ａの一部と、が遊技盤２３３の表面よりも奥側に埋没するとともに、固
定用胴軸部２１６ａの残りの部分が遊技盤２３３表面から略垂直方向に突出する態様で遊
技盤２３３に固定される。遊技盤２３３に固定された固定用部材２１６において、遊技盤
２３３表面からの突出部の長さ寸法は、第１左右振分部材２１５を安定的に支えることが
可能な寸法であり、具体的には１５ｍｍである。第１左右振分部材２１５は、当該突出部
の表面と第１固定用穴２１５ａの内面とを接着剤により固定することで、振分面２１７ａ
，２１８ａが上方を向いた態様で遊技盤２３３に固定される。
【０５０２】
　次に、第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１の衝突後の進路について図５３及び
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図５４に基づいて説明する。先ず遊技球Ｂ１が第１振分面２１７ａに衝突する場合につい
て説明する。図５３（ａ）は遊技盤２３３の表面に垂直な平面で切断した第１左右振分釘
２１３の切断面の端面図である。図５３（ａ）に示すように、遊技盤２３３と窓パネル５
２とで挟まれている遊技領域ＰＡの奥側（遊技盤２３３側）を流下する遊技球Ｂ１は第１
振分面２１７ａと衝突する。
【０５０３】
　図５３（ｂ）は上方から流下して第１振分面２１７ａと衝突する遊技球Ｂ１の跳ね返り
方向を説明するための説明図であり、図５３（ｃ）は左側上方から流下して第１振分面２
１７ａと衝突する遊技球Ｂ１の跳ね返り方向を説明するための説明図である。図５３（ｂ
）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側において、第１振分面２１７ａは右方に向かって下
方に傾斜しているため、上から流下して第１振分面２１７ａと衝突する遊技球Ｂ１には上
方向の成分と右方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後の遊技球Ｂ１は右
側上方に跳ね返る。
【０５０４】
　また、図５３（ｃ）に示すように、左側上方から流下して第１振分面２１７ａと衝突す
る遊技球Ｂ１にも上方向の成分と右方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突
後の遊技球Ｂ１は右側上方に跳ね返る。この場合、衝突前の遊技球Ｂ１は既に右方向の速
度成分を有しているため、左側上方から流下して衝突した遊技球Ｂ１は真上から落下して
衝突した遊技球Ｂ１よりも右方向に大きく進む。
【０５０５】
　次に、遊技球Ｂ１が第２振分面２１８ａに衝突する場合について説明する。図５４（ａ
）は、遊技盤２３３の表面に垂直な平面で切断した第１左右振分釘２１３の切断面の端面
図である。図５４（ａ）に示すように、遊技盤２３３と窓パネル５２とで挟まれている遊
技領域ＰＡの手前側（窓パネル５２側）を流下する遊技球Ｂ１は第２振分面２１８ａと衝
突する。
【０５０６】
　図５４（ｂ）は上方から流下して第２振分面２１８ａと衝突する遊技球Ｂ１の跳ね返り
方向を説明するための説明図であるとともに、図５４（ｃ）は左側上方から流下して第２
振分面２１８ａと衝突する遊技球Ｂ１の跳ね返り方向を説明するための説明図である。図
５４（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側において、第２振分面２１８ａは左方に向
かって下方に傾斜しているため、上方から流下して第２振分面２１８ａと衝突する遊技球
Ｂ１には上方向の成分と左方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後の遊技
球Ｂ１は左側上方に跳ね返る。
【０５０７】
　また、図５４（ｃ）に示すように、左側上方から流下して第２振分面２１８ａと衝突す
る遊技球Ｂ１にも上方向の成分と左方向の成分とを有する抗力が働く。この場合、衝突前
の遊技球Ｂ１の右方向の速度成分が衝突により受ける抗力の左方向の成分の影響を受けて
減少するため、衝突後の遊技球Ｂ１は右側上方に小さく跳ね返る。
【０５０８】
　次に、第２左右振分釘２１４の構造について、図５５（ａ）～（ｃ）に基づいて説明す
る。図５５（ａ）は第２左右振分釘２１４の斜視図である。図５５（ａ）に示すように、
第２左右振分釘２１４は軸線２１４ｃ方向に延在させて形成されている細長形状の釘であ
る。第２左右振分釘２１４は、上から落下して衝突する遊技球Ｂ１を左右方向に振り分け
る第２左右振分部材２３１と、当該第２左右振分部材２３１を遊技盤２３３の表面に固定
するための固定用部材２１６と、から構成されている。第２左右振分部材２３１は、軸線
２１４ｃ方向に延在させて形成されている略四角柱形状の樹脂製部材であり、上から落下
する遊技球Ｂ１と衝突し得る面として、傾斜の異なる２つの振分面２３２ａ，２３４ａを
備えている。
【０５０９】
　図５０に示すように、第２左右振分釘２１４は、軸線２１４ｃが遊技盤２３３の表面に
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対して略垂直となるとともに第２左右振分部材２３１が遊技盤２３３の表面から突出する
態様で遊技盤２３３に固定されている。第２左右振分部材２３１の軸線２１４ｃ方向の長
さ寸法は１７ｍｍであり、遊技盤２３３に固定されている第２左右振分釘２１４において
第２左右振分部材２３１は遊技領域ＰＡに１７ｍｍ突出している。第２左右振分釘２１４
は遊技球Ｂ１の接触可能範囲を網羅している。このため、第２左右振分釘２１４には、遊
技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝突し得るとともに手前側に位置する遊技球Ｂ
１も衝突し得る。
【０５１０】
　図５５（ａ）に示すように、第２左右振分部材２３１は、軸線２１４ｃ方向に延在させ
て形成されている第１振分部２３２と、当該第１振分部２３２の自由端側の側面に連続す
る態様で軸線２１４ｃ方向に延在させて形成されている第２振分部２３４と、から構成さ
れている。第２左右振分釘２１４が遊技盤２３３に固定されている状態において、第１振
分部２３２と第２振分部２３４との境界面は遊技盤２３３の表面に平行である。
【０５１１】
　第１振分部２３２の軸線２１４ｃ方向の長さ寸法は９ｍｍであるため、第２左右振分釘
２１４が遊技盤２３３に固定されている状態において、当該第１振分部２３２は遊技領域
ＰＡの奥側半分に突出している。また、第１振分部２３２は、左右方向に遊技球Ｂ１の半
径よりも長いとともに直径よりも短い７ｍｍの長さ寸法を有している。第１振分部２３２
は、その上面として、第１振分部２３２の左端から右端に亘る態様で形成されている第１
振分面２３２ａを備えている。当該第１振分面２３２ａは左方に向けて下方に傾斜してお
り、上方から落下して衝突する遊技球Ｂ１を左側上方に跳ね返す。
【０５１２】
　また、第２振分部２３４の軸線２１４ｃ方向の長さ寸法は８ｍｍであるため、第２左右
振分釘２１４が遊技盤２３３に固定されている状態において、当該第２振分部２３４は遊
技領域ＰＡの手前側半分の大部分に突出している。また、第２振分部２３４は、左右方向
に遊技球Ｂ１の半径よりも長いとともに直径よりも短い７ｍｍの長さ寸法を有している。
第２振分部２３４は、その上面として、第２振分部２３４の左端から右端に亘る態様で形
成されている第２振分面２３４ａを備えている。当該第２振分面２３４ａは右方に向けて
下方に傾斜しており、上方から落下して衝突する遊技球Ｂ１を右側上方に跳ね返す。
【０５１３】
　第２左右振分部材２３１は樹脂製であるが、軸線２１４ｃ周りのサイズを金属製の障害
釘２２８における胴軸部よりも大きくすることにより、遊技球Ｂ１の衝突が繰り返されて
も折れたりしない強度を有している。
【０５１４】
　第２左右振分部材２３１は、固定端と自由端とのそれぞれに鉛直面である側面を有して
いる。このうち、固定端側の側面である固定端面２３１ｂには、固定用部材２１６を挿入
して固定するための第２固定用穴２３１ａが形成されている。当該第２固定用穴２３１ａ
の形状について、図５５（ｂ），（ｃ）を参照しながら以下に説明する。図５５（ｂ）は
第２左右振分部材２３１の平面図であり、図５５（ｃ）は第２左右振分部材２３１の背面
図である。
【０５１５】
　図５５（ｂ）に示すように、第２固定用穴２３１ａは、第２左右振分部材２３１の固定
端面２３１ｂに開口を有する態様で、第２左右振分部材２３１の固定端から自由端付近に
亘る態様で形成されている円柱形状の穴であり、当該第２固定用穴２３１ａの深さは１５
ｍｍである。図５５（ｃ）に示すように、当該第２固定用穴２３１ａは、第２左右振分部
材２３１の半分以上の体積を占める態様で大きく形成されている。なお、第２固定用穴２
３１ａは、第２左右振分部材２３１の上下左右の側面から当該第２左右振分部材２３１の
強度を保つために十分な距離をおいて形成されている。
【０５１６】
　第２左右振分釘２１４を構成する固定用部材２１６は上述した第１左右振分釘２１３を



(93) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

構成する固定用部材２１６と同一部材であり、第２左右振分部材２３１は第１左右振分部
材２１５と同じ方法で遊技盤２３３に固定される。具体的には、第２左右振分釘２１４を
構成する第２左右振分部材２３１と固定用部材２１６とは分離可能である。自由端にハン
マーなどで衝撃を加えられることにより、固定用部材２１６は遊技盤２３３に単独で固定
される。そして、第２固定用穴２３１ａに固定用部材２１６の突出部が嵌まる態様で、接
着剤を用いて第２左右振分部材２３１が固定用部材２１６に固定される。これにより、振
分面２３２ａ，２３４ａが上方を向いた態様で第２左右振分釘２１４が遊技盤２３３に固
定される。
【０５１７】
　次に、遊技球Ｂ１が第２左右振分釘２１４と衝突する場合について説明する。第２左右
振分釘２１４の第１振分面２３２ａは第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａと同じ
傾斜を有している。具体的には、遊技領域ＰＡの奥側において、第１振分面２３２ａは左
方に向かって下方に傾斜しているため、上方から流下して第１振分面２３２ａと衝突する
遊技球Ｂ１には上方向の成分と左方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後
の遊技球Ｂ１は左側上方に跳ね返る。
【０５１８】
　また、右側上方から流下して第１振分面２３２ａと衝突する遊技球Ｂ１にも上方向の成
分と左方向の成分とを有する抗力が働く。この場合、衝突前の遊技球Ｂ１の右方向の速度
成分が衝突により受ける抗力の左方向の成分の影響を受けて減少するため、衝突後の遊技
球Ｂ１は右側上方に小さく跳ね返る。
【０５１９】
　また、第２左右振分釘２１４の第２振分面２３４ａは第１左右振分釘２１３の第１振分
面２１７ａと同じ傾斜を有している。具体的には、遊技領域ＰＡの手前側において、第２
振分面２３４ａは右方に向かって下方に傾斜しているため、上方から落下して第２振分面
２３４ａと衝突する遊技球Ｂ１には上方向の成分と右方向の成分とを有する抗力が働く。
これにより、衝突後の遊技球Ｂ１は右側上方に跳ね返る。
【０５２０】
　また、右側上方から流下して第２振分面２３４ａと衝突する遊技球Ｂ１にも上方向の成
分と右方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後の遊技球Ｂ１は右側上方に
跳ね返る。この場合、衝突前の遊技球Ｂ１は既に右方向の速度成分を有しているため、左
側上方から流下して衝突した遊技球Ｂ１は真上から落下して衝突した遊技球Ｂ１よりも右
方向に大きく進む。
【０５２１】
　次に、左右振分釘２１３，２１４と衝突した後の遊技球Ｂ１の進路と障害釘２２８に衝
突した後の遊技球Ｂ１の進路との違いについて、図５６（ａ）～（ｃ）に基づいて説明す
る。図５６（ａ）は第１左右振分釘２１３に衝突する遊技球Ｂ１が受ける抗力の向きを示
すテーブルであり、図５６（ｂ）は第２左右振分釘２１４に衝突する遊技球Ｂ１が受ける
抗力の向きを示すテーブルであり、図５６（ｃ）は障害釘２２８に衝突する遊技球Ｂ１が
受ける抗力の向きを示すテーブルである。
【０５２２】
　先ず第１左右振分釘２１３について説明する。図５６（ａ）に示すように、遊技領域Ｐ
Ａの奥側で第１振分面２１７ａと衝突する遊技球Ｂ１には右方向の成分と上方向の成分と
を有する抗力が働くとともに、遊技領域ＰＡの手前側で第２振分面２１８ａと衝突する遊
技球Ｂ１には左方向の成分と上方向の成分とを有する抗力が働く。第１左右振分釘２１３
においては、遊技球Ｂ１が当該第１左右振分釘２１３の左側に衝突する場合と、遊技球Ｂ
１が当該第１左右振分釘２１３の右側に衝突する場合とにおいて、衝突時に遊技球Ｂ１に
働く抗力の方向は同じである。
【０５２３】
　次に、第２左右振分釘２１４について説明する。図５６（ｂ）に示すように、遊技領域
ＰＡの奥側で第１振分面２３２ａと衝突する遊技球Ｂ１には左方向の成分と上方向の成分
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とを有する抗力が働くとともに、当該第２左右振分釘２１４の遊技領域ＰＡの手前側で第
２振分面２３４ａと衝突する遊技球Ｂ１には右方向の成分と上方向の成分とを有する抗力
が働く。第２左右振分釘２１４においては、遊技球Ｂ１が当該第２左右振分釘２１４の左
側に衝突する場合と、遊技球Ｂ１が当該第２左右振分釘２１４の右側に衝突する場合とに
おいて、衝突時に遊技球Ｂ１に働く抗力の方向は同じである。
【０５２４】
　これに対して、図５６（ｃ）に示すように、障害釘２２８の左側の面に衝突した遊技球
Ｂ１には左方向の成分と上方向の成分とを有する抗力が働くとともに、障害釘２２８の右
側の面に衝突した遊技球Ｂ１には右方向の成分と上方向の成分とを有する抗力が働く。障
害釘２２８においては、遊技球Ｂ１が当該障害釘２２８の奥側に衝突した場合と、遊技球
Ｂ１が当該障害釘２２８の手前側に衝突した場合とにおいて、衝突時に遊技球Ｂ１に働く
抗力の方向は同じである。
【０５２５】
　このように、左右振分釘２１３，２１４を利用することにより、遊技領域ＰＡにおける
奥行き方向の位置に応じて左右振分釘２１３，２１４に衝突する遊技球Ｂ１に働く抗力の
方向を異なるものとすることにより、衝突後の遊技球Ｂ１の進路を異なるものとすること
ができる。このため、遊技球Ｂ１が遊技領域ＰＡの手前側に位置していても奥側に位置し
ていても遊技球Ｂ１の衝突後の進路が変わらない障害釘２２８と比較して、遊技領域ＰＡ
における遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増加させる態様で遊技球Ｂ１の分散を行う
ことができる。このように、遊技球Ｂ１の動きが単調になることを防ぐことにより、遊技
の興趣向上を図ることができる。
【０５２６】
　遊技球Ｂ１の進路を振り分ける釘として障害釘２２８のみが配設されている従来の遊技
盤における遊技球Ｂ１の挙動パターンは、障害釘２２８の左側に衝突した遊技球Ｂ１が左
側に跳ね返るという挙動パターン、及び障害釘２２８の右側に衝突した遊技球Ｂ１が右側
に跳ね返るという挙動パターンの２種類である。これに対して、左右振分釘２１３，２１
４を遊技盤２３３に配設することにより、左右振分釘２１３，２１４の左側に衝突した遊
技球Ｂ１が右側に跳ね返るという遊技球Ｂ１の挙動パターン、及び左右振分釘２１３，２
１４の右側に衝突した遊技球Ｂ１が左側に跳ね返るという遊技球Ｂ１の挙動パターンを遊
技球Ｂ１の新たな挙動パターンとして追加することができる。遊技領域ＰＡにおける遊技
球Ｂ１の動きのバリエーションを増加させ、遊技球Ｂ１の動きが単調になることを防ぐこ
とにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０５２７】
　既に説明したとおり、遊技球Ｂ１が左右振分釘２１３，２１４と衝突する場合、遊技球
Ｂ１の奥行き方向の位置に応じて衝突後の遊技球Ｂ１の進路が変わる。また、既に説明し
たとおり、本実施形態の遊技盤２３３（図５０）において、左右振分釘２１３，２１４は
、遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するために設けられている誘導釘群２１１，２１
２の一部として配設されている。
【０５２８】
　遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群２１１を構成している第１左
右振分釘２１３と衝突する場合の挙動について図５７（ａ）に基づいて説明する。図５７
（ａ）は、左側誘導釘群２１１上で奥側に位置している遊技球Ｂ１の進路を説明するため
の説明図である。上記のように左側誘導釘群２１１に属する７本の第１左右振分釘２１３
は作動口３３，３４に向けて１列で並べて設けられている。
【０５２９】
　上記のように左側誘導釘群２１１を構成している第１左右振分釘２１３の間隔は遊技球
Ｂ１の直径よりもひと回り大きい。図５７（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側に位
置する遊技球Ｂ１は第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａとの衝突により右上方向
の抗力を受けて右側上方に大きく跳ね返る。衝突後、遊技球Ｂ１の右方向の速度成分が増
大するため、衝突した第１左右振分釘２１３のすぐ右側に空いている隙間から遊技球Ｂ１
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が下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は低減する。また、衝突後、遊技
球Ｂ１の右方向への移動距離が増大するため、遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に到達する
までに必要な第１左右振分釘２１３との衝突の回数が減少し、遊技球Ｂ１が２つの第１左
右振分釘２１３の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は低減す
る。このように、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１は高い確率で左側誘導釘群２
１１により作動口３３，３４まで誘導される。
【０５３０】
　次に、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群２１１を構成してい
る第１左右振分釘２１３と衝突する場合の挙動について図５７（ｂ）に基づいて説明する
。図５７（ｂ）は、左側誘導釘群２１１上で手前側に位置している遊技球Ｂ１の進路を説
明するための説明図である。
【０５３１】
　図５７（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は第１左右振
分釘２１３の第２振分面２１８ａとの衝突により左上方向の抗力を受けて右側上方に小さ
く跳ね返る。衝突後、遊技球Ｂ１の右方向の速度成分は反対方向の抗力の影響により減少
する。このため、衝突した第１左右振分釘２１３のすぐ右側に設けられている隙間から遊
技球Ｂ１が下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は高くなる。また、衝突
により遊技球Ｂ１の右方向の速度成分が減少しているため、遊技球Ｂ１が作動口３３，３
４に到達するまでに必要な第１左右振分釘２１３との衝突の回数が増加する。また、衝突
の度に遊技球Ｂ１の右方向の速度成分は減少するため、２つの第１左右振分釘２１３の隙
間から遊技球Ｂ１が下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は衝突を重ねる
度に高くなる。このように、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群
２１１により作動口３３，３４まで誘導される確率は低い。
【０５３２】
　次に、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が右側誘導釘群２１２を構成している
第２左右振分釘２１４と衝突する場合の遊技球Ｂ１の挙動について図５８（ａ）に基づい
て説明する。図５８（ａ）は、右側誘導釘群２１２上で奥側に位置している遊技球Ｂ１の
進路を説明するための説明図である。上記のように右側誘導釘群２１２に属する７本の第
２左右振分釘２１４は作動口３３，３４に向けて１列で並べて設けられている。
【０５３３】
　上記のように右側誘導釘群２１２を構成している第２左右振分釘２１４の間隔は遊技球
Ｂ１の直径よりもひと回り大きい。図５８（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側に位
置する遊技球Ｂ１は第２左右振分釘２１４の第１振分面２３２ａとの衝突により左上方向
の抗力を受けて左側上方に大きく跳ね返る。衝突後、遊技球Ｂ１の左方向の速度成分は同
方向の抗力の影響を受けて増大する。このため、遊技球Ｂ１の左方向への移動距離が増大
し、衝突した第２左右振分釘２１４のすぐ左側に設けられている隙間から遊技球Ｂ１が下
方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は少なくなる。また、衝突後、遊技球
Ｂ１の左方向への移動距離が増大するため、作動口３３，３４に到達するまでに必要な第
２左右振分釘２１４との衝突の回数が減少し、遊技球Ｂ１が２つの第２左右振分釘２１４
の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性が減少する。このように
、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１は高い確率で右側誘導釘群２１２により作動
口３３，３４まで誘導される。
【０５３４】
　次に、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が右側誘導釘群２１２を構成してい
る第２左右振分釘２１４と衝突する場合の遊技球Ｂ１の挙動について図５８（ｂ）に基づ
いて説明する。図５８（ｂ）は、右側誘導釘群２１２上で手前側に位置している遊技球Ｂ
１の進路を説明するための説明図である。
【０５３５】
　図５８（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は第２左右振
分釘２１４の第２振分面２３４ａとの衝突により右上方向の抗力を受けて左側上方に小さ
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く跳ね返る。衝突後、遊技球Ｂ１の左方向の速度成分が右方向の抗力の影響を受けて減少
するため、衝突した第２左右振分釘２１４のすぐ右側に設けられている隙間から遊技球Ｂ
１が下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性が増大する。また、衝突後、遊
技球Ｂ１の左方向への移動距離が減少するため、遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に到達す
るまでに必要な第２左右振分釘２１４との衝突の回数が増大する。そして、衝突の度に遊
技球Ｂ１の左方向への速度成分が減少するため、遊技球Ｂ１が２つの第２左右振分釘２１
４の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能性は高まる。このように
、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が右側誘導釘群２１２により作動口３３，
３４まで誘導される確率は低い。
【０５３６】
　また、図５７（ａ），（ｂ）及び図５８（ａ），（ｂ）に示すように、第１作動口３３
の上流側近傍には衝突する遊技球Ｂ１を高い確率で作動口３３，３４に入賞させるために
４つの障害釘２２８が配設されている。当該４つの障害釘２２８は、遊技領域ＰＡの奥側
に位置する遊技球Ｂ１と手前側に位置する遊技球Ｂ１とを同じ態様で跳ね返す。このため
、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１であっても、誘導釘群２１１，２１２によ
って第１作動口３３の近傍の障害釘２２８まで案内された場合には、高い確率で作動口３
３，３４に入賞する。
【０５３７】
　このように、第１作動口３３の近傍に設ける釘を障害釘２２８とすることにより、作動
口３３，３４の周辺に到達した遊技球Ｂ１は高い確率で入賞するという遊技者の安心感を
残しながら、遊技領域ＰＡの奥行き方向の位置に応じて遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に
入賞する確率に差をつけることができる。
【０５３８】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０５３９】
　左右振分釘２１３，２１４が傾斜の異なる２つの振分面２１７ａ，２１８ａ，２３２ａ
，２３４ａを備えており、当該２つの振分面２１７ａ，２１８ａ，２３２ａ，２３４ａが
上方を向く態様で左右振分釘２１３，２１４が遊技盤２３３に設けられている構成である
。これにより、上方から流下する遊技球Ｂ１が第１振分面２１７ａ，２３２ａに衝突する
場合に、遊技球Ｂ１が第２振分面２１８ａ，２３４ａに衝突する場合とは異なる態様で跳
ね返ることとなる。左右振分釘２１３，２１４を利用することにより、遊技領域ＰＡにお
ける遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じた態様で衝突後の遊技球Ｂ１の進路を変更する
ことができる。遊技領域ＰＡにおいて遊技球Ｂ１を分散させるパターンを増加させること
により、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きが単調になることを避けて、遊技の興趣
向上を図ることができる。
【０５４０】
　また、遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するための誘導釘群２１１，２１２を構成
する釘に左右振分釘２１３，２１４を用いることにより、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにお
ける奥行き方向の位置の違いを遊技の結果に反映させることができる。遊技球Ｂ１の遊技
領域ＰＡにおける奥行き方向の位置の違いを遊技の結果に反映できない従来の遊技機と比
較して、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし、遊技の興趣
向上を図ることができる。
【０５４１】
　また、左右振分釘２１３，２１４を構成している樹脂製の左右振分部材２１５，２３１
の縦寸法及び横寸法は金属製の障害釘２２８の縦寸法及び横寸法よりも大きい。また、左
右振分部材２１５，２３１には大きな固定用穴２１５ａ，２３１ａが形成されており、当
該固定用穴２１５ａ，２３１ａには金属製の固定用部材２１６が嵌まる構成である。この
ように、樹脂製部材が全域に亘って金属製部材で補強される構成であるため、左右振分釘
２１３，２１４は遊技球Ｂ１の衝突が繰り返されても破損しない耐久性を有している。本
パチンコ機１０が遊技ホールに長く設置された場合に、左右振分釘２１３，２１４のため
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のメンテナンスの回数を最小限に抑えることができる。
【０５４２】
　遊技盤２３３において、障害釘２２８よりも大きな面積を占有する左右振分釘２１３，
２１４は遊技盤２３３に設けられている釘のうち、遊技結果に大きく関係する一部の釘の
みに使用されており、残りの釘には障害釘２２８が使用されている構成である。このため
、遊技盤２３３に設けられている釘の全てに左右振分釘２１３，２１４を用いる場合と異
なり、遊技盤２３３に設けることが可能な釘の数を確保しながら、遊技領域ＰＡにおける
遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じて遊技結果を異なるものとすることができる。
【０５４３】
　また、左右振分釘２１３，２１４は固定用穴２１５ａ，２３１ａを備えているため、先
に遊技盤２３３に固定されている固定用部材２１６の突出部分を当該固定用穴２１５ａ，
２３１ａに嵌める態様で左右振分釘２１３，２１４を固定することができる。左右振分釘
２１３，２１４は接着剤で固定用部材２１６に固定される。この際、接着剤が固まるまで
の間に左右振分釘２１３，２１４を固定用部材２１６周りで回転させて、左右振分釘２１
３，２１４の振分面２１７ａ，２１８ａ，２３２ａ，２３４ａが上方を向くように調整で
きるため、上方から流下する遊技球Ｂ１を振分面２１７ａ，２１８ａ，２３２ａ，２３４
ａと衝突させることができる。
【０５４４】
　＜第１３の実施形態の別形態＞
　・上述した第１３の実施形態の遊技盤２３３（図５０）において、誘導釘群２１１，２
１２が配設されている領域が着脱可能な部材で構成されていてもよい。左側誘導釘群２１
１を着脱可能な構成とする場合について、図５９を参照しながら具体的に説明する。図５
９は左側誘導釘群２１１が着脱可能な土台である左側誘導部材２５５と、７本の第１左右
振分釘２１３により構成されている遊技盤２３５の正面左下部の拡大図である。
【０５４５】
　図５９に示すように、７本の第１左右振分釘２１３は左側誘導部材２５５に固定されて
いる。左側誘導部材２５５には当該左側誘導部材２５５を遊技盤２３３にネジ留めするこ
とを可能とする固定用突出部２５５ａが３箇所に形成されており、当該固定用突出部２５
５ａにはネジ留め用の貫通孔が形成されている。また、遊技盤２３５には、左側誘導部材
２５５が隙間なく嵌まる穴が形成されており、当該遊技盤２３５の穴の縁には左側誘導部
材２５５の固定用突出部２５５ａに対応する凹み部が形成されている。そして、当該凹み
部には左側誘導部材２５５をネジ留めするためのネジ穴が形成されている。
【０５４６】
　パチンコ機１０の組み立て工程においては、取り外されている単独の左側誘導部材２５
５に７本の第１左右振分釘２１３を固定した後、当該左側誘導部材２５５を遊技盤２３５
に取り付け、固定用突出部２５５ａを遊技盤２３３の凹み部にネジ留めする。このように
、７本の第１左右振分釘２１３を一体化して遊技盤２３５に同時に取り付けることが可能
な構成とすることにより、第１左右振分釘２１３を遊技盤２３５に固定するための作業効
率を上げることができるとともに、第１左右振分釘２１３の取り付け角度の微調整を容易
にすることができる。なお、本構成において、左側誘導部材２５５と当該左側誘導部材２
５５に固定される第１左右振分釘２１３とが一体形成されていてもよい。
【０５４７】
　・上述した第１３の実施形態において、左右振分釘２１３，２１４は第１作動口３３の
上流側の近傍に位置する所謂命釘として設けられていてもよい。左右振分釘２１３，２１
４を第１作動口３３の近傍に設ける構成を図６０に基づいて具体的に説明する。図６０は
、左右振分釘２１３，２１４が第１作動口３３の近傍に配設されている遊技盤２３６の正
面図と、当該遊技盤２３６の作動口３３，３４周辺の拡大図である。作動口３３，３４の
上流側近傍には、４つの左右振分釘２１３，２１４が配設されている。
【０５４８】
　詳細には、作動口３３，３４の左上近傍には第２左右振分釘２１４が配設されており、
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当該第２左右振分釘２１４の左側には遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り大きな間隔を空け
て第１左右振分釘２１３が配設されている。作動口３３，３４の左上近傍に配設されてい
る２本の左右振分釘２１３，２１４の隙間は遊技球Ｂ１が通過可能な幅を有しているため
、遊技球Ｂ１が当該２本の左右振分釘２１３，２１４の間に挟まって停留することはない
構成である。また、作動口３３，３４の右上近傍には第１左右振分釘２１３が配設されて
おり、当該第１左右振分釘２１３の右側には遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り大きな間隔
を空けて第２左右振分釘２１４が配設されている。作動口３３，３４の右上近傍に配設さ
れている２本の左右振分釘２１３，２１４の隙間は遊技球Ｂ１が通過可能な幅を有してい
るため、遊技球Ｂ１が当該２本の左右振分釘２１３，２１４の間に挟まって停留すること
はない構成である。
【０５４９】
　作動口３３，３４の左上近傍に配設されている左右振分釘２１３，２１４と衝突する遊
技球Ｂ１の多くは、遊技領域ＰＡの左側に配設されている障害釘２２８に誘導されて来る
遊技球Ｂ１である。当該遊技球Ｂ１は、左右振分釘２１３，２１４に左側上方から衝突す
る。遊技領域ＰＡの奥側に位置しており、作動口３３，３４の左側上方で外側の第１左右
振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１は第１振分面２１７ａと衝突する。当該遊技球Ｂ１は
右上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である右方向に大きく跳ね返り
、高い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０５５０】
　また、遊技領域ＰＡの奥側に位置しており、作動口３３，３４の左側上方で内側の第２
左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１は第１振分面２３２ａと衝突する。当該遊技球Ｂ
１は左上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である右方向に小さく跳ね
返り、高い確率で作動口３３，３４に入賞する。ここで、外側とは作動口３３，３４から
遠い側であり、内側とは作動口３３，３４から近い側である。
【０５５１】
　このように、遊技領域ＰＡの奥側の遊技球Ｂ１については、作動口３３，３４から比較
的遠い外側の第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１が右側に大きく進むとともに、
作動口３３，３４に比較的近い内側の第２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１が右側
に小さく進むように左右振分釘２１３，２１４が配設されている。このため、遊技領域Ｐ
Ａの奥側に位置する遊技球Ｂ１は、作動口３３，３４の左側上方において外側の第１左右
振分釘２１３と衝突する場合と、内側の第２左右振分釘２１４と衝突する場合と、のいず
れにおいても高い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０５５２】
　また、遊技領域ＰＡの手前側に位置しており、作動口３３，３４の左側上方で外側の第
１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１は第２振分面２１８ａと衝突する。当該遊技球
Ｂ１は左上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である右方向に小さく跳
ね返り、低い確率で作動口３３，３４に入賞する。また、遊技領域ＰＡの手前側に位置し
ており、作動口３３，３４の左側上方で内側の第２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ
１は第２振分面２３４ａと衝突する。当該遊技球Ｂ１は右上方向の抗力を受けて、作動口
３３，３４に向かう方向である右方向に大きく跳ね返り、低い確率で作動口３３，３４に
入賞する。
【０５５３】
　このように、遊技領域ＰＡの手前側の遊技球Ｂ１については、作動口３３，３４から比
較的遠い外側の第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１が右側に小さく進むとともに
、作動口３３，３４に比較的近い内側の第２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１が右
側に大きく進むように左右振分釘２１３，２１４が配設されている。このため、遊技領域
ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は、作動口３３，３４の左側上方において外側の第１
左右振分釘２１３と衝突する場合と、内側の第２左右振分釘２１４と衝突する場合と、の
いずれにおいても低い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０５５４】
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　一方、作動口３３，３４の右上近傍に配設されている左右振分釘２１３，２１４と衝突
する遊技球Ｂ１の多くは、遊技領域ＰＡの右側に配設されている障害釘２２８に誘導され
て来る遊技球Ｂ１である。当該遊技球Ｂ１は、左右振分釘２１３，２１４に右側上方から
衝突する。遊技領域ＰＡの奥側に位置しており、作動口３３，３４の右側上方で外側の第
２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１は第１振分面２３２ａと衝突する。当該遊技球
Ｂ１は左上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である左方向に大きく跳
ね返り、高い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０５５５】
　また、遊技領域ＰＡの奥側に位置しており、作動口３３，３４の右側上方で内側の第１
左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１は第１振分面２１７ａと衝突する。当該遊技球Ｂ
１は右上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である左方向に小さく跳ね
返り、高い確率で作動口３３，３４に入賞する。ここで、外側とは作動口３３，３４から
遠い側であり、内側とは作動口３３，３４から近い側である。
【０５５６】
　このように、遊技領域ＰＡの奥側の遊技球Ｂ１については、作動口３３，３４から比較
的遠い外側の第２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１が左側に大きく進むとともに、
作動口３３，３４に比較的近い内側の第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１が左側
に小さく進むように左右振分釘２１３，２１４が配設されている。このため、遊技領域Ｐ
Ａの奥側に位置する遊技球Ｂ１が、作動口３３，３４の右側上方において外側の第２左右
振分釘２１４と衝突する場合と、内側の第１左右振分釘２１３と衝突する場合と、のいず
れにおいても高い確率で作動口３３，３４に入賞する構成とすることができる。
【０５５７】
　また、遊技領域ＰＡの手前側に位置しており、作動口３３，３４の右側上方で外側の第
２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１は第２振分面２３４ａと衝突する。当該遊技球
Ｂ１は右上方向の抗力を受けて、作動口３３，３４に向かう方向である左方向に小さく跳
ね返り、低い確率で作動口３３，３４に入賞する。また、遊技領域ＰＡの手前側に位置し
ており、作動口３３，３４の右側上方で内側の第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ
１は第２振分面２１８ａと衝突する。当該遊技球Ｂ１は左上方向の抗力を受けて、作動口
３３，３４に向かう方向である左方向に大きく跳ね返り、低い確率で作動口３３，３４に
入賞する。
【０５５８】
　このように、遊技領域ＰＡの手前側の遊技球Ｂ１については、作動口３３，３４から比
較的遠い外側の第２左右振分釘２１４と衝突する遊技球Ｂ１が左側に小さく進むとともに
、作動口３３，３４に比較的近い内側の第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１が左
側に大きく進むように左右振分釘２１３，２１４が配設されている。このため、遊技領域
ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は、作動口３３，３４の右側上方において外側の第２
左右振分釘２１４と衝突する場合と、内側の第１左右振分釘２１３と衝突する場合と、の
いずれにおいても低い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０５５９】
　このように、左右振分釘２１３，２１４を第１作動口３３の上流側の近傍に設ける構成
とすることにより、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける前後方向の位置に応じた態様で遊
技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確率を異なるものとすることができる。一方、障
害釘２２８が作動口の直前に配設されている従来のパチンコ機の場合、遊技球Ｂ１が作動
口に入賞する確率は、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける前後方向の位置に影響されない
。
【０５６０】
　このため、左右振分釘２１３，２１４を作動口３３，３４の直前に配設する構成とする
ことにより、障害釘２２８が作動口の直前に配設されている従来のパチンコ機と比較して
、作動口３３，３４の直前における遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを豊かにして、遊
技の興趣向上を図ることができる。
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【０５６１】
　なお、左右振分釘２１３，２１４を遊技盤２３３の頂上付近に配設されている所謂天釘
として用いる構成としてもよい。当該構成では、遊技領域ＰＡの奥行き方向の位置に応じ
て、天釘と衝突した遊技球Ｂ１が遊技盤２３３の左側又は右側のいずれか一方に振り分け
られる。左側を流下する遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確率と、右側を流下す
る遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確率と、が異なる遊技盤を用いる構成とする
ことにより、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じた態様で衝突後の遊技球Ｂ１の進路を
振り分けることができる。
【０５６２】
　・上述した第１３の実施形態において、左右振分釘２１３，２１４の形状は、振分面２
１７ａ，２１８ａ，２３２ａ，２３４ａが左右振分釘２１３，２１４の長手方向の全体に
亘って設けられている形状に限られない。例えば、第１左右振分釘２１３の代わりに、振
分面２４４ａ，２４５ａが遊技球Ｂ１の衝突可能範囲のみ設けられている第１左右振分釘
２４２が用いられている構成としてもよい。
【０５６３】
　第１左右振分釘２４２について、図６１（ａ），（ｂ）を参照しながら説明する。図６
１（ａ）は第１左右振分釘２４２の斜視図であり、図６１（ｂ）は遊技盤２３３に垂直な
平面で切断した第１左右振分釘２４２の切断面の端面図である。図６１（ａ）に示すよう
に、第１左右振分釘２４２は、軸線２４２ａ方向に延在させて形成されている釘である。
第１左右振分釘２４２は、衝突する遊技球Ｂ１の衝突後の進路を振り分けるための振分面
２４４ａ，２４５ａを備えている第１左右振分部材２４３と、当該第１左右振分部材２４
３を遊技盤２３７（図６１（ｂ））に固定するための固定用部材２１６と、から構成され
ている。ここで、第１左右振分釘２４２を構成している固定用部材２１６は、上記第１３
の実施形態の第１左右振分部材２１５を構成している固定用部材２１６と同一部材である
。
【０５６４】
　第１左右振分部材２４３は軸線２４２ａ方向に延在させて形成された略四角柱形状を有
する樹脂製の部材である。第１左右振分部材２４３は、遊技球Ｂ１と接触しない固定端側
の水平面である固定端側非接触面２４６ａを上面とする固定端側非接触部２４６を備えて
いる。固定端側非接触部２４６の手前側には、右方に向けて下方に傾斜している第１振分
面２４４ａを上面とする第１振分部２４４が当該固定端側非接触部２４６と連続する態様
で一体形成されている。また、第１振分部２４４の手前側には、左方に向けて下方に傾斜
している第２振分面２４５ａを上面とする第２振分部２４５が当該第１振分部２４４に連
続する態様で一体形成されている。そして、第２振分部２４５の手前側には、遊技球Ｂ１
と接触しない自由端側の水平面である自由端側非接触面２４７ａを上面とする自由端側非
接触部２４７が当該第２振分部２４５と連続する態様で一体形成されている。
【０５６５】
　図６１（ｂ）に示すように、第１左右振分部材２４３の固定端側に位置している固定端
側非接触部２４６の軸線２４２ａ方向の長さ寸法は遊技球Ｂ１の半径よりも短い５ｍｍで
あるとともに、当該固定端側非接触部２４６の手前側に隣接している第１振分部２４４の
軸線２４２ａ（図６１（ａ））方向の長さ寸法は４ｍｍである。また、固定端側非接触部
２４６の高さ寸法は第１振分部２４４の右端の高さ寸法と同じである。
【０５６６】
　また、図６１（ｂ）に示すように、第１振分部２４４の手前側に隣接している第２振分
部２４５の軸線２４２ａ（図６１（ａ））方向の長さ寸法は４ｍｍであるとともに、当該
第２振分部２４５の自由端側に隣接している自由端側非接触部２４７の軸線２４２ａ（図
６１（ａ））方向の長さ寸法は遊技球Ｂ１の半径よりも短い４ｍｍである。また、自由端
側非接触部２４７の高さ寸法は第２振分部２４５の左端の高さ寸法と同じである。ここで
、第１左右振分釘２４２が遊技盤２３７に固定された状態において、固定端側の側面、固
定端側非接触部２４６と第１振分部２４４との境界面、第１振分部２４４と第２振分部２
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４５との境界面、及び第２振分部２４５と自由端側非接触部２４７との境界面はいずれも
遊技盤２３７の表面と平行な面である。
【０５６７】
　上記第１３の実施形態において既に説明したとおり、遊技球Ｂ１の接触可能範囲は、遊
技盤２３７の表面から窓パネル５２側に５．５ｍｍ移動した場所から、遊技盤２３７の表
面から窓パネル５２側に１２．５ｍｍ移動した場所までである。これに対して第１左右振
分部材２４３における固定端側非接触部２４６の軸線２４２ａ方向の長さ寸法は５．５ｍ
ｍよりも短く設定されているため、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝突し得
るのは第１振分面２４４ａのみであり、遊技球Ｂ１は固定端側非接触面２４６ａには衝突
しない。また、第１左右振分部材２４３における自由端側非接触部２４７の軸線２４２ａ
方向の長さ寸法（４ｍｍ）と、第１左右振分部材２４３の自由端から窓パネル５２の背面
までの長さ寸法（１ｍｍ）と、の合計は５．５ｍｍよりも短く設定されているため、遊技
領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が衝突し得るのは第２振分面２４５ａのみであり
、遊技球Ｂ１は自由端側非接触面２４７ａには衝突しない。
【０５６８】
　このように、第１左右振分釘２４２の固定端に水平面である固定端側非接触面２４６ａ
を上面とする固定端側非接触部２４６を設け、固定端側非接触部２４６の軸線２４２ａ方
向の長さ寸法を遊技球Ｂ１の半径よりも短くすることにより、遊技領域ＰＡの奥側に位置
する遊技球Ｂ１が固定端側非接触面２４６ａと接触する可能性を排除しながら、第１左右
振分釘２４２の取り付け時に角度に関する大きな誤差が生じる可能性を低減することがで
きる。具体的には、第１左右振分釘２４２を遊技盤２３７に取り付ける際、水平面である
固定端側非接触面２４６ａを目安にして回転角度を調整することにより、振分面２４４ａ
，２４５ａが上を向いた状態で第１左右振分釘２４２を遊技盤２３７に固定することが容
易となる。
【０５６９】
　・上述した第１３の実施形態において、左右振分釘２１３，２１４の代わりに、衝突す
る遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける位置を反転させる反転釘２５１を用いる構成として
もよい。当該反転釘２５１の形状について図６２（ａ）～（ｄ）を参照しながら説明する
。
【０５７０】
　図６２（ａ）は反転釘２５１の斜視図であり、図６２（ｂ）は遊技盤２３８の表面に垂
直な平面で反転釘２５１を切断した場合の切断面の端面図であり、図６２（ｃ）は反転釘
２５１の第１反転面２５４ａと衝突する遊技球Ｂ１が受ける抗力を説明するための説明図
であり、図６２（ｄ）は反転釘２５１の第２反転面２５４ｂと衝突する遊技球Ｂ１が受け
る抗力を説明するための説明図である。
【０５７１】
　図６２（ａ）に示すように、反転釘２５１は軸線２５１ａ方向に延在させて形成されて
いる釘である。反転釘２５１は、衝突する遊技球Ｂ１の進路を変える反転面２５４ａ，２
５４ｂを上面に備えている反転部材２５４と、当該反転部材２５４を遊技盤２３８に固定
するための固定用部材２１６と、からなる。そして、反転釘２５１を構成している固定用
部材２１６は、上記第１３の実施形態における第１左右振分釘２１３を構成している固定
用部材２１６と同一部材である。
【０５７２】
　反転部材２５４は軸線２５１ａ方向に延在させて形成されている略四角柱形状の樹脂製
部材である。反転部材２５４の上面は４つの頂点を有しており、第１反転面２５４ａ及び
第２反転面２５４ｂにより構成されている。このうち、第１反転面２５４ａは右奥、左奥
、及び右手前に頂点を有しているとともに、右奥の頂点が他の２つの頂点よりも高い位置
にある三角形の平面である。このため、第１反転面２５４ａは左方及び前方に向けて下方
に傾斜している。
【０５７３】
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　また、第２反転面２５４ｂは左手前、左奥、及び右手前に頂点を有しているとともに、
左手前の頂点が他の２つの頂点よりも高い位置にある三角形の平面である。このため、第
２反転面２５４ｂは右方及び後方に向けて下方に傾斜している。
【０５７４】
　反転部材２５４の軸線２５１ａ方向の長さ寸法は１７ｍｍである。図６２（ｂ）に示す
ように、反転釘２５１には固定用部材２１６が嵌まる固定用の穴が形成されており、当該
固定用の穴の内壁と遊技盤２３８に打ち込まれて固定されている固定用部材２１６の外壁
とが接着剤で固定されることにより、反転部材２５４が遊技盤２３８に固定される。反転
釘２５１が遊技盤２３８に固定された状態において、反転部材２５４の全体が遊技盤２３
３の表面から突出しているため、反転釘２５１は、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球
Ｂ１と手前側に位置する遊技球Ｂ１との両方と衝突し得る。
【０５７５】
　図６２（ａ）に示すように、反転釘２５１の固定端側において、第１反転面２５４ａの
面積は第２反転面２５４ｂの面積よりも大きい。このため、遊技領域ＰＡの奥側に位置す
る遊技球Ｂ１は第１反転面２５４ａと衝突する可能性が高い。第１反転面２５４ａは左方
及び前方に向けて下方に傾斜しているため、図６２（ｃ）に示すように、第１反転面２５
４ａと衝突する遊技球Ｂ１は左方向の成分と、上方向の成分と、手前方向の成分と、を有
する抗力を受けて、左前方に跳ね上がる。
【０５７６】
　また、図６２（ａ）に示すように、反転釘２５１の自由端側において、第２反転面２５
４ｂの面積は第１反転面２５４ａの面積よりも大きい。このため、遊技領域ＰＡの手前側
に位置する遊技球Ｂ１は第２反転面２５４ｂと衝突する可能性が高い。第２反転面２５４
ｂは右方及び後方に向けて下方に傾斜しているため、図６２（ｄ）に示すように、第２反
転面２５４ｂと衝突する遊技球Ｂ１は右方向の成分と、上方向の成分と、奥方向の成分と
、を有する抗力を受けて、右後方に跳ね上がる。
【０５７７】
　このように、反転釘２５１は、奥側で衝突する遊技球Ｂ１を手前側に跳ね返す確率が高
い釘であるとともに、手前側で衝突する遊技球Ｂ１を奥側に跳ね返す確率が高い釘である
。このため、例えば、第１３の実施形態の遊技盤２３３における左側誘導釘群２１１の上
流に反転釘２５１を設け、左側誘導釘群２１１の上流で反転釘２５１と衝突する遊技球Ｂ
１の奥行き方向の位置関係を反転させることにより、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技
球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確率、及び手前側に位置する遊技球Ｂ１が作動口３
３，３４に入賞する確率を変化させることができる。
【０５７８】
　作動口３３，３４に入賞する確率を大きく変える反転釘２５１を利用することにより、
遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし、遊技の興趣向上を図
ることができる。また、反転釘２５１を利用することにより、遊技球発射機構２７（図２
）の不具合などで遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置が手前側に偏って
しまう場合や奥側に偏ってしまう場合においても、遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞
する確率に大きな偏りが生じる事態を回避することができる。
【０５７９】
　＜第１４の実施形態＞
　本実施形態では、振分釘２１３，２１４に代えて前後振分釘２６２（図６３）及び後方
釘２７１（図６３）が遊技盤２６１（図６３）に設けられている点で上記第１３の実施形
態と相違している。以下、上記第１３の実施形態と同一の構成については基本的にその説
明を省略する。
【０５８０】
　図６３は本実施形態の遊技盤２６１の正面図、及び当該遊技盤２６１における左側誘導
釘群２８１の上流部の拡大図である。図６３に示すように、本実施形態の遊技盤２６１に
は、遊技領域ＰＡの左側を流下する遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するために、障
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害釘２２８、前後振分釘２６２、及び後方釘２７１からなる左側誘導釘群２８１が設けら
れている。ここで、前後振分釘２６２は、遊技領域ＰＡにおいて衝突する遊技球Ｂ１の奥
行き方向の位置を変える釘である。また、後方釘２７１は、遊技領域ＰＡの奥側（遊技盤
２６１側）を流下する遊技球Ｂ１のみが衝突し得る釘である。
【０５８１】
　左側誘導釘群２８１は作動口３３，３４の左斜め上に位置している。当該左側誘導釘群
２８１の上の空間は遊技球Ｂ１の直径よりも広く空いているため、遊技球Ｂ１は当該左側
誘導釘群２８１の上を通過することができる。左側誘導釘群２８１の上流部には前後振分
釘２６２及び後方釘２７１が配設されている。
【０５８２】
　図６３に示すように、左側誘導釘群２８１の最も上流には４本の前後振分釘２６２が１
列に並んでいるため、左側誘導釘群２８１に誘導される大部分の遊技球Ｂ１が上流部にお
いていずれかの前後振分釘２６２と衝突する。前後振分釘２６２と衝突した遊技球Ｂ１は
、奥行き方向の位置が振り分けられた状態で左側誘導釘群２８１の下流に至る。図６３の
拡大図に示すように、当該４つの前後振分釘２６２で形成される前後振分釘２６２の列を
第１誘導釘列２８２とする。
【０５８３】
　第１誘導釘列２８２を構成する４本の前後振分釘２６２は、右側の前後振分釘２６２が
隣接する左側の前後振分釘２６２よりも下方に位置する態様で１列に並んでいる。第１誘
導釘列２８２を構成する前後振分釘２６２同士の間隔は、遊技球Ｂ１の直径１１ｍｍより
も狭く、遊技球Ｂ１が２本の前後振分釘２６２の隙間から下方に落下しない構成である。
【０５８４】
　また、前後振分釘２６２の上面は左右方向に傾斜を有さない平面であるが、図６３に示
すように、前後振分釘２６２は、正面視、時計回りに略２０°回転した状態で固定されて
いる。このため、第１誘導釘列２８２において、前後振分釘２６２の上面は右に向けて緩
やかな下り勾配となる態様で傾斜している。これにより、第１誘導釘列２８２上で遊技球
Ｂ１が右方向の速度成分を失っても、遊技球Ｂ１がその場に停留する事態を回避すること
ができる。
【０５８５】
　第１誘導釘列２８２のすぐ下流には遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り大きな隙間が設け
られており、当該隙間の下流には３つの後方釘２７１が１列に配設されている。当該３つ
の後方釘２７１で形成される後方釘２７１の列を第２誘導釘列２８３とする。当該第２誘
導釘列２８３において、３本の後方釘２７１は隙間を空けずに並んでおり、２本の後方釘
２７１の隙間から遊技球Ｂ１が下方に落下することはない構成である。
【０５８６】
　また、第２誘導釘列２８３の下流には、隙間をあけずに４本の障害釘２２８が設けられ
て第３誘導釘列２８４が形成されている。そして、当該４つの障害釘２２８の下流には、
遊技球Ｂ１の直径よりも大きな隙間をあけて複数の障害釘２２８が１列で並んでいる。当
該障害釘２２８の列は作動口３３，３４の直前まで続いており、遊技球Ｂ１を作動口３３
，３４まで誘導する。
【０５８７】
　なお、本実施形態において、遊技盤２６１の右側に配置されている右側誘導釘群は全て
障害釘２２８で構成されている。
【０５８８】
　次に、前後振分釘２６２の構造について、図６４（ａ）～（ｄ）に基づいて説明する。
図６４（ａ）は前後振分釘２６２の斜視図であり、図６４（ｂ）は前後振分釘２６２を構
成する前後振分部材２６３の平面図であり、図６４（ｃ），（ｄ）は遊技盤２６１の表面
に垂直な平面で前後振分釘２６２を切断した場合における切断面の端面図である。図６４
（ａ）に示すように、前後振分釘２６２は軸線２６２ｃ方向に延在させて形成されている
細長形状の釘である。前後振分釘２６２は、上方から落下して衝突する遊技球Ｂ１を奥行
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き方向に振り分ける前後振分部材２６３と、当該前後振分部材２６３を遊技盤２６１の表
面に固定するための固定用部材２１６と、から構成されている。前後振分部材２６３は、
軸線２６２ｃ方向に延在させて形成されている略四角柱形状の樹脂製部材であり、上方か
ら落下する遊技球Ｂ１と衝突し得る面として、傾斜の異なる第１振分面２６４ａ及び第２
振分面２６５ａを備えている。
【０５８９】
　図６３に示すように、前後振分釘２６２は、軸線２６２ｃが遊技盤２６１の表面に対し
て略垂直となるとともに前後振分部材２６３が遊技盤２６１の表面から突出する態様で遊
技盤２６１に固定されている。前後振分部材２６３の軸線２６２ｃ方向の長さ寸法は１７
ｍｍであり、遊技盤２６１に固定されている前後振分釘２６２において前後振分部材２６
３は遊技領域ＰＡに１７ｍｍ突出している。前後振分釘２６２は遊技球Ｂ１の接触可能範
囲を網羅しているため、前後振分釘２６２は、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１
と衝突し得るとともに手前側に位置する遊技球Ｂ１と衝突し得る。以下の説明では、遊技
盤２６１に固定されている状態において、遊技盤２６１に固定されている端を前後振分釘
２６２の固定端とするとともに、遊技領域ＰＡに突出している端を前後振分釘２６２の自
由端とする。
【０５９０】
　図６４（ａ）に示すように、前後振分部材２６３は、第１振分面２６４ａを有する固定
端側の第１振分部２６４と、第２振分面２６５ａを有する自由端側の第２振分部２６５と
、から構成されている。第１振分部２６４の軸線２６２ｃ方向の長さ寸法は９ｍｍである
とともに、第２振分部２６５の軸線２６２ｃ方向の長さ寸法は８ｍｍである。また、第１
振分面２６４ａは後方に向けて下方に傾斜している傾斜面であるとともに、第２振分面２
６５ａは前方に向けて下方に傾斜している傾斜面である。そして、前後振分釘２６２が遊
技盤２６１に固定されている状態において、第１振分部２６４と第２振分部２６５との境
界面は遊技盤２６１の表面に平行であり、当該境界面は遊技領域ＰＡの奥行き方向の中央
に位置している。
【０５９１】
　図６４（ｂ）に示すように、前後振分部材２６３は、固定端と自由端とのそれぞれに正
方形の側面を有している。このうち、固定端側の側面である固定端面２６３ｂには、前後
振分部材２６３を遊技盤２６１に固定する際に固定用部材２１６を嵌めるための固定用穴
２６３ａが形成されている。当該固定用穴２６３ａは、前後振分部材２６３の固定端側の
側面に開口を有する態様で、前後振分部材２６３の固定端から自由端付近に亘る態様で形
成されている円柱形状の穴であり、当該固定用穴２６３ａの深さは１５ｍｍである。図６
４（ｂ）に示すように、当該固定用穴２６３ａは、前後振分部材２６３の半分以上の体積
を占める態様で大きく形成されている。なお、固定用穴２６３ａは、前後振分部材２６３
の上下左右の側面から当該前後振分部材２６３の強度を保つために十分な距離をおいて形
成されている。
【０５９２】
　次に、前後振分釘２６２が遊技盤２６１に固定されている状態について説明する。前後
振分釘２６２を構成している固定用部材２１６は、前記第１３の実施形態において説明し
た第１左右振分釘２１３を構成している固定用部材２１６と同一部材である。図６４（ｃ
），（ｄ）に示すように、固定用部材２１６は、固定用尖頭部２１６ｂの全部と、固定用
胴軸部２１６ａの一部と、が遊技盤２６１の表面よりも奥側に埋没するとともに、固定用
胴軸部２１６ａの残りの部分が遊技盤２６１表面から略垂直方向に突出する態様で遊技盤
２６１に固定される。遊技盤２６１に固定された固定用部材２１６において、遊技盤２６
１表面からの突出部の長さ寸法は１５ｍｍである。前後振分部材２６３は、当該突出部の
外壁と固定用穴２６３ａの内壁とを接着剤により固定することで、振分面２６４ａ，２６
５ａが上方を向いた態様で遊技盤２６１に固定される。
【０５９３】
　図６４（ｃ）に示すように、遊技盤２６１と窓パネル５２とで挟まれている遊技領域Ｐ
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Ａの奥側（遊技盤２６１側）を流下する遊技球Ｂ１は第１振分面２６４ａと衝突する。遊
技領域ＰＡの奥側において、第１振分面２６４ａは後方に向かって下方に傾斜しているた
め、上方から落下して第１振分面２６４ａと衝突する遊技球Ｂ１には上方向の成分と奥方
向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後の遊技球Ｂ１は奥方向に跳ね返り、
下流において遊技領域ＰＡの奥側を流下する。
【０５９４】
　また、遊技領域ＰＡの手前側（窓パネル５２側）を流下する遊技球Ｂ１は第２振分面２
６５ａと衝突する。遊技領域ＰＡの奥側において、第２振分面２６５ａは前方に向かって
下方に傾斜しているため、上方から落下して第２振分面２６５ａと衝突する遊技球Ｂ１に
は上方向の成分と手前方向の成分とを有する抗力が働く。これにより、衝突後の遊技球Ｂ
１は手前方向に跳ね返り、下流において遊技領域ＰＡの手前側を流下する。
【０５９５】
　次に、遊技領域ＰＡにおける後方釘２７１と遊技球Ｂ１との関係を図６５（ａ）～（ｃ
）に基づいて説明する。図６５（ａ）は後方釘２７１の斜視図であり、図６５（ｂ），（
ｃ）は遊技盤２６１の表面に垂直な平面で切断した場合の後方釘２７１の縦断面図である
。
【０５９６】
　図６５（ａ）に示すように、後方釘２７１は円柱形の胴軸部２７１ａと、円錐形の尖頭
部２７１ｂと、から構成されている。胴軸部２７１ａの直径及び尖頭部２７１ｂの底面の
直径は共に障害釘２２８の胴径と同じ略２ｍｍである。図６５（ｂ）に示すように、後方
釘２７１は、尖頭部２７１ｂの全部と胴軸部２７１ａの一部とが遊技盤２６１の表面より
も奥側に埋没するとともに、胴軸部２７１ａの一部が遊技盤２６１から略垂直方向に突出
する態様で遊技盤２６１固定される。
【０５９７】
　遊技盤２６１に固定されている後方釘２７１において、遊技盤２６１の表面から後方釘
２７１の突出部における手前側の端までの長さは６ｍｍである。ここで、遊技盤２６１に
固定されている後方釘２７１の突出部の先端から窓パネル５２の背面までの距離は１２ｍ
ｍであり、直径１１ｍｍの遊技球Ｂ１が後方釘２７１と窓パネル５２とに挟まれて停留す
るようなことは起こらない構成である。
【０５９８】
　図６５（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側を遊技盤２６１表面に沿って流下する
直径１１ｍｍの遊技球Ｂ１は後方釘２７１と衝突して進行方向を変える。一方、図６５（
ｃ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側を窓パネル５２の奥側の表面に沿って流下する
遊技球Ｂ１は後方釘２７１に衝突しないため、そのままの進行方向を維持して下流に向か
う。
【０５９９】
　次に、左側誘導釘群２８１の上方の空間に進入した遊技球Ｂ１の動きについて、図６６
（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図６６（ａ）は遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技
球Ｂ１の左側誘導釘群２８１における進路を説明するための説明図であり、図６６（ｂ）
は遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１の左側誘導釘群２８１における進路を説明
するための説明図である。
【０６００】
　図６６（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側を流下する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群
２８１の上方の空間に進入した場合、遊技球Ｂ１は第１誘導釘列２８２を構成している４
つの前後振分釘２６２のいずれかに衝突して跳ね返る。このとき、遊技球Ｂ１は前後振分
釘２６２の第１振分面２６４ａ（図６４（ａ））と衝突するため、下流において遊技球Ｂ
１は高確率で遊技領域ＰＡの奥側を流下する。
【０６０１】
　第１誘導釘列２８２を構成する前後振分釘２６２と衝突して跳ね返った遊技球Ｂ１が第
１誘導釘列２８２の下流端に位置する前後振分釘２６２と第２誘導釘列２８３の上流端に
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位置する後方釘２７１との隙間を跳び越えた場合、当該遊技球Ｂ１は第２誘導釘列２８３
の上方の空間に進入する。遊技球Ｂ１が遊技領域ＰＡの奥側に位置し、第２誘導釘列２８
３を構成している３つの後方釘２７１のいずれかに衝突して跳ね返る場合、遊技球Ｂ１は
第３誘導釘列２８４によって作動口３３，３４に向かって誘導される。
【０６０２】
　一方、図６６（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１が左側
誘導釘群２８１の上方の空間に進入した場合、遊技球Ｂ１は第１誘導釘列２８２を構成し
ている４つの前後振分釘２６２のいずれかに衝突して跳ね返る。このとき、遊技球Ｂ１は
前後振分釘２６２の第２振分面２６５ａ（図６４（ａ））と衝突するため、下流において
遊技球Ｂ１は高確率で窓パネル５２の背面に沿って流下する。
【０６０３】
　第２振分面２６５ａと衝突して跳ね返った遊技球Ｂ１が第１誘導釘列２８２の下流端に
位置する前後振分釘２６２と第２誘導釘列２８３の上流端に位置する後方釘２７１との隙
間を跳び越えた場合、当該遊技球Ｂ１は第２誘導釘列２８３の上方の空間に進入する。遊
技球Ｂ１が窓パネル５２の背面に沿って移動しており、第２誘導釘列２８３を構成してい
る３つの後方釘２７１のいずれにも衝突しない場合、遊技球Ｂ１は後方釘２７１と窓パネ
ル５２との間をすり抜けて落下し、アウト口２４ａにて回収される。
【０６０４】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０６０５】
　衝突する遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の位置に応じて衝突後の進路を
遊技領域ＰＡの奥側と手前側とに振り分ける前後振分釘２６２を遊技盤２６１に設ける構
成である。当該構成により、遊技領域ＰＡの奥行き方向の中央付近に位置している遊技球
Ｂ１についても、衝突後の進路を遊技盤２６１沿い又は窓パネル５２沿いのいずれかに分
けることができる。そして、当該前後振分釘２６２の下流には、遊技球Ｂ１が遊技領域Ｐ
Ａの遊技盤２６１側に位置する場合と、遊技領域ＰＡの窓パネル５２側に位置する場合と
のそれぞれにおいて、下流における当該遊技球Ｂ１の進路を異なるものとする第２誘導釘
列２８３を設定する構成である。このため、前後振分釘２６２によって振り分けられた進
路に応じて遊技球Ｂ１の下流における進路を異なるものとすることができる。このように
、前後振分釘２６２の下流に第２誘導釘列２８３を配置する構成とすることにより、遊技
球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける前後方向の位置に応じて遊技球Ｂ１の下流における進路が
変わる構成とすることができる。遊技領域ＰＡにおける左右方向の位置のみが遊技球Ｂ１
の下流における進路に影響する構成と比較して、遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増
やし、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０６０６】
　また、遊技盤２６１に設けられた場合に突出部の自由端と窓パネル５２の背面との間に
遊技球Ｂ１が通過可能な空間が形成される後方釘２７１を並べて第２誘導釘列２８３とす
る構成であるため、遊技盤２６１側に位置する遊技球Ｂ１の進路を変えるとともに、窓パ
ネル５２側に位置する遊技球Ｂ１の進路を変えない態様で、遊技球Ｂ１の下流における進
路を異なるものとすることができる。第２誘導釘列２８３を構成する釘として後方釘２７
１を利用することにより、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける動きのバリエーションを増
やし、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０６０７】
　＜第１４の実施形態の別形態＞
　・上述した第１４の実施形態において、第２誘導釘列２８３として３つの後方釘２７１
を並べる構成に代えて、遊技盤２６１に固定した場合に遊技盤２６１の表面から窓パネル
５２側に後方釘２７１と同じ長さだけ突出するとともに、第２誘導釘列２８３において後
方釘２７１が並んでいる角度と同じ傾斜面を有する傾斜部材を１つ配置する構成としても
よい。当該傾斜部材を配設する構成とすることにより、窓パネル５２の奥側の表面に沿っ
て移動している遊技球Ｂ１の進路を変更することなく、遊技盤２６１の表面に沿って移動
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している遊技球Ｂ１の進路を変更することができる。この場合には、３つの後方釘２７１
を遊技盤２６１に並べて設ける場合よりも容易に傾斜部材を遊技盤２６１に固定すること
ができる。
【０６０８】
　・上述した第１４の実施形態において、第２誘導釘列２８３及び第３誘導釘列２８４を
構成している全ての釘が障害釘２２８である構成とするとともに、第１誘導釘列２８２と
第２誘導釘列２８３との隙間に後方釘２７１が配設されている構成としてもよい。この場
合には、遊技領域ＰＡの手前側を流下する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群２８１に誘導されて
作動口３３，３４に入賞する確率を、釘として障害釘２２８のみを用いる従来の遊技機と
同程度に保ちながら、遊技領域ＰＡの奥側を流下する遊技球Ｂ１が左側誘導釘群２８１に
誘導されて作動口に入賞する確率を上げることができる。
【０６０９】
　・上述した第１４の実施形態において、前後振分釘２６２の形状は、前後振分釘２６２
の上側の面であって、先端側に配置されている面が基端から先端に向かって上り傾斜とな
っているとともに、前後振分釘２６２の上側の面であって、基端側に配置されている面が
基端から先端に向かって下り傾斜となっている形状であってもよい。
【０６１０】
　例えば、上述した前後振分釘２６２において、固定端側に位置していた第１振分部２６
４が自由端側に位置しているとともに、自由端側に位置していた第２振分部２６５が固定
端側に位置している釘を前後振分釘として用いてもよい。つまり、上述した前後振分釘２
６２において、第１振分部２６４と第２振分部２６５とが入れ替わっている形状を有する
釘を前後振分釘として用いてもよい。このように上側の２つの傾斜面が中央に向かって下
り傾斜となっている前後振分釘を凹型前後振分釘とする。
【０６１１】
　遊技領域ＰＡの奥側を流下する遊技球Ｂ１が凹型前後振分釘と衝突した場合、当該遊技
球Ｂ１の下流における進路は遊技領域ＰＡの手前側に変更される。また、遊技領域ＰＡの
手前側を流下する遊技球Ｂ１が凹型前後振分釘と衝突した場合、当該遊技球Ｂ１の下流に
おける進路は遊技領域ＰＡの奥側に変更される。つまり、凹型前後振分釘に衝突する遊技
球Ｂ１の奥行き方向の位置を反転させることできる。例えば、遊技球発射機構２７の不具
合により、遊技領域ＰＡに向けて発射される遊技球Ｂ１が全て遊技領域ＰＡの奥側に位置
するような場合、又は発射される遊技球Ｂ１が全て遊技領域ＰＡの手前側に位置するよう
な場合において、当該凹型前後振分釘と衝突する遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置が反転す
ることにより、奥側に位置する遊技球Ｂ１の数に対する手前側に位置する遊技球Ｂ１の数
の割合が著しく偏る事態を回避することができる。
【０６１２】
　また、上述した第１４の実施形態において、第１誘導釘列２８２を構成する４本の前後
振分釘２６２の代わりに４本の凹型前後振分釘を遊技盤２６１に配設することにより、上
述した第１４の実施形態とは異なり、第１誘導釘列２８２、第２誘導釘列２８３、及び第
３誘導釘列２８４によって遊技領域ＰＡの手前側を流下する遊技球Ｂ１が高確率で作動口
３３，３４に向かって案内されるとともに、遊技領域ＰＡの奥側を流下する遊技球Ｂ１が
高確率でアウト口２４ａから回収される構成とすることができる。
【０６１３】
　遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の位置に応じて遊技球Ｂ１の下流におけ
る進路が変わる構成とすることにより、遊技領域ＰＡにおける左右方向の位置のみが遊技
球Ｂ１の下流における進路に影響する構成と比較して、遊技球Ｂ１の動きのバリエーショ
ンを増やし、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０６１４】
　・上述した第１４の実施形態において、前後振分釘２６２に代えて、遊技領域ＰＡにお
ける遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を一方向のみに誘導する釘を遊技盤２６１に設けても
よい。例えば、遊技領域ＰＡの手前側に向けて下り勾配を有する傾斜面のみを有する手前
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側誘導釘を遊技盤２６１に設けることにより、当該手前側誘導釘と衝突する遊技球Ｂ１の
奥行き方向の位置を手前側に誘導することができる。また、遊技領域ＰＡの奥側に向けて
下り勾配を有する傾斜面のみを有する奥側誘導釘を遊技盤２６１に配設することにより、
当該奥側誘導釘と衝突する遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を奥側に誘導することができる
。
【０６１５】
　上述した第１４の実施形態の遊技盤２６１において、第１誘導釘列２８２の上流から１
番目及び２番目の前後振分釘２６２を手前側誘導釘に置換するとともに、３番目及び４番
目の前後振分釘２６２を奥側誘導釘に置換することにより、左側誘導釘群２８１の上流部
において、比較的浅い位置で第１誘導釘列２８２と衝突する遊技球Ｂ１が作動口３３,３
４に入賞する確率を高くするとともに、比較的深い位置で第１誘導釘列２８２と衝突する
遊技球Ｂ１が作動口３３,３４に入賞する確率を低くすることができる。このように、第
１誘導釘列２８２における遊技球Ｂ１の衝突位置に応じて入賞確率を異なるものとするこ
とにより、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きが単調になることを防ぎ、遊技の興趣
向上を図ることができる。
【０６１６】
　・上述した第１４の実施形態において、後方釘２７１は衝突する遊技球Ｂ１に対して所
定方向の成分を有する抗力を与える傾斜面を備えている構成としてもよい。例えば、上述
した第１４の実施形態における後方釘２７１を右方に向けて下方に傾斜している上面を有
する右方誘導釘としてもよい。当該右方誘導釘を遊技盤２６１に設けることにより、遊技
領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝突して右方に向けて加速するとともに、手前側
に位置する遊技球Ｂ１が衝突しない態様で遊技球Ｂ１の進路を振り分けることができる。
これにより、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を遊技球Ｂ１の左右方向の進路に反映させて
、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし、遊技の興趣向上を
図ることができる。
【０６１７】
　また、例えば、上述した第１４の実施形態における後方釘２７１を前方に向けて下方に
傾斜している上面を有する前方誘導釘としてもよい。当該前方誘導釘を遊技盤２６１に設
けることにより、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝突することより手前側に
移動するとともに、手前側に位置する遊技球Ｂ１が衝突しない態様で遊技球Ｂ１の奥行き
方向の位置を変更する構成とすることができる。これにより、遊技領域ＰＡにおいて、手
前側に位置する遊技球Ｂ１の数を増加させることができる。例えば、上述した第１３の実
施形態における第１左右振分釘２１３を当該前方誘導釘の下流に設けることにより第２振
分面２１８ａと衝突して左方に振り分けられる遊技球Ｂ１が多い構成とすることができる
。また、例えば、上述した第１３の実施形態における第２左右振分釘２１４を当該前方誘
導釘の下流に設けることにより第２振分面２３４ａと衝突して右方に振り分けられる遊技
球Ｂ１が多い構成とすることができる。このように、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の
奥行き方向の位置に応じた態様で遊技球Ｂ１の進路を振り分ける手段の上流に前方誘導釘
を設けることにより、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし
、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０６１８】
　・上述した第１４の実施形態において、後方釘２７１に代えて、遊技領域ＰＡの手前側
に位置する遊技球Ｂ１が衝突しやすい形状であるとともに奥側に位置する遊技球Ｂ１が衝
突しにくい形状を有する前方優先部材２９１を遊技盤２６１に配設する構成としてもよい
。当該前方優先部材２９１を図６７（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図６７（ａ）は
前方優先部材２９１の平面図であり、図６７（ｂ）は前方優先部材２９１を含む左側誘導
釘群２８１における遊技球Ｂ１の進路を説明するための説明図である。
【０６１９】
　図６７（ａ）に示すように、前方優先部材２９１は、遊技領域ＰＡの手前側に位置する
遊技球Ｂ１のみが衝突可能であるプレート部材２９２と、当該プレート部材２９２を遊技
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盤２６１に固定するための第１支持部材２９３及び第２支持部材２９４と、からなる。プ
レート部材２９２は左右方向に延在させて形成されている直方体形状の樹脂板である。遊
技球Ｂ１が衝突し得るプレート部材２９２の上面の横寸法は遊技球Ｂ１の直径の３倍より
も長い３６ｍｍであるとともに、奥行き方向の長さ寸法は遊技球Ｂ１の半径と同じ５．５
ｍｍである。また、プレート部材２９２は６ｍｍの厚みを有しており、遊技球Ｂ１の衝突
が繰り返されても破損しない強度を有している。
【０６２０】
　プレート部材２９２には、第１支持部材２９３を固定するために、内径及び深さが４ｍ
ｍである第１支持用穴２９５が左端から３ｍｍの間隔を空けて形成されているとともに、
第２支持部材２９４を固定するために、内径及び深さが４ｍｍである第２支持用穴２９６
が右端から３ｍｍの間隔を空けて形成されている。
【０６２１】
　第１支持部材２９３と第２支持部材２９４とは同一部材である。支持部材２９３，２９
４は、軸線２９３ｃ，２９４ｃ方向の長さ寸法が２８ｍｍである円柱形の支持用胴軸部２
９３ａ，２９４ａと、軸線２９３ｃ，２９４ｃ方向の長さ寸法が５ｍｍである円錐形の支
持用尖頭部２９３ｂ，２９４ｂと、から構成されている。支持部材２９３，２９４の胴径
は支持用穴２９２ａ，２９２ｂの内径と同じ４ｍｍであるため、第１支持部材２９３は第
１支持用穴２９５に隙間が空かない態様で嵌めることができるとともに、第２支持部材２
９４は第２支持用穴２９６に隙間が空かない態様で嵌めることができる。
【０６２２】
　前方優先部材２９１を構成するプレート部材２９２と支持部材２９３，２９４とは分離
可能である。自由端にハンマーなどで衝撃を加えられることにより、分離されている支持
部材２９３，２９４は遊技盤２３３に固定される。そして、第１支持用穴２９５に第１支
持部材２９３の突出部の一部が嵌まる態様であるとともに、第２支持用穴２９６に第２支
持部材２９４の突出部の一部が嵌まる態様でプレート部材２９２が支持部材２９３，２９
４に固定されることにより、前方優先部材２９１が遊技盤２３３に固定された状態となる
。
【０６２３】
　図６７（ｂ）に示すように、支持部材２９３，２９４は、支持用尖頭部２９３ｂ，２９
４ｂの全部と、支持用胴軸部２９３ａ，２９４ａの一部と、が遊技盤２３３の表面よりも
奥側に埋没するとともに、支持用胴軸部２９３ａ，２９４ａの残りの部分が遊技盤２６１
の表面から略垂直方向に突出する態様で遊技盤２６１に固定される。遊技盤２６１に固定
された支持部材２９３，２９４において、遊技盤２６１表面からの突出部の長さ寸法は１
５ｍｍである。プレート部材２９２は、当該突出部の外壁と支持用穴２９２ａ，２９２ｂ
の内壁とを接着剤により固定することで遊技盤２６１に固定される。
【０６２４】
　遊技盤２６１に固定されている状態において、第１支持部材２９３と第２支持部材２９
４との間隔は遊技球Ｂ１の直径の２倍である２２ｍｍであり、プレート部材２９２の奥側
の端は遊技盤２６１の表面から遊技球Ｂ１の直径よりも広い１１．５ｍｍ離れている。
【０６２５】
　上記第１４の実施形態の遊技盤２６１において、第２誘導釘列２８３を構成している３
本の後方釘２７１を上面の傾斜を変えずに前方優先部材２９１に置換すると、図６７（ｂ
）に示すように、上流の第１誘導釘列２８２において奥側に振り分けられた遊技球Ｂ１が
第１支持部材２９３と第２支持部材２９４との隙間から下方に落下する確率が高くなると
ともに、手前側に振り分けられた遊技球Ｂ１がプレート部材２９２と衝突して第３誘導釘
列２８４の上方の空間に進入する確率が高くなる。
【０６２６】
　このように、手前側に位置する遊技球Ｂ１の進路と奥側に位置する遊技球Ｂ１の進路と
を異なるものとすることにより、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーショ
ンを増やし、遊技の興趣向上を図ることができる。
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【０６２７】
　＜第１５の実施形態＞
　本実施形態は、振分釘２１３，２１４に代えて反発釘３２２（図６８）が遊技盤３２１
（図６８）に設けられている点で上記第１３の実施形態と相違している。以下、上記第１
３の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０６２８】
　本実施形態の遊技盤３２１には、遊技球Ｂ１の落下方向を適宜分散、調整等するための
釘として障害釘２２８に加えて反発釘３２２が配設されている。先ず図６８に基づいて、
遊技盤３２１における反発釘３２２の位置を説明する。図６８は遊技盤３２１の正面図、
及び当該遊技盤３２１に配設されている左側誘導釘群３２３の上流部の拡大図である。
【０６２９】
　図６８に示すように、遊技盤３２１には、遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するた
めに、複数の釘２２８，３２２で構成される誘導釘群が配設されている。当該誘導釘群は
、遊技球Ｂ１を左側から遊技盤３２１の中央下部に位置する作動口３３，３４に誘導する
ために配設されている左側誘導釘群３２３、及び遊技球Ｂ１を右側から遊技盤３２１の中
央下部に位置する作動口３３，３４に誘導するために配設されている右側誘導釘群３２４
から構成されている。
【０６３０】
　左側誘導釘群３２３を構成している障害釘２２８及び反発釘３２２は１方向に向かって
並んでおり、その並び方向は右に向けて３０°の下り勾配となる傾斜を有している。また
、右側誘導釘群３２４を構成している障害釘２２８及び反発釘３２２は１方向に向かって
並んでおり、その並び方向は左に向けて３０°の下り勾配となる傾斜を有している。
【０６３１】
　図６８の拡大図に示すように、左側誘導釘群３２３は、最上流に位置する第１釘列３３
１と、当該第１釘列３３１の下流に位置する第２釘列３３２とに分かれている。第１釘列
３３１では４本の反発釘３２２が右に向かって３０°の下り勾配を有する方向に１列で並
んでいる。第１釘列３３１において、隣接する反発釘３２２同士の間隔は遊技球Ｂ１の直
径よりも狭い。このため、遊技球Ｂ１が２つの反発釘３２２の間から下方へ落下すること
はない。
【０６３２】
　また、第２釘列３３２には１３本の障害釘２２８が右に向かって３０°の下り勾配を有
する方向に１列で並んでいる。そして、第１釘列３３１の下流端に位置する反発釘３２２
と第２釘列３３２の上流端に位置する障害釘２２８との隙間は遊技球Ｂ１の直径より広い
１３ｍｍに設定されており、当該隙間から遊技球Ｂ１が下方へ落下する可能性がある。特
に、第１釘列３３１を構成している反発釘３２２と衝突した遊技球Ｂ１の跳ね返りが小さ
い場合に、遊技球Ｂ１が第１釘列３３１と第２釘列３３２との隙間から下方へ落下して、
遊技盤３２１の下部に設けられているアウト口２４ａから回収される可能性が高い。
【０６３３】
　次に、反発釘３２２の形状について図６９（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図６９
（ａ）は反発釘３２２の分解斜視図であるとともに、図６９（ｂ）は反発釘３２２の縦断
面図である。図６９（ａ）に示すように、反発釘３２２は軸線３２２ａ方向に延在させて
形成されている細長形状の釘である。反発釘３２２は、反発係数が低く、衝突する遊技球
Ｂ１を小さく跳ね返す表面を有する低反発部材３３３と、当該低反発部材３３３の表面よ
りも反発係数が大きく、衝突する遊技球Ｂ１を大きく跳ね返す高反発部３３４ｄを有する
軸部材３３４と、からなる。
【０６３４】
　軸部材３３４は自由端側に、軸線３２２ａ方向に延在させて形成されている円柱形状の
自由端側胴軸部３３４ａを備えている金属製部材である。自由端側胴軸部３３４ａの奥側
には、円柱形状の固定端側胴軸部３３４ｂが自由端側胴軸部３３４ａよりも大きな胴径を
有する態様で軸線３２２ａ方向に延在させて一体形成されている。また、固定端側胴軸部
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３３４ｂの奥側には、円錐形状の尖頭部３３４ｃが、軸線３２２ａ上に頂点を有するとと
もに固定端側胴軸部３３４ｂに連続する態様で一体形成されている。
【０６３５】
　自由端側胴軸部３３４ａの直径は２ｍｍであるとともに、軸線方向の長さ寸法は８ｍｍ
である。また、固定端側胴軸部３３４ｂの直径は６ｍｍであるとともに軸線方向の長さ寸
法は２２ｍｍである。当該固定端側胴軸部３３４ｂは、反発釘３２２が遊技盤３２１に固
定される場合に、遊技盤３２１表面の手前側に突出する高反発部３３４ｄと、奥側に埋没
する埋没部３３４ｅと、からなる。また、尖頭部３３４ｃは尖った先端を備えており、当
該尖頭部３３４ｃを遊技盤３２１の表面に押し当てた状態で、反発釘３２２の自由端に対
してハンマーなどで衝撃を与えることにより当該反発釘３２２を遊技盤３２１に固定する
ことが可能である。
【０６３６】
　低反発部材３３３は、軸線３２２ａ方向に延在させて形成された円柱形状を有する低反
発ウレタン製の部材である。低反発部材３３３の直径は６ｍｍであり、軸線３２２ａ方向
の長さ寸法は８ｍｍである。このため、反発釘３２２が遊技盤３２１に固定されている状
態において、低反発部材３３３と高反発部３３４ｄとの境界は遊技領域ＰＡの奥行き方向
の中央に位置する。低反発部材３３３には、当該低反発部材３３３の中央を軸線３２２ａ
方向に貫く取付孔３３３ａが形成されている。当該取付孔３３３ａは、２ｍｍの内径を有
する円柱形状の孔である。図６９（ａ）に示すように、当該取付孔３３３ａには軸部材３
３４の自由端側胴軸部３３４ａが挿入される。これにより、図６９（ｂ）に示すように、
低反発部材３３３が固定端側胴軸部３３４ｂに固定されて反発釘３２２となる。なお、低
反発部材３３３は、衝突する遊技球Ｂ１の跳ね返りを小さくする素材であるとともに耐久
性のある素材であれば、低反発ウレタンに限られない。例えば、低反発部材３３３がケイ
素樹脂製であってもよい。
【０６３７】
　次に、遊技盤３２１に固定されている反発釘３２２に衝突する遊技球Ｂ１の進路につい
て図７０（ａ）～（ｄ）に基づいて説明する。図７０（ａ），（ｃ）は遊技盤３２１に垂
直な平面で反発釘３２２を切断した場合の切断面の端面図であり、図７０（ｂ）は左上方
から流下して衝突する遊技球Ｂ１の衝突後の進路を説明するために示す高反発部３３４ｄ
の横断面図であり、図７０（ｄ）は左上方から流下して衝突する遊技球Ｂ１の衝突後の進
路を説明するために示す低反発部材３３３及び自由端側胴軸部３３４ａの横断面図である
。
【０６３８】
　図７０（ａ）に示すように、反発釘３２２は遊技盤３２１の表面に対して軸線３２２ａ
が略垂直となるように打ち込まれて固定されている。ここで、遊技盤３２１の表面及び窓
パネル５２の背面に挟まれる遊技領域ＰＡの奥行きは１８ｍｍである。図７０（ａ）に示
すように、反発釘３２２は、軸部材３３４の埋没部３３４ｅ及び尖頭部３３４ｃが遊技盤
３２１の表面よりも奥側に埋没する態様で遊技盤３２１に固定されている。反発釘３２２
が遊技盤３２１に固定されている状態において、遊技領域ＰＡの奥側には高反発部３３４
ｄが露出しているとともに、手前側には低反発部材３３３が露出している。
【０６３９】
　このため、図７０（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側を流下する遊技球Ｂ１は反
発係数の大きな高反発部３３４ｄと衝突して大きく跳ね返る。具体的には、図７０（ｂ）
に示すように、右向きの初速度、及び下向きの初速度を有して左側上方から高反発部３３
４ｄの上側の１点と衝突した後の遊技球Ｂ１は、右向きの初速度よりもやや減少した右向
きの速度、及び下向きの初速度よりもやや減少した上向きの速度を有する。
【０６４０】
　一方、図７０（ｃ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側を流下する遊技球Ｂ１は反発
係数の小さな低反発部材３３３と衝突して小さく跳ね返る。具体的には、図７０（ｄ）に
示すように、右向きの初速度、及び下向きの初速度を有して左側上方から低反発部材３３
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３の上側の１点と衝突した後の遊技球Ｂ１は、右向きの初速度よりも大きく減少した右向
きの速度、及び下向きの初速度よりも大きく減少した上向きの速度を有する。
【０６４１】
　次に、第１釘列３３１を構成している反発釘３２２と衝突する遊技球Ｂ１の衝突後の進
路を図７１（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図７１（ａ）は遊技球Ｂ１が反発釘３２
２の高反発部３３４ｄと衝突した場合における衝突後の遊技球Ｂ１の進路を説明するため
の説明図であり、図７１（ｂ）は遊技球Ｂ１が反発釘３２２の低反発部材３３３と衝突し
た場合における衝突後の遊技球Ｂ１の進路を説明するための説明図である。
【０６４２】
　図７１（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１は、第１釘列３
３１を構成する反発釘３２２の高反発部３３４ｄと衝突する。遊技球Ｂ１は反発係数の大
きな高反発部３３４ｄと衝突した後に大きく跳ね返る。このため、衝突後の遊技球Ｂ１が
第１釘列３３１の下流端と第２釘列３３２の上流端との隙間から下方に落下することなく
第２釘列３３２によって作動口３３，３４まで誘導される確率は高い。
【０６４３】
　一方、図７１（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は第１
釘列３３１を構成している反発釘３２２の低反発部材３３３と衝突する。遊技球Ｂ１は反
発係数の小さな低反発部材３３３と衝突した後に小さく跳ね返る。このため、衝突後の遊
技球Ｂ１が第１釘列３３１の下流端と第２釘列３３２の上流端との隙間から下方へ落下し
、アウト口２４ａから回収される確率は高い。
【０６４４】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０６４５】
　反発釘３２２は、先端側に反発係数の大きな高反発部３３４ｄを備えているとともに、
基端側に反発係数の小さな低反発部材３３３を備えている構成である。当該反発釘３２２
を遊技盤３２１に配設することにより、遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の位置に応じて
衝突後の遊技球Ｂ１の進路を異なるものとすることができる。このため、遊技盤３２１に
障害釘２２８のみが配設されており、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の位
置が遊技球Ｂ１の進路に影響しない従来のパチンコ機と比較した場合に、遊技領域ＰＡに
おける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし、遊技の興趣向上を図ることができる
。
【０６４６】
　また、左側誘導釘群３２３の上流部を構成する第１釘列３３１に反発釘３２２を用いる
構成であるとともに、第１釘列３３１の下流端と第２釘列３３２の上流端との間に遊技球
Ｂ１の直径よりも大きな幅を有する隙間が設定されている構成である。このため、遊技領
域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が第１釘列３３１と衝突した後に第２釘列３３２によ
って作動口３３，３４まで誘導される確率は高い。また、遊技領域ＰＡの手前側に位置す
る遊技球Ｂ１が第１釘列３３１と衝突した後に第１釘列３３１の下流端と第２釘列３３２
の上流端との隙間から下方に落下する確率は高い。
【０６４７】
　このように、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける奥行き方向の位置に応じた態様で、遊
技球Ｂ１が作動口３３，３４に誘導される確率を異なるため、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡ
における奥行き方向の位置が遊技球Ｂ１の進路に影響しない従来のパチンコ機１０と比較
して、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の動きのバリエーションを増やし、遊技の興趣向
上を図ることができる。
【０６４８】
　また、第１釘列３３１を構成する釘の全てに反発釘３２２を用いる構成とした。遊技球
Ｂ１の直径よりも短い間隔で反発釘３２２を複数本並べることにより、遊技球Ｂ１の遊技
領域ＰＡにおける奥行き方向の位置の違いを、遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に誘導され
る確率の違いに大きく反映することができる。
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【０６４９】
　＜第１５の実施形態の別形態＞
　・上述した第１５の実施形態において、反発釘３２２の代わりに同一方向に異なる角度
で傾斜している複数の傾斜面を有する傾斜釘を利用してもよい。具体的には、当該傾斜釘
は、固定端側に位置するとともに右に向かって３０°の下り勾配を有する第１傾斜面を備
えている第１傾斜部と、自由端側に位置するとともに右に向かって１５°の下り勾配を有
する第２傾斜面を備えている第２傾斜部と、からなる部材である。当該傾斜釘と衝突する
遊技球Ｂ１は常に右方向に跳ね返る抗力を受けるが、奥行き方向の衝突位置に応じて衝突
後の右方向の速度成分が変化する。具体的には、遊技領域ＰＡの奥側で第１傾斜面と衝突
する遊技球Ｂ１には右方向の成分が大きいとともに上方向の成分が小さい抗力が働く。一
方、遊技領域ＰＡの手前側で第２傾斜面と衝突する遊技球Ｂ１には、右方向の成分が小さ
いとともに上方向の成分が大きい抗力が働く。
【０６５０】
　このため、上記第１５の実施形態において、反発釘３２２の代わりに当該傾斜釘を用い
ることにより、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する
確率を上げるとともに、手前側に位置する遊技球Ｂ１が入賞する確率を下げることができ
る。遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置が遊技結果に反映される構成とすることにより、遊技
球Ｂ１の左右方向の位置のみが遊技結果に反映される従来のパチンコ機と比較して、遊技
の興趣向上を図ることができる。
【０６５１】
　＜第１６の実施形態＞
　本実施形態の遊技盤３４１（図７２）は、遊技球Ｂ１を遊技領域ＰＡの奥行き方向に振
り分ける前後振分台３５１（図７２）が配設されている点で上記第１３の実施形態と相違
している。以下、上記第１３の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略
する。なお、本実施形態の遊技盤３４１に設けられている釘は全て障害釘２２８である。
【０６５２】
　先ず本実施形態における遊技盤３４１の構成について、図７２を参照しながら説明する
。図７２は遊技盤３４１の正面図である。
【０６５３】
　図７２に示すように、遊技盤３４１には、図柄表示装置４１の表示面４１ａをパチンコ
機１０前方から視認可能とする開口部３４１ａを規定するようにしてセンターフレーム２
５２が配設されている。センターフレーム２５２は、開口部３４１ａの上縁及び左右の側
縁を規定するように設けられた屋根ユニット２５３と、開口部３４１ａの下縁を規定する
ように設けられたステージユニット３５４と、を備えている。ステージユニット３５４の
左端には遊技領域ＰＡに存在する遊技球Ｂ１を当該ステージユニット３５４上に移動する
ことを可能にする球入口３６３が形成されており、当該球入口３６３に入った遊技球Ｂ１
はステージユニット３５４上に誘導される。ステージユニット３５４はその上面に、遊技
球Ｂ１が転動可能な転動面３５７を有している。転動面３５７は、遊技球Ｂ１を奥行き方
向に２個並べた程度の幅を有し、中央部を中心として左右対称な滑らかな流線形状となっ
ている。具体的には、転動面３５７の中央部には上方に盛り上がった山部３５８が形成さ
れているとともに、その左右には下方に凹んだ谷部３５９が形成されている。また、転動
面３５７の左右両端は中央部よりも上方に位置している。
【０６５４】
　転動面３５７の左右両端及び山部３５８は奥側に向けて下方に傾斜した形状をなしてい
る。一方、谷部３５９は、手前側に向けて下方に傾斜した形状をなしている。このため、
十分に減速された状態で谷部３５９上に到達した遊技球Ｂ１は、谷部３５９の傾斜により
誘導されて、谷部３５９の前縁からステージユニット３５４の下方に向けて排出される。
【０６５５】
　ステージユニット３５４における山部３５８の下方には誘導通路３６６が形成されてお
り、山部３５８の後部に誘導通路３６６への入口が形成されているとともに山部３５８は
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その入口に向けて下り傾斜となっている。誘導通路３６６は前方に向けて下り傾斜となっ
ており、誘導通路３６６に導入された遊技球Ｂ１は当該誘導通路３６６を通ってステージ
ユニット３５４の下方へ排出される。誘導通路３６６の出口は、第１作動口３３の鉛直上
方に位置している。よって、誘導通路３６６を通過した遊技球Ｂ１は第１作動口３３に入
球し易くなっている。
【０６５６】
　また、上述したとおり、遊技盤３４１には遊技球Ｂ１を遊技領域ＰＡの奥行き方向に振
り分ける前後振分台３５１が配設されている。詳細には、図７２に示すように、ステージ
ユニット３５４の左端に形成されている球入口３６３の左側であるとともに、左側誘導釘
群３５５の左側上方である位置に前後振分台３５１が配置されている。
【０６５７】
　ここで、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の奥行き方向の詳細な位置を定義する。本実
施形態において、遊技領域ＰＡの奥側に位置している遊技球Ｂ１とは、遊技球Ｂ１の中心
が遊技盤３４１の表面から９ｍｍ未満の位置にある遊技球Ｂ１である。また、遊技領域Ｐ
Ａの最も奥側に位置している遊技球Ｂ１とは、遊技球Ｂ１が遊技盤３４１の表面に接触し
ている状態又はそれに準ずる状態にある遊技球Ｂ１である。また、遊技領域ＰＡの手前側
に位置している遊技球Ｂ１とは、遊技球Ｂ１の中心が窓パネル５２の背面から９ｍｍ未満
の位置にある遊技球Ｂ１である。また、遊技領域ＰＡの最も手前側に位置している遊技球
Ｂ１とは、遊技球Ｂ１が窓パネル５２の背面に接触している状態又はそれに準ずる状態に
ある遊技球Ｂ１である。
【０６５８】
　前後振分台３５１は、遊技球Ｂ１を遊技領域ＰＡの最も奥側又は最も手前側のいずれか
一方に振り分けるための台であり、当該前後振分台３５１は、最も奥側に振り分けられた
遊技球Ｂ１が球入口３６３を通ってステージユニット３５４上に移動する態様で遊技盤３
４１に固定されている。
【０６５９】
　図７３（ａ）は前後振分台３５１の斜視図であり、図７３（ｂ）は前後振分台３５１の
平面図である。また、図７３（ｃ），（ｄ）は遊技盤３４１の表面に垂直な平面で前後振
分台３５１を切断した場合における切断面の端面図である。図７３（ａ）に示すように、
前後振分台３５１は板状であるとともに樹脂製である台であり、その表面は当該前後振分
台３５１上を転動する遊技球Ｂ１を遊技領域ＰＡの最も奥側又は最も手前側のいずれか一
方に振り分けるための傾斜を有している。前後振分台３５１の表面の傾斜態様を図７３（
ｂ），（ｃ）に基づいて以下に説明する。
【０６６０】
　図７３（ｂ）に示すように、前後振分台３５１は、その上流側の端から下流側の端まで
の長さ寸法が遊技球Ｂ１の直径の略３倍となるように形成されている。また、図７３（ｃ
）に示すように、前後振分台３５１は、当該前後振分台３５１が遊技盤３４１に装着され
た状態において、遊技盤３４１の表面より奥側に埋没する埋没部３５１ａと、当該遊技盤
３４１の表面よりも手前側に突出する突出部３５１ｂと、から構成されている。遊技盤３
４１には、前後振分台３５１を固定するための固定用穴が形成されており、当該固定用穴
に前後振分台３５１の埋没部３５１ａが嵌まる態様で接着剤を利用して前後振分台３５１
が遊技盤３４１に固定されている。
【０６６１】
　図７３（ｃ）に示すように、突出部３５１ｂは遊技盤３４１の表面から窓パネル５２の
背面近傍までに亘って形成されている。このため、突出部３５１ｂは、遊技領域ＰＡの奥
側に位置する遊技球Ｂ１と、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１と、の両方と接
触することができる。また、埋没部３５１ａは、突出部３５１ｂに対して遊技球Ｂ１の衝
突が繰り返されてもその衝撃に耐えられるように、突出部３５１ｂの奥行き寸法と略同一
の同じ奥行き寸法を有している。
【０６６２】
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　図７３（ｂ）に示すように、前後振分台３５１表面は、前後振分台３５１表面の上流側
半分であるとともに水平面である転動振分面３７１と、下流側半分の面における奥側半分
である第１下流面３７２と、下流側半分の面における手前側半分の面である第２下流面３
７３と、からなる。
【０６６３】
　図７３（ａ）に戻り、第１下流面３７２と第２下流面３７３の具体的な傾斜態様につい
て説明する。図７３（ａ）に示すように、前後振分台３５１が遊技盤３４１に固定されて
いる状態において、第１下流面３７２は奥側に向かって下り勾配となる傾斜を有している
とともに、第２下流面３７３は手前側に向かって下り勾配となる傾斜を有している。
【０６６４】
　図７２に示すように、前後振分台３５１は、転動振分面３７１が右に向かって３°の下
り勾配を有するようにわずかに回転した状態で遊技盤３４１に固定される。このため、図
７３（ａ）に示すように、転動振分面３７１を下流に向かって転動する遊技球Ｂ１は、転
動の過程で遊技領域ＰＡの奥側に導かれた場合には第１下流面３７２に案内されるととも
に、転動の過程で手前側に導かれた場合には第２下流面３７３に案内される。
【０６６５】
　図７２に示すように、遊技盤３４１における前後振分台３５１の上流側周辺には、遊技
球Ｂ１を転動振分面３７１に誘導するための第１ガイド釘２２８ａ及び第２ガイド釘２２
８ｂと、転動振分面３７１に誘導された遊技球Ｂ１が上方に跳ね上がることを防ぎ、遊技
球Ｂ１を数秒間、前後振分台３５１の表面と接触している状態で転動させるための第３ガ
イド釘２２８ｃと、が設けられている。第１ガイド釘２２８ａは遊技球Ｂ１の直径よりも
ひと回り広い間隔を空けて２列で並んでいる。第１ガイド釘２２８ａの２つの列は、列間
に進入した遊技球Ｂ１を右斜め上から転動振分面３７１に誘導するとともに、第１ガイド
釘２２８ａの列は、前後振分台３５１により振り分けられる遊技球Ｂ１以外の遊技球Ｂ１
が遊技領域ＰＡに向かって開いている球入口３６３からステージユニット３５４上方の空
間に進入することを防ぐ。
【０６６６】
　遊技盤３４１における転動振分面３７１の左側上方には、第１ガイド釘２２８ａによっ
て誘導された遊技球Ｂ１が衝突することにより、当該遊技球Ｂ１の左方向の速度成分を消
失させるとともに右方向の速度成分を与えるための第２ガイド釘２２８ｂが１本配設され
ている。第２ガイド釘２２８ｂは、転動振分面３７１よりも７ｍｍ上方に位置している。
【０６６７】
　第２ガイド釘２２８ｂが転動振分面３７１上にある遊技球Ｂ１の重心よりも低い位置に
設定されている場合、右斜め上から転動振分面３７１上に案内される遊技球Ｂ１と当該第
２ガイド釘２２８ｂとが衝突する点が遊技球Ｂ１における重心よりも低い位置となり、転
動振分面３７１に案内された遊技球Ｂ１の左方向の速度成分を十分に減少させることがで
きない可能性がある。この場合、当該遊技球Ｂ１は第２ガイド釘２２８ｂの上を通り、左
下方へと落下する。また、転動振分面３７１上に存在する遊技球Ｂ１の高さよりも更に高
い位置に第２ガイド釘２２８ｂが設定されている場合には、転動振分面３７１に案内され
た遊技球Ｂ１が第２ガイド釘２２８ｂと衝突することなく、第２ガイド釘２２８ｂの下を
通って左方に向かい、下方に落下する可能性がある。
【０６６８】
　これに対して、転動振分面３７１よりも７ｍｍ上方に位置している第２ガイド釘２２８
ｂは、転動振分面３７１に案内された遊技球Ｂ１と衝突する点が遊技球Ｂ１における重心
よりも上の点である。このため、右上方から転動振分面３７１に案内される遊技球Ｂ１が
第２ガイド釘２２８ｂの上又は下を通り、左方向に進んで転動振分面３７１から落下する
のを防ぎ、右上から案内される遊技球Ｂ１を右方向（下流側）に跳ね返すことができる。
【０６６９】
　また、転動振分面３７１よりも７ｍｍ上方に位置している第２ガイド釘２２８ｂは、既
に転動振分面３７１上に遊技球Ｂ１が存在している状態において、２個目の遊技球Ｂ１が
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転動振分面３７１に案内されてきた場合には、当該２個目の遊技球Ｂ１と接触しない。こ
の場合、２個目の遊技球Ｂ１は、転動振分面３７１に到達することなく転動振分面３７１
の上方から左下方に落下する。このため、前後振分台３５１の周辺で遊技球Ｂ１が滞留す
ることを避けることができる。
【０６７０】
　転動振分面３７１の下流部の上方と、第１下流面３７２及び第２下流面３７３の上方に
は遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り広い間隔を空けて複数の第３ガイド釘２２８ｃが設け
られている。第１ガイド釘２２８ａによって転動振分面３７１に案内された後、第２ガイ
ド釘２２８ｂと衝突して右方向に進む遊技球Ｂ１は、当該第３ガイド釘２２８ｃと前後振
分台３５１の表面とで挟まれた狭い空間に侵入する。前後振分台３５１の表面において、
遊技球Ｂ１は、当該第３ガイド釘２２８ｃと複数回衝突して上下方向の速度成分を失い、
前後振分台３５１の表面を傾斜に沿って右方向に転動する。
【０６７１】
　図７３（ｃ）に示すように、遊技盤３４１に固定されている前後振分台３５１の転動振
分面３７１を転動して第１下流面３７２に案内された遊技球Ｂ１は遊技領域ＰＡの最も奥
側に振り分けられる。また、図７３（ｄ）に示すように、転動振分面３７１を転動して第
２下流面３７３に案内された遊技球Ｂ１は遊技領域ＰＡの最も手前側に振り分けられる。
このように、遊技領域ＰＡの奥行き方向のランダムな位置に存在する遊技球Ｂ１は、前後
振分台３５１上を転動することにより、最も奥側又は最も手前側という対の関係にある極
端な２通りの位置のいずれか一方に振り分けられる。
【０６７２】
　次に、前後振分台３５１で振り分けられた後の遊技球Ｂ１の進路について図７４を参照
しながら説明する。図７４は遊技盤３４１（図７２）の左側中央部の拡大図である。既に
説明したとおり、前後振分台３５１において最も奥側に振り分けられた遊技球Ｂ１はステ
ージユニット３５４の左端に形成されている球入口３６３を通って転動面３５７上に移動
する。
【０６７３】
　ステージユニット３５４の転動面３５７の左右両端は山部３５８よりも十分に高く設け
られているため、前後振分台３５１で振り分けられた遊技球Ｂ１が転動面３５７を転動す
る場合、遊技球Ｂ１の勢いが足りずに山部３５８の手前に設けられている谷部３５９から
前方側の下方に向けて落下することはない。また、転動面３５７において、遊技球Ｂ１が
前方に向けて落下し得る谷部３５９の左右方向の幅は遊技球Ｂ１の直径の略２倍であり、
転動面３５７の左右方向の幅寸法に対する割合は低く設定されている。さらに、転動面３
５７における谷部３５９の底と、山部３５８の頂上との高低差が小さく設定されている。
つまり、転動面３５７上を転動する遊技球Ｂ１が谷部３５９から前方に向けて落下しにく
い構成である。
【０６７４】
　遊技球Ｂ１はステージユニット３５４の左端から加速しながら転動面３５７を転動して
山部３５８に至る。山部３５８には遊技球Ｂ１が後方に形成されている誘導通路３６６の
入口に入球し易いように後方に向けて下方に傾斜している。このため、前後振分台３５１
によって最も奥側に振り分けられた遊技球Ｂ１は高い確率で第１作動口３３に入賞する。
【０６７５】
　一方、前後振分台３５１において手前側に振り分けられた遊技球Ｂ１は球入口３６３に
入らずに下方に落下する。当該遊技球Ｂ１は左側誘導釘群３５５によって作動口３３，３
４に誘導され得るが、遊技球Ｂ１が左側誘導釘群３５５によって作動口３３，３４に向け
て誘導されている途中で障害釘２２８の隙間から下方に落下した場合、当該遊技球Ｂ１は
作動口３３，３４に入賞せずにアウト口２４ａから回収されることとなる。遊技盤３４１
において、左側誘導釘群３５５により誘導される遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞す
る確率は、ステージユニット３５４の転動面３５７を転動する遊技球Ｂ１が作動口３３，
３４に入賞する確率よりも低い。
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【０６７６】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０６７７】
　前後振分台３５１は、当該前後振分台３５１の上流側における遊技球Ｂ１の奥行き方向
の位置に応じて、遊技球Ｂ１を最も奥側又は最も手前側のいずれか一方に振り分ける構成
である。そして、当該振分結果に応じた態様で遊技球Ｂ１が球入口３６３を通ってステー
ジユニット３５４上に移動するか否かが決まる構成である。ステージユニット３５４上に
移動した遊技球Ｂ１は、ステージユニット３５４上に移動しなかった遊技球Ｂ１よりも高
い確率で作動口３３，３４に入賞する。
【０６７８】
　つまり、最も奥側に振り分けられた遊技球Ｂ１のみがステージユニット３５４の球入口
３６３に入球する態様で遊技盤３４１に前後振分台３５１を配設することにより、前後振
分台３５１の上流における遊技球Ｂ１の前後方向の位置に応じて遊技結果を異なるものと
することができる。遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の左右方向の位置のみが遊技結果に
反映される従来のパチンコ機と比較して、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の位置と遊技
結果との関係が単調になることを防ぎ、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０６７９】
　また、遊技盤３４１において、前後振分台３５１の上方には、遊技球Ｂ１の直径よりも
ひと回り広い列間隔を有するとともに、前後振分台３５１の転動振分面３７１に向かう態
様で２列の第１ガイド釘２２８ａが設けられている。当該第１ガイド釘２２８ａを利用す
ることにより遊技球Ｂ１を１列で転動振分面３７１に誘導することができる。
【０６８０】
　また、転動振分面３７１の左側上方には、転動振分面３７１上の遊技球Ｂ１の重心より
も高いとともに上端よりも低い高さに第２ガイド釘２２８ｂが設けられている。このため
、転動振分面３７１に誘導された遊技球Ｂ１が左方に逸れるのを防ぐことができるととも
に、転動振分面３７１の上方で複数の遊技球Ｂ１が滞留するのを防ぐことができる。
【０６８１】
　そして、転動振分面３７１の下流部の上方と、第１下流面３７２及び第２下流面３７３
の上方には遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り広い間隔を空けて第３ガイド釘２２８ｃが設
けられている。これにより、前後振分台３５１上に誘導された遊技球Ｂ１を前後振分台３
５１に接触している状態で転動させて、その奥行き方向の位置を遊技領域ＰＡの最も奥側
又は最も手前側のいずれか一方に振り分けることができる。
【０６８２】
　＜第１６の実施形態の別形態＞
　・上述した第１６の実施形態の遊技盤３４１における前後振分台３５１の位置は、ステ
ージユニット３５４の上流側近傍に限られない。例えば、左側誘導釘群３８２が上記第１
３の実施形態にて既に説明した第１左右振分釘２１３（図５１（ａ））で構成されており
、当該左側誘導釘群３８２の上流側近傍に前後振分台３５１が配設されている構成として
よい。当該構成について図７５及び図７６を参照しながら以下に説明する。
【０６８３】
　図７５は本構成における遊技盤３８１の正面図である。図７５に示すように、遊技盤３
８１には左側誘導釘群３８２が設けられている。当該左側誘導釘群３８２の上流部には第
１左右振分釘２１３が４本設けられているとともに、下流部には障害釘２２８が７本設け
られている。また、左側誘導釘群３８２の上流（左側）には上記第１６の実施形態におい
て説明した前後振分台３５１が配設されている。遊技球Ｂ１は当該前後振分台３５１によ
って最も奥側又は最も手前側のいずれか一方に振り分けられる。
【０６８４】
　図７６（ａ），（ｂ）は前後振分台３５１及び左側誘導釘群３８２周辺についての遊技
盤３４１の拡大図である。図７６（ａ）に示すように、前後振分台３５１によって遊技領
域ＰＡの最も奥側に振り分けられた遊技球Ｂ１は第１左右振分釘２１３の第１振分面２１
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７ａと接触して順方向の力を受けるため、当該遊技球Ｂ１は高い確率で作動口３３，３４
まで誘導されて入賞する。一方、図７６（ｂ）に示すように、前後振分台３５１によって
遊技領域ＰＡの最も手前側に振り分けられた遊技球Ｂ１は第１左右振分釘２１３の第２振
分面２１８ａと接触して逆方向の力を受けるため、当該遊技球Ｂ１は高い確率で第１左右
振分釘２１３の間の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収される。
【０６８５】
　このように、前後振分台３５１を左側誘導釘群３８２の上流側近傍に配設する構成とし
ても、前後振分台３５１の上流における遊技球Ｂ１の前後方向の位置に応じて遊技結果を
異なるものとすることができる。遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の左右方向の位置のみ
が遊技結果に反映される従来のパチンコ機と比較して、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１
の位置と遊技結果との関係が単調になることを防ぎ、遊技の興趣向上を図ることができる
。
【０６８６】
　・上述した第１６の実施形態における前後振分台３５１として、上側表面に遊技球Ｂ１
を振り分けるための溝が形成されている前後振分台３９１を用いてもよい。当該構成の前
後振分台３９１について図７７を参照しながら説明する。
【０６８７】
　図７７（ａ）は遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１を最も奥側に誘導するととも
に、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１を最も手前側に誘導するための溝を備え
た前後振分台３９１の斜視図である。図７７（ａ）に示すように、前後振分台３９１の上
側表面には、上流部３９１ａの奥側及び手前側に幅広の溝が１つずつ形成されている。奥
側の溝は下流部において遊技球Ｂ１を最も奥側に誘導するための最も奥側誘導溝３９１ｂ
であるとともに、手前側の溝は下流部において遊技球Ｂ１を最も手前側に誘導するための
最も手前側誘導溝３９１ｃである。
【０６８８】
　遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１は上流部３９１ａの最も奥側誘導溝３９１ｂ
にはまる構成であるとともに、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は上流部３９
１ａの最も手前側誘導溝３９１ｃにはまる。このため、前後振分台３９１を利用すること
により、前後振分台３９１の上流において奥側に位置する遊技球Ｂ１を下流において最も
奥側に誘導するとともに、上流において手前側位置する遊技球Ｂ１を下流において最も手
前側に誘導することができる。
【０６８９】
　遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じた態様で遊技球Ｂ１の奥行き方向の進路を２通り
に振り分けることができるため、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置が遊技球Ｂ１の進路に影
響しない従来のパチンコ機の構成と比較して、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける位置と
遊技球Ｂ１の挙動との関係が単調になることを防ぎ、遊技の興趣向上を図ることができる
。
【０６９０】
　また、図７７（ｂ）は奥側に位置する遊技球Ｂ１を最も手前側に誘導するとともに、手
前側に位置する遊技球Ｂ１を最も奥側に誘導するための溝を備えた前後振分台３９２の斜
視図である。図７７（ｂ）に示すように、前後振分台３９２の上側表面において、上流部
３９２ａの奥側及び手前側に幅広の溝が１つずつ形成されている。奥側の溝は下流部にお
いて遊技球Ｂ１を最も手前側に誘導するための最も手前側交差溝３９２ｅであるとともに
、手前側の溝は下流部において遊技球Ｂ１を最も奥側に誘導するための最も奥側交差溝３
９２ｄである。
【０６９１】
　遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１は上流部３９２ａの最も手前側交差溝３９２
ｅにはまる構成であるとともに、遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１は上流部３
９２ａの最も奥側交差溝３９２ｄにはまる構成である。このため、前後振分台３９２を利
用することにより、前後振分台３９２の上流において奥側に位置する遊技球Ｂ１を下流に
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おいて最も手前側に誘導するとともに、上流において手前側に位置する遊技球Ｂ１を下流
側において最も奥側に誘導することができる。
【０６９２】
　このように、前後振分台３９２によって、遊技球Ｂ１の前後方向の位置を反転させるこ
とができる。遊技球Ｂ１の前後方向の位置に応じて遊技結果を異なるものとする構成を当
該前後振分台３９２の下流に配設することにより、遊技球Ｂ１が当該前後振分台３９２の
上を転動することにより遊技結果が反転する構成とすることができる。これにより、遊技
球Ｂ１の前後振分台３９２上の挙動に遊技者の注目を集め、遊技の興趣向上を図ることが
できる。
【０６９３】
　＜第１７の実施形態＞
　本実施形態の遊技盤４２１（図７８）には、遊技球Ｂ１の遊技領域ＰＡにおける奥行き
方向の位置を変更するための位置変更通路４２３（図７８）が設けられている点で上記第
１６の実施形態と相違している。以下、上記第１６の実施形態と同一の構成については基
本的にその説明を省略する。
【０６９４】
　先ず本実施形態における遊技盤４２１の構成について図７８を参照しながら説明する。
【０６９５】
　図７８は本実施形態における遊技盤４２１の正面図と、当該遊技盤４２１における位置
変更通路４２３周辺の拡大図である。図７８に示すように、図柄表示装置４１の表示面４
１ａは遊技盤４２１の中央に位置しており、当該表示面４１ａは上記第１６の実施形態と
同様に開口部４２１ａから視認可能であり、当該開口部４２１ａはセンターフレーム２５
２で規定されている。そして、センターフレーム２５２は、開口部４２１ａの上縁及び左
右の側縁を規定するように設けられた屋根ユニット２５３と、開口部４２１ａの下縁を規
定するように設けられたステージユニット３５４と、を備えている。ここで、本実施形態
におけるステージユニット３５４の転動面３５７は、上記第１６の実施形態において説明
した転動面３５７と同一の形状である。
【０６９６】
　遊技盤４２１において、表示面４１ａの左側には全長が遊技球Ｂ１の直径の略２倍の直
線通路である位置変更通路４２３が設けられている。当該位置変更通路４２３は上方に位
置する遊技球Ｂ１を入口から取り込み、位置変更通路４２３内を通過する遊技球Ｂ１の奥
行き方向の位置を変更した後、出口から下方に向かって放出する通路である。当該位置変
更通路４２３の詳細は後述する。
【０６９７】
　遊技盤４２１において、位置変更通路４２３の近傍であり左側上方には、遊技球Ｂ１を
位置変更通路４２３の入口に誘導するために、右に向かって下り勾配の傾斜を有する右側
誘導釘４３１が設けられている。当該右側誘導釘４３１は、上記第１３の実施形態の第１
左右振分釘２１３（図５１（ａ））において、第２振分面２１８ａの傾斜を第１振分面２
１７ａの傾斜と同じ傾斜に変更することにより作成される樹脂製の釘である。右側誘導釘
４３１は、遊技盤４２１に固定されている状態において、遊技盤４２１の表面から窓パネ
ル５２側に１７ｍｍ突出している突出部を有しており、当該突出部は上面として右方に向
けて下方に傾斜している傾斜面を備えている。当該傾斜面は、突出部の固定端から自由端
に亘って形成されているとともに、突出部の左端から右端に亘って形成されている。右側
誘導釘４３１と衝突する遊技球Ｂ１は右上方向の抗力を受けて位置変更通路４２３の入口
に導かれる。
【０６９８】
　なお、右側誘導釘４３１の構造はこれに限られない。要は、上方から流下して衝突する
遊技球Ｂ１を右方向に跳ね返して位置変更通路４２３の入口に誘導することが可能な勾配
を有する傾斜面を備えていればよい。
【０６９９】
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　遊技盤４２１において、位置変更通路４２３の出口の真下には、遊技球Ｂ１の直径より
も広い１３ｍｍの間隔を空けて第１左右振分釘２１３が配設されている。第１左右振分釘
２１３の左側には遊技領域ＰＡが広がっているとともに、当該第１左右振分釘２１３の右
側にはステージユニット３５４の転動面３５７が形成されている。このため、第１左右振
分釘２１３によって右方向に振り分けられた遊技球Ｂ１はステージユニット３５４の転動
面３５７の上を転動する。また、第１左右振分釘２１３によって左方向に振り分けられた
遊技球Ｂ１は遊技領域ＰＡに戻る。
【０７００】
　位置変更通路４２３は、透明なポリカーボネート製の通路形成部材４２２によって形成
されており、外部から視認可能な通路である。当該位置変更通路４２３について、図７９
（ａ）～（ｄ）を参照しながら説明する。図７９（ａ）は通路形成部材４２２の斜視図で
あり、図７９（ｂ）は通路形成部材４２２の正面図であり、図７９（ｃ），（ｄ）は遊技
盤４２１の表面に垂直な平面で通路形成部材４２２を切断した場合の切断面の端面図であ
る。
【０７０１】
　図７９（ａ）に示すように、通路形成部材４２２は、位置変更通路４２３を形成してい
る通路形成部４２４と、当該通路形成部４２４を遊技盤４２１に固定するための上側固定
部４２５及び下側固定部４２６と、からなる。通路形成部４２４の形状は、遊技球Ｂ１の
直径よりも大きな幅と、遊技領域ＰＡの奥行きの略２倍の長さ寸法である奥行きと、遊技
球Ｂ１の直径の略２倍の長さ寸法である高さと、を有する直方体である。当該通路形成部
４２４には、上方に向けて突出させて板状の上側固定部４２５が一体形成されているとと
もに、下方に向けて突出させて板状の下側固定部４２６が一体形成されている。
【０７０２】
　両固定部４２５，４２６は、通路形成部材４２２の左端から右端に亘って延在させて形
成されており、その形状は直方体である。両固定部４２５，４２６は通路形成部４２４の
手前側平面から奥側に１８ｍｍ離れた位置に両固定部４２５，４２６の手前側平面が位置
する態様で形成されている。図７９（ｂ）に示すように、両固定部４２５，４２６の手前
側平面の中央には通路形成部材４２２を遊技盤４２１の表面にネジ留めするための孔４２
５ａ，４２６ａが奥行き方向に貫通させて形成されている。
【０７０３】
　図７９（ｃ），（ｄ）に示すように、通路形成部材４２２は、通路形成部４２４の背面
の一部が遊技盤４２１の表面に形成されている固定用穴４２１ｂに嵌まる態様で遊技盤４
２１に固定されている。固定用穴４２１ｂの幅及び高さは通路形成部４２４の幅及び高さ
と同じであるとともに、固定用穴４２１ｂの奥行きは遊技領域ＰＡの奥行きと略同一であ
る。遊技盤４２１の表面において、固定用穴４２１ｂの上方及び下方には、両固定部４２
５，４２６と同一形状であるとともに同一サイズである上側固定用凹み部４２１ｃ及び下
側固定用凹み部４２１ｄが形成されている。そして、上側固定用凹み部４２１ｃの中央に
は、上側固定部４２５の中央に形成されている孔４２５ａに対応するネジ穴が形成されて
いるとともに、下側固定用凹み部４２１ｄの中央には、下側固定部４２６の中央に形成さ
れている孔４２６ａに対応するネジ穴が形成されている。
【０７０４】
　通路形成部材４２２は、上側固定部４２５を上側固定用凹み部４２１ｃにネジ留めする
とともに、下側固定部４２６を下側固定用凹み部４２１ｄにネジ留めすることにより、着
脱可能な態様で遊技盤４２１に装着される。このとき、上側固定部４２５の表面及び下側
固定部４２６の表面は遊技盤４２１の表面と同一平面上に位置する。このため、両固定部
４２５，４２６上を通過することによって遊技球Ｂ１の動きが変わることはない。
【０７０５】
　図７９（ａ）に示すように、遊技盤４２１に装着されている通路形成部材４２２におい
て、通路形成部４２４の手前側は窓パネル５２側に１８ｍｍ突出している。通路形成部４
２４において、窓パネル５２側に突出している部分には、当該通路形成部４２４を上下方
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向に貫く貫通孔によって位置変更通路４２３が形成されている。位置変更通路４２３の上
側の開口が入口であるとともに、下側の開口が出口である。
【０７０６】
　位置変更通路４２３は、通路形成部材４２２の奥側の内壁である奥側壁面４２２ａと、
手前側の内壁である手前側壁面４２２ｂと、左側の内壁である左側壁面４２２ｃと、右側
の内壁である右側壁面４２２ｄと、の４面で規定されている。このうち、位置変更通路４
２３の左側に位置する左側壁面４２２ｃ及び右側に位置する右側壁面４２２ｄで規定され
る位置変更通路４２３の幅は、入口から出口にかけて一定であり、具体的には遊技球Ｂ１
の直径よりもひと回り大きい１３ｍｍである。図７８に示すように、第１左右振分釘２１
３の左右方向の中心は位置変更通路４２３の左右方向の中心の真下にある。位置変更通路
４２３を通過する遊技球Ｂ１は、位置変更通路４２３の中心から左方向に１ｍｍ移動し得
るとともに、中心から右方向に１ｍｍ移動し得る。これに対して、第１左右振分釘２１３
の横寸法は７ｍｍであるため、位置変更通路４２３の出口から排出される遊技球Ｂ１は第
１左右振分釘２１３と衝突して、その進路を左方向又は右方向のいずれか一方に振り分け
られる。
【０７０７】
　図７９（ｃ）に示すように、奥側壁面４２２ａは遊技盤４２１の表面と平行な平面であ
り、入口において窓パネル５２の背面から奥側壁面４２２ａまでの距離は１８ｍｍである
とともに、出口において窓パネル５２の背面から奥側壁面４２２ａまでの距離は１８ｍｍ
である。また、手前側壁面４２２ｂは下方に進むにつれて徐々に奥側壁面４２２ａに近づ
く傾斜を有しており、入口において遊技盤４２１の表面から手前側壁面４２２ｂまでの距
離は１７．５ｍｍであるとともに、出口において遊技盤４２１の表面から手前側壁面４２
２ｂまでの距離は１６ｍｍである。このように、位置変更通路４２３は、入口から出口に
かけて通路の奥行き方向の寸法が短くなる構成であるとともに、通路の中心が奥側に移動
する構成である。
【０７０８】
　ここで、手前側壁面４２２ｂは下方に向かうにつれて奥側に進む傾斜を有しているが、
その傾斜はわずかな傾斜である。このため、垂直落下する遊技球Ｂ１が入口付近の手前側
壁面４２２ｂと衝突する場合、遊技球Ｂ１の進路は、遊技球Ｂ１が出口の下方に位置する
第１左右振分釘２１３と衝突する前に奥側壁面４２２ａや遊技盤４２１の表面と衝突する
ほど大きくは変化しない。この場合には、遊技球Ｂ１は位置変更通路４２３の出口から１
３ｍｍ下方に位置する第１左右振分釘２１３の手前側の面である第１振分面２１７ａと衝
突する程度に進路を変える。
【０７０９】
　また、手前側壁面４２２ｂに設けられている傾斜は、位置変更通路４２３内で遊技球Ｂ
１が手前側壁面４２２ｂとの衝突と、奥側壁面４２２ａとの衝突と、を繰り返すチャタリ
ングを抑制する角度である。手前側壁面４２２ｂの傾斜を、垂直落下して当該手前側壁面
４２２ｂと衝突する遊技球Ｂ１の奥側への大きな跳ね返りを抑える傾斜とすることにより
、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置の違いを遊技者に分かり易い態様で下流における遊技球
Ｂ１の進路に反映させることができる。
【０７１０】
　図７９（ｃ）に示すように、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと第２振分面
２１８ａとの境界線は、遊技領域ＰＡの奥行き方向の中央に位置している。図７９（ｃ）
に示すように、入口において、遊技領域ＰＡの奥行き方向の中央よりも奥側に位置してい
る遊技球Ｂ１はそのまま出口から排出されて第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａ
と衝突して右方向に振り分けられる。
【０７１１】
　また、図７９（ｄ）に示すように、遊技領域ＰＡの中央よりも手前側に位置している遊
技球Ｂ１について、遊技球Ｂ１の中心から窓パネル５２の背面までの距離が７．５ｍｍ以
下である遊技球Ｂ１は位置変更通路４２３の手前側壁面４２２ｂと接触して奥側に進路を
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変え、出口から排出された後、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右
方向に振り分けられる。また、遊技球Ｂ１の中心から窓パネル５２の背面までの距離が７
．５ｍｍよりも長い遊技球Ｂ１は出口からそのまま排出されて第１左右振分釘２１３の第
２振分面２１８ａと衝突して左方向に振り分けられる。
【０７１２】
　このように、位置変更通路４２３を通過する遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置は高い確率
で奥側に変更される。位置変更通路４２３と第１左右振分釘２１３とを組合せることによ
り、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じた態様で、遊技球Ｂ１がステージユニット３５
４の転動面３５７上に導かれる可能性を高めることができる。
【０７１３】
　次に、位置変更通路４２３の下方に設けられている第１左右振分釘２１３と衝突する遊
技球Ｂ１の下流における進路を図８０（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図８０（ａ）
，（ｂ）は、位置変更通路４２３の下流周辺を拡大して示す遊技盤４２１の正面図である
。
【０７１４】
　図８０（ａ）に示すように、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右
方向に振り分けられた遊技球Ｂ１はステージユニット３５４の上面に形成されている転動
面３５７に導かれる。上記第１６の実施形態において既に説明したとおり、ステージユニ
ット３５４の転動面３５７の左右両端は山部３５８よりも十分に高く設けられているとと
もに、転動面３５７において、遊技球Ｂ１が前方に向けて落下し得る谷部３５９の左右方
向の幅は遊技球Ｂ１の直径の略２倍であり、転動面３５７の左右方向の幅寸法に対する割
合は低く設定されている。また、転動面３５７における谷部３５９の底と、山部３５８の
頂上との高低差が小さく設定されている。つまり、転動面３５７上を転動する遊技球Ｂ１
が谷部３５９から前方に向けて落下しにくい構成である。このため、第１左右振分釘２１
３にて方向に振り分けられた遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する可能性は高い。
【０７１５】
　これに対して、図８０（ｂ）に示すように、第１左右振分釘２１３にて左方向に振り分
けられた遊技球Ｂ１は左側の遊技領域ＰＡを流下する。図８０（ｂ）に示すように、遊技
盤４２１には遊技領域ＰＡの左側を流下する遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するた
めの左側誘導釘群４２９が作動口３３，３４の左側上方に設けられている。当該左側誘導
釘群４２９は障害釘２２８によって構成されている。
【０７１６】
　第１左右振分釘２１３にて左方向に振り分けられた遊技球Ｂ１は、左側誘導釘群４２９
に誘導されて作動口３３，３４に入賞する可能性があるとともに、左側誘導釘群４２９を
構成している障害釘２２８の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収される可能
性がある。遊技盤４２１において、左側誘導釘群４２９に案内されて作動口３３，３４に
入賞する確率は、ステージユニット３５４の転動面３５７に案内されて作動口３３，３４
に入賞する確率よりも低い。
【０７１７】
　次に、通路形成部材４２２によって規定される位置変更通路４２３に代えて、交換用通
路形成部材４４１によって規定される交換用位置変更通路４４２を利用する場合について
図８１（ａ），（ｂ）を参照しながら説明する。図８１（ａ），（ｂ）は遊技盤４２１の
表面に垂直な平面で交換用通路形成部材４４１を切断した場合の切断面の端面図である。
ここで、交換用通路形成部材４４１は、通路形成部材４２２を構成する通路形成部４２４
において、奥側壁面４２２ａの傾斜が変更された部材であり、交換用通路形成部材４４１
の奥側壁面４２２ａ以外の構造は通路形成部材４２２の構造と同一である。
【０７１８】
　図８１（ａ），（ｂ）に示すように、交換用通路形成部材４４１は、通路形成部材４２
２の通路形成部４２４と同じ外形を有する交換用通路形成部４４３と、通路形成部材４２
２の上側固定部４２５と同一の交換用上側固定部４４４と、通路形成部材４２２の下側固
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定部４２６と同一の交換用下側固定部４４５と、からなる。交換用通路形成部材４４１は
、交換用通路形成部４４３の背面の一部が遊技盤４２１の表面に形成されている固定用穴
４２１ｂに嵌まる態様で固定される。詳細には、交換用上側固定部４４４が上側固定用凹
み部４２１ｃにネジ留めされるとともに交換用下側固定部４４５が下側固定用凹み部４２
１ｄにネジ留めされることにより遊技盤４２１に着脱可能な態様で装着される。
【０７１９】
　図８１（ａ），（ｂ）に示すように、交換用通路形成部４４３は、その奥側壁面４４３
ａの傾斜が通路形成部４２４の奥側壁面４２２ａの傾斜とは異なる点で、通路形成部４２
４とは異なる。奥側壁面４４３ａは下方に進むにつれて徐々に手前側壁面４４３ｂに近づ
く傾斜を有しており、入口において窓パネル５２の背面から奥側壁面４４３ａまでの距離
は１７．５ｍｍであるとともに、出口において窓パネル５２の背面から奥側壁面４４３ａ
までの距離は１５ｍｍである。
【０７２０】
　ここで、奥側壁面４４３ａは下方に向かうにつれて手前側に進む傾斜を有しているが、
その傾斜はわずかな傾斜である。このため、垂直落下する遊技球Ｂ１が入口付近の奥側壁
面４４３ａと衝突する場合、遊技球Ｂ１の進路は、遊技球Ｂ１が出口の下方に位置する第
１左右振分釘２１３と衝突する前に手前側壁面４４３ｂや窓パネル５２の背面と衝突する
ほど大きくは変化しない。垂直落下して奥側壁面４４３ａと衝突する遊技球Ｂ１の進路は
、交換用位置変更通路４４２の出口から１３ｍｍ下方に位置する第１左右振分釘２１３の
手前側の面である第２振分面２１８ａと衝突する程度に変化する。
【０７２１】
　ここで、交換用通路形成部材４４１の奥側壁面４４３ａに設けられている傾斜及び手前
側壁面４４３ｂに設けられている傾斜は、交換用位置変更通路４４２内で遊技球Ｂ１が手
前側壁面４４３ｂとの衝突と、奥側壁面４４３ａとの衝突と、を繰り返すチャタリングを
抑制する角度である。手前側壁面４４３ｂの傾斜を垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１の奥
側への大きな跳ね返りを抑える傾斜とするとともに、奥側壁面４４３ａの傾斜を垂直落下
して衝突する遊技球Ｂ１の手前側への大きな跳ね返りを抑える傾斜とすることにより、遊
技球Ｂ１の奥行き方向の位置の違いを遊技者に分かり易い態様で下流における遊技球Ｂ１
の進路に反映させることができる。
【０７２２】
　図８１（ａ）に示すように、遊技領域ＰＡの中央よりも奥側に位置している遊技球Ｂ１
について、垂直落下して奥側壁面４４３ａと衝突する遊技球Ｂ１は手前側に進路を変え、
出口から排出された後、第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａと衝突して左方向に
振り分けられる。一方、垂直落下して奥側壁面４４３ａと衝突しない遊技球Ｂ１は出口か
らそのまま排出され、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右方向に振
り分けられる。
【０７２３】
　また、図８１（ｂ）に示すように、遊技領域ＰＡの中央よりも手前側に位置している遊
技球Ｂ１について、垂直落下して手前側壁面４４３ｂと衝突する遊技球Ｂ１は奥側に進路
を変え、出口から排出された後、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して
右方向に振り分けられる。一方、垂直落下して手前側壁面４４３ｂと衝突しない遊技球Ｂ
１は出口からそのまま排出され、第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａと衝突して
左方向に振り分けられる。
【０７２４】
　このように、垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１を第１左右振分釘２１３の第２振分面２
１８ａに誘導する奥側壁面４４３ａと、垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１を第１左右振分
釘２１３の第１振分面２１７ａに誘導する手前側壁面４４３ｂと、を備えている交換用通
路形成部材４４１を利用することにより、遊技球発射機構２７（図２）においてソレノイ
ド２７ｃと遊技球Ｂ１との接触態様が変わり、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１
のみが供給される事態や遊技領域ＰＡの手前側に位置する遊技球Ｂ１のみが供給される事



(124) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

態となった場合に、ステージユニット３５４の転動面３５７に導かれる遊技球Ｂ１の数が
極端に増えたり、極端に減ったりすることを防ぐことができる。
【０７２５】
　また、交換用通路形成部材４４１は、通路形成部材４２２と同じ固定用穴４２１ｂを利
用して遊技盤４２１に装着することができる。このため、通路形成部材４２２が装着され
ている機種と同じ遊技盤４２１に交換用通路形成部材４４１を装着することにより、遊技
球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確率を変えて異なる機種を製造することができる。
同一の遊技盤４２１を用いるため、遊技盤４２１を変更する場合と比較して容易に異なる
機種を製造することができる。
【０７２６】
　また、通路形成部材４２２と交換用通路形成部材４４１とは共に着脱可能な態様で遊技
盤４２１に装着されているため、遊技盤４２１に固定されている通路形成部材４２２を取
り外して交換用通路形成部材４４１に付け替えることにより、遊技盤４２１をリサイクル
することが可能となる。
【０７２７】
　以上詳述した実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０７２８】
　遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を変更するための位置変更通路４
２３が第１左右振分釘２１３の上流に配置されている構成である。そして、位置変更通路
４２３に代えて、当該位置変更通路４２３とは異なる態様で遊技球Ｂ１の奥行き方向の位
置を変更する交換用位置変更通路４４２を利用することができる構成である。機種によっ
て通路形成部材４２２と交換用通路形成部材４４１とを使い分けることにより、同一形状
の遊技盤４２１を利用して、異なる機種を製造することができる。このため、新たな遊技
盤４２１の構成を検討して製造する場合と比較して、短時間及び低コストで遊技球Ｂ１の
とりやすい進路が異なる機種を製造することができる。
【０７２９】
　また、通路形成部材４２２及び交換用通路形成部材４４１は共に着脱可能な態様で遊技
盤４２１に装着されるため、遊技盤４２１に装着されている通路形成部材４２２を取り外
し、交換用通路形成部材４４１に付け替えることにより、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ
１の動きが異なる態様で遊技盤４２１をリサイクルすることが可能となる。
【０７３０】
　また、第１左右振分釘２１３はステージユニット３５４の転動面３５７の左端に設けら
れており、第１振分面２１７ａと衝突して右側に振り分けられる遊技球Ｂ１は転動面３５
７に誘導される構成であるとともに、第２振分面２１８ａと衝突して左側に振り分けられ
る遊技球Ｂ１は遊技盤４２１に設けられている多数の釘２２８によって作動口３３，３４
に案内される構成である。そして、左右両端及び山部３５８が奥に向けて下方に傾斜した
形状をなしている転動面３５７はその上を転動する遊技球Ｂ１を遊技盤４２１の釘２２８
よりも高い確率で第１作動口３３に導く構成である。このため、第１左右振分釘２１３の
上方に遊技球Ｂ１を奥側に誘導しやすい通路形成部材４２２を装着することにより、遊技
球Ｂ１が第１作動口３３に入賞する確率を高め、位置変更通路４２３周辺の遊技球Ｂ１の
動きに遊技者の関心を向けて、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０７３１】
　位置変更通路４２３は、遊技盤４２１の表面に平行な奥側壁面４２２ａと、下方に向け
て奥側に傾斜している手前側壁面４２２ｂと、を備えている。手前側壁面４２２ｂの傾斜
は、垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１を第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａに衝
突させる角度（略５°）の傾斜である。このため、遊技盤４２１に位置変更通路４２３を
装着することにより、下流に設けられている第１左右振分釘２１３の奥側の面である第１
振分面２１７ａに衝突する遊技球Ｂ１の数を増やすことができる。
【０７３２】
　また、位置変更通路４２３の手前側壁面４２２ｂは垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１が
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第１左右振分釘２１３と衝突するまで奥側壁面４２２ａ及び遊技盤４２１の表面と衝突す
ることを抑制する角度（略５°）で傾斜しているため、第１左右振分釘２１３の上方にお
いてチャタリングの発生を抑制し、遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を下流における遊技球
Ｂ１の進路に大きく反映することができる。
【０７３３】
　また、交換用位置変更通路４４２は、出口において奥側壁面４４３ａと手前側壁面４４
３ｂとが遊技領域ＰＡに突出している構成であり、奥側壁面４４３ａは垂直落下して衝突
する遊技球Ｂ１を第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａに衝突させる角度（略５°
）で傾斜しているとともに、手前側壁面４４３ｂは垂直落下して衝突する遊技球Ｂ１を第
１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａに衝突させる角度（略５°）で傾斜している。
このため、位置変更通路４２３に代えて交換用位置変更通路４４２を遊技盤４２１に設け
ることにより、下流に設けられている第１左右振分釘２１３の手前側の面である第２振分
面２１８ａに衝突する遊技球Ｂ１の数を増やすことができる。
【０７３４】
　位置変更通路４２３又は交換用位置変更通路４４２において、手前側に誘導される遊技
球Ｂ１の割合と奥側に誘導される遊技球Ｂ１の割合とを、奥側壁面４２２ａ，４４３ａ及
び手前側壁面４２２ｂ，４４３ｂの傾斜角によって変更可能であるシンプルな構成である
ため、所望の割合で遊技球Ｂ１を誘導する交換用の部材を低コストで製造することができ
る。
【０７３５】
　＜第１７の実施形態の別形態＞
　・上述した第１７の実施形態において、交換用通路形成部材４４１の手前側壁面４４３
ｂを窓パネル５２の背面に平行な平面としてもよい。これにより、遊技領域ＰＡの手前側
に位置する遊技球Ｂ１がそのまま出口から落下し、第１左右振分釘２１３の第２振分面２
１８ａと衝突して左側に振り分けられる。交換用通路形成部材４４１が遊技球Ｂ１を手前
側に誘導しやすい構成とすることにより、遊技球Ｂ１を奥側に誘導しやすい通路形成部材
４２２との差を大きくして、異なる機種間で遊技球Ｂ１の動きを大きく変えることができ
る。
【０７３６】
　・上述した第１７の実施形態において、１つの通路形成部材４２２を用い、当該通路形
成部材４２２を遊技盤４２１に取り付ける角度を変更することにより、第１左右振分釘２
１３において左側に振り分けられる遊技球Ｂ１の数と右側に振り分けられる遊技球Ｂ１の
数との割合が異なる機種を製造する構成としてもよい。例えば、遊技盤４２１の固定用穴
４２１ｂと通路形成部材４２２の背面との間に通路形成部材４２２の取り付け角度を変更
する角度変更部材を挟む構成とし、当該角度変更部材のみを交換することにより、位置変
更通路４２３の奥側壁面４２２ａ及び手前側壁面４２２ｂの傾斜角を変更する構成として
もよい。これにより、同一形状の遊技盤４２１及び同一形状の通路形成部材４２２を用い
て、異なる機種を製造することができる。
【０７３７】
　・上述した第１７の実施形態において、位置変更通路４２３の出口がステージユニット
３５４の転動面３５７の上方に位置する構成としてもよい。具体的には、位置変更通路４
２３の出口をステージユニット３５４の左端に設ける構成とすることで、位置変更通路４
２３の出口から排出される遊技球Ｂ１はステージユニット３５４の左端の転動面３５７に
落下する。遊技球Ｂ１が落下し得る範囲において、転動面３５７の奥側領域が奥側に向か
って傾斜しているとともに手前側領域が手前側に向かって傾斜している構成とすることに
より、位置変更通路４２３によって奥側に誘導された遊技球Ｂ１は手前側に落下すること
なく転動面３５７に案内される高い確率で第１作動口３３に入賞するとともに、位置変更
通路４２３において手前側に誘導された遊技球Ｂ１は手前側に落下する。
【０７３８】
　このように、位置変更通路４２３の出口を転動面３５７の上方に設けるとともに、当該
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転動面３５７の左端で奥側に位置している遊技球Ｂ１の進路と手前側に位置している遊技
球Ｂ１の進路とを異なるものとする構成により、上述した第１７の実施形態において位置
変更通路４２３の出口の下方に設けられている第１左右振分釘２１３を利用することなく
、位置変更通路４２３の形状に応じて第１作動口３３に入賞する遊技球Ｂ１の割合を変更
できる。
【０７３９】
　＜第１８の実施形態＞
　本実施形態は、案内通路４６１（図８２）におけるガイド面４６２（図８３（ｂ））の
傾斜を利用することにより、遊技球Ｂ１が第１左右振分釘２１３と衝突する場合の奥行き
方向の衝突位置が変更される点で上記第１７の実施形態と相違している。以下、上記第１
７の実施形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０７４０】
　先ず本実施形態における遊技盤４５１の構成について図８２を参照しながら説明する。
【０７４１】
　図８２は本実施形態における遊技盤４５１の正面図である。図８２に示すように、遊技
盤４５１は、上記第１７の実施形態と同様に、図柄表示装置４１の表示面４１ａ、開口部
４５１ａ、及びセンターフレーム２５２を備えている。そして、上記第１７の実施形態と
同様に、センターフレーム２５２は、開口部４５１ａの上縁及び左右の側縁を規定するよ
うに設けられた屋根ユニット２５３と、開口部４５１ａの下縁を規定するように設けられ
たステージユニット３５４と、を備えている。ここで、本実施形態におけるステージユニ
ット３５４の転動面３５７は、上記第１６の実施形態において説明した転動面３５７と同
一の形状である。
【０７４２】
　遊技盤４５１において、表示面４１ａの下部の左側には遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置
を変更するための案内通路４６１（図８３（ｂ））が形成されている案内部材４７１が装
着されている。当該案内部材４７１は透明であり、案内通路４６１内を移動する遊技球Ｂ
１は外部から視認可能である。図８２に示すように、案内通路４６１は案内部材４７１の
表面上部に入口４８５を有しているとともに遊技盤４５１の表面よりも奥側に向けて形成
されている。また、案内通路４６１の出口５２２は案内部材４７１の表面下部に形成され
ており、当該出口５２２の真下には上記第１３の実施形態において既に説明した第１左右
振分釘２１３が設けられている。
【０７４３】
　第１左右振分釘２１３の下方には遊技球Ｂ１を作動口３３，３４に誘導するための左側
誘導釘群４９１を構成する障害釘２２８が設けられているとともに、当該第１左右振分釘
２１３の右側にはステージユニット３５４の転動面３５７が形成されている。ここで、遊
技盤４５１において、左側誘導釘群４９１には障害釘２２８間に遊技球Ｂ１の直径よりも
大きな隙間が空いており、遊技球Ｂ１が当該隙間から下方に落下し易い構成である。
【０７４４】
　第１６の実施形態において既に説明したとおり、ステージユニット３５４の転動面３５
７の左右両端は山部３５８よりも十分に高く設けられているとともに、転動面３５７にお
いて、遊技球Ｂ１が前方に向けて落下し得る谷部３５９の左右方向の幅は遊技球Ｂ１の直
径の略２倍であり、転動面３５７の左右方向の幅寸法に対する割合は低く設定されている
。また、転動面３５７における谷部３５９の底と、山部３５８の頂上との高低差が小さく
設定されている。つまり、転動面３５７上を転動する遊技球Ｂ１が谷部３５９から前方に
向けて落下しにくい構成である。このように、第１左右振分釘２１３によって右方向に振
り分けられた遊技球Ｂ１がステージユニット３５４の転動面３５７の上を転動して第１作
動口３３に入賞する可能性は、第１左右振分釘２１３によって左方向に振り分けられた遊
技球Ｂ１が左側誘導釘群４９１に誘導されて作動口３３，３４に入賞する可能性よりも高
く設定されている。
【０７４５】
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　このため、第１左右振分釘２１３によって右方向に振り分けられた遊技球Ｂ１がステー
ジユニット３５４の転動面３５７の上を転動して第１作動口３３に入賞する可能性は、第
１左右振分釘２１３によって左方向に振り分けられた遊技球Ｂ１が左側誘導釘群４９１に
誘導されて作動口３３，３４に入賞する可能性よりも高い。
【０７４６】
　次に、案内通路４６１が形成されている案内部材４７１を図８３（ａ），（ｂ）及び図
８４に基づいて説明する。図８３（ａ）は案内部材４７１の分解斜視図であり、図８３（
ｂ）は左側面図である。また、図８４は遊技盤４５１の表面に垂直な平面で案内部材４７
１を切断した場合の切断面の端面図である。図８３（ａ）に示すように、案内部材４７１
は遊技球Ｂ１を取り込んで案内するための上側案内部材４８１と、進路をガイドしながら
遊技球Ｂ１を排出するための下側案内部材５２１と、からなる樹脂製の部材である。上側
案内部材４８１と下側案内部材５２１とは分離可能である。
【０７４７】
　先ず上側案内部材４８１について説明する。図８３（ａ）に示すように、上側案内部材
４８１は、案内通路４６１の上部である上部案内通路４８２が形成されている本体部４８
３と、遊技球Ｂ１が案内部材４７１の右側に逸れないようにガードしながら遊技球Ｂ１を
取り込むための突出部４８４と、からなる。このうち、本体部４８３の形状は直方体であ
り、その正面上部には遊技球Ｂ１を取り込むための入口４８５が前方に向けた開口として
形成されているとともに、その下側平面の中央には上部案内通路４８２に案内された遊技
球Ｂ１を下部案内通路５２５に排出するための開口である第１連絡用開口４８６（図８３
（ｂ））が形成されている。
【０７４８】
　第１連絡用開口４８６は１つの遊技球Ｂ１が上下左右に１ｍｍの余裕を持って通過可能
な面積を有している。また、入口４８５は、遊技球Ｂ１の直径よりもひと回り大きな幅を
有しているとともに、遊技球Ｂ１の直径の１．５倍の高さを有している。このように、入
口４８５が上下方向に延在させて形成されており、入口４８５の直前において上下方向に
ぶれる遊技球Ｂ１の多くを取り込むことが可能な構成である。
【０７４９】
　図８３（ｂ）に示すように、本体部４８３には、当該入口４８５と連続する態様で後下
方に向けて上部案内通路４８２が形成されている。当該上部案内通路４８２の詳細につい
ては後述する。図８３（ａ）に示すように、本体部４８３の下側平面の四方の縁には上側
案内部材４８１を下側案内部材５２１に固定して案内部材４７１とするための固定用突起
４８７が下方に向けて突出する態様で一体形成されている。また、本体部４８３の左側面
及び右側面は、その上部に、上側案内部材４８１を遊技盤４５１に固定するための弾性突
出部５３１を備えている。
【０７５０】
　弾性突出部５３１は、本体部４８３の内部に固定されている圧縮コイルばね（図示略）
に接続されており、上側案内部材４８１は当該圧縮コイルばねの弾性変形を利用すること
により、着脱可能な態様で遊技盤４５１に固定される。
【０７５１】
　弾性突出部５３１は、圧縮コイルばねに力が加えられていない初期状態において側面か
ら外方に突出している突出位置にある。圧縮コイルばねは、本体部４８３の外部から当該
本体部４８３の内側に向けて力が加えられた場合に、縮んで変形状態となる。圧縮コイル
ばねの変形状態において、弾性突出部５３１は、初期状態において最も外方に突出してい
る部分が側面と同一平面上に位置する変形位置をとる。変形位置にある弾性突出部５３１
は、加えられている力が取り除かれた場合に、圧縮コイルばねの復元力により突出位置に
戻る。
【０７５２】
　図８３（ａ）に示すように、弾性突出部５３１は、当該弾性突出部５３１の手前側に位
置しており急な傾斜で外方に突出している前方部５３１ａと、当該弾性突出部５３１の奥
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側に位置しており緩やかな傾斜で外方に突出している後方部５３１ｂと、から構成されて
いる。
【０７５３】
　上側案内部材４８１の突出部４８４は、本体部４８３の正面から前方に突出させて一体
形成されている。当該突出部４８４は、遊技盤４５１において遊技球Ｂ１が上側案内部材
４８１よりも右方向に進むことを防止するためのガード部４８９と、入口４８５の前方を
流下する遊技球Ｂ１のうち、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１が案内通路４６１
（図８３（ｂ））に導かれるように入口４８５方向に案内するとともに、手前側に位置す
る遊技球Ｂ１が案内通路４６１に導かれないように左方向に案内するための振分部５４１
と、から構成されている。
【０７５４】
　ガード部４８９は、直方体の形状を有しており、その左側面が入口４８５の右端に位置
する態様で本体部４８３の正面に対して垂直に形成されている。当該ガード部４８９は、
本体部４８３から前方に１７ｍｍ突出している。このため、案内部材４７１が遊技盤４５
１に装着された状態において、ガード部４８９は遊技盤４５１の表面から窓パネル５２の
背面近傍に亘って存在している。
【０７５５】
　また、振分部５４１は、本体部４８３の正面において入口４８５の下端よりも下方の領
域から前方に向けて１７ｍｍ突出させて一体形成されている。当該振分部５４１は、本体
部４８３の左端からガード部４８９の左端に亘って存在している。また、振分部５４１は
、入口４８５の前方を流下して衝突する遊技球Ｂ１を後方に向けて跳ね返すための取込面
５４１ａを奥側の上面として備えているとともに、入口４８５の前方を流下して衝突する
遊技球Ｂ１を左方向に向けて跳ね返すための左誘導面５４１ｂを手前側の上面として備え
ている。
【０７５６】
　取込面５４１ａは、後方に向けて下方に傾斜しており、上方から落下して衝突する遊技
球Ｂ１を入口４８５に向けて跳ね返す傾斜面である。また、左誘導面５４１ｂは、上方か
ら落下する遊技球Ｂ１がその場に停留することを防ぐために左方に向けて下方に緩やかな
傾斜を有している傾斜面である。
【０７５７】
　次に、下側案内部材５２１について説明する。図８３（ａ）に示すように、下側案内部
材５２１の形状は、左右方向及び奥行き方向に上側案内部材４８１と同じ長さ寸法を有す
る直方体であり、その正面上部には、１つの遊技球Ｂ１が上下左右に１ｍｍの余裕を持っ
て排出されることを可能とする出口５２２が前方に向けた開口として形成されている。ま
た、下側案内部材５２１には、出口５２２から後上方に向けて上部案内通路４８２から排
出された遊技球Ｂ１を出口５２２に案内するための下部案内通路５２５が形成されている
。当該下部案内通路５２５の詳細については後述する。
【０７５８】
　下側案内部材５２１における上側平面の中央には、下部案内通路５２５を上部案内通路
４８２と連続的に連絡させるための第２連絡用開口５２３が上方に向けた開口として形成
されている。当該第２連絡用開口５２３は、上側案内部材４８１の下側平面における第１
連絡用開口４８６（図８３（ｂ））に対応する位置に形成されているとともに、第１連絡
用開口４８６と同一のサイズ及び形状を有している。
【０７５９】
　また、下側案内部材５２１における上側平面の四方の縁には、上側案内部材４８１の固
定用突起４８７に対応させて固定用受け部５２４が形成されている。当該固定用受け部５
２４は、固定用突起４８７の全体が固定用受け部５２４に嵌まる場合に、固定用突起４８
７の表面と固定用受け部５２４の内壁とが密着した状態となって上側案内部材４８１が下
側案内部材５２１に固定されることを可能とする。また、下側案内部材５２１の左側面及
び右側面は、その下部に、下側案内部材５２１を遊技盤４５１に固定するための弾性突出
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部５３１を備えている。当該弾性突出部５３１は上側案内部材４８１がその左側面及び右
側面に備えている弾性突出部５３１と同一部材である。
【０７６０】
　上記のように、上側案内部材４８１の固定用突起４８７が下側案内部材５２１の固定用
受け部５２４に嵌まる態様で上側案内部材４８１が下側案内部材５２１に固定されること
により、上部案内通路４８２と下部案内通路５２５とが連絡して案内部材４７１が組み立
てられる。
【０７６１】
　遊技盤４５１には、上側案内部材４８１が下側案内部材５２１に固定された状態におい
て、上側案内部材４８１の本体部４８３及び下側案内部材５２１が隙間なく収容される直
方体形状の固定用穴５５１（図８４）が形成されている。また、当該固定用穴５５１の左
側面及び右側面には、力が加えられていない初期状態の弾性突出部５３１と同一形状であ
るとともに同一サイズの凹み部が４個形成されいている。当該４個の凹み部は、上側案内
部材４８１の本体部４８３及び下側案内部材５２１が隙間なく固定用穴５５１に収容され
た状態において、上側案内部材４８１の左右側面及び下側案内部材５２１の左右側面が備
えている合計４つの弾性突出部５３１に対応する位置に形成されている。
【０７６２】
　弾性突出部５３１は、案内部材４７１の固定用穴５５１への装着過程において、緩やか
な傾斜で外方に突出している後方部５３１ｂが固定用穴５５１の側面から押されることに
より、圧縮コイルばね（図示略）が変形状態となり、弾性突出部５３１が変形位置をとる
。変形状態の圧縮コイルばねは、装着位置において固定用穴５５１の凹み部と弾性突出部
５３１とが重なった場合に、後方部５３１ｂから加えられていた力が取り除かれて初期状
態となる。これにより、弾性突出部５３１が突出位置に戻り、案内部材４７１が遊技盤４
５１に装着された状態となる。
【０７６３】
　弾性突出部５３１に接続されている圧縮コイルばねは、案内部材４７１が遊技盤４５１
から前方に向けて引っ張られた場合に再び変形状態となって変形位置をとるため、遊技盤
４５１に着脱可能な態様で固定されている。
【０７６４】
　ここで、案内部材４７１の着脱は弾性突出部５３１に接続されている圧縮コイルばね（
図示略）の変形を伴って行われる。案内部材４７１が遊技盤４５１に装着される場合の圧
縮コイルばねの変形は緩やかな傾斜で外方に突出している後方部５３１ｂが固定用穴５５
１から力を加えられて行われるものである。一方、案内部材４７１が遊技盤４５１から取
り外される場合の圧縮コイルばねの変形は急な傾斜で外方に突出している前方部５３１ａ
に固定用穴５５１から力が加えられて行われるものである。
【０７６５】
　このため、案内部材４７１を遊技盤４５１から取り外すために必要な力は、当該案内部
材４７１を遊技盤４５１から取り外すために必要な力よりも大きな力である。案内部材４
７１は、遊技盤４５１から外れにくい態様であり、当該案内部材４７１に遊技球Ｂ１が衝
突しても案内通路４６１の位置ずれが起こりにくい態様で遊技盤４５１に装着されている
。
【０７６６】
　次に、案内部材４７１の内部に形成されている案内通路４６１について説明する。図８
３（ｂ）に示すように、上部案内通路４８２は、入口４８５から取り込まれた遊技球Ｂ１
を一旦後下方に案内した後、その場から前下方に位置する第１連絡用開口４８６まで案内
する弓形の通路である。上部案内通路４８２は入口４８５から第１連絡用開口４８６まで
を連続的且つ滑らかに接続しており、入口４８５付近において下流に向けて徐々に通路の
高さ寸法が減少するとともに、その下流においては、１つの遊技球Ｂ１が前後左右に１ｍ
ｍの余裕を持って通過できる通路断面を有する通路である。通路断面が狭く設定されてい
るため、案内通路４６１内で遊技球Ｂ１が前後左右に大きくぶれることが抑制されており
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、案内通路４６１内における遊技球Ｂ１の進路は限定されている。
【０７６７】
　図８３（ｂ）に示すように、上部案内通路４８２によって第１連絡用開口４８６まで案
内された遊技球Ｂ１は第２連絡用開口５２３から下部案内通路５２５によって出口５２２
まで案内される。下部案内通路５２５は上部案内通路４８２と連続的に接続されており、
出口５２２付近には排出後の遊技球Ｂ１が第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａに
衝突する確率を高めるために前方に向けて下方に傾斜しているガイド面４６２を備えてい
る。ガイド面４６２は遊技球Ｂ１の直径の２倍の長さを有しており、ガイド面４６２上を
転動する遊技球Ｂ１の下流における進路は当該ガイド面４６２の傾斜に大きく影響を受け
る。
【０７６８】
　図８４に示すように、ガイド面４６２は、入口４８５において案内通路４６１内にスム
ーズに取り込まれ、案内通路４６１を一定の基準速度以上で通過する遊技球Ｂ１を遊技領
域ＰＡの手前側に位置する第２振分面２１８ａに衝突させる傾斜を有している。当該ガイ
ド面４６２の傾斜は、入口４８５において案内通路４６１の内壁と衝突を繰り返して取り
込まれ、案内通路４６１における通過速度が一定の基準速度未満である遊技球Ｂ１を遊技
領域ＰＡの手前側に位置する第１振分面２１７ａに衝突させる傾斜である。案内通路４６
１は出口５２２から排出される遊技球Ｂ１の多くを第２振分面２１８ａに衝突させるため
の構成を有している。
【０７６９】
　次に、案内通路４６１の下方に設けられている第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球
Ｂ１の下流における進路を図８５（ａ），（ｂ）に基づいて説明する。図８５（ａ），（
ｂ）は、案内通路４６１の下流周辺を拡大して示す遊技盤４５１の正面図である。
【０７７０】
　図８５（ａ）に示すように、第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右
方向に振り分けられた遊技球Ｂ１はステージユニット３５４の上面に形成されている転動
面３５７に導かれる。
【０７７１】
　第１６の実施形態において既に説明したとおり、ステージユニット３５４の転動面３５
７の左右両端は山部３５８よりも十分に高く設けられているとともに、転動面３５７にお
いて、遊技球Ｂ１が前方に向けて落下し得る谷部３５９の左右方向の幅は遊技球Ｂ１の直
径の略２倍であり、転動面３５７の左右方向の幅寸法に対する割合は低く設定されている
。また、転動面３５７における谷部３５９の底と、山部３５８の頂上との高低差が小さく
設定されている。つまり、転動面３５７上を転動する遊技球Ｂ１が谷部３５９から前方に
向けて落下しにくい構成である。このため、第１左右振分釘２１３にて方向に振り分けら
れた遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する可能性は高い。
【０７７２】
　これに対して、図８５（ｂ）に示すように、第１左右振分釘２１３にて左方向に振り分
けられた遊技球Ｂ１は左側の遊技領域ＰＡを流下する。この場合、遊技球Ｂ１が左側誘導
釘群４９１に誘導されて作動口３３，３４に入賞する可能性があるとともに、左側誘導釘
群４９１を構成している障害釘２２８の隙間から下方に落下してアウト口２４ａから回収
される可能性がある。遊技盤４５１において、左側誘導釘群４９１に案内されて作動口３
３，３４に入賞する確率は、ステージユニット３５４の転動面３５７に案内されて作動口
３３，３４に入賞する確率よりも低い。
【０７７３】
　ここで、遊技盤４５１の固定用穴５５１には、第２振分面２１８ａに衝突し易い態様で
遊技球Ｂ１を排出する案内部材４７１に代えて、第１振分面２１７ａに衝突し易い態様で
遊技球Ｂ１を排出する交換用案内部材５６１を装着することが可能である。交換用案内部
材５６１について図８６を参照しながら以下に説明する。図８６は遊技盤４５１の表面に
垂直な平面で交換用案内部材５６１を切断した場合の切断面の端面図である。
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【０７７４】
　図８６に示すように、交換用案内部材５６１は、案内部材４７１を組み立てる際に、下
側案内部材５２１に代えて、ガイド面４６２とは異なる交換用ガイド面５６２を備えてい
る交換用下側案内部材５６３を用いることにより組み立てられる。交換用下側案内部材５
６３は、ガイド面４６２の形状及び出口５２２の形状のみが下側案内部材５２１とは異な
る。
【０７７５】
　図８６に示すように、交換用下側案内部材５６３の出口５６４の下端は下側案内部材５
２１の出口５２２の下端よりも下方に位置している。また、交換用下側案内部材５６３の
交換用ガイド面５６２は、出口５６４付近において上に凸となる緩やかな弓形の形状を有
している。このため、交換用下側案内部材５６３の交換用ガイド面５６２上を転動する遊
技球Ｂ１の排出後の進路は、下側案内部材５２１のガイド面４６２上を転動する遊技球Ｂ
１の排出後の進路よりも手前側となり、交換用下側案内部材５６３の出口５６４から排出
される遊技球Ｂ１が遊技領域ＰＡの手前側に位置する第１振分面２１７ａと衝突する可能
性が高くなる。
【０７７６】
　上記のように遊技盤４５１において、左側誘導釘群４９１に案内されて作動口３３，３
４に入賞する確率は、ステージユニット３５４の転動面３５７に案内されて作動口３３，
３４に入賞する確率よりも低いため、案内部材４７１に代えて交換用案内部材５６１を遊
技盤４５１に装着することにより、案内部材４７１が装着されている機種よりも遊技球Ｂ
１が作動口３３，３４に入賞し易い機種を製造することができる。
【０７７７】
　以上詳述した実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０７７８】
　案内部材４７１は、出口５２２から排出される遊技球Ｂ１を下方に設けられている第１
左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａに衝突し易くするための傾斜を有する案内通路４
６１が形成されている。また、案内通路４６１の出口５２２の下方に位置する第１左右振
分釘２１３は、遊技領域ＰＡの奥側に位置する第１振分面２１７ａに衝突する遊技球Ｂ１
をステージユニット３５４の転動面３５７上に導く態様で設けられている。このため、案
内通路４６１の出口５２２から排出される遊技球Ｂ１が転動面３５７に導かれることを遊
技者に期待させ、遊技者の注目を案内通路４６１の出口５２２周辺に集めることで遊技の
興趣向上を図ることができる。
【０７７９】
　また、遊技盤４５１において、ステージユニット３５４の転動面３５７に導かれた遊技
球Ｂ１が転動面３５７の谷部３５９から落下しにくい構成であるため、転動面３５７に導
かれて遊技球Ｂ１が第１作動口３３に入賞する可能性は高い。一方、遊技球Ｂ１が遊技領
域ＰＡの左側を流下した後、左側誘導釘群４９１を構成している障害釘２２８同士の隙間
から下方に落下し易い構成であるため、左側誘導釘群４９１に誘導された遊技球Ｂ１が作
動口３３，３４に入賞する可能性は低い。このため、案内通路４６１の出口５２２から排
出された遊技球Ｂ１が右方向に振り分けられた場合、第１作動口３３に入賞することへの
遊技者の期待を高めることができ、第１左右振分釘２１３による振分結果に遊技者の注目
を集めて、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０７８０】
　また、案内部材４７１は、遊技領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１を奥側に振り分け
て入口４８５に導くための取込面５４１ａを備えている。このため、遊技領域ＰＡにおけ
る遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を遊技球Ｂ１の進路に大きく反映することができ、案内
通路４６１の入口４８５周辺に遊技者を注目させて、遊技の興趣向上を図ることができる
。
【０７８１】
　また、遊技盤４５１には、案内部材４７１に代えて交換用案内部材５６１を装着するこ
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とが可能である。交換用案内部材５６１は、出口５６４から排出される遊技球Ｂ１を第１
左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａに衝突し易くするための交換用ガイド面５６２を
備えているため、案内部材４７１が装着されている機種とは異なる確率で遊技球Ｂ１が第
１作動口３３に入球する新たな機種を製造することができる。同一の遊技盤４５１を複数
の機種に用いることで、製造コストを下げることができる。
【０７８２】
　また、案内部材４７１は、当該案内部材４７１を遊技盤４５１に形成されている固定用
穴５５１に嵌め込む過程において変形位置をとり、当該案内部材４７１が固定用穴５５１
に完全に嵌まった状態となることにより突出位置に戻る弾性突出部５３１により、遊技盤
４５１に着脱可能な態様で固定される構成である。また、遊技盤４５１に形成されている
固定用穴５５１には同じ弾性突出部５３１を利用する交換用案内部材５６１を着脱可能な
態様で装着することも可能である。このため、案内部材４７１が装着されていた遊技盤４
５１に交換用案内部材５６１を付け直すことにより、遊技盤４５１をリサイクルして異な
る機種を製造することが可能となる。
【０７８３】
　＜第１８の実施形態の別形態＞
　・上述した第１８の実施形態において、案内通路４６１の出口５２２から排出される遊
技球Ｂ１の奥行き方向の位置を変更するための構成として、案内通路４６１の出口５２２
に変更ガイド７２１を設けてもよい。変更ガイド７２１を備えている案内部材５７１を利
用する場合について、図８７（ａ）を参照しながら説明する。
【０７８４】
　図８７（ａ）は案内部材５７１を遊技盤４５２の表面に垂直な平面で切断した場合の切
断面の端面図である。図８７（ａ）に示すように、案内部材５７１は遊技盤４５２に設け
られている固定用穴５５２に装着されている。遊技盤４５２において、案内部材５７１を
固定するための固定用穴５５２は、上記第１８の実施形態における遊技盤４５１の固定用
穴５５１よりも上方に設けられている。
【０７８５】
　変更ガイド７２１は２つの開口端５７２，５７３を有するＬ字管であり、１つ目の開口
端である入口側開口端５７２が案内通路４６１の出口５２２に連絡しているとともに、２
つ目の開口端である出口側開口端５７３が遊技領域ＰＡの下方に向かう態様で、案内通路
４６１の出口５２２に取り付けられている。
【０７８６】
　出口側開口端５７３の形状は円形であり、その中心は遊技領域ＰＡの中心よりも奥側に
位置している。このため、出口側開口端５７３の中心から排出される遊技球Ｂ１は下方に
設けられている第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右方向に振り分け
られる。しかし、出口側開口端５７３はその中心に位置する遊技球Ｂ１が前後左右に２ｍ
ｍずつぶれることが可能な空間を有しており、出口側開口端５７３から排出される遊技球
Ｂ１の奥行き方向の位置は一定の範囲内において、奥側にずれたり、手前側にずれたりす
る。
【０７８７】
　図８７（ａ）に示すように、出口側開口端５７３から排出される遊技球Ｂ１が奥側の位
置をとっている場合、当該遊技球Ｂ１は出口側開口端５７３の真下に設けられている第１
左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して右方向に振り分けられる。一方、出口
側開口端５７３から出る遊技球Ｂ１が手前側の位置をとっている場合、当該遊技球Ｂ１は
出口側開口端５７３の真下に配設されている第１左右振分釘２１３の第２振分面２１８ａ
と衝突して左方向に振り分けられる。
【０７８８】
　このように、第１左右振分釘２１３と衝突する直前の遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置を
一定の範囲内に制限する変更ガイド７２１を利用する構成とすることにより、設計段階で
想定した割合に近い割合で第１左右振分釘２１３が遊技球Ｂ１を遊技盤４５２の右方向と
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左方向に振り分ける構成とすることができる。また、変更ガイド７２１は出口側開口端５
７３の直前で遊技球Ｂ１を下方に向けてガイドする構成であるため、出口側開口端５７３
から排出された遊技球Ｂ１が第１左右振分釘２１３に衝突する前に奥行き方向にぶれて遊
技盤４５２の表面や窓パネル５２の背面に衝突することを防ぐことができる。
【０７８９】
　また、当該変更ガイド７２１を利用する構成において、変更ガイド７２１に代えて交換
用変更ガイド７２２が上記第１８の実施形態の案内部材４７１の出口５２２に設けられて
いる交換用案内部材５６１を利用することにより、第１左右振分釘２１３が右方向に振り
分ける遊技球Ｂ１の割合及び第１左右振分釘２１３が左方向に振り分ける遊技球Ｂ１の割
合が案内部材５７１を利用する場合とは異なる機種を製造することができる構成としても
よい。当該交換用変更ガイド７２２を備えている交換用案内部材５７４を利用する場合に
ついて、図８７（ｂ）を参照しながら説明する。
【０７９０】
　図８７（ｂ）は交換用案内部材５７４を遊技盤４５２の表面に垂直な平面で切断した場
合の切断面の端面図である。図８７（ｂ）に示すように、交換用変更ガイド７２２は、変
更ガイド７２１と同様に入口側開口端７４２及び出口側開口端７４３を有するＬ字管であ
る。交換用変更ガイド７２２において水平方向に延在させて形成されている管である水平
管７４４の長さ寸法は、変更ガイド７２１において水平方向に延在させて形成されている
管である水平管７４５（図８７（ａ））の長さ寸法よりも長い。このため、交換用変更ガ
イド７２２を案内通路４６１の出口５２２に設けた場合、出口側開口端７４３の中心は、
当該出口側開口端７４３の真下に配設されている第１左右振分釘２１３の奥行き方向の中
央よりも手前側に位置する。
【０７９１】
　また、交換用変更ガイド７２２における出口側開口端７４３は変更ガイド７２１の出口
側開口端５７３と同一の大きさ及び形状を有している。このため、出口側開口端７４３か
ら排出される遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置は一定の範囲内において、奥側にずれたり、
手前側にずれたりする。
【０７９２】
　ここで、交換用変更ガイド７２２における出口側開口端７４３から排出される遊技球Ｂ
１が取り得る奥行き方向の位置範囲は、変更ガイド７２１における出口側開口端５７３か
ら排出される遊技球Ｂ１が取り得る奥行き方向の位置範囲よりも手前側にずれている。こ
のため、交換用変更ガイド７２２を利用する機種において第１左右振分釘２１３が遊技球
Ｂ１を左方向に振り分ける割合は、変更ガイド７２１を利用する機種において第１左右振
分釘２１３が遊技球Ｂ１を左方向に振り分ける割合よりも多い。つまり、交換用変更ガイ
ド７２２を利用する機種は、変更ガイド７２１を利用する機種よりも遊技球Ｂ１が第１作
動口３３に入賞しにくい機種である。
【０７９３】
　このように、変更ガイド７２１に代えて交換用変更ガイド７２２を利用することにより
、遊技球Ｂ１が第１作動口３３に入賞する確率が異なる機種を製造することができる。異
なる機種について同一の遊技盤４５２を使用することが可能であるため、遊技球Ｂ１が第
１作動口３３に入賞する確率を変えるために異なる遊技盤４５２を製造する場合と比較し
て、製造コストを抑えながら機種のバリエーションを増やすことができる。
【０７９４】
　・上述した第１８の実施形態において、弾性突出部５３１を利用した固定方法に代えて
ネジ留めにより案内部材４７１及び交換用案内部材５６１を遊技盤４５１に固定する構成
としていもよい。案内部材４７１は、本体部４８３から左右方向に突出しているネジ留め
部を備えている。また、交換用案内部材５６１も当該交換用案内部材５６１を遊技盤４５
１にネジ留めすることを可能とするために左右方向に突出しているネジ留め部を備えてい
る。そして、遊技盤４５１の固定用穴５５１（図８４）の周囲には、案内部材４７１又は
交換用案内部材５６１のネジ留め部が遊技盤４５１の表面よりも手前に突出しない態様で
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収容可能なネジ留め用凹み部が形成されている。案内部材４７１及び交換用案内部材５６
１は、ネジ留め用凹み部にネジ留め部が嵌まっている状態において、遊技盤４５１にネジ
留めされる。このように、案内部材４７１及び交換用案内部材５６１の固定方法をネジ留
めとすることにより、遊技球Ｂ１の衝突が繰り返されても排出する遊技球Ｂ１の進路がず
れない態様で案内部材４７１及び交換用案内部材５６１を強固に固定することができる。
【０７９５】
　・上述した第１８の実施形態において、案内部材４７１が案内通路４６１の入口４８５
を開閉可能な開閉機構を備えている構成としてもよい。例えば、案内部材４７１を、高い
確率で第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突する態様で遊技球Ｂ１を排出す
る構成とするとともに、内部抽選で所定の抽選結果となった場合に案内通路４６１の入口
４８５が開放される構成としてもよい。当該構成では、所定の抽選結果となった場合に、
所定の時間に亘って案内通路４６１の入口４８５が開放されることにより、遊技球Ｂ１が
高い確率で第１左右振分釘２１３の第１振分面２１７ａと衝突して転動面３５７に導かれ
るようになる。
【０７９６】
　このように、遊技領域ＰＡにおける遊技球Ｂ１の奥行き方向の位置に応じた態様で遊技
球Ｂ１の進路が変化する構成において、時間帯に応じて奥行き方向の一方に位置する遊技
球Ｂ１の割合が増減する構成とすることにより、同一遊技機内の遊技球Ｂ１の流れを時間
帯に応じて変化させることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることができる。
【０７９７】
　＜第１９の実施形態＞
　本実施形態は、主制御基板６１を構成するプリント配線板７４１に半田ブリッジ７５１
の発生を防ぐための短絡防止穴７６１が形成されている点で上記第１１の実施形態と相違
している。以下、上記第１１の実施形態と同一の構成については基本的のその説明を省略
する。
【０７９８】
　本実施形態における主制御基板６１はプリント配線板７４１に多数の電子部品が装着さ
れて構成されている電子回路実装基板である。主制御基板６１の具体的な構成について図
８８（ａ），（ｂ）を参照しながら説明する。図８８（ａ）は主制御基板６１（図４３）
の一部を拡大して示す表面図であり、図８８（ｂ）は主制御基板６１における１列コネク
タ７８２の周辺を拡大して示す表面図である。なお、図８８（ａ）では、プリント配線板
７４１の表面に形成されている配線パターン７７６の図示を省略している。
【０７９９】
　図８８（ａ）に示すように、主制御基板６１のプリント配線板７４１には、１列に並ん
でいる４本のピン７８４ａ～７８４ｄを有する１列コネクタ７８２と、２本のピン７８４
ｅ，７８４ｆを有する２極コネクタ７８１と、２列に並んでいる８本のピン７８４ｇ～７
８４ｐを有する２列コネクタ７８３と、が装着されている。コネクタ７８１～７８３は、
プリント配線板７４１に形成されているビアホール７９３（図９０（ａ））にピン７８４
ａ～７８４ｐを挿通して装着されている。ここで、ビアホール７９３は、プリント配線板
７４１の表面と裏面とを貫通する貫通孔である。以下では、プリント配線板７４１の表面
において、装着されている１列コネクタ７８２周りの矩形領域を１列用領域７８７とする
とともに、装着されている２極コネクタ７８１周りの矩形領域を２極用領域７８６とする
。また、プリント配線板７４１の表面において、装着されている２列コネクタ７８３周り
の矩形領域を２列用領域７８８とする。
【０８００】
　上記第１の実施形態において図５を参照しながら既に説明したように、主制御基板６１
は払出制御装置７７及び音声発光制御装置８１などと接続されている。詳細には、図５に
示すように、主制御装置６０が備えている主制御基板６１は、払出制御装置７７が備えて
いる払出制御基板及び音声発光制御装置８１が備えている音声発光制御基板と電気的に接
続されている。また、図５に示すように、主制御装置６０が備えている主制御基板６１は
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、主制御装置６０が備えている停電監視基板６７などの他の基板とも電気的に接続されて
いる。
【０８０１】
　図８８（ａ）に示すように、主制御基板６１はメス型のコネクタであるコネクタ７８１
～７８３を用いて他の基板と接続されている。主制御基板６１と他の基板とを電気的に接
続するために用いられる電気ケーブルは両端にオス型のコネクタを備えている。そして、
主制御基板６１の表面に装着されているメス型のコネクタ７８１～７８３と、電気ケーブ
ルの片端のオス型のコネクタと、が接続されるとともに、当該電気ケーブルの他端のオス
型のコネクタと、他の基板に装着されているメス型のコネクタと、が接続されることによ
り、主制御基板６１は、当該他の基板と電気的に接続されている。ここで、他の基板には
、払出制御装置７７が備えている払出制御基板、音声発光制御装置８１が備えている音声
発光制御基板、及び停電監視基板６７などが含まれる。
【０８０２】
　また、プリント配線板７４１には、抵抗７７１、コンデンサ７７２、トランジスタ７７
３、及びＩＣ７７４など、ビアホール７９３に端子７７５を挿通して装着する挿入実装部
品も多数装着されている。図８８（ｂ）に示すように、プリント配線板７４１の表面にお
いて、１列コネクタ７８２の周辺には、当該１列コネクタ７８２のピン７８４ａ～７８４
ｄをプリント配線板７４１に装着されている電子部品と電気的に接続するために銅製の配
線パターン７７６が形成されている。同様に、２極コネクタ７８１の周辺には当該２極コ
ネクタ７８１をプリント配線板７４１上の電子部品と電気的に接続するための配線パター
ン７７６（図９７（ａ））が形成されているとともに、２列コネクタ７８３の周辺には当
該２列コネクタ７８３をプリント配線板７４１上の電子部品と電気的に接続するための配
線パターン７７６（図９７（ｂ））が形成されている。当該配線パターン７７６の上には
、絶縁体であるソルダーレジスト７９２が形成されており、配線パターン７７６は外部に
は露出していない。
【０８０３】
　ここで、プリント配線板７４１に装着されているコネクタ７８１～７８３の構造につい
て図８８（ａ）及び図８９（ａ）～（ｃ）を参照しながら説明する。図８９（ａ）は１列
コネクタ７８２の斜視図であり、図８９（ｂ）は２極コネクタ７８１の斜視図であり、図
８９（ｃ）は２列コネクタ７８３の斜視図である。図８９（ａ）～（ｃ）に示すように、
各コネクタ７８１～７８３は上側平面が上方に向けて開口となっている中空の直方体形状
を有するハウジング７８１ａ～７８３ａと、軸方向に延在させて形成されている金属製の
ピン７８４ａ～７８４ｐと、から形成されている。ハウジング７８１ａ～７８３ａは樹脂
製の絶縁体である。また、ピン７８４ａ～７８４ｐは、オス型のピンであり、その表面に
は電気接続性、耐食性、及び半田付け性を向上させるためのメッキ皮膜が形成されている
。当該メッキ皮膜は錫を含むものである。なお、ピン７８４ａ～７８４ｐの表面に金のメ
ッキ皮膜が形成されている構成としてもよい。
【０８０４】
　図８８（ａ）に示すように、コネクタ７８１～７８３は、ハウジング７８１ａ～７８３
ａの下側平面がプリント配線板７４１の表面と平行になる態様で装着されている。図８９
（ａ）～（ｃ）に示すように、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐは、軸
がハウジング７８１ａ～７８３ａの下側平面に対して垂直となる態様で等間隔に並んでい
る。また、ピン７８４ａ～７８４ｐはハウジング７８１ａ～７８３ａの下側平面の上方及
び下方に突出している。このうち、ピン７８４ａ～７８４ｐの上側の突出部は、オス型コ
ネクタとの嵌合時において、オス型コネクタが備えているメス型のピンと金属接触する。
また、ピン７８４ａ～７８４ｐの下側の突出部は、当該コネクタ７８１～７８３がプリン
ト配線板７４１に固定される際に、プリント配線板７４１のビアホール７９３に挿通され
て半田付けされる。
【０８０５】
　図８９（ａ）に示すように、１列コネクタ７８２は、右から順番に、第１ピン７８４ａ
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、第２ピン７８４ｂ、第３ピン７８４ｃ、及び第４ピン７８４ｄを備えており、４本のピ
ン７８４ａ～７８４ｄは１．５ｍｍの間隔を空けて左右方向に１列で並んでいる。そして
、当該ピン７８４ａ～７８４ｄの列の周りはハウジング７８２ａの側面で囲われている。
また、図８９（ｂ）に示すように、２極コネクタ７８１を構成する２本のピン７８４ｅ，
７８４ｆは、１列コネクタ７８２におけるピン７８４ａ～７８４ｄの間隔よりも広い２．
５ｍｍの間隔を空けて配置されており、当該２本のピン７８４ｅ，７８４ｆの周りはハウ
ジング７８１ａの側面で囲われている。
【０８０６】
　また、図８９（ｃ）に示すように、２列コネクタ７８３を構成する８本のピン７８４ｇ
～７８４ｐは、４本ずつ２列で並んでおり、当該２つのピン７８４ｇ～７８４ｐの列の周
りはハウジング７８３ａで囲われている。各列におけるピン７８４ｇ～７８４ｐの間隔は
、１列コネクタ７８２におけるピン７８４ａ～７８４ｄの間隔よりも広い２ｍｍであると
ともに、列同士の間隔は２．５ｍｍである。
【０８０７】
　ここで、パチンコ機１０が備えている基板には、隣接するピン７８４同士の間隔が１．
５ｍｍよりも狭い１列コネクタ、隣接するピン７８４の間隔が１．５ｍｍよりも広い１列
コネクタ、ピン７８４の間隔が２．５ｍｍよりも狭い２極コネクタ、ピン７８４の間隔が
２．５ｍｍよりも広い２極コネクタ、列同士の間隔が２．５ｍｍよりも広いとともに各列
におけるピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍよりも狭い２列コネクタ、列同士の間隔が２
．５ｍｍよりも狭く、各列におけるピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍよりも狭い２列コ
ネクタ、及び列同士の間隔が２．５ｍｍよりも広く、各列におけるピン７８４同士の間隔
が１．５ｍｍよりも広い２列コネクタも配置されている。
【０８０８】
　次に、プリント配線板７４１の構成について図９０（ａ），（ｂ）を参照しながら説明
する。図９０（ａ）は裏面側の一部を拡大して示すプリント配線板７４１の斜視図であり
、図９０（ｂ）は表面に垂直な平面で切断したプリント配線板７４１のビアホール７９３
周りを拡大して示す縦断面図である。プリント配線板７４１を構成している基材７９１は
紙にフェノール樹脂を含浸させて製造された紙フェノール基板である。そして、プリント
配線板７４１は絶縁板である基材７９１の表面及び裏面の両方に配線パターン７７６が形
成されている両面基板である。
【０８０９】
　なお、プリント配線板７４１の基材７９１は紙フェノール基板に限られない。例えば、
ガラス布にエポキシ樹脂を含浸させて製造されたガラスエポキシ基板であってもよい。ま
た、プリント配線板７４１は、絶縁板の表面のみに配線パターン７７６が形成されている
片面基板であってもよく、絶縁板の内層にも配線パターン７７６が形成されている多層基
板であってもよい。
【０８１０】
　図９０（ａ）に示すように、プリント配線板７４１には挿入実装部品の端子７７５（図
８８（ａ））又はコネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐを挿通するためのビ
アホール７９３が形成されている。当該ビアホール７９３の構成を説明するために、当該
ビアホール７９３が形成される過程について以下に説明する。先ず１．６ｍｍの厚みを有
する基材７９１の表面及び裏面に０．０４ｍｍの厚みを有する銅箔７７９（図９０（ｂ）
）が貼りつけられる。その後、銅箔７７９が貼られている基材７９１を上下方向に貫通す
る孔であるスルーホール７７７（図９０（ｂ））が形成される。
【０８１１】
　そして、スルーホール７７７を備えている基材７９１に銅のメッキが行われる。これに
より、基材７９１の表面及び裏面に貼られている銅箔７７９（図９０（ｂ））の上に銅薄
膜７７８（図９０（ｂ））が形成される。また、スルーホール７７７は、当該タイミング
で内壁に銅薄膜７７８が形成されることによってビアホール７９３となる。このとき、ビ
アホール７９３の周辺では、スルーホール７７７の上側開口の周囲にある銅箔７７９と下
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側開口の周囲にある銅箔７７９とがスルーホール７７７の内壁に形成された銅薄膜７７８
を介して電気的に接続された状態となる。
【０８１２】
　ビアホール７９３が形成された基材７９１の表面及び裏面に貼られている銅箔７７９の
上には感光材料であるエッチングレジストの薄膜が形成される。当該エッチングレジスト
の薄膜には光（紫外線）が照射されることによりマスクパターンが転写されて、現像され
る。そして、マスクパターン以外の不要なエッチングレジストが除去されることにより、
基材７９１の表面及び裏面にマスクパターンが形成された状態となる。
【０８１３】
　その後、エッチングガス雰囲気において、イオンなどを利用してマスクパターンが形成
された基材７９１上の銅箔７７９（図９０（ｂ））及び銅薄膜７７８をエッチングするド
ライエッチングが行われ、アセトンなどの有機溶剤でマスクパターン部分のエッチングレ
ジストが除去されることにより、図９０（ａ）に示すように、基材７９１上に銅製の配線
パターン７７６が形成された状態となる。当該配線パターン７７６の厚みは、銅箔７７９
の厚みと同じ略０．０４ｍｍである。なお、基材７９１上の銅箔７７９及び銅薄膜７７８
のエッチングには、基材７９１をエッチング液に漬けるウェットエッチングを用いてもよ
い。
【０８１４】
　プリント配線板７４１は、配線パターン７７６が形成された状態の基材７９１の表面及
び裏面にソルダーレジスト７９２が形成され、半田メッキ、無電解金メッキ、及び水溶性
フラックス処理などの表面処理が行われることにより作成される。ここで、ソルダーレジ
スト７９２は、配線パターン７７６間を絶縁する役割を果たすとともに、半田付け工程に
おいて半田付けの対象箇所以外に半田が付着することを防ぐ役割を果たすレジストである
。また、表面処理は、配線パターン７７６に連続しており、外部に露出している部分の半
田付け性を向上させる処理であるとともに、銅箔部分を錆びにくくするための処理である
。
【０８１５】
　具体的には、配線パターン７７６が形成された状態の基材７９１の表面及び裏面にカー
テンコート方式でレジスト液が塗布された後、ソルダーレジスト７９２のパターン部分を
乾燥させて硬化させる処理が行われる。そして、レジストの未硬化部分が除去されること
により、基材７９１に配線パターン７７６及びソルダーレジスト７９２が形成されたプリ
ント配線板７４１となる。
【０８１６】
　図９０（ａ）に示すように、プリント配線板７４１において、ビアホール７９３の上側
開口の周辺及び下側開口の周囲には、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐ
と配線パターン７７６とを半田付けにより電気的に接続するための接合穴７６２が形成さ
れている。当該接合穴７６２は、配線パターン７７６の幅よりもひと回り大きな直径を有
する円形の穴であり、プリント配線板７４１の表面及び裏面に形成されている。また、図
９０（ａ）に示すように、プリント配線板７４１において、一部のビアホール７９３の周
囲には、接合穴７６２に代えて接合穴７６２よりも大きな面積を有する短絡防止穴７６１
が形成されている。
【０８１７】
　ビアホール７９３にコネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐが挿通されてい
る状態において、当該ビアホール７９３の周囲に形成されている接合穴７６２又は短絡防
止穴７６１の表面には溶融半田が付着する。そして、付着した溶融半田が凝固することに
より、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐが配線パターン７７６と電気的
に接続された状態でプリント配線板７４１に固定される。
【０８１８】
　ここで、接合穴７６２又は短絡防止穴７６１が周囲に形成されているビアホール７９３
に端子７７５（図８８）を挿通した状態で半田付けが行われることにより、挿入実装部品
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もプリント配線板７４１に装着されている。
【０８１９】
　短絡防止穴７６１は、半田付け工程において、ビアホール７９３に挿通されているピン
７８４ａ～７８４ｐ（図８９（ａ）～（ｃ））の周りに付着する溶融半田が隣接するビア
ホール７９３に挿通されているピン７８４ａ～７８４ｐの周りに付着する溶融半田と合流
し、プリント配線板７４１に短絡回路が形成されることを防ぐ目的で設けられている。プ
リント配線板７４１において、隣接するビアホール７９３との間に短絡回路が形成される
確率が高いビアホール７９３の周りには、接合穴７６２に代えて短絡防止穴７６１が設け
られている。
【０８２０】
　ビアホール７９３に挿通されているピン７８４ａ～７８４ｐの周りに付着する溶融半田
の量が増える場合に、当該溶融半田が隣接するビアホール７９３に挿通されているピン７
８４ａ～７８４ｐの周りに付着する溶融半田と合流する確率が高まる。このため、短絡回
路の形成抑制のために設けられる短絡防止穴７６１は、ビアホール７９３に挿通されてい
るピン７８４ａ～７８４ｐの周りに付着する溶融半田の量が増えた場合にも、その溶融半
田を短絡防止穴７６１の上に保持することが可能な広い面積を有している。図９０（ａ）
に示すように、短絡防止穴７６１の面積は接合穴７６２の面積よりも広く設定されている
。
【０８２１】
　図８８（ａ）において既に説明したように、プリント配線板７４１には多数の電子部品
が装着されている。このため、ビアホール７９３周りにおいて、短絡防止穴７６１の面積
を全方向に向けて広く設定すると、当該ビアホール７９３に最も近いビアホール７９３以
外にも、当該ビアホール７９３の近くに存在する複数のビアホール７９３との間で短絡回
路が形成される可能性が発生する。これに対して、短絡防止穴７６１の形状を一方向に延
在している楕円形とすることにより、混み合っているプリント配線板７４１上で短絡回路
が発生する可能性を低減することができる。
【０８２２】
　図９０（ａ）に示すように、ビアホール７９３の周りに形成されている短絡防止穴７６
１は、当該ビアホール７９３に隣接しているビアホール７９３が存在する方向を避け、隣
接しているビアホール７９３とは反対の方向に延在させて形成されている。当該短絡防止
穴７６１は、接合穴７６２の直径と略同一の短径を有するとともに、接合穴７６２の直径
の略２倍の長径を有する楕円形状の穴として形成されている。
【０８２３】
　接合穴７６２及び短絡防止穴７６１において、銅箔７７９（図９０（ｂ））は穴の上方
に向けて露出している。プリント配線板７４１の表面及び裏面において、当該接合穴７６
２及び短絡防止穴７６１を除く領域はソルダーレジスト７９２によってマスクされている
ため、半田付け工程において、接合穴７６２部分に選択的に半田を付着させることができ
る。
【０８２４】
　次に、半田付け工程においてコネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐの周り
、及び挿入実装部品の端子７７５の周りに形成される半田フィレット７９８について説明
する。
【０８２５】
　半田付け工程では、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐがプリント配線
板７４１のビアホール７９３に挿通される。そして、当該ビアホール７９３に溶融半田が
付着して凝固する。これにより、コネクタ７８１～７８３はプリント配線板７４１の表面
及び裏面に形成されている配線パターン７７６と電気的に接続されている状態で固定され
る。
【０８２６】
　１列コネクタ７８２の第２ピン７８４ｂの周りを例として、半田フィレット７９８につ
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いて図９１を参照しながら説明する。図９１は表面に垂直な平面で切断したプリント配線
板７４１における１列コネクタ７８２のピン７８４周りを拡大して示す縦断面図である。
ここで、ピン７８４は、１列コネクタ７８２、２極コネクタ７８１、及び２列コネクタ７
８３が備えているピン７８４ａ～７８４ｐと同一部材であり、ピン７８４ａ～７８４ｐの
総称である。
【０８２７】
　図９１に示すように、プリント配線板７４１に固定されている１列コネクタ７８２のピ
ン７８４周りには溶融半田が凝固して半田フィレット７９８が形成されている。当該半田
フィレット７９８は、接合穴７６２の上に形成されており、プリント配線板７４１の裏面
から１列コネクタ７８２のピン７８４に沿って下方に向かう略円錐形状を有している。略
円錐形の底面から頂点までの下方向の長さを当該半田フィレット７９８の高さとする。半
田フィレット７９８は、１列コネクタ７８２におけるピン７８４の表面の一部と、ビアホ
ール７９３の内壁と、プリント配線板７４１の接合穴７６２の表面と、を含む態様で形成
されている。既に説明したとおり、接合穴７６２は、プリント配線板７４１上に形成され
ておりソルダーレジスト７９２に覆われている配線パターン７７６と連続しているため、
１列コネクタ７８２のピン７８４は半田フィレット７９８によって配線パターン７７６と
電気的に接続されている。
【０８２８】
　また、２極コネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆと、２列コネクタ７８３のピン７
８４ｇ～７８４ｐと、のそれぞれも、１列コネクタ７８２のピン７８４と同様に半田付け
されている。また、主制御基板６１を構成している挿入実装部品もコネクタ７８１～７８
３と同様に、プリント配線板７４１のビアホール７９３に挿入実装部品の端子７７５が挿
通された状態で半田付けされて固定されている。これにより、挿入実装部品の端子７７５
（図８８（ａ））は、ビアホール７９３と、プリント配線板７４１の表面及び裏面に形成
されている配線パターン７７６と電気的に接続されている。
【０８２９】
　図９２（ａ）は図８８（ａ）と同じ主制御基板６１の一部を拡大して示す裏面図である
。主制御基板６１の裏面において、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐ（
図８９（ａ）～（ｃ））が挿通されるビアホール７９３の周りには接合穴７６２又は短絡
防止穴７６１が形成されている。このため、図９２（ａ）に示すように、プリント配線板
７４１の裏面において、装着されている１列コネクタ７８２の周辺の領域である１列用裏
面領域８４２には、接合穴７６２上に形成される円形の半田フィレット７９８と、短絡防
止穴７６１上に形成される楕円形の半田フィレット７９９と、が１列に並んでいる。
【０８３０】
　ここで、プリント配線板７４１の裏面における１列用裏面領域８４２の構成について、
図９２（ｂ）を参照しながら説明する。図９２（ｂ）は１列コネクタ７８２が装着される
前の１列用裏面領域８４２を拡大して示すプリント配線板７４１の裏面図である。
【０８３１】
　図９２（ｂ）に示すように、１列用裏面領域８４２において、１列コネクタ７８２の第
１ピン７８４ａが挿通されるビアホール７９３を第１ビアホール７９３ａとするとともに
、第２ピン７８４ｂが挿通されるビアホール７９３を第２ビアホール７９３ｂとする。ま
た、１列コネクタ７８２の第３ピン７８４ｃが挿通されるビアホール７９３を第３ビアホ
ール７９３ｃとするとともに、第４ピン７８４ｄが挿通されるビアホール７９３を第４ビ
アホール７９３ｄとする。
【０８３２】
　図９２（ｂ）に示すように、１列用裏面領域８４２において、ビアホール７９３ａ～７
９３ｄは、右側から第１ビアホール７９３ａ、第２ビアホール７９３ｂ、第３ビアホール
７９３ｃ、第４ビアホール７９３ｄの順番で左側に向けて１列に並んでいる。半田付け工
程において、プリント配線板７４１が右方向に向けて搬送される場合、１列用裏面領域８
４２の左端に位置する第４ビアホール７９３ｄが搬送方向の後端に位置することとなる。
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また、半田付け工程において、プリント配線板７４１が左方向に向けて搬送される場合、
１列用裏面領域８４２の右端に位置する第１ビアホール７９３ａが搬送方向の後端に位置
することとなる。
【０８３３】
　図９２（ｂ）に示すように、１列用裏面領域８４２において、第１ビアホール７９３ａ
の周りに形成されている短絡防止穴７６１には配線パターン７７６が接続されている。ま
た、１列用裏面領域８４２において、短絡防止穴７６１、短絡防止穴７６１に接続されて
いる配線パターン７７６、及び接合穴７６２は、絶縁体で構成されている絶縁領域で囲わ
れており、当該絶縁領域の周囲に接地のためのＧＮＤベタ８５１が設けられている。そし
て、第３ビアホール７９３ｃ周りの接合穴７６２のみが短絡防止穴７６１の長径よりも狭
い幅を有する接続部７６３によってＧＮＤベタ８５１と電気的に接続されている。配線パ
ターン７７６及びＧＮＤベタ８５１の上には、ソルダーレジスト７９２が形成されている
。このため、配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１は外部に露出しておらず、半田付
け工程において配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１に溶融半田は付着しない。
【０８３４】
　ここで、ＧＮＤベタ８５１について説明する。プリント配線板７４１の表面及び裏面に
はコネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐと当該プリント配線板７４１に装着
されている挿入実装部品の端子７７５とを接続するための配線パターン７７６の他に、コ
ネクタ７８１～７８３や挿入実装部品を接地するためのグランドパターンとしてＧＮＤベ
タ８５１（図９２（ｂ））が設けられている。当該ＧＮＤベタ８５１は、銅製のパターン
であり、プリント配線板７４１の表面及び裏面に広い面積を有している。
【０８３５】
　プリント配線板７４１に装着されるコネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐ
の一部は接地のためにＧＮＤベタ８５１と接続される。本パチンコ機１０の１列用裏面領
域８４２においては、図９２（ｂ）に示すように、ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の
両端を避けて、右から３番目に位置する第３ビアホール７９３ｃがＧＮＤベタ８５１と接
続されている。これにより、１列コネクタ７８２（図８９（ａ））における４つのピン７
８４ａ～７８４ｄの列において、両端には位置しない第３ピン７８４ｃ（図８９（ａ））
が接地される。
【０８３６】
　半田付け工程において、１列コネクタ７８２の第３ピン７８４ｃ周りの溶融半田が有し
ている熱の一部は、第３ピン７８４ｃの周囲に形成されている接合穴７６２を介して、当
該接合穴７６２と接続されているＧＮＤベタ８５１に移動する。ＧＮＤベタ８５１はプリ
ント配線板７４１上に大きな面積を有しているため、面積の狭い配線パターン７７６より
も多くの熱を吸収することができる。
【０８３７】
　１列コネクタ７８２の第３ピン７８４ｃ周りの溶融半田の温度は、当該１列コネクタ７
８２における残りのピン７８４ａ，７８４ｂ，７８４ｄ周りの溶融半田の温度よりも下が
る。このように、接地のためにＧＮＤベタ８５１と接続されるピン７８４ａ～７８４ｐ及
び端子７７５の周りの溶融半田の温度は低くなり、溶融半田の流動性が低下する。このた
め、ＧＮＤベタ８５１と接続されるピン７８４ａ～７８４ｐ及び端子７７５の周りでは溶
融半田の合流が起こりやすく、短絡回路が形成され易い環境となる。
【０８３８】
　本パチンコ機１０の１列用裏面領域８４２においては、ＧＮＤベタ８５１に接続される
第３ビアホール７９３ｃがビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の両端に位置しないように
設定されており、１列用裏面領域８４２の両端における短絡回路の形成が抑制されている
。
【０８３９】
　次に、半田ブリッジ７５１が発生するメカニズムについて説明するために、先ずプリン
ト配線板７４１にコネクタ７８１～７８３及び挿入実装部品を装着するために行われる半
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田付け工程について説明する。
【０８４０】
　図８８に示した主制御基板６１はプリント配線板７４１にコネクタ７８１～７８３及び
挿入実装部品が固定された後、自動半田付け装置８２２（図９３（ａ））においてフロー
半田付けが行われることにより作成される。ここで、フロー半田付けとは、半田付けの対
象部分に溶融した半田と熱とを同時に供給して半田付けを行う方法である。図９３（ａ）
は溶融半田の噴流８２１を説明するための説明図であり、図９３（ｂ）はプリント配線板
７４１の裏面に噴流８２１が当たっている様子を説明するための説明図である。
【０８４１】
　図９３（ａ）に示すように、自動半田付け装置８２２は、緩やかな勾配を有している傾
斜部材８２２ａを備えており、当該傾斜部材８２２ａの上を溶融半田が流下する。ここで
、溶融半田とは略２５０℃に加熱されて溶融状態となっている半田である。溶融半田の温
度が低い場合には溶融半田の流動性が低下して半田付け不良の発生原因となる。具体的に
は、コネクタ７８１～７８３のピン７８４ａ～７８４ｐ（図８９（ａ）～（ｃ））又は挿
入実装部品の端子７７５（図８８（ａ））周りに付着する溶融半田の量が増加するととも
に、溶融半田の切れが悪くなり、２本のピン７８４ａ～７８４ｐ周りの溶融半田又は２本
の端子７７５周りの溶融半田が合流することにより半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））
が形成されて回路が短絡する原因となる。
【０８４２】
　半田付け工程は、プリント配線板７４１の裏面を自動半田付け装置８２２の傾斜部材８
２２ａ上を流下する溶融半田と接触させることにより行われる。図９３（ｂ）に示すよう
に、自動半田付け装置８２２において、プリント配線板７４１は、上向きに緩やかな傾斜
を有する状態で搬送されながら溶融半田と接触する。プリント配線板７４１は右方向に向
けてベルトコンベアで搬送される。
【０８４３】
　ここで、ベルトコンベアで搬送されているプリント配線板７４１の裏面に噴流８２１が
当たる場合の溶融半田の挙動について説明することにより、プリント配線板７４１の裏面
に形成されている短絡防止穴７６１の効果を説明する。先ず短絡防止穴７６１が形成され
ていない比較用プリント配線板８３１（図９４（ａ））の半田付け工程における溶融半田
の挙動について説明する。
【０８４４】
　比較用プリント配線板８３１の裏面にはコネクタ７８１～７８３を構成する複数のピン
７８４ａ～７８４ｐ、及び挿入実装部品を構成する複数の端子７７５が並んでいる。例え
ば、図９３（ｂ）に示すように、１列コネクタ７８２の４本のピン７８４ａ～７８４ｄが
半田付けされる場合、比較用プリント配線板８３１は上に向いて緩やかに傾斜している状
態で搬送されているため、噴流８２１との接触の開始タイミング及び終了タイミングは４
本のピン７８４ａ～７８４ｄのそれぞれで異なる。ここで、図９３（ｂ）に示すように、
右に向けて搬送されるプリント配線板７４１に装着されている１列コネクタ７８２におい
て、１番右側に位置するピンを第１ピン７８４ａとするとともに、右から２番目に位置す
るピンを第２ピン７８４ｂとする。また、右から３番目に位置するピンを第３ピン７８４
ｃとするとともに、右から４番目に位置するピンを第４ピン７８４ｄとする。
【０８４５】
　図９３（ｂ）に示すように、１列コネクタ７８２の４つのピン７８４ａ～７８４ｄは、
第１ピン７８４ａから順番に噴流８２１と接触している状態となり、最後に第４ピン７８
４ｄが噴流８２１と接触している状態となる。そして、第１ピン７８４ａから順番に噴流
８２１との接触状態から抜け出し、最後に第４ピン７８４ｄが噴流８２１との接触状態か
ら抜け出す。
【０８４６】
　１列コネクタ７８２の４本のピン７８４ａ～７８４ｄが噴流８２１との接触状態から抜
け出す際の溶融半田の挙動について、図９４（ａ）～（ｃ）及び図９５（ａ）～（ｃ）を
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参照しながら以下に説明する。図９４（ａ）は１列コネクタ７８２の第２ピン７８４ｂ、
第３ピン７８４ｃ、及び第４ピン７８４ｄが噴流８２１と接触している状態を説明するた
めに示す比較用プリント配線板８３１の縦断面図であり、図９４（ｂ）は１列コネクタ７
８２の第２ピン７８４ｂが噴流８２１との接触状態から抜け出す様子を説明するために示
す比較用プリント配線板８３１の縦断面図であり、図９４（ｃ）は１列コネクタ７８２の
第３ピン７８４ｃが噴流８２１との接触状態から抜け出す様子を説明するために示す比較
用プリント配線板８３１の縦断面図である。ここで、図９４（ａ）～（ｃ）の縦断面図は
比較用プリント配線板８３１を当該比較用プリント配線板８３１の表面に垂直な平面で切
断した場合の切断面における縦断面図である。
【０８４７】
　１列コネクタ７８２の第２ピン７８４ｂ、第３ピン７８４ｃ、及び第４ピン７８４ｄが
噴流８２１と接触している状態（図９４（ａ））から、第３ピン７８４ｃ及び第４ピン７
８４ｄのみが噴流８２１と接触している状態（図９４（ｂ））に遷移すると、第２ピン７
８４ｂの周りに所定量の溶融半田が残り、半田フィレット７９８の形成が始まる。このよ
うに、半田フィレット７９８が形成される初期の段階において、第２ピン７８４ｂの周り
に残る溶融半田の量は、第２ピン７８４ｂ周りに形成されている接合穴７６２の面積及び
比較用プリント配線板８３１の搬送速度などに影響される。
【０８４８】
　図９４（ｂ）に示すように、第２ピン７８４ｂ周りの半田フィレット７９８の形成開始
タイミングでは、第２ピン７８４ｂの周りに形成途中である半田フィレット７９８と噴流
８２１とが連続している状態である。この状態は、第２ピン７８４ｂ周りの溶融半田と噴
流８２１の溶融半田とが行き来することができる状態である。
【０８４９】
　ここで、溶融半田の静的な性質について説明する。略２５０℃の溶融半田は、流動性を
有するとともに表面張力も備えている。このため、少量の溶融半田の塊が大量の溶融半田
の塊と接触すると、少量の塊を形成している溶融半田が大量の溶融半田の塊の方に引き寄
せられる。これにより、少量の塊を形成している溶融半田の量は接触前よりも減少すると
ともに、大量の塊を形成している溶融半田の量は接触前よりも増加する。
【０８５０】
　図９４（ｂ）に示すように、第２ピン７８４ｂの周りに残っている溶融半田と噴流８２
１の溶融半田とが連続している場合には、第２ピン７８４ｂの周りの溶融半田の方が少量
であるため、第２ピン７８４ｂの周りに残っている少量の溶融半田の一部が噴流８２１に
引き込まれる。このため、第２ピン７８４ｂの周りには初期に付着する溶融半田よりも少
量の溶融半田が残り、図９４（ｃ）に示すように、第２ピン７８４ｂの周りに残った溶融
半田によって第２ピン７８４ｂの周りに形成されている接合穴７６２上に半田フィレット
７９８が形成される。
【０８５１】
　図９５（ａ）は１列コネクタ７８２の第３ピン７８４ｃが噴流８２１との接触状態から
抜け出した状態を説明するために示す比較用プリント配線板８３１の縦断面図であり、図
９５（ｂ）は１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄが噴流８２１との接触状態から抜け
出した状態を説明するために示す比較用プリント配線板８３１の縦断面図であり、図９５
（ｃ）は１列コネクタ７８２の第３ピン７８４ｃと第４ピン７８４ｄとの間に半田ブリッ
ジ７５１が形成されている状態を示す比較用プリント配線板８３１の縦断面図である。こ
こで、図９５（ａ）～（ｃ）の縦断面図は比較用プリント配線板８３１を当該比較用プリ
ント配線板８３１の表面に垂直な平面で切断した場合の切断面における縦断面図である。
【０８５２】
　第３ピン７８４ｃが噴流８２１との接触状態から抜ける場合、半田フィレット７９８が
形成される初期の段階で第３ピン７８４ｃの周りに残る溶融半田の一部が噴流８２１に引
き込まれる。このため、図９５（ａ）に示すように、第３ピン７８４ｃの周りには初期に
付着する溶融半田よりも少量の溶融半田が残り、第３ピン７８４ｃの周りに残った溶融半
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田によって第３ピン７８４ｃの周りに形成されている接合穴７６２上に半田フィレット７
９８が形成される。
【０８５３】
　一方、図９５（ｂ）に示すように、１列コネクタ７８２の４本のピン７８４ａ～７８４
ｄ（図９３（ｂ））によって構成されている列の右端に位置する第４ピン７８４ｄが噴流
８２１との接触状態から抜ける場合には、半田フィレット７９８が形成される初期の段階
で第４ピン７８４ｄの周りに残る溶融半田と噴流８２１とは接触状態にない。このため、
初期に第４ピン７８４ｄの周りに残る溶融半田の量が減少することなくそのまま維持され
る。
【０８５４】
　比較用プリント配線板８３１において、１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄが挿通
されているビアホール７９３の周りには第１ピン７８４ａ～第３ピン７８４ｃの周りと同
一の接合穴７６２が形成されている。第４ピン７８４ｄの周りには接合穴７６２の面積に
対して過剰量の溶融半田が残り易い。第４ピン７８４ｄの周りに収まりきれない余剰の溶
融半田が発生した場合には、図９５（ｃ）に示すように、搬送方向の前側に隣接する第３
ピン７８４ｃの周りの溶融半田と最も合流し易い。
【０８５５】
　第４ピン７８４ｄの周りの溶融半田と第３ピン７８４ｃの周りの溶融半田とが合流して
連続状態となった場合には、２本のピン７８４ｃ，７８４ｄの間に２本のピン７８４ｃ，
７８４ｄを電気的に接続する半田ブリッジ７５１が形成される。これにより、比較用プリ
ント配線板８３１を用いる主制御基板内に短絡回路が形成される。この場合には、自動の
半田付け作業後に手動の修正作業が必要となり、比較用プリント配線板８３１を用いる主
制御基板の製造効率が落ちるとともに製造コストが高くなる。
【０８５６】
　これに対して、プリント配線板７４１を用いる本実施形態の主制御基板６１では、図９
２（ｂ）において既に説明したとおり、ＧＮＤベタ８５１と接続される第３ビアホール７
９３ｃが１列用裏面領域８４２の両端には位置しないように配置されている。第３ビアホ
ール７９３ｃは、半田付け工程において、プリント配線板７４１が右方向に搬送される場
合、及び左方向に搬送される場合の両方において、搬送方向の後端には位置しない。
【０８５７】
　ＧＮＤベタ８５１に接続されている第３ピン７８４ｃ周りにおける溶融半田の温度低下
に伴い溶融半田の流動性が低下して半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が発生し易くな
るという影響がプリント配線板７４１の搬送方向の後端に位置する可能性があるビアホー
ル７９３ａ，７９３ｄの周りに及ばない構成である。これにより、ＧＮＤベタ８５１の影
響で１列用裏面領域８４２の端に位置するビアホール７９３ａ，７９３ｄの周りに半田ブ
リッジ７５１が形成される可能性が低減されている。
【０８５８】
　また、１列コネクタ７８２において、ＧＮＤベタ８５１と接続される第３ピン７８４ｃ
は１列コネクタ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの列の内側に位置しているため、当該第
３ピン７８４ｃの周りで最終的に半田フィレット７９８を形成する溶融半田の量は、初期
の段階で当該第３ピン７８４ｃの周りに付着する溶融半田の量よりも減少する。これによ
り、１列コネクタ７８２において接地のためにＧＮＤベタ８５１と接続される第３ピン７
８４ｃの周りに半田ブリッジ７５１が形成されて短絡することを防ぐことができる。
【０８５９】
　図９２（ｂ）において既に説明したとおり、１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄが
挿通される第４ビアホール７９３ｄの周りに接合穴７６２に代えて短絡防止穴７６１が形
成されている。これにより、第４ピン７８４ｄの周りに残る溶融半田が第３ピン７８４ｃ
の周りに残る溶融半田と合流することが抑制されており、半田ブリッジ７５１の発生抑制
が図られている。図９２（ｂ）に戻り、短絡防止穴７６１の詳細について以下に説明する
。
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【０８６０】
　図９２（ｂ）に示すように、右から左に向けてビアホール７９３ａ～７９３ｄが並んで
いる１列用裏面領域８４２において、ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の右端に位置す
る第１ビアホール７９３ａ及び左端に位置する第４ビアホール７９３ｄの周りには短絡防
止穴７６１が形成されているとともに、列の内側に位置する第２ビアホール７９３ｂ及び
第３ビアホール７９３ｃの周りに接合穴７６２が形成されている。このように、搬送方向
に平行であるビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の両端に短絡防止穴７６１が形成されて
いるため、半田付け工程においてプリント配線板７４１が左に向けて搬送される場合にお
いても、搬送方向の後端となる右端に位置するビアホール７９３の周りにおける半田ブリ
ッジ７５１の発生抑制を図ることができる。
【０８６１】
　図９２（ｂ）に示すように、１列用裏面領域８４２において、ビアホール７９３ａ～７
９３ｄの中心から隣接するビアホール７９３ａ～７９３ｄの中心までの距離ＬＡ１は、１
列コネクタ７８２において隣接するピン７８４ａ～７８４ｄ（図８９（ａ））の間の距離
と同じ１．５ｍｍである。
【０８６２】
　図９２（ｂ）に示すように、第１ビアホール７９３ａ周りの短絡防止穴７６１の左端か
ら第２ビアホール７９３ｂ周りの接合穴７６２の右端までの距離ＬＢ１、及び第３ビアホ
ール７９３ｃ周りの接合穴７６２の左端から第４ビアホール７９３ｄ周りの短絡防止穴７
６１の右端までの距離ＬＢ１は、第２ビアホール７９３ｂ周りの接合穴７６２の左端から
第３ビアホール７９３ｃ周りの接合穴７６２の右端までの距離ＬＢ１と同一である。
【０８６３】
　図９２（ｂ）に示すように、第４ビアホール７９３ｄ周りには、第４ビアホール７９３
ｄが短絡防止穴７６１の中央よりも右側に位置する態様で、短絡防止穴７６１がビアホー
ル７９３ａ～７９３ｄの列の外側寄りに設けられている。第４ビアホール７９３ｄ周りの
短絡防止穴７６１はビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の外方向に延在している。また、
第１ビアホール７９３ａの周りには、第１ビアホール７９３ａが短絡防止穴７６１の中央
よりも左側に位置する態様で、短絡防止穴７６１がビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の
外側寄りに設けられている。第１ビアホール７９３ａ周りの短絡防止穴７６１はビアホー
ル７９３ａ～７９３ｄの列の外方向に延在している。
【０８６４】
　接合穴７６２の直径よりも長い長径を有する短絡防止穴７６１をビアホール７９３ａ～
７９３ｄの列の外側寄りに設けることにより、半田付け工程において、接合穴７６２の上
に付着する溶融半田と短絡防止穴７６１の上に付着する溶融半田とが接近して合流する可
能性が低減される。これにより、プリント配線板７４１上で短絡回路が形成される可能性
を低減することができる。
【０８６５】
　次に、半田付け工程により１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄの周りに形成される
半田フィレット７９９を図９６に基づいて説明する。図９６は１列コネクタ７８２の第４
ピン７８４ｄの周りに形成されている半田フィレット７９９を示すプリント配線板７４１
の縦断面図である。ここで、図９６の縦断面図はプリント配線板７４１を当該プリント配
線板７４１の表面に垂直な平面で切断した場合の切断面における縦断面図である。
【０８６６】
　図９６に示すように、プリント配線板７４１における第４ピン７８４ｄの周りの短絡防
止穴７６１は、上述した比較用プリント配線板８３１における第４ピン７８４ｄの周りの
接合穴７６２の面積よりも大きな面積を有している。このため、短絡防止穴７６１の上に
は、接合穴７６２の上に形成可能な半田フィレット７９８よりも面積の大きい底面を有す
る半田フィレット７９９が形成可能である。このように、短絡防止穴７６１を備えている
プリント配線板７４１において１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄの周りに安定的に
収まる溶融半田の量は、比較用プリント配線板８３１において１列コネクタ７８２の第４
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ピン７８４ｄの周りに安定的に収まる溶融半田の量よりも多い。プリント配線板７４１に
おいて、１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄの周りに短絡防止穴７６１を形成するこ
とにより、当該第４ピン７８４ｄの周りで余剰な溶融半田が発生する可能性を低減するこ
とにより、第４ピン７８４ｄの周りに残る溶融半田による半田ブリッジ７５１の発生を抑
制することができる。
【０８６７】
　図９２（ｂ）に示すように、第４ビアホール７９３ｄ周りの短絡防止穴７６１はビアホ
ール７９３ａ～７９３ｄの列の外側に向けて延在させて形成されており、当該短絡防止穴
７６１の上に溜まる溶融半田の重心は列内で隣接する第３ビアホール７９３ｃから遠ざか
る方向に位置している。このため、半田付け工程において、第４ピン７８４ｄの周りで余
剰な溶融半田が発生しても、当該余剰な溶融半田が遠くにある第３ピン７８４ｃの周りの
溶融半田と合流して半田ブリッジ７５１が発生することを抑制することができる。
【０８６８】
　既に説明したとおり、本パチンコ機１０は、１列コネクタ７８２が装着されている主制
御基板６１の他に、ピン７８４（図９１）の間隔が１．５ｍｍよりも広い１列コネクタが
装着されている基板及び１．５ｍｍよりも狭い１列コネクタが装着されている基板を備え
ている。これらの１列コネクタにおいて、接地のためにＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ）
）に接続されるピン７８４は、半田付け工程において、搬送方向の先端及び後端以外に位
置するように、ピン７８４の列の端を外して配置されている。半田フィレット７９８（図
９１）が形成される初期の段階でＧＮＤベタ８５１に接続されるピン７８４の周りに残る
溶融半田の一部は噴流８２１に引き込まれるため、当該ピン７８４の周りに残る溶融半田
の量は初期の量よりも減少する。このように、ＧＮＤベタ８５１に接続されるピン７８４
の周りの溶融半田の温度が下がり、溶融半田の粘性が増大することが原因となって当該ピ
ン７８４の周りに半田ブリッジ７５１が発生する確率が低減されている。
【０８６９】
　本パチンコ機１０において、ピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍよりも大きい１列コネ
クタの全てのピン７８４の周りには接合穴７６２（図９０（ａ））が形成されている。一
方、ピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍ以下である１列コネクタをプリント配線板に装着
する場合、列の両端のピン７８４の周りに接合穴７６２を用いると、当該プリント配線板
の搬送方向の後端に位置するピン７８４の周りに付着する溶融半田と、当該ピン７８４に
隣接するピン７８４の周りに付着する溶融半田とが合流して半田ブリッジ７５１を形成す
る確率が高くなることが実験的に分かっている。
【０８７０】
　これに対して、本パチンコ機１０において、ピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍ以下で
ある１列コネクタをプリント配線板に装着する場合には、列の端に位置するピン７８４の
周りに、接合穴７６２よりも大きい面積を備えている短絡防止穴７６１（図９０（ａ））
が設けられている。接合穴７６２に代えて短絡防止穴７６１を用いることにより、形成可
能な半田フィレット７９８の底面積を増大させ、搬送方向の後端に位置するピン７８４の
周りに多くの溶融半田を安定的に収めることを可能としている。これにより、１列コネク
タにおいて搬送方向の後端に位置するピン７８４の周りに半田ブリッジ７５１が形成され
る確率を下げることができる。
【０８７１】
　１列コネクタにおいて列の端に位置するピン７８４の周りに形成されている短絡防止穴
７６１は列の内部に存在する隣接ピン７８４を避け、列の外側に向けて延在させる態様で
設けられている。このように、短絡防止穴７６１に溜まる溶融半田の重心が隣接するピン
７８４とは反対方向に位置する態様とすることにより、一旦短絡防止穴７６１に溜まった
溶融半田が隣接するピン７８４の方向に移動し、隣接するピン７８４の周りの溶融半田と
合流して半田ブリッジ７５１を形成することを抑制することができる。
【０８７２】
　本パチンコ機１０において、ピン７８４同士の間隔が１．５ｍｍ以下である１列コネク
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タをプリント配線板に装着する場合には、列の一方の端に位置するピン７８４の周りだけ
でなく他方の端に位置するピン７８４の周りにも、接合穴７６２よりも大きい面積を備え
ているとともにピン７８４の列の外側に向けて延在させて形成されている短絡防止穴７６
１が設けられている。これにより、半田付け工程において、プリント配線板が搬送される
方向によらずに、１列コネクタにおいて列の両端に位置するピン７８４の周りに半田ブリ
ッジ７５１が形成される確率を下げることができる。半田付け工程においてプリント配線
板の搬送方向が１方向に限定されないため、半田付け工程においてプリント配線板の搬送
方向を柔軟に決めることができ、製造効率を高めることができる。
【０８７３】
　なお、列の両端に位置するピン７８４の周りに形成される穴が接合穴７６２から短絡防
止穴７６１に変わる１．５ｍｍというピン７８４の間隔の基準値は、一定数のプリント配
線板に１列コネクタを装着するための半田付けを行った場合に、１列コネクタにおいて搬
送方向の後端に位置するピン７８４の周りに半田ブリッジ７５１が形成される確率が所定
の基準値よりも小さくなるように定められる値である。
【０８７４】
　図８９（ａ）にて既に説明したとおり、プリント配線板７４１（図９２（ｂ））に装着
される１列コネクタ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの間隔は１．５ｍｍであり、短絡防
止穴７６１（図９２（ｂ））を設定するための条件を満たしている。このため、図９２（
ｂ）に示すように、プリント配線板７４１の１列用裏面領域８４２において、第１ビアホ
ール７９３ａ及び第４ビアホール７９３ｄの周りには短絡防止穴７６１が設けられており
、プリント配線板７４１に短絡回路が形成される可能性の低減が図られている。
【０８７５】
　次に、プリント配線板７４１に装着されている２極コネクタ７８１を構成しているピン
７８４の周りの構成について説明する。図９２（ａ）に示すように、プリント配線板７４
１の裏面において、装着されている２極コネクタ７８１の周辺の領域である２極用裏面領
域８４１には、短絡防止穴７６１上に形成される楕円形の半田フィレット７９９が２つ存
在する。
【０８７６】
　ここで、プリント配線板７４１の裏面における２極用裏面領域８４１の構成について、
図９７（ａ）を参照しながら説明する。図９７（ａ）は２極コネクタ７８１が装着される
前の２極用裏面領域８４１を拡大して示すプリント配線板７４１の裏面図である。２極用
裏面領域８４１には、左右方向に並ぶ態様で、２つのビアホール７９３が形成されている
。ここで、２極用裏面領域８４１の右側に位置するビアホール７９３を第１ビアホール７
９３ｅとするとともに左側に位置するビアホール７９３を第２ビアホール７９３ｆとする
。
【０８７７】
　図９７（ａ）に示すように、２極用裏面領域８４１において、第１ビアホール７９３ｅ
及び第２ビアホール７９３ｆは、共に２極用裏面領域８４１の端に位置している。このた
め、上述した１列用裏面領域８４２（図９２（ｂ））の場合とは異なり、ＧＮＤベタ８５
１に接続されるビアホール７９３ｅ，７９３ｆを搬送方向の両端以外の位置に配置するこ
とができない。既に説明したとおり、ＧＮＤベタ８５１と接続されるビアホール７９３ｅ
，７９３ｆの周りでは、溶融半田の温度が下がるため、当該ビアホール７９３ｅ，７９３
ｆの周りで半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が発生する確率は高い。また、搬送方向
の後端に位置することとなるビアホール７９３ｅ，７９３ｆの周りでは、半田フィレット
７９８が形成される初期の段階で過剰の溶融半田が付着し易いため、半田ブリッジ７５１
が発生する確率が高い。
【０８７８】
　本パチンコ機１０が備えている基板を構成しているプリント配線板において、２極コネ
クタが装着されているプリント配線板では、２極コネクタを構成している２本のピン７８
４（図９１）のいずれもが、半田付け工程において、搬送方向の後端に位置するピン７８
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４となる可能性がある。そして、ＧＮＤベタ８５１に接続されているピン７８４が搬送方
向の後端に位置しているピン７８４となった場合、当該ピン７８４の周りは半田ブリッジ
７５１が非常に発生し易い環境となる。
【０８７９】
　このため、本パチンコ機１０において、２極コネクタが備えているピン７８４の周りに
短絡防止穴７６１を設けるか否かについて決定するためのピン７８４の間隔の基準は、１
列コネクタの場合の基準値である１．５ｍｍよりも長い２．５ｍｍに設定されている。つ
まり、本パチンコ機１０が備えている基板では、ピン７８４の間隔が２．５ｍｍ以下の２
極コネクタが装着される場合に２本のピン７８４の周りに短絡防止穴７６１（図９０（ａ
））が形成されているとともに、ピン７８４の間隔が２．５ｍｍよりも広い２極コネクタ
が装着されている場合に２本のピン７８４の周りに接合穴７６２（図９０（ａ））が形成
されている。
【０８８０】
　図９７（ａ）の説明に戻り、２極用裏面領域８４１における２つのビアホール７９３ｅ
，７９３ｆの中心間の距離ＬＡ２は２．５ｍｍである。このため、図９７（ａ）に示すよ
うに、２極用裏面領域８４１に形成されている２つのビアホール７９３ｅ，７９３ｂの周
りには短絡防止穴７６１が形成されている。
【０８８１】
　既に説明したとおり、短絡防止穴７６１は、半田付け工程においてビアホール７９３ｅ
，７９３ｆが搬送方向の後端に位置することとなり、当該ビアホール７９３ｅ，７９３ｆ
に挿通されているピン７８４ｅ，７８４ｆ（図８９（ｂ））に付着する溶融半田の量が増
えた場合においても、当該溶融半田を短絡防止穴７６１の上に保持するために必要な広い
面積を有している。このため、２極コネクタ７８１を構成している２本のピン７８４ｅ，
７８４ｆ（図８９（ｂ））の間で半田ブリッジ７５１が形成される可能性が低減されてい
る。
【０８８２】
　図９７（ａ）に示すように、第２ビアホール７９３ｆの周りの短絡防止穴７６１は、第
２ビアホール７９３ｆに隣接する第１ビアホール７９３ｅが存在する方向とは反対の方向
に向けて延在させて形成されている。このため、当該短絡防止穴７６１の上に溜まる溶融
半田の重心が第１ビアホール７９３ｅとは反対の方向に位置する態様とすることができる
。これにより、第２ビアホール７９３ｆが搬送方向の後端に位置することとなっても、当
該第２ビアホール７９３ｆの上に付着する溶融半田が隣接する第１ビアホール７９３ｅの
方向に移動しにくい環境として、半田ブリッジ７５１の発生を抑制することができる。
【０８８３】
　図９７（ａ）に示すように、第１ビアホール７９３ｅの周りには、第２ビアホール７９
３ｆの周りの短絡防止穴７６１と同一の短絡防止穴７６１が形成されている。当該短絡防
止穴７６１は、第２ビアホール７９３ｆが存在する方向とは反対の方向に向けて延在させ
て形成されている。このため、半田付け工程において、第１ビアホール７９３ｅが搬送方
向の後端に位置することとなっても、２極コネクタ７８１を構成する２本のピン７８４ｅ
，７８４ｆの周りに半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０８８４】
　図９７（ａ）に示すように、２極用裏面領域８４１において第２ビアホール７９３ｆの
右側に位置する第１ビアホール７９３ｅ周りの短絡防止穴７６１は、第１ビアホール７９
３ｅが当該短絡防止穴７６１の中央よりも左側に位置するように、右寄りに形成されてい
る。また、２極用裏面領域８４１において第１ビアホール７９３ｅの左側に位置する第２
ビアホール７９３ｆ周りの短絡防止穴７６１は、第２ビアホール７９３ｆが当該短絡防止
穴７６１の中央よりも右側に位置するように、左寄りに形成されている。
【０８８５】
　このように、２つの短絡防止穴７６１は、第１ビアホール７９３ｅ周りの短絡防止穴７
６１の左端から第２ビアホール７９３ｆ周りの短絡防止穴７６１の右端までの距離ＬＢ２
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を広く保つ態様で設けられている。このため、２極コネクタ７８１を構成している２本の
ピン７８４ｅ，７８４ｆ（図８９（ｂ））の周りに付着する溶融半田が近づいている状態
となることを防ぎ、２本のピン７８４ｅ，７８４ｆの周りに付着する溶融半田が合流して
半田ブリッジ７５１が形成されることを抑制できる。
【０８８６】
　次に、プリント配線板７４１に装着されている２列コネクタ７８３を構成しているピン
７８４ｇ～７８４ｐの周りの構成について説明する。図９２（ａ）に示すように、プリン
ト配線板７４１の裏面において、装着されている２列コネクタ７８３の周辺の領域である
２列用裏面領域８４３には、接合穴７６２の上に形成されている円形の半田フィレット７
９８と、短絡防止穴７６１の上に形成されている楕円形の半田フィレット７９９と、が存
在する。
【０８８７】
　ここで、プリント配線板７４１の裏面における２列用裏面領域８４３の構成について、
図９７（ｂ）を参照しながら説明する。図９７（ｂ）は２列コネクタ７８３が装着される
前の２列用裏面領域８４３を拡大して示すプリント配線板７４１の裏面図である。
【０８８８】
　図９７（ｂ）に示すように、２列用裏面領域８４３にはプリント配線板７４１の左右方
向に延びるビアホール７９３の列が上下方向に２つ形成されている。ここで、上側の列を
構成しているビアホール７９３について、右側から順番に、第１１ビアホール７９３ｇ、
第１２ビアホール７９３ｈ、第１３ビアホール７９３ｉ、及び第１４ビアホール７９３ｊ
とする。また、下側の列を構成しているビアホール７９３について、右側から順番に、第
２１ビアホール７９３ｋ、第２２ビアホール７９３ｍ、第２３ビアホール７９３ｎ、及び
第２４ビアホール７９３ｐとする。
【０８８９】
　ここで、本パチンコ機１０が備えている基板に装着されている２列コネクタについて説
明する。本パチンコ機１０では、２列コネクタを構成しているピン７８４（図９１）であ
るとともに接地のためにＧＮＤベタ８５１（図９７（ｂ））に接続されるピン７８４は、
上側の列の両端、及び下側の列の両端以外の位置に設けられている。このように、ＧＮＤ
ベタ８５１に接続するピン７８４を搬送方向の後端に配置しない構成とすることにより、
搬送方向の後端となるピン７８４の周りで半田ブリッジ７５１が発生し易い環境となるこ
とを防ぐことができる。
【０８９０】
　２列コネクタにおいて、搬送方向の両端に位置しているピン７８４の周りに短絡防止穴
７６１を設けるか否かの判定基準について、上下の列の間隔が十分に広い場合には、上側
の列と下側の列とに対して１列コネクタの場合と同じ基準が適用されている。ここで、上
下の列の間隔とは、上側の列の先端に位置するピン７８４の中心と、上側の列と平行に並
んでいる下側の列の先端に位置するピン７８４の中心との距離である。
【０８９１】
　本パチンコ機１０において、上側の列と下側の列との間隔が２．５ｍｍよりも広い場合
には、１列コネクタと同じ基準が適用されている。この場合、各列において、ピン７８４
同士の中心間距離が距離ＬＡ１（１．５ｍｍ）以下の場合には搬送方向の両端に位置する
ピン７８４の周りに短絡防止穴７６１が形成されているとともに、各列において、ピン７
８４同士の中心間距離が距離ＬＡ１（１．５ｍｍ）よりも長い場合には搬送方向の両端に
位置するピン７８４の周りに接合穴７６２が形成されている。
【０８９２】
　一方、上側の列と下側の列との間隔が２．５ｍｍ以下の場合には、１列コネクタの基準
に関わらず、各列の搬送方向の両端に位置するピン７８４の周りに短絡防止穴７６１が形
成されている。既に説明したとおり、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４の
周りには、半田フィレット７９８，７９９が形成される初期の段階において、他のピン７
８４の周りよりも多くの溶融半田が付着する。２列コネクタにおいて、上側の列と下側の
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列との距離が２．５ｍｍ以下である場合には、溶融半田が多く付着しており、半田ブリッ
ジ７５１の発生原因となりやすいピン７８４が各列の端で接近している状態となる可能性
がある。このため、列間の距離が狭い２列コネクタの場合には、各列におけるピン７８４
同士の間隔が１．５ｍｍより広い場合においても、各列の両端に位置するピン７８４の周
りに短絡防止穴７６１を形成することにより、上側の列の端に位置するピン７８４と下側
の列の端に位置するピン７８４との間に半田ブリッジ７５１が発生することを抑制するこ
とができる。
【０８９３】
　以下では、２列コネクタにおいて、両端に位置するピン７８４の周りに短絡防止穴７６
１が形成されている場合について、主制御基板６１が備えている２列コネクタ７８３を例
としながら説明する。
【０８９４】
　図９７（ｂ）に示すように、２列コネクタ７８３（図８９（ｃ））の上側の列を構成し
ており、当該列の両端に位置しないピン７８４ｉが挿通される第１３ビアホール７９３ｉ
の周りに形成されている接合穴７６２は接地のためにＧＮＤベタ８５１に接続されている
。このように、ＧＮＤベタ８５１に接続するピン７８４ｇ～７８４ｐを列の両端に配置し
ない構成とすることにより、ピン７８４ｇ～７８４ｐの列の端で半田ブリッジ７５１が発
生し易い環境となることを防ぐことができる。
【０８９５】
　図９２（ｂ）にて既に説明したとおり、１列用裏面領域８４２において隣接するビアホ
ール７９３ａ～７９３ｄの中心間の距離ＬＡ１は１．５ｍｍである。これに対して、図９
７（ｂ）に示すように、２列用裏面領域８４３において隣接するビアホール７９３ｇ～７
９３ｐの中心間の距離ＬＡ３は距離ＬＡ１（図９２（ｂ））よりも長い２ｍｍである。し
かし、上側の列におけるビアホール７９３ｇ～７９３ｊの中心から下側の列におけるビア
ホール７９３ｋ～７９３ｐの中心までの距離ＬＡ４は２．５ｍｍである。このため、各列
において左端に位置しているビアホール７９３ｊ，７９３ｐに挿通される２列コネクタ７
８３のピン７８４ｊ，７８４ｐ（図８９（ｃ））の間に半田ブリッジ７５１が形成される
ことを防ぐために、第１４ビアホール７９３ｊの周り及び第２４ビアホール７９３ｐの周
りには短絡防止穴７６１が形成されている。
【０８９６】
　既に説明したとおり、短絡防止穴７６１は、半田付け工程において第１４ビアホール７
９３ｊ及び第２４ビアホール７９３ｐが搬送方向の後端に位置することとなり、第１４ビ
アホール７９３ｊに挿通されているピン７８４ｊ及び第２４ビアホール７９３ｐに挿通さ
れているピン７８４ｐ（図８９（ｃ））に付着する溶融半田の量が増えた場合においても
、当該溶融半田を短絡防止穴７６１の上に保持するために必要な広い面積を有している。
このため、２列コネクタ７８３においてピン７８４ｇ～７８４ｐの列の左端に位置してい
るピン７８４ｊ，７８４ｐ（図８９（ｃ））の間で半田ブリッジ７５１が形成される可能
性が低減されている。
【０８９７】
　図９７（ｂ）に示すように、第１４ビアホール７９３ｊの周りの短絡防止穴７６１は隣
接する第１３ビアホール７９３ｉが存在する方向とは反対の方向である列の外側に向けて
延在させて形成されている。このため、当該短絡防止穴７６１の上に溜まる溶融半田の重
心が第１３ビアホール７９３ｉとは反対の方向に位置する態様とすることができる。これ
により、第１４ビアホール７９３ｊが搬送方向の後端に位置することとなっても、当該第
１４ビアホール７９３ｊの上に付着する溶融半田が隣接する第１３ビアホール７９３ｉの
方向に移動しにくい環境として、半田ブリッジ７５１の発生を抑制することができる。
【０８９８】
　図９７（ｂ）に示すように、第２４ビアホール７９３ｐの周りの短絡防止穴７６１は隣
接する第２３ビアホール７９３ｎが存在する方向とは反対の方向である列の外側に向けて
延在させて形成されている。このため、当該短絡防止穴７６１の上に溜まる溶融半田の重
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心が第２３ビアホール７９３ｎとは反対の方向に位置する態様とすることができる。これ
により、第２４ビアホール７９３ｐが搬送方向の後端に位置することとなっても、当該第
２４ビアホール７９３ｐの上に付着する溶融半田が隣接する第２３ビアホール７９３ｎの
方向に移動しにくい環境として、半田ブリッジ７５１の発生を抑制することができる。
【０８９９】
　図９７（ｂ）に示すように、第１１ビアホール７９３ｇの周りには、第１４ビアホール
７９３ｊの周りの短絡防止穴７６１と同一の短絡防止穴７６１が形成されている。当該短
絡防止穴７６１は、隣接する第１２ビアホール７９３ｈが存在する方向とは反対の方向で
ある列の外側に向けて延在させて形成されている。また、第２１ビアホール７９３ｋの周
りには、第２４ビアホール７９３ｐの周りの短絡防止穴７６１と同一の短絡防止穴７６１
が形成されている。当該短絡防止穴７６１は、隣接する第２２ビアホール７９３ｍが存在
する方向とは反対の方向である列の外側に向けて延在させて形成されている。このため、
半田付け工程において、プリント配線板７４１が右方向に搬送される場合においても、左
方向に搬送される場合においても、ビアホール７９３ｇ～７９３ｐの列の両端に位置する
ビアホール７９３ｇ，７９３ｊ，７９３ｋ，７９３ｐの周りに半田ブリッジ７５１が形成
される可能性を低減することができる。
【０９００】
　図９７（ｂ）に示すように、２列用裏面領域８４３において列の端に位置するビアホー
ル７９３ｇ，７９３ｊ，７９３ｋ，７９３ｐ周りの短絡防止穴７６１は、列の外側寄りに
形成されている。具体的には、第１１ビアホール７９３ｇ周りの短絡防止穴７６１は、第
１１ビアホール７９３ｇが当該短絡防止穴７６１の中央よりも左側に位置する態様で形成
されているとともに、第２１ビアホール７９３ｋ周りの短絡防止穴７６１は、第２１ビア
ホール７９３ｋが当該短絡防止穴７６１の中央よりも左側に位置する態様で形成されてい
る。また、第１４ビアホール７９３ｊ周りの短絡防止穴７６１は、第１４ビアホール７９
３ｊが当該短絡防止穴７６１の中央よりも右側に位置する態様で形成されているとともに
、第２４ビアホール７９３ｐ周りの短絡防止穴７６１は、第２４ビアホール７９３ｐが当
該短絡防止穴７６１の中央よりも右側に位置する態様で形成されている。
【０９０１】
　このように、短絡防止穴７６１の上に付着する溶融半田が当該短絡防止穴７６１と隣接
する接合穴７６２の上に付着する溶融半田と近づいている状態となることが回避されてい
る。これにより、短絡防止穴７６１に付着する溶融半田が当該短絡防止穴７６１に隣接す
る接合穴７６２に付着する溶融半田と合流して半田ブリッジ７５１が形成される可能性を
低減できる。
【０９０２】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０９０３】
　プリント配線板７４１上に列をなして並んでいるピン７８４において、列内で隣接する
ピン７８４同士の距離が基準となる距離以下である場合には、列の端に位置していないピ
ン７８４の周りに接合穴７６２が形成されているとともに、列の端に位置しているピン７
８４の周りに接合穴７６２よりも大きな面積を有する短絡防止穴７６１が形成されている
。このため、列の端のピン７８４の周りにも接合穴７６２が形成されている場合と比較し
て、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４の周りに多量の溶融半田を安定的に
収めることが可能であり、当該ピン７８４の周りで半田ブリッジ７５１が形成される確率
が低減されている。
【０９０４】
　短絡防止穴７６１の形状は楕円形である。このため、短絡防止穴７６１の面積を、搬送
方向の後端に位置するピン７８４の周りに付着する溶融半田を当該ピン７８４の周りに保
持することが可能な広い面積としながら、短絡防止穴７６１の上の溶融半田が当該ピン７
８４の近くに存在する複数のピン７８４の周りに付着している溶融半田と合流することを
回避することができる。
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【０９０５】
　列の端に位置するピン７８４周りの短絡防止穴７６１は列の外側に向けて延在させて形
成されている。このため、短絡防止穴７６１の上に溜まる溶融半田の重心を隣接するピン
７８４が存在しない方向に位置させることができる。列の端に位置しているピン７８４が
搬送方向の後端に位置することとなった場合に、当該ピン７８４の周りに溜まっている溶
融半田が隣接するピン７８４の周りの溶融半田と合流することを防ぐことができる。これ
により、列の端のピン７８４と当該ピン７８４に隣接するピン７８４との間に半田ブリッ
ジ７５１が発生することを抑制することができる。
【０９０６】
　列の一端に位置するピン７８４の周りだけでなく、列の他端に位置するピン７８４の周
りにも、列の外側に向けて延在させて短絡防止穴７６１が形成されている。このため、半
田付け工程において、プリント配線板７４１がいずれの搬送方向に搬送されても、搬送方
向の後端に位置することとなるピン７８４の周りに半田ブリッジ７５１が形成される可能
性を低減することができる。
【０９０７】
　ビアホール７９３の周りに形成されている短絡防止穴７６１が当該ビアホール７９３か
ら列の内側（隣接するピン７８４側）に向けてはみ出している長さは、短絡防止穴７６１
の上に形成される半田フィレット７９９の強度を保つために必要な最小限の長さに設定さ
れている。短絡防止穴７６１の面積を大きく確保するために短絡防止穴７６１がビアホー
ル７９３から列の内側に大きくはみ出す構成とすると、短絡防止穴７６１に付着する溶融
半田から隣接する接合穴７６２又は隣接する短絡防止穴７６１に付着する溶融半田までの
距離が近くなり、溶融半田の合流が発生し易くなる可能性がある。この場合には、短絡防
止穴７６１の面積を大きく確保することによる半田ブリッジ７５１の形成を抑制する効果
が半減する。これに対して、短絡防止穴７６１がビアホール７９３から列の内側に向けて
はみ出す長さを必要最小限とすることにより、短絡防止穴７６１に付着する溶融半田が隣
接するビアホール７９３に向けて移動する可能性を低減することができる。これにより、
短絡防止穴７６１を設けることによる半田ブリッジ７５１の形成を抑制する効果が半減す
ることを回避することができる。
【０９０８】
　また、ピン７８４の間隔が基準値よりも広い列である場合には、当該ピン７８４の列に
おいて、プリント配線板７４１の搬送方向の端に位置するピン７８４の周りでも接合穴７
６２よりも面積の大きな短絡防止穴７６１を利用しない構成である。面積の限られている
プリント配線板７４１上において、不要な短絡防止穴７６１を省くことにより、プリント
配線板７４１に搭載可能な挿入実装部品の数を増やし、基板の高密度化に対応することが
できる。
【０９０９】
　また、複数のピン７８４で構成される列の端にＧＮＤベタ８５１と接続するピン７８４
を配置することを回避できない２極コネクタ７８１の場合を除いて、ＧＮＤベタ８５１と
接続するピン７８４を列の端に配置しない構成である。また、２極コネクタ７８１におい
て短絡防止穴７６１を設ける基準となるピン７８４の間隔は、１列コネクタ７８２及び２
列コネクタ７８３において短絡防止穴７６１を設ける基準となるピン７８４の間隔よりも
広く設定されている。これにより、ＧＮＤベタ８５１と接続するピン７８４の周りで溶融
半田の温度が下がることを原因として半田ブリッジ７５１が発生する可能性を低減するこ
とができる。
【０９１０】
　プリント配線板７４１がビアホール７９３の列を複数備えている場合、１つ目の列の端
に位置するビアホール７９３と、１つ目の列とは異なる２つ目の列の端に位置するビアホ
ール７９３と、がプリント配線板７４１上で基準値よりも接近して配置されている場合に
は、各列において、隣接するビアホール７９３の中心間の距離が短絡防止穴７６１を設け
る基準より広い場合においても、２つの列の端に位置するビアホール７９３の両方に短絡
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防止穴７６１を設ける構成である。これにより、異なる列の端に位置しており、それぞれ
溶融半田の付着量が多くなる環境にある２つのビアホール７９３に挿通されるピン７８４
の間に半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０９１１】
　＜第１９の実施形態の別形態＞
　・上述した第１９の実施形態において、列の両端に位置するピン７８４周りの短絡防止
穴７６１が延在させて形成される方向は隣接するピン７８４の反対方向には限られない。
例えば、左右方向に沿って並んでいるピン７８４の列において、右端に位置するピン７８
４及び左端に位置するピン７８４周りの短絡防止穴７６１が延在させて形成される方向は
左右方向に対して所定の角度で傾斜していてもよい。左右方向に対して所定の角度で傾斜
している短絡防止穴７６１を傾斜短絡防止穴８６１とし、当該傾斜短絡防止穴８６１につ
いて図９８（ａ）を参照しながら具体的に説明する。
【０９１２】
　プリント配線板８６３は、傾斜短絡防止穴８６１が形成されている１列用裏面領域８６
２を備えている点で上記第１９の実施形態におけるプリント配線板７４１とは異なる。図
９８（ａ）は傾斜短絡防止穴８６１を備えている１列用裏面領域８６２を拡大して示すプ
リント配線板８６３の裏面図である。ここで、図９８（ａ）では、配線パターン７７６及
びＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））の図示を省略している。以下では、半田付け工程に
おいて、プリント配線板８６３が右方向に搬送される場合について説明する。図９８（ａ
）に示すように、プリント配線板８６３の１列用裏面領域８６２には２つの１列コネクタ
７８２（図８９（ａ））が並べて装着される構成である。
【０９１３】
　図９８（ａ）に示すように、１列用裏面領域８６２には、１つ目の１列コネクタ７８２
である第１コネクタが備えている４本のピン７８４（図９１）を挿通するためのビアホー
ルとして第１ビアホール８６４が１．５ｍｍ間隔で左右方向に１列で並んでいる。ここで
、第１ビアホール８６４は上記第１９の実施形態におけるビアホール７９３（図９０（ｂ
））と同一の構成である。
【０９１４】
　また、１列用裏面領域８６２には、２つ目の１列コネクタ７８２である第２コネクタが
備えている４本のピン７８４を挿通するためのビアホールである第２ビアホール８６５が
１．５ｍｍ間隔で左右方向に１列で並んでいる。ここで、第２ビアホール８６５は上記第
１９の実施形態におけるビアホール７９３（図９０（ｂ））と同一の構成である。
【０９１５】
　また、４つの第１ビアホール８６４の中心と４つの第２ビアホール８６５の中心とは同
一直線上に並んでいる。また、第２ビアホール８６５は第１ビアホール８６４よりも右方
に位置しており、４つの第１ビアホール８６４において右端に位置している第１ビアホー
ル８６４の中心から、４つの第２ビアホール８６５において左端に位置している第２ビア
ホール８６５の中心までの距離は３ｍｍである。
【０９１６】
　第１ビアホール８６４の列の両端に位置しない第１ビアホール８６４の周り、及び第２
ビアホール８６５の列の両端に位置しない第２ビアホール８６５の周りには接合穴７６２
が形成されている。そして、４つの第１ビアホール８６４において右端に位置している第
１ビアホール８６４の周りと、４つの第２ビアホール８６５において右端に位置している
第２ビアホール８６５の周りと、のそれぞれには右斜め上に向けて延在させて傾斜短絡防
止穴８６１が形成されている。当該傾斜短絡防止穴８６１は上記第１９の実施形態におけ
る短絡防止穴７６１と同一形状及び同一サイズの楕円形であり、その中心は右端に位置し
ているビアホール８６４，８６５の右斜め上に位置している。
【０９１７】
　また、４つの第１ビアホール８６４において左端に位置している第１ビアホール８６４
の周りと、４つの第２ビアホール８６５において左端に位置している第２ビアホール８６
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５の周りと、のそれぞれには左斜め下に向けて延在させて傾斜短絡防止穴８６１が形成さ
れている。当該傾斜短絡防止穴８６１は上記第１９の実施形態における短絡防止穴７６１
と同一形状及び同一サイズの楕円形であり、その中心は左端に位置しているビアホール８
６４，８６５の左斜め下に位置している。
【０９１８】
　このように、搬送方向において、第１コネクタの右端に位置しているピン７８４と第２
コネクタの左端に位置しているピン７８４とが近接している構成において、第１コネクタ
の右端に位置しているピン７８４の周りの傾斜短絡防止穴８６１が右斜め上に延在させて
形成されているとともに、第２コネクタの左端に位置しているピン７８４の周りの傾斜短
絡防止穴８６１が左斜め下に延在させて形成されている構成である。これにより、第１コ
ネクタの右端の傾斜短絡防止穴８６１に溜まる溶融半田と、第２コネクタの左端の傾斜短
絡防止穴８６１に溜まる溶融半田と、が合流して半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が
形成されることを防ぐことができる。
【０９１９】
　・上述した第１９の実施形態において、ビアホール７９３が短絡防止穴７６１の中心に
位置している構成であるとともに、短絡防止穴７６１と接合穴７６２との間隔が接合穴７
６２同士の間隔と同じである構成としてもよい。当該構成の具体例について図９８（ｂ）
を参照しながら説明する。
【０９２０】
　プリント配線板８６６は、右端のビアホール７９３の中心から当該右端のビアホール７
９３と隣接するビアホール７９３の中心までの距離、及び左端のビアホール７９３の中心
から当該左端のビアホール７９３と隣接するビアホール７９３の中心までの距離が列の内
側におけるビアホール７９３の中心間の距離よりも広く設定されている点で上記第１９の
実施形態におけるプリント配線板７４１とは異なる。図９８（ｂ）は１列用裏面領域８６
７を拡大して示すプリント配線板８６６の裏面図である。ここで、図９８（ｂ）では、配
線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））の図示を省略している。
【０９２１】
　図９８（ｂ）に示すように、プリント配線板８６６の１列用裏面領域８６７には、１列
コネクタ７８２を構成している４本のピン７８４ａ～７８４ｄを挿通するためのビアホー
ル７９３が左右方向に１列で並べて形成されている。右端に位置するビアホール７９３の
周りには当該右端のビアホール７９３が中央に位置する態様で短絡防止穴７６１が形成さ
れているとともに、左端に位置するビアホール７９３の周りには当該左端のビアホール７
９３が中央に位置する態様で短絡防止穴７６１が形成されている。また、右から２番目に
位置するビアホール７９３の周り、及び右から３番目に位置するビアホール７９３の周り
には、ビアホール７９３が中央に位置する態様で接合穴７６２が形成されている。
【０９２２】
　ここで、右端に位置するビアホール７９３周りの短絡防止穴７６１の左端と、右から２
番目に位置するビアホール７９３周りの接合穴７６２の右端との距離を距離ＬＣ１とする
とともに、右から２番目に位置するビアホール７９３周りの接合穴７６２の左端と、右か
ら３番目に位置するビアホール７９３周りの接合穴７６２の右端との距離を距離ＬＣ２と
する。また、右から３番目に位置するビアホール７９３周りの接合穴７６２の左端と、左
端に位置する短絡防止穴７６１の右端との距離を距離ＬＣ３とする。
【０９２３】
　この場合において、距離ＬＣ１と距離ＬＣ２と距離ＬＣ３とが同一の距離となる構成と
することにより、全てのビアホール７９３が等間隔である構成と比較して、短絡防止穴７
６１上に付着する溶融半田の重心が接合穴７６２上に付着する溶融半田の重心から遠く、
短絡防止穴７６１上の溶融半田と接合穴７６２上の溶融半田とが合流して半田ブリッジ７
５１が形成される確率を低減することができる。また、１列コネクタ７８２のピン７８４
ａ～７８４ｄが短絡防止穴７６１の中央に固定される構成であるため、短絡防止穴７６１
上に形成される半田フィレット７９９の強度を高めることで、使用時の振動などによって
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半田フィレット７９９が破損する可能性を低減して、主制御基板６１の耐久年数を延ばす
ことができる。
【０９２４】
　・上述した第１９の実施形態において、短絡防止穴７６１は、当該短絡防止穴７６１の
内部に位置するビアホール７９３が当該短絡防止穴７６１の中央に位置する態様で形成さ
れる構成としてよい。当該構成について図９８（ｃ）を参照しながら具体的に説明する。
【０９２５】
　プリント配線板８６８は、短絡防止穴７６１がビアホール７９３を中央とする態様で形
成されている１列用裏面領域８６９を備えている点で上記第１９の実施形態におけるプリ
ント配線板７４１とは異なる。図９８（ｃ）はプリント配線板８６８における１列用裏面
領域８６９を拡大して示すプリント配線板８６８の裏面図である。ここで、図９８（ｃ）
では、配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））の図示を省略している
。
【０９２６】
　図９８（ｃ）に示すように、プリント配線板８６８には、１列コネクタ７８２が備えて
いる４本のピン７８４ａ～７８４ｄを挿通するためのビアホール７９３が１．５ｍｍ間隔
で左右方向に４つ並ぶ態様で形成されている。右端に位置するビアホール７９３の周りに
は当該右端のビアホール７９３を中央とする態様で短絡防止穴７６１が形成されていると
ともに、左端に位置するビアホール７９３の周りには当該左端のビアホール７９３を中央
とする態様で短絡防止穴７６１が形成されている。また、右から２番目の位置するビアホ
ール７９３の周りには当該ビアホール７９３を中央とする態様で接合穴７６２が形成され
ているとともに、右から３番目の位置するビアホール７９３の周りには当該ビアホール７
９３を中央とする態様で接合穴７６２が形成されている。
【０９２７】
　このように、短絡防止穴７６１の中央に形成されているビアホール７９３に１列コネク
タ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄが挿通されて半田付けされる構成とすることにより、
１列コネクタ７８２の両端に位置しているピン７８４ａ，７８４ｄ周りに形成される半田
フィレット７９９は、短絡防止穴７６１の端にビアホール７９３が形成されている場合に
形成される半田フィレット７９９と比較して、左右方向に働く力に強い力に対する強度が
強い。このため、主制御基板６１を振動などが加わっても壊れる確率の低い基板とするこ
とができる。
【０９２８】
　１列用裏面領域８６９に形成されている４つのビアホール７９３の間隔は、上記第１９
の実施形態における１列用裏面領域８４２に形成されている４つのビアホール７９３の間
隔と同じ１．５ｍｍであるため、半田付け工程の前に１列コネクタ７８２のピン７８４ａ
～７８４ｄの間隔を調整することなく、主制御基板６１を振動に強い基板とすることがで
きる。
【０９２９】
　＜第２０の実施形態＞
　本実施形態は、短絡防止穴７６１に代えて接合穴７６２及び分離型短絡防止穴８７１が
形成されている点で上記第１９の実施形態と相違している。以下、上記第１９の実施形態
と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０９３０】
　本実施形態の主制御基板６１はプリント配線板８７２を備えている。当該プリント配線
板８７２において、１列コネクタ７８２の両端のピン７８４ａ，７８４ｄ（図８９（ａ）
）の周りと、２極コネクタ７８１の２本のピン７８４ｅ，７８４ｆ（図８９（ｂ））の周
りと、２列コネクタ７８３の各列における両端のピン７８４ｇ，７８４ｊ，７８４ｋ，７
８４ｐの周りと、のそれぞれには半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））の発生を抑制する
ための分離型短絡防止穴８７１，８７４が形成されている。プリント配線板８７２の１列
コネクタ７８２周りの構成について図９９（ａ），（ｂ）を参照しながら説明する。図９
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９（ａ）は１列用裏面領域８７３を拡大して示すプリント配線板８７２の裏面図であり、
図９９（ｂ）は１列コネクタ７８２のピン７８４の周辺を拡大して示すプリント配線板８
７２の縦断面図である。ここで、図９９（ａ），（ｂ）では、配線パターン７７６及びＧ
ＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））の図示を省略している。
【０９３１】
　先ず主制御基板６１のプリント配線板８７２に形成されている接合穴７６２の形状につ
いて説明する。図９９（ａ）に示すように、プリント配線板８７２には、１列コネクタ７
８２が備えている４本のピン７８４ａ～７８４ｄを挿通するために４つのビアホール７９
３が形成されている。当該ビアホール７９３は、１．５ｍｍ間隔で左右方向に並んでいる
。
【０９３２】
　プリント配線板８７２において、４つのビアホール７９３の周りには接合穴７６２が形
成されている。当該接合穴７６２はビアホール７９３よりもひと回り大きい円形の穴であ
り、ビアホール７９３が当該接合穴７６２の中央に位置する態様で形成されている。
【０９３３】
　１列コネクタ７８２を構成している４本のピン７８４ａ～７８４ｄについて、右からｎ
番目に並んでいるピン７８４を第ｎピン７８４とする。例えば、右から２番目に並んでい
るピン７８４は第２ピン７８４ｂである。また、プリント配線板８７２に形成されている
４つのビアホール７９３について、右からｎ番目に形成されているビアホール７９３を第
ｎビアホール７９３とする。例えば、右から３番目に形成されているビアホール７９３は
第３ビアホール７９３ｃである。また、第ｎビアホール７９３周りに形成されている接合
穴７６２を第ｎ接合穴７６２とする。例えば、第４ビアホール７９３ｄ周りに形成されて
いる接合穴７６２は第４接合穴７６２ｄである。ここで、ｎは１～４の自然数である。
【０９３４】
　プリント配線板８７２の１列用裏面領域８７３には４つのビアホール７９３ａ～７９３
ｄが左右方向に１列で並んでおり、当該ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の右端には第
１ビアホール７９３ａが形成されているとともに、左端には第４ビアホール７９３ｄが形
成されている。ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の左端に位置する第４ビアホール７９
３ｄの左方近傍には第４接合穴７６２ｄから分離されている短絡防止穴である分離型短絡
防止穴８７１が形成されている。当該分離型短絡防止穴８７１は、接合穴７６２よりも大
きな直径を有する半円形の溜め部８７１ａと、当該溜め部８７１ａに連続していて第４接
合穴７６２ｄに向かって徐々に幅が狭くなる縮幅部８７１ｂと、から構成されている。当
該縮幅部８７１ｂは、溜め部８７１ａと連続している領域において１列用裏面領域８７３
の上下方向に溜め部８７１ａの直径と略同一の幅を有している。また、当該縮幅部８７１
ｂの右端から第４接合穴７６２ｄの左端までの距離ＬＤ１は、第４接合穴７６２ｄの右端
から第３接合穴７６２ｃの左端までの距離ＬＤ２よりも短い。
【０９３５】
　また、ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の右端に位置する第１ビアホール７９３ａの
右方近傍には第１接合穴７６２ａから分離されている短絡防止穴である分離型短絡防止穴
８７４が形成されている。当該分離型短絡防止穴８７４は、接合穴７６２よりも大きな直
径を有する半円形の溜め部８７４ａと、当該溜め部８７４ａに連続していて第１接合穴７
６２ａに向かって徐々に幅が狭くなる縮幅部８７４ｂと、から構成されている。当該縮幅
部８７４ｂは、溜め部８７４ａと連続している領域において１列用裏面領域８７３の上下
方向に溜め部８７４ａの直径と略同一の幅を有している。また、当該縮幅部８７１ｂの左
端から第１接合穴７６２ａの右端までの距離ＬＤ１は、第１接合穴７６２ａの左端から第
２接合穴７６２ｂの右端までの距離ＬＤ２よりも短い。
【０９３６】
　次に、半田付け工程において、プリント配線板８７２が右方向に搬送され、１列コネク
タ７８２の第４ピン７８４ｄが搬送方向の後端に位置することとなる場合において、搬送
方向の後端に位置する第４ピン７８４ｄの周りで半田ブリッジ７５１の発生が抑制される
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メカニズムについて図９９（ｂ）を参照しながら以下に説明する。半田付け工程では、１
列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄが噴流８２１（図９３（ｂ））との接触状態から抜
け出す直前において第４ピン７８４ｄ周りに形成されている第４接合穴７６２ｄ及びその
後方近傍に形成されている分離型短絡防止穴８７１が噴流８２１と接触している状態にあ
る。
【０９３７】
　そして、１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄが噴流８２１との接触状態から抜けた
直後において、第４接合穴７６２ｄの上に付着した溶融半田と分離型短絡防止穴８７１の
上に付着した溶融半田とが連続している中間状態を経由して、第４接合穴７６２ｄの上に
付着した溶融半田と分離型短絡防止穴８７１の上に付着した溶融半田とが互いに独立した
状態となる。
【０９３８】
　第４接合穴７６２ｄの上に付着した溶融半田が独立した状態となる前の中間状態におい
て、第４ピン７８４ｄの周りに残った溶融半田は第４接合穴７６２ｄの上と分離型短絡防
止穴８７１の上とに分かれる。このため、第４接合穴７６２ｄの周りに分離型短絡防止穴
８７１が形成されていない構成と比較すると、図９９（ｂ）に示すように、分離型短絡防
止穴８７１を利用することにより、第４接合穴７６２ｄの上に付着する溶融半田の量を減
らし、第４接合穴７６２ｄの上で半田ブリッジ７５１の発生原因となる余剰な溶融半田が
発生する可能性を低減することができる。
【０９３９】
　図９９（ａ）において既に説明したとおり、分離型短絡防止穴８７１は第４接合穴７６
２ｄとは連続しない態様で形成されており、一度分離型短絡防止穴８７１の上に移動した
溶融半田が第４接合穴７６２ｄの上に移動しにくい構成となっている。当該構成により、
第４接合穴７６２ｄの上で溶融半田が収まりきれなくなって半田ブリッジ７５１が形成さ
れる可能性が低減されている。
【０９４０】
　ここで、図９９（ａ）に示すように、分離型短絡防止穴８７１は第４接合穴７６２ｄよ
りも大きな面積を有している。このため、中間状態において分離型短絡防止穴８７１の上
に移動する溶融半田の量を増加させて、第４接合穴７６２ｄの上に移動する溶融半田の量
を減少させることができる。これにより、第４接合穴７６２ｄの上で半田ブリッジ７５１
の発生原因となる余剰な溶融半田が発生する可能性を低減することができる。
【０９４１】
　図９９（ａ）に示すように、溜め部８７１ａは縮幅部８７１ｂよりも大きな面積を有し
ているとともに１列用裏面領域８７３の上下方向に大きな幅を有しているため、図９９（
ｂ）に示すように、分離型短絡防止穴８７１の上に溜まる溶融半田の多くは当該溶融半田
の表面張力により溜め部８７１ａの上に移動する。
【０９４２】
　図９９（ａ）に示すように、分離型短絡防止穴８７１の上に溜まる溶融半田の大部分を
第４接合穴７６２ｄの上に溜まる溶融半田から離れている位置に保持するために、溜め部
８７１ａは縮幅部８７１ｂよりも第４接合穴７６２ｄから遠い位置に設けられている。こ
れにより、分離型短絡防止穴８７１の上の溶融半田が第４接合穴７６２ｄの上の溶融半田
と接触し、第４接合穴７６２ｄに向けて移動する可能性が低減されている。
【０９４３】
　図９９（ａ）に示すように、第４接合穴７６２ｄの上で余剰の溶融半田が発生した場合
に、当該余剰の溶融半田を第３接合穴７６２ｃとは異なる方向に移動させるために、縮幅
部８７１ｂから第４接合穴７６２ｄまでの距離ＬＤ１は、第４接合穴７６２ｄから第３接
合穴７６２ｃまでの距離ＬＤ２よりも短く設定されている。
【０９４４】
　半田付け工程において、プリント配線板８７２が左方向に搬送される場合には、１列用
裏面領域８７３の右端に位置する第１ビアホール７９３ａが搬送方向の後端に位置するこ
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ととなる。図９９（ａ）に示すように、第１接合穴７６２ａの右方近傍には、第１ビアホ
ール７９３ａの周りで半田ブリッジ７５１が発生することを抑制するために分離型短絡防
止穴８７４が形成されている。
【０９４５】
　第１接合穴７６２ａの右方近傍に形成されている分離型短絡防止穴８７４は、第４接合
穴７６２ｄの左方近傍に形成されている分離型短絡防止穴８７１と同一のサイズ及び形状
を有している。分離型短絡防止穴８７４は、当該分離型短絡防止穴８７４の上に付着する
溶融半田の大部分を第１接合穴７６２ａから離れた位置に保持するために、溜め部８７４
ａが縮幅部８７４ｂよりも第１接合穴７６２ａから遠くに位置する態様で設けられている
。
【０９４６】
　ここで、本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、ピン７８４（図９１
）の周りに分離型短絡防止穴８７１，８７４を設ける基準には、上述した第１９の実施形
態のパチンコ機１０が備えている基板において、ピン７８４の周りに短絡防止穴７６１（
図９２（ｂ））を設ける基準と同じ基準が適用されている。具体的には、本実施形態のパ
チンコ機１０が備えている基板において、当該基板に１列コネクタが装着されている場合
、ピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍ以下であるという条件を満たしている１列コネ
クタの両端のピン周りには分離型短絡防止穴８７１，８７４（図９９（ａ））が設けられ
ている。これにより、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４の周りに半田ブリ
ッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されている。一方、ピン７８４の
中心間の距離が１．５ｍｍよりも広い１列コネクタのピン７８４周りには接合穴７６２（
図９０）が設けられている。
【０９４７】
　本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、当該基板に２極コネクタが装
着されている場合、ピン７８４の中心間の距離が２．５ｍｍ以下であるという条件を満た
している２極コネクタの２本のピン７８４周りには分離型短絡防止穴８７１，８７４（図
９９（ａ））が設けられている。これにより、搬送方向の後端に位置することとなるピン
７８４の周りに半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されてい
る。一方、ピン７８４の中心間の距離が２．５ｍｍよりも広い２極コネクタのピン７８４
周りには接合穴７６２（図９０）が設けられている。
【０９４８】
　本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、当該基板に２列コネクタが装
着されている場合であり、各列におけるピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍ以下であ
るという条件、又は各列の端に位置するピン７８４同士の中心間の距離が２．５ｍｍ以下
であるという条件の少なくとも一方を満たしている場合には、２列コネクタの各列の両端
に位置するピン７８４周りには分離型短絡防止穴８７１，８７４（図９９（ａ））が設け
られている。これにより、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４の周りに半田
ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されている。一方、各列にお
けるピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍよりも広いとともに、各列の端に位置するピ
ン７８４同士の中心間の距離が２．５ｍｍよりも広い場合、ピン７８４周りには接合穴７
６２（図９０）が設けられている。
【０９４９】
　以上詳述した実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０９５０】
　１列用裏面領域８７３の左端において、第４接合穴７６２ｄの左方に、当該第４接合穴
７６２ｄとは連続しない態様で分離型短絡防止穴８７１を設ける構成である。これにより
、第４接合穴７６２ｄの上に付着する溶融半田の量を減らし、第４接合穴７６２ｄの上で
半田ブリッジ７５１の発生原因となる余剰な溶融半田が発生する可能性を低減することが
できる。第４接合穴７６２ｄと分離型短絡防止穴８７１とが連続していないため、一度分
離型短絡防止穴８７１の上に移動した溶融半田が第４接合穴７６２ｄの上に戻る可能性を
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低減することができ、第４接合穴７６２ｄの上で余剰の溶融半田が発生して半田ブリッジ
７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０９５１】
　分離型短絡防止穴８７１の面積を第４接合穴７６２ｄの面積よりも大きく設定する構成
であるため、半田フィレット７９８が形成される中間状態において分離型短絡防止穴８７
１の上に移動する溶融半田の量を増大させて、第４接合穴７６２ｄの上に移動する溶融半
田の量を減少させることができる。これにより、第４接合穴７６２ｄの上で半田ブリッジ
７５１の発生原因となる余剰の溶融半田が発生する可能性を低減することができる。
【０９５２】
　分離型短絡防止穴８７１において溜め部８７１ａは縮幅部８７１ｂよりも大きな面積を
有しており、縮幅部８７１ｂよりも多くの溶融半田を保持する。そして、溜め部８７１ａ
は縮幅部８７１ｂよりも第４接合穴７６２ｄから左方に離して設けられている。このため
、分離型短絡防止穴８７１の上に溜まる溶融半田の大部分は、第４接合穴７６２ｄの上に
溜まる溶融半田から離れている状態で保持される。このように、第４接合穴７６２ｄの上
に存在する溶融半田の量が増加しにくい構成とすることにより、第４接合穴７６２ｄの上
に溶融半田が収まりきれなくなることを防ぎ、半田ブリッジ７５１の発生を抑制すること
ができる。
【０９５３】
　縮幅部８７１ｂから第４接合穴７６２ｄまでの距離ＬＤ１が第４接合穴７６２ｄから第
３接合穴７６２ｃまでの距離ＬＤ２よりも短く設定されている構成である。このため、第
４接合穴７６２ｄの上で発生する余剰の溶融半田を分離型短絡防止穴８７１の上の溶融半
田と合流させ、当該余剰の溶融半田が第３接合穴７６２ｃの上の溶融半田と合流すること
を阻止することができる。これにより、第４接合穴７６２ｄに挿通されるピン７８４ｄと
、第３接合穴７６２ｃに挿通されるピン７８４ｃとの間に半田ブリッジ７５１が形成され
る可能性を低減することができる。
【０９５４】
　１列用裏面領域８７３の右端において、第１接合穴７６２ａの右方に、当該第１接合穴
７６２ａとは連続しない態様で分離型短絡防止穴８７４を設ける構成である。これにより
、半田付け工程において、プリント配線板８７２が左方向に搬送されても、搬送方向の後
端に位置することとなる第１ビアホール７９３ａの周りに半田ブリッジ７５１が発生する
ことを抑制することができる。
【０９５５】
　＜第２０の実施形態の別形態＞
　・上述した第２０の実施形態において、第４接合穴７６２ｄの近傍に形成される分離型
短絡防止穴８７１の数は１つに限られない。また、第１接合穴７６２ａの近傍に形成され
る分離型短絡防止穴８７４の数は１つに限られない。例えば、第４接合穴７６２ｄの近傍
に上記第２０の実施形態の分離型短絡防止穴８７１と同一のサイズ及び形状を有する左側
分離型短絡防止穴８８６、左上分離型短絡防止穴８７５、及び左下分離型短絡防止穴８７
６が設けられている構成とするとともに、第１接合穴７６２ａの近傍に上記第２０の実施
形態の分離型短絡防止穴８７４と同一のサイズ及び形状を有する右側分離型短絡防止穴８
８７、右上分離型短絡防止穴８７７、及び右下分離型短絡防止穴８７８を備えている構成
としてもよい。当該構成について、図１００（ａ）を参照しながら説明する。
【０９５６】
　図１００（ａ）は６つの分離型短絡防止穴８７５～８７８，８８６，８８７が形成され
ている１列用裏面領域８８５を拡大して示すプリント配線板８７９の裏面図である。ここ
で、図１００（ａ）では、配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））の
図示を省略している。図１００（ａ）に示すように、第４接合穴７６２ｄの左方近傍には
、上記第２０の実施形態において既に説明した分離型短絡防止穴８７１が左側分離型短絡
防止穴８８６として形成されている。また、第４接合穴７６２ｄの左斜め上には左上分離
型短絡防止穴８７５が形成されているとともに、第４接合穴７６２ｄの左斜め下には左下
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分離型短絡防止穴８７６が形成されている。
【０９５７】
　左上分離型短絡防止穴８７５は、左上溜め部８７５ａと左上縮幅部８７５ｂとから構成
されており、左上縮幅部８７５ｂの幅が第４接合穴７６２ｄに向かって徐々に減少する態
様で第４接合穴７６２ｄに近接させて設けられている。左上分離型短絡防止穴８７５にお
いて、左上溜め部８７５ａは左上縮幅部８７５ｂよりも第４接合穴７６２ｄから左方に離
れた位置に設けられている。また、左下分離型短絡防止穴８７６は、左下溜め部８７６ａ
と左下縮幅部８７６ｂとから構成されており、左下縮幅部８７６ｂの幅が第４接合穴７６
２ｄに向かって徐々に減少する態様で第４接合穴７６２ｄに近接させて設けられている。
左下分離型短絡防止穴８７６において、左下溜め部８７６ａは左下縮幅部８７６ｂよりも
第４接合穴７６２ｄから左上に離れた位置に設けられている。
【０９５８】
　また、第１接合穴７６２ａの右方近傍には、上記第２０の実施形態において既に説明し
た分離型短絡防止穴８７４が右側分離型短絡防止穴８８７として形成されている。また、
第１接合穴７６２ａの右斜め上には右上分離型短絡防止穴８７７が形成されているととも
に、第１接合穴７６２ａの右斜め下には右下分離型短絡防止穴８７８が形成されている。
【０９５９】
　右上分離型短絡防止穴８７７は、右上溜め部８７７ａと右上縮幅部８７７ｂとから構成
されており、右上縮幅部８７７ｂの幅が第１接合穴７６２ａに向かって徐々に減少する態
様で第１接合穴７６２ａに近接させて設けられている。右上分離型短絡防止穴８７７にお
いて、右上溜め部８７７ａは右上縮幅部８７７ｂよりも第１接合穴７６２ａから右上に離
れた位置に設定されている。また、右下分離型短絡防止穴８７８は、右下溜め部８７８ａ
と右下縮幅部８７８ｂとから構成されており、右下縮幅部８７８ｂの幅が第１接合穴７６
２ａに向かって徐々に減少する態様で第１接合穴７６２ａに近接させて設定されている。
右下分離型短絡防止穴８７８において、右下溜め部８７８ａは右下縮幅部８７８ｂよりも
第１接合穴７６２ａから右下に離れた位置に設定されている。
【０９６０】
　このように、第４接合穴７６２ｄの周囲に左側分離型短絡防止穴８８６、左上分離型短
絡防止穴８７５、及び左下分離型短絡防止穴８７６を形成することにより、第４接合穴７
６２ｄの上に過剰な溶融半田が付着した場合に、余剰となった溶融半田を第４接合穴７６
２ｄに隣接する第３接合穴７６２ｃとは異なる３方向に向けて引っ張り、３つの溜め部８
７５ａ，８７６ａ，８８６ａに溜めることができる。このため、第４接合穴７６２ｄの上
に過剰の溶融半田が付着しても、当該溶融半田が隣接する第３接合穴７６２ｃ上の溶融半
田と合流して半田ブリッジ７５１が発生することを防ぐことができる。
【０９６１】
　半田付け工程においてプリント配線板８７９が左方向に搬送される場合には、１列用裏
面領域８８５において、第１接合穴７６２ａが搬送方向の後端に位置することとなる。第
１接合穴７６２ａの上に過剰な溶融半田が付着した場合に、余剰となった溶融半田を第１
接合穴７６２ａに隣接する第２接合穴７６２ｂとは異なる３方向に向けて引っ張り、３つ
の溜め部８７７ａ，８７８ａ，８８７ａに溜めることができる。このため、第１接合穴７
６２ａの上に過剰の溶融半田が付着しても、当該溶融半田が隣接する第２接合穴７６２ｂ
上の溶融半田と合流して半田ブリッジ７５１が発生することを防ぐことができる。
【０９６２】
　・上述した第２０の実施形態の分離型短絡防止穴８７１に代えて、第４接合穴７６２ｄ
の周囲を３方向から取り囲む３方向分離型短絡防止穴８８１を設定する構成としてもよい
。当該３方向分離型短絡防止穴８８１について図１００（ｂ）を参照しながら説明する。
【０９６３】
　プリント配線板８８２は、２つの３方向分離型短絡防止穴８８１，８８４が形成されて
いる１列用裏面領域８８３を備えている点で上記第２０の実施形態のプリント配線板８７
２とは異なる。図１００（ｂ）は２つの３方向分離型短絡防止穴８８１，８８４が形成さ
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れている１列用裏面領域８８３を拡大して示すプリント配線板８８２の裏面図である。こ
こで、図１００（ｂ）では、配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１（図９２（ｂ））
の図示を省略している。
【０９６４】
　先ずプリント配線板８８２において、１列用裏面領域８８３の左端に位置する第４接合
穴７６２ｄの周囲の構成について説明する。図１００（ｂ）に示すように、第４接合穴７
６２ｄの周囲には、第４接合穴７６２ｄの上方と左方と下方との３方を囲むコの字型の形
状を有している左側３方向分離型短絡防止穴８８１が形成されている。左側３方向分離型
短絡防止穴８８１は、第４接合穴７６２ｄの上方に位置する上方部８８１ａと、第４接合
穴７６２ｄの左方に位置する左方部８８１ｂと、第４接合穴７６２ｄの下方に位置する下
方部８８１ｃと、から構成されている。第４接合穴７６２ｄと左側３方向分離型短絡防止
穴８８１の上方部８８１ａとの間、第４接合穴７６２ｄと左方部８８１ｂとの間、及び第
４接合穴７６２ｄと下方部８８１ｃとの間の距離は、第４接合穴７６２ｄの右端から第３
接合穴７６２ｃの左端までの距離よりも短い。また、左側３方向分離型短絡防止穴８８１
の総面積は、接合穴７６２の面積よりも大きい。
【０９６５】
　左側３方向分離型短絡防止穴８８１において、上方部８８１ａ、左方部８８１ｂ、及び
下方部８８１ｃは、第４接合穴７６２ｄとは連続しない態様で第４接合穴７６２ｄに向か
って延びる凸部８８１ｄを備えている。
【０９６６】
　１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄに過剰な溶融半田が付着し、第４接合穴７６２
ｄの上に収まりきれなくなった場合、余剰の溶融半田が第３接合穴７６２ｃとは方向が異
なるとともに第４接合穴７６２よりも大きな面積を有している左側３方向分離型短絡防止
穴８８１の上の溶融半田と接触することにより、余剰な溶融半田を左側３方向分離型短絡
防止穴８８１に引き込むことができる。
【０９６７】
　上方部８８１ａ、左方部８８１ｂ、及び下方部８８１ｃの凸部８８１ｄは、第４接合穴
７６２ｄに３方向から接近しており、当該凸部８８１ｄは、第３接合穴７６２ｃよりも第
４接合穴７６２ｄの近くに位置している。これにより、第４接合穴７６２ｄの上で発生す
る溶融半田が第３接合穴７６２ｃとは異なる３方向に移動する確率を高めることができる
。
【０９６８】
　第４接合穴７６２ｄの上で発生する余剰な溶融半田を隣接する第３接合穴７６２ｃに向
かわせない構成とすることにより、余剰の溶融半田が第３接合穴７６２ｃ上に移動して半
田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０９６９】
　また、３つの凸部８８１ｄと接触して異なる３方向に引かれる溶融半田を共通の左側３
方向分離型短絡防止穴８８１に保持する構成であるため、プリント配線板８８２において
半田ブリッジ７５１の発生を抑制するための構成が占める面積を最小限に抑えることがで
き、プリント配線板８８２の高密度化に対応することができる。
【０９７０】
　次に、プリント配線板８８２において、１列用裏面領域８８３の右端に位置する第１接
合穴７６２ａの周囲の構成について説明する。図１００（ｂ）に示すように、第１接合穴
７６２ａの周囲には、第１接合穴７６２ａの上方と右方と下方との３方を囲むコの字型の
形状を有している右側３方向分離型短絡防止穴８８４が形成されている。右側３方向分離
型短絡防止穴８８４は、第１接合穴７６２ａの上方に位置する上方部８８４ａと、第１接
合穴７６２ａの右方に位置する右方部８８４ｂと、第１接合穴７６２ａの下方に位置する
下方部８８４ｃと、から構成されている。第１接合穴７６２ａと右側３方向分離型短絡防
止穴８８４の上方部８８４ａとの間、第１接合穴７６２ａと右方部８８４ｂとの間、及び
第１接合穴７６２ａと下方部８８４ｃとの間の距離は、第１接合穴７６２ａの右端から第
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３接合穴７６２ｃの右端までの距離よりも短い。また、右側３方向分離型短絡防止穴８８
４の総面積は、接合穴７６２の面積よりも大きい。
【０９７１】
　右側３方向分離型短絡防止穴８８４において、上方部８８４ａ、右方部８８４ｂ、及び
下方部８８４ｃは、第１接合穴７６２ａとは連続しない態様で第１接合穴７６２ａに向か
って延びる凸部８８４ｄを備えている。
【０９７２】
　半田付け工程においてプリント配線板８８２が左方向に搬送される場合には、１列用裏
面領域８８３において、第１接合穴７６２ａが搬送方向の後端に位置することとなる。第
４接合穴７６２ｄの周囲に左側３方向分離型短絡防止穴８８１を設けたのと同様に、第１
接合穴７６２ａの周囲に右側３方向分離型短絡防止穴８８４を設けることにより、第１接
合穴７６２ａの上に過剰の溶融半田が付着しても、当該溶融半田が隣接する第２接合穴７
６２ｂ上の溶融半田と合流して半田ブリッジ７５１が発生することを防ぐことができる。
【０９７３】
　３つの凸部８８４ｄと接触して異なる３方向に引かれる溶融半田を共通の右側３方向分
離型短絡防止穴８８４に保持する構成であるため、１列用裏面領域８８３の右端において
半田ブリッジ７５１の発生を抑制するための構成がプリント配線板８８２に占める面積を
最小限に抑えることができ、プリント配線板８８２の高密度化に対応することができる。
【０９７４】
　＜第２１の実施形態＞
　本実施形態は、短絡防止穴７６１に代えて短絡防止穴群８９１～８９５，９２１～９２
５が形成されている点で上記第１９の実施形態と相違している。以下、上記第１９の実施
形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【０９７５】
　本実施形態の主制御基板６１はプリント配線板８９７を備えている。当該プリント配線
板８９７において、１列コネクタ７８２の両端のピン７８４ａ，７８４ｄ（図８９（ａ）
）の周りと、２極コネクタ７８１の２本のピン７８４ｅ，７８４ｆ（図８９（ｂ））の周
りと、２列コネクタ７８３の各列における両端のピン７８４ｇ，７８４ｊ，７８４ｋ，７
８４ｐの周りと、のそれぞれには半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））の発生を抑制する
ための短絡防止穴群８９１～８９５，９２１～９２５が形成されている。プリント配線板
８９７の１列コネクタ７８２周りの構成について図１０１を参照しながら説明する。図１
０１は半田ブリッジ７５１の発生を抑制するための短絡防止穴群８９１～８９５，９２１
～９２５が形成されている１列用裏面領域８９６を拡大して示すプリント配線板８９７の
裏面図である。ここで、図１０１では、配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１（図９
２（ｂ））の図示を省略している。
【０９７６】
　図１０１に示すように、１列用裏面領域８９６には１列コネクタ７８２の４本のピン７
８４ａ～７８４ｄ（図８９（ａ））が挿通されるためのビアホール７９３ａ～７９３ｄが
形成されている。１列用裏面領域８９６において、４つのビアホール７９３ａ～７９３ｄ
は左右方向に１つの列をなして並んでおり、当該列において、ビアホール７９３ａ～７９
３ｄ同士の間隔は１．５ｍｍである。
【０９７７】
　図１０１に示すように、４つのビアホール７９３ａ～７９３ｄについて、右からｎ番目
に並んでいるビアホールを第ｎビアホールとする。例えば、１番右に並んでいるビアホー
ルは第１ビアホール７９３ａである。ここで、ｎは１～４の自然数である。
【０９７８】
　図１０１に示すように、第２ビアホール７９３ｂ及び第３ビアホール７９３ｃの周りに
は円形の接合穴７６２が形成されている。当該接合穴７６２は、ビアホール７９３ｂ，７
９３ｃよりも大きな面積を有しており、ビアホール７９３ｂ，７９３ｃが当該接合穴７６
２の中央に位置する態様で形成されている。
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【０９７９】
　ビアホール７９３ａ～７９３ｄの列の左端に位置する第４ビアホール７９３ｄの左側に
は短絡防止穴群８９１～８９５が形成されている。また、ビアホール７９３ａ～７９３ｄ
の列の右端に位置する第１ビアホール７９３ａの右側には短絡防止穴群９２１～９２５が
形成されている。先ず第４ビアホール７９３ｄの左側に形成されている短絡防止穴群８９
１～８９５について説明する。
【０９８０】
　図１０１に示すように、第４ビアホール７９３ｄの周りには、接合穴７６２と同一のサ
イズ及び形状を有する小型短絡防止穴８９１が形成されている。小型短絡防止穴８９１は
、第４ビアホール７９３ｄが当該小型短絡防止穴８９１の中央に位置する態様で形成され
ている。小型短絡防止穴８９１の左方には、当該小型短絡防止穴８９１よりも大きな面積
を有する大型短絡防止穴８９２が形成されており、小型短絡防止穴８９１と大型短絡防止
穴８９２とは小型短絡防止穴８９１の直径よりも小さな通路幅を有する第１通路領域８９
４で接続されている。
【０９８１】
　また、大型短絡防止穴８９２の右斜め上及び右斜め下には、小型短絡防止穴８９１より
も大きな面積を有するとともに大型短絡防止穴８９２よりも小さな面積を有する中型短絡
防止穴８９３が形成されており、大型短絡防止穴８９２と中型短絡防止穴８９３とは第１
通路領域８９４よりも広い通路幅を有する第２通路領域８９５で接続されている。
【０９８２】
　半田付け工程において、プリント配線板８９７が右方向に向けて搬送される場合には、
１列コネクタ７８２の左端に位置する第４ピン７８４ｄ（図８９（ａ））が搬送方向の後
端に位置することとなる。この場合、１列コネクタ７８２において、搬送方向の後端に位
置する第４ピン７８４ｄが噴流８２１（図９３（ａ））との接触状態から抜けるとき、小
型短絡防止穴８９１、中型短絡防止穴８９３、及び大型短絡防止穴８９２には溶融半田が
付着する。溶融半田は、面積の大きい穴の上に多く残るため、小型短絡防止穴８９１の上
及び中型短絡防止穴８９３の上に残る溶融半田の量は、大型短絡防止穴８９２の上に残る
溶融半田の量よりも少ない。
【０９８３】
　小型短絡防止穴８９１の上に残る溶融半田の塊は、大型短絡防止穴８９２の上に残る溶
融半田の塊と第１通路領域８９４で接続されている。また、中型短絡防止穴８９３の上に
残る溶融半田の塊は、大型短絡防止穴８９２の上に残る溶融半田の塊と第２通路領域８９
５で接続されている。
【０９８４】
　溶融半田は表面張力を有しており、小さな溶融半田の塊と大きな溶融半田の塊とが接触
する場合には、小さな溶融半田の塊から大きな溶融半田の塊に向かって溶融半田が移動す
る。このため、１列コネクタ７８２（図８９（ａ））の第４ピン７８４ｄが噴流８２１と
の接触状態から抜けた後、第４ピン７８４ｄの周りに付着した溶融半田が冷却されて凝固
するまでの間に、溶融半田は小型短絡防止穴８９１及び中型短絡防止穴８９３から大型短
絡防止穴８９２に向かって移動する。
【０９８５】
　搬送方向の後端に位置するピンの周りに小面積の穴が形成されており、当該小面積の穴
の下流に大面積の穴が形成されている構成において、動的な要因により、小面積の穴から
大面積の穴に溶融半田が移動した後、大面積の穴において発生する余剰の溶融半田が小面
積の穴に向かって逆流し、搬送方向の後端に位置するピンの周りで半田ブリッジ７５１（
図９５（ｃ））が形成されることがある。
【０９８６】
　これに対して、図１０１に示すように、溶融半田が小型短絡防止穴８９１から大型短絡
防止穴８９２に移動した後、大型短絡防止穴８９２において余剰の溶融半田が発生した場
合、第２通路領域８９５の通路幅は第１通路領域８９４の通路幅よりも広く、２つの中型
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短絡防止穴８９３の面積は小型短絡防止穴８９１の面積よりも大きいため、余剰の溶融半
田の逆流先は主に中型短絡防止穴８９３となる。これにより、小型短絡防止穴８９１に向
かって大型短絡防止穴８９２から逆流する溶融半田の量を減らすことができる。そして、
大型短絡防止穴８９２から溶融半田が逆流して１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄ周
りに半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０９８７】
　次に、第１ビアホール７９３ａの右側に形成されている短絡防止穴群９２１～９２５に
ついて説明する。図１０１に示すように、第１ビアホール７９３ａの周りには、接合穴７
６２と同一のサイズ及び形状を有する小型短絡防止穴９２１が形成されている。小型短絡
防止穴９２１は、第１ビアホール７９３ａが当該小型短絡防止穴９２１の中央に位置する
態様で形成されている。小型短絡防止穴９２１の右方には、当該小型短絡防止穴９２１よ
りも大きな面積を有する大型短絡防止穴９２２が形成されており、小型短絡防止穴９２１
と大型短絡防止穴９２２とは小型短絡防止穴９２１の直径よりも小さな通路幅を有する第
１通路領域９２４で接続されている。
【０９８８】
　また、大型短絡防止穴９２２の右斜め上及び右斜め下には、小型短絡防止穴９２１より
も大きな面積を有するとともに大型短絡防止穴９２２よりも小さな面積を有する中型短絡
防止穴９２３が形成されており、大型短絡防止穴９２２と中型短絡防止穴９２３とは第１
通路領域９２４よりも広い通路幅を有する第２通路領域９２５で接続されている。
【０９８９】
　半田付け工程において、プリント配線板８９７が左方向に向けて搬送される場合には、
１列コネクタ７８２の右端に位置する第１ピン７８４ａ（図８９（ａ））が搬送方向の後
端に位置することとなる。
【０９９０】
　第１ビアホール７９３ａの右方には短絡防止穴群９２１～９２５が形成されているため
、半田付け工程において、プリント配線板８９７が左方に向けて搬送される場合において
、小型短絡防止穴９２１に向かって大型短絡防止穴９２２から逆流する溶融半田の量を減
らすことができる。そして、大型短絡防止穴９２２から溶融半田が逆流して１列コネクタ
７８２の第１ピン７８４ａ周りに半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減すること
ができる。
【０９９１】
　ここで、本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、ピン７８４（図９１
）の周りに短絡防止穴群８９１～８９５，９２１～９２５を設ける基準には、上述した第
１９の実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、ピン７８４の周りに短絡防
止穴７６１（図９２（ｂ））を設ける基準と同じ基準が適用されている。具体的には、本
実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、当該基板に１列コネクタが装着さ
れている場合、ピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍ以下であるという条件を満たして
いる１列コネクタの両端のピン周りには短絡防止穴群８９１～８９５，９２１～９２５（
図１０１）が設けられている。このため、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８
４の周りで小型短絡防止穴８９１，９２１に向かって大型短絡防止穴８９２，９２２から
逆流する溶融半田の量が減少する。これにより、搬送方向の後端に位置することとなるピ
ン７８４の周りで半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されて
いる。一方、ピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍよりも広い１列コネクタのピン７８
４周りには接合穴７６２（図９０）が設けられている。
【０９９２】
　本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、当該基板に２極コネクタが装
着されている場合、ピン７８４の中心間の距離が２．５ｍｍ以下であるという条件を満た
している２極コネクタの２本のピン７８４周りには短絡防止穴群８９１～８９５，９２１
～９２５（図１０１）が設けられている。このため、搬送方向の後端に位置することとな
るピン７８４の周りで小型短絡防止穴８９１，９２１に向かって大型短絡防止穴８９２，
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９２２から逆流する溶融半田の量が減少する。これにより、搬送方向の後端に位置するこ
ととなるピン７８４の周りで半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が
低減されている。一方、ピン７８４の中心間の距離が２．５ｍｍよりも広い２極コネクタ
のピン７８４周りには接合穴７６２（図９０）が設けられている。
【０９９３】
　本実施形態のパチンコ機１０が備えている基板において、当該基板に２列コネクタが装
着されている場合であり、各列におけるピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍ以下であ
るという条件、又は各列の端に位置するピン７８４同士の中心間の距離が２．５ｍｍ以下
であるという条件の少なくとも一方を満たしている場合には、２列コネクタの各列の両端
に位置するピン７８４周りには短絡防止穴群８９１～８９５，９２１～９２５（図１０１
）が設けられている。このため、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４の周り
で小型短絡防止穴８９１，９２１に向かって大型短絡防止穴８９２，９２２から逆流する
溶融半田の量が減少する。これにより、搬送方向の後端に位置することとなるピン７８４
の周りで半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されている。一
方、各列におけるピン７８４の中心間の距離が１．５ｍｍよりも広いとともに、各列の端
に位置するピン７８４同士の中心間の距離が２．５ｍｍよりも広い場合、ピン７８４周り
には接合穴７６２（図９０）が設けられている。
【０９９４】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０９９５】
　第４ビアホール７９３ｄ周りに形成されている小型短絡防止穴８９１と大型短絡防止穴
８９２とが通路幅の狭い第１通路領域８９４で接続されているとともに、大型短絡防止穴
８９２と中型短絡防止穴８９３とが通路幅の広い第２通路領域８９５で接続さている構成
である。このため、小型短絡防止穴８９１に残る溶融半田が大型短絡防止穴８９２に移動
しやすい。また、大型短絡防止穴８９２において発生し得る余剰の溶融半田が中型短絡防
止穴８９３に優先的に移動するため、大型短絡防止穴８９２から小型短絡防止穴８９１へ
の溶融半田の逆流の発生が抑制されている。このため、半田付け工程において、１列コネ
クタ７８２の第４ピン７８４ｄが搬送方向の後端に位置することとなる場合に、当該第４
ピン７８４ｄの周りで半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することができる。
【０９９６】
　また、第１ビアホール７９３ａの右方にも短絡防止穴群９２１～９２５を設定する構成
である。このため、半田付け工程において、１列コネクタ７８２の第１ピン７８４ａが搬
送方向の後端に位置することとなる場合に、大型短絡防止穴９２２から小型短絡防止穴９
２１への溶融半田の逆流の発生を抑制して、第１ピン７８４ａの周りで半田ブリッジ７５
１が形成される可能性を低減することができる。
【０９９７】
　＜第２１の実施形態の別形態＞
　・上述した第２１の実施形態の短絡防止穴群８９１～８９５は、第１通路領域８９４を
除く小型短絡防止穴８９１、大型短絡防止穴８９２、中型短絡防止穴８９３、及び第２通
路領域８９５から構成されていてもよい。具体的には、大型短絡防止穴８９２を小型短絡
防止穴８９１と連続している穴ではなく小型短絡防止穴８９１と連続していない穴として
設定する構成とする。この場合、半田付け工程において溶融半田が凝固するまでの間、大
型短絡防止穴８９２に付着して余剰となった溶融半田は、物理的に接触していない小型短
絡防止穴８９１よりも第２通路領域８９５を介して物理的に接触している中型短絡防止穴
８９３に向かって移動しやすい。このため、初期に大型短絡防止穴８９２に付着した余剰
の溶融半田が小型短絡防止穴８９１に逆流して第４ピン７８４ｄ周りに半田ブリッジ７５
１が形成される原因となることを抑制できる。
【０９９８】
　・上述した第２１の実施形態の短絡防止穴群８９１～８９５を構成する中型短絡防止穴
８９３の数は２つに限定されない。例えば、短絡防止穴群８９１～８９５を構成する中型
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短絡防止穴８９３の数は１つであってもよい。半田付け工程において溶融半田が凝固する
前に大型短絡防止穴８９２の上で余剰となる溶融半田が小型短絡防止穴８９１に移動する
のを防ぐ中型短絡防止穴８９３を１つ残しながら、プリント配線板７４１上で短絡防止穴
群８９１～８９５が占有する面積を抑えることにより、主制御基板６１の高密度化に対応
することができる。
【０９９９】
　＜第２２の実施形態＞
　本実施形態の遊技盤９３１には、第１作動口９３８に対応させて第１特図表示部９３２
ａが設けられているとともに、第２作動口９３９に対応させて第２特図表示部９３２ｂが
設けられている。以下の説明では、上記第１の実施形態との相違点について説明し、上記
第１の実施の形態と同一の構成については基本的にその説明を省略する。
【１０００】
　先ず本実施形態の遊技盤９３１の構成について、図１０２を参照しながら説明する。図
１０２は、本実施形態における遊技盤９３１の正面図である。遊技盤９３１の表面では、
上記第１の実施形態と同様に、内レール部２５及び外レール部２６によって誘導レールが
構成されており、遊技者が操作ハンドルを回動操作したことにより遊技球発射機構２７（
図２）から発射された遊技球Ｂ１（図５３（ａ））は当該誘導レールによって遊技領域Ｐ
Ａの上部に案内される。
【１００１】
　誘導レールは、その出口部分が遊技領域ＰＡの一方の側部において遊技領域ＰＡの上部
中央を向くようにして形成されている。そのため、遊技者による操作ハンドルの回動操作
量が大きくなるにしたがって、遊技領域ＰＡの上部における遊技球Ｂ１の到達位置は、誘
導レールの出口部分が形成された側部の側から当該出口部分が形成された側部に対して反
対側の側部の側へとシフトしていく。なお、誘導レールの出口部分は、遊技領域ＰＡの左
側の側部に設けられている。
【１００２】
　遊技領域ＰＡには、上記第１の実施形態と同様に、一般入賞口３１、特電入賞装置３２
、可変表示ユニット３６などが設けられている。ここで、本実施形態の遊技盤９３１は、
第２作動口９３９が第１作動口９３８とは異なる場所に設けられている点、及び一対のス
ルーゲート９３５，９３６が設けられている点において上記第１の実施形態と相違してい
る。これらの位置関係について、可変表示ユニット３６の位置を基準として以下に説明す
る。
【１００３】
　可変表示ユニット３６は、その上下左右において遊技球Ｂ１の流下領域が確保されるよ
うに、遊技領域ＰＡの中央側に配置されている。つまり、遊技領域ＰＡには、遊技球Ｂ１
の流下領域として、可変表示ユニット３６の上側の流下領域９４１、可変表示ユニット３
６の下側の流下領域９４２、可変表示ユニット３６の左側の流下領域９４３及び可変表示
ユニット３６の右側の流下領域９４４が設けられている。なお、可変表示ユニット３６の
一部を構成するセンターフレーム２５２は、その上部から左右両側に亘る部分を構成する
屋根ユニット２５３がパチンコ機１０前方に延出しているため、センターフレーム２５２
の下部に設けられたステージに導入される遊技球Ｂ１を除いて、遊技領域ＰＡを流下する
遊技球Ｂ１が可変表示ユニット３６を横断又は縦断することはない。
【１００４】
　一対の作動９３８，９３９のうちの一方である第１作動口９３８は、第１作動口装置と
して、下側の流下領域９４２に設けられている。第１作動口９３８は、上記第１の実施形
態における第１作動口３３（図３）に相当する。ここで、上記各流下領域９４１～９４４
には、遊技球Ｂ１の流下方向を当該遊技球Ｂ１との衝突によって分散させるための分散部
材が設けられているとともに、遊技球Ｂ１の流下方向を当該遊技球Ｂ１との衝突によって
所定の方向に誘導するための誘導部材が設けられている。分散部材には釘２４ｂが含まれ
、誘導部材には上記屋根ユニット２５３が含まれるとともに遊技領域ＰＡの下部側の外縁
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に沿って配設された装飾部材９４５が含まれる。そして、上記分散部材及び上記誘導部材
は、遊技球発射機構２７から発射された遊技球Ｂ１が遊技領域ＰＡの上部におけるいずれ
の位置に到達したとしても第１作動口９３８に向けて流下することが可能なように設けら
れている。
【１００５】
　つまり、遊技球発射機構２７から発射され遊技領域ＰＡの上部において誘導レールの出
口部分側すなわち遊技領域ＰＡの左側にて流下し始めた遊技球Ｂ１は、上側の流下領域９
４１→左側の流下領域９４３→下側の流下領域９４２という左側経路（第１経路）で遊技
領域ＰＡを流下することとなる。この場合に、上記分散部材及び上記誘導部材は、左側経
路で遊技領域ＰＡを流下することとなる遊技球Ｂ１が、その流下態様によっては第１作動
口９３８に到達することが可能なように設けられている。また、遊技球発射機構２７から
発射され遊技領域ＰＡの上部において誘導レールの出口部分と反対側すなわち遊技領域Ｐ
Ａの右側にて流下し始めた遊技球Ｂ１は、上側の流下領域９４１→右側の流下領域９４４
→下側の流下領域９４２という右側経路（第２経路）で遊技領域ＰＡを流下することとな
る。この場合に、上記分散部材及び上記誘導部材は、右側経路で遊技領域ＰＡを流下する
こととなる遊技球Ｂ１が、その流下態様によっては第１作動口９３８に到達することが可
能なように設けられている。
【１００６】
　一対の作動９３８，９３９のうちの他方である第２作動口９３９は、第２作動口装置と
して、右側の流下領域９４４に設けられている。第２作動口９３９は、上記第１の実施形
態における第２作動口３４（図３）に相当する。つまり、第２作動口９３９に対しては、
左右一対の可動片よりなるガイド片としての電動役物９３９ａが設けられている。当該電
動役物９３９ａは、上記第１の実施形態における普電役物３４ａと同様に閉鎖状態と開放
状態との間で動作する。かかる動作の契機や動作内容については、上記第１の実施形態に
おける普電役物３４ａと同様であるため説明を省略する。この場合、第２作動口９３９の
上方には釘２４ｂが設けられており、電動役物９３９ａが閉鎖状態である場合には上記釘
２４ｂによって第２作動口９３９への入賞（遊技球Ｂ１の入球）が不可となっている。な
お、入賞が不可となるのではなく、入賞が難しくなる構成としてもよい。
【１００７】
　ここで、既に説明したとおり、第２作動口９３９は右側の流下領域９４４に設けられて
いるため、遊技球発射機構２７から発射され遊技領域ＰＡの上部において誘導レールの出
口部分と反対側すなわち遊技領域ＰＡの右側にて流下し始めた遊技球Ｂ１（図５３（ａ）
）は第２作動口９３９に向けて流下することが可能であるが、遊技球発射機構２７から発
射され遊技領域ＰＡの上部において誘導レールの出口部分側すなわち遊技領域ＰＡの左側
にて流下し始めた遊技球Ｂ１は第２作動口９３９に向けて流下することが不可となる。
【１００８】
　上記のように第１作動口９３８への入賞は、第１経路側に遊技球Ｂ１が流れた場合及び
第２経路側に遊技球Ｂ１が流れた場合のいずれであっても発生し得るのに対して、第２作
動口９３９への入賞は、第２経路側に遊技球Ｂ１が流れた場合にのみ発生し得る。これに
より、遊技者にとっては、操作ハンドルの回動操作量を調整することによって、第２作動
口９３９への入賞が発生しないようにしながら第１作動口９３８への入賞を狙って遊技を
行うことができるとともに、第２作動口９３９への入賞を狙って遊技を行うことができる
。
【１００９】
　一対のスルーゲート９３５，９３６は、一方の第１スルーゲート９３５が左側の流下領
域９４３に設けられているとともに、他方の第２スルーゲート９３６が右側の流下領域９
４４に設けられている。この場合、右側の流下領域９４４に設けられた第２スルーゲート
９３６は、第２作動口９３９よりも上流側に設けられているが、これに限定されることは
なく、第２作動口９３９よりも下流側に設けてもよい。
【１０１０】



(167) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

　スルーゲート９３５，９３６への入賞をトリガとして内部抽選が行われるとともに、遊
技領域ＰＡにおいて遊技球Ｂ１が通過しない領域である左下の隅部に設けられた普図ユニ
ット３８の普図表示部３８ａにて絵柄の変動表示が行われる。そして、内部抽選の結果が
電役開放当選であり当該結果に対応した停止結果が表示されて普図表示部３８ａの変動表
示が終了された場合に電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、電動役物９３９ａが
所定の態様で開放状態となる。
【１０１１】
　普図ユニット３８において、普図表示部３８ａに隣接した位置には、普図保留表示部３
８ｂが設けられている。遊技球Ｂ１がスルーゲート９３５，９３６に入賞した個数は最大
４個まで保留され、普図保留表示部３８ｂの点灯によってその保留個数が表示されるよう
になっている。
【１０１２】
　本実施形態におけるパチンコ機１０には、第２作動口９３９の電動役物９３９ａが単位
時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、上記第１の実施形態にお
いて既に説明した高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとが設定されている。低
頻度サポートモードでは、第２作動口９３９よりも第１作動口９３８への入賞が発生する
確率が高くなるが、高頻度サポートモードでは、第１作動口９３８よりも第２作動口９３
９への入賞が発生する確率が高くなる。
【１０１３】
　第１作動口９３８又は第２作動口９３９への入賞をトリガとして当たり抽選が行われる
。そして、当該当たり抽選の抽選結果は特図ユニット９３２及び可変表示ユニット３６の
図柄表示装置４１における表示演出を通じて明示される。
【１０１４】
　特図ユニット９３２には、第１特図表示部９３２ａと、第２特図表示部９３２ｂとが設
けられている。第１特図表示部９３２ａの表示領域は図柄表示装置４１の表示面４１ａよ
りも狭く、同様に、第２特図表示部９３２ｂの表示領域は図柄表示装置４１の表示面４１
ａよりも狭い。さらに、第１特図表示部９３２ａと第２特図表示部９３２ｂとを合わせた
表示領域の面積も、表示面４１ａよりも狭い。
【１０１５】
　第１特図表示部９３２ａでは、第１作動口９３８への入賞をトリガとして当たり抽選が
行われることで絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる。そして、抽選結果に対応した
結果が表示される。また、第２特図表示部９３２ｂでは、第２作動口９３９への入賞をト
リガとして当たり抽選が行われることで絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる。そし
て、抽選結果に対応した結果が表示される。
【１０１６】
　特図ユニット９３２において、第１特図表示部９３２ａ及び第２特図表示部９３２ｂに
隣接した位置には、第１特図保留表示部９３２ｃ及び第２特図保留表示部９３２ｄが設け
られている。遊技球Ｂ１が第１作動口９３８に入賞した個数は最大４個まで保留され、第
１特図保留表示部９３２ｃの点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
また、遊技球Ｂ１が第２作動口９３９に入賞した個数は最大４個まで保留され、第２特図
保留表示部９３２ｄの点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【１０１７】
　図柄表示装置４１では、第１作動口９３８への入賞に基づき第１特図表示部９３２ａに
て絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる場合にそれに合わせて図柄の変動表示又は所
定の表示が行われるとともに、第２作動口９３９への入賞に基づき第２特図表示部９３２
ｂにて絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる場合にそれに合わせて図柄の変動表示又
は所定の表示が行われる。
【１０１８】
　第１作動口９３８への入賞に基づく当たり抽選にて大当たり当選又は小当たり当選とな
った場合には、特電入賞装置３２への入賞が可能となる開閉実行モードへ移行する。同様



(168) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

に、第２作動口９３９への入賞に基づく当たり抽選にて大当たり当選又は小当たり当選と
なった場合にも、特電入賞装置３２への入賞が可能となる開閉実行モードへ移行する。
【１０１９】
　遊技盤９３１の背面には、第１作動口９３８及び第２作動口９３９のそれぞれに対応さ
せて、入球した遊技球Ｂ１を排出球回収部（図示略）に案内する排出通路部（図示略）が
形成されている。図１０２に示すように、第１作動口９３８に入球した遊技球Ｂ１が通過
する排出通路部には、当該排出通路部を通過する遊技球Ｂ１を検知するための第１作動口
検知センサ９５１が設けられているとともに、第２作動口９３９に入球した遊技球Ｂ１が
通過する排出通路部には、当該排出通路部を通過する遊技球Ｂ１を検知するための第２作
動口検知センサ９５２が設けられている。
【１０２０】
　図１０３（ａ）は、第１作動口検知センサ９５１及び第２作動口検知センサ９５２と主
制御基板６１との接続態様を説明するための説明図である。図１０３（ａ）に示すように
、第１作動口検知センサ９５１は第１ハーネス９５１ａを介して主制御基板６１に接続さ
れているとともに、第２作動口検知センサ９５２は第１ハーネス９５１ａとは異なる第２
ハーネス９５２ａを介して主制御基板６１に接続されている。第１ハーネス９５１ａは黄
色の蛍光色を有する蛍光ハーネスであるとともに、第２ハーネス９５２ａは緑色の蛍光色
を有する蛍光ハーネスである。第１ハーネス９５１ａ及び第２ハーネス９５２ａは目視に
よる識別が可能な蛍光色を有している。ここで、第１ハーネス９５１ａに使用されている
蛍光色の黄色、及び第２ハーネス９５２ａに使用されている蛍光色の緑色は、パチンコ機
１０において他に使用されているハーネスには使用されていない色である。このため、第
１ハーネス９５１ａ及び第２ハーネス９５２ａは目視により他のハーネスと識別すること
が可能である。
【１０２１】
　図１０３（ａ）に示すように、第１ハーネス９５１ａは２本の信号線９５８の束であり
、その一端は第１作動口検知センサ９５１に接続されているとともに、その他端にはオス
型の２極コネクタ９５３を備えている。また、第２ハーネス９５２ａは２本の信号線９５
８の束であり、その一端は第２作動口検知センサ９５２に接続されているとともに、その
他端にはオス型の２極コネクタ９５４を備えている。信号線９５８は絶縁体によって被覆
されている。
【１０２２】
　主制御基板６１は、第１作動口検知センサ９５１を当該主制御基板６１に接続するため
のメス型の２極コネクタである第１作動口用コネクタ９５５、及び第２作動口検知センサ
９５２を当該主制御基板６１に接続するためのメス型の２極コネクタである第２作動口用
コネクタ９５６を備えている。第１ハーネス９５１ａの２極コネクタ９５３が主制御基板
６１の第１作動口用コネクタ９５５と接続されることにより第１作動口検知センサ９５１
が主制御基板６１と接続されているとともに、第２ハーネス９５２ａの２極コネクタ９５
４が主制御基板６１の第２作動口用コネクタ９５６と接続されることにより第２作動口検
知センサ９５２が主制御基板６１と接続されている。
【１０２３】
　第１作動口用コネクタ９５５は第１ハーネス９５１ａと同様に黄色の蛍光色を有してい
るとともに、第２作動口用コネクタ９５６は第２ハーネス９５２ａと同様に緑色の蛍光色
を有している。このため、第１作動口検知センサ９５１及び第２作動口検知センサ９５２
を主制御基板６１に接続する際、黄色の第１ハーネス９５１ａを黄色の第１作動口用コネ
クタ９５５に接続するとともに、緑色の第２ハーネス９５２ａを緑色の第２作動口用コネ
クタ９５６に接続することとなる。これにより、第１ハーネス９５１ａ及び第２ハーネス
９５２ａの接続先が入れ替わるミスの発生が抑制されている。ここで、第１作動口用コネ
クタ９５５に使用されている蛍光色の黄色、及び第２作動口用コネクタ９５６に使用され
ている蛍光色の緑色は、パチンコ機１０において他に使用されているコネクタには使用さ
れていない色である。このため、第１作動口用コネクタ９５５及び第２作動口用コネクタ
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９５６は目視により他のコネクタと識別することが可能であり、接続ミスの発生が抑制さ
れている。
【１０２４】
　第１作動口検知センサ９５１から延びる２本の信号線９５８及び第２作動口検知センサ
９５２から延びる２本の信号線９５８を１束にまとめ、その一端に４つのピン７８４（図
９１）を有する１列コネクタを設ける構成も考えられる。しかし、当該構成を採用した場
合、主制御基板６１に不正な信号を送信する不正基板を一箇所に接続するだけで、第１作
動口検知センサ９５１及び第２作動口検知センサ９５２から出力されて主制御基板６１に
入力される信号を不正に操作することが可能となってしまう。これに対して、本実施形態
では、不正基板を使用するために接続が必要なコネクタの数を２つに増やすことにより、
不正を実行しにくい構成としている。
【１０２５】
　また、第１作動口検知センサ９５１及び第２作動口検知センサ９５２から延びる信号線
９５８を１束にする構成とした場合には、信号線９５８の束に遮られて不正基板を発見で
きない可能性がある。これに対して、本実施形態では、各作動口検知センサ９５１，９５
２の単位で信号線９５８を小分けにして束にすることにより、信号線９５８の束の間から
不正基板を発見し易い構成としている。
【１０２６】
　主制御基板６１は、プリント配線板９５７に多数の電子部品が装着されて構成されてい
る電子回路実装基板である。第１作動口用コネクタ９５５及び第２作動口用コネクタ９５
６が主制御基板６１のプリント配線板９５７に装着されている態様について、図１０３（
ｂ）を参照しながら説明する。
【１０２７】
　図１０３（ｂ）は第１作動口用コネクタ９５５が装着されている第１作動口用領域９６
１及び第２作動口用コネクタ９５６が装着されている第２作動口用領域９６２を拡大して
示すプリント配線板９５７の裏面図である。ここで、図１０３（ｂ）では、第１作動口用
コネクタ９５５及び第２作動口用コネクタ９５６のプリント配線板９５７への装着態様に
ついて説明するために、第１作動口用コネクタ９５５及び第２作動口用コネクタ９５６を
プリント配線板９５７に固定している半田を除いた状態を示す。また、図１０３（ｂ）で
は、図１０３（ａ）における主制御基板６１の上下が反転した状態を示す。このため、図
１０３（ａ）における主制御基板６１と図１０３（ｂ）における主制御基板６１との間で
左右反転は起こらない。図１０３（ａ）における主制御基板６１の左側は図１０３（ｂ）
における主制御基板６１の左側であるとともに、図１０３（ａ）における主制御基板６１
の右側は図１０３（ｂ）における主制御基板６１の右側である。
【１０２８】
　図１０３（ｂ）に示すように、第２作動口用領域９６２は、第１作動口用領域９６１の
右側に設けられている。第１ハーネス９５１ａ（図１０３（ａ））の２極コネクタ９５３
（図１０３（ａ））は、第１作動口用領域９６１において右側に第１ピン７８４ｑを備え
ているとともに左側に第２ピン７８４ｒを備えている。また、第２ハーネス９５２ａ（図
１０３（ａ））の２極コネクタ９５４（図１０３（ａ））は、第２作動口用領域９６２に
おいて右側に第１ピン７８４ｓを備えているとともに左側に第２ピン７８４ｔを備えてい
る。
【１０２９】
　図１０３（ｂ）に示すように、プリント配線板９５７は、第１作動口用領域９６１に、
第１ハーネス９５１ａ（図１０３（ａ））の第１ピン７８４ｑが挿通されている第１ビア
ホール７９３ｑを備えているとともに、第２ピン７８４ｒが挿通されている第２ビアホー
ル７９３ｒを備えている。また、プリント配線板９５７は、第２作動口用領域９６２に、
第２ハーネス９５２ａ（図１０３（ａ））の第１ピン７８４ｓが挿通されている第１ビア
ホール７９３ｓを備えているとともに、第２ピン７８４ｔが挿通されている第２ビアホー
ル７９３ｔを備えている。ここで、本実施形態のビアホール７９３ｑ～７９３ｔは、上記
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第１９の実施形態において既に説明したビアホール７９３（図９０（ａ））と同一の貫通
孔であり、プリント配線板９５７を上下方向に貫通している。
【１０３０】
　図１０３（ｂ）に示すように、第２作動口用領域９６２において、第１ビアホール７９
３ｓと第２ビアホール７９３ｔとは左右方向に並んでおり、第２ビアホール７９３ｔは第
１ビアホール７９３ｓの左側に設けられている。第１ビアホール７９３ｓの中心から第２
ビアホール７９３ｔの中心までの距離は２．５ｍｍである。
【１０３１】
　図１０３（ｂ）に示すように、第１ビアホール７９３ｓの周りには、当該第１ビアホー
ル７９３ｓをプリント配線板９５７上の電子部品と接続するために、上記第１９の実施形
態の図９２（ｂ）において既に説明した配線パターン７７６が形成されているとともに、
第２ビアホール７９３ｔの周りには、当該第２ビアホール７９３ｔを接地するために、上
記第１９の実施形態の図９２（ｂ）において既に説明したＧＮＤベタ８５１が形成されて
いる。配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１の上には、上記第１９の実施形態の図９
２（ａ），（ｂ）において既に説明したソルダーレジスト７９２が形成されている。この
ため、半田付け工程において配線パターン７７６及びＧＮＤベタ８５１に溶融半田は付着
しない。
【１０３２】
　図１０３（ｂ）に示すように、第２作動口用領域９６２において、第１ビアホール７９
３ｓ及び第２ビアホール７９３ｔの周りには、上記第１９の実施形態の図９２（ｂ）にお
いて既に説明した短絡防止穴７６１が設けられている。第２ビアホール７９３ｔの周りの
短絡防止穴７６１は、上記第１９の実施形態の図９２（ａ），（ｂ）において既に説明し
た接続部７６３によってＧＮＤベタ８５１に接続されている。
【１０３３】
　プリント配線板９５７には、第１作動口用コネクタ９５５及び第２作動口用コネクタ９
５６以外に、上記第１９の実施形態の図８８（ａ）にて既に説明した端子７７５を有する
電子部品が装着されている。図１０３（ｂ）に示すように、プリント配線板９５７におい
て、第１作動口用領域９６１及び第２作動口用領域９６２の下方には、電子部品の端子７
７５が挿通されているビアホール７９３が設けられている。ビアホール７９３は、上記第
１９の実施形態の図９０（ａ）にて既に説明した貫通孔であり、ビアホール７９３ｑ～７
９３ｔと同一の貫通孔である。
【１０３４】
　図１０３（ｂ）に示すように端子７７５周りのビアホール７９３から、第１作動口用コ
ネクタ９５５のピン７８４ｑ，７８４ｒ及び第２作動口用コネクタ９５６のピン７８４ｓ
，７８４ｔまでの距離は、上記第１９の実施形態において説明した短絡防止穴７６１を設
けるための基準値よりも長い。プリント配線板９５７において、電子部品の端子７７５が
挿通されているビアホール７９３の周りには、上記第１９の実施形態の図９２（ｂ）にお
いて既に説明した接合穴７６２が設けられている。
【１０３５】
　プリント配線板９５７において、第１作動口用領域９６１の第１ビアホール７９３ｑ又
は第２ビアホール７９３ｒから最短距離に存在する端子７７５であっても、当該端子７７
５から第１ビアホール７９３ｑ又は第２ビアホール７９３ｒまでの距離は、短絡防止穴７
６１を設けるための基準値よりも長くなるように設定されている。また、第２作動口用領
域９６２の第１ビアホール７９３ｓ又は第２ビアホール７９３ｔから最短距離に存在する
端子７７５であっても、当該端子７７５から第１ビアホール７９３ｓ又は第２ビアホール
７９３ｔまでの距離は、短絡防止穴７６１を設けるための基準値よりも長くなるように設
定されている。このため、第１作動口用コネクタ９５５のピン７８４ｑ，７８４ｒ及び第
２作動口用コネクタ９５６のピン７８４ｓ，７８４ｔと、近くに存在する他の電子部品の
端子７７５と、の間に半田ブリッジ７５１が形成されることが抑制されている。
【１０３６】
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　既に説明したとおり、遊技盤９３１において、第２作動口９３９は可変表示ユニット３
６の右側の流下領域９４４に設けられている。遊技者は操作ハンドルの回動量を調整する
ことにより、第２作動口９３９への入賞を狙うことができる。また、本実施形態において
、大当たり当選となった場合に選択され得る大当たり結果の種類は、第１作動口９３８へ
の入賞が発生して当たり抽選が行われる場合よりも、第２作動口９３９への入賞が発生し
て当たり抽選が行われる場合の方が遊技者にとって有利となるように設定されている。当
該当たり抽選の詳細については後述する。そして、後述する各遊技回の当たり抽選におい
ては、第２作動口９３９への入賞に基づいて取得された保留情報が第１作動口９３８への
入賞に基づいて取得された保留情報よりも優先されるように設定されている。このため、
遊技者は第１作動口９３８を狙う場合よりも大きな期待を持ちながら第２作動口９３９を
狙うこととなる。
【１０３７】
　図１０２に示すように、遊技領域ＰＡにおいて、可変表示ユニット３６の右側の流下領
域９４４に設けられている第２作動口検知センサ９５２は、遊技者が右側の流下領域９４
４を狙って操作ハンドルの回動量を調整した場合に初めて遊技球Ｂ１（図５３（ａ））を
検知することになる。このため、遊技者が可変表示ユニット３６の左側の流下領域９４３
を狙って操作ハンドルの回動量を調整している間は、第２作動口用領域９６２において半
田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成されていても、短絡していることが分からない
可能性がある。この場合、遊技者が期待を高めて可変表示ユニット３６の右側の流下領域
９４４を狙い、第２作動口９３９に入賞した場合に初めて主制御基板６１の不具合が判明
する。遊技者が強い期待を持っている状態で遊技が中断されることになり、遊技者に大き
な失望を与えてしまう。
【１０３８】
　これに対して、本実施形態では、図１０３（ｂ）に示すように、プリント配線板９５７
の第２作動口用領域９６２において、第１ビアホール７９３ｓ及び第２ビアホール７９３
ｔの周りに、上記第１９の実施形態の図９２（ｂ）において既に説明した短絡防止穴７６
１が設けられている。当該短絡防止穴７６１の面積は上述した端子７７５周りの接合穴７
６２の面積よりも広く設定されており、プリント配線板９５７の半田付け工程において第
１ビアホール７９３ｓに挿通されている第１ピン７８４ｓと第２ビアホール７９３ｔに挿
通されている第２ピン７８４ｔとの間に半田ブリッジ７５１が形成されて短絡する可能性
が低減されている。
【１０３９】
　図１０３（ｂ）に示すように、短絡防止穴７６１は、左右方向の幅が上下方向の幅より
も広い楕円の形状を有している。短絡防止穴７６１を左右方向に延在させることにより、
上下方向の幅が広がり当該短絡防止穴７６１が第２作動口用コネクタ９５６以外の電子部
品が有する端子７７５（図８８（ａ））と接近することを抑制しつつ、第２作動口用コネ
クタ９５６の第１ピン７８４ｓと第２ピン７８４ｔとの間に半田ブリッジ７５１が形成さ
れる可能性を低減するための面積拡大が図られている。
【１０４０】
　図１０３（ｂ）に示すように、第１ビアホール７９３ｓの周りの短絡防止穴７６１は、
第１ビアホール７９３ｓを基準として、当該短絡防止穴７６１の中央が、第１ビアホール
７９３ｓに隣接する第２ビアホール７９３ｔとは反対側に存在するように設けられている
とともに、第２ビアホール７９３ｔの周りの短絡防止穴７６１は、第２ビアホール７９３
ｔを基準として、当該短絡防止穴７６１の中央が、第２ビアホール７９３ｔに隣接する第
１ビアホール７９３ｓとは反対側に存在するように設けられている。２つの短絡防止穴７
６１が第１ビアホール７９３ｓ周りの短絡防止穴７６１の左端から第２ビアホール７９３
ｔ周りの短絡防止穴７６１の右端までの距離を広く保つ態様で設けられているため、短絡
防止穴７６１の上に溜まる溶融半田の重心が隣接するビアホール７９３ｓ，７９３ｔとは
反対の方向に位置する態様とすることができる。
【１０４１】
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　これにより、第１ビアホール７９３ｓが搬送方向の後端に位置することとなった場合に
第１ビアホール７９３ｓ周辺の溶融半田が隣接する第２ビアホール７９３ｔの方向に移動
しにくい環境とすることができるとともに、第２ビアホール７９３ｔが搬送方向の後端に
位置することとなった場合に第２ビアホール７９３ｔ周辺の溶融半田が隣接する第１ビア
ホール７９３ｓの方向に移動しにくい環境とすることができ、半田ブリッジ７５１の発生
が抑制されている。
【１０４２】
　また、図１０３（ｂ）に示すように、第１作動口用領域９６１において、第１ビアホー
ル７９３ｑと第２ビアホール７９３ｒとは左右方向に並んでおり、第２ビアホール７９３
ｒは第１ビアホール７９３ｑの左側に設けられている。第１ビアホール７９３ｑの中心か
ら第２ビアホール７９３ｒの中心までの距離は２．５ｍｍである。
【１０４３】
　図１０３（ｂ）に示すように、第１ビアホール７９３ｑの周りには、上述した第２作動
口用領域９６２の第１ビアホール７９３ｓの周りと同様に、配線パターン７７６が形成さ
れているとともに、第２ビアホール７９３ｒの周りには、上述した第２作動口用領域９６
２の第２ビアホール７９３ｒと同様に、ＧＮＤベタ８５１が形成されている。配線パター
ン７７６及びＧＮＤベタ８５１の上には、上述した第２作動口用領域９６２と同様に、ソ
ルダーレジスト７９２が形成されている。このため、半田付け工程において配線パターン
７７６及びＧＮＤベタ８５１に溶融半田は付着しない。
【１０４４】
　図１０３（ｂ）に示すように、第１作動口用領域９６１において、第１ビアホール７９
３ｑ及び第２ビアホール７９３ｒの周りには、上述した第２作動口用領域９６２と同様に
、短絡防止穴７６１が設けられている。第２ビアホール７９３ｒの周りの短絡防止穴７６
１は、上述した第２作動口用領域９６２の第２ビアホール７９３ｔの周りと同様に、接続
部７６３によってＧＮＤベタ８５１に接続されている。
【１０４５】
　図１０３（ｂ）に示すように、当該短絡防止穴７６１の面積は上述した端子７７５周り
の接合穴７６２の面積よりも広く設定されており、プリント配線板９５７の半田付け工程
において第１ビアホール７９３ｑに挿通されている第１ピン７８４ｑと第２ビアホール７
９３ｒに挿通されている第２ピン７８４ｒとの間に半田ブリッジ７５１が形成されて短絡
する可能性が低減されている。
【１０４６】
　図１０３（ｂ）に示すように、短絡防止穴７６１は、左右方向の幅が上下方向の幅より
も広い楕円の形状を有している。短絡防止穴７６１を左右方向に延在させることにより、
上下方向の幅が広がり当該短絡防止穴７６１が第１作動口用コネクタ９５５以外の電子部
品が有する端子７７５（図８８（ａ））と接近することを抑制しつつ、第１作動口用コネ
クタ９５５の第１ピン７８４ｑと第２ピン７８４ｒとの間に半田ブリッジ７５１が形成さ
れる可能性を低減するための面積拡大が図られている。
【１０４７】
　図１０３（ｂ）に示すように、第１ビアホール７９３ｑの周りの短絡防止穴７６１は、
第１ビアホール７９３ｑを基準として、当該短絡防止穴７６１の中央が、第１ビアホール
７９３ｑに隣接する第２ビアホール７９３ｒとは反対側に存在するように設けられている
とともに、第２ビアホール７９３ｒの周りの短絡防止穴７６１は、第２ビアホール７９３
ｒを基準として、当該短絡防止穴７６１の中央が、第２ビアホール７９３ｒに隣接する第
１ビアホール７９３ｑとは反対側に存在するように設けられている。２つの短絡防止穴７
６１が第１ビアホール７９３ｑ周りの短絡防止穴７６１の左端から第２ビアホール７９３
ｒ周りの短絡防止穴７６１の右端までの距離を広く保つ態様で設けられているため、短絡
防止穴７６１の上に溜まる溶融半田の重心が隣接するビアホール７９３ｑ，７９３ｒとは
反対の方向に位置する態様とすることができる。
【１０４８】
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　これにより、第１ビアホール７９３ｑが搬送方向の後端に位置することとなった場合に
第１ビアホール７９３ｑ周辺の溶融半田が隣接する第２ビアホール７９３ｒの方向に移動
しにくい環境とすることができるとともに、第２ビアホール７９３ｒが搬送方向の後端に
位置することとなった場合に第２ビアホール７９３ｒ周辺の溶融半田が隣接する第１ビア
ホール７９３ｑの方向に移動しにくい環境とすることができ、半田ブリッジ７５１の発生
が抑制されている。
【１０４９】
　＜主側ＣＰＵ６３にて各種抽選を行うための電気的構成＞
　次に、主側ＣＰＵ６３（図５）において、当たり抽選を実行するための電気的な構成に
ついて説明する。当該当たり抽選には、第１作動口９３８（図１０２）又は第２作動口９
３９（図１０２）への入賞が発生したことに基づいて取得される保留情報が利用される。
【１０５０】
　主側ＣＰＵ６３は、上記第１の実施形態の図６において既に説明した抽選用カウンタエ
リア６５ｂに、当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、リーチ乱数カウン
タＣ３、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ、変動種別カウンタＣＳ、普電役物開放カウンタＣ
４を備えている。また、主側ＣＰＵ６３は、普電保留エリア６５ｃを備えているとともに
、保留格納エリア６５ａに、実行エリアＡＥに加えて、第１作動口９３８に対応する保留
用エリアＲＥとして第１特図保留エリア（図示略）を備えているとともに、第２作動口９
３９に対応する保留用エリアＲＥとして第２特図保留エリア（図示略）を備えている。本
実施形態では、以下において保留格納エリア６５ａ（図６）における実行エリアＡＥ（図
６）を特図用の実行エリアＡＥと記載する。
【１０５１】
　第１特図保留エリアは図示しない第１特図用第１エリア、第１特図用第２エリア、第１
特図用第３エリア及び第１特図用第４エリアを備えており、第１作動口９３８への入賞が
発生した場合に、第１作動口９３８への入賞履歴に合わせて、当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各数値情報が特図側の保留情報
として、いずれかのエリアに格納される。
【１０５２】
　この場合、第１特図用第１エリア～第１特図用第４エリアには、第１作動口９３８への
入賞が複数回連続して発生した場合に、第１特図用第１エリア→第１特図用第２エリア→
第１特図用第３エリア→第１特図用第４エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されて
いく。このように４つのエリアが設けられていることにより、第１作動口９３８への遊技
球Ｂ１（図５３（ａ））の入賞履歴が最大４個まで保留記憶されるようになっている。
【１０５３】
　なお、第１特図保留エリアにおいて保留記憶可能な数は、４個に限定されることはなく
任意であり、２個、３個又は５個以上といったように他の複数であってもよく、単数であ
ってもよい。
【１０５４】
　第２特図保留エリアは図示しない第２特図用第１エリア、第２特図用第２エリア、第２
特図用第３エリア及び第２特図用第４エリアを備えており、第２作動口９３９への入賞が
発生した場合に、第２作動口９３９への入賞履歴に合わせて、当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各数値情報が特図側の保留情報
として、いずれかのエリアに格納される。
【１０５５】
　この場合、第２特図用第１エリア～第２特図用第４エリアには、第２作動口９３９への
入賞が複数回連続して発生した場合に、第２特図用第１エリア→第２特図用第２エリア→
第２特図用第３エリア→第２特図用第４エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されて
いく。このように４つのエリアが設けられていることにより、第２作動口９３９への遊技
球Ｂ１の入賞履歴が最大４個まで保留記憶されるようになっている。
【１０５６】
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　なお、第２特図保留エリアにおいて保留記憶可能な数は、４個に限定されることはなく
任意であり、２個、３個又は５個以上といったように他の複数であってもよく、単数であ
ってもよい。
【１０５７】
　特図用の実行エリアＡＥは、いずれかの特図表示部９３２ａ，９３２ｂにて変動表示を
開始する際に、特図用の当否判定や振分判定などを行う対象の保留情報が格納されるエリ
アである。具体的には、第１特図表示部９３２ａの変動表示を開始する際には、第１特図
保留エリアの第１特図用第１エリアに格納された保留情報が特図用の実行エリアＡＥに移
動される。一方、第２特図表示部９３２ｂの変動表示を開始する際には、第２特図保留エ
リアの第２特図用第１エリアに格納された保留情報が特図用の実行エリアＡＥに移動され
る。
【１０５８】
　次に、第１特図保留エリア又は第２特図保留エリアに格納された当たり乱数カウンタＣ
１の値を利用して行われる当否判定について説明する。
【１０５９】
　当否判定に際して当選となる乱数の値は、主側ＲＯＭ６４（図５）に当否テーブルとし
て記憶されている。当否テーブルには、当否結果として、大当たり結果と、小当たり結果
と、外れ結果とが設定されている。大当たり結果は、特電入賞装置３２が開閉制御される
開閉実行モードへの移行契機となるとともに、当否抽選モード及びサポートモードの少な
くとも一方の移行契機となり得る当否結果である。小当たり結果は、特電入賞装置３２が
開閉制御される開閉実行モードへの移行契機となる一方、当否抽選モード及びサポートモ
ードの両方について移行契機とならない当否結果である。外れ結果は、開閉実行モードへ
の移行契機とならずに、さらに当否抽選モード及びサポートモードについても移行契機と
ならない当否結果である。
【１０６０】
　本実施形態において、主側ＲＯＭ６４（図５）に記憶されている当否テーブルとしては
、第１作動口９３８への入賞に基づき取得された保留情報の当否判定に際して使用される
第１特図用の当否テーブルと、第２作動口９３９への入賞に基づき取得された保留情報の
当否判定に際して使用される第２特図用の当否テーブルと、が設定されている。さらに、
第１特図用の当否テーブルには、低確当否テーブルと高確当否テーブルとが存在しており
、同様に、第２特図用の当否テーブルにも、低確当否テーブルと高確当否テーブルとが存
在している。つまり、本実施形態のパチンコ機１０は、第１作動口９３８への入賞に基づ
き取得された保留情報と、第２作動口９３９への入賞に基づき取得された保留情報とで、
異なる当否テーブルが参照されるとともに、いずれの場合であっても、当否抽選における
抽選モードとして低確率モードと高確率モードとが存在している。
【１０６１】
　各当否テーブルについて具体的に説明すると、第１特図用の低確当否テーブルは、大当
たり結果となる乱数の値は２個（例えば「５」、「３０５」）であり、小当たり結果とな
る乱数の値は３個（例えば「５５」、「３５５」、「５５５」）である。そして、それ以
外が、外れ結果となる乱数の値である。
【１０６２】
　第１特図用の高確当否テーブルは、大当たり結果となる乱数の値の数は第１特図用の低
確当否テーブルの場合よりも多く設定されており、具体的には２０個である（例えば「５
」、「３４」、「６５」、「１３０」、「１６３」、「１９２」、「２２０」、「２４５
」、「２７６」、「３０５」、「３３４」、「３６５」、「３９２」、「４２０」、「４
７０」、「４９５」、「５２０」、「５５８」、「５７５」、「５９９」）。この場合、
低確率モードである状況において大当たり当選となる当たり乱数カウンタＣ１の値群は、
高確率モードである状況において大当たり当選となる当たり乱数カウンタＣ１の値群に含
まれている。一方、小当たり結果となる乱数の値は、第１特図用の低確当否テーブルの場
合と同一である。
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【１０６３】
　第２特図用の低確当否テーブルは、大当たり結果となる乱数の値は、第１特図用の低確
当否テーブルの場合と同一である。一方、小当たり結果となる乱数の値の数は第１特図用
の低確当否テーブルの場合よりも多く設定されており、具体的には４０個である（例えば
「３」、「８」、「３１」、「３７」、「５５」、「６８」、「１２７」、「１３３」、
「１６０」、「１６６」、「１８９」、「１９５」、「２１７」、「２２３」、「２４２
」、「２４８」、「２７３」、「２７９」、「３０２」、「３０８」、「３３１」、「３
３７」、「３５５」、「３６８」、「３８９」、「３９５」、「４１７」、「４２３」、
「４６７」、「４７３」、「４９２」、「４９８」、「５１７」、「５２３」、「５５５
」、「５６１」、「５７２」、「５７８」、「５９６」「５９８」）。なお、小当たり結
果となる乱数の値の数は第１特図用の低確当否テーブルの場合と同一である構成としても
よく、第１特図用の低確当否テーブルの場合よりも少なく設定されている構成としてもよ
い。
【１０６４】
　第２特図用の高確当否テーブルは、大当たり結果となる乱数の値は、第１特図用の高確
当否テーブルの場合と同一である。しがって、当該大当たり結果となる乱数の値の数は、
第２特図用の低確当否テーブルの場合よりも多い数となる。一方、小当たり結果となる乱
数の値は第２特図用の低確当否テーブルの場合と同一である。
【１０６５】
　なお、低確率モードよりも高確率モードの方が大当たり結果となる確率が高くなるので
あれば、上記当選となる乱数の数及び値は任意であり、また低確率モードである状況にお
いて大当たり結果となる当たり乱数カウンタＣ１の値群が、高確率モードである状況にお
いて大当たり当選となる当たり乱数カウンタＣ１の値群に一部のみが含まれている構成と
してもよく、含まれていない構成としてもよい。
【１０６６】
　次に、第１特図保留エリア又は第２特図保留エリアに格納された大当たり種別カウンタ
Ｃ２の値を利用して行われる振分判定について説明する。
【１０６７】
　本実施形態におけるパチンコ機１０には、開閉実行モードが開始されてから終了される
までの間における特電入賞装置３２（図１０２）への入賞の発生頻度が相対的に高低とな
るように、上記第１の実施形態において既に説明した高頻度入賞モードと低頻度入賞モー
ドとが設定されている。
【１０６８】
　高頻度入賞モード及び低頻度入賞モードにおける特電入賞装置３２の開閉回数、ラウン
ド遊技の回数、１回の開放に対する開放継続時間及び１回のラウンド遊技における上限個
数は、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも、開閉実行モードが開始されてか
ら終了するまでの間における特電入賞装置３２への入賞の発生頻度が高くなるように設定
されている。
【１０６９】
　大当たり種別カウンタＣ２に対する大当たり結果の種類の振分先は、主側ＲＯＭ６４（
図５）に振分テーブルとして記憶されている。振分テーブルには、大当たり結果の種類と
して、上記第１の実施形態において既に説明した低確大当たり結果及び最有利大当たり結
果に加えて、非明示高確大当たり結果及び明示高確大当たり結果が設定されている。
【１０７０】
　非明示高確大当たり結果は、開閉実行モードが低頻度入賞モードとなり、さらに開閉実
行モードの終了後には、開閉実行モード移行前の当否抽選モードがいずれであっても高確
率モードとなる大当たり結果である。この高確率モードは、次に大当たり結果となり、そ
れによる開閉実行モードに移行するまでは少なくとも継続する。また、サポートモードは
開閉実行モード移行前のモードが高頻度サポートモードであれば高頻度サポートモードと
なる一方、開閉実行モード移行前のモードが低頻度サポートモードであれば低頻度サポー
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トモードとなる。このサポートモードは、次に大当たり結果となり、それによる開閉実行
モードに移行するまでは少なくとも継続する。
【１０７１】
　明示高確大当たり結果は、開閉実行モードが低頻度入賞モードとなり、さらに開閉実行
モードの終了後には、開閉実行モード移行前の当否抽選モードがいずれであっても高確率
モードとなるとともに、開閉実行モード移行前のサポートモードがいずれであっても高頻
度サポートモードとなる大当たり結果である。これら高確率モード及び高頻度サポートモ
ードは、次に大当たり結果となり、それによる開閉実行モードに移行するまでは少なくと
も継続する。
【１０７２】
　本実施形態の主側ＲＯＭ６４には、振分テーブルとして、第１作動口９３８への入賞に
基づき取得された保留情報の振分判定に際して使用される第１特図用の振分テーブルと、
第２作動口９３９への入賞に基づき取得された保留情報の振分判定に際して使用される第
２特図用の振分テーブルと、が設定されている。
【１０７３】
　各振分テーブルについて具体的に説明すると、第１特図用の振分テーブルは、振分対象
となる大当たり結果の種類として、低確大当たり結果と、非明示高確大当たり結果と、明
示高確大当たり結果と、最有利大当たり結果との全てが設定されている。当該第１特図用
の振分テーブルでは、「０～２９」の大当たり種別カウンタＣ２のうち、「０～９」が低
確大当たり結果に対応しており、「１０～１４」が非明示高確大当たり結果に対応してお
り、「１５～１９」が明示高確大当たり結果に対応しており、「２０～２９」が最有利大
当たり結果に対応している。当該第１特図用の振分テーブルの場合、大当たり当選となっ
た場合に、低確大当たり結果となる確率は１／３であり、非明示高確大当たり結果、明示
高確大当たり結果及び最有利大当たり結果といった高確大当たり結果となる確率は２／３
である。また、開閉実行モードにおいて高頻度入賞モードとなる確率は２／３であり、低
頻度入賞モードとなる確率は１／３である。
【１０７４】
　一方、第２特図用の振分テーブルは、振分対象となる大当たり結果の種類として、低確
大当たり結果及び最有利大当たり結果のみが設定されており、非明示高確大当たり結果及
び明示高確大当たり結果が設定されていない。当該第２特図用の振分テーブルでは、「０
～２９」の大当たり種別カウンタＣ２のうち、「０～９」が低確大当たり結果に対応して
おり、「１０～２９」が最有利大当たり結果に対応している。当該第２特図用の振分テー
ブルの場合、大当たり当選となった場合に、低確大当たり結果となる確率は１／３であり
、最有利大当たり結果となる確率は２／３である。また、開閉実行モードは、常に高頻度
入賞モードとなる。
【１０７５】
　つまり、第１特図用の振分テーブルと第２特図用の振分テーブルとでは、大当たり当選
となった場合において開閉実行モード後に高確率モードとなる確率が同一である。その一
方、開閉実行モードにおいて高頻度入賞モードとなる確率は第２特図用の振分テーブルの
方が第１特図用の振分テーブルよりも高い。より詳細には、第１特図用の振分テーブルで
は低頻度入賞モードとなり得るのに対して、第２特図用の振分テーブルでは低頻度入賞モ
ードとなり得ない。したがって、大当たり当選となった場合に選択され得る大当たり結果
の種類としては、第１作動口９３８への入賞が発生して当たり抽選が行われる場合よりも
、第２作動口９３９への入賞が発生して当たり抽選が行われる場合の方が遊技者にとって
有利である。
【１０７６】
　＜特図特電制御処理＞
　次に、遊技回の実行制御及び開閉実行モードの実行制御を行うために実行される本実施
形態の特図特電制御処理において、上記第１の実施形態の特図特電制御処理（第１の実施
形態のタイマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１３の処理）とは相違する点につ
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いて説明する。
【１０７７】
　先ず本実施形態の特図特電制御処理における特図側の保留情報の取得処理について説明
する。当該取得処理では、第１作動口９３８への遊技球Ｂ１（図５３（ａ））の入賞が発
生している場合に、第１特図保留エリアに記憶されている保留情報の数を読み出し、その
保留情報の数が上限値（具体的には「４」）未満である場合に、当たり乱数カウンタＣ１
（図６）、大当たり種別カウンタＣ２（図６）及びリーチ乱数カウンタＣ３（図６）の各
値を、第１特図保留エリアのうち保留情報が記憶されていない最上位側のエリアに記憶す
る。また、当該取得処理では、第２作動口９３９への遊技球Ｂ１の入賞が発生している場
合に、第２特図保留エリアに記憶されている保留情報の数を読み出し、その保留情報の数
が上限値（具体的には「４」）未満である場合に、当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種
別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値を、第１特図保留エリアのうち保留情
報が記憶されていない最上位側のエリアに記憶する。
【１０７８】
　当該取得処理では、第１特図保留エリアについての保留情報又は第２特図保留エリアに
ついての保留情報を取得した場合には、保留コマンドを音声発光制御装置８１（図５）に
送信する。音声発光制御装置８１では、受信した保留コマンドに対応したコマンドを表示
制御装置８２（図５）に送信する。表示制御装置８２では、保留コマンドを受信すること
で、図柄表示装置４１（図１０２）における保留情報の数の表示を保留個数の増加に対応
させて変更させる。この場合、当該保留コマンドには、第１特図保留エリア及び第２特図
保留エリアのうちいずれの保留情報が増加したのかを示す情報が含まれているため、図柄
表示装置４１では、増加した側に対応した保留個数の表示が変更される。
【１０７９】
　また、上記のように保留情報の数が増加した場合には、タイマ割込み処理（図８）にお
けるステップＳ２１５の表示制御処理にて、第１特図保留表示部９３２ｃ（図１０２）及
び第２特図保留表示部９３２ｄ（図１０２）のうち保留個数の増加に対応した側に対して
、保留個数の増加に対応した表示内容に変更されるように表示制御が行われる。
【１０８０】
　本実施形態の特図特電制御処理には、上述した特図側の保留情報の取得処理の他に、遊
技回用の演出を制御するための処理と、開閉実行モードを制御するための処理と、が含ま
れている。遊技回用の演出を制御するための処理として、遊技回用の演出を開始させるた
めの処理である特図変動開始処理と、遊技回用の演出を進行させるための処理と、遊技回
用の演出を終了させるための処理と、が設定されている。
【１０８１】
　また、開閉実行モードを制御するための処理として、開閉実行モードのオープニングを
制御するための処理と、特電入賞装置３２（図１０２）の開放中の状態を制御するための
処理と、特電入賞装置３２の閉鎖中の状態を制御するための処理と、開閉実行モードのエ
ンディング及び開閉実行モード終了時の遊技状態の移行を制御するための処理と、が設定
されている。
【１０８２】
　主側ＲＡＭ６５（図５）は、上記複数種類の処理のうちいずれを実行すべきであるかを
主側ＣＰＵ６３（図５）にて把握するためのカウンタとして特図特電カウンタを備えてい
る。また、主側ＲＯＭ６４（図５）は、上記複数種類の処理を実行するためのプログラム
の開始アドレスが設定されている特図特電アドレステーブルを備えている。
【１０８３】
　特図特電カウンタは、現状格納されている数値情報に対応した処理を終了した場合に当
該数値情報を更新すべき条件が成立していることを契機として、その次の処理回における
特図特電制御処理にて実行される処理に対応させて、１加算、１減算又は「０」クリアさ
れる。各処理回における特図特電制御処理では、特図特電カウンタにセットされている数
値情報に応じた処理が実行される。



(178) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

【１０８４】
　次に、本実施形態の特図特電制御処理にて実行される特図変動開始処理について説明す
る。特図変動開始処理は、当否判定処理、振分判定処理、及びリーチ判定処理を含んでい
る。当否判定処理は、遊技回中及び開閉実行モード中ではなく且つ保留情報が記憶されて
いることを条件に実行される。
【１０８５】
　先ず第１特図保留エリア及び第２特図保留エリアの保留情報の合計個数である共通保留
数が１以上であるか否かを判定する。共通保留数が１未満である場合には、第１特図保留
エリア及び第２特図保留エリアに保留情報が記憶されていないことを意味するため、当否
判定処理及び振分判定処理は実行されない。一方、共通保留数が１以上である場合には、
データ設定処理を実行する。
【１０８６】
　データ設定処理では、先ず第２特図保留エリアの保留個数が「０」であるか否かを判定
する。第２特図保留エリアの保留個数が「０」である場合には第１特図用のデータ設定処
理を実行し、第２特図保留エリアの保留個数が「０」ではない場合には第２特図用のデー
タ設定処理を実行する。
【１０８７】
　ここで、データ設定処理が実行される場合とは、既に説明したように、共通保留数が１
以上である場合である。この場合に、データ設定処理では、第２特図保留エリアの保留個
数が「０」であるか否かを判定し、「０」でない場合、すなわち第２特図表示部９３２ｂ
について変動表示用の保留情報が記憶されている場合には、第１特図保留エリアの保留個
数が１以上であるか否かに関係なく、第２特図保留エリアに記憶されているデータを変動
表示用として設定するようにした。これにより、第１特図保留エリア及び第２特図保留エ
リアの両方に保留情報が記憶されている場合には、第２作動口９３９に対応した第２特図
保留エリアに記憶されている保留情報が遊技回の開始対象として優先されることとなる。
【１０８８】
　第１特図用のデータ設定処理では、先ず第１特図保留エリアの第１特図用第１エリアに
格納されたデータを特図用の実行エリアＡＥ（図６）に移動する。その後、第１特図保留
エリアの記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフ
ト処理は、第１特図用第１エリア～第１特図用第４エリアに格納されているデータを下位
エリア側に順にシフトさせる処理である。
【１０８９】
　その後、主側ＲＡＭ６５（図５）に設けられた第２特図フラグを「０」クリアする。第
２特図フラグは、今回の変動表示の開始が第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部９
３２ｂのいずれであるかを特定するためのフラグである。そして、第１特図保留エリアの
データのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置８１（図５）
に認識させるための情報であるシフト時コマンドを出力して、本データ設定処理を終了す
る。音声発光制御装置８１では、受信したシフト時コマンドに対応したコマンドを表示制
御装置８２（図５）に送信することで、図柄表示装置４１における第１特図保留エリアに
対応した保留情報の数の表示を保留個数の減少に対応させて変更させる。
【１０９０】
　また、上記のように第１特図保留エリアにおける保留情報の数が減少した場合には、タ
イマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１５の表示制御処理にて、第１特図保留表
示部９３２ｃに対して、保留個数の減少に対応した表示内容に変更されるように表示制御
が行われる。
【１０９１】
　第２特図用のデータ設定処理では、先ず第２特図保留エリアの第２特図用第１エリアに
格納されたデータを特図用の実行エリアＡＥ（図６）に移動する。その後、第２特図保留
エリアの記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフ
ト処理は、第２特図用第１エリア～第２特図用第４エリアに格納されているデータを下位
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エリア側に順にシフトさせる処理である。
【１０９２】
　その後、主側ＲＡＭ６５に設けられた第２特図フラグに「１」をセットする。そして、
第２特図保留エリアのデータのシフトが行われたことを音声発光制御装置８１に認識させ
るための情報であるシフト時コマンドを出力して、本データ設定処理を終了する。音声発
光制御装置８１では、受信したシフト時コマンドに対応したコマンドを表示制御装置８２
に送信することで、図柄表示装置４１における第２特図保留エリアに対応した保留情報の
数の表示を保留個数の減少に対応させて変更させる。
【１０９３】
　また、上記のように第２特図保留エリアにおける保留情報の数が減少した場合には、タ
イマ割込み処理（図８）におけるステップＳ２１５の表示制御処理にて、第２特図保留表
示部９３２ｄに対して、保留個数の減少に対応した表示内容に変更されるように表示制御
が行われる。
【１０９４】
　データ設定処理の実行後は、当否判定処理を実行する。当否判定処理では、主側ＲＡＭ
６５の第２特図フラグに「１」がセットされているか否かを判定することで、今回の遊技
回が第１特図保留エリア及び第２特図保留エリアのいずれの保留情報に対応したものであ
るかを判定する。また、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。そして
、これら判定結果に対応した当否テーブルを、第１特図用の低確当否テーブル、第１特図
用の高確当否テーブル、第２特図用の低確当否テーブル、及び第２特図用の高確当否テー
ブルの中から選択する。当該当否テーブルの選択を行った後は、特図用の実行エリアＡＥ
（図６）に格納された保留情報のうち当否判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタＣ
１から取得した数値情報が、上記選択した当否テーブルにおいて大当たり結果として設定
されている数値情報のいずれかと一致しているか否かを判定する。また、大当たり結果と
して設定されている数値情報と一致していない場合には、上記選択した当否テーブルにお
いて小当たり結果として設定されている数値情報のいずれかと一致しているか否かを判定
する。
【１０９５】
　当否判定処理の結果が大当たり結果である場合には、振分判定処理を実行する。振分判
定処理では、主側ＲＡＭ６５の第２特図フラグに「１」がセットされているか否かを判定
することで、今回の遊技回が第１特図保留エリア及び第２特図保留エリアのいずれの保留
情報に対応したものであるかを判定する。そして、当該判定結果に対応した振分テーブル
を、第１特図用の振分テーブル、及び第２特図用の振分テーブルの中から選択する。当該
振分テーブルの選択を行った後は、特図用の実行エリアＡＥ（図６）に格納された保留情
報のうち振分判定用の情報、すなわち大当たり種別カウンタＣ２から取得した数値情報が
、上記選択した振分テーブルにおいていずれの種類の大当たり結果に対応しているのかを
把握する。具体的には、第１特図用の振分テーブルが選択された場合には、低確大当たり
結果、非明示高確大当たり結果、明示高確大当たり結果及び最有利大当たり結果のうちい
ずれの大当たり結果に対応しているのかを把握する。また、第２特図用の振分テーブルが
選択された場合には、低確大当たり結果及び最有利大当たり結果のうちいずれの大当たり
結果に対応しているのかを把握する。
【１０９６】
　その後、今回特定した大当たり結果の種類に応じたフラグを主側ＲＡＭ６５（図５）に
セットする処理を実行する。具体的には、低確大当たり結果であることを特定した場合に
は低確フラグに「１」をセットし、非明示高確大当たり結果であることを特定した場合に
は非明示フラグに「１」をセットし、明示高確大当たり結果であることを特定した場合に
は明示フラグに「１」をセットし、最有利大当たり結果であることを特定した場合には最
有利フラグに「１」をセットする。なお、以下の説明において、各種大当たり結果である
か否かの判定は、主側ＲＡＭ６５に対応するフラグがセットされているか否かを判定する
ことにより行われる。
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【１０９７】
　その後、大当たり結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、今回の遊技回に
おいて第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部９３２ｂに最終的に停止表示させる絵
柄の態様の情報を、主側ＲＯＭ６４（図５）に予め記憶されている大当たり結果用の停止
結果テーブルから特定し、その特定した情報を主側ＲＡＭ６５に記憶する。この大当たり
結果用の停止結果テーブルには、第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部９３２ｂに
停止表示される絵柄の態様の種類が、大当たり結果の種類毎に相違させて設定されており
、特定した大当たり結果の種類に応じた絵柄の態様の情報を主側ＲＡＭ６５に記憶する。
【１０９８】
　なお、停止表示される絵柄の種類の情報は、大当たり種別カウンタＣ２の値に応じて定
められる。この場合、各大当たり結果に１対１で対応させて絵柄の態様が設定されていて
もよく、各大当たり結果に対して複数種類の絵柄の態様が設定されていてもよい。
【１０９９】
　一方、大当たり結果ではないと判定した場合には、当否判定処理の結果が小当たり結果
であるか否かを判定する。小当たり結果である場合には、主側ＲＡＭ６５に設けられた小
当たりフラグに「１」をセットする。そして、小当たり結果用の停止結果設定処理を実行
する。具体的には、今回の遊技回において第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部９
３２ｂに最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、主側ＲＯＭ６４に予め記憶されて
いる小当たり結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を主側ＲＡＭ６５
に記憶する。この場合に選択される絵柄の態様の情報は、大当たり結果の場合に選択され
る絵柄の態様の情報とは異なっている。
【１１００】
　また、小当たり結果ではないと判定した場合には、外れ結果用の停止結果設定処理を実
行する。具体的には、今回の遊技回において第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部
９３２ｂに最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、主側ＲＯＭ６４に予め記憶され
ている外れ結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を主側ＲＡＭ６５に
記憶する。この場合に選択される絵柄の態様の情報は、大当たり結果の場合に選択される
絵柄の態様の情報及び小当たり結果の場合に選択される絵柄の態様の情報とは異なってい
る。
【１１０１】
　大当たり結果用の停止結果設定処理、小当たり結果用の停止結果設定処理、及び外れ結
果用の停止結果設定処理のいずれかの処理を実行した後は、表示継続時間の把握処理を実
行する。かかる処理では、変動種別カウンタＣＳの数値情報を取得する。また、今回の遊
技回において図柄表示装置４１にてリーチ表示が発生するか否かを判定する。具体的には
、今回の遊技回が最有利大当たり結果又は低確大当たり結果である場合には、リーチ表示
が発生すると判定する。また、いずれの大当たり結果でもなく、さらに特図用の実行エリ
アＡＥ（図６）に格納されているリーチ乱数カウンタＣ３の数値情報がリーチ発生に対応
した数値情報である場合には、リーチ表示が発生すると判定する。
【１１０２】
　リーチ表示が発生すると判定した場合には、主側ＲＯＭ６４に記憶されているリーチ発
生用表示継続時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタＣＳの数値情報に対応し
た表示継続時間情報を取得する。一方、リーチ表示が発生しないと判定した場合には、今
回の遊技回が明示高確大当たり結果、非明示高確大当たり結果及び小当たり結果のいずれ
かであるか否かを判定し、いずれかである場合にはその結果に対応した表示継続時間テー
ブルを主側ＲＯＭ６４から読み出し、今回の変動種別カウンタＣＳの数値情報に対応した
表示継続時間情報を取得する。この場合に、少なくとも第１特図保留エリアに保留記憶さ
れている保留情報を契機とした遊技回では、非明示高確大当たり結果及び小当たり結果の
うちいずれであるかを識別不可又は識別しづらい態様で図柄表示装置４１（図１０２）、
表示発光部５３（図１）、及びスピーカ部５４（図１）にて演出が実行されるように、表
示継続時間の選択が行われる。但し、非明示高確大当たり結果の場合と小当たり結果の場
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合とで参照される表示継続時間テーブルが異なっていることで、開閉実行モード後の当否
抽選モードが高確率モードであることの期待度が高い演出の選択率が両者の場合で相違さ
せることが可能となっており、具体的には当該期待度が高い演出は小当たり結果の場合よ
りも非明示高確大当たり結果の場合に発生し易くなっている。一方、リーチ表示が非発生
であり、さらに明示高確大当たり結果、非明示高確大当たり結果及び小当たり結果のいず
れでもない場合には、外れ用表示継続時間テーブルを主側ＲＯＭ６４から読み出し、今回
の変動種別カウンタＣＳの数値情報に対応した表示継続時間情報を取得する。
【１１０３】
　なお、外れ用表示継続時間テーブルが参照される場合の表示継続時間情報は、第１特図
保留エリアに記憶されている保留情報を契機とした遊技回であれば当該第１特図保留エリ
アに記憶されている保留情報の数が多くなるほど表示継続時間が短くなるように設定され
ており、第２特図保留エリアに記憶されている保留情報を契機とした遊技回であれば当該
第２特図保留エリアに記憶されている保留情報の数が多くなるほど表示継続時間が短くな
るように設定されている。また、サポートモードが高頻度サポートモードである状況にお
いては低頻度サポートモードである状況よりも、保留情報の数が同一である場合で比較し
て、短い表示継続時間が選択されるように外れ用表示継続時間テーブルが設定されている
。但し、これに限定されることはなく、保留情報の数やサポートモードに応じて表示継続
時間が変動しない構成としてもよく、上記の関係とは逆であってもよい。さらには、リー
チ発生時における表示継続時間に対して、上記構成を適用してもよい。
【１１０４】
　その後、把握した表示継続時間の情報を、特図特電タイマカウンタにセットする。当該
タイマカウンタにセットされた数値情報の更新は、主側ＣＰＵ６３のタイマ割込み処理（
図８）におけるステップＳ２１０のタイマ更新処理にて実行される。ちなみに、遊技回用
の演出として第１特図表示部９３２ａ又は第２特図表示部９３２ｂにおける絵柄の変動表
示と図柄表示装置４１における図柄の変動表示とが行われるが、これらの各変動表示が終
了される場合にはその遊技回の停止結果が表示された状態（図柄表示装置４１では有効ラ
イン上に所定の図柄の組合せが待機された状態）で最終停止時間に亘って最終停止表示さ
れる。この場合に、取得される表示継続時間は１遊技回分のトータル時間に対して最終停
止時間を差し引いた時間となっている。この点、表示継続時間を最終停止の前時間と換言
することもできる。
【１１０５】
　表示継続時間の情報を特図特電タイマカウンタにセットした後、変動用コマンド及び種
別コマンドを出力する。変動用コマンドには、表示継続時間の情報が含まれる。ここで、
上記のとおり外れ用表示継続時間テーブルを参照して取得される表示継続時間は、リーチ
発生用表示継続時間テーブルを参照して取得される表示継続時間と異なっているため、変
動用コマンドにリーチ発生の有無の情報が含まれていなかったとしても、音声発光制御装
置８１では表示継続時間の情報からリーチ発生の有無を特定することは可能である。この
点、変動用コマンドには、リーチ発生の有無を示す情報が含まれているとも言える。なお
、変動用コマンドにリーチ発生の有無を直接示す情報が含まれていてもよい。また、種別
コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。出力された変動用コマンド及び種別コマンド
は、サブ側の制御装置である音声発光制御装置８１にて受信される。
【１１０６】
　その後、第１特図表示部９３２ａ及び第２特図表示部９３２ｂのうち今回の遊技回の実
行対象側の表示部において、絵柄の変動表示を開始させる。そして、特図特電カウンタに
「１」を加算することにより、次回の特図特電制御処理において、遊技回用の演出を進行
させるための処理が実行される状態とする。
【１１０７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【１１０８】
　遊技盤９３１は、遊技者が操作ハンドルの回動量を調整することにより第１作動口９３
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８への入賞と第２作動口９３９への入賞とを別々に狙うことが可能な構成を有している。
また、各遊技回において、第２作動口９３９への入賞に基づいて取得された保留情報を用
いて行われる当たり抽選の方が、第１作動口９３８への入賞に基づいて取得された保留情
報を用いて行われる当たり抽選よりも遊技者に有利に設定されている。そして、各遊技回
の当否抽選においては第２作動口９３９への入賞に基づいて取得された保留情報が第１作
動口９３８への入賞に基づいて取得された保留情報よりも優先される構成である。つまり
、第１作動口９３８への入賞を狙う場合よりも第２作動口９３９への入賞を狙う場合に、
遊技者により良い結果を期待させる構成である。当該構成において、主制御基板６１のプ
リント配線板９５７は、第２作動口検知センサ９５２から延びる第２ハーネス９５２ａの
２極コネクタ９５４が装着される第２作動口用コネクタ９５６を備えており、プリント配
線板９５７において当該第２作動口用コネクタ９５６が有する２つのピン７８４ｓ，７８
４ｔの周りには短絡防止穴７６１が形成されている。このため、半田付け工程において、
第２作動口用コネクタ９５６の２つのピン７８４ｓ，７８４ｔの周りに付着する溶融半田
が合流して半田ブリッジが形成される可能性が抑制されている。これにより、第２作動口
検知センサ９５２の主制御基板６１との接続において接続不良が発生し、第２作動口９３
９への入賞が検知されない可能性が低減されている。遊技者が良い結果を期待して狙う第
２作動口９３９において、入賞が検知されない事態が発生する可能性を低減することによ
り、遊技者に大きな失望を与える可能性を低減することができる。
【１１０９】
　第１作動口検知センサ９５１及び第２作動口検知センサ９５２から延びる信号線９５８
を各作動口検知センサ９５１，９５２の単位で小分けにして束にし、主制御基板６１と接
続する構成である。このため、信号線９５８の束の間に隙間ができ、当該隙間から不正基
板を発見することが可能となる。
【１１１０】
　第１作動口検知センサ９５１から延びる第１ハーネス９５１ａと、第２作動口検知セン
サ９５２から延びる第２ハーネス９５２ａと、を主制御基板６１における別々の作動口用
コネクタ９５５，９５６に接続する構成である。不正基板が使用される場合を想定して、
不正基板を接続しなければならないコネクタの数を多く設定することにより、遊技ホール
において不正基板を使用しにくい構成とすることができる。
【１１１１】
　第１ハーネス９５１ａと当該第１ハーネス９５１ａが接続される第１作動口用コネクタ
９５５とが有している蛍光色は、第２ハーネス９５２ａと当該第２ハーネス９５２ａが接
続される第２作動口用コネクタ９５６とが有している蛍光色とは異なるものである。この
ため、第１作動口検知センサ９５１と第２作動口検知センサ９５２とを主制御基板６１に
接続する作業において、各ハーネス９５１ａ，９５２ａの接続先を色で識別することがで
き、当該ハーネス９５１ａ，９５２ａの接続先を誤るミスの発生を抑制することができる
。
【１１１２】
　プリント配線板９５７は、第１作動口検知センサ９５１から延びる第１ハーネス９５１
ａの２極コネクタ９５３が装着される第１作動口用コネクタ９５５を備えており、プリン
ト配線板９５７において当該第１作動口用コネクタ９５５の２つのピン７８４ｑ，７８４
ｒの周りには短絡防止穴７６１が形成されている。これにより、第１作動口検知センサ９
５１の主制御基板６１との接続において、半田ブリッジ７５１が形成されて短絡すること
を抑制することができる。
【１１１３】
　＜第２２の実施形態の別形態＞
　・上述した第２２の実施形態において、第１作動口用コネクタ９５５が４つのピン７８
４（図９１）を備えている構成としてもよい。例えば、第１作動口検知センサ９５１から
延びる２本の信号線９５８、及び主制御基板６１に接続される他の電子部品から延びる２
本の信号線が第１作動口用コネクタ９５５に接続される構成としてもよい。これにより、
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第１ハーネス９５１ａ及び第２ハーネス９５２ａの接続ミスが抑制されるという効果、遊
技ホールにおいて不正基板が使用しにくくなるという効果、及び第２作動口検知センサ９
５２と主制御基板６１との接続において半田ブリッジ７５１の形成が抑制されるという効
果を維持しながら、第１作動口検知センサ９５１を含む電子部品の主制御基板６１への接
続作業を容易にすることができる。また、例えば、第１作動口検知センサ９５１が４本の
信号線９５８を備えており、当該４本の信号線が４つのピン７８４を有する第１作動口用
コネクタ９５５に接続される構成としてもよい。第１作動口検知センサ９５１が有する信
号線９５８の数が２本に限定されない構成とすることにより、第１作動口検知センサ９５
１として利用可能なセンサの種類を増やし、設計の自由度を高めることができる。
【１１１４】
　・上述した第２２の実施形態において、第１ハーネス９５１ａを構成する２本の信号線
９５８のうち、一方だけが黄色の蛍光色を有しており、他方は蛍光色を有していない構成
としてもよい。また、第２ハーネス９５２ａを構成する２本の信号線９５８のうち、一方
だけが緑色の蛍光色を有しており、他方は蛍光色を有していない構成としてもよい。第１
ハーネス９５１ａを目視することにより、第１作動口用コネクタ９５５が有する色との関
係で第１ハーネス９５１ａの接続先が分かるとともに、第２ハーネス９５２ａを目視する
ことにより、第２作動口用コネクタ９５６が有する色との関係で第２ハーネス９５２ａの
接続先が分かる構成であることにより、第１ハーネス９５１ａ及び第２ハーネス９５２ａ
の接続ミスを抑制することができる。
【１１１５】
　・上述した第２２の実施形態の第２作動口用領域９６２において、半田ブリッジ７５１
の形成を防ぐための構成は短絡防止穴７６１に限られない。例えば、短絡防止穴７６１に
代えて、上記第２０の実施形態の図９９（ａ）において既に説明した分離型短絡防止穴８
７１を利用する構成としてもよい。当該構成について以下に説明する。
【１１１６】
　第２作動口用領域９６２（図１０３（ｂ））の第１ビアホール７９３ｓの周りには、上
記第２０の実施形態において既に説明した接合穴７６２（図９９（ａ））が形成されてお
り、当該接合穴７６２の右側には、上記第２０の実施形態において既に説明した分離型短
絡防止穴８７４（図９９（ａ））が設けられている。当該分離型短絡防止穴８７４は、第
１ビアホール７９３ｓ周りの接合穴７６２とは連続しておらず、縮幅部８７４ｂ（図９９
（ａ））が第１ビアホール７９３ｓの方向を向く態様で形成されている。このため、プリ
ント配線板９５７の半田付け工程において、第１ビアホール７９３ｓが搬送方向の後端に
位置することとなった場合に、第１ビアホール７９３ｓに挿通されているピン７８４ｓ（
図１０３（ｂ））の周りに付着する溶融半田が第２ビアホール７９３ｔの方向に移動して
半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されている。
【１１１７】
　第２作動口用領域９６２（図１０３（ｂ））の第２ビアホール７９３ｔの周りには、上
記第２０の実施形態において既に説明した接合穴７６２（図９９（ａ））が形成されてお
り、当該接合穴７６２の左側には、上記第２０の実施形態において既に説明した分離型短
絡防止穴８７１（図９９（ａ））が設けられている。当該分離型短絡防止穴８７１は、第
２ビアホール７９３ｔ周りの接合穴７６２とは連続しておらず、縮幅部８７１ｂ（図９９
（ａ））が第２ビアホール７９３ｔの方向を向く態様で形成されている。このため、プリ
ント配線板９５７の半田付け工程において、第２ビアホール７９３ｔが搬送方向の後端に
位置することとなった場合に、第２ビアホール７９３ｔに挿通されているピン７８４ｔ（
図１０３（ｂ））の周りに付着する溶融半田が第１ビアホール７９３ｓの方向に移動して
半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性が低減されている。
【１１１８】
　このように、第２作動口用領域９６２の２つのビアホール７９３ｓ，７９３ｔの周りに
分離型短絡防止穴８７１，８７４を設け、第２作動口検知センサ９５２と主制御基板６１
との接続において半田ブリッジ７５１が形成される可能性を低減することにより、第２作
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動口９３９への入賞が発生しても入賞が検知されず、大きな期待を持って第２作動口９３
９を狙った遊技者を失望させる可能性を低減することができる。
【１１１９】
　また、第２作動口用領域９６２の２つのビアホール７９３ｓ，７９３ｔと同様に、第１
作動口用領域９６１（図１０３（ｂ））の２つのビアホール７９３ｑ，７９３ｒ（図１０
３（ｂ））の周りに分離型短絡防止穴８７１，８７４（図９９（ａ））を設けることによ
り、第１作動口検知センサ９５１（図１０３（ｂ））と主制御基板６１（図１０３（ｂ）
）との接続において、半田ブリッジ７５１（図９５（ｃ））が形成される可能性を低減す
ることができる。
【１１２０】
　＜他の実施形態＞
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で
種々の変形改良が可能である。例えば以下のように変更してもよい。ちなみに、以下の別
形態の構成を、上記実施形態の構成に対して、個別に適用してもよく、組合せて適用して
もよい。
【１１２１】
　（１）上記各実施形態ではアウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１
作動口３３及び第２作動口３４の全てが履歴情報（又は入球履歴）の格納対象となる構成
としたが、これに限定されることはなく、アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装
置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４のうちの一部のみが履歴情報の格納対象とな
っている構成としてもよい。例えば、一般入賞口３１、特電入賞装置３２及び第２作動口
３４のみが履歴情報の格納対象となっている構成としてもよく、一般入賞口３１のみが履
歴情報の格納対象となっている構成としていもよい。この場合であっても、履歴情報の格
納対象となっている入球部について所定の期間における遊技球の入球態様を把握すること
が可能となる。
【１１２２】
　（２）上記各実施形態では第１入賞口検知センサ４２ａ、第２入賞口検知センサ４３ａ
及び第３入賞口検知センサ４４ａのそれぞれに対応させて、遊技球の入球結果に対応する
情報を送信するための信号経路１１８ａ～１１８ｃが設定されている構成としたが、これ
に限定されることはなく、同一種類の入球部についての入球結果に対応する情報は、同一
種類の入球部が複数存在しているとともにそれに合わせて入球検知センサが複数存在して
いる構成であっても、１種類の情報として送信される構成としてもよい。これにより、主
側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信される情報の種類数を抑えることが可能となる。
【１１２３】
　（３）第１の実施形態などでは主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信される情報の
種類と各バッファ１２２ａ～１２２ｏとの対応関係を示す対応関係情報が、主側ＣＰＵ６
３から管理用ＩＣ６６に送信される構成としたが、これに限定されることはなく、対応関
係情報が管理用ＩＣ６６において予め記憶されている構成としてもよい。この場合、対応
関係情報を管理用ＩＣ６６に認識させるための処理を実行する必要がなくなるため、主側
ＣＰＵ６３の処理負荷を軽減することが可能となる。
【１１２４】
　（４）第１の実施形態などでは主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信される情報の
種類と各バッファ１２２ａ～１２２ｏとの対応関係を示す対応関係情報の主側ＣＰＵ６３
から管理用ＩＣ６６への送信が、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給開始時に行われる構
成としたが、これに限定されることはなく、例えば主側ＣＰＵ６３と管理用ＩＣ６６とを
双方向通信可能とし、管理用ＩＣ６６から対応関係情報の送信を要求する信号を受信した
場合に主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に対応関係情報が送信される構成としてもよい
。この場合、対応関係用メモリ１１６を不揮発性メモリとして設けるとともに読み書き両
用として利用する構成とし、パチンコ機１０の出荷後において主側ＣＰＵ６３から管理用
ＩＣ６６に提供された対応関係情報は主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止されたと
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しても対応関係用メモリ１１６に記憶保持される構成とする。これにより、対応関係情報
が送信される頻度を少なくすることが可能となる。
【１１２５】
　（５）第１の実施形態などでは主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信される情報の
種類と各バッファ１２２ａ～１２２ｏとの対応関係を示す対応関係情報の主側ＣＰＵ６３
から管理用ＩＣ６６への送信が、各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果の情報を送
信するための信号経路１１８ａ～１１８ｇを利用して行われる構成としたが、これに限定
されることはなく、対応関係情報を主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６に送信するための
専用の信号経路が設けられている構成としてもよい。これにより、管理用ＩＣ６６は、い
ずれの種類の情報を主側ＣＰＵ６３から受信しているのかを、その情報を受信するバッフ
ァ１２２ａ～１２２ｏの種類によって把握することが可能となる。
【１１２６】
　（６）第１の実施形態などでは主側ＣＰＵ６３から管理用ＩＣ６６には情報が送信され
る一方、管理用ＩＣ６６から主側ＣＰＵ６３に情報が送信されない構成としたが、これに
限定されることはなく、管理用ＩＣ６６から主側ＣＰＵ６３に情報が送信される構成とし
てもよい。例えば、履歴情報に基づいて管理側ＣＰＵ１１２にて算出された各種パラメー
タが主側ＣＰＵ６３に送信される構成としてもよい。この場合、主側ＣＰＵ６３はその受
信した各種パラメータの内容に対応する報知が行われるようにするために上記第１１の実
施形態と同様に報知手段の報知制御を直接的に実行する構成としてもよく、主側ＣＰＵ６
３がその受信した各種パラメータの内容に対応するコマンドを音声発光制御装置８１に送
信することで、表示発光部５３、スピーカ部５４及び図柄表示装置４１を利用して各種パ
ラメータの内容に対応する報知が実行されるようにする構成としてもよい。
【１１２７】
　（７）主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が開始された場合に、履歴用メモリ１１７に
記憶された履歴情報に基づいて主側ＣＰＵ６３又は管理側ＣＰＵ１１２にて各種パラメー
タが算出され、その算出した各種パラメータの内容が表示発光部５３、スピーカ部５４及
び図柄表示装置４１などを利用して報知される構成としてもよい。この場合、遊技ホール
の営業開始時に直前の営業日における遊技領域ＰＡの遊技球の入球態様が正常であったか
否かを確認することが可能となる。
【１１２８】
　（８）履歴用メモリ１１７に記憶された履歴情報に基づいて算出された各種パラメータ
が異常な結果である場合、禁止解除操作が行われるまでそのパチンコ機１０にて遊技を開
始することができない構成としてもよい。遊技を開始することができないようにする構成
としては、例えば遊技球の発射が禁止される構成としてもよく、各入球検知センサ４２ａ
～４９ａが無効化される構成としてもよく、第１作動口３３又は第２作動口３４への入賞
が発生したとしても当否判定処理が実行されない構成としてもよい。また、禁止解除操作
としては、ＲＡＭ消去スイッチがＯＮ操作された状態でパチンコ機１０の電源を再投入す
る操作としてもよく、遊技機本体１２を外枠１１に対して開放させた場合に操作可能とな
る操作手段の操作としてもよい。これにより、遊技領域ＰＡの遊技球の入球態様が異常な
態様である状況でそのまま遊技が行われてしまうことを阻止することが可能となる。
【１１２９】
　（９）入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果に対応する履歴情報が履歴用メモリ１
１７に記憶されるものの、その履歴情報を利用した各種パラメータの演算は主側ＣＰＵ６
３及び管理側ＣＰＵ１１２のいずれにおいても実行されない構成としてもよい。この場合
、読み取り用端子１０２に電気的に接続された読み取り装置にて履歴情報が読み取られ、
当該読み取り作業の作業者によってその読み取った履歴情報を利用した各種パラメータの
演算が実行される構成としてもよく、読み取り装置においてその読み取った履歴情報を利
用した各種パラメータの演算が実行される構成としてもよい。この場合、主側ＣＰＵ６３
及び管理側ＣＰＵ１１２の処理負荷を軽減することが可能となる。
【１１３０】
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　（１０）管理用ＩＣ６６が設けられておらず、上記各実施形態における履歴情報の記憶
処理を実行する機能及び各種パラメータを演算する機能を、主側ＣＰＵ６３が備えている
構成としてもよく、払出側ＣＰＵ９２が備えている構成としてもよく、音声発光制御装置
８１が備えている構成としてもよい。これら機能を払出側ＣＰＵ９２又は音声発光制御装
置８１が備えている場合、各入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果の情報がその機能
を備えている制御主体に対して主側ＣＰＵ６３から送信されることとなる。
【１１３１】
　（１１）管理用ＩＣ６６には主側ＣＰＵ６３とは別電源が設けられており、主側ＣＰＵ
６３への動作電力の供給が停止されたとしても、管理用ＩＣ６６において履歴情報を利用
した各種パラメータの演算や、履歴情報又は各種パラメータの情報出力を行うことが可能
な構成としてもよい。これにより、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停止されている
状況であっても、履歴情報や各種パラメータを読み取り装置にて読み取ることが可能とな
る。
【１１３２】
　（１２）主側ＲＯＭ６４からプログラムを読み取るために利用される読み取り用端子１
０２が、履歴情報又は各種パラメータを読み取り装置にて読み取るために利用される端子
として兼用される構成としたが、これに限定されることはなく、履歴情報又は各種パラメ
ータを読み取り装置にて読み取るために利用される端子が、主側ＲＯＭ６４からプログラ
ムを読み取るための読み取り用端子１０２とは別に設けられている構成としてもよい。こ
の場合、履歴情報又は各種パラメータを読み取るために利用される端子は、ＭＰＵ６２に
設けられていてもよく、主制御基板６１におけるＭＰＵ６２とは別の位置に設けられてい
る構成としてもよい。
【１１３３】
　（１３）上記各実施形態における対応関係用メモリ１１６、履歴用メモリ１１７及び演
算結果用メモリ１３１がフラッシュメモリなどの不揮発性記憶手段として設けられている
構成に限定されることはなく、例えばこれらメモリ１１６，１１７，１３１のいずれかが
情報の記憶保持に電力の供給を要する揮発性記憶手段として設けられており、そのメモリ
に対してバックアップ電力が供給されることで、主側ＣＰＵ６３への動作電力の供給が停
止されたとしても情報が記憶保持される構成としてもよい。この場合、そのメモリに対し
て専用のバックアップ電力装置が設けられている構成としてもよく、主側ＲＡＭ６５にバ
ックアップ電力を供給する電源・発射制御装置７８からそのメモリにバックアップ電力が
供給される構成としてもよい。
【１１３４】
　（１４）履歴情報を利用して各種パラメータが演算される構成に限定されることはなく
、履歴情報は記憶保持されることなく、各入球検知センサ４２ａ～４８ａのいずれかにて
遊技球が新たに検知される度に各種パラメータが演算されて更新されていく構成としても
よい。この場合、各種パラメータの演算頻度が高くなるものの、任意のタイミングで各種
パラメータを抽出することが可能となる。
【１１３５】
　（１５）管理用ＩＣ６６が汎用ＣＰＵとして管理側ＣＰＵ１１２を備え、管理側ＲＯＭ
１１３に記憶されたプログラム及びデータに基づき履歴情報の記憶処理や各種パラメータ
の演算処理を実行する構成に限定されることはなく、これら機能を有するように回路設計
されたハード回路が管理用ＩＣ６６に形成されている構成としてもよい。当該構成につい
て具体的には、例えば上記第１の実施形態であれば当該ハード回路は、主側ＣＰＵ６３か
らいずれかの検知センサ４２ａ～４８ａにて遊技球を検知したことを示す信号を受信した
場合、その信号を受信したバッファに対応する対応関係情報が対応関係用メモリ１１６か
ら履歴用メモリ１１７に記憶されるようにするとともに、その時点におけるＲＴＣ１１５
の情報が履歴用メモリ１１７に記憶されるようにする。また、例えば上記第９の実施形態
であれば当該ハード回路は、主側ＣＰＵ６３からいずれかの検知センサ４２ａ～４８ａに
て遊技球を検知したことを示す信号を受信した場合、その信号を受信したバッファに対応
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するカウンタの値が１加算されるようにする。また、当該ハード回路は、上記第１の実施
形態などにおける演算契機が発生した場合にはその時点における履歴情報を利用して各種
パラメータを演算する。また、当該ハード回路は、読み取り用端子１０２への外部出力契
機が発生した場合には、演算結果である各種パラメータを外部出力するとともに履歴情報
を外部出力する。
【１１３６】
　（１６）入球検知センサ４２ａ～４８ａの検知結果の情報が履歴情報として記憶される
構成に加えて又は代えて、開閉実行モードへの移行が発生したことが履歴情報として記憶
される構成としてもよく、開閉実行モードへの移行タイミング及び終了タイミングが履歴
情報として記憶される構成としてもよく、高頻度サポートモードへの移行が発生したこと
が履歴情報として記憶される構成としてもよく、所定の異常が発生したことが履歴情報と
して記憶される構成としてもよい。また、上記のような履歴情報を利用することにより開
閉実行モードへの移行確率が演算される構成としてもよく、高頻度サポートモードへの移
行確率が演算される構成としてもよく、所定の異常が発生する頻度が演算される構成とし
てもよい。そして、それら履歴情報や各種パラメータを読み取り装置により読み取り可能
である構成としてもよい。
【１１３７】
　（１７）主側ＣＰＵ６３と管理用ＩＣ６６とが別チップとして設けられている構成とし
てもよく、別基板として設けられている構成としてもよく、別の制御装置として設けられ
ている構成としてもよい。
【１１３８】
　（１８）上記第１の実施形態などにおいて、アウト口２４ａへの遊技球の入球に関して
はその入球個数が計測される一方、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３
及び第２作動口３４といった遊技球の賞球の払い出しや当否判定処理の契機となる特典契
機入球部への入球に関してはＲＴＣ情報を含む履歴情報が格納される構成としてもよい。
これにより、特典契機入球部への遊技球の入球履歴を抽出可能としながら、遊技球の総排
出個数に対する各特典契機入球部への遊技球の入球頻度を算出することが可能となる。
【１１３９】
　（１９）履歴情報として残す対象として上記各実施形態におけるもの以外のものが含ま
れている構成としてもよい。例えば、下皿５６ａが満タン状態となったこと、満タン状態
が開始されたタイミング及び満タン状態が解除されたタイミングの少なくともいずれかが
履歴情報として記憶される構成としてもよく、タンク７５が球無状態となったこと、球無
状態が開始されたタイミング及び球無状態が解除されたタイミングの少なくともいずれか
が履歴情報として記憶される構成としてもよく、払出装置７６が異常状態となったこと、
払出装置７６の異常状態が開始されたタイミング及び払出装置７６の異常状態が解除され
たタイミングの少なくともいずれかが履歴情報として記憶される構成としてもよい。この
場合、これら事象の発生頻度を把握することが可能となる。
【１１４０】
　（２０）上記第１の実施形態などでは管理側Ｉ／Ｆ１１１における入力ポート１２１の
第１６バッファ１２２ｐが出力指示信号に対応していることが管理用ＩＣ６６の設計段階
において予め設定されている構成としたが、これに限定されることはなく、第１６バッフ
ァ１２２ｐが出力指示信号に対応していることも、主側ＣＰＵ６３から種類識別コマンド
が送信されることにより、管理用ＩＣ６６にて認識される構成としてもよい。この場合、
各バッファ１２２ａ～１２２ｐとそれらバッファ１２２ａ～１２２ｐに入力される信号の
種類との対応関係を管理用ＩＣ６６に事前に設定しておく必要がなくなる。
【１１４１】
　（２１）前扉枠１４が開放状態である状況で発生した所定の入球部への遊技球の入球個
数が履歴情報として記憶されるとともに、その履歴情報を利用して把握した入球個数が読
み取り装置に外部出力される構成としてもよい。これにより、前扉枠１４が開放状態とな
っている状況において所定の入球部に入球した遊技球の個数を把握することが可能となり
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、不正の有無などを把握することが可能となる。また、前扉枠１４が開放状態である状況
で発生した所定の入球部への入球個数を所定の演算契機が発生した場合に演算し、その演
算した入球個数が異常な個数である場合には異常報知が実行されるようにしてもよい。こ
れにより、前扉枠１４を不正に開放して所定の入球部に遊技球を入球させる不正行為に対
処することが可能となる。
【１１４２】
　（２２）管理用ＩＣ６６は正常に動作している場合には主側ＣＰＵ６３に正常動作信号
を送信する構成としてもよい。この場合、管理用ＩＣ６６が正常に動作しているか否かを
主側ＣＰＵ６３にて監視することが可能となる。
【１１４３】
　（２３）上記第１の実施形態などにおいて管理側ＣＰＵ１１２にて第１～第１５バッフ
ァ１２２ａ～１２２ｏの確認処理を実行する順序が上記第１の実施形態などとは逆である
構成としてもよい。この場合、主側ＣＰＵ６３にて各信号の出力状態の変更処理を実行す
る順序と、管理側ＣＰＵ１１２にて各バッファ１２２ａ～１２２ｏの確認処理を実行する
順序とが一致することとなる。
【１１４４】
　（２４）読み取り用端子１０２を利用して主側ＲＯＭ６４に記憶された情報を外部出力
する場合、プログラム及びデータのうち一方を選択的に外部出力することが可能な構成と
してもよく、所定のプログラムのみを外部出力することが可能な構成としてもよい。この
場合、分析対象となる情報を読み取り装置にて選択的に読み取ることが可能となる。なお
、情報を選択的に外部出力する構成としては、主側ＣＰＵ６３は読み取り用端子１０２を
通じて読み取り装置から受信した選択情報から外部出力対象となる情報を選択し、その選
択した情報を外部出力する構成が考えられる。
【１１４５】
　（２５）主側ＲＯＭ６４に記憶されたプログラムを外部出力するための読み取り用端子
１０２を通じて外部出力する対象の別情報は履歴情報や各種パラメータに限定されること
はなく、例えば異常が発生した場合にはその異常発生の履歴情報を記憶しておき、その記
憶した履歴情報が読み取り用端子１０２を通じて外部出力される構成としてもよい。
【１１４６】
　（２６）アウト口２４ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第
２作動口３４のそれぞれに対して個別に検知センサ４２ａ～４８ａを設け、当該検知セン
サ４２ａ～４８ａにて検知した遊技球の個数を合計することで遊技領域ＰＡから排出され
た遊技球の合計個数を把握する構成としたが、これに限定されることはなく、例えば遊技
領域ＰＡから排出された全ての遊技球が１個ずつ通過することとなる通路領域を設けると
ともに当該通路領域を通過する遊技球を検知する排出検知センサを設ける構成としてもよ
い。この場合、当該排出検知センサの検知結果を利用することで遊技領域ＰＡから排出さ
れた遊技球の合計個数を把握することが可能となる。また、当該構成において上記各実施
形態と同様に、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３及び第２作動口３４
のそれぞれの遊技球の入球個数を検知するための検知センサ４２ａ～４７ａを設けること
により、遊技領域ＰＡから排出された遊技球の合計個数に対する各入球部に入球した遊技
球の個数の割合を演算することが可能となる。
【１１４７】
　（２７）主制御装置６０から送信されるコマンドに基づいて、音声発光制御装置８１に
より表示制御装置８２が制御される構成に代えて、主制御装置６０から送信されるコマン
ドに基づいて、表示制御装置８２が音声発光制御装置８１を制御する構成としてもよい。
また、音声発光制御装置８１と表示制御装置８２とが別々に設けられた構成に代えて、両
制御装置が一の制御装置として設けられた構成としてもよく、それら両制御装置のうち一
方の機能が主制御装置６０に集約されていてもよく、それら両制御装置の両機能が主制御
装置６０に集約されていてもよい。また、主制御装置６０から音声発光制御装置８１に送
信されるコマンドの構成や、音声発光制御装置８１から表示制御装置８２に送信されるコ
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マンドの構成も任意である。
【１１４８】
　（２８）上記各実施形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定
領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に
遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機
、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【１１４９】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組合せが成立していた場合にはメダルの払
い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【１１５０】
　また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも、本発明を適用できる。
【１１５１】
　スロットマシンや、パチンコ機とスロットマシンとが融合された遊技機に本発明を適用
する場合、例えばスタートレバーの操作に基づき１ゲームを開始する場合に実行された役
の抽選処理の結果を履歴情報として記憶し、その履歴情報を利用して各役の実際の当選確
率を演算する構成としてもよく、ボーナスゲームといった特別遊技状態への移行が発生し
た場合にそれを履歴情報としえ記憶し、その履歴情報を利用して特別遊技状態への実際の
移行確率を演算する構成としてもよく、消化された総ゲーム数に対する特別遊技状態の滞
在ゲーム数の割合を演算する構成としてもよい。そして、それら履歴情報や各種パラメー
タを読み取り装置にて読み取り可能としたり、各種パラメータの演算結果に対応する報知
が遊技機自身にて行われる構成としてもよい。
【１１５２】
　（２９）上記第１～第１２の実施形態の特徴的な構成を任意の組合せで相互に適用して
もよい。例えば、上記第１の実施形態の特徴的な構成と、上記第６の実施形態の特徴的な
構成と、上記第１２の実施形態の特徴的な構成とを組合せてもよく、上記第２の実施形態
の特徴的な構成と、上記第４の実施形態の特徴的な構成と、上記第８の実施形態の特徴的
な構成とを組合せてもよい。
【１１５３】
　（３０）上記第１３～第１６の実施形態において、遊技球Ｂ１の進路を２通りに振り分
ける釘２１３，２１４，２６２，３２２や台３５１は、一方の振分結果となる確率と他方
の振分結果となる確率との間に有意な差が出る態様で遊技球Ｂ１の進路を振り分ける構成
としてもよい。例えば、上記第１３の実施形態の第１左右振分釘２１３において第１振分
面２１７ａの面積が第２振分面２１８ａの面積よりも大きい構成とすることにより、遊技
領域ＰＡの奥側に位置する遊技球Ｂ１の全てと、手前側に位置する遊技球Ｂ１の一部とが
右側に振り分けられ、遊技領域ＰＡの手前側に位置する残りの遊技球Ｂ１のみが左側に振
り分けられる。このように第２振分面２１８ａよりも第１振分面２１７ａに当たりやすい
構成とすることにより、第１左右振分釘２１３と衝突する遊技球Ｂ１が作動口３３，３４
に入賞する確率を高め、第１左右振分釘２１３周りの遊技球Ｂ１の挙動に遊技者の注目を
集めることができる。
【１１５４】
　また、例えば、上記第１４の実施形態の前後振分釘２６２において、第１振分面２６４
ａの面積が第２振分面２６５ａの面積よりも大きい構成とすることにより、遊技領域ＰＡ
の奥側に位置する遊技球Ｂ１の全てと、手前側に位置する遊技球Ｂ１の一部とが奥側に振
り分けられ、遊技領域ＰＡの手前側に位置する残りの遊技球Ｂ１のみが手前側に振り分け
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られる。このように第２振分面２６５ａよりも第１振分面２６４ａに当たりやすい構成と
することにより、前後振分釘２６２と衝突する遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する
確率を高め、前後振分釘２６２周りの遊技球Ｂ１の挙動に遊技者の注目を集めることがで
きる。
【１１５５】
　また、例えば、上記第１５の実施形態の反発釘３２２において高反発部３３４ｄの長さ
が低反発部材３３３の長さよりも長い構成とすることにより、遊技領域ＰＡの奥側に位置
する遊技球Ｂ１の全てと、手前側に位置する遊技球Ｂ１の一部とが反発釘３２２と衝突し
て大きく跳ね返り、遊技領域ＰＡの手前側に位置する残りの遊技球Ｂ１のみが反発釘３２
２と衝突して小さく跳ね返る。このように低反発部材３３３よりも高反発部３３４ｄに当
たりやすい構成とすることにより、反発釘３２２と衝突する遊技球Ｂ１が作動口３３，３
４に入賞する確率を高め、反発釘３２２周りの遊技球Ｂ１の挙動に遊技者の注目を集める
ことができる。
【１１５６】
　また、例えば、上記第１６の実施形態の前後振分台３５１において第１下流面３７２の
面積が第２下流面３７３の面積よりも大きい構成とすることにより、遊技領域ＰＡの奥側
に位置する遊技球Ｂ１の全てと、手前側に位置する遊技球Ｂ１の一部とが奥側に振り分け
られ、遊技領域ＰＡの手前側に位置する残りの遊技球Ｂ１のみが手前側に振り分けられる
。このように第２下流面３７３よりも第１下流面３７２の上を転動しやすい構成とするこ
とにより、前後振分台３５１の上を転動する遊技球Ｂ１が作動口３３，３４に入賞する確
率を高め、前後振分台３５１周りの遊技球Ｂ１の挙動に遊技者の注目を集めることができ
る。
【１１５７】
　（３１）上記各実施形態の遊技盤は、合板に限られず、アクリル製の板であってもよい
。また、上記各実施形態において、遊技盤としてポリカーボネート製の板を利用してもよ
い。要は、遊技球Ｂ１が流下する遊技領域ＰＡを規定することが可能な板状の部材であれ
ばよい。ここで、遊技盤には、上記第１～第１２の実施形態における遊技盤２４（図３）
、第１３の実施形態における遊技盤２３３（図５０）、第１３の実施形態の別形態におけ
る遊技盤２３５（図５９）、遊技盤２３６（図６０）、遊技盤２３７（図６１（ｂ））、
遊技盤２３８（図６２（ｂ））、第１４の実施形態における遊技盤２６１（図６３）、第
１５の実施形態における遊技盤３２１（図６８）、第１６の実施形態における遊技盤３４
１（図７２）、第１６の実施形態の別形態における遊技盤３８１（図７５）、第１７の実
施形態における遊技盤４２１（図７８）、第１８の実施形態における遊技盤４５１（図８
２）、第１８の実施形態の別形態における遊技盤４５２（図８７（ａ））、第２２の実施
形態における遊技盤９３１（図１０２）が含まれる。
【１１５８】
　（３２）上記第１９～２２の実施形態における半田は、鉛やビスマスなどの低融点成分
や銀などを含む錫の合金からなる接続手段である。接続手段として鉛フリー半田（銅や亜
鉛などを含むとともに鉛を含まない錫の合金）を利用してもよい。また、接続手段として
、半田以外に、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、銀、インジウム、金、ビスマスなどの金属、又
はこれらの金属の合金を利用してもよい。接続手段は、溶融状態で電子部品やコネクタの
端子及び基板における接続用の領域に付着し、凝固することにより電子部品やコネクタを
基板に装着することができるものであればよい。当該接続手段を利用する場合に、基板に
おける接続用の領域の周りに短絡を防止するための穴を設けることにより、隣接する端子
周りの接続手段が連通して短絡回路が形成される可能性を低減することができる。ここで
、端子は、端子７７５及びピン７８４，７８４ａ～７８４ｔを含むものである。また、基
板における接続用の領域は、ビアホール７９３，７９３ａ～７９３ｔを含むものである。
当該接続用の領域は、基板を上下に貫通する貫通孔の他に、基板の途中位置まで形成され
ており基板を貫通していない穴も含むものである。また、短絡を防止する穴は、第１９の
実施形態における短絡防止穴７６１（図９２（ｂ））、第１９の実施形態の別形態におけ
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る傾斜短絡防止穴８６１（図９８（ａ））、第２０の実施形態における分離型短絡防止穴
８７１，８７４（図９９（ａ））、第２０の実施形態の別形態における分離型短絡防止穴
８７５～８７８，８８６，８８７（図１００（ａ）、３方向分離型短絡防止穴８８１，８
８４（図１００（ｂ））、第２１の実施形態における短絡防止穴群８９１～８９５，９２
１～９２５（図１０１）、第２２の実施形態における短絡防止穴７６１（図１０３（ｂ）
）、第２２の実施形態の別形態における分離型短絡防止穴８７１，８７４（図９９（ａ）
）を含むものである。
【１１５９】
　また、上記第１～２２の実施形態の特徴的な構成を所定の組合せで適用した構成に対し
て、上記別形態の構成を任意の組合せで適用してもよい。
【１１６０】
　＜上記各実施形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した各実施形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施形態において
対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定され
るものではない。
【１１６１】
　＜特徴Ａ群＞
　特徴Ａ１．遊技領域を流下する遊技球が入球可能な所定入球手段（アウト口２４ａ、一
般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４）と、
　当該所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する情報が特定記憶手段（主側
ＲＡＭ６５）に記憶されるようにする特定記憶実行手段（主側ＣＰＵ６３における入球検
知処理を実行する機能）と、
　前記所定入球手段に遊技球が入球したことに対応する情報が前記特定記憶手段に記憶さ
れていることに基づいて、遊技者に特典が付与されるようにするための処理を実行する特
典付与手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１７の処理を実行する機能、払出側Ｃ
ＰＵ９２におけるステップＳ４０８の処理を実行する機能）と、
を備えた遊技機において、
　前記所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する情報の記憶が所定記憶手段
（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の実施形態で
は主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにし、前記所定入球手段への遊技球の入球個数又は
入球頻度を当該遊技機又は遊技機外部の装置にて特定可能とする所定情報（第１～第８，
第１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測され
ている数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（第１～
第９，第１１～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行す
る機能、第１０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ
２３０５、ステップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ
２３２０及びステップＳ２３２３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする
遊技機。
【１１６２】
　特徴Ａ１によれば、所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する情報が特定
記憶手段に記憶され、当該情報が特定記憶手段に記憶されている場合に遊技者に特典が付
与される。これにより、遊技者は所定入球手段に遊技球が入球することを期待しながら遊
技を行うこととなる。当該構成において、所定入球手段に遊技球が入球した場合にはそれ
に対応する情報の記憶が所定記憶手段に対して実行され、所定入球手段への遊技球の入球
個数又は入球頻度を遊技機の制御手段又は遊技機外部の装置にて特定可能とする所定情報
が所定記憶手段にて記憶されることとなる。これにより、所定入球手段への遊技球の入球
個数又は入球頻度を管理するための情報を遊技機にて記憶保持することが可能となり、こ
の管理されている情報を利用することで所定入球手段への遊技球の入球態様の管理を適切
に行うことが可能となる。また、所定情報が遊技機自身にて記憶保持されることにより、
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所定情報への不正なアクセスや不正な改変を阻止することが可能となる。
【１１６３】
　特徴Ａ２．前記所定情報は、遊技者に特典を付与するための処理の実行契機とならない
ことを特徴とする特徴Ａ１に記載の遊技機。
【１１６４】
　特徴Ａ２によれば、所定情報が遊技者に特典を付与するための処理の実行契機とならな
いことにより、所定入球手段への遊技球の入球態様の管理を適切に行うことを目的とした
情報形態で所定情報を記憶保持することが可能となる。
【１１６５】
　特徴Ａ３．前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な特定入球手段（アウト口２４ａ
、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４）を備え、
　前記所定記憶実行手段は、前記特定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する
情報の記憶が前記所定記憶手段に実行されるようにし、前記特定入球手段への遊技球の入
球個数を当該遊技機の制御手段又は遊技機外部の装置にて特定可能とする特定情報（第１
～第８，第１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて
計測されている数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにすることを特徴とする
特徴Ａ１又はＡ２に記載の遊技機。
【１１６６】
　特徴Ａ３によれば、所定入球手段に対応する所定情報だけではなく特定入球手段に対応
する特定情報も所定記憶手段に記憶される。これにより、所定入球手段への遊技球の入球
態様の管理だけではなく特定入球手段への遊技球の入球態様の管理も行うことが可能とな
る。また、所定情報及び特定情報の両方を利用することにより、所定入球手段と特定入球
手段との間の入球頻度の割合なども管理することが可能となる。
【１１６７】
　特徴Ａ４．前記所定入球手段を含めて、入球した遊技球を前記遊技領域から排出させる
全ての入球手段が、遊技球の入球の発生に対応する情報の前記所定記憶手段への記憶対象
となる入球手段であることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ３のいずれか１に記載の遊技機。
【１１６８】
　特徴Ａ４によれば、遊技領域から遊技球を排出させる全ての入球手段が、所定記憶手段
に記憶された情報を利用した管理の対象となることにより、任意の入球手段についての入
球頻度を所定記憶手段に記憶されている情報を利用して管理することが可能となる。また
、遊技領域から排出される遊技球の個数に対する所定入球手段への遊技球の入球個数の割
合を、所定記憶手段に記憶されている情報を利用して管理することが可能となる。
【１１６９】
　特徴Ａ５．前記所定情報は、前記所定入球手段に遊技球が入球したタイミングに対応す
る情報を含んでいることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１１７０】
　特徴Ａ５によれば、所定入球手段に遊技球が入球したタイミングに対応する情報が所定
情報に含まれていることにより、所定情報を利用することで、所定入球手段への遊技球の
入球履歴を詳細に把握することが可能となる。
【１１７１】
　特徴Ａ６．前記所定情報は、前記所定入球手段に入球した遊技球の個数の計数情報であ
ることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１１７２】
　特徴Ａ６によれば、所定情報が所定入球手段に入球した遊技球の個数の計数情報である
ことにより、所定情報の情報容量を抑えながら、所定入球手段への遊技球の入球態様の管
理を行うことが可能となる。
【１１７３】
　特徴Ａ７．前記所定記憶実行手段は、前記所定入球手段への遊技球の入球が所定状況に
おけるものであるか否かを特定可能とする情報が前記所定記憶手段に記憶されるようにす
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る手段（第１～第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ８０４及びス
テップＳ８０９の処理を実行する機能、第８の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における
ステップＳ２１０４の処理を実行する機能、第９の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２にお
けるステップＳ２２０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ａ１
乃至Ａ６のいずれか１に記載の遊技機。
【１１７４】
　特徴Ａ７によれば、所定状況であるか否かを区別して所定入球手段への遊技球の入球態
様を管理することが可能となる。
【１１７５】
　特徴Ａ８．前記所定記憶手段に記憶された情報を遊技機外部の装置に出力する外部出力
手段（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）を備えていることを
特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ７のいずれか１に記載の遊技機。
【１１７６】
　特徴Ａ８によれば、所定記憶手段に記憶された情報を遊技機から読み取り、その読み取
った情報を利用して所定入球手段への遊技球の入球態様を分析することが可能となる。
【１１７７】
　特徴Ａ９．情報出力部（読み取り用端子１０２）を利用して遊技機外部の装置に制御プ
ログラムを出力するプログラム出力手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０３の処
理を実行する機能）を備え、
　前記外部出力手段は、前記情報出力部を利用して、前記所定記憶手段に記憶された情報
を遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特徴Ａ８に記載の遊技機。
【１１７８】
　特徴Ａ９によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、所定
記憶手段に記憶された情報を外部出力することが可能となる。これにより、構成が複雑化
してしまうことを阻止しながら、所定記憶手段に記憶された情報を外部出力することが可
能となる。
【１１７９】
　特徴Ａ１０．前記情報出力部から出力すべき情報が前記所定記憶手段に記憶された情報
及び前記制御プログラムのうちいずれであるかを特定し、その特定結果に対応する情報が
出力されるようにする手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０２の処理を実行する
機能）を備えていることを特徴とする特徴Ａ９に記載の遊技機。
【１１８０】
　特徴Ａ１０によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、所
定記憶手段に記憶された情報が外部出力される構成において、外部出力の対象となる情報
が制御プログラム及び所定記憶手段に記憶された情報のうちいずれであるのかが遊技機側
にて特定され、その特定された情報が外部出力される。これにより、情報出力部が兼用さ
れる構成であっても必要な情報のみを読み出すことが可能となる。
【１１８１】
　特徴Ａ１１．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記所定記憶実行手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１０のいずれか１に記載の遊技機。
【１１８２】
　特徴Ａ１１によれば、特定記憶実行手段を有する第１制御手段とは別に設けられた第２
制御手段が所定記憶実行手段を有していることにより、第１制御手段の処理負荷が極端に
増加してしまわないようにしながら既に説明したような優れた効果を奏することが可能と
なる。
【１１８３】
　特徴Ａ１２．前記第１制御手段と前記第２制御手段とは同一のチップに設けられている
ことを特徴とする特徴Ａ１１に記載の遊技機。
【１１８４】
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　特徴Ａ１２によれば、第１制御手段と第２制御手段とが同一のチップに設けられている
ことにより、これら第１制御手段と第２制御手段との間の通信経路への不正なアクセスを
阻止することが可能となる。
【１１８５】
　特徴Ａ１３．前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な特定入球手段（アウト口２４
ａ、一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４）を備え、
　前記所定記憶実行手段は、前記特定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する
情報の記憶が前記所定記憶手段に実行されるようにすることで、前記特定入球手段への遊
技球の入球個数又は入球頻度を当該遊技機の制御手段又は遊技機外部の装置にて特定可能
とする特定情報（第１～第８，第１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態
ではカウンタにおいて計測されている数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるように
し、
　前記第１制御手段は、
　前記所定入球手段に遊技球が入球した場合に第１信号経路を利用して第１情報を前記第
２制御手段に送信する第１送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれか
を出力する機能）と、
　前記特定入球手段に遊技球が入球した場合に第２信号経路を利用して第２情報を前記第
２制御手段に送信する第２送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれか
を出力する機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１１又はＡ１２に記載の遊技機。
【１１８６】
　特徴Ａ１３によれば、所定入球手段に対応する所定情報だけではなく特定入球手段に対
応する特定情報も所定記憶手段に記憶される。これにより、所定入球手段への遊技球の入
球態様の管理だけではなく特定入球手段への遊技球の入球態様の管理も行うことが可能と
なる。また、所定情報及び特定情報の両方を利用することにより、所定入球手段と特定入
球手段との間の入球頻度の割合なども管理することが可能となる。
【１１８７】
　また、所定入球手段に遊技球が入球した場合には第１信号経路を利用して第１情報が第
２制御手段に送信され、特定入球手段に遊技球が入球した場合には第２信号経路を利用し
て第２情報が第２制御手段に送信される。これにより、送信される情報の種類と信号経路
とが対応することとなり、第２制御手段にて各情報の種類を区別するための構成を簡素化
することが可能となる。
【１１８８】
　特徴Ａ１４．前記第１制御手段は、所定状況であるか否かを前記第２制御手段にて特定
可能とする特定用情報を、第３経路を利用して前記第２制御手段に送信する第３送信手段
（第１，第３～第９，第１２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における第８～第１０信号の
いずれかを出力する機能、第２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における開閉実行モード中
信号、高頻度サポートモード中信号及び扉開放中信号のいずれかを出力する機能）を備え
ていることを特徴とする特徴Ａ１３に記載の遊技機。
【１１８９】
　特徴Ａ１４によれば、所定状況であるか否かを区別して所定入球手段への遊技球の入球
態様及び特定入球手段への遊技球の入球態様を管理することが可能となる。また、所定状
況であるか否かを特定可能とする特定用情報が第３経路を利用して第２制御手段に送信さ
れるため、第２制御手段にて特定用情報を第１情報及び第２情報といった他の情報と区別
するための構成を簡素化することが可能となる。
【１１９０】
　特徴Ａ１５．前記第１制御手段は、前記第１情報が前記所定入球手段に対応しており、
前記第２情報が前記特定入球手段に対応していることを示す識別情報を前記第２制御手段
に送信する識別情報送信手段（主側ＣＰＵ６３における認識用処理を実行する機能）を備
えていることを特徴とする特徴Ａ１３又はＡ１４に記載の遊技機。
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【１１９１】
　特徴Ａ１５によれば、第１情報が所定入球手段に対応しており、第２情報が特定入球手
段に対応していることを示す識別情報が第１制御手段から第２制御手段に送信されるため
、これら情報の対応関係を第２制御手段において予め記憶しておく必要が生じない。これ
により、第２制御手段の汎用性を高めることが可能となる。
【１１９２】
　特徴Ａ１６．前記識別情報送信手段は、前記第１制御手段への動作電力の供給が開始さ
れた場合に前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする特徴Ａ１５に記
載の遊技機。
【１１９３】
　特徴Ａ１６によれば、第１制御手段への動作電力の供給が開始された場合に当該第１制
御手段から第２制御手段に識別情報が送信されるため、所定入球手段及び特定入球手段へ
の遊技球の入球が発生し得る状況においては、第１制御手段から送信される情報と入球手
段との対応関係を第２制御手段にて特定可能となるようにすることが可能となる。
【１１９４】
　特徴Ａ１７．前記識別情報送信手段は、前記第１信号経路及び前記第２信号経路のうち
少なくとも一方を利用して前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする
特徴Ａ１５又はＡ１６に記載の遊技機。
【１１９５】
　特徴Ａ１７によれば、識別情報は第１信号経路及び第２信号経路のうち少なくとも一方
を利用して第２制御手段に送信されるため、識別情報を送信するための専用の信号経路を
設ける構成に比べて通信に関する構成を簡素化することが可能となる。
【１１９６】
　特徴Ａ１８．前記第２制御手段は、前記識別情報を受信した場合、前記第１情報が前記
所定入球手段に対応しており前記第２情報が前記特定入球手段に対応していることを特定
可能とする対応関係情報を対応関係記憶手段（対応関係用メモリ１１６）に記憶させる手
段（管理側ＣＰＵ１１２における対応関係設定処理を実行する機能）を備えていることを
特徴とする特徴Ａ１５乃至Ａ１７のいずれか１に記載の遊技機。
【１１９７】
　特徴Ａ１８によれば、第１制御手段から送信される情報と入球手段との対応関係が第２
制御手段において記憶される。これにより、送信対象の情報に対応する入球手段を第２制
御手段にて特定可能とする情報を、第１制御手段から第１情報又は第２情報を送信する度
に第２制御手段に提供する必要がなくなる。よって、第１情報及び第２情報の情報量を抑
えることが可能となる。
【１１９８】
　特徴Ａ１９．前記第１制御手段は、所定状況であるか否かを前記第２制御手段にて特定
可能とする第３情報を、第３経路を利用して前記第２制御手段に送信する第３送信手段（
第１，第３～第９，第１２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における第８～第１０信号のい
ずれかを出力する機能、第２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における開閉実行モード中信
号、高頻度サポートモード中信号及び扉開放中信号のいずれかを出力する機能）を備え、
　前記第２制御手段は、前記識別情報を受信しなくても、前記第３情報が前記所定状況で
あるか否かを特定可能とする情報であると認識可能であることを特徴とする特徴Ａ１５乃
至Ａ１８のいずれか１に記載の遊技機。
【１１９９】
　特徴Ａ１９によれば、所定状況であるか否かを区別して所定入球手段への遊技球の入球
態様及び特定入球手段への遊技球の入球態様を管理することが可能となる。また、第３情
報が所定状況であるか否かを特定可能とする情報であることは、第１制御手段からの識別
情報を受信しなくても第２制御手段にて特定可能となっている。これにより、識別情報の
情報形態が複雑化してしまわないようにすることが可能となる。
【１２００】
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　特徴Ａ２０．前記第２制御手段には、前記第１制御手段からの情報を受信することが可
能な受信部として、前記第１制御手段から前記第２制御手段に送信する必要がある情報の
種類数よりも多い数の受信部（バッファ１２２ａ～１２２ｐ）が設けられていることを特
徴とする特徴Ａ１３乃至Ａ１９のいずれか１に記載の遊技機。
【１２０１】
　特徴Ａ２０によれば、第１制御手段から第２制御手段に送信する必要がある情報の種類
数よりも多い数の受信部が第２制御手段に設けられていることにより、遊技機の機種に応
じて当該情報の種類数が増減する場合であっても受信部に関する構成を変更することなく
対応することが可能となる。よって、第２制御手段の汎用性を高めることが可能となる。
【１２０２】
　特徴Ａ２１．前記所定記憶手段に記憶された前記所定情報と前記所定入球手段に対応し
ていることを認識可能とさせる情報との組合せの情報を遊技機外部の装置に出力する第１
外部出力手段（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）と、
　前記所定記憶手段に記憶された前記特定情報と前記特定入球手段に対応していることを
認識可能とさせる情報との組合せの情報を遊技機外部の装置に出力する第２外部出力手段
（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１３乃至Ａ２０のいずれか１に記載の遊技機。
【１２０３】
　特徴Ａ２１によれば、所定記憶手段に記憶された情報を遊技機から読み取り、その読み
取った情報を利用して所定入球手段への遊技球の入球態様及び特定入球手段への遊技球の
入球態様を特定することが可能となる。また、当該外部出力が行われる場合、所定情報と
所定入球手段に対応していることを認識可能とする情報との組合せの情報が外部出力され
るとともに、特定情報と特定入球手段に対応していることを認識可能とする情報との組合
せの情報が外部出力される。これにより、所定記憶手段から読み取った情報を利用して各
入球態様を特定することが可能となる。
【１２０４】
　特徴Ａ２２．前記所定情報を利用して、所定の期間における前記遊技領域の遊技球の入
球態様に対応する態様情報を演算する情報演算手段（第１，第２，第６，第８，第９，第
１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ステップ
Ｓ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実施形態では管理側Ｃ
ＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４１７の
処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０
２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１
８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップ
Ｓ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステッ
プＳ２６０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ２１
のいずれか１に記載の遊技機。
【１２０５】
　特徴Ａ２２によれば、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用して遊技球の入球態様
に対応する態様情報が遊技機にて演算される。これにより、例えば遊技球の入球態様に対
応する処理を遊技機自身にて行うことが可能となる、又は所定情報を利用して演算した結
果である態様情報を外部出力することが可能となる。
【１２０６】
　特徴Ａ２３．前記所定記憶実行手段は、前記所定入球手段への遊技球の入球が所定状況
におけるものであるか否かを特定可能とする情報が前記所定記憶手段にされるようにする
手段（第１～第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ８０４及びステ
ップＳ８０９の処理を実行する機能、第８の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるス
テップＳ２１０４の処理を実行する機能、第９の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけ
るステップＳ２２０３の処理を実行する機能）を備え、
　前記情報演算手段は、前記所定状況における前記所定入球手段への遊技球の入球に対応
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する前記所定情報を抽出して又は除外して前記態様情報を演算する手段（第１，第２，第
６，第８，第９，第１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ
１００８、ステップＳ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実
施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びス
テップＳ１４１７の処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけ
るステップＳ１６０２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２に
おけるステップＳ１８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１
２におけるステップＳ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ
６３におけるステップＳ２６０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする
特徴Ａ２２に記載の遊技機。
【１２０７】
　特徴Ａ２３によれば、所定状況であるか否かを区別して遊技球の入球態様に対応する態
様情報を演算することが可能となる。
【１２０８】
　特徴Ａ２４．前記情報演算手段により前記態様情報が演算された場合、前記所定記憶手
段に記憶されている前記所定情報を消去する手段（第１，第２，第８，第９，第１０，第
１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１０１９の処理を実行する機
能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０５の処理を実行す
る機能）を備えていることを特徴とする特徴Ａ２２又はＡ２３に記載の遊技機。
【１２０９】
　特徴Ａ２４によれば、態様情報が演算された場合に所定記憶手段に記憶されている所定
情報が消去されることにより、所定情報によって所定記憶手段の記憶容量を超えてしまう
という事象を発生しづらくさせることが可能となる。
【１２１０】
　特徴Ａ２５．前記情報演算手段により前記態様情報が演算されたとしても、当該態様情
報を演算する場合に利用された前記所定情報が前記所定記憶手段に記憶された状態が維持
されることを特徴とする特徴Ａ２２又はＡ２３に記載の遊技機。
【１２１１】
　特徴Ａ２５によれば、態様情報が演算されたとしても、当該態様情報を演算する場合に
利用された所定情報が所定記憶手段に記憶保持されることにより、態様情報を読み出して
遊技球の入球態様を分析する場合に、態様情報だけではなく、その態様情報の演算の根拠
となった所定情報を参照することが可能となる。
【１２１２】
　特徴Ａ２６．前記情報演算手段は、前記特定記憶実行手段を有する制御手段への動作電
力の供給が停止される場合、又は前記特定記憶実行手段を有する制御手段への動作電力の
供給が開始される場合に、前記態様情報を演算することを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ２
５のいずれか１に記載の遊技機。
【１２１３】
　特徴Ａ２６によれば、制御手段への動作電力の供給が停止される場合又は制御手段への
動作電力の供給が停止される場合に態様情報が演算されるため、各営業日単位で態様情報
を管理することが可能となる。
【１２１４】
　特徴Ａ２７．前記情報演算手段は、前記特定記憶実行手段を有する制御手段に動作電力
が供給されている状況において繰り返し発生し得る演算契機が発生した場合に前記態様情
報を演算することを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ２６のいずれか１に記載の遊技機。
【１２１５】
　特徴Ａ２７によれば、制御手段に動作電力が供給されている状況において繰り返し発生
する演算契機が発生する度に態様情報が演算されるため、一営業日の範囲内において態様
情報を細かく管理することが可能となる。
【１２１６】
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　特徴Ａ２８．前記情報演算手段は、期間計測手段（主側ＲＡＭ６５に設けられた計測カ
ウンタ）により計測されている期間が所定期間となる度に前記態様情報を演算し、
　前記期間計測手段は遊技が実行されていない状況において期間の計測を停止し、期間の
計測を停止している状況において遊技が開始された場合に当該期間の計測を停止前の状態
から再開することを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ２７のいずれか１に記載の遊技機。
【１２１７】
　特徴Ａ２８によれば、所定期間が経過する度に態様情報が演算される構成であるため、
所定期間を調整するだけで態様情報の演算頻度を簡単に調整することが可能となる。この
場合に、遊技が実行されていない状況においては所定期間の計測が停止され、遊技が開始
された場合に所定期間の計測が停止前の状態から再開される。これにより、遊技が実行さ
れていない状況を態様情報の演算対象から除外することが可能となり、遊技が実行されて
いる状況における態様情報を適切に導き出すことが可能となる。
【１２１８】
　特徴Ａ２９．前記情報演算手段により演算された前記態様情報を遊技機外部の装置に出
力する外部出力手段（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）を備
えていることを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ２８のいずれか１に記載の遊技機。
【１２１９】
　特徴Ａ２９によれば、態様情報が遊技機外部の装置に出力されることにより、遊技球の
入球態様を簡単に把握することが可能となる。
【１２２０】
　特徴Ａ３０．前記外部出力手段は、前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力する場
合、前記所定情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特徴Ａ２９に記載
の遊技機。
【１２２１】
　特徴Ａ３０によれば、態様情報だけではなく所定情報も遊技機外部の装置に出力される
ことにより、態様情報を読み出して遊技球の入球態様を分析する場合に、態様情報だけで
はなく、その態様情報の演算の根拠となった所定情報を参照することが可能となる。
【１２２２】
　特徴Ａ３１．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記外部出力手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記外部出力手段は、前記第１制御手段から送信された出力指示情報を前記第２制御手
段が受信した場合に前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特
徴Ａ２９又はＡ３０に記載の遊技機。
【１２２３】
　特徴Ａ３１によれば、外部出力手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が遊技機外部の装置に出力されるようにすることが可能となる。
【１２２４】
　特徴Ａ３２．前記情報演算手段は、予め定められた演算契機が発生する度に前記態様情
報を演算し、
　前記情報演算手段により演算された前記態様情報を演算結果記憶手段（演算結果用メモ
リ１３１）に順次記憶させる結果記憶実行手段（第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２
におけるステップＳ１４１０、ステップＳ１４１４及びステップＳ１４１８の処理を実行
する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０４の処理を
実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ３１のいずれか１に記載
の遊技機。
【１２２５】
　特徴Ａ３２によれば、態様情報を遊技機にて蓄積していくことが可能となる。これによ
り、遊技球の入球態様を管理する場合に複数の態様情報をまとめて読み出すことが可能と
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なる。
【１２２６】
　特徴Ａ３３．前記結果記憶実行手段は、
　前記態様情報が記憶対象情報であるか否かを判定する手段（管理側ＣＰＵ１１２におけ
るステップＳ１６０３の処理を実行する機能）と、
　前記態様情報が前記記憶対象情報である場合にその態様情報を前記演算結果記憶手段に
記憶させる手段（管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０４の処理を実行する機能
）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ３２に記載の遊技機。
【１２２７】
　特徴Ａ３３によれば、演算された結果の態様情報が記憶対象情報に該当する場合にその
態様情報が演算結果記憶手段に記憶される。これにより、演算結果記憶手段への記憶対象
となる態様情報を制限することが可能となり、演算結果記憶手段において必要な記憶容量
を抑えることが可能となる。
【１２２８】
　特徴Ａ３４．前記結果記憶実行手段は、前記態様情報が演算された時期を特定可能とす
る情報を当該態様情報に付随させて前記演算結果記憶手段に記憶させることを特徴とする
特徴Ａ３２又はＡ３３に記載の遊技機。
【１２２９】
　特徴Ａ３４によれば、態様情報が演算された時期を特定可能とする情報が当該態様情報
に付随することとなる。これにより、各態様情報が演算された時期を把握しながら、各態
様情報を分析することが可能となる。
【１２３０】
　特徴Ａ３５．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記情報演算手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記情報演算手段は、前記第１制御手段から送信された演算契機情報を前記第２制御手
段が受信した場合に前記態様情報を演算することを特徴とする特徴Ａ２２乃至Ａ３４のい
ずれか１に記載の遊技機。
【１２３１】
　特徴Ａ３５によれば、情報演算手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が第２制御手段にて演算されるようにすることが可能となる。
【１２３２】
　特徴Ａ３６．前記態様情報に対応する内容を報知するように報知手段（報知用発光部１
５１）を制御する報知制御手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０５、ステップ
Ｓ２６０７及びステップＳ２６０８の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とす
る特徴Ａ２２乃至Ａ３５のいずれか１に記載の遊技機。
【１２３３】
　特徴Ａ３６によれば、態様情報に対応する内容が遊技機自身にて報知される。これによ
り、遊技ホールの管理者などは、態様情報を遊技機から読み出さなくても、遊技球の入球
態様の管理結果を把握することが可能となる。
【１２３４】
　特徴Ａ３７．前記報知制御手段が設けられた制御基板（主制御基板６１）は基板ボック
スに収容されており、
　前記報知手段は、前記制御基板に設けられていることを特徴とする特徴Ａ３６に記載の
遊技機。
【１２３５】
　特徴Ａ３７によれば、報知制御手段と報知手段との間の通信経路に対する不正なアクセ
スを行いづらくさせることが可能となる。
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【１２３６】
　特徴Ａ３８．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記所定記憶実行手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記第１制御手段は、前記情報演算手段及び前記報知制御手段を備えていることを特徴
とする特徴Ａ３６又はＡ３７に記載の遊技機。
【１２３７】
　特徴Ａ３８によれば、所定記憶手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、態様情報を演算する機
能及びその演算結果に対応する報知が実行されるようにするための機能を第１制御手段に
集約することが可能となる。
【１２３８】
　特徴Ａ３９．前記報知制御手段は、前記態様情報が第１範囲の情報である場合には第１
報知が実行されるように前記報知手段を制御し、前記態様情報が第２範囲の情報である場
合には第２報知が実行されるように前記報知手段を制御することを特徴とする特徴Ａ３６
乃至Ａ３８のいずれか１に記載の遊技機。
【１２３９】
　特徴Ａ３９によれば、態様情報がそのまま報知されるのではなく、態様情報が含まれる
範囲に対応する内容が報知される。これにより、報知手段における報知パターンが多くな
り過ぎないようにすることが可能となり、報知手段を制御するための負荷を軽減すること
が可能となる。
【１２４０】
　特徴Ａ４０．前記所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する対応情報を外
部出力する手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１８の処理を実行する機能）を備
えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ３９のいずれか１に記載の遊技機。
【１２４１】
　特徴Ａ４０によれば、所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する対応情報
が外部出力される構成において、所定情報が所定記憶手段に記憶される。これにより、対
応情報を利用することで所定入球手段への遊技球の入球個数や入球頻度を簡易的に把握し
ながら、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用することで所定入球手段への遊技球の
入球個数や入球頻度を正確に把握することが可能となる。
【１２４２】
　特徴Ａ４１．前記所定記憶実行手段又は前記第２制御手段は、専用回路として設けられ
ていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ４０のいずれか１に記載の遊技機。
【１２４３】
　特徴Ａ４１によれば、所定記憶実行手段又は第２制御手段が専用回路として設けられた
構成において既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１２４４】
　なお、特徴Ａ１～Ａ４１の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１２４５】
　＜特徴Ｂ群＞
　特徴Ｂ１．遊技の結果として所定事象が発生した場合にそれに対応する情報の記憶が所
定記憶手段（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の
実施形態では主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで所定情報（第１～第８，第
１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されて
いる数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（第１～第
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９，第１１～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する
機能、第１０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２
３０５、ステップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２
３２０及びステップＳ２３２３の処理を実行する機能）と、
　前記所定情報を利用して、所定の期間における遊技の結果に対応する態様情報を演算す
る情報演算手段（第１，第２，第６，第８，第９，第１０，第１２の実施形態では管理側
ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ステップＳ１０１３及びステップＳ１０１７
の処理を実行する機能、第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４
０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４１７の処理を実行する機能、第４の実施形
態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０２の処理を実行する機能、第５の実
施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１８０２の処理を実行する機能、第７
の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２００５の処理を実行する機能、
第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０３の処理を実行する機能
）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１２４６】
　特徴Ｂ１によれば、所定事象が発生した場合にはそれに対応する情報の記憶が所定記憶
手段に対して実行され、所定情報が所定記憶手段にて記憶されることとなる。これにより
、所定事象の発生回数又は発生頻度を管理するための情報を遊技機にて記憶保持すること
が可能となり、この管理されている情報を利用することで所定事象の発生態様の管理を適
切に行うことが可能となる。また、所定情報が遊技機自身にて記憶保持されることにより
、所定情報への不正なアクセスや不正な改変を阻止することが可能となる。
【１２４７】
　また、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用して、所定の期間における遊技の結果
に対応する態様情報が遊技機にて演算される。これにより、例えば所定の期間における遊
技の結果に対応する処理を遊技機自身にて行うことが可能となる、又は所定情報を利用し
て演算した結果である態様情報を外部出力することが可能となる。
【１２４８】
　特徴Ｂ２．前記所定記憶実行手段は、前記所定事象の発生が所定状況におけるものであ
るか否かを特定可能とする情報が前記所定記憶手段にされるようにする手段（第１～第７
の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ８０４及びステップＳ８０９の処
理を実行する機能、第８の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２１０４
の処理を実行する機能、第９の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２２
０３の処理を実行する機能）を備え、
　前記情報演算手段は、前記所定状況における前記所定事象の発生に対応する前記所定情
報を抽出して又は除外して前記態様情報を演算する手段（第１，第２，第６，第８，第９
，第１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ステ
ップＳ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実施形態では管理
側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４１
７の処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１
６０２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップ
Ｓ１８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステ
ップＳ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるス
テップＳ２６０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１に記載
の遊技機。
【１２４９】
　特徴Ｂ２によれば、所定状況であるか否かを区別して、所定の期間における遊技の結果
に対応する態様情報を演算することが可能となる。
【１２５０】
　特徴Ｂ３．前記情報演算手段により前記態様情報が演算された場合、前記所定記憶手段
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に記憶されている前記所定情報を消去する手段（第１，第２，第８，第９，第１０，第１
２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１０１９の処理を実行する機能
、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０５の処理を実行する
機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【１２５１】
　特徴Ｂ３によれば、態様情報が演算された場合に所定記憶手段に記憶されている所定情
報が消去されることにより、所定情報によって所定記憶手段の記憶容量を超えてしまうと
いう事象を発生しづらくさせることが可能となる。
【１２５２】
　特徴Ｂ４．前記情報演算手段により前記態様情報が演算されたとしても、当該態様情報
を演算する場合に利用された前記所定情報が前記所定記憶手段に記憶された状態が維持さ
れることを特徴とする特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【１２５３】
　特徴Ｂ４によれば、態様情報が演算されたとしても、当該態様情報を演算する場合に利
用された所定情報が所定記憶手段に記憶保持されることにより、態様情報を読み出して所
定の期間における遊技の結果を分析する場合に、態様情報だけではなく、その態様情報の
演算の根拠となった所定情報を参照することが可能となる。
【１２５４】
　特徴Ｂ５．前記情報演算手段は、制御手段（ＭＰＵ６２）への動作電力の供給が停止さ
れる場合又は制御手段への動作電力の供給が開始される場合に前記態様情報を演算するこ
とを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１２５５】
　特徴Ｂ５によれば、制御手段への動作電力の供給が停止される場合又は制御手段への動
作電力の供給が開始される場合に態様情報が演算されるため、各営業日単位で態様情報を
管理することが可能となる。
【１２５６】
　特徴Ｂ６．前記情報演算手段は、制御手段（ＭＰＵ６２）に動作電力が供給されている
状況において繰り返し発生し得る演算契機が発生した場合に前記態様情報を演算すること
を特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１２５７】
　特徴Ｂ６によれば、制御手段に動作電力が供給されている状況において繰り返し発生す
る演算契機が発生する度に態様情報が演算されるため、一営業日の範囲内において態様情
報を細かく管理することが可能となる。
【１２５８】
　特徴Ｂ７．前記情報演算手段は、期間計測手段（主側ＲＡＭ６５に設けられた計測カウ
ンタ）により計測されている期間が所定期間となる度に前記態様情報を演算し、
　前記期間計測手段は遊技が実行されていない状況において期間の計測を停止し、期間の
計測を停止している状況において遊技が開始された場合に当該期間の計測を停止前の状態
から再開することを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ６のいずれか１に記載の遊技機。
【１２５９】
　特徴Ｂ７によれば、所定期間が経過する度に態様情報が演算される構成であるため、所
定期間を調整するだけで態様情報の演算頻度を簡単に調整することが可能となる。この場
合に、遊技が実行されていない状況においては所定期間の計測が停止され、遊技が開始さ
れた場合に所定期間の計測が停止前の状態から再開される。これにより、遊技が実行され
ていない状況を態様情報の演算対象から除外することが可能となり、遊技が実行されてい
る状況における態様情報を適切に導き出すことが可能となる。
【１２６０】
　特徴Ｂ８．前記情報演算手段により演算された前記態様情報を遊技機外部の装置に出力
する外部出力手段（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）を備え
ていることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ７のいずれか１に記載の遊技機。
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【１２６１】
　特徴Ｂ８によれば、態様情報が遊技機外部の装置に出力されることにより、遊技球の入
球態様を簡単に把握することが可能となる。
【１２６２】
　特徴Ｂ９．前記外部出力手段は、前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力する場合
、前記所定情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特徴Ｂ８に記載の遊
技機。
【１２６３】
　特徴Ｂ９によれば、態様情報だけではなく所定情報も遊技機外部の装置に出力されるこ
とにより、態様情報を読み出して遊技球の入球態様を分析する場合に、態様情報だけでは
なく、その態様情報の演算の根拠となった所定情報を参照することが可能となる。
【１２６４】
　特徴Ｂ１０．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記外部出力手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記外部出力手段は、前記第１制御手段から送信された出力指示情報を前記第２制御手
段が受信した場合に前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特
徴Ｂ８又はＢ９に記載の遊技機。
【１２６５】
　特徴Ｂ１０によれば、外部出力手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が遊技機外部の装置に出力されるようにすることが可能となる。
【１２６６】
　特徴Ｂ１１．前記情報演算手段は、予め定められた演算契機が発生する度に前記態様情
報を演算し、
　前記情報演算手段により演算された前記態様情報を演算結果記憶手段（演算結果用メモ
リ１３１）に順次記憶させる結果記憶実行手段（第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２
におけるステップＳ１４１０、ステップＳ１４１４及びステップＳ１４１８の処理を実行
する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０４の処理を
実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ１０のいずれか１に記載の
遊技機。
【１２６７】
　特徴Ｂ１１によれば、態様情報を遊技機にて蓄積していくことが可能となる。これによ
り、所定の期間における遊技の結果の態様を管理する場合に複数の態様情報をまとめて読
み出すことが可能となる。
【１２６８】
　特徴Ｂ１２．前記結果記憶実行手段は、前記態様情報が記憶対象情報である場合にその
態様情報を前記演算結果記憶手段に記憶させる手段（管理側ＣＰＵ１１２におけるステッ
プＳ１６０４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１１に記載の
遊技機。
【１２６９】
　特徴Ｂ１２によれば、演算された結果の態様情報が記憶対象情報に該当する場合にその
態様情報が演算結果記憶手段に記憶される。これにより、演算結果記憶手段への記憶対象
となる態様情報を制限することが可能となり、演算結果記憶手段において必要な記憶容量
を抑えることが可能となる。
【１２７０】
　特徴Ｂ１３．前記結果記憶実行手段は、前記態様情報が演算された時期を特定可能とす
る情報を当該態様情報に付随させて前記演算結果記憶手段に記憶させることを特徴とする
特徴Ｂ１１又はＢ１２に記載の遊技機。
【１２７１】
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　特徴Ｂ１３によれば、態様情報が演算された時期を特定可能とする情報が当該態様情報
に付随することとなる。これにより、各態様情報が演算された時期を把握しながら、各態
様情報を分析することが可能となる。
【１２７２】
　特徴Ｂ１４．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記情報演算手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記情報演算手段は、前記第１制御手段から送信された演算契機情報を前記第２制御手
段が受信した場合に前記態様情報を演算することを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ１３のいず
れか１に記載の遊技機。
【１２７３】
　特徴Ｂ１４によれば、情報演算手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が第２制御手段にて演算されるようにすることが可能となる。
【１２７４】
　特徴Ｂ１５．前記態様情報に対応する内容を報知するように報知手段（報知用発光部１
５１）を制御する報知制御手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０５、ステップ
Ｓ２６０７及びステップＳ２６０８の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とす
る特徴Ｂ１乃至Ｂ１４のいずれか１に記載の遊技機。
【１２７５】
　特徴Ｂ１５によれば、態様情報に対応する内容が遊技機自身にて報知される。これによ
り、遊技ホールの管理者などは、態様情報を遊技機から読み出さなくても、所定の期間に
おける遊技の管理結果を把握することが可能となる。
【１２７６】
　特徴Ｂ１６．前記報知制御手段が設けられた制御基板（主制御基板６１）は基板ボック
スに収容されており、
　前記報知手段は、前記制御基板に設けられていることを特徴とする特徴Ｂ１５に記載の
遊技機。
【１２７７】
　特徴Ｂ１６によれば、報知制御手段と報知手段との間の通信経路に対する不正なアクセ
スを行いづらくさせることが可能となる。
【１２７８】
　特徴Ｂ１７．前記情報演算手段及び前記報知制御手段を有する第１制御手段（主側ＣＰ
Ｕ６３）と、
　前記所定記憶実行手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１５又はＢ１６に記載の遊技機。
【１２７９】
　特徴Ｂ１７によれば、所定記憶手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、態様情報を演算する機
能及びその演算結果に対応する報知が実行されるようにするための機能を第１制御手段に
集約することが可能となる。
【１２８０】
　特徴Ｂ１８．前記報知制御手段は、前記態様情報が第１範囲の情報である場合には第１
報知が実行されるように前記報知手段を制御し、前記態様情報が第２範囲の情報である場
合には第２報知が実行されるように前記報知手段を制御することを特徴とする特徴Ｂ１５
乃至Ｂ１７のいずれか１に記載の遊技機。
【１２８１】
　特徴Ｂ１８によれば、態様情報がそのまま報知されるのではなく、態様情報が含まれる
範囲に対応する内容が報知される。これにより、報知手段における報知パターンが多くな
り過ぎないようにすることが可能となり、報知手段を制御するための負荷を軽減すること
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が可能となる。
【１２８２】
　特徴Ｂ１９．遊技領域を流下する遊技球が入球可能な所定入球手段（アウト口２４ａ、
一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４）と、
　当該所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する情報の記憶が所定記憶手段
（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の実施形態で
は主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで所定情報（第１～第８，第１２の実施
形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されている数値情
報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（第１～第９，第１１
～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する機能、第１
０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２３０５、ス
テップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２３２０及び
ステップＳ２３２３の処理を実行する機能）と、
　前記所定情報を利用して、所定の期間における前記遊技領域の遊技球の入球態様に対応
する態様情報を演算する情報演算手段（第１，第２，第６，第８，第９，第１０，第１２
の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ステップＳ１０１３及
びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２に
おけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４１７の処理を実行す
る機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０２の処理を実
行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１８０２の処理
を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２００５の
処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０３
の処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１２８３】
　特徴Ｂ１９によれば、所定入球手段に遊技球が入球した場合にはそれに対応する情報の
記憶処理が所定記憶手段に対して実行され、所定情報が所定記憶手段にて記憶されること
となる。これにより、所定入球手段への遊技球の入球個数又は入球頻度を管理するための
情報を遊技機にて記憶保持することが可能となり、この管理されている情報を利用するこ
とで所定入球手段への遊技球の入球態様の管理を適切に行うことが可能となる。また、所
定情報が遊技機自身にて記憶保持されることにより、所定情報への不正なアクセスや不正
な改変を阻止することが可能となる。
【１２８４】
　また、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用して遊技球の入球態様に対応する態様
情報が遊技機にて演算される。これにより、例えば遊技球の入球態様に対応する処理を遊
技機自身にて行うことが可能となる、又は所定情報を利用して演算した結果である態様情
報を外部出力することが可能となる。
【１２８５】
　特徴Ｂ２０．前記所定記憶実行手段又は前記第２制御手段は、専用回路として設けられ
ていることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ１９のいずれか１に記載の遊技機。
【１２８６】
　特徴Ｂ２０によれば、所定記憶実行手段又は第２制御手段が専用回路として設けられた
構成において既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１２８７】
　なお、特徴Ｂ１～Ｂ２０の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１２８８】
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　＜特徴Ｃ群＞
　特徴Ｃ１．遊技の結果として所定事象が発生した場合にそれに対応する情報の記憶が所
定記憶手段（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の
実施形態では主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで所定情報（第１～第８，第
１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されて
いる数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（第１～第
９，第１１～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する
機能、第１０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２
３０５、ステップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２
３２０及びステップＳ２３２３の処理を実行する機能）と、
　予め定められた演算契機が発生する度に、前記所定情報を利用して、所定の期間におけ
る遊技の結果に対応する態様情報を演算する情報演算手段（第１，第２，第６，第８，第
９，第１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ス
テップＳ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実施形態では管
理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４
１７の処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ
１６０２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステッ
プＳ１８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるス
テップＳ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３における
ステップＳ２６０３の処理を実行する機能）と、
　前記情報演算手段により演算された前記態様情報を演算結果記憶手段（演算結果用メモ
リ１３１）に順次記憶させる結果記憶実行手段（第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２
におけるステップＳ１４１０、ステップＳ１４１４及びステップＳ１４１８の処理を実行
する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０４の処理を
実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１２８９】
　特徴Ｃ１によれば、所定入球手段に遊技球が入球した場合にはそれに対応する情報の記
憶が所定記憶手段に対して実行され、所定情報が所定記憶手段にて記憶されることとなる
。これにより、所定入球手段への遊技球の入球個数又は入球頻度を管理するための情報を
遊技機にて記憶保持することが可能となり、この管理されている情報を利用することで所
定入球手段への遊技球の入球態様の管理を適切に行うことが可能となる。また、所定情報
が遊技機自身にて記憶保持されることにより、所定情報への不正なアクセスや不正な改変
を阻止することが可能となる。
【１２９０】
　また、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用して、所定の期間における遊技の結果
に対応する態様情報が遊技機にて演算される。これにより、例えば所定の期間における遊
技の結果に対応する処理を遊技機自身にて行うことが可能となる、又は所定情報を利用し
て演算した結果である態様情報を外部出力することが可能となる。
【１２９１】
　また、態様情報を遊技機にて蓄積していくことが可能となる。これにより、所定の期間
における遊技の結果の態様を管理する場合に複数の態様情報をまとめて読み出すことが可
能となる。
【１２９２】
　特徴Ｃ２．前記結果記憶実行手段は、前記態様情報が記憶対象情報である場合にその態
様情報を前記演算結果記憶手段に記憶させる手段（管理側ＣＰＵ１１２におけるステップ
Ｓ１６０４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｃ１に記載の遊技
機。
【１２９３】
　特徴Ｃ２によれば、演算された結果の態様情報が記憶対象情報に該当する場合にその態
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様情報が演算結果記憶手段に記憶される。これにより、演算結果記憶手段への記憶対象と
なる態様情報を制限することが可能となり、演算結果記憶手段において必要な記憶容量を
抑えることが可能となる。
【１２９４】
　特徴Ｃ３．前記結果記憶実行手段は、前記態様情報が演算された時期を特定可能とする
情報を当該態様情報に付随させて前記演算結果記憶手段に記憶させることを特徴とする特
徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【１２９５】
　特徴Ｃ３によれば、態様情報が演算された時期を特定可能とする情報が当該態様情報に
付随することとなる。これにより、各態様情報が演算された時期を把握しながら、各態様
情報を分析することが可能となる。
【１２９６】
　特徴Ｃ４．前記所定記憶実行手段は、前記所定事象の発生が所定状況におけるものであ
るか否かを特定可能とする情報が前記所定記憶手段にされるようにする手段（第１～第７
の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ８０４及びステップＳ８０９の処
理を実行する機能、第８の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２１０４
の処理を実行する機能、第９の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ２２
０３の処理を実行する機能）を備え、
　前記情報演算手段は、前記所定状況における前記所定事象の発生に対応する前記所定情
報を抽出して又は除外して前記態様情報を演算する手段（第１，第２，第６，第８，第９
，第１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１００８、ステ
ップＳ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、第３の実施形態では管理
側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１３及びステップＳ１４１
７の処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１
６０２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップ
Ｓ１８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステ
ップＳ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるス
テップＳ２６０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ
３のいずれか１に記載の遊技機。
【１２９７】
　特徴Ｃ４によれば、所定状況であるか否かを区別して、所定の期間における遊技の結果
に対応する態様情報を演算することが可能となる。
【１２９８】
　特徴Ｃ５．前記情報演算手段により前記態様情報が演算された場合、前記所定記憶手段
に記憶されている前記所定情報を消去する手段（第１，第２，第８，第９，第１０，第１
２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１０１９の処理を実行する機能
、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０５の処理を実行する
機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１２９９】
　特徴Ｃ５によれば、態様情報が演算された場合に所定記憶手段に記憶されている所定情
報が消去されることにより、所定情報によって所定記憶手段の記憶容量を超えてしまうと
いう事象を発生しづらくさせることが可能となる。
【１３００】
　特徴Ｃ６．前記情報演算手段により前記態様情報が演算されたとしても、当該態様情報
を演算する場合に利用された前記所定情報が前記所定記憶手段に記憶された状態が維持さ
れることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１３０１】
　特徴Ｃ６によれば、態様情報が演算されたとしても、当該態様情報を演算する場合に利
用された所定情報が所定記憶手段に記憶保持されることにより、態様情報を読み出して所
定の期間における遊技の結果を分析する場合に、態様情報だけではなく、その態様情報の



(208) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

演算の根拠となった所定情報を参照することが可能となる。
【１３０２】
　特徴Ｃ７．前記情報演算手段は、制御手段（ＭＰＵ６２）への動作電力の供給が停止さ
れる場合又は制御手段への動作電力の供給が開始された場合に前記態様情報を演算するこ
とを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ６のいずれか１に記載の遊技機。
【１３０３】
　特徴Ｃ７によれば、制御手段への動作電力の供給が停止される場合又は制御手段への動
作電力の供給が開始された場合に態様情報が演算されるため、各営業日単位で態様情報を
管理することが可能となる。
【１３０４】
　特徴Ｃ８．前記情報演算手段は、制御手段（ＭＰＵ６２）に動作電力が供給されている
状況において繰り返し発生し得る演算契機が発生した場合に前記態様情報を演算すること
を特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ７のいずれか１に記載の遊技機。
【１３０５】
　特徴Ｃ８によれば、制御手段に動作電力が供給されている状況において繰り返し発生す
る演算契機が発生する度に態様情報が演算されるため、一営業日の範囲内において態様情
報を細かく管理することが可能となる。
【１３０６】
　特徴Ｃ９．前記情報演算手段は、期間計測手段（主側ＲＡＭ６５に設けられた計測カウ
ンタ）により計測されている期間が所定期間となる度に前記態様情報を演算し、
　前記期間計測手段は遊技が実行されていない状況において期間の計測を停止し、期間の
計測を停止している状況において遊技が開始された場合に当該期間の計測を停止前の状態
から再開することを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ８のいずれか１に記載の遊技機。
【１３０７】
　特徴Ｃ９によれば、所定期間が経過する度に態様情報が演算される構成であるため、所
定期間を調整するだけで態様情報の演算頻度を簡単に調整することが可能となる。この場
合に、遊技が実行されていない状況においては所定期間の計測が停止され、遊技が開始さ
れた場合に所定期間の計測が停止前の状態から再開される。これにより、遊技が実行され
ていない状況を態様情報の演算対象から除外することが可能となり、遊技が実行されてい
る状況における態様情報を適切に導き出すことが可能となる。
【１３０８】
　特徴Ｃ１０．前記情報演算手段により演算された前記態様情報を遊技機外部の装置に出
力する外部出力手段（管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）を備
えていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ９のいずれか１に記載の遊技機。
【１３０９】
　特徴Ｃ１０によれば、態様情報が遊技機外部の装置に出力されることにより、遊技球の
入球態様を簡単に把握することが可能となる。
【１３１０】
　特徴Ｃ１１．前記外部出力手段は、前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力する場
合、前記所定情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特徴Ｃ１０に記載
の遊技機。
【１３１１】
　特徴Ｃ１１によれば、態様情報だけではなく所定情報も遊技機外部の装置に出力される
ことにより、態様情報を読み出して遊技球の入球態様を分析する場合に、態様情報だけで
はなく、その態様情報の演算の根拠となった所定情報を参照することが可能となる。
【１３１２】
　特徴Ｃ１２．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記外部出力手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記外部出力手段は、前記第１制御手段から送信された出力指示情報を前記第２制御手
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段が受信した場合に前記態様情報を前記遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特
徴Ｃ１０又はＣ１１に記載の遊技機。
【１３１３】
　特徴Ｃ１２によれば、外部出力手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が遊技機外部の装置に出力されるようにすることが可能となる。
【１３１４】
　特徴Ｃ１３．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記情報演算手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記情報演算手段は、前記第１制御手段から送信された演算契機情報を前記第２制御手
段が受信した場合に前記態様情報を演算することを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ１２のいず
れか１に記載の遊技機。
【１３１５】
　特徴Ｃ１３によれば、情報演算手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、第１制御手段からの指
示に基づき態様情報が第２制御手段にて演算されるようにすることが可能となる。
【１３１６】
　特徴Ｃ１４．前記態様情報に対応する内容を報知するように報知手段（報知用発光部１
５１）を制御する報知制御手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０５、ステップ
Ｓ２６０７及びステップＳ２６０８の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とす
る特徴Ｃ１乃至Ｃ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【１３１７】
　特徴Ｃ１４によれば、態様情報に対応する内容が遊技機自身にて報知される。これによ
り、遊技ホールの管理者などは、態様情報を遊技機から読み出さなくても、所定の期間に
おける遊技の管理結果を把握することが可能となる。
【１３１８】
　特徴Ｃ１５．前記報知制御手段が設けられた制御基板（主制御基板６１）は基板ボック
スに収容されており、
　前記報知手段は、前記制御基板に設けられていることを特徴とする特徴Ｃ１４に記載の
遊技機。
【１３１９】
　特徴Ｃ１５によれば、報知制御手段と報知手段との間の通信経路に対する不正なアクセ
スを行いづらくさせることが可能となる。
【１３２０】
　特徴Ｃ１６．前記特定記憶実行手段を有する第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　前記所定記憶実行手段を有する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）と、
を備え、
　前記第１制御手段は、前記情報演算手段及び前記報知制御手段を備えていることを特徴
とする特徴Ｃ１４又はＣ１５に記載の遊技機。
【１３２１】
　特徴Ｃ１６によれば、所定記憶手段を有する第２制御手段を第１制御手段とは別に設け
ることにより第１制御手段の処理負荷を軽減させた構成において、態様情報を演算する機
能及びその演算結果に対応する報知が実行されるようにするための機能を第１制御手段に
集約することが可能となる。
【１３２２】
　特徴Ｃ１７．前記報知制御手段は、前記態様情報が第１範囲の情報である場合には第１
報知が実行されるように前記報知手段を制御し、前記態様情報が第２範囲の情報である場
合には第２報知が実行されるように前記報知手段を制御することを特徴とする特徴Ｃ１４
乃至Ｃ１６のいずれか１に記載の遊技機。
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【１３２３】
　特徴Ｃ１７によれば、態様情報がそのまま報知されるのではなく、態様情報が含まれる
範囲に対応する内容が報知される。これにより、報知手段における報知パターンが多くな
り過ぎないようにすることが可能となり、報知手段を制御するための負荷を軽減すること
が可能となる。
【１３２４】
　特徴Ｃ１８．遊技領域を流下する遊技球が入球可能な所定入球手段（アウト口２４ａ、
一般入賞口３１、特電入賞装置３２、第１作動口３３、第２作動口３４）と、
　当該所定入球手段に遊技球が入球した場合にそれに対応する情報の記憶が所定記憶手段
（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の実施形態で
は主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで所定情報（第１～第８，第１２の実施
形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されている数値情
報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（第１～第９，第１１
～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する機能、第１
０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２３０５、ス
テップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２３２０及び
ステップＳ２３２３の処理を実行する機能）と、
　予め定められた演算契機が発生する度に、前記所定情報を利用して、所定の期間におけ
る前記遊技領域の遊技球の入球態様に対応する態様情報を演算する情報演算手段（第１，
第２，第６，第８，第９，第１０，第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるス
テップＳ１００８、ステップＳ１０１３及びステップＳ１０１７の処理を実行する機能、
第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１４０８、ステップＳ１４１
３及びステップＳ１４１７の処理を実行する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１
２におけるステップＳ１６０２の処理を実行する機能、第５の実施形態では管理側ＣＰＵ
１１２におけるステップＳ１８０２の処理を実行する機能、第７の実施形態では管理側Ｃ
ＰＵ１１２におけるステップＳ２００５の処理を実行する機能、第１１の実施形態では主
側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２６０３の処理を実行する機能）と、
　前記情報演算手段により演算された前記態様情報を演算結果記憶手段（演算結果用メモ
リ１３１）に順次記憶させる結果記憶実行手段（第３の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２
におけるステップＳ１４１０、ステップＳ１４１４及びステップＳ１４１８の処理を実行
する機能、第４の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２におけるステップＳ１６０４の処理を
実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１３２５】
　特徴Ｃ１８によれば、所定入球手段に遊技球が入球した場合にはそれに対応する情報の
記憶処理が所定記憶手段に対して実行され、所定情報が所定記憶手段にて記憶されること
となる。これにより、所定入球手段への遊技球の入球個数又は入球頻度を管理するための
情報を遊技機にて記憶保持することが可能となり、この管理されている情報を利用するこ
とで所定入球手段への遊技球の入球態様の管理を適切に行うことが可能となる。また、所
定情報が遊技機自身にて記憶保持されることにより、所定情報への不正なアクセスや不正
な改変を阻止することが可能となる。
【１３２６】
　また、所定記憶手段に記憶された所定情報を利用して遊技球の入球態様に対応する態様
情報が遊技機にて演算される。これにより、例えば遊技球の入球態様に対応する処理を遊
技機自身にて行うことが可能となる、又は所定情報を利用して演算した結果である態様情
報を外部出力することが可能となる。
【１３２７】
　また、態様情報を遊技機にて蓄積していくことが可能となる。これにより、所定の期間
における遊技の結果の態様を管理する場合に複数の態様情報をまとめて読み出すことが可
能となる。



(211) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

【１３２８】
　特徴Ｃ１９．前記所定記憶実行手段又は前記第２制御手段は、専用回路として設けられ
ていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ１８のいずれか１に記載の遊技機。
【１３２９】
　特徴Ｃ１９によれば、所定記憶実行手段又は第２制御手段が専用回路として設けられた
構成において既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１３３０】
　なお、特徴Ｃ１～Ｃ１９の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１３３１】
　＜特徴Ｄ群＞
　特徴Ｄ１．遊技の結果として所定事象が発生した場合にそれに対応する情報の記憶が所
定記憶手段（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０の
実施形態では主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで所定情報（第１～第８，第
１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されて
いる数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする第１記憶実行手段（第１～第
９，第１１～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する
機能、第１０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２
３０５、ステップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２
３２０及びステップＳ２３２３の処理を実行する機能）と、
　遊技の結果として特定事象が発生した場合にそれに対応する情報の記憶が前記所定記憶
手段に実行されるようにすることで特定情報（第１～第８，第１２の実施形態では履歴情
報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されている数値情報）が前記所定
記憶手段に記憶されるようにする第２記憶実行手段（第１～第９，第１１～第１２の実施
形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を実行する機能、第１０の実施形態で
は主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステップＳ２３０５、ステップＳ２３０
８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステップＳ２３２０及びステップＳ２３
２３の処理を実行する機能）と、
　前記所定記憶手段に記憶された前記所定情報を当該所定情報が前記所定事象に対応して
いることを認識可能とさせるようにして遊技機外部の装置に出力する第１外部出力手段（
管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）と、
　前記所定記憶手段に記憶された前記特定情報を当該特定情報が前記特定事象に対応して
いることを認識可能とさせるようにして遊技機外部の装置に出力する第２外部出力手段（
管理側ＣＰＵ１１２における外部出力用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１３３２】
　特徴Ｄ１によれば、所定記憶手段に記憶された情報を遊技機から読み取り、その読み取
った情報を利用して所定事象の発生態様及び特定事象の発生態様を特定することが可能と
なる。また、当該外部出力が行われる場合、所定情報が所定事象に対応していることを認
識可能とさせるようにして当該所定情報が外部出力されるとともに、特定情報が特定事象
に対応していることを認識可能とさせるようにして当該特定情報が外部出力される。これ
により、第２制御手段において情報の加工を行わなかったとしても、所定記憶手段から読
み取った情報を利用して各事象の発生態様を特定することが可能となる。
【１３３３】
　特徴Ｄ２．前記所定事象が発生した場合にそれに対応する対応情報を外部出力する手段
（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１８の処理を実行する機能）を備えていることを
特徴とする特徴Ｄ１に記載の遊技機。
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【１３３４】
　特徴Ｄ２によれば、所定事象が発生した場合にそれに対応する対応情報が外部出力され
る構成において、所定情報が所定記憶手段に記憶される。これにより、対応情報を利用す
ることで所定事象の発生回数や発生頻度を簡易的に把握しながら、所定記憶手段に記憶さ
れた所定情報を利用することで所定事象の発生回数や発生頻度を正確に把握することが可
能となる。
【１３３５】
　特徴Ｄ３．前記所定情報は前記所定事象が発生した回数の回数情報であり、前記特定情
報は前記特定事象が発生した回数の回数情報であることを特徴とする特徴Ｄ１又はＤ２に
記載の遊技機。
【１３３６】
　特徴Ｄ３によれば、所定情報は所定事象が発生した回数の計数情報であるとともに特定
情報は特定事象が発生した回数の計数情報であることにより、所定情報及び特定情報の情
報容量を抑えながら、所定事象の発生態様及び特定事象の発生態様の管理を行うことが可
能となる。
【１３３７】
　特徴Ｄ４．情報出力部（読み取り用端子１０２）を利用して遊技機外部の装置に制御プ
ログラムを出力するプログラム出力手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０３の処
理を実行する機能）を備え、
　前記第１外部出力手段及び前記第２外部出力手段は、前記情報出力部を利用して、前記
所定記憶手段に記憶された情報を遊技機外部の装置に出力することを特徴とする特徴Ｄ１
乃至Ｄ３のいずれか１に記載の遊技機。
【１３３８】
　特徴Ｄ４によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、所定
記憶手段に記憶された情報を外部出力することが可能となる。これにより、構成が複雑化
してしまうことを阻止しながら、所定記憶手段に記憶された情報を外部出力することが可
能となる。
【１３３９】
　特徴Ｄ５．前記情報出力部から出力すべき情報が前記所定記憶手段に記憶された情報及
び前記制御プログラムのうちいずれであるかを特定し、その特定結果に対応する情報が出
力されるようにする選択手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０２の処理を実行す
る機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｄ４に記載の遊技機。
【１３４０】
　特徴Ｄ５によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、所定
記憶手段に記憶された情報が外部出力される構成において、外部出力の対象となる情報が
制御プログラム及び所定記憶手段に記憶された情報のうちいずれであるのかが遊技機側に
て特定され、その特定された情報が外部出力される。これにより、情報出力部が兼用され
る構成であっても必要な情報のみを読み出すことが可能となる。
【１３４１】
　特徴Ｄ６．前記選択手段は、前記情報出力部に電気的に接続された外部装置から受信す
る情報に基づいて、前記情報出力部から出力すべき情報が前記所定記憶手段に記憶された
情報及び前記制御プログラムのうちいずれであるかを特定することを特徴とする特徴Ｄ５
に記載の遊技機。
【１３４２】
　特徴Ｄ６によれば、情報出力部に電気的に接続された外部装置から受信する情報に基づ
き、当該情報出力部から出力すべき情報がいずれの情報であるのかが特定される。これに
より、出力対象となる情報の選択に関する構成が複雑化してしまわないようにすることが
可能となる。
【１３４３】
　特徴Ｄ７．前記制御プログラムを予め記憶するプログラム記憶手段（主側ＲＯＭ６４）
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を有するチップ（ＭＰＵ６２）が、前記情報出力部、前記第１外部出力手段及び前記第２
外部出力手段を有していることを特徴とする特徴Ｄ４乃至Ｄ６のいずれか１に記載の遊技
機。
【１３４４】
　特徴Ｄ７によれば、情報出力部に対する信号経路をチップ内に集約することが可能とな
る。これにより、情報出力部に対する信号経路に対する不正なアクセスを行いづらくさせ
ながら、既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１３４５】
　なお、特徴Ｄ１～Ｄ７の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴Ｃ
１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、特
徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１～
Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これにより
、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１３４６】
　＜特徴Ｅ群＞
　特徴Ｅ１．情報出力部（読み取り用端子１０２）を利用して遊技機外部の装置に制御プ
ログラムを出力するプログラム出力手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０３の処
理を実行する機能）と、
　前記情報出力部を利用して特別情報を出力する情報出力手段（管理側ＣＰＵ１１２にお
ける外部出力用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１３４７】
　特徴Ｅ１によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、特別
情報を外部出力することが可能となる。これにより、構成が複雑化してしまうことを阻止
しながら、特別情報を外部出力することが可能となる。
【１３４８】
　特徴Ｅ２．前記情報出力部から出力すべき情報が前記特別情報及び前記制御プログラム
のうちいずれであるかを特定し、その特定結果に対応する情報が出力されるようにする選
択手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ９０２の処理を実行する機能）を備えている
ことを特徴とする特徴Ｅ１に記載の遊技機。
【１３４９】
　特徴Ｅ２によれば、制御プログラムを外部出力するための情報出力部を利用して、特別
情報が外部出力される構成において、外部出力の対象となる情報が制御プログラム及び特
別情報のうちいずれであるのかが遊技機側にて特定され、その特定された情報が外部出力
される。これにより、情報出力部が兼用される構成であっても必要な情報のみを読み出す
ことが可能となる。
【１３５０】
　特徴Ｅ３．前記選択手段は、前記情報出力部に電気的に接続された外部装置から受信す
る情報に基づいて、前記情報出力部から出力すべき情報が前記特別情報及び前記制御プロ
グラムのうちいずれであるかを特定することを特徴とする特徴Ｅ２に記載の遊技機。
【１３５１】
　特徴Ｅ３によれば、情報出力部に電気的に接続された外部装置から受信する情報に基づ
き、当該情報出力部から出力すべき情報がいずれの情報であるのかが特定される。これに
より、出力対象となる情報の選択に関する構成が複雑化してしまわないようにすることが
可能となる。
【１３５２】
　特徴Ｅ４．前記制御プログラムを予め記憶するプログラム記憶手段（主側ＲＯＭ６４）
を有するチップ（ＭＰＵ６２）が、前記情報出力部及び前記情報出力手段を有しているこ
とを特徴とする特徴Ｅ１乃至Ｅ３のいずれか１に記載の遊技機。
【１３５３】
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　特徴Ｅ４によれば、情報出力部に対する信号経路をチップ内に集約することが可能とな
る。これにより、情報出力部に対する信号経路に対する不正なアクセスを行いづらくさせ
ながら、既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１３５４】
　なお、特徴Ｅ１～Ｅ４の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴Ｃ
１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、特
徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１～
Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これにより
、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１３５５】
　＜特徴Ｆ群＞
　特徴Ｆ１．第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）及び第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）
を備え、
　前記第１制御手段は、
　所定事象が発生した場合に遊技者に特典が付与されるようにする特典付与手段（主側Ｃ
ＰＵ６３におけるステップＳ２１７の処理を実行する機能、払出側ＣＰＵ９２におけるス
テップＳ４０８の処理を実行する機能）と、
　前記所定事象が発生した場合にそれに対応する所定事象情報を送信する情報送信手段（
主側ＣＰＵ６３における管理用出力処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記第２制御手段は、前記所定事象情報を受信した場合にそれに対応する情報の記憶が
所定記憶手段（第１～第９，第１１～第１２の実施形態では履歴用メモリ１１７、第１０
の実施形態では主側ＲＡＭ６５）に実行されるようにすることで、前記所定事象の発生回
数又は発生頻度を当該遊技機又は遊技機外部の装置にて特定可能とする所定情報（第１～
第８，第１２の実施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計
測されている数値情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにする所定記憶実行手段（
第１～第９，第１１～第１２の実施形態では管理側ＣＰＵ１１２における履歴設定処理を
実行する機能、第１０の実施形態では主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２３０２、ステ
ップＳ２３０５、ステップＳ２３０８、ステップＳ２３１２、ステップＳ２３１６、ステ
ップＳ２３２０及びステップＳ２３２３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴
とする遊技機。
【１３５６】
　特徴Ｆ１によれば、所定事象が発生した場合に遊技者に特典が付与される。これにより
、遊技者は所定事象が発生することを期待しながら遊技を行うこととなる。当該構成にお
いて、所定事象が発生した場合にはそれに対応する情報の記憶が所定記憶手段に対して実
行され、所定事象の発生回数又は発生頻度を遊技機又は遊技機外部の装置にて特定可能と
する所定情報が所定記憶手段にて記憶されることとなる。これにより、所定事象の発生回
数又は発生頻度を管理するための情報を遊技機にて記憶保持することが可能となり、この
管理されている情報を利用することで所定事象の発生態様の管理を適切に行うことが可能
となる。また、所定情報が遊技機自身にて記憶保持されることにより、所定情報への不正
なアクセスや不正な改変を阻止することが可能となる。
【１３５７】
　また、特典付与手段を有する第１制御手段とは別に設けられた第２制御手段が所定記憶
実行手段を有していることにより、第１制御手段の処理負荷が極端に増加してしまわない
ようにしながら既に説明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【１３５８】
　特徴Ｆ２．前記第１制御手段と前記第２制御手段とは同一のチップに設けられているこ
とを特徴とする特徴Ｆ１に記載の遊技機。
【１３５９】
　特徴Ｆ２によれば、第１制御手段と第２制御手段とが同一のチップに設けられているこ
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とにより、これら第１制御手段と第２制御手段との間の通信経路への不正なアクセスを阻
止することが可能となる。
【１３６０】
　特徴Ｆ３．前記所定記憶実行手段は、特定事象が発生した場合にそれに対応する情報の
記憶処理を前記所定記憶手段に実行することで、前記特定事象の発生回数又は発生頻度を
当該遊技機又は遊技機外部の装置にて特定可能とする特定情報（第１～第８，第１２の実
施形態では履歴情報、第９～第１１の実施形態ではカウンタにおいて計測されている数値
情報）が前記所定記憶手段に記憶されるようにし、
　前記第１制御手段は、
　前記所定事象が発生した場合に第１信号経路を利用して第１情報を前記第２制御手段に
送信する第１送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれかを出力する機
能）と、
　前記特定事象が発生した場合に第２信号経路を利用して第２情報を前記第２制御手段に
送信する第２送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれかを出力する機
能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｆ１又はＦ２に記載の遊技機。
【１３６１】
　特徴Ｆ３によれば、所定事象に対応する所定情報だけではなく特定事象に対応する特定
情報も所定記憶手段に記憶される。これにより、所定事象の発生態様の管理だけではなく
特定事象の発生態様の管理も行うことが可能となる。また、所定情報及び特定情報の両方
を利用することにより、所定事象と特定事象との間の発生頻度の割合なども管理すること
が可能となる。
【１３６２】
　また、所定事象が発生した場合には第１信号経路を利用して第１情報が第２制御手段に
送信され、特定事象が発生した場合には第２信号経路を利用して第２情報が第２制御手段
に送信される。これにより、送信される情報の種類と信号経路とが対応することとなり、
第２制御手段にて各情報の種類を区別するための構成を簡素化することが可能となる。
【１３６３】
　特徴Ｆ４．前記第１制御手段は、所定状況であるか否かを前記第２制御手段にて特定可
能とする特定用情報を、第３経路を利用して前記第２制御手段に送信する第３送信手段（
第１，第３～第９，第１２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における第８～第１０信号のい
ずれかを出力する機能、第２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における開閉実行モード中信
号、高頻度サポートモード中信号及び扉開放中信号のいずれかを出力する機能）を備えて
いることを特徴とする特徴Ｆ３に記載の遊技機。
【１３６４】
　特徴Ｆ４によれば、所定状況であるか否かを区別して所定事象の発生態様及び特定事象
の発生態様を管理することが可能となる。また、所定状況であるか否かを特定可能とする
特定用情報が第３経路を利用して第２制御手段に送信されるため、第２制御手段にて特定
用情報を第１情報及び第２情報といった他の情報と区別するための構成を簡素化すること
が可能となる。
【１３６５】
　特徴Ｆ５．前記第１制御手段は、前記第１情報が前記所定事象に対応しており、前記第
２情報が前記特定事象に対応していることを示す識別情報を前記第２制御手段に送信する
識別情報送信手段（主側ＣＰＵ６３における認識用処理を実行する機能）を備えているこ
とを特徴とする特徴Ｆ３又はＦ４に記載の遊技機。
【１３６６】
　特徴Ｆ５によれば、第１情報が所定事象に対応しており、第２情報が特定事象に対応し
ていることを示す識別情報が第１制御手段から第２制御手段に送信されるため、これら情
報の対応関係を第２制御手段において予め記憶しておく必要が生じない。これにより、第
２制御手段の汎用性を高めることが可能となる。
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【１３６７】
　特徴Ｆ６．前記識別情報送信手段は、前記第１制御手段への動作電力の供給が開始され
た場合に前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする特徴Ｆ５に記載の
遊技機。
【１３６８】
　特徴Ｆ６によれば、第１制御手段への動作電力の供給が開始された場合に当該第１制御
手段から第２制御手段に識別情報が送信されるため、所定事象及び特定事象が発生し得る
状況においては、第１制御手段から送信される情報と入球手段との対応関係を第２制御手
段にて特定可能となるようにすることが可能となる。
【１３６９】
　特徴Ｆ７．前記識別情報送信手段は、前記第１信号経路及び前記第２信号経路のうち少
なくとも一方を利用して前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする特
徴Ｆ５又はＦ６に記載の遊技機。
【１３７０】
　特徴Ｆ７によれば、識別情報は第１信号経路及び第２信号経路のうち少なくとも一方を
利用して第２制御手段に送信されるため、識別情報を送信するための専用の信号経路を設
ける構成に比べて通信に関する構成を簡素化することが可能となる。
【１３７１】
　特徴Ｆ８．前記第２制御手段は、前記識別情報を受信した場合、前記第１情報が前記所
定事象に対応しており前記第２情報が前記特定事象に対応していることを特定可能とする
対応関係情報を対応関係記憶手段（対応関係用メモリ１１６）に記憶させる手段（管理側
ＣＰＵ１１２における対応関係設定処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする
特徴Ｆ５乃至Ｆ７のいずれか１に記載の遊技機。
【１３７２】
　特徴Ｆ８によれば、第１制御手段から送信される情報と事象の種類との対応関係が第２
制御手段において記憶される。これにより、送信対象の情報に対応する事象の種類を第２
制御手段にて特定可能とする情報を、第１制御手段から第１情報又は第２情報を送信する
度に第２制御手段に提供する必要がなくなる。よって、第１情報及び第２情報の情報量を
抑えることが可能となる。
【１３７３】
　特徴Ｆ９．前記第１制御手段は、所定状況であるか否かを前記第２制御手段にて特定可
能とする第３情報を、第３経路を利用して前記第２制御手段に送信する第３送信手段（第
１，第３～第９，第１２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における第８～第１０信号のいず
れかを出力する機能、第２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における開閉実行モード中信号
、高頻度サポートモード中信号及び扉開放中信号のいずれかを出力する機能）を備え、
　前記第２制御手段は、前記識別情報を受信しなくても、前記第３情報が前記所定状況で
あるか否かを特定可能とする情報であると認識可能であることを特徴とする特徴Ｆ５乃至
Ｆ８のいずれか１に記載の遊技機。
【１３７４】
　特徴Ｆ９によれば、所定状況であるか否かを区別して所定事象の発生態様及び特定事象
の発生態様を管理することが可能となる。また、第３情報が所定状況であるか否かを特定
可能とする情報であることは、第１制御手段からの識別情報を受信しなくても第２制御手
段にて特定可能となっている。これにより、識別情報の情報形態が複雑化してしまわない
ようにすることが可能となる。
【１３７５】
　特徴Ｆ１０．前記第２制御手段は、専用回路として設けられていることを特徴とする特
徴Ｆ１乃至Ｆ９のいずれか１に記載の遊技機。
【１３７６】
　特徴Ｆ１０によれば、第２制御手段が専用回路として設けられた構成において既に説明
したような優れた効果を奏することが可能となる。
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【１３７７】
　なお、特徴Ｆ１～Ｆ１０の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１３７８】
　上記特徴Ａ群、上記特徴Ｂ群、上記特徴Ｃ群、上記特徴Ｄ群、上記特徴Ｅ群及び上記特
徴Ｆ群に係る発明によれば、以下の課題を解決することが可能である。
【１３７９】
　遊技機としてパチンコ遊技機やスロットマシンが知られている。例えば、パチンコ遊技
機では、遊技者に付与された遊技球を貯留する皿貯留部を遊技機前面部に備えており、当
該皿貯留部に貯留された遊技球が遊技球発射装置に案内されて、遊技者の発射操作に応じ
て遊技領域に向けて発射される。そして、例えば遊技領域に設けられた入球部に遊技球が
入球した場合に、例えば払出装置から皿貯留部に遊技球が払い出される。また、パチンコ
遊技機においては、皿貯留部として上側皿貯留部と下側皿貯留部とを備えた構成も知られ
ており、この場合、上側皿貯留部に貯留された遊技球が遊技球発射装置に案内され、当該
上側皿貯留部にて余剰となった遊技球が下側皿貯留部に排出される。
【１３８０】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、遊技機の管理が好適に行われる必要が
あり、この点について未だ改良の余地がある。
【１３８１】
　＜特徴Ｇ群＞
　特徴Ｇ１．第１制御手段（主側ＣＰＵ６３）と、
　当該第１制御手段から送信された情報を受信する第２制御手段（管理側ＣＰＵ１１２）
と、
を備え、
　前記第１制御手段は、
　第１事象が発生した場合に第１信号経路を利用して第１情報を前記第２制御手段に送信
する第１送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれかを出力する機能）
と、
　第２事象が発生した場合に第２信号経路を利用して第２情報を前記第２制御手段に送信
する第２送信手段（主側ＣＰＵ６３における第１～第７信号のいずれかを出力する機能）
と、
　前記第１情報が前記第１事象に対応しており、前記第２情報が前記第２事象に対応して
いることを示す識別情報を前記第２制御手段に送信する識別情報送信手段（主側ＣＰＵ６
３における認識用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【１３８２】
　特徴Ｇ１によれば、第１事象が発生した場合には第１信号経路を利用して第１情報が第
２制御手段に送信され、第２事象が発生した場合には第２信号経路を利用して第２情報が
第２制御手段に送信される。これにより、送信される情報の種類と信号経路とが対応する
こととなり、第２制御手段にて各情報の種類を区別するための構成を簡素化することが可
能となる。
【１３８３】
　また、第１情報が第１事象に対応しており、第２情報が第２事象に対応していることを
示す識別情報が第１制御手段から第２制御手段に送信されるため、これら情報の対応関係
を第２制御手段において予め記憶しておく必要が生じない。これにより、第２制御手段の
汎用性を高めることが可能となる。
【１３８４】
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　特徴Ｇ２．前記識別情報送信手段は、前記第１制御手段への動作電力の供給が開始され
た場合に前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする特徴Ｇ１に記載の
遊技機。
【１３８５】
　特徴Ｇ２によれば、第１制御手段への動作電力の供給が開始された場合に当該第１制御
手段から第２制御手段に識別情報が送信されるため、所定入球手段及び特定入球手段への
遊技球の入球が発生し得る状況においては、第１制御手段から送信される情報と入球手段
との対応関係を第２制御手段にて特定可能となるようにすることが可能となる。
【１３８６】
　特徴Ｇ３．前記識別情報送信手段は、前記第１信号経路及び前記第２信号経路のうち少
なくとも一方を利用して前記識別情報を前記第２制御手段に送信することを特徴とする特
徴Ｇ１又はＧ２に記載の遊技機。
【１３８７】
　特徴Ｇ３によれば、識別情報は第１信号経路及び第２信号経路のうち少なくとも一方を
利用して第２制御手段に送信されるため、識別情報を送信するための専用の信号経路を設
ける構成に比べて通信に関する構成を簡素化することが可能となる。
【１３８８】
　特徴Ｇ４．前記第２制御手段は、前記識別情報を受信した場合、前記第１情報が前記第
１事象に対応しており前記第２情報が前記第２事象に対応していることを特定可能とする
対応関係情報を対応関係記憶手段（対応関係用メモリ１１６）に記憶させる手段（管理側
ＣＰＵ１１２における対応関係設定処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする
特徴Ｇ１乃至Ｇ３のいずれか１に記載の遊技機。
【１３８９】
　特徴Ｇ４によれば、第１制御手段から送信される情報と入球手段との対応関係が第２制
御手段において記憶される。これにより、送信対象の情報に対応する事象を第２制御手段
にて特定可能とする情報を、第１制御手段から第１情報又は第２情報を送信する度に第２
制御手段に提供する必要がなくなる。よって、第１情報及び第２情報の情報量を抑えるこ
とが可能となる。
【１３９０】
　特徴Ｇ５．前記第１制御手段は、所定状況であるか否かを前記第２制御手段にて特定可
能とする第３情報を、第３経路を利用して前記第２制御手段に送信する第３送信手段（第
１，第３～第９，第１２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における第８～第１０信号のいず
れかを出力する機能、第２の実施形態では主側ＣＰＵ６３における開閉実行モード中信号
、高頻度サポートモード中信号及び扉開放中信号のいずれかを出力する機能）を備え、
　前記第２制御手段は、前記識別情報を受信しなくても、前記第３情報が前記所定状況で
あるか否かを特定可能とする情報であると認識可能であることを特徴とする特徴Ｇ１乃至
Ｇ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１３９１】
　特徴Ｇ５によれば、所定状況であるか否かを区別して第１事象の発生態様及び第２事象
の発生態様を管理することが可能となる。また、第３情報が所定状況であるか否かを特定
可能とする情報であることは、第１制御手段からの識別情報を受信しなくても第２制御手
段にて特定可能となっている。これにより、識別情報の情報形態が複雑化してしまわない
ようにすることが可能となる。
【１３９２】
　特徴Ｇ６．前記第１制御手段から前記第２制御手段に情報を送信することが可能な信号
経路として、前記第１制御手段から前記第２制御手段に送信する必要がある情報の種類数
よりも多い数の信号経路が設けられていることを特徴とする特徴Ｇ１乃至Ｇ５のいずれか
１に記載の遊技機。
【１３９３】
　特徴Ｇ６によれば、第１制御手段から第２制御手段に送信する必要がある情報の種類数



(219) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

よりも多い数の信号経路が設けられていることにより、遊技機の機種に応じて当該情報の
種類数が増減する場合であっても信号経路に関する構成を変更することなく対応すること
が可能となる。よって、第２制御手段の汎用性を高めることが可能となる。
【１３９４】
　特徴Ｇ７．前記第２制御手段は、専用回路として設けられていることを特徴とする特徴
Ｇ１乃至Ｇ６のいずれか１に記載の遊技機。
【１３９５】
　特徴Ｇ７によれば、第２制御手段が専用回路として設けられた構成において既に説明し
たような優れた効果を奏することが可能となる。
【１３９６】
　なお、特徴Ｇ１～Ｇ７の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴Ｃ
１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、特
徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１～
Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これにより
、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１３９７】
　上記特徴Ｇ群に係る発明によれば、以下の課題を解決することが可能である。
【１３９８】
　遊技機としてパチンコ遊技機やスロットマシンが知られている。例えば、パチンコ遊技
機では、遊技者に付与された遊技球を貯留する皿貯留部を遊技機前面部に備えており、当
該皿貯留部に貯留された遊技球が遊技球発射装置に案内されて、遊技者の発射操作に応じ
て遊技領域に向けて発射される。そして、例えば遊技領域に設けられた入球部に遊技球が
入球した場合に、例えば払出装置から皿貯留部に遊技球が払い出される。また、パチンコ
遊技機においては、皿貯留部として上側皿貯留部と下側皿貯留部とを備えた構成も知られ
ており、この場合、上側皿貯留部に貯留された遊技球が遊技球発射装置に案内され、当該
上側皿貯留部にて余剰となった遊技球が下側皿貯留部に排出される。
【１３９９】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、通信に関する構成を好適なものとする
必要があり、この点について未だ改良の余地がある。
【１４００】
　＜特徴Ｈ群＞
　特徴Ｈ１．遊技盤（例えば遊技盤２３３）の手前側に透明板（窓パネル５２）が配置さ
れており、遊技球（遊技球Ｂ１）が前記遊技盤と前記透明板との間の遊技領域（遊技領域
ＰＡ）を上流から下流に向けて流下する遊技機において、
　前記遊技盤は、接触する遊技球の前記遊技領域における奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の移動態様を異なるものとする所定変更手段（第１左右振分釘２１３，
２４２、第２左右振分釘２１４、反転釘２５１、前後振分釘２６２、反発釘３２２、前後
振分台３５１，３９１，３９２、位置変更通路４２３、交換用位置変更通路４４２、傾斜
釘）を備えていることを特徴とする遊技機。
【１４０１】
　特徴Ｈ１によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の進路を異なるものとす
る態様で遊技領域の遊技球を分散させることができるため、接触する遊技球の横方向の位
置のみが遊技球の進路に影響する遊技機と比較して、遊技領域における遊技球の動きのバ
リエーションを増加させて遊技の興趣向上を図ることができる。
【１４０２】
　本特徴Ｈ１における遊技盤は、所定変更手段を備えている板状のものであり、遊技をす
るための遊技領域を規定する。
【１４０３】
　特徴Ｈ２．前記所定変更手段は、前記遊技領域の上流側から接触した遊技球に抗力を加
えることで当該遊技球を跳ね返すものであり、その跳ね返しによる遊技球の移動態様を当



(220) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

該遊技球の前記奥行き方向における接触位置に応じて異ならせるものであることを特徴と
する特徴Ｈ１に記載の遊技機。
【１４０４】
　特徴Ｈ２によれば、跳ね返した後の遊技球の移動態様を当該遊技球の奥行き方向におけ
る接触位置に応じて異ならせることが可能となり、遊技領域を流下する遊技球を跳ね返す
ことでその移動態様を変更させるという従来の構成を採用しながらも、奥行き方向の位置
に応じた跳ね返り方向の変更という斬新な移動態様を付加することが可能となる。
【１４０５】
　特徴Ｈ３．前記所定変更手段は、前記遊技領域の上流側から上方に載った遊技球を転動
させるものであり、その転動による遊技球の移動態様を当該遊技球の前記奥行き方向にお
ける接触位置に応じて異ならせるものであることを特徴とする特徴Ｈ１又はＨ２に記載の
遊技機。
【１４０６】
　特徴Ｈ３によれば、遊技球を転動させる過程で遊技球の移動態様を変更させる構成であ
るため、奥行き方向の接触位置に応じた遊技球の移動態様を遊技機設計段階において想定
した態様に制御し易くなる。
【１４０７】
　特徴Ｈ４．前記遊技領域において前記所定変更手段が複数並設されていることを特徴と
する特徴Ｈ１乃至Ｈ３のいずれか１に記載の遊技機。
【１４０８】
　特徴Ｈ４によれば、複数の所定変更手段が並設された領域に到達した遊技球はいずれか
の所定変更手段に接触し易くなる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じた遊技球の
移動態様の変更が生じやすくなる。
【１４０９】
　特徴Ｈ５．接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じた接触後における遊技球の移
動態様が前記所定変更手段とは異なる別変更手段（第１左右振分釘２１３，２４２、第２
左右振分釘２１４、反転釘２５１、前後振分釘２６２、後方釘２７１、前方優先部材２９
１、反発釘３２２、前後振分台３５１，３９１，３９２、位置変更通路４２３、交換用位
置変更通路４４２、傾斜釘）を備え、
　前記遊技領域において前記別変更手段が前記所定変更手段に並設されていることを特徴
とする特徴Ｈ１乃至Ｈ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１４１０】
　特徴Ｈ５によれば、所定変更手段と別変更手段とが並設された領域に到達した遊技球は
、例えば所定変更手段及び別変更手段のうちいずれに接触するのかによって、奥行き方向
の接触位置に応じた遊技球の移動態様を相違させることが可能となる。この場合、遊技者
が所望する移動態様となることを期待しながら、所定変更手段及び別変更手段のうちいず
れに遊技球が接触するのかを遊技者は注目することとなる。また、例えば所定変更手段及
び別変更手段のうち一方に接触した場合の奥行き方向の位置に応じて、その後に他方に接
触した場合における遊技球の移動態様を相違させる構成とすることも可能となる。この場
合、両変更手段による遊技球の移動態様を相互に関連付けることが可能となる。
【１４１１】
　特徴Ｈ６．前記所定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の前記遊技領域における横方向の移動態様を異ならせるものであること
を特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１４１２】
　特徴Ｈ６によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の横方向の移動態様を異
ならせることが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の位置と遊技球の横方向の
移動態様とに相関を持たせることが可能となり、遊技球の動きに注目する遊技者は遊技球
の位置を多角的に捉えて遊技球の動きを予測することとなる。よって、遊技の興趣向上を
図ることが可能となる。
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【１４１３】
　特徴Ｈ７．前記所定変更手段は、
　前記奥行き方向の第１所定範囲（例えば遊技領域ＰＡの奥側）に接触する遊技球の前記
横方向の移動態様を第１所定態様で変更する第１所定変更手段（第１振分面２１７ａ，２
３２ａ，２４４ａ、第１反転面２５４ａ，後方釘２７１、低反発部材３３３、傾斜釘の第
１傾斜部）と、
　前記奥行き方向において前記第１所定範囲とは重複しない第２所定範囲（例えば遊技領
域ＰＡの手前側）に接触する遊技球の前記横方向の移動態様を第２所定態様で変更する第
２所定変更手段（第２振分面２１８ａ，２３４ａ，２４５ａ、第２反転面２５４ｂ、前方
優先部材２９１、高反発部３３４ｄ、傾斜釘の第２傾斜部）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｈ６に記載の遊技機。
【１４１４】
　特徴Ｈ７によれば、奥行き方向の接触位置に応じて接触後における遊技球の横方向の移
動態様が一義的に変更される。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向の遊技
球の移動態様が変更される構成において、遊技球の奥行き方向の位置に対するその後の横
方向の遊技球の移動態様を遊技者にある程度予測させることが可能となる。
【１４１５】
　特徴Ｈ８．前記第１所定変更手段は、前記第１所定範囲に接触する遊技球に左向きの成
分を含む力を与えるものであり、
　前記第２所定変更手段は、前記第２所定範囲で接触する遊技球に右向きの成分を含む力
を与えるものであることを特徴とする特徴Ｈ７に記載の遊技機。
【１４１６】
　特徴Ｈ８によれば、奥行き方向の接触位置に応じて遊技球に付与される力の横方向の成
分が真逆となる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向の遊技球の移動態様
を顕著に異ならせることが可能となる。
【１４１７】
　特徴Ｈ９．前記第１所定変更手段は、前記第１所定範囲に接触する遊技球に左向き及び
右向きのうち一方である所定方向の成分を含む力を与えるものであり、
　前記第２所定変更手段は、前記第２所定範囲に接触する遊技球に前記所定方向の成分を
含む力を与えるものであって前記所定方向の力として前記第１所定変更手段よりも大きな
力を与えるものであることを特徴とする特徴Ｈ７に記載の遊技機。
【１４１８】
　特徴Ｈ９によれば、奥行き方向の接触位置が第１所定範囲及び第２所定範囲のいずれで
あっても遊技球に対して同一の横方向の力を与えるようにしながら、その力の大きさを異
ならせることが可能となる。これにより、同一の横方向に遊技球を移動させるようにしな
がら、奥行き方向の接触位置に応じてその移動量を異ならせることが可能となる。
【１４１９】
　特徴Ｈ１０．前記所定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接
触後における遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであることを特徴とす
る特徴Ｈ１乃至Ｈ９のいずれか１に記載の遊技機。
【１４２０】
　特徴Ｈ１０によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の奥行き方向の移動態
様を異ならせることが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の移動態様を多様化
させることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４２１】
　特徴Ｈ１１．前記所定変更手段は、
　前記奥行き方向の第３所定範囲（例えば遊技領域ＰＡの奥側）に接触する遊技球の前記
奥行き方向の移動態様を第３所定態様で変更する第３所定変更手段（第１反転面２５４ａ
、第１振分面２６４ａ、第１下流面３７２、奥側壁面４４３ａ）と、
　前記奥行き方向において前記第３所定範囲とは重複しない第４所定範囲（例えば遊技領
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域ＰＡの手前側）に接触する遊技球の前記奥行き方向の移動態様を第４所定態様で変更す
る第４所定変更手段（第２反転面２５４ｂ、第２振分面２６５ａ、第２下流面３７３、手
前側壁面４２２ｂ，４４３ｂ）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｈ１０に記載の遊技機。
【１４２２】
　特徴Ｈ１１によれば、奥行き方向の接触位置に応じて接触後における遊技球の奥行き方
向の移動態様が一義的に変更される。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向
の遊技球の移動態様が変更される構成において、遊技球の奥行き方向の位置に対するその
後の奥行き方向の遊技球の移動態様を遊技者にある程度予測させることが可能となる。
【１４２３】
　特徴Ｈ１２．前記第３所定変更手段は、前記第３所定範囲に接触する遊技球に前向きの
成分を含む力を与えるものであり、
　前記第４所定変更手段は、前記第４所定範囲に接触する遊技球に後向きの成分を含む力
を与えるものであることを特徴とする特徴Ｈ１１に記載の遊技機。
【１４２４】
　特徴Ｈ１２によれば、奥行き方向の接触位置に応じて遊技球に付与される力の奥行き方
向の成分が真逆となる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて奥行き方向の遊技球
の移動態様を顕著に異ならせることが可能となる。
【１４２５】
　特徴Ｈ１３．前記第３所定範囲は前記第４所定範囲よりも奥側に存在していることを特
徴とする特徴Ｈ１２に記載の遊技機。
【１４２６】
　特徴Ｈ１３によれば、所定変更手段の存在によって遊技球の奥行き方向の位置を奥側と
手前側とで逆に変更させることが可能となる。
【１４２７】
　特徴Ｈ１４．前記所定変更手段は、前記奥行き方向の位置に応じて反発係数が相違して
いることを特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【１４２８】
　特徴Ｈ１４によれば、奥行き方向の衝突位置が異なる遊技球に対して大きさの異なる抗
力を加えることができる。これにより、所定変更手段と衝突した後の遊技球の跳ね返り速
度を異なるものとすることができる。このように、遊技領域における遊技球の動きのバリ
エーションを増加させることにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１４２９】
　特徴Ｈ１５．前記所定変更手段は、
　接触する遊技球の移動態様を当該遊技球の奥行き方向の位置に応じた態様で変更するた
めの樹脂製部材（第１左右振分部材２１５，２４３、第２左右振分部材２３１、反転部材
２５４、前後振分部材２６３、プレート部材２９２）と、
　当該樹脂製部材を前記遊技領域に露出させた状態で前記所定変更手段を前記遊技盤に固
定するための金属製部材（固定用部材２１６、支持部材２９３，２９４）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ１４のいずれか１に記載の遊技機。
【１４３０】
　特徴Ｈ１５によれば、遊技球の進路を変更する部材を成形が容易な樹脂で作成すること
により、遊技球の進路を変更する部材の設計の自由度を高めることができる。また、樹脂
製部材を金属製部材で強固に固定する構造とすることにより、所定変更手段の耐久性を向
上させて、所定変更手段を備えている遊技機のメンテナンスが頻繁に必要となる事態を回
避することができる。
【１４３１】
　特徴Ｈ１６．前記遊技盤とは別体で設けられ前記遊技盤に固定されたベース体（左側誘
導部材２５５）に、前記所定変更手段が固定されていることを特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ
１５のいずれか１に記載の遊技機。
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【１４３２】
　特徴Ｈ１６によれば、所定変更手段が一体化されたベース体を遊技盤に固定することで
遊技盤に所定変更手段を設けることが可能となる。これにより、所定変更手段の位置合わ
せを入念に行った後に当該所定変更手段を遊技盤に設けることが可能となる。
【１４３３】
　特徴Ｈ１７．前記ベース体に前記所定変更手段が複数固定されていることを特徴とする
特徴Ｈ１６に記載の遊技機。
【１４３４】
　特徴Ｈ１７によれば、複数の所定変更手段の相対的な位置合わせを入念に行った後にこ
れら所定変更手段を遊技盤に設けることが可能となるため、複数の所定変更手段の相対的
な位置合わせ精度を高めることが可能となる。
【１４３５】
　特徴Ｈ１８．前記遊技盤は、左右方向の接触位置に応じた態様で接触後の遊技球の移動
態様を変更する障害釘（障害釘２２８）を備えていることを特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ１
７のいずれか１に記載の遊技機。
【１４３６】
　特徴Ｈ１８によれば、遊技盤に遊技球の進路を分散させるための手段を十分な数設ける
ことができる。従来の遊技盤における障害釘を全て所定変更手段に変更する場合、強度を
確保するために所定変更手段を障害釘よりも大きく製造すると遊技盤に設けることができ
る所定変更手段の数が限られてしまう。これに対して、遊技盤において遊技球の進路を分
散させるための手段として、小さい障害釘と大きい所定変更手段とを混在させることによ
り、遊技盤に設けることが可能な遊技球を分散させるための手段の減少を抑制し、遊技球
を十分に分散させることができる。そして、遊技球の左右方向の位置に応じた進路の変更
と、遊技球の奥行き方向の位置に応じた進路の変更と、の両方が可能な遊技盤の構成とす
ることができる。
【１４３７】
　特徴Ｈ１９．前記所定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接
触後における遊技球の前記遊技領域における横方向の移動態様を異ならせるものであり、
　前記遊技盤は、前記遊技領域において前記所定変更手段よりも上流側の位置に、接触し
た遊技球の前記奥行き方向の移動態様を特定態様とすることを可能とする特定変更手段（
反転釘２５１、前後振分釘２６２、前後振分台３５１，３９１，３９２、位置変更通路４
２３、交換用位置変更通路４４２、案内通路４６１）を備えていることを特徴とする特徴
Ｈ１乃至Ｈ１８のいずれか１に記載の遊技機。
【１４３８】
　特徴Ｈ１９によれば、特定変更手段が設けられていることにより奥行き方向の遊技球の
位置を変更させることが可能となる。そして、遊技盤に当該特定変更手段だけではなく、
奥行き方向の接触位置に応じて遊技球の横方向の移動態様を異ならせる所定変更手段が設
けられていることにより、遊技球の移動態様を多様化させることが可能となる。
【１４３９】
　また、特定変更手段が所定変更手段よりも上流側に設けられていることにより、特定変
更手段により奥行き方向の遊技球の位置が変更されたか否かに応じて、その後における所
定変更手段による遊技球の横方向の振分態様を相違させることが可能となる。これにより
、これら特定変更手段及び所定変更手段による遊技球の移動態様を相互に関連付けること
が可能となる。
【１４４０】
　特徴Ｈ２０．前記遊技盤は、遊技球が入球することにより遊技者に有利な特典を提供す
る契機となる開口部（第１作動口３３、第２作動口３４）を備えており、
　前記特定変更手段により前記奥行き方向の移動態様が前記特定態様となった後に前記所
定変更手段に接触した遊技球の方が、前記特定態様となることなく前記所定変更手段に接
触した遊技球よりも前記開口部に入球し易くなるように前記特定変更手段及び前記所定変



(224) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

更手段が設けられていることを特徴とする特徴Ｈ１９に記載の遊技機。
【１４４１】
　特徴Ｈ２０によれば、特定変更手段により遊技球の奥行き方向の移動態様が特定態様に
された場合の方が開口部に入球し易くなるため、特定変更手段への遊技者の注目度を高め
ることが可能となる。また、特定変更手段により奥行き方向の移動態様が特定態様にされ
た遊技球であってもその後に所定変更手段に接触することとなり、その接触までの過程な
どにおいて奥行き方向の移動態様が特定態様とは異なる態様となり得るため、所定変更手
段に遊技球が接触するまでの過程にも遊技者を注目させることが可能となる。
【１４４２】
　特徴Ｈ２１．前記特定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接
触後における遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであることを特徴とす
る特徴Ｈ１９又はＨ２０に記載の遊技機。
【１４４３】
　特徴Ｈ２１によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の奥行き方向の移動態
様を異ならせることが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の移動態様を多様化
させることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４４４】
　特徴Ｈ２２．前記特定変更手段は、
　前記奥行き方向の第１特定範囲（例えば遊技領域ＰＡの奥側）に接触する遊技球の前記
奥行き方向の移動態様を第１特定態様で変更する第１特定変更手段（第１反転面２５４ａ
、第１振分面２６４ａ、奥側壁面４４３ａ）と、
　前記奥行き方向において前記第１特定範囲とは重複しない第２特定範囲（例えば遊技領
域ＰＡの手前側）に接触する遊技球の前記奥行き方向の移動態様を第２特定態様で変更す
る第２特定変更手段（第２反転面２５４ｂ、第２振分面２６５ａ、手前側壁面４２２ｂ，
４４３ｂ）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｈ２１に記載の遊技機。
【１４４５】
　特徴Ｈ２２によれば、奥行き方向の接触位置に応じて接触後における遊技球の奥行き方
向の移動態様が一義的に変更される。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向
の遊技球の移動態様が変更される構成において、遊技球の奥行き方向の位置に対するその
後の奥行き方向の遊技球の移動態様を遊技者にある程度予測させることが可能となる。
【１４４６】
　特徴Ｈ２３．前記第１特定変更手段は、前記第１特定範囲に接触する遊技球に前向きの
成分を含む力を与えるものであり、
　前記第２特定変更手段は、前記第２特定範囲に接触する遊技球に後向きの成分を含む力
を与えるものであることを特徴とする特徴Ｈ２２に記載の遊技機。
【１４４７】
　特徴Ｈ２３によれば、奥行き方向の接触位置に応じて遊技球に付与される抗力の奥行き
方向の成分が真逆となる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて奥行き方向の遊技
球の移動態様を顕著に異ならせることが可能となる。
【１４４８】
　特徴Ｈ２４．前記第１特定範囲は前記第２特定範囲よりも奥側に存在していることを特
徴とする特徴Ｈ２３に記載の遊技機。
【１４４９】
　特徴Ｈ２４によれば、特定変更手段の存在によって遊技球の奥行き方向の位置を奥側と
手前側とで逆に変更させることが可能となる。
【１４５０】
　特徴Ｈ２５．前記特定変更手段は、遊技球が通過する案内通路（位置変更通路４２３、
交換用位置変更通路４４２、案内通路４６１）を有し、当該案内通路から排出される遊技
球の前記奥行き方向の移動態様を前記特定態様とすることが可能な構成であることを特徴
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とする特徴Ｈ１９乃至Ｈ２４のいずれか１に記載の遊技機。
【１４５１】
　特徴Ｈ２５によれば、遊技球の奥行き方向の位置に注目している遊技者は案内通路に遊
技球が入球するか否かに注目することとなり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４５２】
　特徴Ｈ２６．前記案内通路の遊技球の通過態様に応じて当該案内通路から排出される遊
技球の前記奥行き方向の移動態様が変更されることを特徴とする特徴Ｈ２５に記載の遊技
機。
【１４５３】
　特徴Ｈ２６によれば、案内通路の遊技球の通過態様に応じて当該案内通路から排出され
る遊技球の奥行き方向の移動態様が特定態様とされることにより、案内通路に遊技球が入
球するか否かに遊技者を注目させることが可能となるとともに、案内通路における遊技球
の通過態様にも遊技者を注目させることが可能となる。
【１４５４】
　特徴Ｈ２７．前記案内通路は、当該案内通路の入口における遊技球の位置に応じて当該
案内通路から排出される遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであること
を特徴とする特徴Ｈ２５又はＨ２６に記載の遊技機。
【１４５５】
　特徴Ｈ２７によれば、案内通路の入口における遊技球の位置に応じて当該案内通路から
排出される遊技球の奥行き方向の移動態様が異なるものとなることにより、案内通路に遊
技球が入球するか否かに遊技者を注目させることが可能となるとともに、案内通路の入口
に入球する場合における遊技球の位置にも遊技者を注目させることが可能となる。
【１４５６】
　特徴Ｈ２８．前記案内通路は、複数の通路壁に区画されることにより形成されているも
のであって縦方向に延在させて設けられており、
　前記複数の通路壁のうち所定通路壁（手前側壁面４２２ｂ，４４３ｂ、奥側壁面４４３
ａ）に前記案内通路を通過する遊技球が接触することにより当該案内通路から排出される
遊技球の前記奥行き方向の移動態様が前記特定態様となることを特徴とする特徴Ｈ２５乃
至Ｈ２７のいずれか１に記載の遊技機。
【１４５７】
　特徴Ｈ２８によれば、案内通路の通路壁との接触によって遊技球の奥行き方向の移動態
様を変更する構成であることにより、構成の簡素化を図りながら既に説明したような優れ
た効果を奏することが可能となる。
【１４５８】
　特徴Ｈ２９．前記案内通路は、当該案内通路の入口において前記奥行き方向の第１範囲
（遊技盤４２１，４５１の表面近傍）に存在している遊技球を前記案内通路の出口におい
て前記第１範囲よりも手前側に移動させ、前記案内通路の入口において前記第１範囲より
も手前側である第２範囲（窓パネル５２の背面近傍）に存在している遊技球を前記案内通
路の出口において前記第２範囲よりも奥側に移動させる構成であることを特徴とする特徴
Ｈ２５乃至Ｈ２８のいずれか１に記載の遊技機。
【１４５９】
　特徴Ｈ２９によれば、案内通路の入口における奥行き方向の位置とは逆側の位置に遊技
球を案内することが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の位置を積極的に変更
させることが可能となる。
【１４６０】
　特徴Ｈ３０．前記案内通路は、当該案内通路の入口において前記第１範囲よりも手前側
であって前記第２範囲よりも奥側に存在している遊技球に対しては前記案内通路の出口に
おいて前記奥行き方向の位置を変化させるための力を与えない構成であることを特徴とす
る特徴Ｈ２９に記載の遊技機。
【１４６１】



(226) JP 2018-121676 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

　特徴Ｈ３０によれば、案内通路を通過する場合であっても遊技球の奥行き方向の位置が
変化しない状況を生じさせることが可能となる。これにより、案内通路を通過した後にお
ける遊技球の奥行き方向の位置を多様化させることが可能となる。
【１４６２】
　特徴Ｈ３１．前記案内通路は、当該案内通路から排出される遊技球の前記奥行き方向の
移動態様を当該案内通路における遊技球の通過態様に関係なく前記特定態様とする構成で
あることを特徴とする特徴Ｈ２５に記載の遊技機。
【１４６３】
　特徴Ｈ３１によれば、案内通路に入球した遊技球は当該案内通路の通過後における奥行
き方向の移動態様が確実に特定態様となるため、遊技盤における案内通路の影響力を大き
くすることが可能となる。よって、案内通路周辺の遊技球の動きに遊技者の関心を集める
ことが可能となり、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１４６４】
　特徴Ｈ３２．前記案内通路は、前記遊技盤とは別体で設けられた通路形成体（通路形成
部材４２２、交換用通路形成部材４４１、案内部材４７１、交換用案内部材５６１）に設
けられていることを特徴とする特徴Ｈ２５乃至Ｈ３１のいずれか１に記載の遊技機。
【１４６５】
　特徴Ｈ３２によれば、案内通路が遊技盤とは別体で設けられた通路形成体に設けられて
いることにより、通路形成体を交換することで同一の遊技盤を利用しながら遊技球の奥行
き方向の移動態様を変更させることが可能となる。
【１４６６】
　特徴Ｈ３３．前記遊技盤は、遊技球が入球することにより遊技者に有利な特典を提供す
る契機となる開口部（第１作動口３３、第２作動口３４）を備えており、
　前記所定変更手段は、接触する遊技球の接触後の移動態様を、前記開口部に入球する確
率が高い移動態様と、前記開口部に入球する確率が低い移動態様とに振り分けることを特
徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ３２のいずれか１に記載の遊技機。
【１４６７】
　特徴Ｈ３３によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて、遊技球が開口部に入賞する
確率が異なる。このように、開口部の上流における遊技球の奥行き方向の位置が遊技結果
に反映される構成とすることにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１４６８】
　特徴Ｈ３４．前記遊技盤は、遊技球を前記開口部に入球する確率が高い場所に導くため
の誘導手段（ステージユニット３５４）を備えており、
　前記所定変更手段は、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球を前記誘導手段に案内
する場合と、当該遊技球を前記誘導手段に案内しない場合と、があることを特徴とする特
徴Ｈ３３に記載の遊技機。
【１４６９】
　特徴Ｈ３４によれば、所定変更手段によって進路を変更された遊技球が誘導手段に案内
されるか否かについて遊技者に注目させることにより、遊技者の遊技球の動きへの関心を
高め、遊技の興趣向上を図ることができる。また、遊技領域における遊技球の奥行き方向
の位置の違いを遊技結果に反映することにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１４７０】
　なお、特徴Ｈ１～Ｈ３４の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１４７１】
　＜特徴Ｉ群＞
　特徴Ｉ１．遊技盤（例えば遊技盤２６１）の手前側に透明板（窓パネル５２）が配置さ
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れており、遊技球（遊技球Ｂ１）が前記遊技盤と前記透明板との間の遊技領域（遊技領域
ＰＡ）を上流から下流に向けて流下する遊技機において、
　前記遊技盤は、前記遊技領域における奥行き方向の位置が接触可能範囲（たとえば遊技
領域ＰＡの奥側又は手前側のいずれか一方）に存在している遊技球が接触可能であって前
記奥行き方向の位置が前記接触可能範囲に存在していない遊技球が接触不可であり、接触
した遊技球の移動態様を変更させることが可能な特別変更手段（後方釘２７１、前方優先
部材２９１、通路形成部材４２２、交換用通路形成部材４４１）を備えていることを特徴
とする遊技機。
【１４７２】
　特徴Ｉ１によれば、遊技領域における奥行き方向の位置が接触可能範囲に存在している
遊技球のみが特別変更手段に接触することが可能となる。これにより、特別変更手段に遊
技球が接触することを期待する遊技者は接触可能範囲に遊技球が存在することを期待する
こととなり、遊技領域における遊技球の奥行き方向の位置に対する遊技者の注目度を高め
ることが可能となる。よって、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４７３】
　本特徴Ｉ１における遊技盤は、特別変更手段を備えている板状のものであり、遊技をす
るための遊技領域を規定する。
【１４７４】
　特徴Ｉ２．前記特別変更手段は、前記接触可能範囲が前記遊技領域の奥側となるように
、前記遊技盤の表面から前記遊技領域の奥行き方向の途中位置に亘って存在していること
を特徴とする特徴Ｉ１に記載の遊技機。
【１４７５】
　特徴Ｉ２によれば、遊技領域の奥側に存在している遊技球のみが特別変更手段に接触す
ることが可能となる。これにより、特別変更手段に遊技球が接触することを期待する遊技
者は遊技領域の奥側に遊技球が存在することを期待することとなる。また、特別変更手段
は遊技盤の表面から奥行き方向の途中位置に亘って存在する構成であるため、当該特別変
更手段を簡素な構成により設けることが可能となる。
【１４７６】
　特徴Ｉ３．前記遊技盤は、遊技球が入球することにより遊技者に有利な特典を提供する
契機となる開口部（第１作動口３３、第２作動口３４）を備えており、
　前記特別変更手段が設けられた領域に到達した遊技球は、当該特別変更手段に接触する
か否かに応じて、前記開口部への入球の有無又は前記開口部への入球のし易さが相違する
ことを特徴とする特徴Ｉ１又はＩ２に記載の遊技機。
【１４７７】
　特徴Ｉ３によれば、特別変更手段に接触するか否かに応じて、開口部への遊技球の入球
の有無又は開口部への遊技球の入球のし易さが相違することとなるため、特別変更手段に
対する遊技者の注目度を高めることが可能となる。
【１４７８】
　特徴Ｉ４．前記遊技盤は、左右方向の接触位置に応じた態様で接触後の遊技球の移動態
様を変更する障害釘（障害釘２２８）を備えていることを特徴とする特徴Ｉ１乃至Ｉ３の
いずれか１に記載の遊技機。
【１４７９】
　特徴Ｉ４によれば、遊技盤に遊技球の進路を分散させるための手段を十分な数設けるこ
とができる。従来の遊技盤における障害釘を全て所定変更手段に変更する場合、強度を確
保するために所定変更手段を障害釘よりも大きく製造すると遊技盤に設けることができる
所定変更手段の数が限られてしまう。これに対して、遊技盤において遊技球の進路を分散
させるための手段として、小さい障害釘と大きい所定変更手段とを混在させることにより
、遊技盤に設けることが可能な遊技球を分散させるための手段の減少を抑制し、遊技球を
十分に分散させることができる。そして、遊技球の左右方向の位置に応じた進路の変更と
、遊技球の奥行き方向の位置に応じた進路の変更と、の両方が可能な遊技盤の構成とする
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ことができる。
【１４８０】
　特徴Ｉ５．前記特別変更手段よりも上流側に、前記奥行き方向の位置に関係なく遊技球
が接触することが可能な特定変更手段（前後振分釘２６２，障害釘２２８，凹型前後振分
釘）が設けられていることを特徴とする特徴Ｉ１乃至Ｉ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１４８１】
　特徴Ｉ５によれば、特定変更手段の位置に到達した遊技球は当該特定変更手段に確実に
接触するのに対して、特別変更手段の位置に到達した遊技球は当該特別変更手段に接触し
ないことが起こり得る。そして、特定変更手段が特別変更手段よりも上流側に設けられて
いることにより、特別変更手段の位置に到達したにも関わらず当該特別変更手段に遊技球
が接触しないことについて遊技者に対して意外性を与えることが可能となる。
【１４８２】
　特徴Ｉ６．所定方向に配列されるようにして前記特別変更手段と前記特定変更手段とが
設けられており、
　前記特定変更手段は、前記所定方向において前記特別変更手段を間に挟むようにして複
数設けられていることを特徴とする特徴Ｉ５に記載の遊技機。
【１４８３】
　特徴Ｉ６によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて、特別変更手段及び特定変更手
段によって所定方向に遊技球が誘導される状況と、特別変更手段の位置にて所定方向への
遊技球の誘導が終了されてしまう状況とを生じさせることが可能となる。これにより、所
定方向に遊技球が誘導されることに期待している遊技者は、これら特別変更手段及び特定
変更手段の配列領域に注目することとなり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４８４】
　特徴Ｉ７．前記特定変更手段は、接触した遊技球の前記奥行き方向の位置を変更させる
ことが可能なものであることを特徴とする特徴Ｉ５又はＩ６に記載の遊技機。
【１４８５】
　特徴Ｉ７によれば、特定変更手段に遊技球が接触することで、特別変更手段の位置に到
達する前の遊技球の奥行き方向の位置がそれまでの位置から変更されることとなる。これ
により、特定変更手段への遊技球の接触の有無や接触後における遊技球の奥行き方向の位
置に遊技者を注目させることが可能となる。
【１４８６】
　特徴Ｉ８．前記特定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであることを特徴とする
特徴Ｉ７に記載の遊技機。
【１４８７】
　特徴Ｉ８によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の奥行き方向の移動態様
を異ならせることが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の移動態様を多様化さ
せることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１４８８】
　特徴Ｉ９．前記特定変更手段は、
　前記奥行き方向の第１特定範囲（例えば遊技領域ＰＡの奥側）に接触する遊技球の前記
奥行き方向の移動態様を第１特定態様で変更する第１特定変更手段（第１振分面２６４ａ
）と、
　前記奥行き方向において前記第１特定範囲とは重複しない第２特定範囲（例えば遊技領
域ＰＡの手前側）に接触する遊技球の前記奥行き方向の移動態様を第２特定態様で変更す
る第２特定変更手段（第２振分面２６５ａ）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｉ８に記載の遊技機。
【１４８９】
　特徴Ｉ９によれば、奥行き方向の接触位置に応じて接触後における遊技球の奥行き方向
の移動態様が一義的に変更される。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向の
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遊技球の移動態様が変更される構成において、遊技球の奥行き方向の位置に対するその後
の奥行き方向の遊技球の移動態様を遊技者にある程度予測させることが可能となる。
【１４９０】
　特徴Ｉ１０．前記第１特定変更手段は、前記第１特定範囲に接触する遊技球に前向きの
成分を含む力を与えるものであり、
　前記第２特定変更手段は、前記第２特定範囲に接触する遊技球に後向きの成分を含む力
を与えるものであることを特徴とする特徴Ｉ９に記載の遊技機。
【１４９１】
　特徴Ｉ１０によれば、奥行き方向の接触位置に応じて遊技球に付与される抗力の奥行き
方向の成分が真逆となる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて奥行き方向の遊技
球の移動態様を顕著に異ならせることが可能となる。
【１４９２】
　特徴Ｉ１１．前記第１特定範囲は前記第２特定範囲よりも奥側に存在していることを特
徴とする特徴Ｉ１０に記載の遊技機。
【１４９３】
　特徴Ｉ１１によれば、特定変更手段の存在によって遊技球の奥行き方向の位置を奥側と
手前側とで逆に変更させることが可能となる。
【１４９４】
　なお、特徴Ｉ１～Ｉ１１の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１４９５】
　＜特徴Ｊ群＞
　特徴Ｊ１．遊技盤（例えば遊技盤２６１）の手前側に透明板（窓パネル５２）が配置さ
れており、遊技球（遊技球Ｂ１）が前記遊技盤と前記透明板との間の遊技領域（遊技領域
ＰＡ）を上流から下流に向けて流下する遊技機において、
　前記遊技盤は、接触した遊技球の前記遊技領域における奥行き方向の移動態様を特定態
様とすることを可能とする特定変更手段（反転釘２５１、前後振分釘２６２、前後振分台
３５１，３９１，３９２、位置変更通路４２３、交換用位置変更通路４４２、案内通路４
６１）を備えていることを特徴とする遊技機。
【１４９６】
　特徴Ｊ１によれば、特定変更手段が設けられていることにより奥行き方向の遊技球の位
置を変更させることが可能となる。これにより、遊技領域における遊技球の移動態様を横
方向だけではなく奥行き方向にも多様化させることが可能となり、遊技の興趣向上を図る
ことが可能となる。
【１４９７】
　本特徴Ｊ１における遊技盤は、特定変更手段を備えている板状のものであり、遊技をす
るための遊技領域を規定する。
【１４９８】
　特徴Ｊ２．前記特定変更手段は、接触する遊技球の前記奥行き方向の位置に応じて接触
後における遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであることを特徴とする
特徴Ｊ１に記載の遊技機。
【１４９９】
　特徴Ｊ２によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球の奥行き方向の移動態様
を異ならせることが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の移動態様を多様化さ
せることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１５００】
　特徴Ｊ３．前記特定変更手段は、
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　前記奥行き方向の第１特定範囲（例えば遊技領域ＰＡの奥側）に接触する遊技球の前記
奥行き方向の移動態様を第１特定態様で変更する第１特定変更手段（第１反転面２５４ａ
、第１振分面２６４ａ、奥側壁面４４３ａ）と、
　前記奥行き方向において前記第１特定範囲とは重複しない第２特定範囲（例えば遊技領
域ＰＡの手前側）に接触する遊技球の前記奥行き方向の移動態様を第２特定態様で変更す
る第２特定変更手段（第２反転面２５４ｂ、第２振分面２６５ａ、手前側壁面４２２ｂ，
４４３ｂ）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｊ２に記載の遊技機。
【１５０１】
　特徴Ｊ３によれば、奥行き方向の接触位置に応じて接触後における遊技球の奥行き方向
の移動態様が一義的に変更される。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて横方向の
遊技球の移動態様が変更される構成において、遊技球の奥行き方向の位置に対するその後
の奥行き方向の遊技球の移動態様を遊技者にある程度予測させることが可能となる。
【１５０２】
　特徴Ｊ４．前記第１特定変更手段は、前記第１特定範囲に接触する遊技球に前向きの成
分を含む力を与えるものであり、
　前記第２特定変更手段は、前記第２特定範囲に接触する遊技球に後向きの成分を含む力
を与えるものであることを特徴とする特徴Ｊ３に記載の遊技機。
【１５０３】
　特徴Ｊ４によれば、奥行き方向の接触位置に応じて遊技球に付与される抗力の奥行き方
向の成分が真逆となる。これにより、奥行き方向の接触位置に応じて奥行き方向の遊技球
の移動態様を顕著に異ならせることが可能となる。
【１５０４】
　特徴Ｊ５．前記第１特定範囲は前記第２特定範囲よりも奥側に存在していることを特徴
とする特徴Ｊ４に記載の遊技機。
【１５０５】
　特徴Ｊ５によれば、特定変更手段の存在によって遊技球の奥行き方向の位置を奥側と手
前側とで逆に変更させることが可能となる。
【１５０６】
　特徴Ｊ６．前記特定変更手段は、遊技球が通過する案内通路（位置変更通路４２３、交
換用位置変更通路４４２、案内通路４６１）を有し、当該案内通路から排出される遊技球
の前記奥行き方向の移動態様を前記特定態様とすることが可能な構成であることを特徴と
する特徴Ｊ１乃至Ｊ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１５０７】
　特徴Ｊ６によれば、遊技球の奥行き方向の位置に注目している遊技者は案内通路に遊技
球が入球するか否かに注目することとなり、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。
【１５０８】
　特徴Ｊ７．前記案内通路の遊技球の通過態様に応じて当該案内通路から排出される遊技
球の前記奥行き方向の移動態様が変更されることを特徴とする特徴Ｊ６に記載の遊技機。
【１５０９】
　特徴Ｊ７によれば、案内通路の遊技球の通過態様に応じて当該案内通路から排出される
遊技球の奥行き方向の移動態様が特定態様とされることにより、案内通路に遊技球が入球
するか否かに遊技者を注目させることが可能となるとともに、案内通路における遊技球の
通過態様にも遊技者を注目させることが可能となる。
【１５１０】
　特徴Ｊ８．前記案内通路は、当該案内通路の入口における遊技球の位置に応じて当該案
内通路から排出される遊技球の前記奥行き方向の移動態様を異ならせるものであることを
特徴とする特徴Ｊ６又はＪ７に記載の遊技機。
【１５１１】
　特徴Ｊ８によれば、案内通路の入口における遊技球の位置に応じて当該案内通路から排
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出される遊技球の奥行き方向の移動態様が異なるものとなることにより、案内通路に遊技
球が入球するか否かに遊技者を注目させることが可能となるとともに、案内通路の入口に
入球する場合における遊技球の位置にも遊技者を注目させることが可能となる。
【１５１２】
　特徴Ｊ９．前記案内通路は、複数の通路壁に区画されることにより形成されているもの
であって縦方向に延在させて設けられており、
　前記複数の通路壁のうち所定通路壁（手前側壁面４２２ｂ，４４３ｂ、奥側壁面４４３
ａ）に前記案内通路を通過する遊技球が接触することにより当該案内通路から排出される
遊技球の前記奥行き方向の移動態様が前記特定態様となることを特徴とする特徴Ｊ６乃至
Ｊ８のいずれか１に記載の遊技機。
【１５１３】
　特徴Ｊ９によれば、案内通路の通路壁との接触によって遊技球の奥行き方向の移動態様
を変更する構成であることにより、構成の簡素化を図りながら既に説明したような優れた
効果を奏することが可能となる。
【１５１４】
　特徴Ｊ１０．前記案内通路は、当該案内通路の入口において前記奥行き方向の第１範囲
（遊技盤４２１，４５１の表面近傍）に存在している遊技球を前記案内通路の出口におい
て前記第１範囲よりも手前側に移動させ、前記案内通路の入口において前記第１範囲より
も手前側である第２範囲（窓パネル５２の背面近傍）に存在している遊技球を前記案内通
路の出口において前記第２範囲よりも奥側に移動させる構成であることを特徴とする特徴
Ｊ６乃至Ｊ９のいずれか１に記載の遊技機。
【１５１５】
　特徴Ｊ１０によれば、案内通路の入口における奥行き方向の位置とは逆側の位置に遊技
球を案内することが可能となる。これにより、遊技球の奥行き方向の位置を積極的に変更
させることが可能となる。
【１５１６】
　特徴Ｊ１１．前記案内通路は、当該案内通路の入口において前記第１範囲よりも手前側
であって前記第２範囲よりも奥側に存在している遊技球に対しては前記案内通路の出口に
おいて前記奥行き方向の位置を変化させるための力を与えない構成であることを特徴とす
る特徴Ｊ１０に記載の遊技機。
【１５１７】
　特徴Ｊ１１によれば、案内通路を通過する場合であっても遊技球の奥行き方向の位置が
変化しない状況を生じさせることが可能となる。これにより、案内通路を通過した後にお
ける遊技球の奥行き方向の位置を多様化させることが可能となる。
【１５１８】
　特徴Ｊ１２．前記案内通路は、当該案内通路から排出される遊技球の前記奥行き方向の
移動態様を当該案内通路における遊技球の通過態様に関係なく前記特定態様とする構成で
あることを特徴とする特徴Ｊ６に記載の遊技機。
【１５１９】
　特徴Ｊ１２によれば、案内通路に入球した遊技球は当該案内通路の通過後における奥行
き方向の移動態様が確実に特定態様となるため、遊技盤における案内通路の影響力を大き
くすることが可能となる。よって、案内通路周辺の遊技球の動きに遊技者の関心を集める
ことが可能となり、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１５２０】
　特徴Ｊ１３．前記案内通路は、前記遊技盤とは別体で設けられた通路形成体（通路形成
部材４２２、交換用通路形成部材４４１、案内部材４７１、交換用案内部材５６１）に設
けられていることを特徴とする特徴Ｊ６乃至Ｊ１２のいずれか１に記載の遊技機。
【１５２１】
　特徴Ｊ１３によれば、案内通路が遊技盤とは別体で設けられた通路形成体に設けられて
いることにより、通路形成体を交換することで同一の遊技盤を利用しながら遊技球の奥行
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き方向の移動態様を変更させることが可能となる。
【１５２２】
　特徴Ｊ１４．前記遊技盤は、遊技球が入球することにより遊技者に有利な特典を提供す
る契機となる開口部（第１作動口３３、第２作動口３４）を備えており、
　前記特定変更手段は、接触する遊技球の接触後の移動態様を、前記開口部に入球する確
率が高い移動態様と、前記開口部に入球する確率が低い移動態様とに振り分けることを特
徴とする特徴Ｊ１乃至Ｊ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【１５２３】
　特徴Ｊ１４によれば、遊技球の奥行き方向の位置に応じて、遊技球が開口部に入賞する
確率が異なる。このように、開口部の上流における遊技球の奥行き方向の位置が遊技結果
に反映される構成とすることにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１５２４】
　特徴Ｊ１５．前記遊技盤は、遊技球を前記開口部に入球する確率が高い場所に導くため
の誘導手段（ステージユニット３５４）を備えており、
　前記特定変更手段は、遊技球の奥行き方向の位置に応じて遊技球を前記誘導手段に案内
する場合と、当該遊技球を前記誘導手段に案内しない場合と、があることを特徴とする特
徴Ｊ１４に記載の遊技機。
【１５２５】
　特徴Ｊ１５によれば、所定変更手段によって進路を変更された遊技球が誘導手段に案内
されるか否かについて遊技者に注目させることにより、遊技者の遊技球の動きへの関心を
高め、遊技の興趣向上を図ることができる。また、遊技領域における遊技球の奥行き方向
の位置の違いを遊技結果に反映することにより、遊技の興趣向上を図ることができる。
【１５２６】
　なお、特徴Ｊ１～Ｊ１５の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１５２７】
　上記特徴Ｈ群、上記特徴Ｉ群、及び上記特徴Ｊ群に係る発明によれば、以下の課題を解
決することが可能である。
【１５２８】
　遊技機としてパチンコ遊技機やスロットマシンなどが知られている。例えば、パチンコ
遊技機は、遊技球が流下する遊技領域を規定する遊技盤を備えており、当該遊技盤には遊
技領域を流下する遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために釘及び風車などの各種
部材が配設されている。また、遊技盤には、一般入賞口、特電入賞装置、及び作動口のよ
うに遊技球の払出し対象の開口部が設けられている。遊技球発射装置から発射された遊技
球は、釘などと衝突しながら遊技領域を流下し、遊技球が一般入賞口、特電入賞装置、及
び作動口などに入球した場合には、所定数の遊技球が遊技者に払い出される。
【１５２９】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、遊技領域における遊技球の分散が好適
に行われる必要があり、この点について未だ改良の余地がある。
【１５３０】
　＜特徴Ｋ群＞
　特徴Ｋ１．装着部品（コネクタ７８１～７８３、第１作動口用コネクタ９５５、第２作
動口用コネクタ９５６、挿入実装部品）の端子（ピン７８４ａ～７８４ｔ、端子７７５）
が挿通される挿通用孔（ビアホール７９３，７９３ａ～７９３ｔ）と、前記挿通用孔の周
りに設けられている接続用領域（短絡防止穴７６１，接合穴７６２）と、を有し、前記挿
通用孔に前記装着部品の端子が挿通された状態で、前記装着部品の端子と前記接続用領域
とが半田によって電気的に接続されている基板（例えば主制御基板６１）を備えた遊技機
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において、
　前記基板は、それぞれ異なる前記挿通用孔に対して設けられている前記接続用領域とし
て、第１接続用領域（接合穴７６２）と、当該第１接続用領域よりも面積が広く形成され
た第２接続用領域（短絡防止穴７６１）と、を備えていることを特徴とする遊技機。
【１５３１】
　特徴Ｋ１によれば、第１接続用領域よりも面積が広く形成された第２接続用領域が設け
られていることにより、基板を搬送しながら半田付けを行う場合において所定の端子に付
着する溶融半田が隣接する端子に向かって移動してしまう可能性が低減される。よって、
半田ブリッジが形成されてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５３２】
　特徴Ｋ２．前記装着部品は、複数の端子が列をなして並んでいる端子列（１列コネクタ
７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの列、２極コネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆの
列、２列コネクタ７８３のピン７８４ｇ～７８４ｐの列、第１作動口用コネクタ９５５の
ピン７８４ｑ，７８４ｒの列、第２作動口用コネクタ９５６のピン７８４ｓ，７８４ｔの
列）を備えており、
　前記第２接続用領域は、少なくとも前記端子列の一方の端に存在している端子（例えば
１列コネクタ７８２の第４ピン７８４ｄ）が挿通される前記挿通用孔に対応させて設けら
れていることを特徴とする特徴Ｋ１に記載の遊技機。
【１５３３】
　特徴Ｋ２によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合に付着する溶融半田の量が
多くなり易い端子列の端に位置する所定の端子に対応させて第２接続用領域が設けられて
いる。これにより、このような端子列の端に位置する所定の端子周辺から当該所定の端子
に隣接する端子に向かって溶融半田が移動してしまう可能性が低減され、結果的に半田ブ
リッジが形成されてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５３４】
　特徴Ｋ３．前記第２接続用領域は、少なくとも前記端子列の一方の端に存在している端
子が挿通される前記挿通用孔及び前記端子列の他方の端に存在している端子（例えば１列
コネクタ７８２の第１ピン７８４ａ）が挿通される前記挿通用孔のそれぞれに対応させて
設けられていることを特徴とする特徴Ｋ２に記載の遊技機。
【１５３５】
　特徴Ｋ３によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合、基板の搬送方向が決定さ
れる前の段階で基板の設計を行うことができる。また、半田付けの前に基板の搬送方向を
反転させる変更を行っても半田ブリッジの発生確率が低い基板とすることができる。
【１５３６】
　特徴Ｋ４．前記端子列には、接地をするための接地用端子（ＧＮＤベタ８５１と接続す
るピン７８４ｃ，７８４ｅ，７８４ｉ）を含む３つ以上の端子が設けられており、
　前記接地用端子は、前記端子列の端を避けて配置されていることを特徴とする特徴Ｋ２
又はＫ３に記載の遊技機。
【１５３７】
　特徴Ｋ４によれば、端子の周りで溶融半田の温度が下がり易い接地用端子が端子列の端
に存在していないことにより、当該端子列の端に存在する所定の端子周辺から当該所定の
端子に隣接する端子に向かって溶融半田が移動してしまう可能性が低減される。そして、
このように溶融半田が移動してしまう可能性が低減されることにより、第２接続用領域と
して必要な面積が極端に広くなってしまわないようにすることが可能となる。
【１５３８】
　特徴Ｋ５．前記第１接続用領域は、前記端子列において当該端子列の端とは異なる位置
に存在している端子が挿通される前記挿通用孔に対応させて設けられていることを特徴と
する特徴Ｋ２乃至Ｋ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１５３９】
　特徴Ｋ５によれば、端子列の端とは異なる位置に存在している端子（例えば１列コネク
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タ７８２の第２ピン７８４ｂ及び第３ピン７８４ｃ）に対しては第２接続用領域ではなく
第１接続用領域が設けられていることにより、基板においてこれら接続用領域が占める範
囲が極端に広くなってしまわないようにすることが可能となる。
【１５４０】
　特徴Ｋ６．前記第２接続用領域は、隣接する２個の前記端子間の寸法が所定寸法（１列
コネクタの列内のピン間隔に関する１．５ｍｍという基準値、２極コネクタのピン間隔に
関する２．５ｍｍという基準値、２列コネクタの列内のピン間隔に関する１．５ｍｍとい
う基準値及び列間隔に関する２．５ｍｍという基準値）以下である場合にそれら複数の前
記端子のうち少なくとも一方が挿通される前記挿通用孔に対応させて設けられていること
を特徴とする特徴Ｋ１乃至Ｋ５のいずれか１に記載の遊技機。
【１５４１】
　特徴Ｋ６によれば、基板において半田ブリッジが発生する確率が高い場所だけに第２接
続用領域を設けることにより、基板において接続用領域が占める範囲が極端に広くなって
しまわないようにすることが可能となる。
【１５４２】
　特徴Ｋ７．前記装着部品として、前記端子の配列態様が第１配列態様である第１装着部
品（例えば２極コネクタ７８１）と、前記端子の配列態様が第２配列態様である第２装着
部品（例えば１列コネクタ７８２）と、を備えており、
　前記第１配列態様と前記第２配列態様とで、前記所定寸法が相違していることを特徴と
する特徴Ｋ６に記載の遊技機。
【１５４３】
　特徴Ｋ７によれば、端子の配列態様に応じて第２接続用領域を設ける基準となる端子間
の所定寸法が相違していることにより、基板において半田ブリッジが発生する確率が高い
場所だけに第２接続用領域を設けるようにすることが可能となる。これにより、基板にお
いて接続用領域が占める範囲が極端に広くなってしまわないようにすることが可能となる
。
【１５４４】
　特徴Ｋ８．前記第１配列態様は、２個の端子が所定方向に配列されてなる配列態様（２
極コネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆの配列）であり、
　前記第２配列態様は、３個以上の端子が所定方向に配列されてなる配列態様（例えば１
列コネクタ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの配列）であり、
　前記第１配列態様における前記所定寸法は、前記第２配列態様における前記所定寸法よ
りも大きい寸法であることを特徴とする特徴Ｋ７に記載の遊技機。
【１５４５】
　特徴Ｋ８によれば、２個の端子が所定方向に配列されてなる第１配列態様の場合、配列
方向の端に存在している端子が接地用端子となるため、３個以上の端子が所定方向に配列
されてなる第２配列態様よりも半田ブリッジが発生し易い。この場合に、特徴Ｋ８によれ
ば、第１配列態様における所定寸法は第２配列態様における所定寸法よりも大きい寸法に
設定されていることにより、半田ブリッジが発生し易い端子に対しては第２接続用領域を
設けるようにしながら、当該第２接続用領域の形成対象となる端子の数を少なく抑えるこ
とが可能となる。
【１５４６】
　特徴Ｋ９．前記第１配列態様は、３個以上の端子が所定方向に配列された端子列が前記
所定方向と直交する方向に２個存在する配列態様（例えば２列コネクタ７８３のピン７８
４ｇ～７８４ｐの配列）であり、
　前記第２配列態様は、３個以上の端子が所定方向に配列された端子列が１個のみ存在す
る配列態様（例えば１列コネクタ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの配列）であり、
　前記第１配列態様における前記所定寸法は前記第２配列態様における前記所定寸法より
も大きい寸法であることを特徴とする特徴Ｋ７に記載の遊技機。
【１５４７】
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　特徴Ｋ９によれば、端子列が２個並設されてなる第１配列態様の場合、端子列が１個の
みである第２配列態様よりも半田ブリッジが発生し易い。この場合に、特徴Ｋ９によれば
、第１配列態様における所定寸法は第２配列態様における所定寸法よりも大きい寸法に設
定されていることにより、半田ブリッジが発生し易い端子に対しては第２接続用領域を設
けるようにしながら、当該第２接続用領域の形成対象となる端子の数を少なく抑えること
が可能となる。
【１５４８】
　特徴Ｋ１０．前記装着部品は、２個の端子が所定方向に配列された所定端子列（２極コ
ネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆの列）を備えており、
　前記第２接続用領域は、前記所定端子列に存在する前記２個の端子が個別に挿通される
前記挿通用孔のそれぞれに対応させて設けられていることを特徴とする特徴Ｋ１乃至Ｋ９
のいずれか１に記載の遊技機。
【１５４９】
　特徴Ｋ１０によれば、２個の端子が所定方向に配列されてなる所定端子列の場合、配列
方向の端に存在している端子が接地用端子となるため、３個以上の端子が所定方向に配列
されてなる端子列よりも半田ブリッジが発生し易い。この場合に、特徴Ｋ１０によれば、
所定端子列の２個の端子のそれぞれに対応させて第２接続用領域が設けられていることに
より、半田ブリッジが発生してしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５５０】
　特徴Ｋ１１．前記第２接続用領域は、当該第２接続用領域に対応する前記挿通用孔に挿
通される端子に対して最も近くに存在している端子側とは異なる側の面積が広くなるよう
に形成されていることを特徴とする特徴Ｋ１乃至Ｋ１０のいずれか１に記載の遊技機。
【１５５１】
　特徴Ｋ１１によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合に、所定の端子周りに付
着する溶融半田を所定の端子に隣接する端子とは異なる方向に保持することができる。こ
れにより、第２接続用領域に保持されている溶融半田が凝固する前に隣接する端子周りの
溶融半田と合流して半田ブリッジが形成されてしまうことを防ぐことができる。
【１５５２】
　特徴Ｋ１２．前記第２接続用領域は、当該第２接続用領域に対応する前記挿通用孔に挿
通される端子に対して最も近くに存在している端子側とは逆側の面積が最も広くなるよう
に形成されていることを特徴とする特徴Ｋ１乃至Ｋ１１のいずれか１に記載の遊技機。
【１５５３】
　特徴Ｋ１２によれば、所定の端子周りに付着する溶融半田を所定の端子に隣接する端子
から最も遠い側に保持することができるため、半田ブリッジが形成されづらくすることが
可能となる。
【１５５４】
　特徴Ｋ１３．前記装着部品は、複数の端子が列をなして並んでいる端子列（１列コネク
タ７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの列、２極コネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆ
の列、２列コネクタ７８３のピン７８４ｇ～７８４ｐの列、第１作動口用コネクタ９５５
のピン７８４ｑ，７８４ｒの列、第２作動口用コネクタ９５６のピン７８４ｓ，７８４ｔ
の列）を備えており、
　前記第２接続用領域は、前記端子列における前記複数の端子の配列方向の方が当該配列
方向に対して直交する方向よりも長さ寸法が大きくなるように形成されていることを特徴
とする特徴Ｋ１乃至Ｋ１２のいずれか１に記載の遊技機。
【１５５５】
　特徴Ｋ１３によれば、基板において端子列における端子の配列方向に対して直交する方
向における基板設計への影響を抑えながら第２接続用領域を設けることが可能となる。
【１５５６】
　特徴Ｋ１４．前記第２接続用領域は、
　当該第２接続用領域に対応する前記挿通用孔の周りに形成されている周囲領域（小型短
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絡防止穴８９１，９２１）と、
　前記基板において前記周囲領域の外側に設けられた外部領域（大型短絡防止穴８９２，
９２２）と、
　前記周囲領域と前記外部領域とを連結する連結領域（第１通路領域８９４，９２４）と
、
を備えていることを特徴とする特徴Ｋ１乃至Ｋ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【１５５７】
　特徴Ｋ１４によれば、周囲領域に対して連結領域を挟んで離間された外部領域に溶融半
田を分離して保持させることが可能となる。これにより、周囲領域側に溶融半田が移動し
てきてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５５８】
　特徴Ｋ１５．前記外部領域は、前記周囲領域よりも面積が広いことを特徴とする特徴Ｋ
１４に記載の遊技機。
【１５５９】
　特徴Ｋ１５によれば、外部領域は周囲領域よりも大きな面積を有しているため、周囲領
域に溜まる溶融半田は外部領域の方へ引き寄せられる。これにより、周囲領域側に溶融半
田が移動してきてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５６０】
　特徴Ｋ１６．前記連結領域は、前記外部領域よりも幅が狭いことを特徴とする特徴Ｋ１
４又はＫ１５に記載の遊技機。
【１５６１】
　特徴Ｋ１６によれば、外部領域に保持されている溶融半田が連結領域を通じて周囲領域
に移動してしまう可能性が低減される。
【１５６２】
　なお、特徴Ｋ１～Ｋ１６の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１５６３】
　＜特徴Ｌ群＞
　特徴Ｌ１．装着部品（コネクタ７８１～７８３、第１作動口用コネクタ９５５、第２作
動口用コネクタ９５６、挿入実装部品）の端子（ピン７８４ａ～７８４ｔ、端子７７５）
が挿通される挿通用孔（ビアホール７９３、７９３ａ～７９３ｔ）と、前記挿通用孔の周
りに設けられている接続用領域（接合穴７６２）と、を有し、前記挿通用孔に前記装着部
品の端子が挿通された状態で、前記装着部品の端子と前記接続用領域とが半田によって電
気的に接続されている基板（主制御基板６１）を備えた遊技機において、
　前記基板は、前記接続用領域の外側の位置において当該接続用領域と連通させることな
く設けられ、半田を留めることが可能な特別領域（分離型短絡防止穴８７１，８７４，８
７５～８７８，８８６，８８７、３方向分離型短絡防止穴８８１，８８４）を備えている
ことを特徴とする遊技機。
【１５６４】
　特徴Ｌ１によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合に接続用領域に付着する溶
融半田を特別領域において分離して保持させることが可能となる。これにより、半田ブリ
ッジが形成されてしまう可能性を低減することが可能となる。特に、溶融半田が特別領域
において接続用領域から分離させて保持されることにより、特別領域から接続用領域に溶
融半田が移動してしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５６５】
　特徴Ｌ２．前記接続用領域として、
　所定端子が挿通される前記挿通用孔に対応させて設けられた所定接続用領域（例えば１
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列用裏面領域８７３の第４接合穴７６２ｄ）と、
　前記所定端子と隣り合う隣接端子が挿通される前記挿通用孔に対応させて設けられた特
定接続用領域（例えば１列用裏面領域８７３の第３接合穴７６２ｃ）と、
を備え、
　前記特別領域は、前記所定接続用領域を基準として前記特定接続用領域側とは異なる側
に設けられていることを特徴とする特徴Ｌ１に記載の遊技機。
【１５６６】
　特徴Ｌ２によれば、特別領域に保持された溶融半田が特定接続用領域側に移動してしま
わないようにすることが可能となる。
【１５６７】
　特徴Ｌ３．前記特別領域は、前記所定接続用領域を基準として前記特定接続用領域側と
は逆側に設けられていることを特徴とする特徴Ｌ２に記載の遊技機。
【１５６８】
　特徴Ｌ３によれば、所定接続用領域に付着する溶融半田を特定接続用領域から離れる方
向において保持することが可能となる。また、所定接続用領域が特定接続用領域に対して
搬送方向の後側に存在している場合には所定接続用領域に対して特別領域が搬送方向の後
側に存在することとなる。これにより、所定接続用領域に付着した溶融半田が特別領域に
保持され易くなる。
【１５６９】
　特徴Ｌ４．前記特別領域は、前記所定接続用領域との間の距離（距離ＬＤ１）が前記所
定接続用領域と前記特定接続用領域との間の距離（距離ＬＤ２）よりも近い距離となる位
置に設けられていることを特徴とする特徴Ｌ２又はＬ３に記載の遊技機。
【１５７０】
　特徴Ｌ４によれば、特別領域の方が特定接続用領域よりも所定接続用領域に対して近い
位置に存在している。これにより、基板を搬送しながら半田付けを行う場合において、所
定接続用領域の表面で発生する余剰の溶融半田が特定接続用領域よりも特別領域に保持さ
れ易くなる。
【１５７１】
　特徴Ｌ５．前記特別領域は、前記接続用領域よりも大きな面積を有していることを特徴
とする特徴Ｌ１乃至Ｌ４のいずれか１に記載の遊技機。
【１５７２】
　特徴Ｌ５によれば、特別領域は接続用領域よりも大きな面積を有しているため、特別領
域に溶融半田が引き寄せられ易くなる。
【１５７３】
　特徴Ｌ６．前記特別領域は、前記接続用領域から遠い側の方が近い側よりも面積が広く
なるように形成されていることを特徴とする特徴Ｌ１乃至Ｌ５のいずれか１に記載の遊技
機。
【１５７４】
　特徴Ｌ６によれば、特別領域に保持される溶融半田の多くが接続用領域から遠い側にお
いて保持されるため、特別領域に保持される溶融半田が接続用領域側に移動しづらくなる
。
【１５７５】
　特徴Ｌ７．前記特別領域は、前記接続用領域を基準として複数の方向に存在するように
設けられていることを特徴とする特徴Ｌ１乃至Ｌ６のいずれか１に記載の遊技機。
【１５７６】
　特徴Ｌ７によれば、接続用領域を基準として複数の方向に存在するように特別領域が設
けられていることにより、接続用領域から特別領域に移動する溶融半田の移動経路を多く
確保することが可能となる。よって、接続用領域の表面で発生する余剰の溶融半田が特別
領域に保持され易くなる。
【１５７７】
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　特徴Ｌ８．前記特別領域は、１個の前記接続用領域の周りに複数設けられていることを
特徴とする特徴Ｌ７に記載の遊技機。
【１５７８】
　特徴Ｌ８によれば、接続用領域の表面で発生する余剰の溶融半田を退避させるための特
別領域が当該接続用領域の周りに複数存在していることにより、当該溶融半田を特別領域
に保持させ易くなる。
【１５７９】
　特徴Ｌ９．前記装着部品は、複数の端子が列をなして並んでいる端子列（１列コネクタ
７８２のピン７８４ａ～７８４ｄの列、２極コネクタ７８１のピン７８４ｅ，７８４ｆの
列、２列コネクタ７８３のピン７８４ｇ～７８４ｐの列、第１作動口用コネクタ９５５の
ピン７８４ｑ，７８４ｒの列、第２作動口用コネクタ９５６のピン７８４ｓ，７８４ｔの
列）を備えており、
　前記特別領域は、少なくとも前記端子列の一方の端に存在している端子（例えば１列コ
ネクタ７８２の第４ピン７８４ｄ）が挿通される前記挿通用孔に対応する前記接続用領域
に対して設けられていることを特徴とする特徴Ｌ１乃至Ｌ８のいずれか１に記載の遊技機
。
【１５８０】
　特徴Ｌ９によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合に付着する溶融半田の量が
多くなり易い端子列の端に位置する所定の端子に対応させて特別領域が設けられている。
これにより、このような端子列の端に位置する所定の端子周辺から当該所定の端子に隣接
する端子に向かって溶融半田が移動してしまう可能性が低減され、結果的に半田ブリッジ
が形成されてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５８１】
　特徴Ｌ１０．前記特別領域は、少なくとも前記端子列の一方の端に存在している端子が
挿通される前記挿通用孔に対応する前記接続用領域及び前記端子列の他方の端に存在して
いる端子（例えば１列コネクタ７８２の第１ピン７８４ａ）が挿通される前記挿通用孔に
対応する前記接続用領域のそれぞれに対して設けられていることを特徴とする特徴Ｌ９に
記載の遊技機。
【１５８２】
　特徴Ｌ１０によれば、基板を搬送しながら半田付けを行う場合、基板の搬送方向が決定
される前の段階で基板の設計を行うことができる。また、半田付けの前に基板の搬送方向
を反転させる変更を行っても半田ブリッジの発生確率が低い基板とすることができる。
【１５８３】
　特徴Ｌ１１．前記端子列には、接地をするための接地用端子（ＧＮＤベタ８５１と接続
するピン７８４ｃ，７８４ｅ，７８４ｉ）を含む３つ以上の端子が設けられており、
　前記接地用端子は、前記端子列の端を避けて配置されていることを特徴とする特徴Ｌ９
又はＬ１０に記載の遊技機。
【１５８４】
　特徴Ｌ１１によれば、端子の周りで溶融半田の温度が下がり易い接地用端子が端子列の
端に存在していないことにより、当該端子列の端に存在する所定の端子周辺から当該所定
の端子に隣接する端子に向かって溶融半田が移動してしまう可能性が低減される。そして
、このように溶融半田が移動してしまう可能性が低減されることにより、特別領域として
必要な面積が極端に広くなってしまわないようにすることが可能となる。
【１５８５】
　特徴Ｌ１２．前記特別領域は、前記端子列において当該端子列の端とは異なる位置に存
在している端子（例えば１列コネクタ７８２の第２ピン７８４ｂ及び第３ピン７８４ｃ）
が挿通される前記挿通用孔に対応する前記接続用領域に対しては設けられていないことを
特徴とする特徴Ｌ９乃至Ｌ１１のいずれか１に記載の遊技機。
【１５８６】
　特徴Ｌ１２によれば、端子列の端とは異なる位置に存在している端子に対しては特別領
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域が設けられていないことにより、基板において特別領域が占める範囲が極端に広くなっ
てしまわないようにすることが可能となる。
【１５８７】
　なお、特徴Ｌ１～Ｌ１２の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴
Ｃ１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、
特徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１
～Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これによ
り、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１５８８】
　＜特徴Ｍ群＞
　特徴Ｍ１．遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域（遊技領域ＰＡ）に向けて遊技
球を発射する発射手段（遊技球発射機構２７）と、
　前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な始動入球部（第１作動口９３８、第２作動
口９３９）と、
　当該始動入球部に入球した遊技球を検知する入球検知手段（第１作動口検知センサ９５
１、第２作動口検知センサ９５２）と、
　当該入球検知手段の検知結果の情報を伝送する伝送手段（第１ハーネス９５１ａ、第２
ハーネス９５２ａ）が電気的に接続される接続手段（第１作動口用コネクタ９５５、第２
作動口用コネクタ９５６）が設けられた特定基板（主制御基板６１）を有する特定制御手
段（主制御装置６０）と、
を備え、
　前記始動入球部として、第１始動入球部（第１作動口９３８）と、第２始動入球部（第
２作動口９３９）と、を少なくとも備え、
　前記入球検知手段として、前記第１始動入球部に入球した遊技球を検知する第１入球検
知手段（第１作動口検知センサ９５１）と、前記第２始動入球部に入球した遊技球を検知
する第２入球検知手段（第２作動口検知センサ９５２）と、を少なくとも備え、
　前記伝送手段として、前記第１入球検知手段の検知結果の情報を伝送する第１伝送手段
（第１ハーネス９５１ａ）と、前記第２入球検知手段の検知結果の情報を伝送する第２伝
送手段（第２ハーネス９５２ａ）と、を備え、
　前記接続手段として、前記第１伝送手段が接続される第１接続手段（第１作動口用コネ
クタ９５５）と、前記第２伝送手段が接続される第２接続手段（第２作動口用コネクタ９
５６）と、を備え、
　前記第１接続手段及び前記第２接続手段は前記特定基板に対して個別に設けられており
、
　前記第２接続手段に設けられた接続端子は、第１接続端子（第１ピン７８４ｓ）及び第
２接続端子（第２ピン７８４ｔ）の２個であり、
　前記特定基板は、
　前記第１接続端子が挿通されている第１挿通用孔（第１ビアホール７９３ｓ）と、
　前記第２接続端子が挿通されている第２挿通用孔（第２ビアホール７９３ｔ）と、
　前記第１挿通用孔の周りに設けられている第１接続用領域（短絡防止穴７６１）と、
　前記第２挿通用孔の周りに設けられている第２接続用領域（短絡防止穴７６１）と、
　所定の装着部品の所定端子が挿通される所定挿通用孔（ビアホール７９３）と、
　当該所定挿通用孔の周りに設けられている所定接続用領域（接合穴７６２）と、
を備え、
　前記第１挿通用孔に前記第１接続端子が挿通された状態で、前記第１接続端子と前記第
１接続用領域とが半田によって電気的に接続されており、
　前記第２挿通用孔に前記第２接続端子が挿通された状態で、前記第２接続端子と前記第
２接続用領域とが半田によって電気的に接続されており、
　前記所定挿通用孔に前記所定端子が挿通された状態で、前記所定端子と前記所定接続用
領域とが半田によって電気的に接続されており、
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　前記遊技領域において前記第１始動入球部は、少なくとも第１操作態様による前記発射
操作が行われている場合に発射された遊技球が到達可能な位置に設けられており、
　前記遊技領域において前記第２始動入球部は、前記第１操作態様による前記発射操作が
行われている場合に発射された遊技球は到達不可又は到達困難な位置であって、第２操作
態様による前記発射操作が行われている場合に発射された遊技球が到達可能な位置に設け
られており、
　前記特定制御手段は、
　前記第１入球検知手段にて遊技球が検知されたことに基づいて特別情報（保留情報）を
取得する第１取得手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能
）と、
　当該第１取得手段が取得した前記特別情報を記憶する第１取得情報記憶手段（第１特図
保留エリア、主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能）と、
　前記第２入球検知手段にて遊技球が検知されたことに基づいて特別情報を取得する第２
取得手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能）と、
　当該第２取得手段が取得した前記特別情報を記憶する第２取得情報記憶手段（第２特図
保留エリア、主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能）と、
　前記第１取得情報記憶手段又は前記第２取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情
報が、予め定められた付与情報に対応しているか否かの付与判定を行う付与判定手段（主
側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能）と、
　当該付与判定手段による前記付与判定の結果が、判定対象の前記特別情報が前記付与情
報に対応しているとする付与対応結果となったことに基づいて遊技者に特典を付与する特
典付与手段（主側ＣＰＵ６３におけるステップＳ２１３の処理を実行する機能）と、
　前記第２始動入球部を、遊技球が入球しにくい又は入球が不可である第１状態、及びそ
れよりも遊技球が入球し易い第２状態のいずれかに切り換え可能な受入制御手段（主側Ｃ
ＰＵ６３におけるステップＳ２１４の処理を実行する機能）と、
を備え、
　当該受入制御手段は、前記第２始動入球部の制御モードとして、第１モード（低頻度サ
ポートモード）と、当該第１モードよりも前記第２状態になり易い第２モード（高頻度サ
ポートモード）と、を有しており、
　前記第１取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報が前記付与判定の対象となっ
た場合よりも前記第２取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報が前記付与判定の
対象となった場合の方が、遊技者にとって有利な前記特典が付与される又は付与され易い
構成であり、
　前記第１接続用領域及び前記第２接続用領域は、前記所定接続用領域よりも面積が広く
なるように形成されており、
　前記第１接続用領域は、前記第１挿通用孔を基準として前記第２挿通用孔側とは異なる
側の面積が大きくなるように形成されており、
　前記第２接続用領域は、前記第２挿通用孔を基準として前記第１挿通用孔側とは異なる
側の面積が大きくなるように形成されていることを特徴とする遊技機。
【１５８９】
　特徴Ｍ１によれば、第２始動入球部に入球した場合に行われる付与判定の方が、第１始
動入球部に入球した場合に行われる付与判定よりも遊技者に有利であるため、第２始動入
球部への遊技球の入球が発生した場合に、遊技者は大きな期待を抱く。第２接続手段の第
１接続端子の周りには所定接続用領域よりも面積の広い第１接続用領域が設けられている
とともに、第２接続端子の周りには所定接続用領域よりも面積の広い第２接続用領域が設
けられている。このため、特定基板の半田付け工程において、第１接続端子及び第２接続
端子の間に半田ブリッジが形成されて短絡することを抑制することができる。これにより
、接続不良により、第２始動入球部への遊技球の入球が検知されない事態が発生する可能
性を低減することができる。期待している遊技者を接続不良で失望させることを回避する
ことができる。
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【１５９０】
　また、第１検知手段を特定基板に接続するための第１接続手段、及び第２検知手段を特
定基板に接続するための第２接続手段は特定基板に対して個別に設けられている。不正基
板が使用される場合に、当該不正基板を特定基板に接続するために必要な接続箇所を多く
設定することにより、遊技ホールにおいて不正を行いにくくすることができる。
【１５９１】
　特徴Ｍ２．前記第１接続用領域及び前記第２接続用領域は、前記第１接続端子と前記第
２接続端子とが並んでいる配列方向の方が当該配列方向に対して直交する方向よりも長さ
寸法が大きくなるように形成されていることを特徴とする特徴Ｍ１に記載の遊技機。
【１５９２】
　特徴Ｍ２によれば、特定基板において、第１接続端子及び第２接続端子の配列方向に対
して直交する方向における基板設計への影響を抑えながら第１接続用領域及び第２接続用
領域を設けることが可能となる。
【１５９３】
　特徴Ｍ３．前記第１接続用領域は、
　前記第１挿通用孔の周りに形成されている第１周囲領域（小型短絡防止穴８９１，９２
１）と、
　前記特定基板において前記第１周囲領域の外側に設けられた第１外部領域（大型短絡防
止穴８９２，９２２）と、
　前記第１周囲領域と前記第１外部領域とを連結する第１連結領域（第１通路領域８９４
，９２４）と、
を備えており、
　前記第２接続用領域は、
　前記第２挿通用孔の周りに形成されている第２周囲領域（小型短絡防止穴８９１，９２
１）と、
　前記特定基板において前記第２周囲領域の外側に設けられた第２外部領域（大型短絡防
止穴８９２，９２２）と、
　前記第２周囲領域と前記第２外部領域とを連結する第２連結領域（第１通路領域８９４
，９２４）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｍ１又はＭ２に記載の遊技機。
【１５９４】
　特徴Ｍ３によれば、第１周囲領域に対して第１連結領域を挟んで離間された第１外部領
域に溶融半田を分離して保持させることが可能となるとともに、第２周囲領域に対して第
２連結領域を挟んで離間された第２外部領域に溶融半田を分離して保持させることが可能
となる。これにより、第１周囲領域側及び第２周囲領域側に溶融半田が移動してきてしま
う可能性を低減することが可能となる。
【１５９５】
　特徴Ｍ４．前記第１外部領域は、前記第１周囲領域よりも面積が広く、
　前記第２外部領域は、前記第２周囲領域よりも面積が広いことを特徴とする特徴Ｍ３に
記載の遊技機。
【１５９６】
　特徴Ｍ４によれば、第１外部領域は第１周囲領域よりも大きな面積を有しているため、
第１周囲領域に溜まる溶融半田は第１外部領域の方へ引き寄せられる。また、第２外部領
域は第２周囲領域よりも大きな面積を有しているため、第２周囲領域に溜まる溶融半田は
第２外部領域の方へ引き寄せられる。これにより、第１周囲領域側及び第２周囲領域側に
溶融半田が移動してきてしまう可能性を低減することが可能となる。
【１５９７】
　特徴Ｍ５．前記第１連結領域は、前記第１外部領域よりも幅が狭く、
　前記第２連結領域は、前記第２外部領域よりも幅が狭いことを特徴とする特徴Ｍ３又は
Ｍ４に記載の遊技機。
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【１５９８】
　特徴Ｍ５によれば、第１外部領域に保持されている溶融半田が第１連結領域を通じて第
１周囲領域に移動してしまう可能性が低減されるとともに、第２外部領域に保持されてい
る溶融半田が第２連結領域を通じて第２周囲領域に移動してしまう可能性が低減される。
【１５９９】
　なお、特徴Ｍ１～Ｍ５の構成に対して、特徴Ａ１～Ａ４１、特徴Ｂ１～Ｂ２０、特徴Ｃ
１～Ｃ１９、特徴Ｄ１～Ｄ７、特徴Ｅ１～Ｅ４、特徴Ｆ１～Ｆ１０、特徴Ｇ１～Ｇ７、特
徴Ｈ１～Ｈ３４、特徴Ｉ１～Ｉ１１、特徴Ｊ１～Ｊ１５、特徴Ｋ１～Ｋ１６、特徴Ｌ１～
Ｌ１２、特徴Ｍ１～Ｍ５のうちいずれか１又は複数の構成を適用してもよい。これにより
、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。
【１６００】
　上記特徴Ｋ群、上記特徴Ｌ群、及び上記特徴Ｍ群に係る発明によれば、以下の課題を解
決することが可能である。
【１６０１】
　遊技機としてパチンコ遊技機やスロットマシンなどが知られている。例えば、パチンコ
遊技機は、遊技の主たる制御を司る主制御装置や当該主制御装置から受信するコマンドに
基づいて演出のための音や光の出力を行う音声発光制御装置などを備えている。これら主
制御装置や音声発光制御装置などは、内部に基板を備えており、当該基板は、プリント配
線板にＩＣや抵抗などの電子部品やコネクタなどが実装されて構成されている。電子部品
やコネクタなどは、半田付けによって、プリント配線板に形成されている配線と電気的に
接続された状態で固定されている。
【１６０２】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、電子部品やコネクタなどをプリント配
線板に実装する際の半田付けが好適に行われる必要があり、この点について未だ改良の余
地がある。
【１６０３】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る又は各特徴に適用される遊技機の基本構成を示す。
【１６０４】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その操作手段の操作に基づいて遊技球
を発射する遊技球発射手段と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路と、
遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部を遊
技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【１６０５】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【符号の説明】
【１６０６】
　１０…パチンコ機、２４ａ…アウト口、２７…遊技球発射機構、３１…一般入賞口、３
２…特電入賞装置、３３…第１作動口、３４…第２作動口、５２…窓パネル、６０…主制
御装置、６１…主制御基板、６２…ＭＰＵ、６３…主側ＣＰＵ、６５…主側ＲＡＭ、９２
…払出側ＣＰＵ、１０２…読み取り用端子、１１２…管理側ＣＰＵ、１１６…対応関係用
メモリ、１３１…演算結果用メモリ、１５１…報知用発光部、２１３…第１左右振分釘、
２１４…第２左右振分釘、２１５…第１左右振分部材、２１６…固定用部材、２１７ａ…
第１振分面、２１８ａ…第２振分面、２２８…障害釘、２３１…第２左右振分部材、２３
２ａ…第１振分面、２３３…遊技盤、２３４ａ…第２振分面、２４２…第１左右振分釘、
２４３…第１左右振分部材、２４４ａ…第１振分面、２４５ａ…第２振分面、２５１…反
転釘、２５４…反転部材、２５４ａ…第１反転面、２５４ｂ…第２反転面、２５５…左側
誘導部材、２６２…前後振分釘、２６３…前後振分部材、２６４ａ…第１振分面、２６５
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ａ…第２振分面、２７１…後方釘、２９１…前方優先部材、２９２…プレート部材、２９
３…第１支持部材、２９４…第２支持部材、３２２…反発釘、３３３…低反発部材、３３
４ｄ…高反発部、３５１…前後振分台、３５４…ステージユニット、３７２…第１下流面
、３７３…第２下流面、３９１，３９２…前後振分台、４２２…通路形成部材、４２２ｂ
…手前側壁面、４２３…位置変更通路、４４１…交換用通路形成部材、４４２…交換用位
置変更通路、４４３ａ…奥側壁面、４４３ｂ…手前側側面、４６１…案内通路、４６２…
ガイド面、４７１…案内部材、５６１…交換用案内部材、７６１…短絡防止穴、７６２…
接合穴、７６２ｃ…第３接合穴、７６２ｄ…第４接合穴、７７５…端子、７８１…２極コ
ネクタ、７８２…１列コネクタ、７８３…２列コネクタ、７８４ａ～７８４ｔ…ピン、７
９３，７９３ａ～７９３ｔ…ビアホール、８９１…小型短絡防止穴、８９２…大型短絡防
止穴、８９４…第１通路領域、８５１…ＧＮＤベタ、８７１…分離型短絡防止穴、８７３
…１列用裏面領域、８７４…分離型短絡防止穴、８７５…左上分離型短絡防止穴、８７６
…左下分離型短絡防止穴、８７７…右上分離型短絡防止穴、８７８…右下分離型短絡防止
穴、８８１，８８４…３方向分離型短絡防止穴、８８６…左側分離型短絡防止穴、８８７
…右側分離型短絡防止穴、９２１…小型短絡防止穴、９２２…大型短絡防止穴、９２４…
第１通路領域、９３８…第１作動口、９３９…第２作動口、９５１…第１作動口検知セン
サ、９５１ａ…第１ハーネス、９５２…第２作動口検知センサ、９５２ａ…第２ハーネス
、９５５…第１作動口用コネクタ、９５６…第２作動口用コネクタ、Ｂ１…遊技球、ＰＡ
…遊技領域。

【図１】 【図２】



(244) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(245) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(246) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(247) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(248) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(249) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(250) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(251) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(252) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】



(253) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】



(254) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】



(255) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】



(256) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図５１】 【図５２】

【図５３】 【図５４】



(257) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】



(258) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】



(259) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図６３】 【図６４】

【図６５】 【図６６】



(260) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図６７】 【図６８】

【図６９】 【図７０】



(261) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図７１】 【図７２】

【図７３】 【図７４】



(262) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図７５】 【図７６】

【図７７】 【図７８】



(263) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図７９】 【図８０】

【図８１】 【図８２】



(264) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図８３】 【図８４】

【図８５】 【図８６】



(265) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図８７】 【図８８】

【図８９】 【図９０】



(266) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図９１】 【図９２】

【図９３】 【図９４】



(267) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図９５】 【図９６】

【図９７】 【図９８】



(268) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図９９】 【図１００】

【図１０１】 【図１０２】



(269) JP 2018-121676 A 2018.8.9

【図１０３】



(270) JP 2018-121676 A 2018.8.9

フロントページの続き

(72)発明者  岡村　淳
            愛知県名古屋市千種区今池三丁目９番２１号　株式会社三洋物産内
(72)発明者  三宅　淳一
            愛知県名古屋市千種区今池三丁目９番２１号　株式会社三洋物産内
Ｆターム(参考) 2C088 BA64  EA06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

